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序文

　戦争の真っ最中の 1944 年に 45 カ国の代表団がブレトンウッズに参集して，第 2 次世界

大戦の経済的な原因と平和をどうやって確保するかを検討した．世界銀行グループの中心的

な機関となるべき国際復興開発銀行（IBRD）の創設についても合意が成立した．代表団は

次のことに注目した．すなわち，「復興と開発のプログラムはあらゆるところで経済的な発

展を加速化し，政治的な安定を助けて平和を育むだろう」．IBRD は 1947 年にフランス向け

に初めてのローンを承認したが，それは同国の復興を支援するためのものであった．

　それから 60 年以上経った今，IBRD の R（復興）は新しい意味を帯びている．すなわち，

アフガニスタン，ボスニア，ハイチ，リベリア，ルワンダ，シエラレオネ，南スーダン，そ

の他の紛争地域や崩壊した国家の復興ということである．ポール・コリエの『最底辺の 10

億人』（邦訳：『最底辺の 10 億人 : 最も貧しい国々のために本当になすべきことは何か ?』

ポール・コリアー 著，中谷和男 訳，日経 BP 出版センター，2008 年）という著書は，この

ような地域を悩ませてきた統治の弱さ，貧困，暴力の反復的な連鎖を強調している．このよ

うな問題に取り組んでいる低所得国のなかで，ミレニアム開発目標を達成した国はまだ一つ

もない．脆弱国家の問題は容易に拡散する．国境から溢れ出す暴力が近隣諸国を衰弱させる．

というのは，紛争が発生すると，麻薬，海賊行為，性的暴力を煽動し，その後には難民と破

壊されたインフラを置き去りにするからである．その領土は暴力的な急進派と組織犯罪の遠

大なネットワークの温床になっている．

　私は 2008 年に国際戦略研究所で「開発の確保」に関してスピーチを行った．そのフォー

ラムを利用して私は治安，統治，開発の間の相互関係を強調し，相互に関係している問題へ

の取り組みに関して，個別の学問は必ずしもうまく統合されていないという指摘を行った．

私は次のような挑戦を概説した．すなわち，治安と開発を合わせて深く根を下ろし，脆弱性

と紛争の悪循環を打破しなければならないという点である．

　中東・北アフリカで再び目にしているように，国家間紛争のパターンやそれに対処する方

法という点で言えば 21 世紀の暴力は 20 世紀とは異なっている．国家の利益や価値観を考

えると，政治指導者の迅速な行動が要請される時でさえ，縦割りの政府機関は対応に不向き

である．低所得，貧困，失業，食料価格の乱高下がもたらす所得ショック，急速な都市化，

グループ間の不平等などすべてが暴力のリスクを高める．麻薬違法取引や不法な金融フロー

など外的なストレスもこのようなリスクを大きくすることがある．

　この『世界開発報告 2011』では，学問分野をまたがって世界中の経験から抽出した経験

を検討することによって，どのようにして紛争や脆弱性を超越して前進し開発を確保したら

よいかに関して，若干のアイディアと実際的な勧告を提示したい．鍵となるメッセージは以

下の通りであるが，それらは地域機関や国際機関に加えて，すべての諸国――低所得国，中

所得国，高所得国――にとって重要である．

　第 1 に，制度的な正当性が安定性にとっての鍵となる．国家統治制度が十分に市民を保護

しない，腐敗を警戒していない，あるいは司法へのアクセスを提供していない場合，また，

市場が雇用機会を提供していない場合，あるいはコミュニティが社会的な連帯を失った場合

に，暴力的な紛争の可能性が高まる．そういった諸国ではしばしば最も早い段階で，初歩的

な制度を変更する前でも，基本的な集団行動に対する世論の信頼を回復する必要がある．早



iv 世界開発報告 2011

期の勝利――迅速で具体的な成果を生み出すことができる行動――が決定的に重要である．

　第 2 に，市民の安全と，正義，及び雇用に対する投資が暴力の削減にとっては必要不可欠

である．しかし，このような分野を支援するわれわれの集団的な能力には，重大な構造的ギ

ャップがある．脆弱な国家が軍隊構築について援助を求められるところはあるが，警察や刑

務所制度を構築するための同じような資源はない．特に民間部門を通じて雇用を創出する早

期プロジェクトをもっと重視する必要がある．本報告書では政治的な連合，治安・司法の改革，

経済的なエンパワメントなどに，女性を関与させることの重要性について洞察を提示する．

　第 3 に，この挑戦に有効に立ち向かうためには制度が変化する必要がある．国際機関や海

外のパートナーは手続きを適合させて，機敏さとスピード，長期的な視野，耐久力をもって

対応できなければならない．援助は統合・調整される必要がある．マルチドナー信託基金は

このような目的を達成すると同時に，能力の低い新政府の負担を軽減するのに有益であるこ

とが判明している．人道的支援機関と開発機関の間の調整を改善する必要がある．また，よ

り高次のリスクを受容する必要があろう．仮に議会や検査官が良い面だけを期待し，失敗を

単に笑いものにするのであれば，各種機関は最も困難な問題から離れて，責任を回避すべく

手続きや委員会対策でみずからを絞め殺すことになるだろう．本報告書では若干の具体的な

措置と結果を測定する方法を提案する．

　第 4 に，われわれは多層的なアプローチを採用する必要がある．各国レベルで対処できる

問題もあるが，不安定な地域を統合した市場を開発することや，能力開発のために資源をプ

ールすることなど，地域レベルで取り組む必要のある問題もある，また，次のようなことは

世界レベルでの措置が必要とされる．すなわち、司法改革や雇用創出などを支援するための

新しい能力の構築，違法な不正取引を阻止するための生産国と消費国の間におけるパートナ

ーシップの形成，食料価格の乱高下がもたらすストレスを削減する措置を取るなどである．

　第 5 に，このようなアプローチを採用するに当たって，世界の状況は変化しつつあるとい

うことをわれわれは認識しておく必要がある．つまり，地域的な機関や中所得国がより大き

な役割を果たしつつある．これは南々交流や南北交流，さらには中所得国の最近の移行経験

にもっと関心を払わなければならないということを意味する。

　大きな賭けである．内戦のコストは平均的な途上国にとって約 30 年間分の GDP 成長に

相当し，危機が長引いている諸国は貧困の克服という点で 20％ポイント以上のおくれを取

る．社会が暴力の新たな勃発やその連鎖の反復の回避を助ける有効な方法を発見することが，

世界の治安と開発にとって決定的に重要である．そうするためには，われわれがリスクをど

う評価し管理するかも含めて，根本的な再考が必要である．

　そのような変革は明確なロードマップと強力なインセンティブに基づかなければならな

い．そのようなロードマップを素描することにおいて，本報告書が人々及びわれわれ自身の

役に立つものと期待したい．

ロバート・Z・ゼーリック

世界銀行グループ総裁
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用語解説

組織暴力（Organized violence）――集団による物理的な力の利用ないしその脅威．他の

国家や市民に対する国家の行動，内戦，対立する側の間の選挙暴力，地域・民族・宗教・

その他の集団特性・競合する経済的利害などに基づくコミュニティ間の紛争，ギャング・

ベースの暴力や組織犯罪，イデオロギー的な目的を有する国際的な非国家の武装運動を含

む．開発にとっては重要な話題ではあるが，本書では家庭内や対人的な暴力は対象外とす

る．時によって，このような理解による組織暴力の略称として，暴力とか紛争と言うこと

がある．多くの諸国では，非国家の武装運動によるテロリスト攻撃など特定の形の暴力は

刑法に服する問題として取り扱われている．

暴力の反復的連鎖（Repeated cycles of violence）――20-30 年間に 1 回以上の組織暴力

を経験している諸国ないし国内地域．

ストレス（Stresses）――組織暴力と相関関係にある政治・社会・安全・経済にかかわる

リスク．制度が弱いという特徴をもった環境下で複合的なストレスが作用する場合に，暴

力は発生する可能性が高くなる．ストレスは対内的なこと（各国のコントロールできる能

力内にとどまること）もあれば，対外的なこと（地域的ないし世界的なダイナミクスに由

来すること）もある．

信頼（Confidence）――暴力によって分断された市民グループ間，市民と国家の間，国家

とその他の利害関係者（隣国，国際パートナー，投資家）との間の信頼．

期待（Expectations）――人々が将来やそれが自分・家族・コミュニティにどう影響する

かに関して判断を下す方法．暴力の実績を受けて低い信頼しか形成されていない状況下で

は，期待が過度に低かったり，あるいは逆に過度に高かったりすると，政府の政策にとっ

ては問題が生じることがある．

エリート間協定（Elite pacts）――政治的・軍事的・経済的な力の保有者による公式ある

いは非公式な協定．このような協定はしばしば強制や庇護を通じて執行され，典型的には

個々の合意に基づいて「個人化」されている．歴史を通じてエリート間協定を形成する動

機になる重要な要因は，暴力を抑止し，協定メンバーの財産や経済的利害および機会を確

保しておきたいという願望であった．本報告書では次のように主張している．すなわち，

エリート間協定で短期的な安全は提供できるが，協定が広がり，制度的な転換を伴わない

限り，暴力は往々にして再発する．

制度（Institutions）――公式および非公式の「ゲームのルール」．公式ルール，成文法，

組織，非公式な行動規範，共有の信念，このような規範を実施・執行するために存在して

いる組織形態などが含まれる．制度は暴力を促進する利害，インセンティブ，行動を形作

る．エリート間協定とは違って，制度は非人格的であり，特定のリーダーの存在いかんに

かかわらず機能し，したがって，暴力に対する持続的な強靭性に関して大きな保証を提供
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し続ける．制度は地方・国家・地域・世界という社会のすべてのレベルで作用している．

脆弱性と脆弱な状況（Fragility and fragile situations）――国家ないし制度が市民グループ

間や市民と国家の間の関係を調停する能力，説明責任，あるいは正当性を欠いていて，そ

れが暴力に無防備になっている状況．本報告書のために行われた研究では，制度的な脆弱

性と紛争リスクの間には密接な結び付きがあることが強調されている．

正当性（Legitimacy）――標準的には，この用語は社会的・経済的・政治的な取り決めや

結果が適正で正しい，という幅広い基盤を有する信条を意味する．この概念は典型的には

制度に適用されている．正当性はさまざまな当事者間で信頼や確信を構築することによっ

て獲得される．正当性の形態にはプロセスの正当性（決定が行われる方法に関係する），

パフォーマンスの正当性（公共財の提供を含む行動に関係する），国際的な正当性（国際

法が国家の責任であるとみなしている価値観や責任の遂行に関係する）が含まれる．

能力（Capacity）――コアな機能を効率的かつ効果的に遂行する制度の能力．国家がこの

能力を欠いていると，組織暴力を誘発する可能性のあるストレスを緩和することができな

い．

説明責任（Accountability）――制度が市民に対して感応的になれる能力．これには以下

が含まれる．総合的な選好に従うこと，必要な情報を開示すること，意思決定に市民の参

加を許容すること，公に認識されている規範や手続きに基づいて市民による高官の制裁を

許容すること．

市民の安全（Citizen security）――物理的な暴力からの自由と暴力の恐怖からの自由の両

方．社会のすべてのメンバー（当該国の国民であるか否かにかかわらず）の生活に適用さ

れ，家庭・職場・国家・社会の他のメンバーとの政治的・社会的・経済的な相互作用にお

ける安全を包括する．「市民の安全」は人間の安全と同じように，暴力を阻止し，それか

ら回復する努力の中心に市民を据える．

正義 / 司法と包容性（Justice and inclusion）――本報告書では justice を 2 つの意味で用

いている．第 1 の使い方（「正義」）では広くもたれている公平性の概念を指す．これは

社会ごとに異なるものの，普遍的に識別可能な概念であり，公正なプロセスと政治力・資

源・機会・制裁の分配における正当な結果という概念を帯びている．第 2 の使い方（「司

法」）はより具体的である．社会がメンバーの行動を統治するために作ったルールにかか

わる，侵害の申し立てや解釈の相違を巡って発生した，紛争を解決するのに重要な制度の

ことである．また，その結果として，官民の行動を形作る規範の枠組み（法律やルール）

の強化に重要な制度でもある．これには暴力の阻止ないしそれからの脱却に最も重要な司

法制度の要素が含まれる．すなわち，コアな刑事司法機能――組織暴力に結び付いた行為

を公正に捜査・訴追・罰する警察・法廷・行刑制度の能力――と，暴力に貢献した基本的

な紛争の対処に必要な制度（例えば，土地や財産の紛争解決に対処する制度など）が必要

である．

移行の動因（Transition moments）――暴力を阻止する，あるいはそれから回復するため
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の新たな努力が可能になる事件．これには深くて広範囲にわたる変化（例えば，終戦，深

刻な国家の危機，長期政権後の政権交代など），あるいはもっと限定的な変化（新しい政

府改革案や重要な役職者の変更，社会のさまざまな行為者間の交渉や連合形成，暴動・軍

事的敗北，自然災害・重要な政治記念日など社会の反響を呼ぶ事件など）の機会を含む．

協調的で十分に包容的な連合（Collaborative, inclusive-enough coalitions）――このような

連合はエリート間協定とは異なり，地方政府・企業・労働・市民社会運動，場合によって

は野党など，社会のより広範な部分を含む．連合は次のような場合に「十分に包容的」で

あるといえる．すなわち，信頼を回復し，制度を転換し，前向きな変化に向けて継続的な

弾みを生み出すのに必要な当事者を巻き込む場合である．また，例えば，議席増加を理由

に，あるいはグループや個人が虐待に関与したかどで，一部のグループを排除するのに地

方的な正当性がある場合である．

シグナリング（Signaling）――本報告書の文脈では暴力のリスクを増大させている政策―

―過去の政策――から決別する意図を表明することである．シグナルは支援の連合を動員

することを企図するもので，声明や行動――例えば要人の指名や治安部隊の再配備など―

―を通じて発することができる．

公約メカニズム（Commitment mechanisms）――過去の政策と決別する意図が覆されるこ

とはない，ということを関係者に納得させる方法．これには合意を実施ないしモニターす

るために，独立的な職務を創設することが含まれる．

早期成果（Early results）――暴力の危機を阻止する，ないしそこから回復する政策の変

更を発表してから最初の 100 日間および最初の 1 カ月間に実現した安全・正義・包容性・

経済的機会・サービスにかかわる目に見える改善．

改革の順序付けと優先順位付け（Sequencing and prioritizing reforms）――社会が最初に行

う変更，後で取り組む変更それぞれの種類と範囲，変更を達成する時間枠の決定．

実際的で最適なアプローチ（Pragmatic, best-fit approaches）――成果を達成するのに技術

的には最低コストの選択肢とはいえないが，地方・政治・安全・制度の現実に適合してい

るプログラム・制度・改革．

制度の転換（Transforming institutions）――暴力のリスクに対する強靭性を高める「ゲー

ムのルール」を時間とともに開発する．これには法律，組織，行動規範，共有されている

信念（平和的・合法的に行動することを選択する個人がもたらす利益がコストを凌駕する

ことが確保されるというもの）が含まれる．
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方法論注

　暴力の防止とそれからの回復に関する教訓を研究するに当たって最大の難問の 1 つは，

統計能力が低いことに加えて，安全とアクセスに対する難題があるために，入手可能な定量

的および定性的データが欠如していることである．世界銀行の包括的なデータセットのなか

でさえ，暴力に最も影響されている諸国はしばしばデータの登録を空欄のままにしている．

世論調査，家計調査，政策のインパクト評価，プロジェクト介入策なども，暴力の影響を受

けた諸国・地域では限定的である．

　内戦に関して増加している文献は暴力を防止したり，それから回復したりするための政策

よりも，その原因に焦点を当てており，組織犯罪の暴力に関する分析はあまり入手可能では

ない．しかし，過去 10 年間，平和構築，国家建設，紛争防止，復興・安定化活動，紛争か

らの回復に関する学際的な研究（政治学，経済学，社会学，心理学，安全保障など）や政策

文書の増加から本報告書は利益を享受している．これは次のような複数の出典からの大規模

なデータセットで補完されている．すなわち，スウェーデンのウプサラ大学紛争データ・プ

ログラム，オスロ国際平和研究所，人間の安全保障報告プロジェクト，各国出典の殺人デー

タ，国連麻薬犯罪事務所（UNODC），世界保健機関（WHO），武力紛争の場所・事象デー

タベースからの紛争事象とデータの地理空間的なコード化，ノルウェーの労働社会研究所

（Fafo）が実施した調査に加えて地域的なバロメーターからの世論調査など．

　暴力と開発の話題は学問や政策の領域を超越しているので，本報告書においては重要な用

語について共通の理解をもって使うことが重要となっている（用語解説を参照）．このプロ

ジェクトのために，尊敬されている学術研究者が執筆した背景論文が，制度と暴力の関係に

ついて有意義な新しい計量経済的な業績を生み出しており，それはさらに各国や各地域の事

例研究や協議で補完されている．

経験から学ぶ：世界的な会話を生み出す
　世界中の多様な地域で暴力と戦っている地域的・国際的な政策立案者に加えて，各国の

改革者，市民社会や民間部門のリーダーとの世界的な会話を生み出すことによって，WDR

チームは研究を補完しようとした．同チームはこのような会話を「伝統的な」経済協力開発

機構（OECD）に加盟しているドナーや世界銀行の多国間パートナーを明らかに超えて広げ

ることに努め，各国の改革者，中所得国の政策立案者，地域機関，外交・安全保障面での

パートナーを関与させることができた．このような会話には以下が含まれる．

• 目下暴力的な紛争に影響されている，あるいは最近何とかそれから脱却するに至った

約 20 の低・中所得の国や地域の，政府指導者，市民社会，民間部門，メディア，国

際的な主体との協議や複数の利害関係者との間での円卓会議．訪問した国や地域には

以下が含まれる．アフガニスタン，オーストリア，オーストラリア，ベルギー，カナ

ダ，中国，コロンビア，コンゴ民主共和国，デンマーク，エジプト，エチオピア，フ

ランス，ドイツ，ハイチ，インド，インドネシア，イラク，イタリア，日本，ケニ

ア，レバノン，マリ，メキシコ，ネパール，オランダ，ノルウェー，パキスタン，ル

ワンダ，サウジアラビア，南アフリカ，スペイン，スーダン，スウェーデン，スイ
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ス，東ティモール，イギリス，アメリカ，ヨルダン川西岸・ガザ，イエメン．

• 多様な経験と地域的な行動の視野や重要性を探究するための政策立案者や専門家との

地域的な議論で，これには以下が含まれる．アフリカ連合および国連アフリカ経済委

員会とアジス・アババで共催した 2 回のワークショップ，ASEAN がジャカルタで主

催した会議，メキシコ・シティにおける地域的なワークショップ，ベイルートにおけ

る中東・北アフリカの地域的なワークショップ，EU とブリュッセルで共催した会議

である．

• 挑戦にかかわる政治・安全保障・開発・人道の面からみたダイナミクスに関する国

連システムとの協調と意見交換．国連の総会，安全保障理事会，経済社会理事会

ボックス1　2011WDRの諮問委員会

　WDR2011 諮問委員会は WDR プロセスが始まった段階で開催され，報告書から浮上してきていたメッセージや勧告に関して

チームと意見交換を行った．同委員会は，紛争の防止とそれからの回復に関して深い経験を有する，多様で横断的な国，地域，

多角的機関，市民社会のリーダーで構成されている．同諮問委員会は報告書作成プロセスの期間中に，2009 年 9 月（ワシント

ン DC），2010 年 2 月（エチオピアのアジス・アババ），2010 年 9 月（北京）の 3 回開催された．諮問委員会のメンバーは招集

権限をもって，世界中における地域的な協議として WDR チームによる首都訪問を支援した．WDR のテーマに関する彼らの思

いに基づいて，本報告書には諮問委員会メンバーの個人的な意見を反映した個別の論文も盛り込まれている．このような論文を

掲載したボックスには，個別メンバー自身の紛争関与からの教訓や，専門知識に基づく話題性のある議論が盛り込まれている．

諮問委員

Madeleine Albright，オルブライト・ストーンブリッジ・グループ会長；元アメリカ国務長官

Louise Arbour，国際危機グループ理事長；元国連人権高等弁務官

Lakhdar Brahimi，アフガニスタンおよびイラク国連事務総長特別代表

Mohamed Ibn Chambas，アフリカ・カリブ海・太平洋諸国事務局長

Paul Collier，経済学教授，オックスフォード大学

Nitin Desai，社会経済問題担当の元国連事務次長

Carlos Alberto dos Santos Cruz，元国連ハイチ平和維持使節団司令官

Martin Griffiths，元人道対話センター理事

Mohamed “Mo” Ibrahim，モー・イブラヒム財団創設者・セルテル社創設者

H. E. Paul Kagame，ルワンダ大統領

Ramtane Lamamra，アフリカ連合平和安全保障担当理事

Louis Michel，ヨーロッパ議会議員

Jorge Montano，Asesoría y Análisis（コンサルタント会社）社長；元駐米メキシコ大使

Jay Naidoo，栄養向上のためのグローバル同盟議長；元南部アフリカ開発銀行会長

Kenzo Oshima（大島賢三），国際協力機構副理事長

Surin Pitsuwan，ASEAN 事務総長

Zeid Ra’ad Al-Hussein，ヨルダン国連大使

Marta Lucía Ramirez de Rincón，Fundacíon Ciudadanía en Acción（財団）理事長；コロンビアの元国防大臣

H. E. Ellen Johnson Sirleaf，リベリア大統領

Dmitri Trenin，カーネギー国際平和基金モスクワ・センター所長

Wu Jiamin（呉建民），上海国際問題研究センター所長

H. E. George Yeo，シンガポール外務大臣
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（ECOSOC），事務局，国連の諸機関，各基金，プログラム等とは，数多くの意見交換

行っている．チームは次のようなところとも協力している．平和構築と国家建設に

関する国際対話，OECD 紛争と脆弱性に関する国際ネットワーク，北大西洋条約機構

（NATO），アフリカ開発銀行，アジア開発銀行，米州開発銀行等．

• 政策立案者，専門家，非政府組織（NGO），民間部門代表者などから教訓を獲得する

ため，次のような各首都において協議を実施した．ベルリン，北京，ベルン，カイ

ロ，コペンハーゲン，デリー，ハーグ，ヘルシンキ，ジャカルタ，ジェッダ，ロンド

ン，メキシコ・シティ，オスロ，オタワ，パリ，ローマ，ストックホルム，東京．

• WDR2011 年版は新しい思潮の反響板として指導者や実務家で構成される諮問委員会

を設置しており，紛争に影響されている諸国における政策策定の現実に関する実際的

な助言を同委員会委から享受している（ボックス 1）．

• 学者，政策立案者，NGO 代表者などの知識と経験を活用すべく，他の多角的なシン

クタンク，学術研究所，地域機関と共同で，WDR についてブレーンストーミングも

行われている．

継続的な会話を育む
　この WDR はコミュニケーションを重視している．その目的が最初から，単に情報提供す

るだけではなく，複数の政策コミュニティに接触し，紛争にかかわるトレンドの理解を深

め，紛争の取り組み方法について実際的な変化を促進することにあったからである．挑戦

を明確にし，政策処方をテストし，より具体的な提案を推奨するという目的をもって，時

とともに弾みを付けるべく，これまでの報告書よりも長期的な戦略を示唆している．大規

模な広報プログラムが報告書の内容に寄与するとともに，従来の WDR よりもずっと早くコ

ミュニケーション・プロセスを開始することにつながった．この WDR は脆弱性と紛争に関

する公開議論を拡大するために，ビデオ，ウェブ，ソーシャル・メディアなどを広範に利用

している．本報告書で使ったデータ，テーマ別の背景論文，WDR のための紛争事例研究，

ビデオ材料，ブログ，ツイッター・フィードなどを特集した双方向ウェブサイトが立ち上

がっている（WDR のブログとツイッターのサイトはそれぞれ次の通りである．http://blogs.

worldbank.org/conflict と http://twitter.com/wbConflict）．
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AC 諮問委員会（『世界開発報告 2011』）

ACLED 武力紛争場所・事象データベース

ADB アジア開発銀行

AfDB アフリカ開発銀行

AFSIS ASEAN 食料安全保障情報システム

AKDN アーガー・ハーン開発ネットワーク

ANC アフリカ民族会議

ASEAN 東南アジア諸国連合

AU アフリカ連合

AUC コロンビア自衛軍連合

AUPSC AU 平和安全保障理事会

AusAID オーストラリア国際開発庁

Austrac オーストラリア取引報告分析センター

AZAPO アザニア人民機構（南アフリカ）

BRA アチェ再統合機関

BRAVO 忘却に対抗する万人のための出生届け

CDC アメリカ疾病予防管理センター

CCAI 統合措置調整センター（コロンビア）

CDD コミュニティ主導型開発

CICIG グアテマラにおける免責問題対策国際

委員会

CODESA 民主南アフリカ会議

CPA 包括和平合意

CPA 連合国暫定当局（イラク）

CPIA 国別政策・制度評価

CV 変動係数

DAC 開発援助委員会

DDR 武装解除・動員解除・社会復帰

DESEPAZ 開発・安全・平和

DfID 国際開発庁（イギリス）

ECOSOC 国際連合経済社会理事会

ECOWAS 西アフリカ諸国経済共同体

ECSC ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体

EFCC 経済金融犯罪委員会

EGSC 経済統治運営委員会

EITI 採取産業透明性イニシアティブ

ELN 国民解放軍（コロンビア）

ETA バスク祖国と自由（スペイン）

EU ヨーロッパ連合

Fafo 労働社会研究所（ノルウェー）

FAO 国連食糧農業機関

FARC コロンビア革命軍

FATA 連邦直轄部族地域（パキスタン）

FATF 金融活動作業部会

FDI 外国直接投資

FINCEN 金融犯罪取締ネットワーク（アメリカ）

FINTRAC 金融取引報告書分析センター（カナダ）

FIU 金融情報部門

FMLN ファラブンド・マルティ民族解放戦線

（エルサルバドル）

FRELIMO モザンビーク解放戦線

GAM 自由アチェ運動

GDP 国内総生産

GEMAP 統治経済管理支援プログラム

GMS 大メコン圏地域

GIS 地理情報システム

GNI 国民総所得

HNP ハイチ国家警察

IADB 米州開発銀行

ICRC 赤十字国際委員会

ICRG 国際国別リスク・ガイド

IDA 国際開発協会
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xv略語及びデータ注

定義およびデータ注
　本報告書の地域別および所得別のグループに含まれている諸国は，主要世界開発指標の

最後にある「国の分類」に列挙されている．所得別の分類は 1 人当たり国民総所得（GNP）

に基づいており，本年度版に使われた所得別分類の水準は主要世界開発指標の序に示され

ている．図表中に示されているグループの平均値は特記がない限り，グループ内に属する

諸国の単純平均値である．

　経済圏について国という用語を使用しているが，世界銀行がその領域の法的ないしその

ほかの地位について，何らかの判断をしているということを意味するものではない．途上

国という用語は低所得国と中所得国を含み，したがって，便宜上，中央計画経済からの体

制移行国を含むこともある．

　ドルの数字は特記がない限り，名目の米ドル表示である．ビリオン（10 億）はミリオ

ン（100 万）の 1,000 倍，トリリオン（兆）はビリオンの 1,000 倍を意味する．
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前文
　集団的安全保障を維持する努力は人類史の中心にある．人間の安全は協調に依存してい

るという認識が，原始の時代から村落共同体，都市，国民国家などの形成を動機付ける要

因であった．20 世紀は破壊的な世界戦争，植民地闘争，イデオロギー紛争などの後遺症

と，世界的な平和と繁栄を育む国際システムを設立する努力によって特徴付けられてい

た．このようなシステムはある程度成功を収め，国家間の戦争は以前に比べてずっと稀に

なり，内戦も数が減少している．

　それにもかかわらず，不安定性が残っているどころか，それが現代随一の開発に対する

チャレンジとなっている．15 億人が脆弱性，紛争，あるいは大規模な組織犯罪の暴力に

さらされた地域で生活しており，低所得の脆弱な国ないし紛争の影響を受けた国のなか

で，国連のミレニアム開発目標（UN MDG）を 1 つでも達成したところはまだ一つもな

い．新たな脅威――組織犯罪や麻薬の違法取引，世界的な経済ショックに伴う暴動，テロ

リズムなど――が，国家間や国内の通常の戦争に対する継続的な関心に加わっている．世

界中で多数の諸国が過去 60 年間に貧困削減について急速な進展を達成してきたものの，

政治的・犯罪的な暴力の反復的な連鎖に特徴付けられた地域ははるか遠くに置き去りにさ

れており，そこでは経済成長は阻害され，人間開発指標は停滞している．

　今ではもっと安定した近隣地域に暮らしている人々にとっては，高所得国における繁栄

と洗練された世界経済が世界の他の地域における極端な暴力や悲惨さと，どのようにして

共存し得るのかは理解することが不可能かもしれない．アデン湾を通過する船舶を略奪す

るソマリア沿岸で操業している海賊は，既存の世界システムのパラドックスを例証してい

る．世界の近代的な国民国家の繁栄と能力を組み合わせても，古代から存在するこの問題

をどうして阻止することができないのだろうか？　アフガニスタンに対する国際的な関与

が再開されてからほぼ 10 年間が経過したのに，平和の見通しが遠いように思えるのはど

うしたことか？　都市部のコミュニティ全体が麻薬密売人に戦慄を覚えているのはどうし

たことであろうか？　中東・北アフリカの諸国が，場合によっては持続的な高成長と社会

指標の改善があるにもかかわらず，民衆の不満の爆発に直面しているのはどうしたことな

のだろうか？

　今回の『世界開発報告』（WDR）では次のような問いかけを行っている．すなわち，暴

力のリスクに拍車をかけるのは何か，紛争の防止とそれからの回復という取り組みがなぜ

これほど困難なのか，各国の指導者と開発・治安・外交などの面におけるパートナーは，

世界で最も脆弱で暴力に引き裂かれた地域が安定した開発軌道を修復するのを助けるため
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に何ができるだろうか？　本報告書の中心的なメッ

セージは以下の通りである．すなわち，暴力の連鎖

を打破するためには，市民に安全と正義，及び雇用

を提供するための正当な制度と統治を強化すること

が決定的に重要である，ということである．信頼を

回復し，安全・正義・経済の諸制度を改革すること

は，過酷な紛争を経験した諸国でさえ 1 世代の間

に可能である．しかし，21 世紀型のリスクに取り

組むためには，次のような「改装された」決然たる

各国のリーダーシップと国際システムが必要であ

る．すなわち，犯罪的・政治的な暴力の防止に向け

た援助の最重視，国際機関の手続きの改革，地域レ

ベルでの対応，低・中・高所得国間での新たな協調

に向けた取り組みなどである．本報告書では有効な

世界的措置について多層的なアプローチを想定して

おり，それは地方・国家・地域・国際機関がそれぞ

れの役割を果たすためである．

　話題の性格からして，本レポートは異例な形で作

成された．最初から各国の改革者がもっている知識

を援用し，政治や治安の問題に関して専門知識を有

する国連や地域機関と緊密に協働し，人間の安全保

障という概念をベースにした．このようなパート

ナーシップが治安と開発の結び付きに関するわれわ

れの理解を共同して深めるという継続的な努力を推

進し，本レポートの中にまとめた新しい事実の発見

に関して実際的な行動を誘発することを期待した

い．

パート 1：暴力の反復的な連鎖がも
たらす挑戦課題

21世紀の紛争と暴力は20世紀の型には当て
はまらない開発問題である
　20 世紀の世界システムは国家間の緊張や一回限

りの内戦に対処することを企図していた．国民国

家間の戦争や内戦には一定の論理と順序がある．

紛争の主体は主権国家であれ，明確に定義された

反乱運動であれ，わかっている．仮に紛争がエス

カレートして本格的な敵対行為が始まれば，敵対

行為の最終的な終焉（勝利か敗北を通じて，ある

いは交渉による解決を通じて）には，平和に戻っ

ていく短い「紛争後」という局面が続く．世界シ

ステムは大体において，このような紛争のパラダ

イムを巡って構築されており，以下のような側面

については各国と国際的な主体の役割は明確であ

る．開発面では国民国家の繁栄と能力を促進する

こと（しかし，紛争が活発な時期には手を引く），

外交面では国家間および政府と反乱運動の間の紛

争を防止し調停することが期待され，紛争後には

平和維持活動や，救援の提供ということでは人道

主義の面での役割が期待される．

　しかし 21 世紀の暴力 1は 20 世紀の型には当て

はまらない．国家間の戦争や内戦は一部の地域では

依然として脅威であるが，それは過去 25 年間に減

少してきている．内戦による死者は依然として受

け入れがたい犠牲をもたらしているが，1980 年代

との比較では 4 分の 1 にとどまっている（フィー

チャー 1，図 F1.1）2．しかし暴力と紛争は消滅し

たわけではない．地球上の 4 人に 1 人，すなわち

15 億人強は，脆弱で紛争の影響を受けた諸国，あ

るいは犯罪的な暴力が非常に高水準な諸国で生活し

ている 3．しかし，国家間戦争の削減には成功して

いるため，残っている形の紛争や暴力は「戦争」か

「平和」か，あるいは「犯罪的な暴力」か「政治的

な暴力」といういずれの区分けにも適合しないも

のである（フィーチャー 1，図 F1.1-1.2 および表

F1.1 参照）．

　多数の諸国や国内地域は今でも，反復的な暴力，

統治の弱さ，不安定性などの連鎖に直面している．

第 1 に，通常は，紛争は一回限りの出来事ではな

く，継続的かつ反復的である．過去 10 年間におけ

る内戦をみると，その 90％は過去 30 年間に内戦

が起こった諸国で発生している 4．第 2 に，新しい

形の紛争や暴力が開発を脅かしている．エルサルバ

ドル，グアテマラ，南アフリカなど，暴力的な政治

紛争を経て政治・平和にかかわる合意を成功裡に交

渉した多くの諸国は，今や高水準の暴力的な犯罪に

直面しており，それが開発にとって制約になってい

る．第 3 に，さまざまな形態の暴力は相互に結び

付いている．政治的な運動はコンゴ民主共和国や北

アイルランドにおけるように，犯罪的な活動から

資金を確保することができる 5．犯罪的ギャングは

ジャマイカやケニアにおけるように，選挙期間中の

政治的な暴力を支援することができる 6．国際的な

イデオロギー運動はアフガニスタンやパキスタンで
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フィーチャー 1 暴力はどのように変化しているか

図 F1.1　内戦に伴う死者は減少している
内戦の数が減少したのに伴い，このような紛争に伴う年間死者（戦死者）総数は，1988 年の 20 万人以上から 2008 年
の 5 万人以下に減少した．
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出所：Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harbom and Wallensteen2010; Lacina and Gleditsch 2005); Gleditsch 他 2002; Sundberg 2008; Gleditsch and Ward 
1999; Human Security Report Project, 近刊．
注：Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harbom and Wallensteen2010; Lacina and Gleditsch 2005) では，内戦は規模と種類によって分類されている．モニタ
リンングの最低限度は戦死者が年間 25 人以上の小規模な内戦である．紛争当たりの年間戦死者数にかかわる推定値（低・高・ベスト）は Lacina and Gleditsch 
(2005, 改訂 2009) に所載されている．本報告書を通じてベストの推定値を用いている．ただし，それが入手不可能な場合には，低い推定値と高い推定値の平均
を用いた．

表 F1.1　暴力はしばしば再発する
「紛争後」という国は本当にほとんどない．かつて紛争を経験した諸国では暴力の発生率が 1960 年代以降

上昇しており，また，2003 年以降に始まったすべての内戦はかつて内戦があった諸国で発生している．

10 年間
紛争を経験したことがない諸国

における暴力の勃発（％）
紛争を経験した諸国における暴力の

勃発（％） 勃発件数

1960s 57 43 35

1970s 43 57 44

1980s 38 62 39

1990s 33 67 81

2000s 10 90 39

出所：Walter 2010; WDR チームの試算．
注：かつての紛争の経験には 1945 年以降のすべての重大な紛争が含まれる．
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フィーチャー 1 暴力はどのように変化しているか（続き）

図 F1.2　組織犯罪の暴力が和平プロセスを脅かす
1999 年以降中央アメリカのどの国でも殺人が増加している．これには政治的な紛争への取り組みに関しては大きな進
展を遂げた諸国も含まれる．しかし，これは何もユニークではない．南アフリカなどといった諸国も同じような第 2 世
代の挑戦に直面している．
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出所：UNODC 2007 に基づく WDR チームの試算 ; UNODC and World Bank 2007; 各国情報源．
注：殺人率の基準年は 1999 年＝ 0．

暴力はどのように開発を阻害するか
図 F1.3　貧困の格差は暴力に影響された諸国とそうでない諸国の間で拡大している
新しい貧困データが明らかにしているところによれば，貧困は世界の多くで減少しているが，暴力の影響を受けている
諸国はおくれを取っている．重大な暴力（戦死ないし重大な戦争にも等しい殺人に伴う過剰な死亡）の影響を 3 年間に
わたって受けた諸国は，貧困削減は 2.7％ポイントのおくれを取っている．
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づく WDR チームの試算．
注：貧困は 1 日 1.25 ドル未満で生活している人口の割合（％）．
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みるように，現地の不満と共同戦線を張ることがで

きる．つまり，暴力に現在直面している諸国の大多

数は多種多様な形で暴力に直面しているということ

である．第 4 に，中東・北アフリカにおけるよう

に，政治的・社会的・経済的な変化が期待におくれ

を取っている諸国では，不満は変化を求める激しい

要求にエスカレートすることがある．

　このような紛争は反復的で相互に結び付いてお

り，地域的・世界的に影響をもたらす．紛争を原因

とする死，破壊，開発の遅延は，紛争に見舞われた

諸国にとって悪いだけでなく，そのインパクトは地

域的にも世界的にも波及していく．タンザニアなど

のように開発面で進展を示している国は，紛争下に

ある隣国のせいで毎年 GDP の推定 0.7％を失って

いる 7．難民や国内避難民は過去 30 年間に 3 倍に

増加している 8．世界の難民のほぼ 75％はその近

隣諸国で暮らしている 9．

　各国の政治的紛争，組織犯罪，国際化された不和

などが相互に結び付いた新しい形の暴力は，暴力が

富裕国と貧困国の両方にとって問題であるというこ

とを意味する．過去 10 年間におけるテロ攻撃によ

る死亡者の 80％以上は非西洋の標的にかかわるも

のであったが 10，西ヨーロッパ 18 カ国に関する研

究で明らかになったところによると，国際的なテロ

事件が 1 件発生するごとに経済成長率は年 0.4％低

下した 11．1 つの地域に対する攻撃は世界市場を通

じて世界全体にコストを賦課することがある．例え

ば，ニジェール・デルタに対する攻撃は，石油価格

の高騰という形で世界中の消費者に何十億ドルとい

うコストをもたらしている 12．リビアで暴動が発

生した初期の頃，わずか 4 週間で石油価格が 15％

上昇した 13．ヨーロッパ向けコカイン輸送の阻止

は 2003 年以降 4 倍に増えているが 14，今や西部

アフリカなどといった地域でさえ，麻薬関連の暴力

で甚大な影響を受けている 15．

　暴力を抑制しようという試みも極めて高価なもの

となっている．例えば，いわゆるアフリカのホーン

岬やインド洋における海賊行為に対抗するための海

軍活動は，毎年 13-20 億ドルかかると推定されて

いる．それに加えて，船舶の航路変更や保険料の上

昇に伴う追加的なコストの負担がある 16．また長

期間にわたる暴力に対して自己防衛する家計や企業

の努力は，大きな経済的負担となる．ラテンアメ

リカでは企業の 35％，アフリカでは 30％，東ヨー

ロッパ・中央アジアでは 27％が，事業活動にとっ

て犯罪が重大な問題であると指摘している．コスト

を負担する能力が小さい人ほどその負担が大きく

なっている．サハラ以南アフリカの企業は他の地域

と比べると，犯罪が原因で失っている売上の割合が

高く，警備のための支出額が対売上比で大きくなっ

ている 17．

　低所得の脆弱国あるいは紛争影響国のなかで，

MDG（ミレニアム開発目標）を達成したところは

一つもない．脆弱な紛争影響国の人々は他の途上

国の人々と比べて栄養失調に陥る可能性が 2 倍強，

子どもを就学させられない可能性が 3 倍強，子ど

もが 5 歳になる前に死亡する可能性が 2 倍強，清

潔な水がない可能性が 2 倍強と高い．平均すると，

1981-2005 年に重大な暴力を経験した国は，その

ようなことがなかった国との比較で貧困率が 21％

ポイント高くなっている（フィーチャー 1，図

F1.3）18．もっと裕福で安定した諸国でも暴力の影

響を受けた国内の地域では同じような状況が現れて

おり，開発におくれが生じている 19．

　このような紛争や暴力の反復的な連鎖は，その他

の人的・社会的・経済的なコストを強要し，それが

幾世代も続くことになる．組織犯罪の暴力が高水準

であれば経済開発を妨害する．グアテマラでは，暴

力が 2005 年に GDP の 7％以上のコストをもたらし

た．これは同じ年のハリケーン・スタンによる損害

の 2 倍強，農業・保健・教育向けの予算総額の 2 倍

強に達する 20．内戦の平均コストは中規模の途上

国にとっては GDP の 30 年間分以上に相当する 21．

大きな暴力事件が発生すると，貿易が元の水準を回

復するには 20 年間かかる 22．換言すれば，大規模

な暴力は自然災害や経済循環とは異なり，一世代全

体にわたる経済発展を一掃することがある．

　このような数字は人的な結末も伴っている．非常

に暴力的な社会では，多くの人々は成人を迎える前

に息子ないし娘の死亡を経験している．子供たちの

帰宅が遅い場合，それは親にとっては彼らの命や身

の安全を心配すべき十分な理由となる．したがって

学校，職場，市場などに出かけるという日常的な経

験は心配すべき機会となる．人々は家を建てたり，

小規模事業に投資したりすることをためらう．それ

は一瞬にして破壊されてしまうかもしれないからで
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ある．暴力の直接的な影響は主として若年男子――

戦闘部隊やギャング・メンバーの過半数――に降り

かかっているが，間接的な影響を不当にこうむって

いるのは女性と子供である 23．拘留者の 96％，行

方不明者の 90％は男性である．しかし，難民や国

内避難民の 80％近くは女性と子供である 24．また，

暴力は暴力を生む．虐待を目撃した子どもは後の人

生で暴力を犯す傾向が高い 25．

　それにもかかわらず，治安が再確立・維持され

ると，世界のなかでこのような地域は最大の開発

利益を享受することができる．政治と犯罪の両面

で長期間にわたる暴力を脱却した数カ国は，次の

ように MDG（ミレニアム開発目標）に関する進展

では最速の部類に入っている 26．

• エチオピアは改善された水へのアクセスを，

1990 年 の 人 口 の 13 ％ か ら 2009-10 年 に は

66％へと 4 倍以上に引き上げた．

• モザンビークは初等教育修了率を 1999 年の

14％から 2007 年の 46％へと，わずか 8 年間

で 3 倍以上に引き上げた．

• ルワンダは栄養失調の割合を，1997 年の人口

の 56％から 2005 年には 40％まで削減した．

• ボ ス ニ ア・ ヘ ル ツ ェ ゴ ビ ナ は 1995 年 か ら

2007 年の間に，生後 12-23 カ月の子供にかか

わる麻疹予防接種率を 53％から 96％に引き上

げた．

紛争の悪循環：安全と正義，及び雇用へのス
トレスが脆弱な制度と一緒になった場合
　紛争の対内的な原因は政治・治安・経済のダイナ

ミクスから発生する 27．それにもかかわらず，暴

力の原因と結果を分解するのは困難である．1 人当

たり GDP が低いほど，大規模な政治的紛争や高水

準の殺人との強固な相関関係がみられる 28．市民

の意識調査では反乱運動や都市ギャングに参加する

動機として，若年失業が一貫して引き合いに出され

ている（フィーチャー 2，図 F2.2）29．どこの国

でも，より安全で力があると感じることができると

いうことも重要な動機として指摘されている．これ

は雇用のダイナミクスが所得だけでなく，尊敬や地

位（経済的機会に加えて社会的一体感を含む）とも

関係がある，ということを示している既存の研究結

果とも整合的である．地域的・宗教的・民族的なグ

ループに影響している政治的な疎外や不平等は，内

戦のリスクが高いことと相関関係がある 30（市民の

意識調査でも，貧困と並んで紛争の重要な動因とし

て指摘されている．図 F2.1 参照）．一方，富裕家計

と貧困家計の間の不平等は暴力的な犯罪のリスクが

高いことと密接な相関関係がある（表 1.1）．

　外的な要因が暴力のリスクを高めることがある．

外部に重大な治安上の圧力があると，新しいパター

ンの麻薬取引の場合と同じく，制度的な能力を圧

倒することがある（フィーチャー 2 参照）．所得

ショックも暴力のリスクを高めることがある．サハ

ラ以南アフリカおける降雨ショックに関する研究の

結論によれば，内戦は降雨の少ない歳月が続いた後

に発生する確率が高い．1981-99 年のアフリカ 41

カ国における所得ショックの代理変数として降雨の

変動を使い，Satyanath, Miguel, and Sergenti は次

のことを見出している．すなわち，経済成長率が

5％低下すると，翌年に紛争が発生する可能性が半

数の諸国で上昇している 31．腐敗――違法な麻薬

取引，資金洗浄，天然資源売却・国際的な契約・利

権による収入の搾取などを通じて，一般的には国際

的な結び付きをもっている――は，不満を煽り，国

家制度や社会規範の有効性を蝕むことによって，暴

力のリスクに対して一層有害なインパクトを及ぼし

ている 32．気候変動や天然資源を巡る競争から生

じる新たな外部からの圧力はこのようなリスクすべ

てを高める懸念があろう 34．

　しかし多くの諸国は，高失業，経済的な不平等，

組織犯罪ネットワークからの圧力に直面している

が，広範な暴力に繰り返し屈することはなく，む

しろそれを抑制している．WDR のアプローチは次

の点を強調している．すなわち，どんな社会（国

家ないし地域）においても紛争や暴力のリスクは，

対内的・対外的なストレスと「免疫システム」な

いし正当な制度に具現されているストレスにかか

わる社会的な対応能力の組み合わせにあるという

ことである 35．国家と非国家両方の制度が重要で

ある．制度にはルール，法律，組織に加えて，社会

的な規範や行動――党派や政治の相違を超越して協

定を締結する指導者の能力，国民的・政治的な連帯

強化を唱導する市民社会の能力など――が含まれる
36．国家，市場，社会制度が市民のために基本的な



9概観

フィーチャー 2 ストレスが高くて制度が弱い＝暴力のリスクが高い

図 F2.1　紛争の推進動因に関する市民の見方はどうか？
暴力の影響を受けた 6 カ国・地域で，全国を代表する標本や地域の混合を含めて実施した調査で，市民は自分の経済的
な福祉に関連した問題（貧困や失業）と不正義（不平等や腐敗を含む）を紛争の一義的な動因として指摘した．

調
査
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出所：Bøås, Tiltnes, and Flatø 2010．

図 F2.2　何が人々を反政府運動やギャングに参加させるのか？
同上の調査によって，若者がなぜ叛徒ないしギャング・メンバーになるのかに関して指摘された主因は非常に似てお
り，両者とも失業が支配的である，ということが発見された．ただし，好戦的なイデオロギー運動の新規加入は必ずし
もそれが主因ではない（第 2 章）．
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安全，正義，経済的機会の提供に失敗していると，

紛争はエスカレートすることがある．

　要するに，制度的な正当性と統治が最も弱い諸国

や国内地域は暴力と不安定性に対して無防備であ

り，対内的・対外的なストレスに対応する能力が欠

如している．制度的な能力と責任感は政治的暴力と

犯罪的暴力の両方にとって重要なのである（フィー

チャー 2 参照）37．

• 一部の地域――21 世紀への変わり目以前にお

けるコロンビアの周辺地域 38，あるいは現在

のコンゴ民主共和国 39 など――では，国家は

国の多くの部分でほとんど存在しないに等し

く，暴力的な武装集団が権力と資源を巡る地方

における競争で優位に立っている．

• 暴力に影響されているほとんどの地域は，紛争

を平和裡に調停する協調能力の不足に直面し

ている 40．一部の諸国では制度が民族・地域・

宗教の相違を包摂しておらず，国家制度は――

北アイルランドで和平合意が成立する以前の数

十年間にわたってちょうどそうであったように

――党派的であるとみられている 41．一部の

コミュニティでは，社会的な分裂のせいで，エ

リートが支配する国家と貧しいコミュニティの

間で，暴力の源泉に対処するための有効な協調

が制約されている．

• かつてのラテンアメリカ，現在のアジアやアフ

リカでみられる急速な都市化は社会的な一体感

を弱めている 42．失業，構造的な不平等，武

器や違法麻薬の市場に対するアクセス増大など

は社会的な一体感を崩壊させ，犯罪ネットワー

クやギャングに対する脆弱性を高めている．

• 制度的な能力の弱い諸国は 2008-09 年の食料

ショックの際に，暴力的な社会暴動に見舞われ

やすかった 43．

• 一部の諸国は威圧や庇護のネットワークを通じ

て安定性の維持に努めたが，腐敗や人権侵害が

高水準にある諸国では，将来的に暴力が爆発す

るリスクを高めている（フィーチャー 2 参照）．

　なぜ暴力が同じ国や国内地域で形を変えて繰り返

されるのかを説明する際には，制度の弱さが特に重

要である．制度が最も弱い社会でさえ，定期的な平

和の発生を享受する．ソマリアの南中部は過去 30

年間にわたり少数のエリート層による合意に基づい

て，紛争が少ないという幕間を享受している 44．し

かし，ソマリアを初めとする各所における一時的な

エリート間の協定は，正当性のある国家や社会の制

度が発展しない限り，持続的な安全と開発の基盤を

提供するものではない 45．そのような合意は総じて

短命である．というのは，ストレスに適応し，変化

に合わせて適合するには，あまりにも個人化され狭

量だからである．新しい対内的・対外的なストレス

――指導者の死，経済的ショック，組織犯罪の麻薬

取引ネットワークの侵入，新しい機会ないしレント，

海外からの治安上の干渉など――が発生するなか

で，それに対応するための持続的な能力がない 46．

したがって，暴力が繰り返されるのである．

　正当な制度に焦点を当てるということは西洋の制

度に収斂するということを意味するものではない．

ストレス 内部 外部

治安 ・暴力とトラウマの遺産 ・侵略，占領
・国内叛徒に対する海外支援
・国境をまたぐ紛争の波及
・国境をまたぐテロリズム
・国際的な犯罪網

経済 ・低所得水準，反乱の低機会費用
・若年失業
・天然資源の富
・深刻な腐敗
・急速な都市化

・価格ショック
・気候変動

司法 ・民族・宗教・地域の競合
・真の，ないし主観的な差別
・人権侵害

・少数民族グループないし宗教のグルー
プの処遇にかかわる主観的な不平等・
不正義

表 1.1　治安及び経済，政治のストレス

出所：WDR チーム．
注：上表は網羅的ではないが，紛争の原因やその相互関係に関する学術文献で指摘されたり，WDR の協議や調査で提起された
りしている重要な要因をとらえている 33．
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歴史をみると、外国の制度的なモデルが特に植民地

の後遺症のゆえに 47，国家開発にとって有益でな

いことが判明した多くの事例に溢れている．それが

機能ではなく形式を重視したからである．現在でも

同じことが当てはまる．イラクでは，連合国暫定当

局が環境から観光までのあらゆるテーマに関して，

苦闘している担当省庁と並行して委員会を設置し，

国の社会的・政治的な現実との関係が希薄なモデル

法が制定された 48．南側の諸国相互間における組

織形態の移転でさえ，もし地元の条件に適合してい

ないと逆効果になることがある．一部の諸国で素晴

らしい成功を収めた，真実・和解，腐敗防止，人権

などに関する委員会は，他の諸国ではうまくいくと

は限らない．本報告書で明らかになるように，知識

の共有からは利益が享受できるが，現地の状況に適

合していることが条件となる．本レポートからする

と，「最適な」制度が重要である．

諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

外部からのストレスの役割

ホルヘ・モンターニョ，国際麻薬統制委員会のメンバー；元駐米メキシコ大使；WDR諮問委員会のメンバー

　麻薬・人身の不正売買，資金洗浄，天然資源・野生生物
の違法採取，偽造，知的財産権の侵害などは儲かる犯罪活
動であり，そうでなくても脆弱な途上国の社会政治・司
法・治安の構造に組織犯罪が侵入するのを助長している．
　例えば，中央アメリカでは，20 年も前に政治的な安定
性を取り戻した数カ国が今では国家の衰退に直面してい
る．国家の制度にこのような犯罪の猛攻撃に対応する強さ
が欠如しているのである．超国家的な組織犯罪は一部のカ
リブ海諸国を，ヨーロッパや北アメリカに向かう不法な麻
薬と人々が移動する回廊に転向してしまっている．ボリビ
ア，コロンビア，ペルーは世界的に重要なコカイン生産国
の地位を引き続き維持する一方，メキシコは移民・麻薬の
消費・武器生産などの面で世界最大の市場と国境を接して

いることを背景に，前例のない暴力の波に洗われている．
西アフリカは南アメリカ発でヨーロッパに向かう麻薬に
とって新しい通路になっている．アフリカのなかには天然
資源の不法な採取に苦しんでいる諸国がいくつかあるし，
アジアはアフガニスタンに由来する大量のアヘンを貿易す
るハブになっている．組織犯罪の未曾有の侵攻で多数の脆
弱な国家は崩壊する可能性がある．そういった諸国の制度
が組織犯罪関連暴力の犠牲になってしまうからである．世
界の多くの地域でみられる不安定な経済開発は，このよう
な違法な活動を統合する刺激剤を提供しており，途上国で
遭遇する免責の結果として引き続き繁栄することになるだ
ろう．

　Collier, Fearon, Goldstone, North, Wallis, Weingast 他の業
績を土台にして，政治学者の Jim Fearon と Barbara Walter
は WDR 用に計量経済分析を行った．すなわち，一般的な
法の支配と政府の有効性，腐敗が低いこと，人権の保護が
強力であることなどが，内戦の勃発・再発や犯罪的な暴力
に伴う高殺人率のリスクが低いことと相関関係があるかど
うかをテストしたのである．Fearon の発見によれば，自
国の所得水準からみて統治指標が平均を上回っている諸国
は，今後 5-10 年間以内に内戦が勃発するリスクが著しく
低くなっており――30-45％も低い――，その関係は殺人
率が高い諸国についても当てはまる．この業績は政策世界
における従来の方向性（紛争と脆弱性に関する国際ネット
ワークは平和構築と国家建設が連動していることを強調し
ていた）を確認するものである．
　説明責任に関する措置はこの計算では能力に関する措置

と同じように重要である．Fearon の発見では，過去にお
いて政治的な恐怖の水準が高かった諸国では，現在でも紛
争が発生する可能性が高い．Walter の発見では，政治的
な囚人や法的手続き外の殺人の件数が大幅に減少すると，
人権侵害が高水準な諸国との比較で，内戦再発の可能性
が 2-3 倍低下する．彼女はこう指摘する．「このような結
果に関する妥当な解釈は，政府による抑圧・侵害が高まる
と，このような政府は交渉相手として当てにできないとい
う不満とシグナルの両方を作り出す．これはそれほど強制
的でなく，もっと説明責任を負わせるアプローチの方が内
戦リスクを大幅に減少させるということを示唆する」．説
明責任にかかわる他の措置も重要である．法の支配や腐敗
に関する措置は官僚の質に関する措置と同程度ないしそれ
以上に重要である．

WDRのコメント：制度の弱さは暴力の反復的な連鎖を説明する共通の要因である
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パート 2：各国レベルで暴力の連鎖
を打破するためのロードマップ

信頼を回復し，市民に安全と正義，及び雇用
を提供する制度に転換する
　不安定性の連鎖を打破し，その再発リスクを削減

するためには，各国の改革者とその国際的なパー

トナーは，市民に対して持続的な水準の安全・正

義・雇用を提供できる正当な制度を構築する必要が

ある．武装した暴力に従事することによって，尊敬

や認識を享受する可能性のある集団に対してではな

く，社会的に合法な活動に従事するグループに対し

て，社会の正当な持分を提供したり，違反を適切か

つ公正に罰したりする必要がある． 

　しかし，制度の転換は――常に困難であるが――

脆弱な状況下では特にむずかしい．第 1 に，暴力

と不信の実績がある諸国では，期待があまりに低

くて，いかなる政府の約束も信じられることがな

く，協調行動は不可能であるか，または期待があま

りに高くて，過渡期に既存の制度では実現不可能な

急速な変化の期待が生み出されるかのいずれかであ

る 49．第 2 に，暴力に対して長期的には強靭性を

高める多くの制度的な変化は往々にして短期的にな

るリスクを帯びている．どのような重要なシフト―

―選挙の実施，庇護ネットワークの解体，治安サー

ビスに新たな役割を付与すること，意思決定の分権

化，弱者グループをエンパワーすることなど――で

も，勝者だけでなく必ず敗者も生み出す．敗者は組

織化に優れていることが多く，変化に抵抗する．第

3 に，外部からのストレスは進展を脱線させること

がある．

　暴力の繰り返しを阻止できる正当な制度の創設は

率直に言って遅々としている．それは一世代を要す

る．最速の転換を遂げている諸国でさえ，制度的な

パフォーマンスを現在の脆弱国――例えばハイチ―

―の水準から，ガーナなどうまく機能している制

度化された国家の水準にまで引き上げるまでには，

15-30 年間を要している（表 2.1）50．良いニュース

は，制度を転換するというこのプロセスは 20 世紀

後半には著しく加速化しており，良い統治に対する

市民の要求やそれの供給に役立つ技術が増加してい

るということだ．まさに一世代での進展というのは

極めて迅速といえる．このテンポで進展すれば，現

在のアフガニスタン，ハイチ，リベリア，東ティモー

ルなどといった諸国にとっては，顕著な開発利益に

なるだろう．

　WDR（世界開発報告）の基本的な枠組みは，暴

力の反復的な連鎖を阻止し，継続的な強靭性の水準

に到達するために，短期的にも長期的にも必要とさ

れる行動にかかわるダイナミクスに関して学んだこ

とに焦点を置いている．このような連鎖をどうやっ

て打破するかに関するわれわれの知識は限定的であ

る．本報告書では既存の研究，国別研究，各国改革

者との協議などから抽出した教訓を列挙してある．

とりわけボスニア・ヘルツェゴビナ，チリ，コロン

ビア，ガーナ，インドネシア，リベリア，モザン

ビーク，北アイルランド，シエラレオネ，南アフリ

カ，東ティモールなどの経験は，本報告書では頻繁

に引き合いに出されている．これはこのような地域

はすべて依然として挑戦やリスクに直面してはいる

ものの，暴力がエスカレートするのを防止したり，

あるいは後遺症から回復したりすることにおいて，

多大な成功を収めているからである．本報告書に掲

載したこれらを初めとする諸経験は，高所得国・中

指標
下記のペースで下限にまで達するのに要する年数

最速 20 カ国 下限超過までの最速国

官僚の能力（0-4） 20 12

腐敗（0-6） 27 14

政治に関与している軍人（0-6） 17 10

政府の有効性 36 13

腐敗の管理 27 16

法の支配 41 17

表 2.1　制度的な転換における最速の進展――現実的なレインジの推定
下表は 20 世紀おける最速の改革国が基本的な統治転換を達成するのに要した時間的なレインジを示す

出所：Pritchett and Weijer 2010．
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所得国・低所得国，政治的・犯罪的な脅威，制度的

な状況（強固な制度は存在するものの，包容性や責

任性の問題から正当性の挑戦に直面している状況か

ら，能力の弱さが重大な制約となっている状況ま

で）などさまざまなレインジに広がっている．

　脆弱で暴力的な状況と安定的で発展している環境

の間には，根本的な相違がいくつかある．第 1 は，

幅広い制度的な転換に乗り出す前に，集団行動に

対する信頼を回復する必要性があるということであ

る．第 2 は，市民に安全と正義，及び雇用を提供す

る制度への転換という優先付けである．第 3 は，外

からのストレスを抑制するための地域的・国際的な

行動の役割である．第 4 は，必要とされる外から

の支援の特殊な性格である．

　このようなプロセスにとって重要な制度的な転換

と良い統治は，脆弱な状況下では違う働きをする．

目標はもっと焦点が絞られている．すなわち，市民

に安全・正義・雇用を提供するように制度を転換す

ることにある．紛争や暴力のリスクに直面している

場合，市民の安全・正義・雇用は人間の安全保障を

達成するために，保護の重要な要素となる 51．制

度的な変化のダイナミクスも異なる．外からのスト

レスと制度的なチェック・アンド・バランスの弱さ

の組み合わせを原因とする金融危機が適切な類推と

なるだろう．そのような状況下では，危機を管理で

きる国家リーダーの能力に対する信頼を回復するた

めに，多大な努力が必要である．過去との真の決別

を意味する行動を通じて，また，このような行動を

定着させ，逆転されることはないという点を示すこ

とを通じて，リーダーシップを発揮すべきである．

　信頼の醸成は政治的な調停や金融危機で使われ

るが，開発の世界では稀にしか使われない概念 52

であり，暴力に直面している場合，より永続的な

制度変化への前奏曲になる．なぜか？　信頼が低

いということは，政治的・財政的・技術的な支援

を提供する必要がある利害関係者が，前向きな成

果が可能であると信じるまで協力しないというこ

とを意味する 53．しかし，信頼醸成はそれ自体が

目的ではない．金融危機の場合とちょうど同じよう

に，市民に安全・正義・社会に対する経済的な持分

を提供するような制度に転換されて，暴力の再発が

防止されない限り，進歩は持続的ではあり得ないで

あろうと考えられるからである．

　ちょうど暴力が繰り返されるように，信頼を醸成

して制度を転換する努力も典型的には連鎖的なスパ

イラルをたどる．脆弱性と紛争を脱却した諸国はし

ばしば決定的な 1 つの「一か八か」の動因ではな

く，図 2.1 が例示するスパイラル的な軌道のように
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図 2.1　脆弱性・暴力から市民の安全と正義及び雇用にかかわる制度的な強靭性への移行

出所：WDR チーム．
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多数の移行動因を通じてそうなっている．国家の

リーダーは時間をかけて国に対する信頼を醸成し，

制度を転換しなければならなかった．朝鮮戦争後の

韓国における安全保障・政治・経済面での過渡期

や，ガーナ，チリ，アルゼンチンの軍政からの過渡

期（社会の規範や統治に関する対内的な競争が繰り

返された）が例として指摘できる 54．プロセスを

繰り返すと，協調的な規範や能力が発展し，成功が

成功に積み重なっていくという好循環が生まれる余

地ができる．スパイラルの各々の環について，同じ

2 つの局面が次のように繰り返されることになる．

すなわち，制度的な転換の深化や統治成果の強化に

先立って，前向きなチャンスが得られるという信頼

が醸成されるということである．

信頼を醸成する――十分に包容的な連合と早期成果
　国家は単独では信頼を回復することはできない．

暴力と脆弱性という状況下における信頼醸成には，

十分に包容的な連合を形成する意図的な努力が必要

とされる．アチェ州や東ティモールでは 2006 年に

暴力が再発したが，インドネシアはそれから回復す

る過程における暴力への取り組みでは意図的な努力

を払った．また，チリも政治的な過渡期ではそうし

た．連合が「十分に包容的」であるといえるのは，

それが信頼醸成と制度転換の初期段階を実施するの

に必要な関係者を包摂している場合である．必ずし

も「すべてを含む」必要はない 55．十分に包容的

な連合は 2 つのルートで作用する．①一般的なレ

ベルでは，変化を求める国家的な支援を醸成し，政

府や社会の他の部門との協調に加えて，地域的な近

隣諸国，ドナー，投資家などとの協調を通じて，適

切な関係者を巻き込むことによる．②地方的なレベ

ルでは，優先課題を特定しプログラムを実現すべ

く，コミュニティ指導者へのアプローチを促進する

ことによる．十分に包容的な連合は，犯罪的な暴力

に影響されている地域のコミュニティ指導者，企

業，市民社会との協調を通じて，政治的な暴力と

まったく同じように犯罪的な暴力にも適用される．

女性の組織も含めた市民社会は，信頼回復や回復・

転換の弾みを維持するのに，しばしば重要な役割を

果たしている．それは和平協定の継続的な進展を強

要するのに，リベリア女性イニシアティブが果たし

た役割でも例証されている 56．

　利害関係者に協働を得心させるためには，過去と

の本当の決別を示すシグナル――例えば，社会的弱

者の政治的・経済的な疎外，腐敗，あるいは人権侵

害の終了など――に加えて，そのような変化を固定

化（ロックイン）し，それが逆戻りすることはない

という点を証明するメカニズムが必要である．チャ

ンスや危機の時期にあっては，迅速で目に見える結

果も，暴力的な脅威に対処し，制度的・社会的な変

化を実施する政府の能力に対する信頼を回復するの

に役立つ．国家とコミュニティ，国家と非政府組織

（NGO），国家と海外機関，国家と民間部門などと

いった組み合わせのパートナーシップは国家の実現

能力を増強する．1 つの分野における措置は他の分

野の成果を支援することがある．治安活動は貿易や

通行の安全や雇用を生み出す経済活動を促進する．

社会的弱者に提供されたサービスは正義に関する考

え方を下支えする．十分に包容的な連合を支援する

ためのもっと詳しいアプローチは，以下の各国主体

の実際的な政策やプログラムに関するセクションで

説明する．

市民に安全・正義・雇用を提供するよう制度を転
換する

　社会が一時期に吸収できる変化の量には限度があ

るし，脆弱な状況下では多くの改革は成功裡に実施

することができる前に，信頼と能力を構築する必要

がある．転換措置に関して「速すぎる」と「遅すぎ

る」という間で適正なバランスを取ることが決定的

に重要であり，移行に成功した諸国から基本的な教

訓がいくつか浮かび上がっている．

　第 1 に，シンガポール独立後の開発でみるよう

に（フィーチャー 3 参照），市民の安全・正義・雇

用について責任をもつ制度を改革するための早期行

動を優先することが決定的に重要である．公的財政

や天然資源の不正取引から発する違法な金融フロー

を防止することが，このようなイニシアティブを下

支えするのに重要である．現地の条件に適合した実

際的で「最適な」アプローチが必要であろう．例え

ば，レバノンは経済回復のために必要な電気を内戦

中に回復した．単位当たりのコストは高かったもの

の，民間提供者の小規模なネットワークを通じるも

のであった 57．ハイチで 2004 年から 2009 年に

成功した警察の改革は，部隊から虐待者を追放し，
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諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

南アフリカにおける信頼醸成
ジェイ・ナイドゥ，栄養向上のためのグローバル同盟議長；南アフリカ労働組合会議の元書記長；南アフリカの元復興開
発大臣；南部アフリカ開発銀行の元総裁；WDR 諮問委員会メンバー

（WDR 2011, 第 3 章からの要約）

フィーチャー 3 市民の安全と正義及び雇用のための信頼醸成・制度転換にかかわる各国の経験

　南アフリカでは，1994 年の移行の「動因」に当たって
は複数の移行点が先行した．それが主唱者に議論をシフト
させる努力を要求し，プロセスに信頼をもたらすことに
なった．アフリカ民族会議（ANC）連合側にとって，これ
にはより広範囲にわたるより包容的なアプローチへのシフ
トと，国民党や白人向けにインセンティブを確保する必要
性の認識が含まれた．国民党側にとって，これにはグルー
プの権利や少数派の保護という考え方から，個人の権利と
多数派支配という考え方へのシフトが含まれていた．政党
間で信頼を維持するためには，不可逆的と考えられる特
定のシグナルが決定的に重要であった．1994 年の選挙後，
早期成果を 2 つ 3 つ――母子の健康管理を含め，水供給
を改善するためにコミュニティ構造を活用することなど―
―実現することが，新しい政府に対する信頼を維持するた
めには重要であった．

　成功だけでなく，他の諸国が南アフリカの経験を検討す
る場合に有益な機会の喪失もあった．これには若者向けの
雇用創出と犯罪的な暴力のリスクに対する注目度が低かっ
たことが含まれる．成人としてアパルトヘイトとの闘争を
生きてこなかった新しい世代に対して，新しい民主国家の
なかで強力な持ち分――および経済的な機会――が提供さ
れることを確保する，という重要な必要性にわれわれが本
格的に取り組まなかったということである．
　また，1994 年は民主化と和解のプロセスの頂点になる
という前提が強すぎた．憲法的な国家に転換するというこ
との意味と，民主化や説明責任の深化だけでなくその実現
にかかわる継続的な市民社会の役割に対してはあまり関心
が払われなかった．さらに，人種差別，不平等，社会的疎
外に関しては，もっと深く，もっと徹底した継続的な議論
をする必要があった．

　努力が成功するためには地方レベルから始まらなければ
ならない．地方の成果を強調しないと，市民はより良い生
活を提供できるのかどうか政府の能力に対する信頼を失
う．地方コミュニティで治安を回復し，信頼を醸成し，雇
用を創出し，サービスを提供する措置が，国家発展の土台
となる．大都市で成果を上げるだけでは十分ではない．相
互不信がひとりでに増殖しかねない民族的・宗教的な不和
の場合，治癒と回復のプロセスが始まる前に，すべてのグ
ループによって公正で不偏だとみられている地方自治体が
必要不可欠である．それが 1960 年代に人種暴動が発生し
た際にシンガポールが経験したことである．信頼される
リーダーは決定的な違いをもたらすことができる．
　制度の構築には時間がかかる．特に治安の改善と雇用の
提供など緊急なことを最初に実施すれば，人々が将来に関
して有望に感じるのに有益であろう．そうなると，成功が

将来の成功の条件を生み出す．実際的なアプローチをしな
いと，新しい制度は一般人の心や考え方に定着しない．建
国初期のシンガポールにとって，優先度は安全，法と秩
序，投資・経済成長に好意的な条件の創出にあった．信頼
がすべてであった．1 年以内に徴兵制度が導入された．秘
密結社やその他の犯罪的な活動は抑圧された．腐敗は漸進
的に根絶された．投資と雇用創出を促進するために，労働
や土地取得に関する法律が早期に改正された．その当時の
多数の途上国における通念に反して，われわれは保護主義
を回避して，多国籍企業の投資を促進した．変化の政治を
管理するのはいつでも挑戦課題であった．
　鍵は人々の信頼を獲得することにあった．持続する制度
は人々の尊敬と愛情によって維持されている．それは最低
でも一世代を要するプロセスである．

すべての政治は地方的で，安全と正義及び雇用に対する早期の関心
ジョージ・ヨー，シンガポールの外務大臣；WDR 諮問委員会メンバー

（WDR 2011, 第 4-5 章からの要約）
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非常に基本的な仕事の規律を回復することに焦点を

置いていた 58．

　第 2 に，市民の安全・正義・雇用を重視すると

いうことは，政治的な改革・分権化・民営化・社会

的弱者に対する態度の変化などを含め，ほとんどの

他の改革は順序良く，一定期間にわたってペースを

考えて行う必要があるだろうということを意味す

る．このような改革を体系的に実施するためには，

制度の網（例えば，民主化には選挙以外にも多数の

チェック・アンド・バランスが必要である）と社会

的態度の変化が必要となる．北アイルランドの平和

を下支えしている権限委譲，チリ・インドネシア・

ポルトガルにおける民主制への移行など政治的な移

行にかかわるいくつかの成功例は，10 年ないしそ

れ以上の期間にわたる一連の措置を通じて実現して

いる．

　例外もある．民主的な参加からあるグループを排

除していることが，明確で支配的な不満の原因であ

諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

安全通行にかかわるコロンビアの信頼回復
マルタ・ルシア・ラミレス・デ・リンコン，Fundación Ciudadanía en Acción（財団）理事長；コロンビアの元上院議員・
証券委員会委員長；コロンビアの元防衛大臣・元外国貿易大臣；WDR 諮問委員会メンバー

（WDR 2011，第 5 章からの要約）

フィーチャー 3 市民の安全と正義及び雇用のための信頼醸成・制度転換にかかわる各国の経験（続き）

　われわれが 2002 年に直面した挑戦は，コロンビアが破
綻国家になるのを阻止することであった．これは市民を誘
拐やテロから保護することを意味した．また，ゲリラ，準
軍事部隊，麻薬取引業者などによる攻撃から，インフラ，
道路，民主的な制度を保護することも意味した．このよう
なグループは車をハイジャックし，国内を横断して旅する
人々を誘拐した．2002 年の選挙を前にした数年間にわたっ
てこの問題が悪化していたため，政府は道路や高速道路に
おける安全の回復を重要な優先課題に設定した．「コロン
ビア万歳，横断旅行をしよう」（“Vive Colombia, Viaja por 
ella”）として広く知られている一大プログラムを策定した．

　このプログラムは国中の道路や高速道路のコントロール
を，人々に恐怖をもたらす武装グループの違法な手から取
り戻すことを目指すものであった．政府はコロンビアの
人々にこわがらずに，自分の車を運転して国内を旅行する
ように勧奨する一方で，道路を保護し，人々の安全を確保
するために，大規模な軍事・諜報・警察の作戦を展開し
た．このプランを通じて，政府は人々に祖国を返還し，貿
易や観光を復興することを試みたのである．特に，このプ
ランは新政権成立後の非常に早い段階で実施されており，
コロンビア社会に信頼と希望を回復するというブレークス
ルーをもたらした．．

　政治的なプロセスのスピードを拙速と混同しないことが
重要である．アプローチがあまりに拙速にすぎると，われ
われが支持しようとしているアプローチとは反対の効果を
促進しかねない．比例選挙による民主主義というイラクに
おける 2005 年の実験にかかわる国際社会の高い望みは，
宗派間の暴力を緩和するどころか増加させる権力闘争を生
み出し，後に拙速に起草された憲法は実施が困難であるこ
とが判明しつつある．同様に，アフガニスタンにおける
2009 年の選挙は戦争直後における制度的な正当性という
理解を強めるどころか，それに挑戦するものであることが
判明した．
　選択肢は相互に排他的ではない．もっと包容的で感応的

な統治に対する大きい世界的な要請があり，選挙はそれを
提供するための重要な手段になり得る．しかし，それらの
タイミングには慎重な配慮が必要である．民主的な伝統
というのはどの国でも相当な時間をかけて発展してきて
いる．現在の民主化に向けた努力も同様に，歴史的な遺産
や既存の政治的な分裂に対する配慮が必要である．それは
社会的な転換という継続的なプロセスであり，確認可能な

「事件」というよりも，チェック・アンド・バランスを提
供する広範なレンジの制度の発展としてみなければならな
い．民主化は選挙で始まったり終ったりするものではない
のである．

政治的なプロセスの拙速とスピードを混同するな
ラクダール・ブラヒミ，国連事務総長のためのイラクおよびアフガニスタン向け元特別代表；WDR 諮問委員会メンバー

（WDR 2011，第 5 章からの要約）
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る場合には，選挙にかかわる迅速な措置は道理に

適っている．戦後の日本や韓国における土地改革の

ように 59，それまで改革を阻害していた利害が減

少した場合，迅速な措置は機会の窓が開くとそれを

活用することができる．しかし，ほとんどの場合，

体系的で漸進的な措置が最もうまく機能するようで

ある．

外からのストレスに取り組み国際的な支援を動員
する

　組織犯罪や麻薬取引ネットワークの侵入，近隣諸

国における紛争からの波及効果，経済的ショックな

どといった外からのストレスは，暴力のリスクを増

大させる重要な要素である．脆弱な状況下では，こ

のような外部圧力の多くはすでに現存しており，そ

れに対応する制度は総じて脆弱である．仮にそれに

取り組まないとすれば，あるいは仮にそれが増大す

れば，暴力の防止やそれからの回復という努力は頓

挫する．安定的な開発環境におけるよりもずっと頓

挫の懸念が大きいため，外的ストレスへの取り組み

は，暴力の防止と暴力からの復興に向けた努力につ

いての国家戦略や国際支援の中核的な部分でなけれ

ばならない．

　国際援助は脆弱な状況下ではやはり異なっている

必要がある．信頼醸成に関して速やかな成果を生み

出す必要性を考えると，スピードには特別なプレミ

アムが付く．協調的で十分に包容的な連合の構築や

市民の安全・正義・雇用を重視するためには，広範

な国際的な能力――例えば，人道的援助や開発援助

に加えて，調停，人権，治安援助など――を統合し

て協働させる要がある．政治状況が脆弱で，説明責

任を確保する現地システムの能力が弱い場合，承認

や制裁のメカニズムなど国際的なインセンティブも

有意義な役割を果たす．最近クーデターが発生した

西アフリカの小国の例を考えてみよう．状況を平和

裡に解決する現地のメカニズムは限定的で，憲法

が規定している軌道に戻れ，というアフリカ連合

（AU）と西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）か

らの圧力は決定的に重要である．したがって，責任

を有するリーダーシップに対する地域的・国際的な

承認は，国家レベルでのインセンティブと説明責任

のシステムを強化するのに一定の役割を果たすこと

ができる．

国家という主体のための実際的な政策とプロ
グラムへの手段
　WDR では脆弱な状況下における暴力防止・復興

アプローチに関してさまざまな考え方を列挙してい

る．そのためのレシピを処方する料理本を目指して

いるわけではないものの，国ごとに政治的な状況が

異なり，1 つのサイズですべてに適合する解決策と

いうものはない．信頼醸成措置や制度構築アプロー

チの選択は各国に適合していなければならないが，

経験からわかっている一連の基本的な手段はその適

合のベースになり得るだろう．このようなコアな手

段には，過去との決別を例証し，前向きな成果に対

する信頼を醸成する，協調的な連合を形成するため

のシグナルや公約メカニズムの選択肢が含まれる．

また，速やかな成果や市民に安全・正義・雇用を長

期にわたって制度的に提供することができるプログ

ラムの説明もこれに含まれる．本報告書ではまず基

本的な手段を提示し，その上でリスクと機会に関す

る各国固有の評価を利用して，各国のさまざまな状

況に合わせて戦略やプログラムをどう調整するかを

検討する．

協調的で十分に包容的な連合を形成するための政
治的・政策的なシグナル

　信頼と協調的な連合を最も頻繁に構築するシグナ

ルに関しては，各国に横断的に驚くべき共通性があ

る（フィーチャー 4 参照）．それには国家ないし地

方レベルでの信頼できる役職者の指名，透明性，場

合によっては，差別的な法律などマイナスとみられ

る要因の除去などにかかわる迅速な措置が含まれ

る．治安部隊は不安定な地域に対する関心という前

向きなシグナルとしてだけでなく，特定の部隊にど

このコミュニティと不信ないし虐待の実績があるか

を政府が認識しているがゆえに交代させる，という

サインとしても配置転換することができる．情報の

透明性と意思決定のプロセスを改善するための措置

は，持続的な制度転換の土台を築くだけでなく，信

頼を醸成するのに重要であろう．

　シグナルは将来的な措置――2 つ 3 つの重要な早

期成果の選択，軍事・警察の計画における市民の安

全目標重視，政治改革・分権化・過渡期の司法にか

かわるアプローチや予定の設定など――の公表にも

なり得る．政治的・政策的なシグナルが範囲と時限

市民の安全と正義及び雇用のための信頼醸成・制度転換にかかわる各国の経験（続き）
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フィーチャー 4　コアな手段
信頼を回復する

制度を転換する

外からのストレスに取り組む各国の措置

シグナル：
将来の政策と優先課題

シグナル：
即時の措置

公約メカニズム 支援措置

・ 市民の安全にかかわ
る目標

・ 政治改革・分権化・
腐敗・過渡期の司法
にかかわる重要な原
則と現実的な予定表

・ 国家・コミュニティ・
NGO・国際能力の混
合

・ 参加型プロセス
・ 地方の治安・司法・

開発の成果
・ 支出における透明性
・ 治安部隊の再活用
・ 差別的な政策の撤廃

・ 執行機関の独立性
・ 独立的な第三者によ

るモニタリング
・ 各国・海外による二

重鍵システム
・ 1 つ以上の重要な機

能にかかわる国際的
な執行

・ リスク・優先度評価
・ 不作為コストの報道
・ 2 つ 3 つの早期成果

に関する単純なプラ
ンと進展の指標

・ 戦略的な報道

市民の安全 司法 雇用・労働関連サービス

根本的な改革と「最適な」アプローチ

治安部門の改革：
・ 市民に安全の利益を実

現するように設計
・ 現実的なパフォーマン

ス成果の反復と司法機
能に連動した能力の増
強

・ 市民による監視・審査・
予算支出の透明性を通
じた犯罪網の解体

・ 農村部・コミュニティ
の警察に関しては低資
本システムを利用

司法部門の改革：独立性
と治安改革との連動；基
本的な取り扱い件数の処
理強化；伝統的な / コミュ
ニティのメカニズムに基
づく司法サービスの拡張

腐敗防止措置の段階的導
入：レント・システムを
解体する前に，公益のた
めには国家資源が利用で
きることを証明；レント
の支配をコントロールし，
社会的な説明責任メカニ
ズムを活用する

多部門にわたるコミュニティのエンパワメ
ント・プログラム：市民の安全・雇用・司
法・教育・インフラを組み合わせる

雇用プログラム：民間部門の雇用創出にか
かわる規制の簡素化とインフラの修復，長
期的な公的プログラム，資産拡大，価値連
鎖プログラム，非公式部門支援，労働移動，
女性の経済的エンパワメントと資産拡大

人道的提供と社会的保護：国際的な提供か
らの計画的移行を念頭に置く

マクロ経済政策：消費者物価の変動性と雇
用を注視

漸進的で体系的なプログラム
・ 特殊な安全機能にかか

わる段階的な能力と説
明責任

・ 政治・選挙の改革
・ 分権化
・ 過渡期の司法
・ 包括的な腐敗防止改革

・ 民営化など構造的な経済改革
・ 教育・保健の改革
・ 限界化されているグループの包容

・ 国境に関する協力
・ 軍事・警察・金融諜報

・ 供給・需要サイドの対
応策を調整

・ 管轄区をまたぐ共同の
捜査・訴追

・ 公式 / 非公式システム
相互間の連動形成

・ 補完的な行政能力のプール
・ 国境をまたぐ開発計画の策定

市民の安全 司法 雇用・労働関連サービス

総合的な進展を証明するために採用可能な成果指標

・ 暴力死
・ 安全の増減に

関する意識調
査データ

・ 福祉が時間とともに，また，他と
の比較で増大しているか否かに関
するグループ（民族・地理・宗
教・階級など）別の意識調査

・ 国家制度に対する信頼や腐敗に関
する意識調査

・ 雇用機会が増加しているか否か
に関する感じ方

・ 価格調査（実質所得面での意義をみ
るため）

市民の安全 司法 雇用・労働関連サービス

短期

・ 犠 牲 者 の 調
査

・ 歴史的に現実的な時間枠内にお
ける成果と進展度に焦点を当て
た統治指標

・ 垂直的・水平的な不平等と司法サー
ビスへのアクセスに関する家計調
査データ

・ 雇用・労働力参加に関する家計
データ

長期
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性の点で現実的であり，実現可能であることを確保

することが期待を管理するのに重要である．国家計

画や予算プロセスのなかによりどころを置いて，必

要な対外的な支援を事前に国際的なパートナーと議

論しておくことができるからである．

　シグナルが将来の措置に関係している場合，それ

が実際に実施され逆転されることはない，という点

を利害関係者に納得させる公約メカニズムがあれば

信頼性がさらに高まるだろう．実例としては，コロ

ンビアやインドネシアの独立的な多部門にわたる執

行機関や，ASEAN-EU 共同のアチェ監視団など第三

者モニターが指摘できる 60．共同で運営されてい

るリベリアにおける統治・経済管理援助プログラ

ム 61，グアテマラにおける免責問題対策国際委員会

（CICIG）62，あるいは国連の平和維持活動使節団が

警察の執行責任を有する場合など，国際機関を巻き

込んだ 1 つないしそれ以上の機能をもつ単一また

は，いわば「二重鍵」権限も，制度的な能力と説明

責任が脆弱な場合は公約メカニズムになる．

　このような変化のシグナルに関する強力な戦略的

コミュニケーションは常に重要である．行動や政策

変更はそれがあったことや，それがより大きなビ

ジョンのなかにどう適合するかがわかっていない限

り，人々の行動に影響を与えることはできない．危

機がエスカレートするリスクが国家リーダー全員に

よって十分認識されていない場合，不作為の結果に

関する正確で必然的なメッセージを提供すれば，進

展に向けた弾みを刺激するのに役立つであろう．経

済的・社会的な分析はこのメッセージを支援するこ

とができる．暴力の増加と制度の弱体化が国や地域

が開発の進展という面で，隣国や地域に大きなおく

れを取る原因になっていることを示したり，脅威の

増大に対処しなかった諸外国が開発面で深刻かつ永

続的な結末に直面していることを示したりすること

ができる．WDR の分析は以下のような明確ないく

つかのメッセージを提示している．

• 反復的な暴力の連鎖がはびこり，市民が国家か

ら遊離させられている地区を無視できる国や地

域は１つもない．

• 失業・腐敗・疎外は暴力のリスクを高める．ま

た，国家の繁栄に対する利益を全員に付与する

正当な制度と統治は，多種多様な暴力から保護

してくれる免疫システムになる．

• 正義と雇用に下支えされた市民の安全は，脆弱

な状況下では素晴らしい目標である．

• 指導者は暴力がエスカレートないし再発する前

に，チャンスをものにする必要がある．

信頼を回復し制度を転換するための国家プログラ
ムの設計

　さまざまな各国の経験から浮上してくるコアなプ

ログラム手段は，焦点や優先課題に関する各国の教

訓を反映して意図的に少数に抑えられている．すべ

てが小プロジェクトではなく，大規模な国家的ない

し地域的なプログラムとして実施される設計となっ

ている．それには次のようなものが含まれる．すな

わち，コミュニティ構造と国家を結び付ける多部門

プログラム，治安部門の改革，司法の改革，国家的

な雇用にかかわる政策・プログラム，市民の安全・

司法・雇用創出を支える電気や社会的保護など関連

サービス，腐敗に対する段階的アプローチ．また，

継続的な暴力防止，政治改革，分権化，過渡期にお

ける司法，教育改革（市民の安全・司法・雇用に関

する早期改革が進展を見せ始めると体系的な注視が

必要になる）にとって決定的に重要なプログラムも

含まれる．

　プログラム設計で有効な上位 5 つの教訓は次の

通りである．

• 不安定な地区における国家と社会のボトムアッ

プ関係を支援するプログラム．これには暴力防

止，雇用・同関連サービスの提供，地方ベース

の司法・紛争解決へのアクセスなどにかかわる

コミュニティ・ベースのプログラムが含まれ

る．実例としては，高所得国から低所得国に至

るまでの広範な範囲の諸国におけるコミュニ

ティの警察活動，アフガニスタンの国家連帯プ

ログラム，ラテンアメリカの多部門暴力防止プ

ログラムが指摘できる 63．

• 治安と司法という優先分野における制度的な転

換のための補完プログラム．初期の改革プログ

ラムは次のようにすべきである．すなわち，単

純で基本的な機能（刑事事件の処理，十分な基

本的捜査，逮捕手続きなど）に焦点を絞る，秘

密ないし犯罪的なネットワークを解体するため
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に市民の監視，審査，予算・支出の透明性を盛

り込む，警察能力の増大が拘留期間の長期化や

犯罪者を法の適正な過程なしにコミュニティに

野放しになることにつながる状況を回避するた

めに，警察と民事司法制度の改革ペースを連動

させる．

• 「基本に戻る」雇用創出プログラム．このよう

なプログラムには次のようなものが含まれる．

周辺化されたり暴力の影響を受けたりしたコ

ミュニティも含め，インドやインドネシアが全

国的に展開した大規模なコミュニティ・ベース

の公共事業，民間部門の規制の簡素化，及びイ

ンフラ面での隘路（特に脆弱で暴力的な地域

では事業にとって第 1 の制約要因である電気）

への取り組み，コソボやルワンダのコーヒーや

酪農，及び観光のイニシアティブにみられるよ

うな，生産者と市場を統合する金融や投資への

アクセス 64．

• 警察部隊に女性スタッフや性差別に固有なサー

ビスを導入したニカラグアやリベリア，及びシ

エラレオネの改革でみられるような，治安・司

法・経済のエンパワメントにおける女性の関

与，ネパールにおける経済的エンパワメントの

イニシアティブ（これは女性グループに対して

金融やビジネスの研修提供を通じて，不安定な

地域でそれまで分裂をもたらしていた性差別の

役割に対処した）65．

• 統治の良さを証明することができるような焦点

を絞った新しい腐敗防止イニシアティブ．その

手段には次が含まれる．すなわち，リベリアの

森林監視やモザンビークの関税徴収におけるよ

うに，大規模な腐敗が発生しやすい機能をモニ

ターするために民間部門の能力を活用する．こ

れには社会的な説明責任メカニズムが組み合わ

さっている．支出の透明な公表と資金が意図さ

れた対象に確実に届くように，コミュニティや

市民社会によるモニタリングを活用するもので

ある 66．

　このようなプログラムを通じて目標にできる早期

の信頼醸成の成果には，輸送ルートに沿った移動の

自由，電気の普及率，会社登記件数，創出された雇

用日数，訴訟の処理，審査ないし起訴を通じた免責

の削減などが含まれる．ここで決定的に重要なの

は，早期成果は国家機関の士気を改善させ，後の制

度構築にとって適切なインセンティブを生むという

ことである．

　例えば，仮に治安部隊に反乱軍兵士を殺した人数

ないし捕虜にした人数，犯罪者の逮捕数などに基づ

く目標が設定されたとすると，暴力の再発を防止し

ようとしているコミュニティとの長期的な信頼を構

築するインセンティブはまったくなく，主に強圧的

なアプローチを頼りにする可能性があろう．市民の

安全（移動の自由など）に基づく目標は，それとは

対照的に，国家的な統一性と国家と社会の友好な関

係を下支えする治安部隊の役割にとって，長期的な

インセンティブを生み出す．同様に，仮に公共サー

ビスや公共事業がトップダウン型の国家プログラム

を通じてのみ提供されるとすれば，コミュニティが

暴力防止の責任を負ったり，あるいは国家機関が男

女を問わずすべての脆弱な市民を保護することにつ

いて責任を取ったりするインセンティブはほとんど

ないだろう．国家と非国家のアプローチや，ボトム

アップとボトムダウンのアプローチを混合した方が，

長期的な制度転換にとってはより良い土台になる．

　人道的な援助からの段階的な移行も制度を転換す

る重要な部分になる．現在のストレスが国家の制度

的な能力を大幅に圧倒している諸国では，国家の改

革者は早期成果を実現すべくしばしば国際的な人道

主義の能力に助けを求める．このようなプログラム

は生命の救助，信頼の醸成，国家能力の増強などに

有効であり得る．しかし，このような機能を国家機

関に移管するのに必要な時間に関して決断をする際

に，むずかしいトレードオフが発生する．例えば，

食料プログラムについてなら，これは一般に現地で

収穫前に配給を段階的に廃止することや，可能なら

ば政府の社会的保護機関と協調しながら，一般的な

配給から対象を絞ったプログラムに移行することを

意味する．保健・教育・水・衛生に関しては，国家

ないし地方の機関の能力が高まるにつれて，国際的

な役割が時とともに徐々に削減していくことを意味

する．東ティモールにおける保健サービスの提供が

その実例であった．当初は国際的な提供であった

が，それが政府による国際的な NGO への外部委託，

最終的には政府管理へと移行した 67．
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国境をまたぐ地域的なイニシアティブ
　社会にはみずからの制度を孤立して転換する贅沢

さはなく，経済的ショックからであろうと，麻薬取

引や国際的な腐敗からであろうと，外から発生する

圧力を同時に管理する必要がある．このような問題

の多くは個々の国民国家によるコントロールを超越

しており，本報告書の最終節では外的なストレスを

減少させるための国際的政策を検討する．国家の

リーダーは麻薬取引などに関して二国間協調に加え

て，広範な地域的ないし世界的な協調を推進するの

に大きな役割を果たすことになるだろう．考えられ

るイニシアティブには以下のものがある．

• 純粋に軍事作戦ではなく，市民の安全と正義，

及び雇用という共通目的に基づいて，不安定な

国境地帯全体にわたり治安と開発の両方に関す

る協調を議論する開放性．国境をまたぐ開発計

画立案には教訓を共有する特別な取り決めが含

まれるだろう．しかし，不安定な国境地帯の開

発プログラムを設計・モニターする正式な共同

取り決めを指向し，不安定な内陸地域が市場に

アクセスするのに役立つ具体的な規定の制定に

動くこともできるだろう．

• 腐敗や資金洗浄と戦うためにハイチやナイジェ

リアが（アメリカやイギリスとともに）したよ

うに，暴力を扇動しかねない腐敗事件を捜査し

起訴する共同プロセスがある 68．これらは脆弱

な管轄区で能力を構築し，1 つの管轄区だけで

は達成できない成果を実現することができる．

国際支援を動員する
　国際支援にかかわる制約の一部は，多国間機関の

本部やドナー諸国で確立された政策やシステムに原

因がある．このような問題に関する措置は「国際的

な政策の方向」と題するパート 3 で議論する．各

国の指導者や現場のパートナーは国際システムに対

するこのような広範な変化を個人的には決定するこ

とはできないが，既存の支援の利益を最大化するこ

とはできる．

　各国のリーダーと現場の国際的なパートナーが，

安全・正義・開発の分野にわたって明確なプログラ

ムの優先課題を設定していると助けになる．各国の

経験が示唆しているところによれば，信頼を醸成す

るためには 2 つ 3 つの速やかな成果と，狭く現実

的に定義された制度構築の努力だけに焦点を絞る必

要がある．優先事項は非常に限定的な数の明確なプ

ログラム――不安定な地域におけるコミュニティ・

ベースの介入策，幹線道路における安全と移動の自

由など――で説明した方が良い．その例としては内

戦後のリベリア 69 や，2002 年の犯罪的な暴力に

直面していたコロンビア 70 が指摘できる．優先プ

ログラムを決定するのに国家予算編成のプロセスを

使えば，治安担当省と開発担当省の間でメッセージ

を調整し，実施に関して協調関係を発展させること

できる．

　成果を示しリスクを管理するという国際パート

ナーのニーズを注視していることによって，国家

リーダーは外からの援助からより良い成果を生み

出すこともできる．国際的なパートナーには独自

の国内的な圧力がある．援助が誤用されていない

ことを証明したり，成果をみずからの努力に帰属

させたりしなければならないためである．リスク

や成果に関する率直な意見交換は相違を橋渡しす

る方法を見出すのに役立つ．インドネシアでは，

例えば，津波やアチェ平和協定を受けて，政府は

ドナーと次のことに合意した．すなわち，受け入

れる援助はインドネシア復興庁とドナーによる「共

同ブランド」とし，両者が危機後における国家と

社会の関係の正当性を強化すると同時に，目に見

える成果を示しリスクを管理できるように特別な

状況固有の挑戦と機会の範囲

暴力の種類：民事か，刑事か，越境か，国内地域か，イデオロギーなものか

移行の機会：漸進的 / 限定的から変化に向けた即時か重要な時
間的余裕

重要な利害関係者：国内対海外，国家対国家以外，低所得者層
対中・高所得者層

重要なストレス：内部対外部からのストレス，グループ間の分
裂が高水準か低水準

制度的な挑戦：能力の程度・説明責任及び包容性の程度
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透明性の措置を整備した．政府と市民および国家

と国際パートナーの間の「二重協約」はアシュラ

フ・ガニ（Ashraf Ghani）とクレア・ロックハート

（Clare Lockhart）が最初に提案したものであるが，

これもドナー資金にかかわる二重の説明責任を明

確化することによって，リスクにかかわるさまざ

まな見方，対応のスピード，国内制度との長期的

な関係を管理するための方法である 71．

成果をモニターする
　プログラムの成功を評価し，問題が発生すれば

それに適合するためには，各国の改革者と国際パー

トナーには暴力削減の全体的な成果や，安全と正

義，及び雇用の目標に対する市民の信頼に関する

情報も定期的な間隔で必要になる．ほとんどの途

上国にとって，MDG（ミレニアム開発目標）とそ

れに関連した目標や指標は重要な国際的な枠組み

となっている．MDG は幅広いベースの人間開発

にかかわる注目度を引き上げ，脆弱性と暴力に直

面している諸国にとっては重要な長期目標にとど

まっている．しかし，暴力防止・復興の進展との

直接的な関連性においては欠点がある．MDG は市

民の安全と正義をカバーしていない．進展が遅い

ため，国家リーダーや国際パートナーに対して，

進歩の分野を指摘し，新しいあるいは残っている

リスクを特定する迅速なフィードバック・ループ

を提供することができない．

　MDG に関する有用な補完物は，暴力の削減，信頼

の醸成，市民の安全，正義をより直接的に測定して

いる指標であろう（フィーチャー 4）．市民の世論調

査データは多くの脆弱で紛争の影響を受けた諸国で

は紛れもなく欠如しているが，それがあればこの役

割を果たすことができるだろう 72．中・高所得国に

おいては世論調査を使って頻繁に，進展やリスクに

関するフィードバックを政府に提供しているが，低

所得の脆弱国ではほとんど使われていない．安全性

改善の直接的な測定値も速やかな進展を示すことが

ある．暴力死に関するデータは収集がある程度容易

であるが，それによって最大の利益を享受する諸国

――低所得の脆弱国――ではそういうデータは入手

不可能である．雇用データも改善が必要である．

各国の事情に合わせて戦略やプログラムを差別化
する

　一般に経験から基本的な一連の手段が出てくる

が，各国は自国の状況を評価して他国からの教訓を

自国の政治的な状況に適合させる必要がある．各国

が直面するストレス，制度的な挑戦，効果を生むた

めに巻き込む必要のある利害関係者，移行要因の種

類などはそれぞれ異なっている．相違は黒か白かと

いう単純なものではなく，広範囲にわたっている．

各国における暴力の現れ方，対内ストレスと外部か

らのストレスの組み合わせ，制度的な挑戦はそれぞ

れ異なり，しかも時とともに変化する．しかし，す

べての諸国がこのような問題に関して何らかのミッ

クスに直面している．本報告書では以下に示す単純

な差別化を通じて，各国の状況に関して最も重要な

相違の一部をカバーしている．

　各国の改革者とその国際パートナーは，自国の政

治的な状況を考慮しつつ，信頼醸成と制度的な改

革の各局面で 2 種類の決定を行う必要がある．第 1

は，変化に向けて「十分に包容的」で協調的な連合

を形成するのに役立つシグナルの種類を決定するこ

とである．すなわち，直ちに行う措置とその早期成

果についての発表と長期的な充分に包容的な政策に

関する発表の両方である．第 2 は，制度的な転換

に乗り出すための優先プログラムの設計に関する決

定である．

　政治的及び政策的なシグナルを区別するに当たっ

て，直面するストレスの種類と効果的な行動のため

に支援が最も必要とされる利害関係者かどうかを考

慮することが重要である．民族的・地理的・宗教的

な分断が紛争に関係しており，このグループの協調

が進展にとって決定的に重要なところでは，重要な

役職者の指名にかかわる信頼性は個々人がグループ

間の溝を超えて尊敬を集められるかどうかに依存す

るだろう．腐敗が深刻なストレスであったところで

は，重要な役職の任命についての信頼性は個々人の

誠実性にかかわる評判に依存することになるだろう．

　移行要因の種類も相違をもたらす．日本や韓国で

は終戦後に，東ティモールでは新国家の誕生時点で，

リベリアでは戦後初の選挙の後で，ニカラグアでは

軍事的な勝利後に，ルワンダでは大虐殺を受けて，

ケニアの連立政府や改革の交渉という他の状況下で

現存するよりも，長期的な政治的，社会的，制度的
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な変化を速やかに発表する大きな余地があった．

　諸グループの制度的な能力，説明責任力，信頼も

早期の政策発表にかかわる選択や予定表に影響す

る．強力ではあるが，（独裁的な支配からの一部の

過渡期におけるように）排他的・虐待的・説明責任

がないため違法だとみられてきた制度を有する諸国

では，信頼醸成のためには透明性，参加，正義に関

する措置の方が，財やサービスの提供よりも短期的

には重要かもしれない．社会的な連帯が党派的に

なっているところでは，広範な改革を試みる前に，

グループ間で信頼を醸成する時間が必要かもしれな

い．例えば，南アフリカでは，リーダーはアパルト

ヘイト後初めて選挙を実施する前に 73，憲法改正

と諸グループ間における信頼の醸成のために，賢明

にも時間的な余裕を許容した．また，北アイルラン

ドでは治安と司法の機能の委譲は，信頼と説明責任

が増大するまで延期された 74．

　核となるメッセージは次の通りである．すなわ

ち，ある一時点における暴力の特定の表明は，暴力

の反復的な連鎖を許している制度の欠点に比べれば

重要なものではないということ，そして，政治，コ

ミュニティ，犯罪にかかわる暴力に成功裡に取り組

んでいるアプローチには大抵は共通性があるという

ことだ．しかし，暴力の種類別構成は確かに戦略に

影響する．民族的，宗教的，地理的なグループ間の

不平等は内戦のリスクとして重要である．したがっ

て，雇用プログラムやサービスはこのようなグルー

プ間の公平性と機会の橋渡しをするのを目標にする

だろう．しかし，組織的な犯罪的暴力にとって，富

裕層と貧困層の間の不平等は（民族的，宗教的なア

イデンティティとは無関係に）もっと重要である．

強力な国際的リンクを有する暴力――組織犯罪やイ

デオロギー運動による国際的な新人補充など――に

対しては，国際協力の強化が必要である．

　各国の状況もプログラム設計にとって重要であ

り，現地の政治的な条件に「最適」であることを要

する．例えば，多部門的なコミュニティ・アプロー

チは，コートジボワール，グアテマラ，北アイルラ

ンドなど互いに状況が非常に異なる状況下でも有効

なこともあるが，コートジボワールと北アイルラン

ドではもっと注意が必要であり，このアプローチが

1 つの民族ないし宗教のグループを対象にしている

のではなく，グループ間の絆を構築するものとして

みられることを確保しなければならない．コロンビ

アとハイチの両国は司法部門における改革を検討し

ているが，ハイチでは説明責任と能力の問題がより

大きな挑戦であり，改革もそれを考えて設計されな

ければならないだろう 75．排他性と説明責任の挑

戦に直面してはいるが強力な制度を有する中所得国

にとって，プログラム設計，成功，機会の逸失など

に関する教訓は，主としてラテンアメリカ，インド

ネシア，東ヨーロッパ，南アフリカにおける民主体

制への移行など同じような状況に直面したことのあ

る諸国から得られるだろう．したがって，各国の改

革者や国際パートナーは介入を巡る政治経済学を徹

底的に考慮し，プログラム設計をその状況に適合さ

せる必要がある（フィーチャー 5）．

　どの国も自国の政治的な状況に最適な戦略とプロ

グラムを設計するためには，リスクと優先課題を独

自に評価する必要がある．紛争後及び危機後のニー

ズ評価など国際的評価の手段はリスクや優先課題を

特定することができる．このような評価は以下に

よって強化することができよう．

• 危機後だけでなくリスクが増大している時も含

めて，過渡期間のさまざまな時点において，評

価を定期的かつ頻繁に適合させる．

• 移行の要因，ストレス，制度的な挑戦，利害関

係者，市民に安全と正義，及び雇用を提供する

制度の固有な特徴を特定する．

• フォーカス・グループや世論調査を通じて，市

民や利害関係者の視点から優先課題を特定す

る．その事例としては，復興の優先課題を策定

するに当たって，それを行った南アフリカをあ

げることができる．また，国境地帯における暴

力の源泉を評価するのに当たって，それを行っ

たパキスタンをあげることができる 76．

• 過去の努力の歴史を明示的に検討する．コロン

ビアは 2000 年代初めに暴力に取り組むため，

それまでの努力の長所と短所の再検討に際して

そうした 77．

• 発見した優先課題の数や予定表に関してもっと

現実的になる．危機後のニーズ評価に対して国

連・世界銀行・EU が共同で勧告した変更がそ

の例といえる．
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フィーチャー 5 コミュニティ・レベルのプログラム設計を国の状況に適合させる

対象国：アフガニスタン，ブルンジ，カンボジ
ア，コロンビア，インドネシア，ネパール，ル
ワンダ

　紛争後のコミュニティ開発プログラムの基本的な要

素は単純であり，幅広い各国の状況に適合させること

ができる．国家の傘下にあるすべてのコミュニティ・

プログラムは，基本的に，優先順位を決定するコミュ

ニティの意思決定メカニズムと，それを実施するため

の資金と技術支援の提供で構成されている．このよう

なモデルのなかで多数の変形があり，さまざまな移行

の動因だけでなく，さまざまな種類のストレスや制度

的な能力に適合させることができる．相違の重要な源

泉は，コミュニティにおける意思決定の方法，資金を

コントロールしている人，プログラムの政府内におけ

る位置付けの 3 つである．

　多種多様なストレス，制度的能力，説明責任がコ

ミュニティの意思決定に影響する．多くの暴力的な地

域では事前に存在していたコミュニティ評議会は破壊

されていたか，またはすでに信用を失っていた．重要

な第 1 歩は信頼できる参加型の代表制を再確立する

ことにある．例えば，ブルンジでは，現地の NGO が

民族別の境界線をまたいで参加コミューンにおいて代

表的なコミュニティ開発委員会の選挙を組織化した．

同様に，アフガニスタンの国家連帯プログラムは村全

体によるコミュニティ開発評議会の選挙で始まった．

しかし，アチェ，マルク，スラウェシ，カリマンタン

など紛争の影響を受けた地域にかかわるインドネシア

のプログラムでは，新たな選挙は実施されなかった．

コミュニティ評議会はほとんど無傷で，国の法律がす

でに地方について民主的な村会選挙を規定していた．

また，インドネシアはコミュニティ間の緊張を最小化

するために，交付金をイスラム教とキリスト教の村に

分離することを実験した．ただし，最終的には，この

ようなコミュニティの分断を橋渡しすべく共通の資金

と評議会を使うことにした．

　制度的な挑戦が異なれば，やはり資金管理者の決定

に影響する．プログラムは以下の事例でみられるよう

に，信頼を醸成するという第 1 の目的と，資金の紛

失ないしエリート層による資源の支配というリスクの

トレードオフを比較考量しなければならない．

• インドネシアでは，地方の能力がかなり高く，小

区域の評議会が財政管理ユニットを設立してい

て，それが日常的に監査を受けてはいるが，財政

パフォーマンスのあらゆる側面に関して全面的な

責任を負っている．

• ブルンジでは，分権化全体の進展欠如とコミュニ

ティ構造を通じた資金のモニタリングにかかわる

困難から，資金管理の責任は NGO パートナーに

とどまっている．

• アフガニスタンの国家連帯計画では，議会が簿記

の研修を受けている間に，NGO が当初は資金管

理の責任を負ったが，1 年も経たない間に一括交

付金は議会に直接移譲された．

• コロンビアでは，重要な制度的挑戦は国家をコ

ミュニティに接近させて，政府の治安機関と文民

機関の間の不信を克服することにあった．そこで

資金は個々の政府省庁が保有するが，活動の承認

は現地事務所の多部門チームによって行われてい

る．

• ネパールでは，コミュニティ・プログラムは全レ

インジにわたっている．資金を監視する一義的な

責任をパートナーの NGO に預けているプログラ

ムがある一方，同国の大規模な村の学校プログラ

ムなどその他のプログラムでは，コミュニティの

学校委員会が学校施設の法的な所有者であり，政

府資金を使ってスタッフを採用・訓練することが

できる．

　コミュニティの意思決定構造がどのように正式な政

府とどのように整合性をとるかは，移行動因の種類に

よって影響する．紛争を潜り抜けてきた多くの諸国

は，コミュニティの早期対応プログラムが導入される

のとちょうど同じように，重大な憲法改正や行政改革

を実施することになろう．コミュニティ評議会と姿を

現しつつある政府構造の整合性を取るのはむずかしい

かもしれない．例えば，アフガニスタンの国家連帯計

画では，2007 年副大統領条例に基づいて設置された



25概観

パート 3：暴力のリスクを削減する：
国際的な政策の方向
　国際的な措置は安全や繁栄の改善に大きな利益を

もたらしてきている．第 2 次世界大戦後のヨーロッ

パ，インドネシア，韓国，リベリア，モザンビー

ク，北アイルランド，東ティモールの献身的なリー

ダーが，海外からの支援なくして，どうやって自分

の国ないし地域の安定化を図ったかを想像すること

はむずかしいであろう．脆弱で紛争の影響を受けた

国で働いている大勢の人々は，各国の努力を支援し

ようとしている献身的な専門家である．しかし，彼

らは違った状況や目的のために設計された構造，手

段，プロセスによって妨害を受けている．具体的に

言えば，20 世紀型パラダイムに典型的な一種の戦

後援助を提供するプロセスは存在しているものの，

政治的，犯罪的な暴力の反復的連鎖の防止や，市民

に安全と正義と雇用を提供できるような制度への転

換にかかわる挑戦に苦闘している諸国を助けること

にはほとんど関心が払われていない（フィーチャー

6，図 6.1）．国際機関の内部プロセスはあまりに遅

く，あまりに分断され，並行的なシステムにあまり

に依存し，撤退があまりに早く，そして国際的な主

体の相互間には著しい分断がある．

　国際システムにおける一連の防止手段は改善して

おり，世界的・地域的な調停能力は増大し 78，暴

力を調停する地方と国の協調的な努力を支援する

プログラムは増加している．その実例には以下が

含まれる．国連開発計画（UNDP）と国連政治局

（UNDPA）79 が支援しているガーナの平和委員会

や，米州開発銀行（IADB）による市民の安全のた

めのコミュニティ・プロジェクトがある．このよう

なプロジェクトは確かに市民の安全，正義，雇用に

関連する活動をしばしば支援しているが，外交や安

全保障，及び開発にかかわる思想の主流ではない．

国連，地域，及び NGO が後援した調停が，次にみ

るように広範なケースで重要な役割を果たしてい

る．西アフリカにおける AU-UN-ECOWAS の調停，

アフガニスタンのボン合意受諾に関する国連の説

得，アチェにおける人道対話センターや危機管理イ

ニシアティブなど NGO による努力 80などである．

　しかし，このようなプログラムは依然として大規

模には提供されていない．軍隊に対する支援より

も，警察や司法制度を整備するための国際援助を受

ける方がずっとむずかしい．国際的な経済援助自体

も雇用創出よりも，マクロ経済政策，保健，教育向

けの方が享受しやすい．国連の警察能力，理論的な

開発，訓練は増大したものの，本格的には司法能力

に結び付けられていない．一部の二国間機関は治安

と司法の改革向けに特別な援助を提供しているもの

の，その能力は他の分野と比べて相対的に新しく，

発達が不十分である．国際金融機関や二国間経済援

助は第一義的には雇用よりも経済成長に焦点を当て

る傾向にある．市民の安全と正義は MDG では言及

されていない．

　上述したプログラムすべてにおいて，外交・安全

保障・開発――時には人道――の行為者による連動

した行動が必要とされる．しかし，このような行為

者は総じて優先課題を評価して，独自のプログラム

を別途策定し，各国の改革者が統合したプログラム

を当然のことではなくむしろ例外とするのを助ける

努力をする．国連の「統合使節団」や各種の二国間

や地域的な「全政府」イニシアティブや「全システ

ム」イニシアティブは，開発・外交・安全保障の戦

略や作戦を統合する挑戦に取り組むために形成され

ている 81．しかし，分野が違えば，目標，計画の

時間枠，意思決定プロセス，資金調達の流れ，リス

ク計算の種類も異なる 82．

　素早い支払いと迅速な配備施設を確立しようとし

ている国連，国際金融機関，二国間ドナーの努力に

もかかわらず，援助は往々にして到着が遅い．援助

コミュニティ開発協議会は，国の行政構造への正式

な統合が依然として検討されている．カンボジアの

セイラ・プログラムでは，国連開発計画（UNDP）

の指揮下で協議会が設置されて，その後，政府の新

しく形成されたコミューン構造に移管された．ルワ

ンダでは，大虐殺を受けて変化により大きな余地を

もたせるべく，協議会は最初から政府の分権化計画

のなかに統合された．

出所：Guggenheim 2011．
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は小プロジェクトに細分化されていて，政府が努力

を少数の重要な成果に集中することが困難になって

いる．経済協力開発機構（OECD）が 2004 年に調

査した脆弱な 11 カ国では，ドナー 1 カ国当たり平

均 38 の活動を実施しており，各プロジェクトの平

均規模はわずか 110 万ドルにすぎなかった．制度

的転換の挑戦にインパクトを及ぼすには総じて規模

が小さすぎる 83．援助ドナーは脆弱国ではしばし

ば国家制度と並行するシステムを通じて活動してい

る．すなわち，開発援助のためには別のプロジェク

ト・ユニットがあり，人道主義的なプログラムは国

際的な NGO を通じて実施されている．平和維持活

動の使命や一部の種類のドナー援助の期間延長にか

かわる進展にもかかわらず，システムは紛争後の機

会と援助の乱高下に対する短期的な焦点によって制

約されている 84．カンボジア向け援助にかかわる

最近のヨーロッパ委員会の調査によると，全プロ

ジェクトの 35％以上は継続期間が 1 年以下，66％

は 3 年以下である．もっと一貫した持続的な援助

が必要であるにもかかわらず，脆弱国に対する援助

は非脆弱国向けよりも乱高下がずっと大きい．変動

性は 2 倍であり，効率性の推定損失は受領国にとっ

て GDP の 2.5％に達している（フィーチャー 6，図

F6.2，F6.3）85．

　外からのストレスに関する地域的・世界的な措置

がリスク削減の重要な部分となるが，援助の方は依

然として一義的には個別国レベルに焦点を置いてい

る．麻薬違法取引に対処する一部の革新的なプロセ

スは，需給両サイドのインセンティブと，先進国・

途上国両方の複数利害関係者の努力を組み合わせて

いる 86．その 1 つは，紛争ダイヤモンドの売却を

阻止するためのキンバリー・プロセス認証制度であ

る 87．それにもかかわらず，需給両サイドの措置

と先進地域及び途上地域の間の協調を組み合わせた

共同責任という一般原則が欠如している．既存の努

力は腐敗した取引に由来する「お金を追跡する」た

めに使われている金融システムの弱さと分断に苦し

んでいる．また，それは強力で豊かな財源を有する

地域的なアプローチではなく，脆弱で重複する多国

間努力の増加によって制約されている．アジア開発

銀行や EU の古くからの地域プログラム，国連政治

局の地域事務所，世界銀行による地域的貸出にかか

わる最近の増加のようないくつかの例外にもかかわ

らず，ほとんどの開発ドナーは地域支援ではなく主

に各国支援に焦点を当てている．

　国際的な状況はますます複雑になってきている．

冷戦の終焉は暴力と紛争の影響を受けた地域に対

する国際支援について，コンセンサスの新時代を

迎え入れる可能性があった．実際には，過去 10 年

間に複雑さがかえって増大し調整問題が継続してい

る．政治・治安・人道主義・開発の面で，各国の状

況に関与している主体はむしろ数が増えている．責

任をもつ各国のリーダーシップについて基準を設定

する法的な取り決めは，時とともにより複雑になっ

てきている．1948 年の国連ジェノサイド防止条約

には有効な条項が 17，2003 年の腐敗防止条約に

は 455 ある．OECD 諸国のなかでは，治安と開発

援助の相対的な役割や各国機関を通じた援助に関し

て意見が分かれている．連帯支援を享受した歴史が

ある中所得国からの援助増加は，貴重な新しいエネ

ルギー・財源・アイディアだけでなく，国際パート

ナーの意見相違という新たな挑戦も持ち込んでい

る．WDR の協議では，各国主体，地域機関，中所

得国，OECD ドナーの間で，統治を改善するのに各

国のリーダーシップから何が現実的に期待できる

か，どの程度の期間にわたってか，良い統治の「形」

対「機能」（選挙か，あるいはもっと広範な民主的

な慣行やプロセスか，実際に腐敗を最小化すること

か，あるいは公共調達法や腐敗防止委員会を創設す

ることか）などに関して，意見の相違がしばしば暴

露されていた．

　二重の説明責任が国際的な行動の核心にある．社

会が脆弱性を脱却するのを助けるためには，各国や

地域の機関を通じた迅速な，スマートで，長期的な

関与が必要であることが国際的主体にはわかって

いる．しかし，OECD の紛争と脆弱性に関する国際

ネットワークが強調しているように 88，彼らはド

ナー・プログラムにおける浪費，乱用，腐敗，成果

の欠如に関する国内批判のリスクに対して極めて敏

感でもある．国際的主体はパートナー国のニーズに

加えて，自国の市民や納税者に対しても説明責任を

負う必要があり，このような期待は相反することが

ある（図 3.1）

　ドナーの行動変更が遅いのはこのような基本的な

インセンティブに由来している．例えば，並行的な

システムを通じた小プロジェクトを実施すること，



27概観

図 F6.1　西アフリカでは国際支援は不均一 ―― 紛争後支援は防止支援を凌駕する
防止の進展や困難にかかわる 1 回限りの概念を受けて，紛争後の移行を過度に重視することにつながっている．内戦後
の諸国に対する援助や平和維持援助の金額は，紛争エスカレーションの防止に苦闘している諸国に供与されている金額
を大幅に上回る．
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フィーチャー６ 暴力の影響を受けた諸国に対する国際援助のパターン
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図 F6.2　援助の変動性は暴力の持続期間とともに増大する
過去 20 年にわたり，脆弱性・暴力・紛争などを長期間
にわたり経験した諸国ほど，援助についても大きな変動
性を経験している．図 F6.2 の示すところによれば，債務
免除を除いたネット政府開発援助（ODA）の変動係数は，
1990 年以降に経験した暴力が長期にわたる諸国ほど高く
なっている．右肩上がりの傾向線に反映されているこの
関係は統計的に有意であり，次のことを示唆している．
すなわち，20 年間にわたる暴力を経験した諸国は，平均
すると，暴力を経験しなかった国との比較で，援助に関
して 2 倍の変動性を経験している．収入の変動性はすべ
ての政府にとって著しいコストとなっているが，脆弱な
状況下では特にそうだといえ，改革努力を脱線させ，制
度構築を阻害する懸念がある．
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図 F6.3　断続的な援助：主要な脆弱国における変動性
下記の 4 カ国は例証を提供している．ブルンジ，中央アフリカ
共和国，ギニアビサウ，ハイチに対する援助総額は，ある 1 年
に 20-30％減少したかと思うと，翌年には 50％増加することも
特に稀ではなかった（このような統計から除外されている人道
支援や債務免除を含めれば，変動性はいっそう高くなるだろう）．
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変化の「機能よりも形式」に焦点を置くこと（選

挙，公共調達モデル法，反腐敗委員会，人権委員会

などの重視），リスクの高い制度構築への関与を回

避することなどはすべて，成果にかかわる国内の期

待や失敗の批判をドナーが管理するのに役立つであ

ろう．今日の多くのドナーにおける厳しい財政環境

を受けて，ジレンマは小さくなるどころかもっと顕

著になりつつある．国内圧力はドナー間の分裂にも

貢献している．というのは，腐敗，男女平等，海外

援助で国内に経済的な利益があることを示す必要性

などに関する国内圧力は，国によって強弱がかなり

違うからである．納税者に対する説明責任はドナー

の援助では望ましい側面である．しかし，国内の期

待を現場における援助のニーズや現実と適合させる

ことが挑戦課題となっている．

　多角的な対応はもっと安定的な環境に適していた歴

史的な取り決めにも制約を受けている．例えば，国際

金融機関の公共調達の手続きは，安全の継続，国家の

制度能力について妥当な水準，競争的な市場という前

提に基づいている．したがって，安全の条件がプロ

ジェクトの設計から入札までの間に変化したり，少数

の適格な政府機関が複雑な調達用の書類作成に苦闘し

たり，競争したり動員する用意のある適格請負業者の

数が非常に限定的だったりする状況に困難を感じてい

る．同様に，国連事務局は元々総会に対する本部ベー

スの助言サービスと事務局としての機能のために設計

された公共調達システムを開発した．しかし，平和維

持活動が打ち出されると，このようなシステムは背景

や目的の相違にもかかわらず，ほとんど適応させるこ

となしに拡張されている．

　信頼を回復でき，リスクの再発を防止できるアプ

ローチという真の変化を達成するためには，国際的

主体は治安と開発にかかわる世界的な対応を改善す

べく，次の 4 つの軌道を考慮することができるだ

ろう．

• 軌道 1：紛争直後とリスクが増大する状況の両

方における防止を目標としながら，市民の安全

と正義，及び雇用に対して，より一層統合した

特別な援助をさらに供与する． 

• 軌道 2：各国の努力を支援するために，信頼を

回復し，長期にわたって制度構築を促進する迅

速な措置を実施すべく，国際機関の内部システ

ムを改革する．

• 軌道 3：外からのストレスに関しては地域的お

よび世界的に行動する．

• 軌道 4：国際的な政策や援助にかかわる情勢の

変化を反映すべく，低・中・高所得国および世

界的・地域的な機関から支援を動員する．

軌道1：市民の安全と正義，及び雇用を通じ
て暴力防止のための特別援助を提供する
　治安と開発のリンクは大規模な政治的・犯罪的な

暴力を防止しようと苦闘しているすべての地域に当

てはまる．政治的及び犯罪的な暴力はともに，「枠

図 3.1　脆弱で紛争経験という環境に関与したドナーにとっては二重の説
明責任というジレンマがある
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出所：WRD チーム．
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を外れた」思考，すなわち伝統的な開発のパラダイ

ムを超越して考えることを要求する．市民の安全と

正義や雇用にかかわる不満に関する問題は「主流

の」開発にとって周辺的ではない．それは形を変え

ながら次のいずれにとっても問題である．すなわ

ち，国内の都市部や農村部で暴力に直面している

もっと大きくもっと繁栄している諸国，再発を防止

する必要のある紛争や脆弱性から回復しつつある諸

国，新たなあるいは再発性の社会的な抗議や不安定

性の脅威に直面している地域などである．市民に安

全と正義，及び雇用を提供する制度を強化すること

が，暴力と不安定性の防止にとっては決定的に重要

である．そのような措置はあらゆる暴力事象を防止

できる「特効薬」ではないものの，暴力発生の確率

を変化させることや継続的なリスク削減にとって決

定的に重要である．

　成功している暴力防止と回復策からの重要な教訓

は，安全と正義，及び経済的ストレスは結び付いて

いるということである．軍事だけ，司法だけ，ある

いは開発だけの解決策を通じて解決を試みるアプ

ローチは失敗するだろう．脆弱な環境下では，治

安・司法・経済的転換の要素を組み合わせた一連の

特殊なプログラムが必要である．しかし，このよう

な分野は二国間でも多国間でもそれぞれ相異なる機

関によってカバーされており，単一の総合的なプロ

グラムの枠組みの下に組み合わされた措置は稀であ

る．特別な一連の組み合わされた治安，司法，及び

開発プログラムは触媒効果を狙って，このような挑

戦に取り組む各国の協調努力を支援する必要があ

る．そのようなプログラムを支援するための国際機

関のアプローチには，次のような変化が望まれる

（図 3.2）． 

• 制度的な正当性の弱さや内外のストレスが，暴

力防止と平和的な改革プロセスの能力に対する

関心を示している場合，散発的な早期警告から

継続的なリスク評価に移行すること．

• 政治，司法，治安，人道主義，及び開発の分野

をカバーする国家計画を支援する単一のプロセ

スを各国に提供するために，現在の評価 ･ 立案

のメカニズムを簡素化する．

• 調整の美辞麗句から，治安と司法及び現地雇用

と関連サービス向けに（それぞれ使命や専門知

識の範囲内で）組み合わせたプログラムの支援
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図 3.2　海外主体が国家の制度転換を支援できるように，治安・開発・人道の領域を横断的に組み合わせた措置

仕事の新しいやり方
早期警告から継続的なリスク評価に移行
共同チームで市民の安全と正義に対する予算支援と技術援助

協調的で調停された合意を支援するためのファイナンス

統合された立案プロセス

サービス提供や多部門による暴力防止のための国家 - コミュニ
ティ，国家 -NGO，国家 - 民間部門によるプログラム

国家保護システム向けの人道支援

外交 開発

治安 人道主義

出所：WDR チーム．
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に移行する．組み合わせたプログラムのための

2 つの優先課題は次の通りである．

 » 統合チームによって支援された治安と司法

改革向けの技術援助とファイナンス．例え

ば，開発機関は治安及び司法機能の予算と

支出プロセスに取り組む措置を支援するこ

とができる一方，治安と司法の専門知識を

もっているパートナーは，東ティモールで

独立の準備期間中に行われたように，技術

的な能力構築に貢献することができる 89．

 » 開発活動に加えて警察や司法も含んだ多部

門コミュニティプログラム．ラテンアメリ

カのイニシアティブにその実例がみられ，

それは地方での紛争処理と司法サービス，

コミュニティ警察，雇用と訓練，安全な公

共の取引スペース，寛容を促進する社会的

で文化的なプログラムを提供している．

• 国際機関から専門知識の援助をもっと引き出す

ために調停者や特別使節団（国内的・国際的）

のための便宜を確立する．それは紛争状態のさ

まざまな当事者によって共同で発見された統合

的な活動向けに，暫定取り決めに情報を提供す

るとともに，資源を確保するためである．これ

は AU や ECOWAS など地域や地域内機関に対し

て開発の専門知識にかかわる具体的な結び付き

を提供することによって，その増大している役

割を支援する具体的な努力を含むべきである．

• 人道援助を人道主義の原則を傷付けることなく，

いつ各国のシステムに統合できるかを検討する．

UNDP，UNICEF，WHO，WFP などによる既存

の良い慣行をベースにして，人道的な提供に能

力開発を組み合わせ，現地の人員やコミュニティ

の構造を活用し，食料を現地調達する．

　このようなプログラムを実施するためには，国際

的な能力に体系的な変更が必要であろう．市民の安

全と正義のためには，政治的・犯罪的な暴力の反復

的な波に取り組むべく，相互に連携した新しい能力

が必要である．この分野における能力を高めるため

の出発点は，広範囲にわたる警察の行政と諮問業

務，更生，司法機能向けに事前に訓練された要員に

政府が投資しておくことである．国家としては現代

の暴力に有効に対応するには警察や司法の予備要員

が必要であろう．それは退職要員，ボランティア要

員，（一部諸国）武装警察隊を活用することになろ

う．第 2 に，このような要員はさまざま各国の警

察モデルが提示する一貫性の挑戦に取り組む共通の

ドクトリンの下で，訓練されなければならず，展開

されなければならない．国連や地域センターを通じ

て共同ドクトリンの開発や政府能力の事前訓練のた

めに投資を増加すれば，有効性が高まり，不統一性

が低下するだろう．

　第 3 に，軍事と警察援助を司法援助と連動させ

ることが決定的に重要である．というのは，脆弱な

状況下では意思疎通の欠如が問題の一般的な原因だ

からである．したがって，刑事司法援助を土地や財

産にかかわる紛争など地方の司法サービスに対する

支援と連動させることもやはり重要である 90．第

4 に，挑戦に直面している諸国向けに新しい能力が

フルレインジのサービスを提供することが重要であ

る．それには国連安保理や地域機関によって許可さ

れた警察や司法の機能にかかわる共同責任から，政

府の要請にはよるものの，国際ないし地域の機関か

らの煩わしい指示なしに，助言 ･ 金融・訓練にかか

わるサービスに対して提供される警察部隊や司法要

員までもが含まれる．

　最後に，司法改革の仕事の主体性は多国間や二国

間の機関が必要な能力や専門知識の開発に投資でき

るように，国際的な構造のなかで明確にしておくべ

きである．世界銀行やその他の国際金融機関（IFI）

がその使命のなかで，暴力防止という開発土台を政

府の要請で支援するのに大きな役割を果たすことが

考えられる分野が存在する．これには公共財政管理

と治安部門の改革の連動，コミュニティ・レベルで

の制度構築，法務，司法制度開発，多部門アプロー

チ（コミュニティの警察・司法サービスを社会的結

束，開発と雇用創出プログラムと結び付けているも

の）が含まれる．しかし，IFI はこのような分野に

おける特殊な国際支援をリードする能力がない．国

連システム内の明確なリードがこの努力の助けにな

るだろう．

　経済の専門知識を有する機関は雇用にもっと関心

を払う必要がある．国家のコミュニティ・ベースの

公共事業プログラムは，民間部門が若年失業を吸収

するのに要する時間を考えると，脆弱な状況下では

もっと大きなより長期の支援を享受してしかるべき
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である．雇用創出のための他の優先プログラムに

は，特に電気と交通を中心とするインフラを支援す

る投資がある．第 3 のプログラム群はスキルや仕

事の経験に投資するもの，生産者・取引業者・消費

者の間の結び付きを開発するもの，ファイナンス

や，例えば，低所得層向け住宅などを通じて，資産

へのアクセスを拡大するものなどである．雇用創出

に焦点を当てた現在の国際金融機関や国連のイニシ

アティブは，脆弱性，紛争，暴力に影響を受けた地

域の固有のニーズに明示的に取り組むべきである．

このような状況における雇用創出は若者に生産的な

役割と職業を提供し，この報告書で提示した脆弱な

状況における最適な雇用政策の事例を評価し拡張す

ることによって，物質的な利益を超越する可能性が

あることを認識しなければならない．世界の雇用研

究は若年雇用が提起するリスクの再検討を含むべき

である．

　このようなアプローチは有益であろう．しかし，

もっと顕著な国際的努力が打ち出されない限り，大

量の若年失業者を背景とした圧力が継続する可能性

がある．もっと大胆なアプローチをとれば，開発機

関，民間部門，財団，NGO の能力を統合した新し

い世界的なパートナーシップによって，高失業と社

会的離脱が紛争リスクに寄与している諸国やコミュ

ニティへの投資を活性化することができるだろう．

プロジェクト・ファイナンス，中小企業に対する助

言支援，訓練・職業紹介，保証などを通じて，雇用

創出に第 1 の焦点を当てたイニシアティブは，コ

ミュニティにおける良い統治，協調能力，社会的寛

容，若い人々の社会的・経済的な役割の認識を促進

する社会的・文化的なイニシアティブをも支援する

ことができよう．統合すべき民間部門の能力には，

不安定な地域で取引や投資をする（地元企業家との

結び付きを生み出す）大企業だけでなく，遠隔の不

安定な地域との接続性やそこでの訓練を支援するこ

とができる技術系の会社も含まれるだろう．

軌道2：国際機関における手続きやリスクと
成果の管理を転換する
　市民の安全と正義，及び雇用にかかわる迅速で継

続的な統合的なプログラムを実施するには，国際機

関内部の改革を行う必要がある．平和構築と国家建

設に関する国際対話の一環として定期的に会合を開

催し始めた g7 ＋グループ（紛争の影響を受けた脆

弱な諸国）の指導者にとって，特に公共調達手続き

を中心とした国際機関内部の手続きを改革すること

が，国際的改革としては第 1 位の提案であった 91．

国際機関は予算，スタッフ，承認，外部委託などの

手続きが何カ月もかかり，受領国の制度的な能力に

ついて非現実的な前提を置いているのでは，信頼を

回復し，あるいは深みのある制度的な支援を提供す

るのに迅速な対応はできない．このようなプログラ

ムを効果的に実施するためには，国際機関のシステ

ムとしては次の 4 つの原則に基づいて根本的な変

換が必要である（その実施にどうアプローチするか

に関してはフィーチャー 7 でカバーされている）：

• 治安と開発の成果の間には結び付きがあること

を認める．

• 信託されたプロセスは脆弱で暴力に影響された

状況下，すなわち不安定で，競争力のある市場

がなく，諸制度が脆弱性な現実をベースとする．

• 行動のリスクと行動しないリスクのバランスを

取る．

• リスキーな環境下で制度が脆弱な場合，革新と

関与を要求するプログラムについては，ある程

度の失敗を予想して，それに応じて適合させる．

　ドナーのリスク管理も現地の状況に適合した「最

適な」実現メカニズムではなく，第一義的には本部

コントロールに依存している．このアプローチでは

ドナーのリスクは管理できるかもしれないが，現場

の制度構築にかかわる真の進展は制約される．代替

策としては，国内機関を通じたより迅速な関与に取

り組むものの，リスクと成果を管理するために援助

を提供する方法を変更してみることが考えられる．

リスク許容度が高くて，各国の予算や機関を介して

より直接的なアプローチを取ることができるドナー

もあれば，より厳しい監視ないし実施に関して国家

以外の関与を必要とするドナーもある．補完的な選

択肢としては次の 3 つが指摘できる．

• 各国の機関を通じて関与する場合には，監視や

実施のメカニズムを変更する．リスクに適合す

る監視メカニズムには以下が含まれる．すなわ
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諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

迅速な措置 ?　ガーナがリベリアの電気復旧を助ける
エレン・ジョンソン・サーリーフ，リベリア大統領；WDR 諮問委員会メンバー

フィーチャー７ 国際機関における内部改革

治安と開発成果の連動
を受け入れる

　不安定な状況下における経済的・社会的な介入は，市民の安全と正義という成果に貢献する
ように設計すれば正当化できる（上述したリベリアの電気プログラムでは，電気供給の持続可
能性ではなく，政府に対する市民の信頼増大がプログラム成功の適切な指標といえるだろう）．
治安プログラムは開発成果（例えば貿易の拡大）に貢献するように設計することができるだろ
う．そのためには諸機関は自分の伝統である「技術的な」領域の枠外にある成果にかかわる指
標を使って，前述した統合的なプログラムの枠組み内で協働する必要があるだろう．

予算と信託のプロセス
を次のような現実の世
界に基づかせる：不安
定性・完全に競争的な
市場の不存在・弱い制
度

　不安定性が高い場合，介入の費用便益は短期間のうちに激変することがある．それが管理予
算と人員計画には柔軟性があった方がいい理由である．プログラム予算については，一部のプ
ログラムの有用性発揮が将来的なことであれば優先順位を慎重に決定し，迅速な措置の利益が
大きい場合には契約のスピードを重視すればいい．競争的な市場が小さく透明でない場合，違っ
た調達コントロール方式――可変量ベースの契約に基づく国際的な事前入札，地域市場の知識
をもって直接交渉を許容する契約プロセスなど――が適切であろう．制度的な能力が不十分な
場合，手続きは受領機関に代わって一部の活動を執行する柔軟なメカニズムとともに，法の適
正な過程の最も単純な水準にまで絞り込む必要がある． 

作為のリスクと不作為
のリスクについてバラ
ンスをとる

　自然災害の分野以外で，国際的な主体は自分たちの支援の遅れが暴力の可能性を高めるとか，
有望な改革努力を脱線させるとかいうリスクよりも，普通は自分たちの支援が浪費ないし乱用
の批判を受けるという形で裏目に出るリスクに敏感な傾向にある．現場の国際スタッフに，よ
り大きな責任と説明責任を分権化すれば，不作為のリスクに対する感応度を高めることができ
る．ドナー資金の支出や活動について目標としている予定表との対比で，実績（および遅延の
理由）を透明な形で公表することも有益であろう．

リスキーな環境下にお
けるプログラムについ
てはある程度の失敗を
予想し，それに応じて
適合させる

　プログラムが成功すれば収益性は高いため，国際援助は暴力的な状況下でも高い失敗率を負
担することができる．しかし，ほとんどの援助はそのように機能しているわけではない．ドナー
はリスキーな環境下でも安定的な環境下と同じような成功度を期待している．より良いアプロー
チは，脆弱で暴力の影響を受けている状況を支援するためには，ベンチャー・キャピタル投資
にかかわる民間部門の原則を適合させることである．すなわち，どれが最善の機能を示すかを
見極めるため多種多様なアプローチを実験する，高い失敗率を受け入れる，厳格に評価して速
やかに適合させる，機能するアプローチの規模を拡大する，などである．

　リベリアでは 2005 年の選挙後に，新政権が 100 日計画
を発表した．それには首都の特定地域における電気復旧が
含まれていた．これは国家に対する信頼を回復し，経済活
動や基礎サービスの回復をジャンプスタートさせるのを後
押しするためである．リベリア政府は ECOWAS の支持を
得て，さまざまなドナーに支援を求めるアプローチを行っ
た．新政府には実施に必要な財源と制度能力が欠如してい
たためである．国連，世界銀行，アフリカ開発銀行，EU，
USAID などを含む伝統的なドナーはどこも，自分たちの通
例の制度下では，この努力に必要な発電機を望む時間枠内
に提供することができなかった．リベリア政府は最終的に
はガーナ政府から援助を確保することに成功した．同国が
発電機を 2 基提供してくれたおかげで，一部の都市部では

電気の復旧が実現した．
　リベリアの経験は 2 つの重要な教訓を示している．第 1
に，迅速な成果をあげることと現地の人々に進歩を例証す
ることにより実状を示し，各国政府と国際パートナーが早
期に協議することが必要である．第 2 に，特定の種類の援
助を提供できないドナー・システムの硬直性という挑戦課
題がある．事実，EU，USAID，世界銀行は他の種類の支援

（燃料，送電線の修復など）ならば，電気システムのため
に 100 日以内に提供することが可能であったが，どのド
ナーも発電機という具体的な必要性には対応できなかった
のである．まさしく，危機状況下にある諸国向けのいわゆ
る手続き上の順応主義を修正すべく，既存の政策やプロセ
スを再考する必要がある．

WDRのコメント：さまざまな状況下で国際機関の内部改革にWDRの原則を適用する選択肢
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ち，予算支援から政府のシステムを通じて「追

跡された」支出への移行 92，また定期的な報

告と内部統制のメカニズムから，独立に財務を

モニターする機関・苦情を独立的にモニタリン

グする機関・独立的な技術機関への移行であ

る．実施メカニズムの変更には以下が含まれ

る．コミュニティ構造，市民社会，民間部門，

国連，その他の国際的な執行機関が，その国の

機関と共同でプログラムを実施する．

• 極端に大きなリスクがあり，ドナーが通常なら

関与を停止する状況では，「二重の鍵」（相互

チェック）のメカニズムにおけるように，各国

のコントロール・システムを補完する執行能力

をもつこと．すなわちそのメカニズムでは，各

国と国際機関の共同理事会の統治のもとで，国

際的なライン管理部門が各国の主体や国際機関

のプロセスと並行的に機能する．このような選

択肢をすべての政府が採用するとは限らない．

そうでない場合，人道主義的な経済・社会プロ

グラムを実施するのに，現地の人員やコミュニ

ティ構造を利用すれば，現地の制度的能力重視

の態度を依然として維持し，海外への現地スキ

ルの頭脳流出を緩和することができる．

• 予算について透明な編成を行うという前提の下

で予備費を増額しておく．統治が乱高下する場

合，政治的及び平和維持使節団のための予算に

加えて，開発プログラムの予算は予備費が大き

いと利益を享受することができる．新しいリス

クや機会が発生した場合に，支援全体を混乱さ

せることなく，活動や実施メカニズムを調整す

ることができるからである．そのような偶発事

態――例えば，仮に特定の合意されていた統治

措置が悪化したとすれば，追加的な監視メカニ

ズムが採用される――に対応するための予算編

成前提は，受領する政府と国際機関の統治機構

の両方にとって透明でなければならない．

　大規模な成果を上げるためには，マルチ・ドナー

信託基金による資金のプーリングも有効な選択肢で

ある．というのは，受領国政府に対して大きなプロ

グラムを，国際パートナーに対しては自国の拠出金

を大幅に凌駕するプログラムを支援する方法を提供

するからである．また，リスクをプールするのに有

効な方法でもある．浪費，乱用，腐敗のリスクの責

任を，個々のドナーの肩から多国間システムにシフ

トできるためである．マルチ・ドナー信託基金は一

定の状況下で素晴らしい成果を実現している．例え

ば，アフガニスタン復興信託基金（ARTF）やアフ

ガニスタン法秩序信託基金（LOFTA）を通じたアフ

ガニスタンにおける一連のインパクトの大きいプロ

グラムの資金調達，ヨルダン川西岸・ガザにおける

1990 年代半ばのホルスト基金に基づいた草創期の

パレスチナ自治政府向けの立ち上げ時に必須の費用

およびシステム維持費の支援，平和構築委員会傘下

でネパール向け資金調達の触媒になったことなどが

それである 93．しかし，マルチ・ドナー信託基金

のパフォーマンスはさまざまで，遅いという批判や

期待値に対する管理が欠如しているという批判など

がある．また，各国システムを通じて作用する場合

の成功度はまちまちである 94．治安及び司法と開

発プログラムを上述の国際機関内部改革と組み合わ

せれば，このリスクの軽減に役立つだろう．

　国際機関は一世代にわたる制度変換という現実に

コスト上昇を伴わないで対応するためには，どう

やって援助の期間を長くするかについて慎重に考え

る必要がある．長期化している危機下における人道

的なプログラムについては，現地の要員，現地購

入，コミュニティ・ベースの提供を支援する既存の

イニシアティブをもとにすれば，制度構築に対する

インパクトを高めると同時に単位コストを引き下げ

ることができる．平和維持活動に関しては，もっと

柔軟な取り決めを活用する余地がある．それには水

平線を越えた安全保障が含まれる．これは国外の軍

事部隊が緊張状態の際に現地部隊を補完したり，あ

るいは海外の平和維持部隊が撤退後も影響力を行使

したりするものである（本報告書に対して AU およ

び国連平和維持活動局から提起された意見）．調停

や外交ルート推進のための資源投入も容易であろ

う．なぜならば，これらは低コストであり，紛争の

確率を下げることができるからである．

　開発機関からすると，市民の安全と正義及び雇用

にかかわる成果を実現している――あるいは社会的

な一体感や人間・制度の能力を単に維持している―

―プログラム向け資金の流れの変動性を削減すれ

ば，それはコスト全体を増やすことなくインパクト

を高めることができる．既に述べた通り，変動性は

国際機関における内部改革
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援助の有効性を大幅に削減する．脆弱で紛争の影響

を受けた諸国では社会的・国家的な制度の構築には

援助の持続性が必要であるにもかかわらず，その変

動は他の途上国と比べて 2 倍と極めて大きくなっ

ている．変動性削減のためには，以下を含めいくつ

かの選択肢がある．すなわち，適切な形態に基づい

た援助の下限額を供与する（第 9 章で助言委員会

の委員ポール・コリエが提言しているように），特

定の種類のプログラムが有効で大規模に実施できる

能力を証明している場合には，最も脆弱な国に対し

て援助の割当額を上乗せする（これは世界開発セン

ターの最近の研究レポートで提案されている）95，

開発援助委員会（DAC）の枠組みの下で脆弱で紛争

の影響を受けた国家における大規模で長期的なプロ

グラム向けに，援助のうち多くの割合を充当する．

　国際機関の内部改革を完成するためには，成果に

関する指標は脆弱で暴力に影響された状況における

優先課題にもっと密接に関連したものにすべきであ

る．各国の主体と国際パートナーにとってコアと

なる手段には，MDG を補完し，短期と長期の両方

の進展をよりよく把握できる指標の提案が含まれ

る（フィーチャー 4 参照）．国際機関――外交，安

全保障，援助の分野を横断して――がこのような指

標を用いれば，より統合的な対応に向けたインセン

ティブが増大するであろう．

軌道3：脆弱な国家に対する外からのストレ
スを削減すべく地域的・世界的に行動する
　違法な麻薬取引に対する有効な措置には，麻薬の

生産国と消費国の共同責任が必要である．違法な麻

薬取引の広範囲に及ぶインパクトを阻止するために

は，次のような認識が必要不可欠である．すなわ

ち，一国だけによる有効な措置は単に問題を他の諸

国に押しやるだけなので，地域的・世界的なアプ

ローチが必要である．供給，加工，小売の市場が集

中していて，モニターが容易であれば――ダイヤモ

ンドの不正取引のように――，多角的な利害関係者

であるその生産者と消費者の運動を組み合わせた禁

止に向けた取り組みは有効であり得る．ダイヤモン

ドにかかわるキンバリー・プロセスや採取産業透明

性イニシアティブに加えて，新しい天然資源憲章

と最近の世界銀行と国連貿易開発会議（UNCTAD），

及び食糧農業機関（FAO）の国際的な土地購入にか

かわる基準に関するイニシアティブについても，同

じような効果が期待できる．麻薬違法取引について

は，違法な生産地と加工施設が非常に細切れである

ことから状況が複雑になっている．そのような状況

下では供給サイドの禁止措置だけでは効果は限定的

であろう．ギャングやカルテル相互間の競争は生産

国や通過国で高水準の暴力を生み出す恐れがある．

需要サイドと供給サイドの措置のさまざまな組み合

わせの費用便益を探求することが，より決定的な需

要サイドへの措置を下支えするための第一歩となる

だろう．

　麻薬や天然資源の不法取引にかかわる措置の中心

は，「お金の跡を追跡する」，すなわち不法な金融フ

ローを追跡することである．中央アフリカや西アフ

リカのように不法な麻薬取引や腐敗の深刻な影響を

受けている地域については，ほとんどの諸国は精緻

な金融取引に関する情報を収集し分析する，あるい

は違反者を捜査して起訴するのに必要な国家的能力

といえるようなものは何ももっていない．腐敗ハン

ター国際連合や盗難資産回収イニシアティブ（STAR）

など国際社会が腐敗問題に取り組むのに役立つイニ

シアティブと並んで，次の２つの重要な措置がこの

努力を推進するのに有益である．すなわち；

• 世界的な金融取引の大半が行われている十分な

数の諸国における金融フローの戦略的な分析能

力を強化する．疑わしいフローを分析し，情報

を交換することに積極的になるだけでなく，金

融センターの開放性と金融情報部門の能力を強

化することに協調的に努力すれば，不法な金融

フローを探知し，盗難にあった資産を回収する

世界的な能力は大幅に増大するだろう．国際金

融機関も戦略的な分析を実施して，それを影響

のあった諸国向けに利用可能にすることができ

る．プライバシーを尊重するためには，個別口

座の情報ではなくフローの集計値の変化によれ

ば良いであろう．

• 先進国や金融センターは脆弱で暴力の影響を

受けた諸国の法執行当局との共同捜査につい

て公約を拡大する．この公約の一環として，

脆弱で暴力の影響を受けた諸国の法執行当局

と一緒に，能力構築プログラムを実施するこ
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ともできる．上述したように，イギリスとナ

イジェリア，アメリカとハイチの事例がそれ

に該当する 96．

　地域的な措置は前向きな機会を対象にすることも

できる．ドナーは国境をまたぐ地域的なインフラ―

―およびさまざまな形態の行政や経済の面での地域

協力――に対する金融・技術支援を増やす際に，そ

のなかで暴力の影響を受けた地域を優先することが

できる．そのような支援は以下のような諸形態をと

り得るであろう．

• 国境をまたぐ開発計画策定．国際主体は市民の

安全と正義，及び雇用に関する措置を統合した

国境をまたぐ活動の機会をもっと綿密に支援す

ることができる．地域的ないし国境をまたぐ政

治的な協調がそれほど確立していない場合でさ

え，国境をまたぐ開発計画策定に対する国際支

援は依然として，二国間政府の努力に対応して

支援することができる可能性がある．貿易や通

行にかかわるインフラや，信頼の漸増を支援す

る国境をまたぐ健康プログラムなど開発問題を

活用するのである．世界銀行の統治構造によっ

て最近合意されたように，脆弱な内陸地域によ

る市場アクセスに対する特別金融の供与も国境

をまたぐ開発協力を促進するもう 1 つの方法

である．

• 共同の地域的な行政能力．地域内の行政能力を

プーリングすれば，国家は単独では管理できな

いような制度的な能力を発展させることが可能

になる．カリブ海には共同裁判所，西アフリ

カには共同中央銀行の適例がある 97．このよ

うなイニシアティブは確立までに時間を要する

が，それは困難な国家の制度的転換を補完し，

地域的・国際的な開発機関からの援助を享受す

る価値がある．

　具体的な国境をまたぐイニシアティブにかかわ

るこのようなやや漸進的なアプローチではなく，

国際的なドナーは地域的なアプローチをファイナ

ンスするためにもっと大きな措置をとることがで

きるだろう．そのようなイニシアティブの原則は

国際機関の技術・金融能力と組み合わせて，現地

の政治的な知識と地域機関の正当性をベースに事

を進めることである．国際機関と協調した地域機

関を通じる実施であれば，そのような努力はすで

に成功裡に地方的な能力をプールしているイニシ

アティブからの教訓を適合させることができるで

あろう．また，次のような既存の国境をまたぐ協

力から教訓を学ぶことができる．すなわち，大メ

コン圏地域における協調 98，不正麻薬取引や経済

統合に関する西アフリカのイニシアティブ 99，か

つて紛争の影響を受けたことのある国境地帯のた

めの EU プログラム 100である．それは地域機関の

政治的なイニシアティブ（アフリカ連合の国境プ

ログラム 101や ASEAN の地域イニシアティブ 102

など）を，国際的なパートナーからの金融・技術

面の専門知識で支援することになるだろう．

　気候変動が気象，土地の入手可能性，食料価格に

及ぼすインパクト（それぞれが今度は紛争リスクに

インパクトを及ぼす）を追跡するためには，さらな

る研究がやはり必要である．現在の研究が示唆して

いるところによれば、気候変動それ自体が紛争を牽

引することはないだろうということである．ただ

し，おそらく急速に悪化する水の入手可能性が既存

の緊張や制度の弱さを越える場合を除く．しかし，

一連の相互関連した問題が脆弱な国家に対して圧力

を高めている．これらはさらなる研究と政策面の関

心を必要としている．

軌道4：国際政策と援助にかかわる状況の変
化を反映させて，低・中・高所得国や世界的
及び地域的な機関からの支援を動員する

　脆弱で暴力の影響を受けた諸国に対する国際援助

の状況は過去 20 年間で変化しており，連帯支援享

受の歴史を有する中所得国からの援助と政策提案が

増加している．いくつかの地域機関も治安と開発の

問題について大きな役割を果たしている．それにも

かかわらず，世界の紛争と暴力，それに対応する責

任あるリーダーシップの規範，国際援助の形に関す

る議論は，南部の主体ではなく北部の主体によって

牽引されているところが大きい．平和構築と国家建

設に関する国際対話はこのような不充分な事態に取

り組むべく創設された．

　WDR チームは伝統的なドナーのパートナーに加
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えて，暴力の影響を受けた諸国，地域的な政策立案

者，地域機関と広範な協議を実施した．意見の一致

をみた分野――制度構築と統治，市民の安全・正

義・雇用の重視など――も多いものの，意見が分か

れた分野もあった．前述したように，このような意

見の相違には次のようなことが含まれる．すなわ

ち，責任ある国家のリーダーシップが統治の改善と

いうことについて何を現実的に期待できるか，どの

程度の期間内で，また良い統治に関しては「形」か

「機能」か，などということについてである．主観

的な二重基準も WDR の対談者によって批判を受け

た．これは独自の内部的な統治問題に直面している

ドナーの諸国や組織の感情を反映しており，彼らは

脆弱な途上国における短所にもっと謙虚さをもって

アプローチすることができた．先進国も腐敗，賄

賂，人権侵害，公的財政にかかわる説明責任が不十

分といったことから無縁ではない．したがって，良

い統治の基準の効果的な実施は先進国においても挑

戦課題であり，暴力に影響された地域で国際社会が

行政や治安の面で役割を果たしている場合は特にそ

うだといえる．

　責任のあるリーダーシップの規範については，

協調支援が欠如している点は懸念材料である．な

ぜならば，世界的な規範の普及は暴力のリスクを

削減するのに決定的に重要だからである．合憲性・

人権・腐敗にかかわる認識と制裁のメカニズムに

加えて，特に報奨と説明責任を提供する国内制度

の能力が弱い場合，地域的・世界的な基準は各国

の改革者に対して支援とインセンティブを提供し

てきている．例えば，政府の違憲な変更に対する

アフリカの基準と地域的な対応を規定した 2000

年のロメ宣言は，クーデターが 1990 年代の 15 件

から 2000 年代に 5 件に減少したことと関係があ

り 103，過去 5 年間における増加にもかかわらず，

合憲的な政府を回復するというアフリカ大陸の措

置は一貫して強硬である．

　高・中・低所得国の間で以下のような若干控え目

な措置をとることによって，暴力と開発という共通

の問題に関して，世界的にも地域的にも協調を強化

することができる．

• 南々および南北両方の交流を増やす．現在脆

弱で暴力の影響を受けている状況下にある諸

国に対して，南と南の国々の間での適切な能

力と教訓を提供する膨大な潜在性がある 104．

みずからが最近移行を経験した低・中所得国

は，同様の諸国に対して多大な助言が可能で

あろう．本報告書でも例示されている事例は

次の通りである．すなわち，ラテンアメリカ

諸国は都市部における暴力防止や治安・司法

の改革，中国は雇用創出，インドは地方の公

共事業や民主的な慣行，東南アジアやアフリ

カ諸国は紛争地域におけるコミュニティ主導

型開発に関して，それぞれ意見を提示してい

る．それにもかかわらず，南北交流はやはり

重要である．南北両方の多くの諸国，地方，

都市は制度的な能力はさまざまではあるが，

いくつかの同じようなストレスに直面してい

る．プログラムのアプローチ――不正麻薬取

引への取り組み，元ギャングや疎外された人々

の社会への統合，民族的・宗教的に分断され

ているコミュニティ間における寛容と社会的

な絆の涵養など――には，他の人々にとって

適切な教訓があるだろう．そのような交流が

あれば，暴力の挑戦が途上国にとって固有で

はなく，途上国だけが解決策の発見に苦闘し

ているわけではない，という広い理解が強ま

るだろう．

• 国際援助は地域的な統治に向けた努力の後に

ついた方がよい．合憲性に関する AU や一定

の紛争や自然災害の状況下における ASEAN

（フィーチャー 8）の場合のように，地域機関

がイニシアティブを取ると，加盟国に対する

影響力の点で大きな比較優位がある．地域機

関がもっている潜在的な会議開催の役割は，

WDR の協議においても高・中・低所得国の対

談者が広く認めるところであった．統治規範

の適用を議論する地域的なプラットフォーム

の支援は，主体性を高めるのに効果的な方法

である．統治の重大な改善ないし悪化（クー

デターなど）にかかわる対応策を二国間およ

び多国間の主体の間で議論するために，明確

な方式を採用すれば，情報の共有や，国際的

な機関等にとって受け入れがたい拘束力をも

つ責務を作り出すことなく，協調的な対応策

の可能性が改善されることになるだろう 105．
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諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

危機防止と回復におけるASEANの経験
スリン・ピッスワン，ASEAN 事務総長；WDR 諮問委員会メンバー

フィーチャー８ 地域的なイニシアティブと規範及び基準

　ASEAN の状況のなかでは多数の紛争が煮えたぎってい
る．しかし，同地域には紛争の調停・解決に関して独自
の経験がまったくないというわけではない．それどころ
か ASEAN は重要な役割を果たしてきている．ASEAN とい
う地域と一部のメンバーが貴重な貢献をし，そのプロセス
から教訓を学んだ事例としては以下のものがある．すなわ
ち，1997-1999 年のカンボジア紛争における ASEAN トロ
イカ，1999 年以降の東ティモール平和維持活動，2005 年
にアチェ和解，2008 年 5 月のミャンマーにおけるサイク
ロン・ナリギス災害など．常に外交的なジグソーパズルを
するように，平和というタペストリーを織り，手元にある
入手可能で適した素材から最善の形態とパターンを即席に
作ってきた．
　われわれが学んだ 1 つの重要な教訓は，ASEAN の構造
は加盟国との間に微妙な問題がある場合には，会議を召集
するという重要な政治的役割を果せることである．インド
ネシアと東ティモールの平和維持活動に参加する ASEAN
諸国との間には高水準の相互信頼があった．われわれは

「ASEAN」軍リーダーが積極的なリーダーシップの役割を担
う共同指揮下で軍隊を提供することによって，「不干渉」と
いう厳格な原則を迂回した．また，インドネシアは招聘状
を発行することによって，すべての ASEAN パートナーが
来援するのを容易にした．ミャンマーでは，ASEAN はサイ
クロン・ナルギス後の政府との対話について中心的な役割
を果たし，13 万人以上の男女や子供たちが死亡し，さらに
大勢の人々が外傷するという状況に直面していた被災地を
国際援助を受けるために開放するのを支援した．
　第 2 の教訓は，自分の地方に関する知識，政治的な会

議招集の役割，他のパートナーの技術的な能力の間で，わ
れわれは能力について有益な組み合わせを発見することが
できるということである．サイクロン・ナルギス後の回復
を支援するわれわれの仕事は世界銀行からの技術チームに
よって支援され，国連と共同して実施された．アチェ監視
団の場合，われわれは貴重な技術的な知識を持ち込んだ
EU からの同僚と協働した．
　第 3 は，われわれが遂行するこの種の活動が増えれば，
われわれの能力も増強するだとうということである．東
ティモールについては，フィリピン・韓国・タイの間にお
けるアメリカなど地域外のパートナーに支援された，長年
にわたる共同の軍事訓練や演習が成果を上げた．現場の軍
隊はいかなる遅延もなしに，意思疎通・協力・共同作戦の
実施が可能であった．ただし，東ティモールにおける経験
も能力増強につながっている．ミャンマーの場合，ASEAN
の役割はインドネシア・シンガポール・タイなど多くの加
盟国からのスタッフ――災害後の復興を管理したり，ま
た，事務局内における能力を構築したりすることでも広範
な経験を有する――を有効活用するということにあった．
一部のドナー・パートナーとの能力構築の長期プログラム
と連動して，このような経験は将来的に新しい挑戦に直面
するわれわれの備えをより十分なものとしてくれる．政治
的な紛争や自然災害救援にかかわるこのような努力の累積
的な結果として，ASEAN が開発協力の戦略を調整する能
力を向上するのに役立っている．われわれは地域における
散発的な暴力や緊張を抑止することを学び，それが人々
にとって共通の安全と持続可能な繁栄を目指したコミュニ
ティ開発努力を脱線させることを許さないだろう．
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• 責任あるリーダーシップを認めるためにイニシ

アティブを拡大する．率直で透明な批判には常

に一定の役割があるものの，脆弱な状況におけ

る批判だけに焦点を当てているように思える北

側のアプローチは分裂をもたらすことがある．

アフリカのリーダーシップに対するモ・イブラ

ヒム賞などのイニシアティブは，さまざまな分

野のリーダー（例えば，腐敗に対して永続的な

インパクトをもっている大臣や，治安分野の改

革を成功裡に実施した軍事リーダーなど）を認

める形に拡大することができるだろう．採取産

業透明性イニシアティブなど多国間利害関係者

のイニシアティブは，資源からの収入・支出の

透明性を改善した個別のリーダーやリーダー

シップ・チーム――政府，市民社会，会社のど

こでもいい――を認めるという条項を検討する

ことができよう．

　統治改善のスケジュール表に対する期待がもっと

焦点が定まり現実的であれば，それも国際援助の受

領国，中・高所得国の国際パートナー，国際的・地

域的な機関の間における意見相違を埋めるのに役立

つだろう．治安や開発の進展についての標準的な分

析では取り上げられていなかった大きな不満と統治

変更についての大きな期待を示している．最近の社

会的抗議運動に照らして考えると，これは特に重要

である．迅速な改革者が達成してきた現実的な一世

代という時間枠内で，各国が制度や統治の改善を実

現する軌道に乗っているのかどうか，また，政治的

な安全や開発の領域にわたる各国制度の正当性やパ

フォーマンスにかかわるトレンドを，市民がどう

考えているのかに焦点を当てた指標が必要である．

フィーチャー 4 で示した指標は，ルイーズ・アル

ブールが指摘しているように（フィーチャー 8），

進展と停滞，及び悪化を比較する簡単な方法になる

だろう．そのような指標が制度の形（成立した法律

や腐敗防止委員会の創設など）ではなく，成果を測

定することを確保することも重要である．というの

は，革新的な国家的措置を抑圧するのではなく奨励

し，低・中・高所得国機関の間で学習を促進するこ

とも確実に重要だからである．脆弱国，ドナー，軍

隊派遣国，地域機関を一堂に会する国連の平和構築

委員会は，統治転換にかかわる進展やリスク，現実

的な予定表のより良い追跡方法に関して助言できる

未開拓の可能性をもっている．

　この概観の冒頭で，ソマリアの海賊，アフガニス

国際的な規範と基準についてのコンセンサスを再確認する――地域的な組織の役割
ルイーズ・アルブール，国際危機グループ理事長；元国連人権高等弁務官；WDR 諮問委員会メンバー

　人命の尊さなど普遍的な価値に基づくのか，それとも国
際的な法律のルールに基づくのかは別として，普遍的に認
められている規範がいくつかあり，それは国連憲章を初め
とする国際的な法律文書にも反映されている．
　このような規範はそれ自体として実施的なものではな
く，文化的多様性の権利を含むことから，その解釈は地
方や国家や地域の多様性を反映していなければならない．

「西洋価値観」の輸出に対する抵抗は規範自体の拒否では
なく，特定規範の異質な表現方法の拒否でしかない可能性
があろう．
　地域的な制度が普遍的な規範と地方的な習慣との距離を
橋渡しすることができる．このような習慣ないし慣行は本
質的に，国際社会が連帯の拠り所としているコアな国際原
則に適合しなければならない．さもなければ，文化的多様
性が単に国際的な枠組みに優先し，それを蝕むことにな
る．

　例えば，司法部門では，制度的なモデルや手続きの均一
性から，司法の実際の遂行については顕著な相違はみられ
ないかもしれない．しかし，公平性，不偏性，透明性，誠
実性，憐れみ，最終的には説明責任などに基づく紛争の裁
定は多くの形を取り得る．
　国際的な主体は開発に対する援助において，実質ではな
く形式の輸出には抵抗し，その本当の普遍的な性格を阻害
するのではなく高める規範の地域化を受け入れなければな
らない．同じ精神で，地域的な主体は，文化的に適切な方
法で，国際的な規範を翻訳し，それに順応しない慣行は否
定しなければならない．
　さらに，普遍的な規範によって設定された基準は抱負で
あることを，すべての人々が認めなければならない．パ
フォーマンスの指標は，ある一国における，共通の普遍的
な理想に向けた，進歩，停滞，あるいは後退を反映するべ
きである．
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タンで継続している暴力，米州における麻薬違法取

引からの新たな脅威，北アフリカの社会的抗議運動

から発生した紛争などは，現在の世の中でどのよう

にして発生し得るのだろうかという疑問を提供し

た．短く答えれば，そのような暴力は，治安保障，

司法，経済展望に関して，人々に持ち分を供与でき

る制度を生み出すことができない短期的な解決策で

は抑制できないということである．社会というのは

外部から転換することはできないし，ましてや一晩

では不可能である．しかし，市民の安全と正義，及

び雇用を支援する地方や国や世界の制度を強化する

ための，各国リーダーと国際パートナーの持続的で

協調した努力があれば進展は可能である．

　本報告書のすべての勧告には中心に世界的なリス

クの分担という概念がある．リスクは徐々に変化し

ており，安定性に対する新たな脅威が国際的な組織

犯罪や世界的な経済不安から発生してくる．国際的

な勢力関係の状況も，低・中所得国が世界における

経済的な影響力や世界的な政策思想に対する貢献度

に占めるシェアを増大させていることを受けて，や

はり変化している．このような変化を受けて，国際

的な主体は世界的なリスクを集団的に，また平等な

パートナーとして管理するアプローチを根本的に再

考する必要がある．真の変化には強力な論拠が必要

である．しかし，二重の論拠が存在する．すなわ

ち，脆弱性と暴力は開発にとって重大な障害となっ

ており，もはや貧しい遠隔の地域あるいは都市部だ

けに限られていない．過去 10 年間に人々の世界に

は，テロリズム，麻薬取引の拡大，商品価格にかか

わる上昇圧力，国際的に移動性の高い難民の増加な

ど，不安定性の侵入が顕著となっている．したがっ

て，反復的な暴力の連鎖を打破することは，緊急の

行動を要する共有の挑戦課題なのである．
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　本報告書はストレス――内部的なものと外部から

のものの両方――が制度的な弱さと組み合わさる

と，暴力のリスクが高まると主張する．この挑戦を

受けて，各国はどのようにして暴力を防止し，ある

いは免れてきたのか？　WDR の枠組み（図 1）が

示唆するところによれば，まずは信頼を回復して，

それから市民に安全と正義，及び雇用を提供する制

度に転換する必要がある．

　安全と開発の相互関係は人間の安全保障という概

念の下で議論されてきている．これは恐怖からの自

由，欠乏からの自由，尊厳をもって生きる自由を包

摂する 1．人類の安全と繁栄を中心に据えることに

よって，人間の安全保障は広範囲わたる脅威――貧

困と暴力両方から――とそれらの相互作用に取り

組んでいる．人間の安全保障に関する委員会によ

る 2003 年の報告書を土台に，国連総会やその他の

フォーラムでは人間の安全保障に関する重要性が認

識されている．本報告書では，人間の安全保障が重

要であり，それが人間を焦点の中心に据えることを

重視しているのを認める一方，物理的な暴力からの

自由や暴力の恐怖からの自由に対するわれわれの焦

点を鮮明にするために，「市民の安全」という用語

を頻繁に使用している．人間の安全保障という概念

のなかで恐怖からの自由という側面にかかわる議論

を補完したい，というのがわれわれの願いである．

　この枠組みはスパイラル（渦巻き）として図示さ

れている．国が連続的に移行する動因を通過して行

くなかで，このようなプロセスが時の流れにそって

繰り返されるからである．一連の目先の優先課題が

解決されても，他のリスクや移行の動因が出現し，

ストレスに対する制度的な強靭性を補強するために

連鎖的な措置が必要される．「唯一の軌道」という

ものはなく，制度は持続的な安全を生み出すために

必ずしも西洋モデルに収斂する必要はなない．実際

には，現地への適合が最善である．さらに，進展は

一世代という期間において可能であるが，すでに組

織犯罪の反復的な連鎖を経験してきた地域は持続的

な安全を一夜にして創出することはできない．スパ

世界開発報告の枠組みと構成
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図 1　『世界開発報告 2011』の枠組み――暴力に対する強靭性を構築する

1 人間の安全保障の重要性は以下で認められてきている．2005 年の世界サミットで採択された 2005 年の国連総会決議，
2009 年の国連総会報告書，2010 年の国連総会決議などに加えて，アジア太平洋経済協力会議，G8，世界経済フォーラ
ムなど他のフォーラムである．次を参照．Commission on Human Security 2003; UN General Assembly 2005b, 2009, 2010．



41概観

イラルの下の矢印は，外からの支援とインセンティ

ブがこの国家的に主導されているプロセスを助け，

上の矢印は外からのストレスがそれを脱線させかね

ない，ということを示している．

　ここでは表 1 に各章の要約を示すことによって，

WDR の全 9 章にかかわる道路地図を提示する．

　純粋に犯罪的な理由による暴力に直面している諸

国と，政治的な紛争や内戦に直面している諸国で

は，変化のダイナミクスは類似している．ストレス

や制度的な特性が多種多様な諸国でも，あるいは国

内の一部地域で暴力に直面している中・高所得国を

含め，所得水準がさまざまな諸国でもやはりほぼ同

じである．そうは言っても，本報告書の枠組みは，

対象事例の具体的な特徴を考慮に入れて，文脈に

沿って適用されなければならない．このような区別

が本報告書を通じて探求されている．第 4-8 章に

おける国別事例研究からの教訓には，例えば，簡潔

な「区分表」が組み込まれている．それは該当する

暴力の種類，移行時の動因，重要な利害関係者，重

要なストレス，直面している制度的な挑戦などを要

約したものである（表 2）．このような表は，経験

に基づいて，暴力を防止し，緩和し，それから回復

するための適切な戦略を設計する際に，考慮に入れ

るべき重要なダイナミクスの簡単な評価を提供して

いる．

パート 1：挑戦

第 1 章　反復的暴力が開発を脅かすでは挑戦課題を探求する．その挑戦課題とは次
の通りである．組織犯罪の暴力や内戦の反復的な連鎖であり，地方・地域の開発を
脅かし，ミレニアム開発目標の世界的な未達の主因となっている．

第 2 章　暴力に対する脆弱性では暴力につながる内外両ストレスと制度的な要因
の組み合わせを検討する．その主張は次の通りである．有能で，説明責任のある正
当な制度が，暴力に対する強靭性が社会によって異なっている共通の「失われた要
因」である．制度的な転換に注意しないと，その国は暴力の悪循環にさらされかね
ない．

パート 2：国家的・国際的な対応からの教訓

第 3 章　暴力から強靭性へ：信頼を回復し制度を転換するでは，WDR の枠組みな
いし「好循環」を提示する．各国がどのようにして脆弱性や暴力と成功裡に決別し
たかを示すべく，研究と事例研究を集大成している．短期間で信頼を回復するため
に，市民の安全・正義・雇用を支援する連合を動員し，時間をかけて国家制度を転
換している．これはたくさんある移行の動因をとらえ，累積的な進展を構築すると
いう反復プロセスであり，一世代を要する．

第 4 章　信頼を回復する：瀬戸際から決別するでは，利害関係者の「十分に包容的
な」連合を動員し，成果を上げることによって，信頼を回復した各国の経験から得
られた教訓を検討する．しばしば政府と非政府のリーダーシップを組み合わせた協
調的な連合が，変化に向けた国民的な支持を形成して，過去との不可逆的な決別に
ついてシグナルを送る．信頼が低い状況下で信頼を回復するためには，速やかに成
果をいくつか上げなければならない．というのは，変化に関する政府の声明は具体
的な措置がなければ信頼性がないためである．

表 1　章立て

暴力・脆弱性
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第 5 章　市民に安全と正義，及び雇用を提供するために制度を転換するでは，市民
に安全・正義・雇用を提供し，武装集団に対する違法なファイナンス供与を阻止す
るために，根本的な改革を優先する，という点に関して各国の経験を検討する．複
雑な紛争という状況下で制度的な転換を推進するに当たって，事例研究が強調して
いるところによれば，完璧主義が進展の敵であってはならない．実際的で，「最適
な」アプローチが当座の挑戦に取り組むために用いられてしかるべきである．

第 6 章　信頼醸成と制度転換に対する国際支援では，国際支援からの教訓を各国の
プロセスに適用する．いくつかの顕著な成功には注目しながらも，次のように指摘
している．国際的な介入はしばしば細切れで，参入は遅いが脱出は速く，国際的な
技術援助に依存しており，並行的なシステムを介して実施されている．本章では国
際的な措置動はなぜ変化が遅いのかを検討する．国際的主体はリスクを回避し迅速
な成果を実現せよ，というみずからに対する国内圧力に反応してきている．国際シ
ステムのなかで，どの部分をとるかによって――例えば，主体が中所得国か OECD
諸国によって――，直面する国内圧力が異なり，結合力のある支援を阻害している．

第 7 章　外部からのストレスを緩和するための国際的措置では，紛争リスクを高め
る外部からの治安・経済・資源のストレスと戦うための国際的措置からの教訓を提
示する．ストレスは麻薬や天然資源の違法取引から，食料の供給不安やその他の経
済的ショックまでと広範囲にわたる．本章では，このような脅威を管理するための
地域的で国境をまたぐイニシアティブからの教訓にも取り組んでいる．

パート 3：実際的な選択肢と勧告

第 8 章　各国別の実際的な指針と選択肢では，各国および国際的な改革者が広範
な制度的な挑戦，ストレス，さまざまな形の暴力に直面している諸国で，複数の移
行動因をとらえて，信頼を回復し，制度を転換するための実際的な選択肢を提示す
る．

第 9 章　国際支援の新しい方向では，国際的な措置に関して 4 つの軌道を明らか
にする．第 1 に，市民の安全・正義・雇用を通じて暴力防止に投資する．第 2 に，
信頼醸成と長期にわたる制度面での関与に向けたより速やかな援助を提供するため
に，国際機関の内部手続き問題を改革する．第 3 に，対外ストレスに対しては地域
的レベルで行動する．第 4 に，低・中・高所得国の知識と資源を動員する．
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暴力の種類：内戦の後遺症，政治・犯罪・ギャング関連の暴力，麻薬違法取引

移行の動因：変化に向けた余地は控え目，大統
領選挙，強力な国際支援

重要な利害関係者：政府，投資家，野党，元戦
闘員，犠牲者，平和維持部隊

重要なストレス：暴力・トラウマの後遺症，不
満・不信，根深い腐敗，失業

制度的な挑戦：経済・治安・政治の分野におけ
る説明責任・能力の制約

表 2　区分表の例



PART I

挑戦



　本章では政治的・犯罪的な暴力が開発面にもたらす挑戦を扱う．その影響

は破壊的になることがある．暴力は人々を殺し退去させ，人的・物的資本を

破壊し，成長を阻害し，あまりにもしばしば国境を越えて波及する．15 億人

以上の人々が，脆弱性，暴力，紛争に影響された諸国に暮らしている．紛争

の影響を受けた，あるいは脆弱な途上国に住んでいる子どもは，他の途上国

に住んでいる子供との比較で，栄養失調の可能性が 2 倍，就学していない可

能性はほぼ 3 倍と高くなっている．低所得で，脆弱ないし紛争に影響されて

いる国で，ミレニアム開発目標（MDG）を１つでも達成した国はまだどこに

もない．しかし，希望はある．暴力を何とか削減した諸国は開発による利益

を最速でいくつか生み出してもいるからだ．
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国家間の戦争や内戦は1990年代初めにピークを打ってから減少している
　今では，国家間の戦争は（20 世紀の大戦争との比較では）比較的稀である．主要な内

戦は 1990 年代初めにピークを打ってからは減少してきている（ボックス 1.1 参照）．内

戦に伴う年間の死亡者数は 1980 年代の年間 16 万人から，2000 年代には 5 万人以下に

減少している 1．殺人率もラテンアメリカ・カリブと恐らくはサハラ以南アフリカを除く

ほとんどの地域では減少してきている 2．

　過去 20 年間には，武力の暴力的ないし強制的な行使を抑止するための，世界的・地域

的な基準を開発する点でも進展がみられている．アフリカでは，違憲の政府変更に対する

基準と地域的な対応策を規定した 2000 年のロメ宣言のおかげで，クーデターが 1990 年

代の 15 件から 2000-10 年の 5 件に減少している 3．また，過去 5 年間におけるクーデ

ターの増加にもかかわらず，合憲性を回復するというアフリカ大陸の措置は一貫して強力

であった．1991 年に米州機構（OAS）は民主的で合憲の政府変更を支持する規定を採択

し，クーデターの場合の措置を指摘した．この決定は 2001 年の民主憲章で強化された 4．

ラテンアメリカではクーデターの件数が 1990 年以降になると，1970-89 年の 30 件か

らわずか 3 件に減少した 5．人権の保護にかかわる新たな規範やそれに関連する制裁を受

けて，市民に対して極端な暴力や強制を使ったリーダーを起訴することが可能になった．

1990 年以降，かつての国家元首 67 名が深刻な人権侵害あるいは在任期間中の経済的な

犯罪について訴追されている 6．

　深刻な暴力を潜り抜けてきた諸国は，しばしば国際社会からの強力な援助を享受して，

顕著な開発利益を達成している．紛争の影響を受けた諸国は人的・物的な資本を考える

と，「自然」といえるよりも低い開発水準から回復を始めるのが普通である．以下の実例

でみるように，それだからこそ開発について急速な歩みが可能になっている 7．

• エチオピアでは，改善された水へのアクセスが 1990 年の人口 13％から 2009-10 年

の 66％に改善された．

• モザンビークでは，初等学校の修了率が 1999 年から 2007 年のわずか 7 年の間に

14％から 46％へと 3 倍にまで上昇した．

• ルワンダでは，栄養失調率が 1997 年の人口の 53％から 2007 年の 34％に削減され

た．

• ボスニア・ヘルツェゴビナでは，1995-2007 年の間に麻疹の予防接種率が生後 12

カ月から 23 カ月の子供の 53％から 96％に高まり，幼児死亡率が 1,000 人当たり

12.6 人に削減された．100 人当たりの電話線は７から 28 本へと 4 倍に増加した．

反復的暴力が開発を脅かす
暴力・脆弱性

CHAPTER１
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ボックス 1.1　国家間戦争と内戦――1900 年から現在まで

　国家間の戦争は 20 世紀前半における 2 つの世界大戦以
降，激減してきている．一方，大規模な内戦（戦死者年
1,000 人以上）は植民地独立後の冷戦時代に増加し，1980
年代後半から 90 年代初めにかけてピークに達した（図

A）．21 もの大規模な内戦が活発であった 1991-92 年以降，
その数は着実に漸減してきており，2002 年以降は年 10
件以下に減少している 8．
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図 A　内戦は 1990 年初めにピークを打って，それ以降減少している
大規模な内戦は 1960 年以降 80 年代後半まで増加し，90 年代前半以降減少してきている．
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大規模な国家間戦争と大規模な内戦の両方をしている諸国
大規模な国家間戦争をしている諸国

出所：Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harbom and Wallensteen 2010; Lacina and Gleditsch 2005)．

　主権国家の数が――1900 年の約 50 から 2008 年の 170
強にまで――増加していることを考えると，戦争の減少
は余計に驚くべきことである．過去 60 年間における国家
の数の 3 倍増と人口の 2 倍増にもかかわらず，大規模な
紛争（国家間戦争ないし内戦）に巻き込まれている国の
割合は上昇しておらず，1992 年以降減少している．

　さらに，内戦はそれほど暴力的でなくなってきている．
戦死者は 1980 年代の年平均 16 万 4,000 人から，90 年代
の同 9 万 2,000 人，2000 年代の 4 万 2,000 人へと減少し
てきている（図 B）．これは戦争，人権侵害，戦死者，戦
争に関連した間接的な死者の数が減少している，という
最近のデータと整合性がある 9．

図 B　内戦の死者数も減少傾向にある
内戦の数の減少に伴って，紛争を原因とする年間の死亡者（戦死者）総数は，1988 年の 20 万人強から 2008 年の 5 万
人以下に減少している．

内
戦
の
戦
死
者
数

出 所：Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harbom and Wallensteen 2010; Lacina and Gleditsch 2005); Gleditsch 他 2002; Sundberg 2008; Gleditsch and Ward 
1999; Human Security Report Project 近刊．
注：Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harbom and Wallensteen 2010; Lacina and Gleditsch 2005) では，内戦は規模と種類の観点から分類されている．モニタ
リング用の最低基準は戦死者数が年 25 人以上の小規模な内戦である．Lacina and Gleditsch (2005, 2009 改訂版 ) には，紛争ごとに年間戦死者数の推計値について，
低いもの，高いもの，最善のものが掲載されている．本書全体を通じて最善の推計値を使っているが，それが入手不可能な場合には，低い推計値と高い推計値の平
均を使っている．
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　しかし，世界中で懸念がまだ残っている．マスコ

ミのテロ報道は 9 月 11 日事件後にピークを打って

から漸減してきているが，ギャングや麻薬違法取引

の報道は過去 10 年間に漸増している（図 1.1）．中

東・北アフリカは一連の劇的な社会的抗議や政治的

混乱を経験しており，なかには公然の紛争にエスカ

レートしている諸国もある．アフガニスタンとパキ

スタンにおける暴力は世界中の政策立案者の関心を

集めている．本書が印刷にかかる頃，南部スーダン

に新しい国家が台頭しているであろうが，その努力

にはあらゆる機会とリスクが絡んでいる．中央アメ

リカでは麻薬関連の暴力が増加傾向にあるように思

われ，地方と国の両方の統治に脅威を与えている．

世界的にテロは深刻な脅威として残存している．ま

た，人口動態上の圧力，気候変動，資源の希少化の

組み合わせから，新しい予測不可能なリスクが出現

してくる可能性があろう．

現代の暴力はさまざまな形態を取りながら反
復的・連鎖的に押し寄せてくる
　暴力を国家間の戦争や大規模な内戦としてみる

傾向を背景に，組織犯罪の多様性と広がりが曖昧

になっており，それが人々の生活に対及ぼす影響

が過小評価されている．統治を妨害し開発を阻害

する組織犯罪には，民兵が絡んだり，民族グルー

プ間であったりする地方的な暴力，ギャング暴力，

資源関連の地方的な暴力，不法取引（特に麻薬の

不法取引）に関連した暴力，世界的なイデオロギー

闘争に関連した暴力なども含まれる（表 1.1）．こ

のような暴力は往々にして反復的であり，多数の

諸国が今や内戦や犯罪的暴力の反復的な連鎖を経

験している．

暴力はしばしば相互に結び付いている
　表 1.1 が示唆するように，多くの種類の暴力が以

下の事例で示す通り，相互に直接的な結び付きを

もっている：

• 不法取引が可能な石油を初めとする鉱物資源が

豊富な諸国は，内戦に――しかも長期にわたる

内戦に――陥る可能性がずっと高い 10．とい

うのは，反乱者は略奪可能な資源を売却するこ

とによって，自分たちの活動をファイナンスで

きるためである．例えば，シエラレオネのダイ

ヤモンドや，コンゴ民主共和国のコルタン（コ

図 1.1　ギャングと麻薬の違法取引は世界的な懸念事項
2001 年 9 月 11 日以降，テロに関する報道がうなぎ登りに増加した．一方，ギャングと麻薬違法取引に関する報道も増
加している．最近，その報道は内戦の水準に近付いている．
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出所：Factiva．
注：図のデータは 2000 年 1 月から 09 年 12 月について Factiva 検索エンジンによるすべての利用可能なニュース源を使い，複数の言語
で「テロ」，「麻薬取引」，「ギャング」，「内戦」という 4 つの検索語を使うことによって作成した．検索語が見出しと第 1 パラグラフに
登場したものだけを数えた．
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ロンバイト・タンタライトという鉱石）をあ

げることができる 11．アフガニスタン，ミン

ダナオ，北アイルランド 12 の武装グループに

とっては，不法取引がファイナンス源となって

いる．

• コートジボワール，ジャマイカ，ケニア，ソロ

モン諸島といった多種多様な諸国では，過去の

政治的な抗争や選挙の際には 13，武装グルー

プや犯罪的なギャングが動員されていた．

• メラネシアでは，旧世代による儀式化したコ

ミュニティ紛争は，特定の民族グループに関連

した都市部のギャング暴力にエスカレートして

いる 14．

• 中央アメリカでは，国家対反政府運動という政

治紛争の両側において，戦闘員は組織犯罪に移

行している 15．

　他の事例では，暴力は基本的な制度的脆弱性を通

じて結び付いている可能性がある．イエメンは今や

次の 4 つの紛争に直面している．それは，北部に

おけるハウティ派の反乱，アラビア半島におけるア

ルカイダの存在，南部における不満，アラブ世界

国 地方のグループ間紛争

「通常の」政治的紛争
（国家権力，自治，独

立を求める抗争）
広範囲にわたるギャ
ング関連の暴力

暴力を伴う組織犯罪
ないし違法麻薬取引

イデオロギー面で超
国家的なコネを有す
る地方の紛争

アフガニスタン アマヌラ・カーンや
アブドゥル・ラシー
ド・ドスタムなど民
兵が関与した多数の
事件（2002-08 年）

タリバン，他の主体
（2002 年 - 現在）

軍閥支配
（2002 年 - 現在）

アヘンの生産・違法
取引

アルカイダのタリバ
ンとの結び付き

パキスタン 部族間紛争
（2004-09 年）

パキスタン系タリバ
ン（2007 年 - 現在）；
バロチスタン分離派

（2004 年 - 現在）

麻薬の生産・違法取
引

デオロギー的な過激
派との国境をまたが
る結び付き

マリ 反乱勢力の内部抗争
（1994 年）；

ガオ，ケーズ，キン
ダルといった地域に
おける民族的な暴力

（1998-99 年）

北部マリの反乱勢力
（1990 年 - 現在）

主に麻薬と武器を中
心に違法財貨の国境
をまたぐ取引

イスラム・マグレブ
のアルカイダ

パプアニュー
ギニア

山岳地帯における
民族・部族間紛争

（2001- 現在）

分離主義運動（ブー
ゲンビル革命軍，
1989-2001 年）

都市犯罪とギャング
暴力

人身売買；不法木材
貿易の供給源・経由
地

エルサルバドル 反乱グループ（1979-
92 年）

ラ・マラ・サルバト
ルチャ，ラ 18，ラ・
マオ・マオ，ラ・マ
キナ

麻薬の違法取引

ケニア 部族・民族グループ
の暴力

選挙暴力 広範囲にわたるギャ
ング活動（1980 年代
- 現在）

特にヘロインを中心
に麻薬違法取引のハ
ブ

タジキスタン 民主主義とイスラム
教徒の反対グループ

（1992-96 年）；
タジキスタン平和運
動 (1998 年 )

アフガニスタン製の
麻薬にとって重要な
輸送通路；人身売買

ウズベキスタン・イ
スラム運動

フィリピン 地方部族紛争 ミンダナオ島にイス
ラム系分離派グルー
プ（モロ・イスラム
解放戦線とモロ民族
解放戦線）

身代金目当ての誘拐；
人身売買；東・東南
アジア向けにメタン
フェタミンの供給源

アルカイダおよび
ジェマー・イスラミ
ヤのアブ・サイヤフ

（ミンダナオ島）との
結び付き

北アイルランド
（イギリス）

宗教・経済格差に関
する地方的な緊張が
エスカレートした暴
力の根底にある

アイルランド共和軍
（IRA, 1971-98 年）

IRA の分裂派とプロ
テスタント系準軍事
組織

麻薬（アンフェタミ
ン）違法取引

出 所：Lockhart and Glencorse 2010; Straus 2010; Demombynes 2010; Barron 他 2010; Dinnen, Porter, and Sage 2010; Europa Publications 2001; 
Economist Intelligence Unit 2010; Oxford Reference Online 2001; Uppsala University 2009b, 2009a; UNODC 2010b．

表 1.1　多種多様な形態の暴力にかかわる各国の実例
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を席巻している変化を求める一般大衆の抗議であ

る．このような紛争の間には，それに取り組む国家

制度の弱さを介しているということを除くと，相互

の結び付きを示す直接的な証拠はほとんどない 16．

同様に，ネパールでは，10 年の長きにわたる暴動

（1996-2006 年）を経て，包括的和平合意が毛沢東

派と政府の間で調印された．しかし，政治的なライ

バル間の暴力，擬似政治的な強奪，犯罪的なギャン

グ活動は内戦以降著増している 17．

　現代の暴力のやり方には，イデオロギー的な動

機を主張し，人員を国際的に採用している方法で

実施するテロ攻撃も含まれる．テロリズム――普

遍的ではないものの，一般には市民に対する非国家

主体による武力行使として定義されている 18――

の起源は少なくとも中世にまで遡る．現代において

は戦術と組織は変異を遂げている．1960 年代から

90 年代前半まで支配的であった形態ないしグルー

プは，OECD 諸国に本拠を置く左派ないし国家主義

のグループ（バーダー・マインホフ・グループ，赤

軍派，IRA，ETA，イスラエル対パレスチナ紛争に

関連したグループなど）であった．それとは対照

的に，1990 年代には西洋では 19 右派の国家主義

と反政府の自由意思尊重的なテロが急増した．し

かし，9.11 やその後の攻撃（ななでもジャカルタ，

ロンドン，マドリッド，ムンバイなど）に伴って，

重心の中心はシフトしている．本報告書は何がテロ

であって，何がテロでないのかに関する議論には参

加しない．その代わりに，テロにかかわる懸念事項

としては，統治と開発に対して特定の脅威を提起す

る運動の要素と，国境をまたいで新兵を募集し作戦

を展開できる能力や，それに参加している人々の多

種多様な動機が指摘できる（第 2 章）．西洋諸国で

はテロへの関心は高いものの，これが世界的な現象

であるという視点も必要である．死亡者数は 2001

年を例外として毎年圧倒的に非西洋人の標的に集中

している（図 1.2）．

組織犯罪と麻薬違法取引が現在の暴力的な脅威の
重要な部分を占めている

　麻薬・人間・商品の違法取引は長年にわたって国

際的な懸念事項となっている．犯罪網は通信・交

通・金融のサービスを活用して，取り締まりメカニ

ズム――それは国別の管轄区に根差しているか，あ

るいは協力関係が低く能力が弱いことが制約となっ

ている――を圧倒している．麻薬は世界の一部の最

富裕地域と最貧地域を暴力を通じて相互に結び付け

ており，暴力を解決するためには世界的な視点が必

要であることを示している．現在，コカインとヘ

ロインの世界貿易は年間 1,530 億ドル（ヘロイン

650 億ドル，コカイン 880 億ドル）と推定されて

いる．ヨーロッパとアメリカの消費量がヘロインの

53％，コカインの 67％に達している．しかし，欧

米市場における高い小売価格を考えると，欧米にお

ける消費量の経済的シェアはもっと大きい．コカイ

ンの世界貿易全体 880 億ドルのうち欧米両地域の

消費額は 720 億ドルにも達している 22．麻薬は組

1999 2001 2003 2005 2007 2009

図 1.2　テロの犠牲者
過去 10 年間，テロによる死亡者約 5 万人の 86％は非西洋人の標的を狙った攻撃で発生している．2001 年 9 月 11 日の
攻撃は原則ではなく例外であり，テロという現象は長らく世界のあらゆる地域に影響を与えている．

西洋人の標的を狙った攻撃による死亡

非西洋人の標的を狙った攻撃による死亡

不明の標的を狙った攻撃による死亡

出所：National Counter Terrorism Center 2010; Global Terrorism Database 2010; WDR チームの試算．Global Terrorism Database (GTD) は 1998-2008 年のデー
タ，National Counter Terrorism Center (NCTC) は 2004-09 年のデータを含む．1999-2003 年の円グラフは GTD データ，2005-2007 年は 2 つのデータセットの
平均値，2009 年は NCTC データに基づく．
注：1998-2009 年についてみると，世界全体でテロによる死亡者は 4 万 8,828 人，そのうち非西洋人を標的とした攻撃では 4 万 1,753 人が死亡している．この
ような統計は各攻撃の主要な標的の国籍に基づいている．「西洋人」の標的は OECD 諸国出身のあらゆる標的として定義され，他のすべての諸国の標的は「非
西洋人」として定義されている．したがって，非西洋人の標的に対する攻撃は時には西洋人の死亡者を含むこともあれば，逆も真である．
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織犯罪者に対して，最も強力な社会さえ腐敗させ操

縦できるお金を提供する．それは究極的には，犯罪

グループに大部分の歩兵を供給し，犯罪的な暴力で

トラウマ化した環境にはまり込んでいる都市部の貧

困層の人々にとっては有害である 23．

　つまり，麻薬違法取引をしている組織は，それと

戦おうとしている政府をはるかに凌駕する財源を保

有している 24．中央アメリカ全体を通過している

コカインの付加価値は同地域の 5％に等しい．それ

はアメリカがメリダ・イニシアティブの下でメキシ

コと中央アメリカ諸国の禁止努力を支援するため

に割り当てている 6,500 万ドルの 100 倍以上に達

している 25．控え目な推計でも，中央アメリカに

は 7 万人のギャング・メンバーがいて，同地域の

軍事要員を数の上で圧倒している 26．多くの諸国

で，麻薬カルテルは地方の統治はもちろん，時には

国家の統治に対して，多大な影響力を行使している

（ボックス 1.2）．

　組織犯罪網は多種多様な違法活動に従事してい

る．それには麻薬や人間や小型武器の不法取引，金

融犯罪，資金洗浄などが含まれる．このような違法

活動を行うには法の支配の欠如が必要であり，した

がって，他の形の暴力に影響されている諸国で繁栄

していることが多い．さまざまな研究によると，組

織犯罪が生み出している年間の推定収入は 1,200

億ドルから 3,300 億ドルで 27，特に麻薬違法取引

が最も収益性が高い．他の推計が示すところによれ

ば，組織犯罪を含め世界の影の経済は世界 GDP の

10％にも達している 28．

　政治的な暴力に影響されている制度の弱い諸国も

麻薬の違法取引にさらされやすい．2003 年以降，

麻薬違法取引組織は西アフリカの制度的な弱さに付

け込んで，そこで事業を確立している．その結果，

2003 年以降，ヨーロッパ向けのコカインの押収が

4 倍増になっている．ボックス 1.2 は麻薬違法取引

と暴力がこの地域でどのように共存しているかを示

している 29．中央アフリカの武装グループは金な

ど貴金属の採掘や密輸によって資金を確保してい

る．コンゴ民主共和国では，12 億 4,000 万ドル相

当の推定 40 トンの金が毎年輸出されている 30．犯

罪的な麻薬の不法取引と暴力の結び付きは何もアフ

リカに固有のものではない．例えば，ミャンマーは

依然としてアヘンの主要な源泉地として世界生産

の 10％を占め，引き続き東アジアや東南アジア向

けの主要な貿易上のハブとなっている．また，ミャ

ンマーでは違法伐採が重要な挑戦課題として残って

いる．2005-08 年にミャンマーからの木材輸出は

70％減少したものの，近隣諸国への輸出は依然と

して継続している．ミャンマーはアフリカや南アジ

アを起源とする野生生物貿易の主要なルートとして

も機能している 31．

今日の暴力は反復的循環として発生している
　開発の世界では次のように考える傾向がある．

すなわち，暴力から持続的な安定性への進展はか

なり線形であり，反復的な暴力は例外である．し

かし，現在の世界では反復的な内戦が武力紛争の

支配的な形態となっている．2003 年以降に始まっ

たすべての内戦は以前の内戦が再発したものであ

る 32．1960 年代に始まったすべての紛争のうち，

57％は当該国にとっては初めての紛争であった

（その多数の諸国は植民地時代後に新たに建設され

ていた）33．初めての紛争はその後の 10 年間ごと

に著しく減少し，21 世紀に始まった紛争の 90％

はかつて内戦を経験したことがある諸国で発生し

ているという状況になっている（表 1.2）．アフガ

ニスタンやコンゴ民主共和国におけるように，最

近の政治的な解決にもかかわらず，戦闘が依然と

して続いている例もいくつかある．前節でみたよ

うに，和平合意が成立した後でも，高水準の犯罪

的な暴力が継続することがある．

　内戦が終結した中央アメリカの数カ国では，犯罪

活動に伴う暴力的な死亡が内戦中よりも増加してい

る．1999 年以降，エルサルバドル（+101％），グ

アテマラ（+91％），ホンジュラス（+63％）のよ

うに殺人率は増加している．これは麻薬違法取引に

関連した犯罪ネットワークが活動的になっているた

めである（図 1.3）．これらはすべて 1980 年代か

ら 90 年代にかけて内戦ないし政治不安で苦しんだ

諸国である．エルサルバドルとグアテマラは 1990

年代に内戦への復帰を回避する和平協定を締結した

が，今や両国ともに同じように開発に有害な高水準

の組織犯罪に直面している．
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ボックス 1.2　西アフリカにおける不安定性，政治的暴力，麻薬違法取引

　西アフリカは世界のなかで最も貧しく，最も安定性を
欠く地域の 1 つである．16 カ国中 3 カ国だけを除くすべ
ての諸国が，国連の「後発開発国」のリストにのってい
る．当該地域の諸国は独立して以降，少なくとも 58 件
のクーデター・同未遂と多数の内戦を経験してきており，
反乱グループは引き続き活発である．
　紛争が終結したところでも，復興と強固な制度の創設
には時間がかかる．さらに，紛争後の環境下における統
治の弱さは，国際的な犯罪網を引き付けている．国際的
な麻薬違法取引業者はこの地域を 2004 年に，コカインを
南アメリカからヨーロッパに輸送する基地として使い始

めた．
　2008 年には推定 25 トンのコカインが西アフリカを
通過したが，西アフリカに到着する時までに暫定価値は
約 10 億ドル，西ヨーロッパの目的地では最終価値は 68
億ドルに達していた 20．麻薬取り扱い業者は儲けの一
部を使って政府の役人を買収した．国連薬物犯罪事務所

（UNODC）は西アフリカにかかわる超国家的組織犯罪の
脅威の評価のなかで次のように指摘している．すなわち，

「法執行官は単に知らん顔するだけで，一生涯かかって稼
げるよりも多額のお金を提示される」21．

西アフリカにおける麻薬違法取引と紛争下の暴力（1990-2009 年）
西アフリカは 1990 年以降，政治・コミュニティ・犯罪の面で暴力を経験してきている．紛争期間中，ダイヤモンド・木
材・石油が不法に取引された．最近，同地域は南アメリカからヨーロッパに向かうコカインの輸送ルートになっている．
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政治的暴力（1990-2009年）

反乱活動

コミュニティ暴力

暴動・抗議

政治的ギャング

1992年にシエラレオネでは，7,000万ドル相
当のダイヤモンドが同国から密輸された．

2009年にナイジェリアでは，
10億ドルの石油が盗まれた．

2001年にリベリアでは，6,800-8,000万ドルの
木材が違法に取引された．

出所：紛争のデータは Raleigh 他 2010；Armed Conflict Location and Event Database (ACLED)，押収・違法取引のデータは UNODC 2010a; WDR チームの試
算に基づく．
注：上図は西アフリカにおける政治的な暴力（1990-2009 年）に麻薬違法取引と押収のデータを重ね書きしたものである．シエラレオネとリベリアの暴力
データは 1990-2010 年，それ以外の諸国の同データは 1997-2009 年のもの．
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暴力が開発に及ぼす影響は甚大である
　市民・コミュニティや国や世界にとって，暴力の

コストは人間の苦しみと社会的・経済的な影響の両

方の面で甚大である．そのコストは直接的なもの

（生命の損失，不具者，破壊など）と間接的なもの

（防止対策，不安定性，退去など）の両方がある．

このような損失のなかには，直接的に測定して経済

的に数量化できるもののもあれば，測定が容易でな

いもの（トラウマ，社会資本や信頼の損失，防止の

ためのコスト，逸失した投資や貿易）もある 34．

暴力の人的コスト
　最も重大なことであるが，暴力は人間の安全保

障と威厳を脅かす．そのため，暴力と恐怖からの

自由は基本的な人権になっている．90 カ国以上に

よって承認された 2008 年の武装暴力と開発に関す

るジュネーブ宣言は，「武装暴力の脅威から自由に

生きることは基本的な人間のニーズである」と主張

している 35．暴力が生命や生計に及ぼすインパク

トをよりよく理解するために，WDR チームはノル

ウェーの労働社会研究所（Fafo）に，7 つの国や地

域で，全国を代表する標本と暴力の影響を受けてい

10 年間
紛争を経験したことのない諸国

における紛争勃発（％）
紛争を経験したことのある諸国

における紛争勃発（％） 紛争勃発の件数

1960 年代 57 43 35

1970 年代 43 57 44

1980 年代 38 62 39

1990 年代 33 67 81

2000 年代 10 90 39

表 1.2　各国はしばしば再び紛争に陥る
現在の世界では暴力の反復が一般的であり，本当に「紛争後」になっている諸国がほとんどないことを示唆している．
かつて紛争状態にあった諸国における紛争の再発率は 1960 年代以降増加しており，2003 年以降に開始された内戦は
すべてかつて内戦を経験したことのある諸国で発生している．

出所：Walter 2010; WDR チームの試算．
注：紛争の経験には 1945 年以降のすべての大規模な紛争が含まれる．
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図 1.3　中央アメリカでは政治的な平和にもかかわらず，犯罪的な暴力が増加傾向にある
中央アメリカでは 1999 年以降すべての国で殺人が増加している．エルサルバドルでは殺人が人口 10 万人当たり 30 人
から 61 人に，グアテマラでは同 24 人から 46 人に増加している．
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出所：以下に基づく WDR チームの試算：UNODC 2007; UNODC and the World Bank 2007; 各国情報源．
注：殺人率の基準年は 1999 年＝ 0．
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る地域の両方の混成 36 を対象にした調査の実施を

依頼した．過去 3 年間でみると，回答者の 26％が

近親者の住居が略奪された，32％が退去を余儀な

くされた，19％が拷問された家族がいると報告し

ている（図 1.4）．

　社会で最も脆弱なグループは往々にして暴力の影

響を最も受けているグループでもある．脆弱な人々

は自宅ないし職場に縛り付けられていて，お金や有

利なコネがもたらす保護とはほぼ無縁である．暴力

のせいで退去したり，収入が得られなかったりする

人々の子どもたちの栄養失調は永続的な影響を及ぼ

し，肉体や認知の機能を損傷することがある．暴力

は学校インフラを破壊し，教員を追放し，学校教育

を中断する．それは哀れにも子どもたちの全世代に

わたることがしばしばである．戦争・略奪・犯罪は

貧困層の家計資産を破壊し，暴力的な攻撃の脅威は

田畑の耕作，学校や診療所，職場，市場への往復を

妨害する．貧困国における貧困層にとって，拡張家

族が通常は唯一の保険であり，家族員がいなくなれ

ば残された家族員は孤独に陥るし保護も失うであろ

う 37．

　

暴力の開発へのインパクト
　重大な暴力の影響を受けた諸国における貧困削減

は，平均すると，暴力の影響を受けていない諸国と

の比較では約年 1％ポイント遅れている 38．重大

な暴力が 2-3 年も続けば対照は極めて明確であろ

う．1980 年代を通じて暴力の影響を受けた諸国は，

貧困削減の面で 8％ポイントの後れを取っており，

1980 年代と 90 年代を通じて重大な暴力を経験し

た諸国は 16％ポイントの後れになっている．平均

すると，全期間にわたり（1981-2005 年）重大な

暴力を経験した国の貧困率は，まったく暴力のな

かった国よりも 21％高くなっている（図 1.5）．暴

力が開発に及ぼす破壊効果や，暴力の影響を受けた

か否かによる国別格差の拡大は大きな懸念事項であ

る．

　暴力の直接的なインパクトは主に，戦闘部隊の過

半を占めている青年男子に及ぶが，間接的な影響と

しては女性と子供が不釣り合いに大きな被害を受

けていることである（表 1.3 参照）39．拘留人口の

96％，行方不明者の 90％は男性であるが 40，難民

と国内避難民の 80％近くは女性と子供である 41．

また，暴力は暴力を生む．虐待を目撃した子どもは

大人になってから暴力を犯す傾向が高い 42．

　特に脆弱で紛争の影響を受けた諸国を中心に，性

的暴行は重大な問題になっている 43．現代の武力紛

争のほとんどは「低強度の」内戦であり，小人数の，
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図 1.4　暴力は家族にさまざまな形で苦しみをもたらす：暴力が近親者にもたらした過去 3 年間の経験に関する調査に対する回答
紛争影響国の人々は退去，連絡の断絶，拘留，屈辱などを経験するが，それは家族全員に影響して，生活を混乱させ，社会資
本を破壊する．ガザでは，回答者の 3 分の 1 は近親者のだれかが過去 3 年間に退去を余儀なくされていると答えた．ヨルダン
川西岸では，3 分の 1 が知人の拘留を経験している．シエラレオネでは，回答者の 35％は過去 3 年間に近親者のだれかとの連
絡が途絶えたと報告した．
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コンゴ民主共和国

退去 拘留 拷問 屈辱 連絡の断絶 自宅の略奪 死亡

コートジボワール マリ シエラレオネ ガザ ヨルダン川西岸 コロンビア

出所：Bøås, Tiltnes, and Flatø 2010．
注：調査は 2010 年初めに 7 つの国・領域・国内地域で実施された．標本は複数の地域から選定されて，開発段階が異なり，多種多様な暴力に直面しているか，または
それから回復中の，地理的にさまざまな国をカバーしている．国を代表する標本がコートジボワール，シエラレオネ，コロンビアについては使われた．調査はコンゴ民
主共和国とマリの主要地域で実施された．ガザとヨルダン川西岸では独立的な代表標本が使われた．
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訓練の行き届いていない，軽武装の部隊による戦い

であり，大規模な交戦を回避している．ただし，し

ばしば非常な残虐性をもって住民を標的にする 44．

世界 50 カ国のレビューが発見したところによれば，

大きな戦争の後には性的暴力の著増がみられる 45．

社会的・道徳的な秩序の崩壊や免責の増大を理由に

発生している場合もあるが，女性や子供に対する性

的・肉体的な暴力の脅威や犯行は，戦争の体系的な

武器――支配し，恐怖を与え，辱めるための手段―

―の 1 つでもあり得よう．ボスニア・ヘルツェゴビ

ナ，リベリア，ペルー，ウガンダでは，大規模な強

姦が発生した 46．ルワンダでは 1994 年の大量虐殺

表 1.3　暴力的な紛争がもたらす男女別インパクト

出所：Anderlini 2010a; 章末に列挙した複数の出所 48．
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図 1.5　暴力の影響を受けた諸国と暴力を経験していない諸国の間で貧困の格差が拡大している
貧困は世界の大半で減少傾向にあるが，暴力の影響を受けた諸国はおくれを取っている．大規模な暴力（戦死ないし殺
人に伴う過剰な死亡が大戦争に匹敵する）の影響を受ける状態が 3 年間続くごとに，貧困削減は 2.7％ポイントずつお
くれを取る．暴力の影響を受けた諸国のなかには，貧困が実際に増加したところもある．
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大規模な暴力の影響を受けた国 小規模な暴力の影響を受けた国
暴力が無視できる程度あるいはない国

出所：Chen, Ravaqllion, and Sangraula 2008 の貧困データ（POVCALNET, http: //iresearch.worldbank.org で入手可能）に基づく WDR チームの試算．

直接的インパクト 間接的インパクト

男性

戦闘に伴う罹病率と死亡率が高い
拘留ないし行方不明の可能性が高い
性的ないし性ベースの暴力：性別選択的な虐殺；強制的な
徴兵ないし入隊；拷問・強姦・切断；他人に対する性的暴
力行使の強要
負傷に伴う不具率が高い

元戦闘員が犯罪や違法活動に関与するリスクと生計手段を
発見する困難さ
特に家庭内暴力など他の形の暴力の広がり

女性

国内避難民や難民になる可能性が高い
性的ないし性ベースの暴力：強姦・人身売買・売春；妊
娠・結婚の強要

生殖医療問題
女性の生殖機能と介護提供の役割がストレス下に陥る
家族員の死亡や「追加労働者効果」による労働市場参加の
変化
家庭内暴力の発生率上昇
政治参加増加の可能性
紛争中における性別役割の変化を反映して女性の経済的参
加増大

共通

憂鬱，心的外傷（トラウマ），精神的苦痛 資産・所得の損失
移住増加の傾向
結婚・受胎のパターン混乱
保険メカニズムも含め家族や社会的ネットワークの喪失
教育の中断
特に貧困と栄養不良に伴う不健康や障害を中心とした福祉
の減少



55第１章　反復的暴力が開発を脅かす

だけをみても，推定 25 万件もの強姦が発生してい

る 47．このような強姦や性的虐待の被害を受けたの

は圧倒的に若い女性であるが 49，男性も性的な犠牲

や暴力の対象になったり，他の人々――自分の家族

員さえ含む――に対する性的暴力の実行を強制され

たりすることがある 50．

　暴力の重大な人的結末は人々を自宅から退去さ

せることである．2009 年末現在でみると，世界中

で約 4,200 万人が紛争，暴力，人権侵害を理由に，

自宅からの退去ないし逃亡を余儀なくされている．

1,500 万人は自分の国籍や常住する居所がある国

の外の難民になり，2,700 万人は国内避難民（IDP）

になっている．また、途上国は大勢の難民の受け

入れ国になっており，自分たちの地方や国の能力

に対して追加的な負担をも余儀なくされている．

2009 年に途上国は 1,020 万人と世界全体の難民

の約 70％を受け入れた．パキスタン，コンゴ民主

共和国，スーダンなどといった諸国における 2009

年と 10 年の大勢の新たな退去者を含む IDP 人口

の増加は，暴力からの回復を害し，人間開発を妨

害する 51．

　退去を余儀なくされた人々の苦しみは往々にし

て長期化している．チャド，ヨルダン，レバノン，

スーダンのキャンプは多くの IDP にとって，単に

数カ月や数年ではなく，しばしば何十年間にも及ぶ

生活の拠点になっている．2000 年代における強制

退去のほとんどは，国際的な紛争ではなく国内的な

武力紛争が原因となっている．都市中心部への人

口移動は犯罪，社会的緊張，コミュニティの暴力，

政治的な不安定性の可能性を高めている 52．一方，

過去の大規模な復員の動きは漸減し，2004 年以降

は復員数は減少に転じている 53．

　このようなすべての理由から，暴力に影響された

地域では MDG 達成は重大な挑戦を受けている．暴

力に影響された諸国では社会開発が阻害されてお

り，それは人間開発指標の成績が悪いことで明白で

ある（図 1.6）．これら諸国の開発は MDG に関連し

たほぼすべての指標についておくれている．開発は

脆弱で紛争に影響されれおり，それは回復中の諸国

に集中している 54．そういった諸国が小学校に就

学していない学齢期の児童の 77％，貧困の 61％，

幼児死亡率 70％を占めている 55．

　脆弱で紛争に影響された国家の人々は，貧困に

陥っている，学校教育を受け損なう，あるいは基本

的な保健サービスへのアクセスをもっていない可能

性が高い．脆弱な，あるいは紛争の影響を受けた国

に生まれた子供たちは，栄養失調に陥っている可

能性が 2 倍と高く，改善された水へのアクセスを

欠いている可能性がほぼ 2 倍となっている．また，

小学校の学齢期に相当する子どもたちの場合，就

学していない可能性が 3 倍に達している．さらに，

5 歳の誕生日を迎える前に死亡する可能性がほぼ 2

倍となっている．MDG にかかわる進展を評価して

みると，暴力に巻き込まれやすい諸国とその他の途

上国の間の格差は拡大していることが明らかであ

る 56．低所得で脆弱な国のうち MDG（ミレニアム

開発目標）を１つでも達成したところはどこもない

し，2015 年までに目標達成が期待できる国はほと

んどない 57．脆弱で紛争の影響を受けたほとんどの

諸国では，過去 10 年間における進展が遅かったため

格差が拡大している．例えば，過去 20 年間に，幼

児死亡率はほぼすべての諸国で低下しているが 58，

脆弱で紛争の影響を受けた諸国における幼児死亡率

の削減はおくれを取っている（図 1.7）．幼児死亡

率が 1990 年に 1,000 人当たり 100 人より高かっ

た諸国のうち，紛争の影響を受けなかった諸国では

幼児死亡率が 31％低下したのに対して，脆弱で紛

争の影響を受けた諸国ではわずか 19％しか低下し

なかった．仮にこのような脆弱で紛争の影響を受け

た諸国が幼児死亡率に関して，他の途上国と同じテ

ンポの進展を遂げていたとすれば，これら諸国では

毎年ほとんど 100 万人以上も多く子どもが 1 歳の

誕生日を迎えることになっていたであろう．

　中所得国では国内の地域的な暴力も深刻な社会経

済的な結末をもたらし得るであろう．経済と制度が

強固な諸国では，インパクトは比較的局所的な範囲

にとどまる傾向があるものの，やはり人間開発の重

要な部分を阻害し，影響を受けた地域への外国直接

投資（FDI）の流れは削減される 59．インドネシア

のアチェ州では，紛争の経済コストは 107 億ドル

と推定された．その 60％以上は農業，家畜，企業，

漁業の損害と破壊を通じたものであった．また，紛

争中，アチェの幼児死亡率と貧困率は全国平均を

50％上回っていた 60．

　暴力の影響は永続的である．内戦をくぐり抜けて

きた諸国にとって，もとの成長軌道に戻るには平均
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図 1.6　暴力が MDG 達成にとって重大な制約になっている

脆弱国ないし紛争影響国の子どもは他の途上国の子供との比較で，栄養失調に陥る可能性は 2 倍，小学校に就学していない可
能性は 3 倍である．

a．脆弱途上国，回復途上国，非脆弱途上国（non-FCS）における栄養失調，貧困，その他の困難の発生率
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脆弱な紛争影響国（FCS） 脆弱性からの復興国 非 FCS 国（BRICS を含む）

栄養失調 貧困 小学校非就学 中学校非就学 幼児死亡率 5 歳未満児の
死亡率

付き添い
なしの出産

HIV/ エイズ 改善された
水アクセス

改善された
衛生アクセス

出所：World Bank 2010n; Gates 他 2010 に基づく WDR チームの試算．
注：図 1.6a は脆弱国，紛争影響国，回復国における未達成の MDG に関連した各困難の発生率を，他のすべての途上国における発生率との比較で示したものである．こ
の比率は影響を受けた人口で加重されているため，各棒グラフはある人が非脆弱国ないし非紛争影響国の人との比較で影響される確率と読むことができる．例えば，小
学校入学年齢の子供は脆弱で紛争の影響を受けた諸国では，その他の途上国との比較で就学していない可能性が 3 倍高い．

脆弱で紛争の影響を受けた諸国と紛争・脆弱性から回復中の諸国は，ここで検討対象の人口では 47％を占めるにすぎないが，
幼児死亡では 70％，安全な水へのアクセスのない人々では 65％，小学校未就学児童の 77％を占めている．

b．暴力の影響を受けた諸国が占める割合：

栄養失調の 60％

出所：World Bank 2010c; Gates 他 2010 に基づく WDR チームの試算．
注：現在の脆弱で紛争の影響を受けた諸国はここで検討対象とした諸国の人口の 33％を占める．脆弱性と紛争から回復中の諸国は追加的に同人口の 14％を占
める．したがって，仮に MDG の未達成が均等だとすれば，これら諸国が指摘した困難のそれぞれ 47％を占めていることになる．赤色からオレンジ色の人物像
は脆弱国，紛争影響国，回復中の国における各 MDG の未達成の割合を示す．青色の人物像はその他の途上国で影響を受けている人々の割合を示す．ここでは
ブラジル，中国，インド，ロシアは除かれているが，すべてが MDG に関しては他の途上国よりも進展しているか，ないしは同程度となっている（パネル a 参
照）．規模の観点から，これら諸国を計算に含めると，世界人口を含む議論が歪むことになるだろう．

 

貧困の 61％

小学校非就学児童の 77％

中学校非就学生徒の 59％

幼児死亡の 70％

5 歳未満児死亡の 71％

付き添いなしの出産の 64％

HIV/ エイズを抱えて暮らしている人々の 43％

安全な水へのアクセスがない人々の 65％

改善された衛生へのアクセスがない人々の 54％
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すると 14 年にわたる平和を必要とする 61．1990

年までブルキナファソとブルンジは所得と成長軌道

の面でほぼ同じであった．ブルンジで内戦が始まる

と，実質所得は 1970 年の水準にまで減少した 62．

一方，ブルキナファソは重大な紛争もなく，1 人当

たり所得はブルンジの 2.5 倍以上となっている（図

1.8）．この効果は「貧困を脱する」という研究のな

かで現地で確認されている．紛争の影響を受けた村

は過去 10 年間のうち最初の 2-3 年間は暴力の再発

を恐れていたため経済的に停滞したが，紛争の影響

を受けなかったコミュニティは暴力再発に関する懸

念があったのはわずか 2-4 週間だけで，経済的な

減速は経験しなかった 63．

　紛争影響国の低成長が執拗な一因は，内外両方の

投資家を安心させることのむずかしさにあるのかも

しれない．内戦は当該国の平均格付けを国際的に

国別リスク・ガイドでみて（合計 100 点の尺度で）

約 7.7 ポイント引き下げる．犯罪的暴力の効果もほ

ぼ同等である 64．紛争が終結してから最初の 3 年

間については，そういった諸国の格付けは非紛争国

よりも 3.5 ポイント低い．暴力終結後にはしばしば

経済活動の急増がみられるが，それが投資家の信頼

回復を反映した投資ベースの活動である可能性は低

い．リスクにかかわる投資家の受け止め方が慎重で

あるため，貿易が回復するまでには数年を要する．

貿易は内戦の 1 年目に 12-25％落ち込むことがあ

り，最も厳しい内戦（戦死者数が累積ベースで 5

万人以上）の場合，貿易の減少は約 40％にも達す

る 65．また，貿易の中断は紛争開始から 25 年間も

持続することがある．さほど大きくない紛争では，

影響は小さいものの，貿易が紛争前の水準にまで戻

るにはやはり平均 20 年はかかる．

　暴力も人権に永続的な影響を及ぼす．人権の尊重

を示す指標である身体的権利の不可侵性指数は 66，

大きな内戦の期間中には平均的に 3.6 ポイント低下

する（尺度は 0-8 ポイントで，0 ポイントは政府の

人権尊重がゼロを意味する）．暴力の期間中に人権

侵害が急増するのは予想通りである．しかし，あま

り予想されていないのは，紛争終結後，平均的な社

会は紛争前における人権順守の水準に戻るのに 10

年以上かかるということである 67．市民が相互に，

また国家に対して有する信頼が，暴力を理由に崩壊

することについては第 2 章で検討する 68．

　組織犯罪は人間の苦しみに加えて社会的・経済的

なコストをもたらす．それは実務家にとって懸念材

料となる経済的ショックや自然災害など，開発の他

の事件のインパクトをはるかに凌駕し得る．すべて

のコストが定量化できるわけではないが，失われ

た生産にかかわる控え目な推計値は内戦と非常に

高水準の暴力的な犯罪の両方について 2-3％である

（ボックス 1.3）69．これにはやはり相当な規模に

達する資産の破壊ないし損失が含まれていない．例

えば，ラテンアメリカ・カリブにおける犯罪の物的

なコストは，対 GDP 比でみてアメリカのほぼ 2 倍

と推定されている 70．その他の間接的なコストは，

軍事支出が増加して，開発や人的資本に対する投資

を比例して減少させるのと同じように，生産性の指

標には必ずしも反映されていない可能性がある．典

型的には軍事支出は内戦期間中に対 GDP 比で 2.2％

増加し，紛争後でも戦前の水準を 1.7％上回る水準

を維持する 71．本章の冒頭で指摘したように，こ

のような推定値は死亡，負傷，トラウマ，ストレス

など紛争の人的なコストを含んでいない．

a．脆弱途上国，回復途上国，非脆弱途上国（non-FCS）における栄養失調，貧困，その他の困難の発生率

b．暴力の影響を受けた諸国が占める割合：

幼
児
死
亡
率
（
１
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０
０
人
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た
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）

図 1.7　暴力影響国とそうでない国との間では幼児死亡率の格差
が拡大

1990 年に生後 1 年以内の幼児が 10 人に 1 人以上の割合で死亡
している諸国のうち，暴力影響国は幼児死亡率の削減でおくれ
を取っている．この 2 組の諸国間の格差は 1990 年以降 2 倍に
なっている．

脆弱で紛争の影響を受けた国あるいは脆弱国ないし紛争影響国
脆弱ではなく紛争の影響を受けてもいない国

出所：World Bank 2010c; WDR チームの試算．
注：データの制約から，点推定値には直前の 5 年間で直近の入手可能なデータを使っ
た．標本は幼児死亡率が 1,000 人当たり 100 人以上のすべての国で構成されている．
1900-2008 年に脆弱でもなく，紛争の影響も受けなかった低所得国は「非脆弱」のグ
ループに，同時期に紛争の影響を受けたことがある国や脆弱だった国は「脆弱で紛争
の影響を受けた，ないし脆弱または紛争の影響を受けた」というグループに入る．
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暴力の波及効果
　暴力の開発に対する影響はその起源と同じく国境

をまたいで波及し，近隣諸国，地域，世界に広が

る．ある一国における暴力は「悪い隣国」を生み出

す．例えば，1990 年代後半におけるチャールズ・

テーラー大統領下のリベリアで発生した紛争（暴力

の訓練を受けた人々や，小型武器の拡散，木材・ダ

イヤモンドの違法取引など）は，コートジボワー

ル，ギニア，シエラレオネに害をもたらした 72．

悪い隣国は経済の展望に影響する．推計が示唆する

ところでは，隣国が内戦に巻き込まれると，近隣諸

国は GDP が年 0.7％低下する 73．また，ある国で

テロ事件が 2 倍に増えると，二国間貿易はそれぞ

れ約 4％減少すると推計されている 74．テロが世

界の違法な市場に入り込んでくるのに伴い，暴力的

な過激派は密輸，脱税，麻薬の不法取引，貨幣の偽

造，ヨーロッパの違法な取引所における外貨取引な

どを通じて，自分たちの活動をファイナンスするこ

とができる 75．

　例えば，アデン湾で活動しているソマリアの海賊

のように，海賊行為も地域の貿易や経済活動を削減

する 76．アフリカの角
ホーン

とインド洋における海賊行

為に対抗するため，27 を超える諸国が海賊防止任

務に海軍を展開しており，年間コストは推計 13-20

億ドルに達している 77．世界的なレベルでみると，

海賊を抑止したり制止することを目的とした努力は

2010 年で 17-45 億ドルと推計されている 78．総

計すると，海賊の直接的なコストは，身代金，保

険，船舶のルート変更などを含めると，57-112 億

ドルと推計されている 79．

　暴力の波及効果は単に経済的なものにとどまらな

い．上述の通り，世界の難民の約 75％は近隣諸国

が受け入れている 80．リベリアとトーゴからの難

民はガーナで長期間にわたる保護を求めており，同

国のサービスを提供する能力に過大な負担をかけ，

現地住民との緊張関係を生み出しつつある 81．コ

ソボ紛争の時期（1999 年）に，コソボのアルバニ

ア系住民がマケドニアに大量に流入し，多数派のス

ラブ系と少数派のアルバニア系の間で緊張が高まっ

た 82．感染症も暴力に関連して破壊された保健ケ

アや公共サービスのない地域に起源を求めることが

できる．あるアフリカの国に 1,000 人の難民が入

国すれば，受け入れ国ではマラリア患者が新たに

1,400 人増加するといわれる 83．

　暴力や不安定性の波及は世界中で感じられるとこ

ろとなっている．世界のなかで富と距離のおかげで

総じて不安定性を免れている地域でも，世界的な不

安定性のコストは安全性措置のコストを通じて，心

図 1.8　暴力が成長に及ぼす影響は劇的かつ永続的である

1990 年代前半まで，ブルキナファソとブルンジの 1 人当たり所得と成長は類似していた．ブルンジにおける大規模な
暴力を受けて，両国の成長軌道は乖離した．実質でみると，ブルンジは約 20 年間分の所得の伸びを失って，所得は
1970 年の水準に逆戻りしている．
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ブルンジの戦死者数

出所：World Bank 2010c; Gleditsch 他 2002; Gates 他 2010; Uppsala/PRIO Armed Conflict dataset (Harbom and Wallessteen 2010; Lacina and Gleditsch 2005); 
WDR チームの試算．
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理的である（ギャングや麻薬の違法取引やテロな

どの脅威をいつも懸念している）と同時に非常に

実際的な問題となっている．1971-2004 年につい

て西ヨーロッパの 18 カ国に関する研究で明らかに

なったところによれば，人口 100 万人当たりでみ

て超国家的なテロが 1 件発生すれば経済成長率は

0.4％ポイント，それが国内的なテロであれば同じ

く 0.2％ポイント低下する 84．2009 年 6 月に石油

が豊富なニジェール・デルタにロイヤル・ダッチ・

シェルが所有していた輸出ターミナルが暴徒の攻撃

を受けた際，ニューヨーク・マーカンタイル取引所

では石油価格がバーレル当たり 2.33 ドル（3.4％）

上昇した 85．リビアで暴動が発生してからの 4 週

間で，石油価格は 15％高騰した 86．

反復的な暴力は共通の挑戦課題である
　政治的・犯罪的な暴力はともに開発を阻害する

が，繰り返し連鎖的に発生している．それを横断的

にながめると，ほとんどの学術的な研究の焦点であ

る重大な内戦と並んで，地方的な紛争，社会的な抗

議運動，ギャングの暴力，組織犯罪，超国家的なテ

ロを検討することが必要不可欠である．このような

相互関係のある状況は，「紛争後」の復興と「防止」

にかかわる別問題としての取り扱いに加えて，この

ような多種多様な形態の暴力に対処するアプローチ

――これらアプローチはお互いに隔離されている―

―の一貫性についての疑問を提起している．暴力の

リスクとそれに対する対応策は，所得，国家のアイ

デンティティ，宗教，イデオロギーの異なる各国に

よって共有されている．本報告書の重要なメッセー

ジの 1 つは，世界的・地域的な平和と繁栄，さら

に，共通の挑戦課題にどうやって取り組むかについ

て各国間の交流が増大する可能性について，関心を

共有しようということである．

ボックス 1.3　暴力的な犯罪と不安定性は高価な経済的コストを強要する

　間接的なコスト――ストレスやトラウマ，暴力的な事
件に起因する休職，負傷や精神的疾病による生産性低下
などに関連したもの――は，直接的なコストをはるかに
凌駕する．ブラジルでは 2004 年に，あらゆる個人間暴
力の直接的な医療費は 2 億 3,500 万ドル，間接的な医療
費は 92 億ドルと推定されている．比較すべき数字をあげ
れば，ジャマイカはそれぞれ 2,950 万ドル，3 億 8,500 万
ドル，タイは 4,030 万ドル，4 億 3,200 万ドルとなってい
る．ケニアで現れてきつつある数字によれば，暴力の総
コストは GDP の 1.2％と推定される．イギリスでは，家
庭内暴力の直接的なコストは年 57 億ポンドと推定されて
いる．
　警察，保健ケア，警備保障，投資の減少などといった
間接的なコストを追加すると，数字はもっと驚異的な
ものになる．グアテマラでは，犯罪的な暴力のコストは
2005 年でみて 24 億ドル，GDP の 7.3％と推定される．こ
れは同じ年にハリケーン・スタンがもたらした被害の 2
倍以上，2006 年の農業・保健・教育各省の予算合計の 2
倍以上に達する．エルサルバドルでは，2003 年の犯罪的
な暴力のコストは約 17 億ドルと GDP の約 11.5％に達し
ている．メキシコ政府の推計によると，同国の犯罪・暴
力にかかわるコストは売上，雇用，投資の各損失に伴い，
2007 年だけでも GDP の 1％に達している．次のような推

計がある．すなわち，仮にハイチとジャマイカが犯罪水
準をコスタリカの水準にまで削減できたとすると，両国
は GDP の年成長率を 5.4％ポイント引き上げることがで
きるだろう．このようなコストは内戦のコストにかかわ
る推計値にほぼ等しい．過去 50 年間における各国横断的
なパネル・データにかかわる成長のベースラインに基づ
いて，研究者は内戦のコストは暴力があった年について
GDP の 1.6-2.3％ポイントに範囲内にあると推定している．
暴力の影響を受けている平均的な国にとって，この効果
は長期にわたって累積すると，30 年間分の GDP 成長の損
失に相当することになる．
　不安定性は犯罪行為（窃盗，放火，その他の犠牲）の
直接的なコストや警備システムへの投資という形で，民
間部門に甚大な犠牲をもたらす．各国横断的な調査から，
このようなコストはセネガル，南アフリカ，タンザニア，
ウガンダでは売上の 1-3％，ケニアでは同 6％に相当する，
ということが発見された．ほとんどすべての場合，この
ようなコストの大半は警備の技術やサービス向けである．
このような推定値は控え目であり，他の研究では犯罪の
コストは GDP の 3-1-7.8％の範囲にあると推定されている．

出 所：Collier and Hoeffler 2004; Butchart 他 2008; Walby 2004; Geneva 
Declaration 2008; UNDP 2005c, 2006; UNODC and World Bank 2007; 
Skaperdas 他 2009; Willman and Makisaka 2010; Farrell and Clark 2004; 
Altbeker 2005; Alda and Cuesta 2010; Kenya Ministry of Public Health and 
Sanitation 2007; World Bank 2010d．
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フィーチャー 1 現代の組織犯罪の相互連結し変転してやまない性格

　カリブ海では政治的・犯罪的な暴力は数十年間に

わたり知られていた．キューバを除き，あらゆる大

きな島嶼国家と多くの小さな島嶼国家――バハマ，

ケイマン諸島，ドミニカ共和国，ハイチ，ジャマイ

カ，セント・キッツ・ネビス，セント・ヴィンセン

ト・グレナディン，トリニダード・トバゴ――では，

殺人率が 10 万人当たり 10 人を超えている．その

うち一部の諸国では，犯罪的なギャング活動が政治

的な暴力に波及し，相互に強め合うというダイナミ

クスが作用している．1970 年以降，ハイチで選挙

のほとんどが暴力に彩られてきており――1987 年

には死者 34 人，2004 年には同 89 人が出た――，

同国は 2010 年には政治的な暴力を経験した．この

関係は逆転することもある．麻薬の違法取引が地方

の組織暴力を悪化させている諸国もある 87．

　西バルカンは 1990 年代にユーゴスラビアを解

体に追い込んだ内戦で有名である．内戦後の混沌

状態のなかで，大勢が麻薬・人間・人体臓器・武

器の違法取引に向かい，したがって，組織犯罪は

最も広範囲にわたり最も動揺をきたす暴力を犯し

たといえる 88．犯罪は近年になって漸減している

が，組織犯罪は手強いままである 89．世界の人身

売買犠牲者の約 32％はバルカンを起源としている

か，または経由しており，バルカン・ルートはア

フガニスタンから西ヨーロッパに向かう年 200 億

ドルのヘロインの主要な回廊にもなっている 90．

ギャング関連の暴力は政治家を標的にしてきた．

ヘロインの違法取引に密接な関係をもっているゼ

ムン・ギャングは，2003 年にセルビアの首相ゾラ

ン・ジンジッチを暗殺した 91．

　西アフリカでは，リベリアで始まってシエラレオ

ネとコートジボワールに広がった通常の政治的な紛

争は後に，交戦中の党派が天然資源を略奪し，麻薬

不法取引ネットワークが地域に侵入し，法の支配が

弱くなるなかで，地域全体にわたる組織犯罪の増加

に道を譲った．戦争のファイナンス手段として始

まったものが，ダイヤモンド，木材，武器，人身の

違法取引にかかわる成功するビジネス・モデルに

なった 92．1 つの党派の領袖で後にリベリアの大

統領になったチャールズ・テーラーは，シエラレオ

ネ特殊法廷による告発のなかで次の点が非難されて

いる．「…違法な殺人，誘拐，強制労働，肉体的・

性的な暴力，児童兵士の利用など…を通じて…，シ

エラレオネの領土とその人々に対するコントロール

を行使するための…共同の犯罪的な企み」93．テー

ラーはこの犯罪的な事業を通じて，1,050-4,500 億

ドルを蓄財した 94．シエラレオネでは紛争がピー

クだった際，違法輸出がダイヤモンド貿易の 90％

以上を占めた 95．それは 2002 年には 2,000 億ド

ル強に達した 96．

　ナイジェリアでは，石油の豊富なニジェール・デ

ルタにおける大体において地域的な闘争であったも

のが，石油や武器の取引をしている組織犯罪シンジ

ケートに道を譲り，外国人労働者を誘拐した．推

定 25-30 万バーレル，すなわち 38 億ドル強が毎年

「オイル・バンカリング」（パイプラインや貯蔵施設

からの石油詐取）を通じて盗まれている 97．地方

のギャングや政治的な集団も民族的な暴力に引き

込まれることがある．ケニアでは 2007 年の選挙後

に，ギャングと政治的な動機をもつグループが民族

別の暴力に関与した 98．

　アフガニスタン，パキスタン，同国境付近の部族

地域では，地域の見出しになるような紛争――政府

や国際的な部隊とタリバンやその他の武装グループ

の間――に伴う暴力は，麻薬の不法取引や犯罪的な

暴力はもちろん，誘拐，ゆすり，多種多様な天然資

源の密輸などにも結び付いている．新しい緊張や外

国人部隊の存在は権力・統治・資源を巡る首都と周

辺地域との間の積年の対立を悪化させる．

　民族グループ間の緊張関係と暴力はたちまちにし

て政治的な暴力に転換することがあり，そうなると

選挙やその他の政治的な抗争が権力や資源の配分

に影響する．1990 年代後半のソロモン諸島で，ガ

ダルカナルとマライタという 2 つの主要な島の武

装民兵の間で小競り合いがあり（マライタの植民

者 3 万 5,000 人が退去を余儀なくされた），マライ

タの民兵グループの蜂起――これはガダルカナルの

好戦性抑止に政府が失敗したことに反応したもので

あった――という形で最高潮に達し，首相は辞職を

強制された．パプアニューギニアでは，山岳地帯に
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おける積年の民族・部族紛争――伝統的な敵意，資

源を巡る競争，土地紛争の混合が原因――が，ポー

ト・モレスビー（首都）を初めとする都市部におけ

る「ラスコル」と呼ばれるギャング活動に変質して

いった 99．木材や鉱物を採取する国際的な操業の

参入が，天然資源を巡る既存の民族間抗争をいっそ

う悪化させた．

　国境をまたがる暴力は西アフリカやアフガニスタ

ンとパキスタンの国境地帯におけるように，近隣諸

国における避難所からの不安定化を凌駕する．ウガ

ンダの神
ロード

の抵抗軍は本来の地理的な起源をはるかに

越えて広がり，多数の諸国や国境をまたいで活動し

ている．これもやはりファイナンスのために犯罪的

な不法取引を当てにしている．また，ソマリアの海

賊は 2009 年にアデン湾を航行した商船 125 隻強

をハイジャックした．

　世界の一部における宗教的・イデオロギー的な不

満の多くは，遠く離れた場所における地方的な紛

争に融合されている．1990 年代のボスニア・ヘル

ツェゴビナの戦争の絶頂期に，地域外からイスラ

ム・グループはボスニア系のイスラム教徒と一緒に

戦闘に参加した 100．同様に，アフガニスタンやイ

ラクの国際報道カバレッジを支配したのは，外国人

戦士や武装グループ間のイデオロギー的な結び付き

であった．しかし，国際的なイデオロギー・グルー

プがサヘル（草原地帯）に流れ込んで，マリなど孤

立した歴史的には平和な諸国に影響を及ぼしている

が，それにはあまり関心が向いていない．

　その他の場合では，暴力は基本的な制度的脆弱

性を介して結び付いている可能性がある．イエメ

ンは今や以下の通り 4 つの別の紛争に直面してい

る．北部におけるハウティの暴動，アラビア半島

におけるアルカイダの存在，南部における不満，

アラブ世界を席巻している変化を求める大衆の抗

議運動がその 4 つである．このような紛争の間に

は，それに取り組む国家制度の脆弱性ということ

を除けば，相互的な結び付きを示す直接的な証拠

はほとんどない 101．

出 所：Harriott 2004; Curtis and Karacan 2002; Shanty and Mishra 2008; 
Andreas 2004; International Crisis Group 2003; UNODC 2008, 2010a; 
Anastasijevic 2006; Special Court for Sierra Leone of the Prosecutor 2007; 
Lipman 2009; Coalition for International Justice 2005; Duffield 2000; 
Gberie 2003a; Even-Zohar 2003; Davies, von Kemedi, and Drennan 2005; 
International Crisis Group 2008b; Ashforth 2009; Porter, Andrews, and 
Wescott 2010; Kohlmann 2004．



　歴史を通じて，大規模な暴力を防止するためには，強力なリーダー間の合意

が最も一般的な戦略であった．われわれが「エリート間協定」と呼ぶこの種の

合意は，一定期間にわたり確かに安全を強要するが，暴力は一般的に再発す

る．暴力の直接的な原因は国ごとに異なっているが，多くの諸国は安全と経

済，及び政治の面におけるストレスの組み合わせを経験している．このような

ストレスは対内的なもの（低所得やグループ間の不平等が大きいことも含まれ

る），あるいは外部からのもの（世界的な経済ショック，国際的な麻薬の違法

取引，外国部隊の侵入などを含む）の可能性があろう．本報告書の主張は次の

通りである．このような環境下では，制度や統治はストレスに対して「免疫シ

ステム」，すなわち防御手段として機能している．このようなストレスが制度

と統治が弱い社会で発生すると，通常は暴力が発生する．暴力が存在するとこ

ろでは，改革は往々にして困難ないし不可能である．その結果として，正当な

制度の構築に失敗した諸国は，反復的な暴力と弱い制度の悪循環に陥るリスク

があろう．本章ではこの悪循環についてわれわれが知っていることと，暴力に

対する脆弱性がなぜ国によって異なるのかを詳述したい．
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多種多様なストレスが暴力のリスクを高めている
　経済や政治，及び治安の要因はすべて，暴力のリスクを悪化させることができる．その

ような要因のなかには，低所得・高失業・各層間の不平等など国内的なものもある．対外

的な経済ショック，国際的な麻薬カルテルや外国人兵士の国内侵入など国外に起源をもつ

要因もある．本報告書ではこのような暴力の引き金のことを「安全と経済，及び正義にか

かわるストレス」と呼んでいる（表 2.1 参照）．これらは相互に関係があり，孤立して存

在することは稀である．

　本報告書では，組織犯罪と開発に関連した要因についてわかっていることを要約する．

それはさまざまな分野での研究に依拠しているが，特に内戦のリスクに関する研究が中心

となっている．というのは，大体において暴力的な組織犯罪，麻薬の違法取引，ギャング

の活動，テロなどに関する研究よりもずっと進んでいるからである（ボック 2.1）．

　われわれのアプローチは学際的で，定量的および定性的な両方の証拠を援用している．

ボックス 2.1 では紛争の原因に関するさまざまな学問領域の文献をレビューしている．こ

の論争はしばしば「強欲対不満」として特徴付けられている 1．本章では表 2.1 のストレ

スが組織的な暴力をどのようにして，脆弱性と暴力の悪循環に突き落とすことができるの

かを説明する．その後，第 3 章では，各国はどのようにしたら組織的暴力を防止すべく，

このようなストレスに対して強靭な制度を構築できるかを例示し，議論を「強欲対不満」

という基本的な原因を超えて前進させ，正義と雇用がどのように協働して信頼を促進し，

市民に安全を提供する助けになるかも示してみたい．

　可能な場合には，定量的で計量経済学的な分析を使って列挙したストレス要因の重要性

を評価しているが，やはりデータの制約がある．国家レベルの内戦にかかわるデータはか

なり包括的である．過激な犯罪的暴力に関するデータは通常は殺人で測定されるが，多く

の途上国についてはそのデータが不完全であり，一部の途上国ではまったく欠如してい

る．各国を横断するデータは，所得や成長率など経済的な要因に関しては相当程度良好で

あるものの，失業データの比較可能性は劣る．同一国内における所得不平等のデータはあ

る程度信頼がおけるが，地理的な地域間や民族・宗教グループ間の不平等，政治的な疎外

や不正義となると信頼性がかなり劣る．したがって，ここでは新しい調査データ，国別事

例研究，各国との協議によって分析を補完している．

安全面でのストレス
　特定のエリート層ないしグループが――しばしば過去の抑圧の結果として――脅かされ

ていると感じて，自己防衛のために組織化すると，国内治安のストレスが発生する．国家

暴力に対する脆弱性

CHAPTER2
暴力と脆弱性

転換していない
弱い制度

新
し
い
ス
ト
レ
ス

新
し
い
協
定
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表 2.1　治安と経済及び政治上のストレス
本表は網羅的ではないが，暴力の原因に関して学術的な文献で特定され，WDR 協議で指摘された主要な要因を反映している 2．
暴力の引き金になり得る要因と暴力勃発の複雑な関係は，世界保健機関が開発した公衆衛生 / 生態学の枠組みに見出される，
個人の健康脅威やリスク要因，関係，コミュニティ，社会水準の間の関係に類似している 3．

ストレス 対内 対外

治安 ・暴力とトラウマの遺産 ・侵略，占領
・国内叛徒に対する海外支援
・国境をまたぐ紛争の波及
・国境をまたぐテロリズム
・国際的な犯罪網

経済 ・低所得水準，反乱の機会費用が低い
・若年失業
・天然資源の富
・深刻な腐敗
・急速な都市化

・価格ショック
・気候変動

司法 ・民族・宗教・地域の競合
・真の，ないし主観的な差別
・人権侵害

・少数民族グループないし宗教のグループの処遇にかかわ
る主観的な不平等・不正義

出所：ボックス 2.1 で引用した文献や WDR チームによる協議に基づき WDR チームが作成．

間の戦争の場合，他の国家の意図に関する主観に基

づいた先制的な動きは「安全保障のジレンマ」と呼

ばれている．もしある国がよその国は攻撃の準備を

していると信じるなら，決定的な優位性を獲得すべ

く先に攻撃する決定を下す可能性がある．ギリシャ

の時代から戦争の引き金になると理解されていた先

制攻撃は，冷戦時代の戦略的思考における根強い特

徴であり，国際関係にかかわる現実的なアプローチ

から出てきている．ただし，その国際法上の正当性

に関しては意見が分かれている 4．1990 年代後半

になると，学者たちは安全保障のジレンマは内戦の

原因にもなっているのではないかと考えた 5．仮に

あるグループが他の部族，民族，宗教のグループは

攻撃の準備をしていると信じるならば，最初に動き

を起こすことを選択する可能性があろう．これがど

の程度の頻度で発生するかについては議論の余地が

あるが，このリスクは今では受け入れられている 6．

　抑圧の恐怖を操作することが，1990 年代のルワ

ンダにおける集団虐殺やバルカンにおける戦争で

はっきりみられるように，内戦を引き起こす要因で

ある．また，それは暴力の終結の障害にもなり得

る．ひとたび紛争が勃発すると，敵に関する受け止

め方が硬化し，社会として自分たちの敵を歪んだ恐

るべきものとして考えるようになる 7．安全保障の

ジレンマと防衛上の武装は犯罪グループの間でも一

般的である．麻薬市場は違法であるという性格から

して，取引業者は麻薬取引組織の内部および相互間

の争議を解決するためには，しばしば暴力に訴える

ことになる．というのは，争議を裁定しグループの

資金ないし財産の乱用を抑制するために，正式な法

的システムへのアクセスをもっていないからであ

る．このようなグループにとっては，暴力というの

は契約を執行するための第一義的なよすがとなって

いるのである 8．

　治安に対して外部からの脅威があると対内的な

圧力を高めることがある．多くの国家は国外や非

国家主体からの圧力や襲撃に直面している．国外

主体がある国にいつでも介入できるということ

は，アフガニスタンやコンゴ民主共和国における

「国際化された」内戦でみられたように，国内主

体が相互に信頼性のある公約をすることが特に困

難になる．麻薬の国際的な違法取引ネットワーク

も地方の制度に大きな圧力を賦課することがある

（ボックス 2.2 参照）．外部の資源や武装介入に

よってある 1 つの主体が決定的な優位に立ち，他

の主体との合意を無視することがある．これは近

隣諸国の「安全避難所」からの攻撃という形を取

り得る（例えば，フツゥ族の反乱勢力がコンゴ民

主共和国からルワンダに侵入した）13．また，（現

在の中央アメリカの多くでは）麻薬の違法取引業

者や，（北部マリでは「マグレブのアルカイダ」

など）超国家的なテロリストの活動という形を取
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ボックス 2.1　暴力に関する経済的・政治的な理論と本報告書

　暴力的な紛争は多くの学問分野で，長年にわたり大量
の文献の主題となっており，本報告書はその多数の文献
に依拠している．

急速な変化と高まる期待
　1 つ共通している視点は，急速な経済的・社会的変化な
どといった原動力の重要性である．心理学者や社会学者
の研究に依拠して Gurr は次のように主張している．社会
的・政治的な紛争が発生するのは，各グループが「相対
的な収奪」という感情や，当然ないし予想される経済的・
社会的な地位の期待について欲求不満を経験する場合で
ある．Huntington は次のことに同意し，以下のように主
張している．すなわち，経済的な近代化は期待を高め，
伝統的社会のメンバーを国政に向けて動員する．したがっ
て，紛争が発生するのは急速に高まる期待を調停し管理
する能力が政治的な制度に欠如している場合である．

暴力を慎むという確かな合意ができない
　多くの経済学者や政治学者は暴力を「コミットメント
問題」から発生しているとみている．それは組織化され
たグループは相反する利害を有しているが，さまざまな
理由から暴力を慎むという確かな合意ができない状況の
ことである．このような理論の焦点は，実力行使をする
ことが有利であろうというような状況下において，グルー
プや個人がそうしないという公約をすることの困難さに
置かれている．この思索は次のように主張したホッブス
にまで遡ることができる．すなわち，暴力的な内戦は挑
戦者を抑止し，社会の諸グループ間の紛争を管理する国
家の能力が低い結果なのである．日和見的な武装と結果
としての暴力に関する最近の理論は Hirshleifer, Skaperdas, 
Grossman, and Fearon にみられる．Becker は犯罪の合理
的行為者モデルを開発している．「安全保障のジレンマ」
――防衛用の武装は攻撃用にも使うことができ暴力につ
ながるということ――に関する思索は Schelling, Posen, 
Snyder and Jervis や Figueiredo and Weingast にまで遡る
ことができる．

強欲か不満か
　この競合する理論は暴力にとって規範的な動機と経済
的な動機の相対的な重要性に関する論争につながってお
り，それは最近，経済的なインセンティブあるいはより
広範な社会的・政治的な動機は社会を暴力に押しやる
のかどうかという論争を招いている．この問題は Collier 
and Hoeffler によって「強欲と不満」として定式化され
た．彼らの主張はこうである．すなわち，一次産品，離
散者，低所得，人的資本，人口の分散などは内戦勃発と

正の相関関係にあり，「強欲」仮説の支持を示唆している．
このような問題のさらなる探究，レビュー，批評は次に
見 出 せ る．Nathan and Sambanis; Satyanath, Miguel, and 
Sergenti; Blattman and Miguel9．

水平的不平等とアイデンティティ
　この論争に対する顕著な貢献には，分極化や水平的不
平等に関する最近の理論と，ナショナリズムや民族性な
どアイデンティティだけに基づいた暴力の分析が含まれ
る．Stewart が開発した水平的不平等の理論と Esteban 
and Ray が提案した分極化の理論は次のように主張してい
る．不平等だけで内戦が予想されるものではない――暴
力は不平等と内戦の勃発に貢献するアイデンティティの
間の関係に牽引されている可能性がある 10．加えて，国
民ないし民族としてのアイデンティティは抑圧や限界化
に対する暴力的な反応の可能性があり，公平性の懸念を
必ずしも含める必要性はなく，その代わりに自治の意向
によって動機付けられているかもしれない 11．

民族的な分断とコミットメント問題
　紛争に関して不満と合理的選択の動機という議論を橋
渡しして，Fearon は次のように主張している．すなわち，
民族グループが暴力を慎むという確かな公約をすること
ができない場合，民族的な分極化は紛争を促進する可能
性が大きい．これは本報告書の哲学に合致している．つ
まり，政治的・経済的な両方のダイナミクスが作用して
おり，強欲や不満の一方だけでは暴力勃発を説明するの
に十分ではない．

平和的な競争への道
　次の疑問が残っている．すなわち，暴力を回避してい
る社会とそうでない社会があるのはなぜか？　この疑問
に答えるために，North, Wallis, Weingast が提示した仮説
に依拠する．彼らは政治的・経済的なオープン・アクセ
スの非人格的な制度に焦点を当て，平和で信頼できる論
争に向かう道を作り出している 12．Besley and Persson は
法律制度と国家能力に対する投資は暴力の発生を削減す
ることができると主張している．Keefer の主張では暴力
は次のような場合に発生する．すなわち，略奪的な行動
に従事するリーダーを集団的に罰することができない，
あるいは有能な反乱に対抗する部隊を集団的に構築する
ことができない場合，その社会では暴力が発生する．こ
れは制度化された政党が集団的な行動と信頼性の問題を
解決することによって，紛争に対する砦として機能する
ことを示唆している．最近の実証的・定量的な証拠はこ
のような仮説を支持している．Goldstone 他が発見したと
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ころによると，政治的な制度の質は政治的な危機や内戦
のリスクを決定するのに，他の要因よりもずっと重要で
ある．一方，Brückner and Ciccone の指摘では，制度とし
て暴力を回避するためには暴力のもたらす結果としての
ショックを受け入れることが必要である．このような発
見を確認して，制度が暴力に対する強靭性に貢献する経
路をよりよく理解するためには，さらなる研究が必要で
ある．

暴力を防止するのに制度は重要である
　本章は政治学・社会学・経済学などにまたがる暴力の
リスク原動力に関する既存の研究に依拠しながら，暴力
的な紛争に関する理解を 2 つの方法で拡張している．

・ 暴力に関連したリスク要因を提示して，安全・経済・
政治の要因に区分けした．これは対外的ストレス――

一国のコントロールが及ばないストレス――の役割を
強調しながら，紛争の動因に関する既存の研究を拡充
している．国際的な組織犯罪や違法取引，外国人戦士
の侵入，経済的なショックなどがその例である．

・ 制度は暴力防止にとって重要であるという理論家
（North, Wallis, and Weigast など）の主張を支持する実

証的な発見を提示する．正当で，有能な，説明責任の
ある制度の開発に失敗していることが，なぜ，また，
どのようにして，暴力の反復的な連鎖の原因になって
いるかについて仮説を立てることによって結びとして
いる．

出 所：Gurr 1970; Hobbes 1651; Hirshleifer 1995; Skaperdas 1996; Grossman 
1991; Fearon 1995, 2004; Schelling 1960; Posen 1993; Snyder and Jervis 1999; 
de Figueiredo and Weingast 1999; Collier and Hoeffler 2004; Nathan 2005; 
Sambanis 2004; Satyanath, Miguel, and Sergenti 2004; Blattman and Miguel 
2010; Esteban and Ray 2008; Stewart 2005, 2010; Keefer 2008, 近 刊 ; North, 
Wallis, and Weingast 2009; Besley and Presson 2009, 2010; Huntington 1968; 
Gladstone 他 2010; Becker 1968; Brückner and Ciccone 2010．

諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

ホルヘ・モンターニョ，国際麻薬統制委員会のメンバー；元駐米メキシコ大使；WDR諮問委員会のメンバー

ボックス 2.2　超国家的な組織犯罪と麻薬の違法取引がもたらすストレス

　超国家的な組織犯罪の挑戦を特徴付けている多様化と精
緻化を考えると，世界的な行動の調整が要請されている．
麻薬・人間の違法取引，資金洗浄，天然資源・野生生物の
違法な採取，偽造・知的財産権の侵害などは，儲かる犯罪
活動であり，組織犯罪が途上国のすでに脆弱な社会政治・
司法・治安の体制に侵入するのを促進することになる．
　中央アメリカでは，例えば，20 年前に政治的な安定性
を回復した数カ国は今や国家の衰退に直面しており，その
制度はこの猛攻撃に立ち向かう強さを欠いている．超国家
的な組織犯罪は一部のカリブ諸国を，ヨーロッパと北ア
メリカに向かう違法な麻薬と人の移動にかかわる回廊に変
質させている．ボリビア，コロンビア，ペルーはコカイン
に関して引き続き主要な世界的生産者であり，メキシコは
流入移民・麻薬消費・武器生産に関して世界最大の市場と
国境を接していることから，現在，未曾有の暴力の波に直
面している．西アフリカは南アメリカからやってきたヨー
ロッパ向けの麻薬にとって最新の通路になっている．アフ
リカの数カ国が自国の天然資源の違法採取に苦しんでいる

一方，アジアはアフガニスタンを起源とする大量のアヘン
貿易のハブとなっている．細切れの方法では対処できない
現象に対して，調整された多角的な戦略が欠如しているこ
とが明瞭である．
　先進国では，組織犯罪シンジケートは暴力をほとんど使
わずに運営されていて，法律という高圧的な手段が自分た
ちの活動に干渉しないことを確保している．これは銀行シ
ステムと違法麻薬の飽くなき市場の両方について当てはま
る．一方，途上国では，組織犯罪グループは国家および地
方の制度を不安定化させかねない武器の無制限な供給への
アクセスを獲得しているが，それは免責になることが明ら
かだからである．
　組織犯罪の未曾有の拡大は多くの弱い国家の崩壊を意味
するかもしれない．というのは，弱い諸国の制度が組織犯
罪関連の暴力の餌食になってしまうからである．世界各地
でみられる不安定な経済発展は，このような違法活動を整
理統合する刺激剤を提供している．違法活動は途上国で遭
遇する免責の結果として繁栄を続けるだろう．
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ることもある 14．アフガニスタンとソマリアなど

一部の諸国は対内的なストレスに加えて，治安面

でこのようなすべての形の対外的なストレスに直

面するという不運を経験している 15．国境をまた

いで民族的な結び付きがあり，文民政府の存在感

が低い地域は長らく不安にさらされてきたが，現

在でもそれは変わっていない（ボックス 2.3）．

　外からの治安上の脅威は近隣諸国における暴力か

ら発展してくることもある．第 1 章で説明したよ

うに，「近隣効果」というのは，近隣諸国が交戦中

だと自国における内戦のリスクが高まると同時に，

国境を超えて開発に有害な効果が及ぶといことであ

る 16．暴力の訓練を受けた人々の移動，国境を越

えて難民になる可能性がある人々の退去，貿易の混

乱，グローバル化や違法取引を通じた犯罪ネット

ワークの拡大，反乱者が国境を越えることによって

求める安全避難所などからわかるように，暴力は特

に制度が脆弱な場合には抑止が容易でないことを示

唆している（ボックス 2.4）17．

　波及効果はある地域における国家間紛争からも生

じる．1990 年のクウェート侵略，2003 年のイラ

ク占領，ヨルダン川西岸・ガザにおける軍事作戦

は，歴史的には，20 世紀初めの侵略や占領よりも

一般的ではなかったが，近隣諸国に甚大な影響を及

ぼした．

　地方グループや国内政治運動と主義主張を同じく

する外部の運動はストレスとして作用することがあ

る．イデオロギー・ベースのグループに参加する

個々人の動機はより大きな大儀に対する信念に結び

付いているかもしれないが，このようなグループが

地方の支持を得られる能力は，そのような高邁な話

を地方における不正義の主張に関係付けられるかど

うかに依存している．ラテンアメリカでは地方ギャ

ングと超国家的な麻薬カルテルの間のビジネス提携

では，もっと物質的な精神が支配している．

経済的ストレス
　低所得は暴力に従事する機会費用を削減する．経

済的な観点からすると，犯罪の動機に関する文献が

伝統的に強調しているように，暴力に従事する人々

の決定における費用便益の計算を理解することが重

要である 18．内戦に関する多数の最近の研究は経

済的な動機に焦点を当てている．反乱はその首領に

経済的なレントを，また，それ以外の生計手段をも

たない従者にやっていける暮らしをもたらすものと

考えられている．このような見方をとらえて，スー

ダン人民解放運動のリーダーであるジョン・ガラン

はこう述べている．「このような状況下では，南部

における反乱の限界費用は非常に小さく，ゼロない

しマイナスになった．つまり，南部では反乱は引き

合うのである」19．低所得の環境下では，暴力に従

事する機会費用は小さい可能性があるということで

ある．

　主として天然資源に依存している開発の遅れた低

所得国は，内戦を経験する可能性が他の諸国の 10

倍も高い 20．本報告書のためにこのような結果を

レビューして，Fearon は所得と内戦リスクの間に

強固な関係があることを再発見した 21．もちろん，

1 人当たり所得が低いことは制度的な能力が低いこ

ととも非常に強い相関関係にある．それは世界統治

指標（WGI）や国際的国別リスク・ガイド（ICRG）

でもみられる通りである 22．Keefer and Fearon に

よる本レポート向けのもっと最近の業績が指摘して

いるところでは，所得と暴力の結び付きは他の基本

的な要因の統合生産物の可能性がある 23．つまり，

各国には暴力に対処する能力と経済成長に必要な統

治水準の両方を決定する政治的・制度的な特性があ

るということである．

　特に若年失業を中心とする高失業は暴力のリスク

を高めるようである．『世界開発報告 2007：経済開

発と次世代』では次のことを指摘した．すなわち，

若者が最初に就業に失敗すると，それが持続的な失

業，さらなる学校教育に対する関心の喪失，家庭形

成の遅延，精神的な苦痛，「市民性の否定的な表明」

につながることがある 24．「貧困者の声プロジェク

ト」における発見で次のことが確認されている．す

なわち，紛争後の状況下で失業した欲求不満の若者

が存在すると，それは往々にして高水準の暴力，薬

物乱用，ギャング活動に結び付いている 25．暴力の

影響する地域における本レポート向けの調査では，

若者が反乱運動に参加する動機付けとしては失業と

無為が最も重要な要因に引き合いに出されていた．

この問題はどの WDR 協議でも重要であるとして

指摘されている．リベリアのエレン・ジョンソン・

サーリーフ大統領は次のように要約している．「わ

が国の非常に若い人々に仕事がなければ，われわれ
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は彼らの脆弱性が暴露されるリスクや，彼らが再び

紛争に引きずり込まれるリスクを犯すことになり，

われわれがこれまで達成してきたすべての進歩を損

なうおそれがある」26．しかし，失業と暴力の間に

何らかの相関関係を発見することについて，計量経

済分析は一貫して失敗してきている．これはおそら

くデータが悪いか，あるいは結び付きが直接的では

なく間接的であるためであろう（ボックス 2.5）27．

　搾取的な雇用も暴力のリスク要因である．失業と

暴力の関係にはしばしば社会的なアイデンティティ

や疎外がかかわっている．ラテンアメリカとアフリ

カのギャングや反乱運動の新人補充に関するいくつ

ボックス 2.3　中央アフリカにおける紛争の波及

　中央アフリカの諸国は何十年間にもわたって，しばし
ば国境を越えて波及する多種多様な紛争に巻き込まれて
きている．下の地図は 1997-2000 年と 2006-2009 年とい
う２つの時期について，国境をまたいで活動している反
乱グループを巻き込んだ大規模な紛争が発生した場所を
示している．色付きの星印は地理情報システムのコード
が付され，特定の国で設立されたグループを巻き込んだ
紛争事件を示している．同事件は凡例で示されている（通
常は戦闘であるが，本部の設立や新兵補充キャンペーン
も含まれている）．多くの紛争事件は国境をまたいで活動
的なグループを巻き込んでいる．
　この地図はブルンジ，コンゴ民主共和国，ルワンダ，

スーダン，ウガンダ，そして後の時期になると中央アフ
リカ共和国とチャドでも，国境をまたいだ紛争の波及を
強調しており，暴力的なグループがどのようにして統治
が弱い地域で拡大し混じり合っていくことができるかを
示している．このようなグループは自分たちに都合の良
い時には共通の大義名分を掲げて，地方の政治機会に適
合すべく活動の基地をシフトする．それらの存在理由の
多くは収益，略奪，単なる自給自足になってしまい，政
治的な目標は強くなったり弱くなったりしている．神の
抵抗軍などといったグループは国内では強い基盤をもっ
ていないため，不安定な地域の間を日和見的に動き回り
続けている．

地図 A　国境をまたぐ政治的な暴力が中央アフリカ全体に広がっている
暴力は抑制が容易ではない．色付きの星印は国境をまたいで活動している過激グループや反乱グループによる紛争事象
を示す．最近の暴力は中央アフリカの多数の国境をまたいで波及している．特に中央アフリカ共和国，チャド，コンゴ
民主共和国，スーダンなどといった諸国の国境を越えるものが顕著である．

a．1997 年 1 月 -2000 年 3 月 b．2006 年 10 月 -2009 年 12 月
中央アフリカで国境をまたいで活動的な
暴力的グループの出身国（1997-2000 年）：

コンゴ民主共和国 ルワンダ ブルンジ
ウガンダ スーダン チャド

チャド

スーダン

中央アフリカ共和国

ウガンダ

ルワンダ

ブルンジ

コンゴ民主共和国

チャド

スーダン

中央アフリカ共和国

ウガンダ

ルワンダ

ブルンジ

コンゴ民主共和国

中央アフリカで国境をまたいで活動的な暴
力的グループの出身国（2006-2009 年）：

コンゴ民主共和国 ルワンダ ブルンジ
ウガンダ スーダン チャド 中央アフリカ共和国

出所：Raleigh 他 2010; Raleigh 2010．
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ボックス 2.4　外的ストレス：マラの国外追放

　中央アメリカにとって顕著な外的ストレスは，1990 年
代のアメリカによるマラの国外追放であった．国外追放
すべき主要なギャング（マラ）の 1 つに，ラ・マラ・サ
ルバトルチャがあった．これは 1970 年代末から 80 年代
初めにかけて，主としてサルバドルやグアテマラからの
難民やアメリカへの移民を中心にロサンゼルスで組織化
された．1996 年アメリカ議会では不法移民改革および移
民責任法が成立し，1 年以上の拘留という判決を受けた非
アメリカ市民は出身国に送還されることになった．1998-
2005 年にアメリカは違法移民 16 万人に加えて，重罪判
決を受けたほぼ 4 万 6,000 人を中央アメリカに追放した．
　エルサルバドル，グアテマラ，ホンジュラスは追放者
の 90％以上を受け入れた．その多くはマラのメンバーで，

アメリカには子供の時に入国していた．ほとんど知らな
い国に送還されて，アメリカで自分たちに支援と安全を
付与してくれた構造と行動を再現し，創設メンバーのギャ
ングたちはたちまちにして地元の若者を誘引した．
　この国外追放は中央アメリカのすべての諸国に同じよ
うに影響したわけではなかった．例えば，アメリカから
ニカラグアへの追放率は比較的低く，中央アメリカの全
追放者のうち 3％以下にとどまった．定着率や追放率の相
違がエルサルバドル，グアテマラ，ホンジュラスなどの
ギャングが，ニカラグアのギャングよりも暴力的な 1 つ
の要因かもしれない．

出所：Rodgers, Muggah, and Stevenson 2009; WDR チームによるメキシコ・
シティにおけるラテンアメリカの政府高官，学者，開発の実務家との地域的
な協議．

かの定性的な研究では，雇用，尊敬，アイデンティ

ティの結び付きが指摘されている（ボックス 2.5）．

これは失業と家庭内暴力に関するもっと大きな文献

の指摘と同じである．すなわち，力関係と「威厳」

の考え方が暴力の誘因としては，どうして単なる金

銭的な動機よりも重要になり得るかを示しているの

である 28．これは雇用が純粋に金銭的な取引以上

のものであるということと整合的である．それは個

人的な地位の側面や，自分がどのような処遇を受け

るべきかに関する期待を含んだ社会的な相互作用で

もある 29．換言すれば，提示されている仕事関係

の性格が非常に重要だということである．反乱運動

参加の原因と同じように，失業と地位が低いという

感覚もギャングに参加するリスク要因として浮上し

てくる（ボックス 2.6）．

　研究では所得不平等と殺人率で測定した犯罪的暴

力との間に強固な関係がみつかっている 30．大勢

の学者が所得不平等と内戦の間には相関関係がある

かどうかを探求しているが，統計的に有意な関係は

発見されていない 31．しかし，水平的な不平等（地

域，民族，宗教などが同一のグループ相互間）は政

治的な暴力につながっていることを示す証拠がある

（後述の政治的ストレスの箇所でさらに検討する）．

不平等の構造と暴力の表明には結び付きがあるのか

もしれないが，結果が決定的であるとはほとんどい

えない．この点に関してはさらなる研究が必要であ

る．また，人口動態面でのシフトが，変化に対応す

る準備ができていない社会にストレスをもたらす，

ということも考えられる．かつてのラテンアメリ

カ，現在のアジアやアフリカにおける急速な都市化

は，社会的一体感の弱体化や暴力リスクの増大と関

係がある 35．

　天然資源という富が豊かな諸国は，その利益を奪

取しようとする武装襲撃に直面する可能性がある．

石油，木材，鉱物の売却に伴う収入で利益を享受す

るためには，国家ないし特定地域をコントロールす

る必要があるため，天然資源の富が豊かな諸国は特

に紛争に陥りやすい 36．これはコンゴ民主共和国

でライバル民兵相互間の戦闘が長期化していること

で例証されている．1990 年代には内戦状態にあっ

たが 37，現在では同国東部のコルタン，スズ，金

の小規模採掘に対して反政府グループがいわば「課

税」を行っている．国のレベルでは資源を巡る国内

の抗争は重要である．ただし，各国に横断的なデー

タは入手不可能である．繰り返しになるが，鍵は不

正取引に従事することとそれに伴う暴力に関連した

費用便益計算にある．加えて，重要な天然資源を有

する諸国のリーダーは，暴力を調停ないし抑圧する

制度への投資に消極的になる可能性がある．という

のは，その同じ制度は政権に挑戦して，レントの

シェアを削減するかもしれないからである 38．例

えば，文民統制が弱い国の強力な軍部は軍事指導者

による天然資源のレント奪取と相関関係がある 39．

　経済ショックも国家のコントロールが及ばない要
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因からも発生し得るし，食料・エネルギーの価格

ショックは紛争のリスクを高めることがある．サ

ハラ以南アフリカにおける降雨ショックに関する

研究の結論では，内戦は降雨が少なかった年月の

後に発生する可能性が高くなる．アフリカ 41 カ

国の 1981-99 年における降雨の相違を所得ショッ

クの代理変数として使った Satyanath, Miguel, and 

Sergenti の研究が発見したところによると，経済成

長率が 5％低下すると翌年に紛争が発生する可能性

が 50% 上昇する 40．脆弱国家の大半は食料輸入国

であり，平均家計の食料支出の割合（57.5％）は

脆弱な途上国の方がその他の途上国（49.4％）よ

りも高い 41．特に食料価格の急騰は都市部の不安

定性と古くから関係がある．しかし，制度がこのよ

ボックス 2.5　失業は暴力を引き起こすか？　賛否両論

　失業は暴力への関与に導き得るという命題は Becker が
起源だとされることが多い．彼は犯罪対策を改善する目
的で，犯罪学に「経済計算」を適用したのである．その
ような機会費用の議論においては，Cincotta, Engelman, 
and Anastasion や Grossman といった学者は，失業を暴
力や紛争の原因として考えている．また，Urdal の主張は
こうである．すなわち，暴力的な紛争のリスクは若い成
人の人口比率が高いことと，経済パフォーマンスが不振
であることと相関関係がある．
　もっと最近では，イデオロギー的な考えを主張するグ
ループの動機に関しては，Berman その他は，次のように
単純な費用便益のアプローチを疑問視している：

社会的・政治的な秩序の再建を目指している政
府による援助支出のほとんどは，潜在的な新兵
を混乱させる機会費用理論に基づいている．そ
のロジックは次の通りである．儲かる形で雇用
された若者は政治的な暴力に参加する可能性が
低いので，暴動が活発な地域では失業と暴力の
間に正の相関関係があることが示唆される．わ
れわれはイラクとフィリピンにおける暴動の予
測を，政府や連合軍に対する攻撃と民間人を殺
害する暴力，という 2 つの新たに入手可能になっ
た暴動の指標を使ってテストした．機会費用理
論とは対照的に，われわれの発見によれば，失
業と政府や連合軍に対する攻撃の間には健固な
負の相関関係がある一方，失業と民間人を殺害
する暴動攻撃の割合の間には有意な関係はみら
れない 32．

　他の研究は次のようなこと示唆をしている．すなわち，
失業と暴力は純粋な費用便益の動機ではなく，尊敬・社
会正義・社会的アイデンティの力学を通じて関係してい
る可能性がある．現代の事例研究では，雇用・アイデン
ティティ・社会正義の受け止め方がどのように組み合わ
さっているかが強調されている．シカゴを本拠とするプ

エルトリコ系の麻薬ギャングに関する Padilla の研究は，
所得だけでなく社会的な尊敬や帰属感も提供してくれる
ギャングのメンバーシップと比較して，合法的な仕事の
機会の不確実で屈辱的な性格を強調している．グアテマ
ラでギャングに参加している人々も同じような動機を繰
り返し指摘している．「ギャングに参加したのは，彼らの
主張では家族が提供してくれなかった支援・信頼・連帯
――社会資本――を探していたからだし，地方の環境下
ではその機会が欠如していたからである」33．
　コロンビア革命軍（FARC）参加に関する証拠が示唆す
るところによると，多くの新兵は参加する以前には雇用
されていたが，農業における賃金労働という骨折りの仕
事との比較でみた謀反生活の地位と刺激が動機になって
いた．Guiterréz Sanín は FARC によって誘拐された牧童
の話を引用している．「ゲリラはこう言う．われわれがナ
タで仕事をするかだって？　決してしない！　さらにこ
う言う．こうだから百姓はわれわれと口を利く．奴らは
武器にキスをする！　また，女は武器が好きだとも言う．
警察・軍隊・ゲリラが好きだということだよ」．シエラレ
オネ農村部の民兵やエルサルバドルの叛徒 34に関する民
族誌的な研究によると，抑圧的な仕事関係は反乱の重要
な動機になり得る．
　このようなダイナミクスに関してもう 1 つの不十分な
研究では，政府の介入策が有効になるために必要な時間
についてである．南部中国に関する WDR の研究では，移
民が社会的ネットワークを開発するのにどれくらい長く
かかるのかをテストしてみた．その結果，社会的ネット
ワークが発達するのは，安定的な雇用が 5 年間持続して
から後のことになることがわかった．
　失業，無為，失業の時間効果，雇用の諸形態，暴力へ
の参加などの間の結び付きをテストするには，さらな研
究が必要である．

出所：Urdal 2004; Berman 他 2009; Padilla 1992; Moser 2009; Guiterréz Sanín 
2008; Becker 1968; Cincotta, Engelman, and Anastasion 2003; Grossman 
1991; Wood 2003; Richards 1996; Chauveau and Richards 2008; Cramer 2010; 
Huang 2010．
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うな経済ショックから輸出業者や消費者を保護して

いる場合には，暴力のリスクは小さくなる 42．

　経済要因は重要である――が，すべてを物語るも

のではない．多くの途上国は多種多様な経済的挑戦

に直面している．成長率が低いか停滞気味であるこ

と，世界の商品価格のトレンドに強く影響されてい

ること，人口の増加が急速なことなどがその例であ

る．このような要因の影響力は大きいものの，純粋

に経済的な動機だけに基づく紛争の説明は不十分で

ある．暴力を回避するためには，社会としては単に

成長を生み出す以上のことをしなければならない．

近年における経済要因と紛争との定量的な相関関係

に対する関心を受けて，重要なのは経済だけだとい

う主張をする者が一部に現れている．これは軽率な

ボックス 2.6　同等の経済的要因は，政治的紛争と極端な水準の暴力的組織犯罪のリスクを生み出すか？

　各国横並びで暴力を比較するのに最も信頼できる指標
は殺人率であるが，それはラテンアメリカやカリブ諸国
では 1990 年代以降著増している．殺人率は住民 10 万人
当たり 12.6 人から近年はほぼ 20 人になっている．
　世界のデータを分析してみると，ラテンアメリカにお
ける殺人率に関する Loayza, Fajnzylber, and Lederman に
よる以前の研究が明らかにした以下の点が確認される．

・ 制度の能力と説明責任は内戦リスクと殺人率が低いこ
とと相関関係にある．

・ 一国の GDP が高いことは殺人率の低いことと相関関係
にある（一国内の違う時期との比較でもそうである）．

・ 民主主義の崩壊は内戦と同じく殺人の増加と相関関係
にある．

・ 内戦リスクと相関関係にある石油生産は必ずしも殺人
率の上昇を予測させるものではない．

・ 所得不平等の大きい諸国は殺人が多くなる傾向にあ
る．このパターンは同一地域の各国を比較した場合で
も当てはまる．このような発見は犯罪的な暴力と内戦
とを区別する主要な要因である．それは所得不平等と
は相関関係にはないが，民族性やその他のアイデン
ティティによるグループ相互間の水平的不平等と何ら
かの関係があることを示している．

定性的な研究では，失業と何もしないことも反乱運動や
ギャングの両方への加入に拍車をかけるリスク要因とし
て重要な役割を演じている．調査が示すところによると，
ギャングや反乱運動に参加する動機に関しては，驚くほ
ど類似した考え方が窺われる（図を参照）．両方の場合と
も，失業と無属怠慢がギャングあるいは反乱運動に若者
が参加する主因として指摘されており，社会的不平等と
暴力の結び付きを強化している．

反乱運動とギャングは同じような動機で人々を誘引している
調査でわかっているところによれば，叛徒ないしギャング団員になるのに若者が指摘する主な動機は非常に類似してお
り，失業・無為・尊敬・自己防衛などすべてが，復讐・不正義・大儀に対する信念を大幅に上回っている．

39.5%

46%

15% 13%13%

8%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

回
答
者
の
割
合
（
％
）

失業 / 何もしない

反乱参加 ギャング参加

より安全に / 力強く感じる 大儀に対する信念 / 復讐 / 不正義

出 所：Fearon 2010b; Bøås, Tiltnes, and Flatø 2010; Neumayer 2003; Loayza, Fajnzylber, and Lederman 2002a, 2002b; Messner, Raffalovich, and Shrock 2002; 
WDR チームの試算．
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的な回答の集計値を示したものである．すなわち，「若者が反乱グループに参加する主因は何か？」，「若者がギャングに参加する主因は何か？」．調査方法は
Bøås, Tiltnes, and Flatø 2010 に説明がある．
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だけでなく，研究の現状を誤って伝えている．統計

的手法を使ってアイデンティティ，イデオロギー，

不正義，政治的動機の重要性をテストするのはもっ

と困難であるが，現在の研究ではこれらは暴力と紛

争を説明するのに非常に重要であることが示唆され

ている 43．

正義
　人間は正義と公正を高く評価するが，その最も自

明な例はすべての市民を政治的に包容することであ

る．公正さがないと，不正義と疎外はストレスとし

て作用することがある．正義と公正は測定がむずか

しい概念ではあるが，心理的な実験ではそれが純粋

に物質的な自己利益を超越する価値をもち得ること

が示されている（ボックス 2.7 参照）．

　不正義と不公正の 1 つの側面は，人種・民族・

宗教・地理的な場所や出自に基づいた特定グループ

の純粋に政治的な排除である．その政治的な排除は

反植民地主義戦争や反人種隔離闘争における武装抵

抗にとって，明らかに重要な動機となっていた．現

在，それほど露骨に不平等な政治的代表制度を採

用している地域は世界でもほとんどない．しかし，

Cederman, Wimmer, and Min や Goldstone 他 に よ

る最近の研究が示唆するところによれば，政治的な

排除や民族的な排除が大きい諸国は暴力的な大変動

を経験する可能性が高い 44．

　経済的・社会的な不平等と主観的な不正義が重要

である．安全と経済のストレスは人々が自分のアイ

デンティティをどう考えているかによって増幅され

ているかもしれず，他人による処遇はそのアイデン

ティティに基づいている可能性がある．水平的な不

平等（例えば，宗教・カースト・民族・宗教など

に基づくアイデンティティのグループ相互間の不

平等）に関するデータは不完全である 46．しかし，

55 カ国にかかわる 1986-2003 年の分析が明らか

にしているところによれば，経済的・社会的な両面

で水平的不平等が深刻な諸国では，紛争の確率が著

増している 47．南北間で何十年間にもわたる社会

経済的な不平等が持続しているコートジボワールが

その連動を例示している．1993 年 12 月にウフェ

＝ボワニ大統領が死亡すると，多種多様な経済的・

政治的な要因が最終的には内戦につながった 48．

「北部憲章」という反乱勢力は北部人の経済的な不

満に加えて，自分たちのイスラム教に対する国家の

認識が不十分であることに関する怒りを明確に表明

した．アイデンティティを経済的な配慮だけに牽引

ボックス2.7　人々は公正さを期待し不公平さを罰する

　実験室の環境で実施される 2 人による心理実験ゲーム
「最後通牒ゲーム」を使って，経済学者は次のことを証明

してきた．すなわち，多種多様な文化を背景に集まった
大勢の人々は，不公正な行動に制裁を加えるためにはみ
ずからにコストが生じても喜んで他人を罰する．このゲー
ムでは 1 人の交渉者がもう 1 人の交渉者とある金額をど
う分けるかについて提案をする．後者には分割案を受諾
するか拒否するかを選択できる機会がある．
　第 1 の交渉者は提案者，第 2 の交渉者は回答者と呼ば
れる．もし回答者が分割案を受諾すれば，各交渉者は提
案された額を受け取る．しかし，もし回答者がそれを拒
否すれば，各交渉者は何も受け取れない．仮に唯一の関
心事が物質的な利益であるとすれば，回答者は「パイ」
について非常に低い割合でも受諾するものと期待される．
というのは，それでも回答者にとってはネットで利益に
なるためである．
　最後通牒ゲームは世界中の多様な文化のなかで何百回
も実施されたが，結果は驚くほど一貫している．という

ことは，公正さと公平さの解釈に関して広範なコンセン
サスが存在することを示唆している．定住性のドルガン
族 / ヌガナサン族の狩猟者からシベリアの賃金労働者，
コロンビア太平洋岸の定住性のアンクイアンガの漁民，
タンザニアの遊牧民であるハドザン族，ミズーリー州農
村部の定住性労働者，アクラの都市部賃金労働者に至る
まで，提案者からのオファーは平均すると一貫して 26-
48％となっている一方，回答者はもしオファーが 12-17％
以下であれば喜んで罰するつもりである 45．
　提案者がずっと大きなシェアを受け取る一方で，自分
が小さなシェアにとどまるくらいなら，むしろ両者とも
一銭も受け取れないという方がいい，というのが回答者
の考えになるだろう．この結果は次のことを示唆してい
る．多くの人は自分が不正義だと考えることには強く反
応し，自分が不公正だと考える行動を罰するためなら喜
んで物質的な利益を無視する．

出所：Hoff 2010; Henrich 他 2010．
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されたものとして描くと，謙譲，威信，所属の欲求

などといった特徴を行動の動因として認めている定

性的な文献との整合性を無視することになる 49．

　国家による抑圧や人権侵害は不正義が煽動する暴

力を防止するために，専制的なアプローチをしばし

ば伴う．そのような戦術は維持可能だろうか？　人

権侵害と政治的な暴力の結び付きに関しては，驚い

たことにほとんど研究がなされていない．証拠をレ

ビューしてみると，過去の人権侵害と現在の紛争リ

スクの間には強固な相関関係があることが示唆さ

れる（ボックス 2.8）．因果関係の方向性を決定し，

おそらく除かれている変数を制御するためには追加

的な定量的研究が必要である．と同時に，人権侵害

と暴力のリスクの結び付きを理解するためには，一

層の定性的研究も必要であろう．人権侵害が武力抗

争に従事している人々の動機に影響しているか否

か，武力抗議運動には間接的に大衆の支持を刺激す

るという幅広い効果があるのか否か，あるいは，抑

圧的な国家の戦術は一定の状況下では，軍・政治・

経済の世界において権力をもっているグループの間

に不満をもたらすことがあるのか否かなどが，必ず

しも明瞭ではない．どのような特殊なメカニズムが

作用しているにせよ，結果が示唆しているのは人権

の改善はしばしば暴力のリスク削減を伴っていると

いうことである 52．

　政治的・社会経済的な排除の組み合わせは，特に

政府の政策であると受け止められた場合には，社

会的な不正義の話を支持するために使うことがで

きる．コートジボワールでは，社会経済的・政治的

な不平等という爆発的な混合が内戦の勃発に貢献し

たように思われる 53．スリランカでは，次のよう

に主張している歴史家がなかにはいる．すなわち，

1956 年公用語法（シンハラ語がスリランカの唯一

の公用語であると宣言した）と，1972 年憲法（仏

教に同国で「第一の地位」を付与した）を通じた，

少数民族タミル人の政治的・社会的な排除が自治拡

大という初期のタミルの要求に，後にはタミルの過

激主義に対する支持に貢献した 54．政治力や経済

的機会へのアクセスについてプロテスタントとカト

リックが抱く主観的な不正義が，北アイルランドに

おける分離派の紛争に一定の役割を果たした 55．実

際の，あるいは主観的な排除は暴力への強力な動機

付けとなり，反乱リーダーが援用できる敵意のプー

ルを作り出している 56．極端な水準の暴力的犯罪

にとって，階級間の不平等――排除や主観的な不正

義という側面を伴っている可能性もある――は，民

族的・地理的・宗教的なグループ間の不平等よりも

重要なようである 57．

　不正義と不公平はしばしばテロの動機付けとして

指摘されている．侵略，占領，政治的抑圧，人権や

市民的自由の削減などが，テロ組織が攻撃のために

引き合いに出す論理的根拠の大部分を形成してい

る．実証的な文献の多くはこのような要因の妥当性

を認めている 58．一部の学者は貧困とテロの関係

を断定しているが 59，他の多くの学者は貧困（あ

るいは教育の欠如）がテロにつながるという直接的

な証拠はないとしている 60．それどころか，一部

の研究の発見によれば，テロ攻撃の犯行者は高等教

育を受けた富裕層の可能性が高い 61．

　個々人がイデオロギー・ベースのグループに参加

する動機は，より高邁な大儀への信念と結び付いて

いる可能性があるものの，このようなグループが地

方の支持を獲得する能力も，このような高邁な話を

不正義にかかわる地方の主張に関係付ける能力に依

存している 62．タリバンがパキスタンのスワート

渓谷で支持を集めたのは，多種多様な地方の不満に

ボックス2.8　人権侵害と将来の紛争リスク

　人権の改善は紛争リスクの低下と相関関係にあるか？　
人権侵害が最近あった国は人権尊重という強固な歴史をも
つ国と比べて，紛争を経験する可能性がずっと高い．政治
的恐怖指標――非暴力的な政治活動にかかわる恣意的な拘
留，拷問，行方不明，法的手続きを踏まない殺人などを測
定する――でみて 1 段階悪化するごとに，翌年以降にお
ける内戦のリスクが 2 倍以上に上昇する．
　多数の政治犯の拘留は内戦が再発する可能性を 2 倍に
高める一方，法的手続きを経ない大量の殺人はそれを 3
倍に高める 50．これは Walter によって次のように最もう
まく要約されている．「このような結果についての妥当な
解釈は，政府が抑圧や虐待を強化すると，そのような政府
は頼りになる交渉相手ではないという不満とシグナルの両
方を生み出す．これは政府による威圧的でなく説明責任の
あるアプローチの方が，内戦のリスクを著しく低下させる
ということを示唆している」51．

出所：Fearon 2010a; Walter 2010．
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便乗し得たことが一因である．その不満には地方

における法の執行や司法制度の弱さが含まれる 63．

過激なイデオロギー・グループは不正義や排除の話

をしばしば取り上げるが，これは共鳴を得られるよ

うである．マリとヨルダン川西岸では，過激な宗教

グループに加入する場合，ギャングや反乱運動に加

入する場合に比べると，「大儀と不正義に対する信

念」がずっと重要であるとされている（図 2.1）．

　つまり，安全や経済や政治に関連したストレスは

暴力のリスクを高めることができ，これらが組み合

わさって実際の暴力を促進する傾向にある．しか

し，ストレスの実際の組み合わせや暴力的な紛争へ

の経路は各国の事情に極めて固有的である．先に検

討したように，最近の研究は，まだ揺籃期にあるも

のの，紛争を調停し暴力を削減するのに制度の重要

性を指摘している．社会が制度を改革し，暴力に関

連したストレスからみずからを隔離することに失敗

した場合，暴力の反復的な連鎖というリスクに犯さ

れることになろう．

制度的な正当性の弱さと暴力の悪循環
　制度と暴力の関係の概念化については優れ

た研究が輩出している．歴史的な研究として

は North, Wallis, and Weingast を初めとする多

数，国家の抑圧的な能力に関する現代的な分

析としては Fearon and Laitin，民主化のプロ

セスに関連しては Goldstone 他などがある 64．

政策世界でも国家建設と平和構築の関係に焦

点が当てられている．これには OECD の紛争

と脆弱性に関するネットワークや，その他の

二国間・地域的・多国間の機関による業績が含

ま れ る．Fearon，Walter お よ び Hoeffler, von 

Billerbeck, and Ijaz が本レポートのために行っ

た新しい研究は，国家 - 社会制度の特性や統治

の成果が，暴力のリスクとどのように関係し

ているかを探求している（ボックス 2.9）65．

一方，最近の研究で発見されたことは，制度

の弱い国家は内戦および極端な水準の犯罪的

暴力の勃発や再発について最大のリスクを犯

している，ということだ 66．このような研究

はさらに拡張してテストされるべきであるが，

総合的にみると，暴力を回避するには制度が

まさに極めて重要であるという決定的な早期の証拠

を提示している．

　制度の能力と説明責任はともに重要である．制度

の説明責任――例えば，人権や腐敗に関して上述し

た結果や成文憲法の存在で表明されている――は，

その能力と同じくらい重要なようである．能力と説

明責任は両方とも，安全・政治・経済のシステムに

適用できる．例えば，政治学者は典型的には「説明

責任」という言葉をプロセスないし政治的な代表を

指すのに使うのに対して，経済学者は公的資金の責

任ある利用と市民のニーズや苦情に対する感応度を

指す用語として使う．このレポートでは，「正当性」

は制度の感応度を指し，能力・包容性・説明責任の

省略表現として使われている．正当性についてはい

くつかの源泉が国家建設に関する文献で特定されて

いる 67．最重要なものは以下の通りである．

• 政治的な正当性（説明責任）と包容性や，ある

いは共有の価値観や選好を反映した決定を下す

ための信頼できる政治的なプロセスの活用は，

すべての市民に平等に発言権を提供し，このよ

図 2.1　何が人々をイデオロギー的に過激な運動に参加させるのだろ
うか？
マリとヨルダン川西岸の回答者は，報復・不正義・大儀に対する
信念をイデオロギー的な過激な運動に参加する理由として指摘し
ていた．このような結果は失業や無為を参加の主因として指摘し
た，ギャングや反乱グループへの参加にかかわる結果とは対照的
である（ボックス 2.5）．

回
答
者
に
占
め
る
割
合
（
％
）

出所：Bøås, Tiltnes, and Flatø 2010．
注：図はマリとヨルダン川西岸で実施された調査における，「何が人々をイデオロギー的
な運動に参加させるのだろうか？」という質問に対する回答者の割合（％）を示す．調
査方法は Bøås, Tiltnes, and Flatø 2010 に説明がある．
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うな決定の説明をする．これには市民に情報を

提供することや，国家に対する苦情を含め，紛

争や苦情を解決するための法的手段のメカニズ

ムが含まれる．また，これには国際的な正当性

も含まれるものと考えることができよう．これ

は国際法に規定されている国家による責任ある

主権の行使といえる．

• パフォーマンスの正当性（能力）は，特に安全，

経済的な監視・サービス，司法の提供を中心

に，合意されている義務を国家が有効に遂行す

ることによって獲得される．

　最近の事件は，制度的な正当性のさまざまな側面

がどのように紛争や暴力に関係し得るのかを例証し

ている．中東・北アフリカの諸国は総じて比較的強

固な制度的能力を有しているが，同制度は説明責任

の指標では歴史的に得点が低かった．リビアなど一

部の諸国では，制度はエジプトやチュニジアなど近

隣諸国と比べて個人化されたままであり，地域・民

族・部族ごとのグループ相互間の主観的な緊張度は

高い．これがエジプトやチュジニアで変化を求める

当初の要求が大体において平和裡に処理されたのに

対して，リビアでは抗議が内戦にまでエスカレート

した原因かもしれない．

　外からのショックは類似していても，それが暴力

につながる国とそうでない国があるのを説明するに

は，国によって制度の弱さと統治の不十分さがある

点が役立つ可能性がある．外からの経済ストレスお

よび食料価格の急騰と都市部の不安定性という古く

からの連動を考えてみよう．2006-08 年の価格高

騰期における抗議運動を政府の有効性に関するデー

タと重ね合わせてみると，暴力の発生件数は統治が

弱い途上国でずっと多くなっていた（図 2.2）．

　制度的な弱さと統治の暴力との重要な結び付き

は，「脆弱性」という概念でとらえられている（ボッ

クス 2.10）．制度の能力，説明責任，正当性が弱い

ことが，国家の脆弱性にかかわる多種多様な定義の

ベースにある．世界銀行は，例えば，脆弱な状況を

特定するのに制度的な強さの指標を使っている．ま

た，過去 10 年間には，「脆弱な状況」が開発や安

全にもたらす意味への国際的な焦点が集まり，国家

建設と平和構築の結び付きに焦点が当たった 68．

正当な制度の欠如はなぜ反復的な暴力のリスクを
高めるのか？

　すべての社会がストレスに直面しているが，反復

ボックス2.9　制度と暴力のリスクに関する定量的研究

　本報告書向けに，Fearon and Walter は 世界統治指標
（WGI）で測定した制度面すなわち法の支配，政府の有効

性，腐敗の低さ，人権の強力な保護が，内戦の勃発および
再発のリスクの低さと相関関係にあるかどうかをテストし
た．このテストはこのような統治指標についてこれまで実
施されてきた詳細な統計的な検証を含んでいた．
　高所得国の統治指標は総じて強固であったため，これ
まで研究者は制度的な弱さの効果を低所得の効果から区
別することが困難であった．Fearon は国民所得の標本を
制御して，「驚くほど良い」統治の国――1 人当たり所得
が同じなのに他の諸国よりも統治の格付けが高い国――
を特定することによって，この問題に接近した．暴力の
リスクに対する統治のインパクトを特定する試みは，あ
る 1 時期における驚くほど良い，あるいは悪い統治が，
後の紛争の勃発ないし再発と相関関係にある否かを確か
めることで行われる．
　Fearon の発見によれば，統治指標が「驚くほど良い」
国は，統治の格付けがもっと控え目な他の諸国との比較

では，今後 5-10 年間に内戦が発生するリスクが 30-45％
低い．制度を分析に追加すると，内戦の原因として所得
よりも重要な要因になる．同じく，彼の発見によれば，
制度は殺人を代理変数とする極端な水準の犯罪的暴力の
リスクと強い相関関係にあり，1996-98 年に統治指標が良
好であった諸国では，所得を制御しても 2000-05 年になっ
ても低い殺人率を享受している．
　Walter の発見によれば，内戦再発のリスクに対しても
同じような統治のインパクトがある．正式な憲法――法
の支配と正式な制度を通じた社会的価値感の表明という
単純な指標――があれば，紛争再発の確率は 64％削減さ
れる．説明責任の指標はこの計算のなかでは能力の指標
と同じくらい重要である．既述の通り，過去の人権侵害
は将来の紛争リスクに対して特に強いインパクトを及ぼ
し，法の支配や腐敗の指標は官僚の効率性と同じくらい，
あるいはそれ以上に重要である．

出所：Fearon 2010a, 2010b; Walter 2010．
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的な暴力に屈服しているのは一部の社会にとどまっ

ている．失業，所得ショック，各種社会層間の不平

等拡大，外からの安全に対する脅威，国際的な組織

犯罪などすべては，暴力と因果関係がある可能性が

あろう．暴力の原因を特定するに当たっての分析上

の問題としては，多くの諸国がこのようなストレス

に直面しているものの，すべての諸国が実際に公然

の暴力を経験しているわけではないことと，一部の

諸国はそれを狭い地理的な地域，あるいは短期間に

抑制していることが指摘できる．前述したように，

特に反復的なものを中心に暴力に直面している諸国

に共通しているのは，制度と統治の弱さについて不

十分な追求がなされていることである．

　正当な制度の弱さと暴力の因果関係は，人体の免

疫システムと病気の関係にもなぞらえることができ

るかもしれない．制度が弱い国は暴力に弱い．それ

は免疫システムが弱い身体は病気にかかりやすいの

と同じである．身体を健康に戻すということは，病

気の治療だけでなく，病気と戦う身体能力の回復と

いうことを意味する．これは制度的な正当性と統治

が弱い場合と同様である．暴力は勃発するごとに原

因が違うかもしれないが，社会がストレスに抵抗で

きない基本的な理由は，その制度があまりに弱くて

平和的に調停できないところにある．したがって，

暴力について耐久性のある解決をするには，個々の

ストレスに対処する以上のことが必要である．制度

的な正当性についての基本的な弱さに対処する措置

が必要なのである．

　制度の転換を盛り込んでいない解決策は，問題

を解決しないで単に延期するだけの可能性がある．

歴史を通じて，強力なリーダー間の合意が大規模

な暴力を防止するのに最も一般的な戦略であった．

「私は私の武装した部下があなたの領土を攻撃する

ことを阻止するから，あなたの部下が私の領土を

攻撃することをあなたが阻止してくれれば，われ

われはともに貿易や天然資源の売却で利益を得る

こ と が で き る 」．North，Wallis, and Weingast が

指摘しているように，もしもこのような取り決め

が強力なリーダーや組織にとって十分なインセン

ティブを生み出すとすれば，それは暴力を抑制す

ることができる 69．

　しかし，そのような取り決めは経済を操縦する政

治システムにつながるため，経済的なレントが安定

性にとって必須の構成部分となる．残念ながら，そ

のような取り決めは個人的であり，特定のリーダー

がまだ権力の座にあるか否かにかかわらず機能し得

る非個人的な制度の発展に，あるいは市民の利害を

保護する広範な統治の改善につながることは稀であ

る．このような「エリート間の協定」は暴力に限度

を設定することはできるが，この種の合意は環境が

変化するたびに常に再交渉にさらされており，暴力

の脅威は依然として存続するのである．

　暴力が反復されるのは，非個人的な制度がなく

て，エリート間協定のみでは変化に適合することが

困難だからであろうか？　本報告書の制度的な相関

関係に関する研究は新しく，正式な制度が弱い諸国

がなぜ暴力の反復的な勃発を経験するかについては

今後いっそうの研究が必要である．1 つの仮説は，

このようなシステムは変化に適応することが困難だ

というものである．というのは，個人的なリーダー

が死んだり権力を失ったりした時，あるいは新しい

0
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図 2.2　食料価格の抗議および関連暴力は脆弱国家に集中
している
政府の有効性が低い途上国は食料危機の際（2007-2008
年）に，政府の有効性が高い諸国におけるよりも多くの
食料価格抗議運動を経験した．そのような抗議の半分以
上が暴力的になった．統治のスペクトルで下の半分に位
置する諸国では，暴力的な抗議の発生率は上半分の諸国
の 3 倍以上になっていた．

国
の
数

政府の有効性（百分位のランキング）

出所：Schneider, Buehn, and Montenegro 2010 が作成；食料抗議運動のデー
タはニュース報道から；政府の有効性に関するデータは Kaufmann, Kraay, 
and Mastruzzi 2010a から．
注：食料抗議運動は 2007-08 年の食料ないし農業関連の問題にかかわるスト
ライキ，抗議，あるいは暴動と定義される．暴力的な食料抗議は物理的な力
の利用を含んだり，負傷者をもたらしたり，あるいはその両方を含む抗議と
して定義される．

暴力的 非暴力的
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国内外の圧力が経済的ないし政治的な利益の配分に

ついて変更を余儀なくした場合，取り決めの再交渉

が必要となるからである．さらなる考慮としては，

このようなシステムは時間とともに不満の蓄積につ

ながるという点がある．それはおそらく腐敗や圧政

が海外からの非難と国内からの攻撃を招来するから

である．その正しい対策は変化の世界的なペースが

速まり，外からのショックに対する脆弱性が高ま

り，腐敗や圧政に対する耐久力が減少しているなか

で，確かにより重要になっている．

　制度派経済学は制度（公式・非公式なルール）

が，経済的・政治的な主体（個人やグループや企

業）の行動をどのように促進したり制約するかにつ

いて，幅広い理論と証拠を提供している 72．本報

告書は暴力へのインセンティブに対して対応する制

度の役割に関して，次の 3 つの重要な仮説を提示

する：

• 制度的な能力．警察や防衛の能力が高まれば，

その国家は反乱や組織犯罪のグループからの武

力脅威を克服する力をもつことができる．もし

も，ある個人が政治的ないし犯罪的な暴力を考

ボックス 2.10　脆弱性，弱い制度・統治と暴力

　国家の脆弱性を把握するために，世界銀行を初めとす
る国際開発銀行は国別政策制度評価（CPIA）の枠組みな
ど，制度的な弱さにかかわる指標を利用している．CPIA
指標は，不完全ではあるが，重要な国家・社会の制度と
それが実施する政策の質と影響力を測定する試みである．
CPIA で合計 3.2 点以下の低所得国は脆弱というコードが
付されている．政治的・犯罪的な暴力の水準を直接測定
するものは，指標それ自体のなかには何もない．下図が
例証しているのは，システミックなストレスを吸収する
制度的な能力や説明責任を欠いている諸国は暴力を経験
する可能性が高いということと，そこから脱却したり，
その影響を抑制したりする能力が低いということである．
　1990-2008 年に脆弱なままにとどまっていた 17 カ国
のうち 14 カ国は，下図にみるように同期間中に大規模

な内戦を経験したが，2 カ国は小規模な内戦を経験する
にとどまった 70．換言すると，制度的な能力が弱い期間
が長い諸国はほぼすべてが，組織的な政治的暴力を経験
したということである．もちろん，この暴力が今度は開
発を阻害し，さらに制度的な能力を侵食する可能性が高
い（Collier 他 2003 が指摘した「紛争の罠」に類似してい
る）．CPIA には政治や安全にかかわる制度や政策の直接的
な指標は含まれていないものの，CPIA の得点で定義され
る「脆弱性」と大規模な組織的暴力の発生との間には驚
くべき相関関係がある．CPIA は制度的な脆弱性を測定す
ることによって，実質的に組織的暴力の存在ないしリス
クを測定しているといえる 71．

出所：Mata and Ziaja 2009．

脆弱なままの諸国は内戦を経験する可能性が非常に高かった

1977-1989 年に 5 年以上にわたって脆弱で，2009 年まで
脆弱なままであった 17 カ国のうち

1 カ国は脆弱なままであったが紛争はなかった
2 カ国は脆弱なままであり小規模な内戦

（戦死者は年 25 人超）を経験した

14 カ国は脆弱なままであり大規模な内戦
（戦死者は年 1,000 人超）

出所：WDR チームの試算．
注：本報告書を通じて，大規模な内戦は戦死者が年 1,000 人を超える紛争，小規模な内戦は同じく 25 人を超える紛争を含む．脆弱国は CPIA が 3.2 以下．
* 相関関係は p<0.01 で統計的に有意．
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えていて，その国の治安部隊が諜報や威圧の能

力に弱いという知識をもっていれば，その人は

暴力的な選択肢を追求する可能性が大きいであ

ろう．逆に，国の公式制度が地方で正義，教

育，あるいは雇用を提供していない場合，それ

を提供してくれる非国家グループを――たとえ

暴力的なグループであろうと――頼りにしよ

う，という大きなインセンティブを個人がもつ

ようになろう．そこには社会や家族の絆も重要

な国家的な能力になり得る．仮にある個人が国

について何の誇りももっていないなら，あるい

は家族やコミュニティが国法順守に何の価値も

認めていないなら，その人が国家に対して武器

を取ったり，犯罪活動に従事したりするのを制

約する力は小さいであろう．しかし，国家の能

力増大にはリスクを伴う．それは以下の場合で

ある．一部のリーダーがうまく組織された治安

部隊や経済制度から自己の利益に対する脅威を

感じている場合や，市民が分断されて組織化さ

れておらず，経済・司法・治安にかかわるサー

ビスはすべての市民に平等に提供されるべきで

あるとの主張ができない場合は特にそうであ

る．

• 包容性．しかし，政府の能力だけでは十分とは

いえない．本章で述べたストレスの多くは，す

べての民族・宗教・社会グループが国家から平

等なサービスを享受していると感じさせること

に制度が失敗していることに関係している．仮

に個人が属している地理的・民族的・宗教的な

コミュニティが，政治的・経済的な機会（例え

ば，政治的な意思決定，官僚の指名，教育，保

健ケア，社会的保護，インフラへのアクセス，

事業機会など）から疎外されていれば，その人

は反乱や犯罪に訴えることによって失うものは

多くない．説明責任のある包容的な政治的・社

会的・経済的な制度があるなら，さまざまな階

級や民族的・宗教的・地域的なグループの間の

抗争を平和裡に調停することができる．各当事

者は意思決定に十分関与し，要求に耳を傾けて

もらい，権利は保護されていると確実に感じる

ことができる．しかし，分断され組織化されて

いないグループについては人々は包容される可

能性が低い．まさに，そのような分断そのもの

が政治制度による虐待を助長してきた理由でも

あろう．

• 積極的な侵害と制度的な能力．仮にある個人な

いし家族員が拷問を受けたり，恣意的に監禁さ

れたり，あるいは腐敗した役人に食い物にさ

れたりすれば，その人は犯罪あるいは反乱の生

活に入ることによって，負傷やさらなる監禁の

リスクを犯しても失うものはほとんどない可能

性がある．説明責任のある治安部隊や政府機関

は，不満を煽り暴力的な反抗のインセンティブ

を生み出しかねない人権侵害や腐敗を回避する

ことができる．

　暴力をコントロールするのにエリート間協定，威

圧，庇護に依存している社会は，悪循環を反復する

リスクを犯している．戦闘を終結させようというエ

リート間の合意が，国家社会の制度の転換や統治成

果の改善という結果につながらない場合，そもそも

戦闘を引き起こす原因となった同じストレスに対し

て弱いままである．このような状況下では，力の均

衡を変化させるいかなるストレス――リーダーの死

亡，外からの治安上の脅威，経済的・人口動態的な

圧力など――でもいっそう暴力のリスクが高まる．

ある時点でこの暴力は別のエリート間協約を通じて

終結するだろうが，もっと幅広く深い制度的な転換

がなければ，循環は繰り返すだろう（図 2.3）．時

間ととともに悪循環は脱却がますます困難になるだ

ろう．連続的な暴力の勃発がさらに制度を弱体化し

社会資本を破壊するからである．子供たちが犠牲者

ないし暴力の証人として，または，もっと悪いこと

に，子供戦闘員になることを強制されて犯行者とし

て虐待された諸国では，永続的なトラウマと失われ

た人的・社会的資本が将来の社会の進歩にとって障

害となる 73．

　このような社会にとっての挑戦課題は反復的な暴

力の悪循環からの脱却である．歴史的には，大規模

な暴力事件がすべての人間社会の特徴であった．こ

の循環は社会が暴力を調停し統制する集団的な制度

を見出すまで繰り返されることが運命付けられてい

る．この悪循環からの脱却が本報告書の残りの部分

の焦点である．
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図 2.3　暴力・エリート間協定・弱い制度の悪循環と反復的な暴力に対する脆弱性

転換しない
弱い制度

新しい協定 新しいストレス

暴力と脆弱性
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フィーチャー２ ネパール：ストレスと制度と暴力及び正当性

表 1　ネパールの相互に結び付いているストレス
ストレス 対内的 外部的

治安 ・ 治安部隊に対する不信
・ 免責の文化
・ 暴力・トラウマの後遺症
・ 正当な治安部隊の欠如と公然の治安危機

・ タライ地方における国境をまたぐ犯罪
・ 難民

経済 ・ 低所得，失業
・ 電気・食料・燃料の不足
・ 腐敗とゆすり

・ 洪水・その他自然災害
・ 価格ショック

政治 ・ 民族・性差・カースト・地域による疎外
・ 機関における機会へのアクセスや代表にかかわる差別
・ 人権侵害

・ 国内問題への地域的・国際的な関与

出所：Thapa 2010; Sharma 2008; Jha 2010．

　第 2 章では，国内外のストレスは有能で正当な制

度によって迎え撃たないと，組織暴力が発生する可能

性が大きくなると主張した．暴力の性格の変化と直面

したストレスの強度や種類にもかかわらず，ネパール

の制度がもっている脆弱性と疎外性を考えると，表 1

にみるように，紛争の再発リスクに引き続き無防備な

ままである．

政治的なストレスとエリート政治の継続
　封建制度というのは権力と富を非常に少数の人々に

限定することを企図した統治のシステムである．ネ

パールの紛争は同国の封建的な過去と決別して，もっ

と包容的で開放的な社会に移行する戦いに根差して

いる．ネパールは 100 以上の民族グループ，92 の言

語，グループ別の機会や達成度を規定するカースト制

度の故郷となっている．最も虐げられたグループがネ

パールの人口のうちほぼ 70％と大多数を構成してい

る 74．

　ネパールの最近の歴史は同国のエリート層と，自分

たちは国の世襲財産と制度から排除されていると信じ

ているグループ・階級・民族との間の持久戦であると

いうことができよう．ネパールの近代は新たに独立し

たインドが支持した政党の連合によって，独裁的な

ラーナー王朝が打倒されたことをもって 1950 年に始

まった．この措置は憲法の枠組み内においてネパール

君主の権限を回復し，民主政治の時期を招来した．し

かし，議会と宮殿の権限配分については争いがあり，

1960 年にはマヘンドラ国王が議会を解散し，行政の

全権を掌握し，「政党のない」パンチャーヤト（村会）

制度を導入した．ネパールのナショナリズムは支配エ

リート層をモデルにしていた．1 つの宗教（ヒンドゥ

教），1 つの言語（ネパール語），独裁的なパンチャー

ヤト制度が反対を抑制したのである．

　この政治的な解決策は 1990 年まで民主化を求める

圧力にもちこたえた．その年，左派政党と民主政党の

連合がリードし，国際社会によって承認された初めて

の人民運動が，ビレンドラ国王にオープンな国政選挙

を復活し，王権の激減を受け入れることを強制した．

議会政党や左派政党の連合による一連の政府が続いた

が，どれも近代化，公平な経済成長，広範な社会的正

義を公約した．にもかかわらず，この運動を受けて政

権についた政党は世論の信頼を維持することに失敗

し，政党の少数のエリート層を頼りにして新憲法を起

草し，ヒンドゥ教の優越性と引き続き国王の統制下に

入る軍隊を維持したのである（表 2 参照）．

　有意義な変化に対する高い期待が幻滅に変わるな

か，毛沢東派のネパール共産党 75は同国の「社会的・

経済的な転換」を実現するために，1996 年 2 月，人

民戦争を打ち出した．毛沢東派はネパールの政治構

造から長らく取り残され，社会経済的な機会が欠如

していた地方の虐げられていた人々から支持を集め

た．2006 年，毛沢東派の運動は政党と力を合わせて

国王を追放し，「新しいネパール」を創設した．2006

年 11 月に包括的和平合意が調印されると，毛沢東派

と政党は民主的な移行とネパールの伝統的な構造の改

革を公約した．それにもかかわらず，調印後になって
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も，選挙による憲法制定会議はほとんど進展しなかっ

たため，少数派グループはカトマンズのエリート層主

導による政治の継続にますます欲求不満を感じるよう

になった．

　2007 年，ネパールの南部タライ地方一帯に居住す

るマデシ人のグループは，連邦制のネパールを通じた

地域的な自治を要請し始めた．それはこれ以降注目を

集める概念となった．しかし，民族的な連邦制が，国

家の統一性，少数民族の保護，行政機能などに及ぼす

インパクトに関しては疑問が残っている．

治安上のストレスと治安及び司法の制度につい
ての脆弱性
　毛沢東派の運動はネパールで新たな意識を高めた．

しかし，同運動の戦術――威圧，威嚇，ゆすり―はネ

パール社会に深い傷を残した．毛沢東派は地方全体に

わたり，少額裁判所や人民解放軍など国家制度と並行

的な治安・司法の構造を設置した．ネパールの 10 年

間に及ぶ内戦（1996-2006 年）の間に，両サイドが

犯罪や人権侵害への対処に失敗したため，市民は警察，

武装警察，社会で顕著なグループで構成される軍隊に

不信を抱き，その不信は治安部隊の指導層の地位に弱

者グループが代表されていないことで倍加されるよう

になった．ネパールの政治的な既成体制はその戦略的

な立地を考えると，対外関係を非常に精妙に管理しな

ければならなかった．多数の主体，競合する利害や要

求に加えて，ネパールと近隣諸国との間の長い穴だら

けの国境が，複雑さにいっそうの輪をかけている．

　このような背景のなかで，ネパールの不安定性は毛

沢東派の暴動から日和見的な暴力や犯罪に変移して

いった．この無法感は南部タライ地帯で最も鮮明であ

り，政府は 100 以上の暴力グループや犯罪ギャング

を特定している（地図は暴力の震源地が毛沢東派によ

る暴動期における中部山岳地帯から，南部タライ地帯

における犯罪にどのようにシフトしていったかを示し

ている）．

カースト / 民族  1984–85   1988–89   1992–93   1996–97  

バフン・チェトリ   69.3   69.9   80.5   83.1  

ネワール   18.6   18.8   10.7   9.4  

非ネワール・ジャナジャティ a   3.0   1.6   2.5   1.7  

マデシ   8.5   9.0   5.3   5.5  

イスラム   0.6   0.2   0.6   0.2  

ダリト   0   0.5   0.4   0.1  

表 2　ネパールの管理職レベル国家公務員のカースト / 民族グループ別構成（％）

出所 Thapa 2010．
a．ヒンドゥ征服以前の民族グループ分け．
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地図 A　ネパールにおける政治的暴力の震源地シフト

a．暴力事件（1996-99 年） b．暴力事件（2006-07 年）

貧困線以下の生
活をしている人
口の割合（％）

貧困線以下の生
活をしている人
口の割合（％）

ACLED Data,
1996-1999
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2006-2007

中国
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中国

インド

出所：Raleigh 他 2010．
注：ACLED ＝ Armed Conflict Location and Event Database．
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経済的な困窮と疎外
　ネパールは南アジアではアフガニスタンを除き最貧

国にとどまっている．1990 年代半ば，数十年に及ぶ

「開発」の後にもかかわらず，ネパールの人口の 42％

は依然として国際的に確立された絶対的な貧困水準を

下回る暮らしをしていた．しかし，この数字は 2003-

04 年には 31％にまで低下した．その主因は湾岸諸

国，インド，マレーシアで働く若者からの送金にあ

り，それがネパールの最近の力強い GNI 成長（2008

年度 5.3％，09 年度 4.7％）の約半分を占めた．皮肉

なことに，この成長の一部は内戦の暴力からの逃避で

拍車がかかった．

　もっと最近では，政治的な不安定性とゆすりを背景

に，タライ地帯からの投資引き上げやその他の地域に

対する投資家の躊躇が生じている．農村部からの移民

流入とエネルギー需要の増加に見舞われているカトマ

ンズも，頻繁な計画停電があって経済活動が混乱を続

けている．2008 年に政府は停電が 1 日当たり 16 時

間継続するということで，全国的な電力危機を宣言し

なければならなかった 76．

暴力に対する脆弱性継続
　制度の発展と平和構築における若干の進展にもかか

わらず，ネパールは暴力や脆弱性の多種多様な側面に

対して脆弱なままである．第 1 章の表 1.1 では，多

くの脆弱な国家ではいかに多種多様な暴力が併存して

いるかを示した．それをネパールに応用すれば次の通

りである（表 3）．

表 3　ネパールの多種多様な暴力（1960 年 - 現在）

地方ないし国内地域のグ
ループ間暴力

「通常の」政治的な暴力
（国家権力，自治，ある

いは独立を求める抗争）
地方的な犯罪ないしギャ
ング関連の暴力

国境をまたぐ犯罪ないし
暴力を伴う違法取引

国境をまたぐイデオロ
ギー的な関連をもつ地方
の紛争

土地・政治力へのアクセ
スを巡る「抑圧された」
グループ間の紛争

1996-2006 年の人民戦争
（内戦）を下支えしてい

たカースト・民族の疎外

地域主義と 2007 年のタ
ライ運動

パンチャーヤト体制・反
動的な監禁・人権や政治
的権利の拒否に対する密
かな反対

1990 年の人民運動Ⅰ
1996-2006 年の人民戦争
2006 年の人民運動Ⅱ
2006 年後の政党関連の
ゆすりや威嚇（共産青年
同盟の活動）

タライ地帯におけるギャ
ング・ベースのゆすり，
窃 盗， 密 貿 易，2006 年
以降暴力水準の大幅増加

1960 年代以降の人的違
法取引（売春）

1960 年代以降のヘロイ
ン積み替え
2006 年以降の木材違法
貿易・アヘン栽培

1960 年代以降の革命左
派と「毛沢東派」の相互
交流

悪循環を脱却する
　包括和平合意を受けて，広範なベースの憲法制定会

議が創設され，それがネパールの多数の民族・カース

トのグループの間で，政治的・経済的な力をより公平

に配分する新しい解決策の創出に貢献している．この

プロセスはネパールの政体の性格を広げ，同国の歴史

を支配してきた高カーストのエリート層による競争を

超越する重要な試みである．一連の多かれ少なかれ排

他的なエリート間協定から，国家についてもっと浸透

性がある包容的なアプローチに向けた否定できない進

展はあるものの，現在の無法状態を削減し，政治的な

暴力事件を防止するためには，より広範な連合の創

設，国家制度の転換，すべての市民向けに政治・安

全・経済について改善された成果を実現するプロセス

が必要である．

出所：WDR チーム作成．

出所：Thapa 2010; Sharma 2008; Jha 2010．
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国家的・国際的な
対応からの教訓



　本章では各国がどのようにして脆弱性の悪循環を脱却し，特に市民の安全

と正義，及び雇用の分野において，信頼の醸成と制度的な転換の好循環に移

行してくかにについて述べる．本報告書の枠組みは，拡張してくるスパイラ

ルとして提示されている．というのは，そのようなプロセスは当該国が多く

の移行の動的要因を出し入れしながら，時とともに反復するからである．た

とえ当座の優先事項が一組解決されたとしても，他のリスクが出現してきて，

制度的な強靭性を補強するための反復的な措置が必要になる．このプロセス

が終わる点には少なくとも一世代はかかるだろう．このような努力を実施し

ている社会は広範で執拗な不信からの後遺症に直面しており，挑戦課題に取

り組んだり，公共財を提供したりする集団的な措置が極めて困難になってい

る．当該国のために部外者が信頼を回復したり制度を転換したりすることは

できない．なぜならば，そのプロセスは対内的なものであり，各国が牽引し

なければならない．しかし，各国が平和を回復し，地域的・国際的な不安定

性を削減するのを手助けすべく，国際的な主体は外からの支援やインセンティ

ブを提供して，外からのストレスを削減するのを後押しすることができる．
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制度の転換はなぜそれほど困難なのか
　力関係の変化とそれを巡る競争はあらゆる社会の恒常的な特徴である．制度の転換期に

おける激しい社会的な対立に関しては何も異常なところはない．その時，力と富の配分に

も変化が生じるのが普通である．そのような対立は社会の発展のある時点で終わるもので

はない．民間銀行に対するアメリカ政府の支援や保健のケア提供における国家関与の増大

は，ヨーロッパにおける金融危機のインパクトがもたらした公共部門機能に対する最近の

転換と同じく，激しい論争を巻き起こしている．換言すると，変化や転換というのはどん

な場合でも議論を呼ぶし苦痛を伴うものなのである．しかし，一部のグループに一時的な

損失が生じても，国益のためにそういう変化を成就させる社会があるかと思うと，それが

もっと困難な社会もある．

　暴力の影響を受けている国家にとって，制度的な転換が特に困難なのはなぜだろうか？

　20 世紀半ばに戦争から回復した多数の諸国は，ほとんどのヨーロッパ諸国と日本を含

め，自国の制度を速やかに円滑に転換した．しかし，それら諸国には国家制度の発展とい

う長い歴史と高水準の物的・人的な資本があった．また，同諸国が直面していたのは対内

的な暴力ではなく，外との戦争であった．対内的な暴力の影響を受けている現在の中・低

所得国は，次の 3 つの理由からもっと大きな挑戦課題に直面している．第 1 に，変化に

関する最初の合意を打ち出すことが困難である．というのは，エリート層がお互いを信頼

しておらず，ほとんどの人が国家を信頼していないからである．第 2 に，合意を維持す

ることが困難である．というのは，制度的な変更は短期的に暴力のリスクを高めるからで

ある．これは権力ないし経済的利益を失うグループから政治的な反発が生じるためであ

る．第 3 に，各国は孤立して存在しているわけではない．制度的な転換という脆弱な期

間中，各国はその進展を圧倒しかねない外部からの治安上の脅威や経済的ショックに直面

する可能性がある．このような挑戦は物理的・制度的・人的な資本が比較的低い時には克

服が困難となろう．

信頼は低いが期待が高まっているなかでの挑戦
　脆弱な状況下で最初の移行を打ち出すのはむずかしい．信頼が低く，約束を実行する能

力が低いからである 1．暴力の影響を受けている国は，国家と市民の間にある程度安定し

た社会契約の長い歴史を有する国よりも，不信がより一般的である．このためさまざまな

形の協力が困難になる．これにはそもそも暴力を引き起こすストレスに取り組む措置も含

暴力から強靭性へ：
信頼を回復し制度を転換する
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ボックス 3.1　脆弱国家における非現実的な期待は発展にとって障害となる

暴力の影響を受けた諸国における不信の後遺症がもたら
すインパクト
　不信の後遺症があるため，重要な主体が新しい政治的
なシグナルや新しい公共プログラムに期待通りに反応し
ないことがある．アフガニスタンの事例を考えてみよう．
市民はタリバン，政府，NATO のいずれかに味方する，あ
るいはいずれにも味方しないことのリスクを計算する必
要がある．
　このような決定をするに当たって，個々人は他人がど
うするかを考慮しなければならない．彼らの思考プロセ
スは次の通りであろう．「タリバンに関する情報を当局に
提供するという私の決心がもたらす結果は，私の周辺の
他人がどうするかに依存している．もし私の隣人が協力
しなければ，当局はコントロールを失うので，私が当局
を助けるのは気違い沙汰であろう．したがって，私はタ
リバンを支持しているわけではないのに，彼らを助けた
方が身のためだということになる」．麻薬違法取引業者に
関する情報の提供に関しても同じことが当てはまるだろ
う 2．
　すべての制度変更には多くの人々の調整された行動が
必要になる．例えば，戦闘作戦における政府の敗北は 1
回でも，それが広く知られていると，一般大衆による支
持の大規模な喪失につながることがある．1 回限りでも広
く知られた汚職事件があれば，期待や政治的・経済的な
言動について大きな変化を引き起こしかねない．

脆弱国家と非脆弱国家における期待と信頼
　ラテンアメリカとアフリカについての 280 件の調査を
分析すると，脆弱国家と非脆弱国家では市民の信頼に顕
著な違いがあることがわかる．結果が示しているところ
によると，脆弱でもなく紛争にも影響されていない諸国
では，警察・司法制度・議会に対して高水準の信頼があ
る．これは隣人や政府に対する信頼の国別相違を探究し
た最近の研究と整合的である．
　単純に言えば，人々の期待は脆弱国家では将来に関し
てしばしば間違っている．経済的な改善と実際の経済成
長の期待にかかわるデータを使った各国を横断する単純
回帰分析が示唆しているところによると，非脆弱国家で

は，経済が向こう 12 カ月間に取る方向に関する人々の期
待は，実際の結果と有意な相関関係にある 3．しかし，脆
弱国家ではそのような相関関係はない．「経済見通しは向
こう 12 カ月間で改善するか？」という質問に対する回答
は，その後の経済に起こることと何の関係もない．これ
は重要である．なぜならば，経済学や政治学におけるす
べての合理的期待理論――およびそれに連動した政策決
定――は，人々には将来に関して判断を下すためのある
程度情報に基づいた能力がある，ということを前提にし
ているからである．
　脆弱で紛争の影響を受けた諸国における政府制度に対
する信頼が低いということは，前向きな変化を打ち出そ
うとしているリーダーにとっては手強い制約になる．状
況をいっそう複雑にしているのは，国の政策立案者から
の運営上の経験や情報が，第 2 のまったく違ったバージョ
ンの期待問題を強調しているということである．それは
政治的な期待や変化の時期には大衆の期待が過度に膨ら
むということである．政府はこれに繰り返し遭遇してい
る．和平合意の調印やドナー誓約会議は急速な変化が起
こるという情熱・期待の波を生み出す．通常は不可避的
であるが，バブルが破裂すると，政府は信頼性の喪失を
たちまち経験することになるだろう．
　もし政策立案者がこのようなダイナミクスを理解して
いれば，シグナルを期待に沿うような形に工夫すること
によって，変化を求める世論の情熱を自分の方に有利に
活用することができる（第 4 章）．不信が大きい場合に
は，非常に強いシグナル――当然ながら非常に高価なシ
グナル――を送る措置を取らなければならない．いくつ
か実例をあげれば，ブルンジにおけるように，元反乱者
を国軍組織に統合することや，南アフリカにおけるよう
に，かつての敵対者である白人公務員に提示された，「サ
ンセット条項」を通じた長期雇用の保証がある．さらに
は，しばしば第三者を保証人として使って，約束を拘束
力のあるものにする方法を発見しなければならない．

出 所：Braithwaite and Levi 1998; Hoff and Stiglitz 2004a, 2004b, 2008; 
Schelling 1971, 1978; Axelrod 1984; Nunn 2008; Nunn and Wantchekon 近刊．
注：ここで報告した脆弱国と非脆弱国の間における信頼や期待の相違は 5％
水準で統計的に有意である．このような相違は非脆弱性の定義が国別政策制
度評価（CPIA）で 3.2 以上か 3.8 以上かにかかわらず有意であった．
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まれる．事態の進展に関して説得力のある実績がな

く，情報も不足していると，個々人が簡単に抱く期

待はあまりに低いか（変化の肯定的なシグナルに無

反応），あるいはあまりに高いか（非現実的な期待

を抱いて容易に幻滅する）のいずれかになってしま

う（ボックス 3.1 参照）．

　実現する制度的な能力が低いことが信頼をさらに

低下させる．信頼が低い環境下では，真の変化にか

かわる強力なシグナルが必要である．ところが，変

化を実現する能力は統治指標の得点が低いほとんど

の社会では弱い 4．改革が失敗するさらなる理由と

しては，制度に対する「時期尚早な荷重負荷」があ

る．つまりあまりに多くの要求と期待が短期間のう

ちに制度に課される．それが実現できないと，信認

と正当性の喪失が生じる（ボックス 3.2 参照）．

　改革のプロセス自体には短期的な治安上のリスク

があるかもしれない．ある研究が示唆しているとこ

ろによれば，独裁的な支配から民主主義へのシフト

は，内戦リスクの上昇や犯罪的暴力の増加と相関関

係がある 5．サービスの分権化や叛徒や不法取引業

者との戦いなど，あまりに多くの改革をあまりに性

急に取り上げると，反発や信頼の制度的な損失リス

クを犯すことになる．改革が急速すぎると，紛争後

社会の主体にとってはお互いに信頼できる公約をす

るのが困難になる．なぜならば，改革が「力の均

衡」にどう影響するか誰もがわからないためであ

る．選挙は脆弱国ではしばしば「勝者独り占め」の

イベントとしてみられており，敗者から強力な反発

を喚起することがある 6．また，仮に不利だったグ

ループないし地域が改革によってエンパワーされる

と，既存の権力者はその結果として権力を幾分か失

うことになる．経済的な構造改革は経済的なアクセ

ボックス 3.2　時期尚早の荷重負荷

　公的な政策（ないしプログラム）を実施するには，官
吏がある一連の基準に基づいて措置を取るということが
必要になる．例えば，税制の実施には支払うべき金額の
評価にかかわるルールにしたがって，（売上，所得，有税
の輸入品，財産価値などにかかわる）税金を徴収すると
いうことが必要である．調達には規定された手続きにし
たがって入札を評価することが必要で，その後に落札が
続く．官吏の最善の利益と官吏がすべきこととの間に大
きな乖離がある場合，改革のプロセスで時期尚早の荷重
負荷が生じ得る．
　例えば，改訂関税コードの実施に際し，もし関税が非
常に高いと，輸入業者は支払い額を回避（ないし削減）
するために，関税吏に袖の下を提供する可能性が出てく
る．関税が高いほどシステムに対する圧力が大きくなる．
しかし，意図されている使途に基づき免税がある複雑な
関税コードも同じ効果をもたらす．ケニアやパキスタン
では，徴収された関税率は公式関税率が約 60％になるま
では一緒に上昇した（1 対 1 の対応ではないが確かに上
昇した）が，その後は徴収率の上昇が止まっていた．そ
の水準をすぎると，関税率がさらに上昇しても公式率と
徴収率の齟齬が大きくなるだけであった．関税率の上昇
に伴い，輸入業者が関税を回避するために支払う額も増
加し，したがって，関税吏を脱線させる誘惑も大きくな
る．換言すれば，複雑性と曖昧性を受けて輸入業者との
共謀が容易になる．この場合には，低い一律の税金の方

が作り出される組織上のストレスは小さくなるだろう．
　このような同じ配慮は警察から司法，公共財政管理，
教育に至るまで，広範な国家活動に当てはまる．課題ご
とに多種多様な組織面で荷重負荷の圧力や，組織の基準
から逸脱するさまざまな誘因が生み出される．このよう
な圧力が能力を圧倒し，インセンティブが調整されてい
ないとシステムは崩壊する．
　ストレスが個々の構成部分にかかるとシステムは崩壊
することがしばしばである．圧力はパフォーマンスの
非線形的な低下をもたらすことがある．1 人の官吏のパ
フォーマンスが周辺の他の大勢の官吏に依存している多
くの組織の場合，わずかなストレスが全面的な崩壊をも
たらすことがある．一例は，新たに発見された石油の代
金使途について政府の説明責任を高めるために設立され
たチャド大学である．石油収入から政府の資金調達配分
を確保し，評価し，それに関して意見を提供するのに，
地元の市民社会に大きく依存するメカニズムであった．
その方式は市民社会に高い能力がある環境下で，政府の
市民に対する開放性と説明責任の伝統が確立していると
ころではうまく機能する．しかし，ストレスの下では，
市民社会グループは政府の説明責任を問うことができず
にメカニズムは崩壊した．

出所：Pritchett and de Weijer 2010; Kaplan 2008; Lund 2010．
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スと機会のバランスを変化させよう．腐敗防止に向

けた努力は固定化した利益，時には非常に強力な利

益を攻撃する．ここでのポイントはそのような改革

を試みることは誤っているということではない．そ

うではなく，リスクを警戒し，それに応じて改革の

設計を適合させ，国家が約束を実行できるよう確保

すべきなのである 7．

　最近の暴力の歴史でこのジレンマが鮮明になって

いる．治安や法の有効な支配が欠如している社会で

は潜在的な改革者は次のように考える可能性があろ

う．すなわち，改革は自分の生命をリスクにさらす

ため，変化を先送りしたり回避したりする原因に

なることもある．コロンビアにおける 1983-93 年

の「麻薬テロリスト」の時代，カリとメデリン（と

もに都市名）の麻薬カルテルは自分たちに反対して

いるとみられる推定 3,500 人の大統領候補者，政治

家，司法関係者，政府高官などの暗殺を命令した 8．

保護を必要とする人々にとって，暴力の後遺症が国

家の有効性に対する信念を蝕んで，改革に対する支

持を弱めている．暴力を考えている人々にとっては，

免責の可能性が暴力的な手段を喜んで用いるという

ことを後押ししている 9．改革がどのようにして暴

力を喚起するかについての説得力のある例は旧ソ連

における体制移行の経験であり，そこでは国家が広

範な改革を実施するなかで殺人率が急騰した（ボッ

クス 3.3 参照）．

外からのストレスに対して脆弱性からどう挑戦す
るか

　制度が弱い諸国では外からのショックに対して不

釣合いに弱い．深刻な外からのショックはかなり

強靭な制度でさえ圧倒することがある．世界的な

金融危機を抑止するための緊縮措置の結果として，

2010 年にヨーロッパ各地で勃発した社会不安や，

世界の麻薬違法取引にかかわるパターンの変化がも

たらした統治への攻撃をみるとよい．OECD 諸国に

おけるように，制度がしっかり確立していて，ある

程度安定的であれば，外からのショックは吸収でき

るだろうが，それでも改革の計画は影響を受けるだ

ろう．第 2 章では，最近の食料価格危機の時期に，

脆弱な諸国ではそうではない諸国と比較すると，よ

り多くの食料抗議運動と暴力を経験したことを示し

た．同様に，最近の研究が示唆するところによれ

ば，自然災害のインパクトは脆弱国においてはより

顕著である 10．脆弱国は災害の影響に弱いだけで

なく，災害や外からのショックによって制度的な転

換を阻害されることもある．2010 年初めの破壊的

な地震後のハイチでは，有望な分野でそういう事態

がみられた 11．

暴力を脱して強靭性を発展させる
　困難を考えると，各国は一体どのようにして暴力

を脱して制度的な強靭性を達成したのであろうか？

　このような経路は十分に研究されておらず，本報

告書もほんの一部の答えしかもっていない．以下に

示す枠組みでは，脆弱で暴力的な状況と安定的で発

展している環境の間にはいくつかの根本的な相違が

あるということが示唆されている 12．第 1 は，幅

広い制度的な転換に乗り出す前に，集団行動に対す

る信頼を回復する必要性である．第 2 は，市民に安

全 13と正義，及び雇用を提供する制度への転換とい

う優先課題である．第 3 は，外からのストレスを削

減するための地域的・国際的な措置の役割である．

第 4 は，必要とされている外部からの支援の特殊な

性格である（図 3.1）．

　枠組みは暴力に関する「壮大な理論」や，暴力防

止を理解する唯一の方法を示そうと意図したもので

はない．しかし，第 1 章と第 2 章で説明した研究

や各国の経験のレビューに依拠して，行動のため

の有益な組織構造を提示したものである．第 1 に，

長期的にみて暴力と暴力の再発を阻止するためには

どうすべきか，に関する体系的な思考方法を提示し

ている．まさに，各国の改革者や国際機関にとって

最も適切な質問――制度重視を前面に押し出す質問

――は，実際的に，「われわれには暴力を防止する

ために何ができるか？」ということであろう．第 2

に，この枠組みはさまざまな学問分野における暴力

理論と両立する（ボックス 3.4）．第 3 に，危機管

理から安全と正義と経済の面で制度的な転換に動く

という挑戦に焦点を当てることによって，政治と治

安と開発に携わっている機関だけでなく，地方や国

家や国際的な主体の思考を一堂に会することができ

るであろう．

　枠組みが示唆しているところによれば，開発では

総じて重要とされる制度的な転換と良い統治は脆弱
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ボックス 3.3　制度転換が急速な時期には暴力が増加することがある

　1980 年代後半，ソ連ではミハイル・ゴルバチョフによ
るグラスノスチ（情報公開）とペレストロイカ（改革）
のイニシアティブの下で，重要な経済改革が実施された．
その結果として，深刻な失業やそれまで包括的であった
社会福祉体制の事実上の崩壊，多くの公共サービスの急
激な縮小などが生じた．この後，ソ連の独立共和国への

分裂と複数政党制の導入が続いた．この混乱期に付随し
た殺人の増加は，1993 年に人口 10 万人当たり 18 人，
2001 年には再び同 20 人でピークを打った（図を参照）．
改革が成果を上げつつあった 2000 年代になると，社会不
安は後退し殺人も減少し始めたのである．

混乱期における殺人：ソ連の例
ソ連の解体と 1990 年代の急速な改革を受けて，ロシアでは殺人率が上昇した．この現象はロシアだけに固有なものでは
なかった．ほぼすべての旧ソ連の共和国では，1990 年代前半に殺人が増加した．
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　ほとんどの旧ソ連共和国はソ連解体を受けて殺人の急
増を経験した．特に顕著なピークは以下の諸国でみられ
た．エストニア（1994 年に 20 人），グルジア（1993 年
に 17 人），カザフスタン（1996 年に 17 人），タジキス
タン（1993 年に 21 人）．トルクメニスタンとウズベキス

タンを除くすべての諸国で，殺人は 1990-1994 年に増加
した後，減少を示した．ただし，2000 年の平均殺人率は
1990 年の水準を凌駕したままであった．また，2010 年
末時点で殺人率が 1990 年水準を下回ったのはわずか 2-3
カ国にすぎない．

出所：The PRS Group 2010; World Bank 2010n; WDR チームの試算．
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な状況下では作用が異なる．目標はもっと焦点が絞

られており，暴力の反復的な連鎖防止にとって直接

的に重要な制度に転換するということである．制度

的な変化のダイナミクスも異なる．最近の適切な例

は，外部からのストレスと歴史的にみた制度面での

チェック・アンド・バランスの弱さを組み合わせた

ものが引き起こした今回の金融危機であろう．その

ような場合，危機を管理する国家リーダーの能力に

対する信頼を回復するためには例外的な努力が必要

である．過去との本当の決別を意味する行動や，そ

のリーダーの行動を堅持し逆転はあり得ないと証明

することを通じて，その努力を遂行しなければなら

ない．危機の再発を防止するためには，それを引き

起こした制度や統治の基本的な弱さに取り組むべき

協調的行動が必要になるだろう．しかし，各国と国

際的な両方の利害関係者の間における信頼回復がな

ければ，このような改革は不可能であろう．

信頼を回復して制度を転換する
　したがって，枠組みは次のように主張するもので

ある．すなわち，信頼の醸成――政治的な調停や金

融危機で使われる概念で，開発の世界で使われるこ

とは稀である 14――は暴力に直面しているなかで

生じる，より永続的な制度変化への序曲である．な

ぜこれを脆弱性と暴力という挑戦に適用するのか？

　暴力の反復的な連鎖がもたらす信頼の低下は次の

ことを意味するからである．すなわち，政治・金

融・技術の面での支援に貢献する必要がある利害関

係者は，肯定的な成果が可能であると信じられな

い限り協力しない．第 4 章では，脆弱で暴力的な

状況下で重要な利害関係者の信頼を回復する次の 3

つのメカニズムについて，各国レベルの経験を検討

する．

• 協調的で，「十分に包容的な」連合を発展させる

こと．社会のグループの間や国家と社会の間で

信頼が低いという問題を橋渡しするために，わ

れわれは広範囲にわたる利害関係者を巻き込ん

だ連合が，暴力からの脱却に成功した事例で果

たした役割を検討する．それは治安や開発に関

する措置を支持する政府主導の連帯だったの

か，それとも紛争当事者の間で交渉された合意

だったのか？　包容性には強力な政治経済学

的なインセンティブを埋め込むことができる．

リーダーにも利益をもたらし，重要な利害関係

者のグループが支持と資源を提供し，個別の

リーダーや当事者が不人気な決定について全責

任を負わなくてもいいことが確保できるからで
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図 3.1　WDR の枠組み：制度的な強靭性を強化するための行動の反復的な循環
WDR の枠組みは拡大を続けるスパイラルとして提示されている．というのは，このようなプロセスは各国が多種多様
な移行期を通過しながら時間の経過にしたがって反復するからである．一連の目先の優先課題が解決されたとしても，
他のリスクや移行動因が出現して，制度的な強靭性を強化するためには行動の反復的な循環が必要になる．下の矢印は
外部の支援やインセンティブがこの国家主導のプロセスを後押しすることができ，上の矢印は外部のストレスがそれを
どのように脱線させることができるかを例示したものである．

出所：WDR チーム．
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ボックス 3.4　暴力防止に関する WDR の枠組みと理論

　Breaking the Conflict Trap や The Bottom Billion を 著 し た
Paul Collier，Violence and Social Orders を著した Douglass 
North, John Wallis, and Barry Weingast は，紛争・暴力と
開発の間の結び付きについて最も影響力のある理論家に
数えられている．
　North, Wallis, and Weingast は，脆弱国が長期にわたる
制度的な暴力防止に向かって前進するための，3 つの「入
口（玄関口）条件」を説明している．

・ エリート層のために特に財産問題を中心に法の支配を
確保する．

・ 権力の譲渡にかかわる憲法と後継リーダーの拘束につ
いて国家が公約できる能力について，「永久国家」を建
設する．

・ 軍事に対する統制を強化する．

　この枠組みは国家開発ダイナミクスについて洞察力に
溢れた分析を提示しているが，国家，国際援助，国際的
な規範・基準の影響力に対する国際的なストレスに明示
的には取り組んでいない．
　それとは対照的に，Collier の研究は国内の政治的なダ
イナミクスよりも，低所得，腐敗，天然資源のレントな
どに焦点を当てている．彼は外部からの安全保障や資源
採取のための国際基準を明示的に検討している．
　本報告書ではこのような種類の思潮を一堂に会し，こ
れまでの仮説を支持するとともに，さらなる研究のため
に新たな疑問を提起する分析を追加する．制度が暴力防
止にとっては重要であることを確認するために，定量的
なテクニックを利用する．それは制度的な転換がどのよ
うに起こるのかに関する経済学・政治学・社会学などの
研究を一堂に会したものとなる．また，国別事例研究か
ら得られた一部の概念や事例，このような移行にかかわ
る理解を深めるための国別協議が付加されている．
　第 2 章では，長期にわたる暴力防止のために制度の
重要性にかかわる実証分析を提示した．それは Collier, 
Fearon and Laitin や North, Wallis, and Weingast など，制
度を重視している経済学者や政治学者の理論を支持して
いる．興味深いことに，North らが「オープン・アクセス
の秩序」として定義する非常に高度に発展した諸国では
暴力の率が低いだけでなく，制度や良い統治の成果は開
発がもっと低い水準でも重要であることについて，若干
の証拠を初めて提示している．制度は政治的な紛争の防
止はもちろん，犯罪的な暴力や組織犯罪を防止するのに
重要である．

　本章では，不安定性と弱い制度の極端な条件下で適用
できる実際的な教訓に焦点を当てる．それは既存の研究
を次の 3 つの方法で拡張する．

・ 制 度 的 改 革 は な ぜ そ れ ほ ど 困 難 な の か． 本 章 は
Acemoglu and Robinson; Fearson and Laitin; Keefer; 
Weigast 他などといった学者に依拠している．彼らは
移行の初期を研究して，不安定な環境下における制度
改革の政治経済学がなぜそれほど困難で，したがって
それほど多くの改革努力が失敗したのかを説明してい
る．

・ 制度改革を実現するにはどうしたらいいか．本章では
国別事例研究と各国改革者からの情報を使って，本格
的な危機に陥った諸国がどのようにして信頼を回復
し，不安定で正当性・能力・説明責任が弱い諸国が長
期的に，どうやって制度を転換したかを検討する．こ
の研究はもっと広範な制度的転換に前進し，暴力の再
発を防止し，長期的な開発の土台を築く経路にかかわ
る North 他による研究に依拠しているが，非常に不安
定な環境下における移行の初期にも焦点を当てている．
その際，外からのストレスや外部援助がどのようにこ
のプロセスに影響するのかを明示的に検討することに
よって，ほとんどの既存の理論を超越している．

・ 転換には時間がかかり，適切な制度的モデルの採用が
決定的に重要であることを理解する．本章では，20 世
紀後半に最速の転換を遂げた諸国についてさえ，その
ような転換がどの程度の時間を要するかにかかわる実
証的な指標が追加されていて，それを加速化するには
どうしたらいいかを検討する．「制度は暴力防止にとっ
て重要である」という議論に重要な限定も追加されて
いる．すなわち，西洋の制度的モデルへの収斂を意味
するものではないと主張している．暴力の再発を阻止
している社会はみずからの歴史と文脈に基づいた解決
策を策定している．そして，他の諸国から制度を単に
コピーするのではなく，自ら作り出しているか，また
は適合させている．

　本章の残りの部分では，以上の分野の 1 つずつについ
て議論を詳しく説明してある．第 4-9 章では，各国がど
のようにしたら信頼を回復し制度を転換できるか，また
国際支援がどのようにしたらその助けになるかを示す．

出所：Collier 他 2003; Collier 2007; North, Wallis, and Weingast 2009; Fearon 
and Laitin 2003; Acemoglu and Robinson 2006; Keefer 2008．
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ある 15．もし虐待の責任がある当事者が排除

されれば，変化のシグナルとなり，改革のイン

センティブを提供することができる．包容的な

アプローチが長期的な政治経済上の利益をもた

らすこともある．それにより継続的な変化への

圧力を生み出し，国家に対する狭量で執拗なエ

リート支配を回避できるからである．

• 支援を構築するためにシグナルや公約のメカニ

ズムを使う．過去との決別を意味する強力なシ

グナルや，新しい方向が維持されるという利害

関係者を安心させる方法がなければ，変化に向

けた支持の連合を発展させるのは困難であろ

う．リーダーとしては支持を駆り立てるために

は適切なシグナル――さまざまな国で成功して

きたシグナルを検討する――を発見する方法が

必要である．将来の政策発表に対する信頼が低

い場合，リーダーとしては約束を堅持して，政

策の逆転がないということを人々に得心させる

メカニズム――経済学者や政治学者はこれを

「公約メカニズム」と呼んでいる――が必要で

ある．われわれは反復的な暴力連鎖のリスクに

直面しているなかで，有用であった種類の公約

メカニズムを検討する．

• 早期の成果を実現する．政府の政策発表に伴う

期待だけでは，前述した信頼性の問題があるた

め，肯定的な成果が可能であると利害関係者を

納得させるのには不十分かもしれない．重要な

利害関係者グループや広範な市民の優先課題を

反映した分野で，早期の具体的な成果を実現す

ることが非常に重要である．われわれは各国が

早期に信頼醸成にかかわる成果を実現するため

に用いてきたメカニズムを検討する．それには

治安・司法・経済の各分野にわたる成果と，国

家・コミュニティ・民間部門・市民社会を組み

合わせた実現能力の利用が含まれている．

　信頼醸成はそれ自体が目的ではない．狭量なエ

リート間の協約と暴力の再発という悪循環への復帰

を阻止するためには，安全を実現し，政府にいる

人々の権力をチェックするための制度改革が必要で

ある（第 2 章）．そうするためには，ひとりの個人

のリーダーシップがより恒久的で，個人に関係しな

い制度的な能力と説明責任に向けてシフトしなけれ

ばならない．信頼醸成のシグナルと早期成果がもっ

と正当で，説明責任を負う，有能な制度の発展に結

び付いていない限り，当該国は暴力にまったく脆弱

なままにとどまるであろう．第 5 章では，われわ

れは持続的な制度的転換のために次の 2 つのメカ

ニズムを探求する．

• 市民に安全と正義，及び雇用を提供する制度改

革に対して早期の関心を払うこと．治安と開発

の相互関連は人間の安全保障という概念の下で

議論されてきており，恐怖からの自由，欠乏か

らの自由，威厳をもって生きる自由を含む．人

間の安全と繁栄を中心に置くことによって，人

間の安全保障は貧困と暴力の両方とその相互作

用を含む広範な脅威に取り組むものである．本

報告書では人間の安全保障がいかに重要である

かと，それが人々を焦点の中心に置いている点

を強調していることは認めつつも，物理的な暴

力からの自由や暴力の恐怖からの自由に対する

われわれの焦点を鮮明にするために，「市民の

安全」という言葉を頻繁に使っている．人間の

安全保障において，恐怖からの自由という側面

にかかわる議論を補完したい，というのがわれ

われの願いである 16．制度改革の努力につい

ては，すべてに一度に，しかもただちに取り組

むという傾向がみられる．暴力の相関物――安

全と正義と経済のストレス――に直接取り組む

制度改革に成功した早期の努力と，どの改革分

野では比較的漸進的な取り組みが行われたかを

探求する．

• 「最適な」改革のアプローチを利用し脱却する．

上述した変化に対する反発の記録が示すところ

によると，脆弱な状況下における制度改革は技

術的に完璧であるよりも政治的な状況に適合し

ている必要がある．暴力に強靭になった諸国が

どの程度しばしば，柔軟性と革新性――例え

ば，雇用に対する公的支援，選挙によらない協

議メカニズム，サービス提供について官民両部

門による，信条ベースの，伝統的な，コミュニ

ティ構造――を許容する非正統的な「最適な」

改革アプローチを使ったかを探求する（ボック

ス 3.5 参照）．
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海外支援を動員し外部からのストレスに抵抗する
　暴力や脆弱性に対する強靭性の構築は当該国の主

体的なプロセスであるが，外からの支援やインセン

ティブあるいは外からのストレスがその進展ないし

後退に貢献することがある．部外者は信頼を回復し

たり制度を転換したりすることはできない――その

プロセスは国内的なものであり，当該国が主導権を

握らなければならない．しかし，各国が正常さを回

復し，地域的・国際的な不安定性を削減するのを助

けるために，国際的な主体は次のことを提供するこ

とができる：

• 効果的な外部からの支援・インセンティブを提

供する．財政・技術の面で自国の資源だけを用

いて信頼を回復し制度を転換した諸国もなか

にはあるが，ほとんどの諸国は外交・治安・開

発の面で外部からの援助を頼りにしてきてい

る．海外の措置は外部からの公約メカニズムを

通じて信頼を醸成し，政府の正当性を強化する

速やかな成果を実現し，最適な改革オプション

を尊重する柔軟なアプローチで制度改革を支援

し，制度的な進展について現実的な予定表を適

用し，責任ある統治を報奨し，ダメなリーダー

シップを制裁するインセンティブを提供するこ

とによって助けになる．

• 脆弱国家に対する外部からのストレスを減少さ

せる．外部からのストレスの削減には，違法な

麻薬取引，国際的な腐敗，資金洗浄の悪影響を

抑制し，各国を経済ショックに対して保護する

ための措置が含まれる．このような挑戦課題の

なかには個別国家のコントロールを超えるもの

がある．地域的・国際的なイニシアティブの長

所・短所を分析すれば，各国の改革努力が新し

い圧力によって圧倒されることなく，ある一国

における措置の成功が必ずしも問題を近隣諸国

に押しやるものではないことを保証することが

できる．

ボックス3.5　「最適な」改革

　「最適な」（best-fit）改革とはどういう意味であろうか？
　前述した政治的な反発や時期尚早の荷重負荷のリスクが
あることから，安全性が不完全で制度が弱いという条件下
では，「最善慣行」という技術官僚的な改革オプションは
機能しない可能性があろう．安全性・制度的能力・競争的
市場が不完全であるという状況下では，あまり正統的でな
いアプローチの方がうまく機能する可能性がある．ただし，

「次善」という意義があるため，それは管理する必要があ
ろう 17．以下の 5 つの事例を検討してみよう．

・ ある国は政府の樹立と新しい改革の方向性を選挙を通じ
て正当化したいと考えているが，不安定性が領土のほと
んどを依然として覆っていて，大勢の有権者は投票所に
行けず，投票と開票はモニターが不可能である．市民が
真の発言権と説明責任を提供してくれると考えられるな
ら，非選挙による代表メカニズムが短期的には利用でき
るだろうが，中期的にはそれも新たな正当化を必要とす
るだろう．

・ ある国では失業率が 20-30％に達し，犯罪的なギャング
は若年層から新人を採用している．経済は比較優位にあ
る分野でも構造的に過少投資に陥っている．短期的には

公的な補助金による雇用が最適な選択肢かもしれない
が，長期的には民間部門における公式雇用への脱出経路
が必要になるだろう．

・ ある国は経済が回復するためには電力を必要としている
が，叛徒には大規模な発電・分電施設を攻撃する能力が
ある．中規模の発電機はコスト的には高くても，短期的
には最適な選択肢かもしれない．この国は長期的にはよ
り低コストの解決策への出口が必要かもしれない．

・ ある国は教育とインフラ向けに公共支出を実現したいと
思っているが，大規模な常備軍と反乱軍が存在してい
る．短期的には，このような軍隊を統合して，その給与
コストを支払うことが最適な選択肢かもしれないが，長
期的には小規模化し職業化することが必要であろう．

・ ある国には過去の人権侵害を告発されている何万という
人々がいるが，同国の正式な司法制度が処理できるのは
年 200 件に限られる．初期のプロセスでは家族の救済
が充分でなかったため，コミュニティ・ベースのプロセ
スが最適な選択肢かもしれないが，正式な司法制度は依
然として構築する必要があろう．

出所：WDR チーム．
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何度も繰り返し行うこと，しかも多種多様な移行
面において

　暴力が繰り返すのとちょうど同じように，信頼を

醸成し制度を転換する努力も典型的には反復的なス

パイライルにしたがうものである．脆弱性と紛争を

脱却した諸国は，図 3.1 で例示されているように，

しばしば 1 つの決定的な「一か八かの」動きでは

なく，多数の移行行動を通じながらそうしていく．

国家のリーダーは国家に対する信頼を構築し，時間

をかけて制度を転換しなければならなかった．韓国

の治安・政治・経済の分野における移行ではまさに

そうであった．これには戦後社会における規範や統

治を巡る反復的な対内競争が含まれていた 18．し

かし，プロセスを繰り返していると，協調的な規範

や能力が発展したり，成功が好循環で成功を呼んだ

りする余地が生まれてくる．スパイラルの各ループ

について同じ 2 つの局面が反復する．すなわち制

度的な転換を深化し統治の成果を強化する以前に，

肯定的なチャンスが可能だという信頼を構築すると

いうことである．

　脆弱性と暴力の反復的な連鎖からの脱却は，紛争

後の回復に加えて予防的な措置を通じて実現する．

南アフリカの移行は古典的な内戦後の移行ではな

かった．低水準の民事暴力や政治的暴力が存在して

いたなかで，リーダーは自国が全面的な内戦に屈服

する前に防止措置を取った（フィーチャー 3）．こ

れは異例ではない．過去 20 年間に脆弱性を脱却し

た社会の 3 分の 2 は，大規模な内戦なしにそうし

ている 19．現職のリーダーが変化の必要性を認識

して変化が起こる条件を作り出すと，移行の機会が

生まれることがある．2003 年のガーナがまさにそ

れで，北部の 2 つの部族間で継承権を巡る潜在的

な紛争が回避された 20．1990 年にベニンでは大規

模な抗議運動ないし社会的改善運動の際にチャンス

が発生した．大衆運動を受けて全国大会が急遽開催

されることとなり，それが新憲法，複数政党による

選挙から 17 年間に及ぶ独裁政治の終焉につながっ

た 21．アルゼンチンやチリなど独裁政治を脱却し

てきた中所得国では，多種多様な移行を経過すると

いうのが一般的なパターンであった．

　最悪の自然災害でさえ紛争と脆弱性からの脱却に

とって好機になることがある．2004 年に破壊的な

インド洋の津波が発生する直前，インドネシア政府

と自由アチェ運動の間で解決を交渉する動きは始

まったばかりであったが，結果としての人道的な危

機と大規模な再建努力が，両者が生存者の支援とア

チェの再建に取りかかるなかで共通の基盤を作り出

したのである．各国は深刻な暴力の悪循環に長らく

とどまっていることもあるが，重要な関係者が変化

は自分達の利益にも適っているとの認識に至る機会

も多くあるのだ．

あまりに多くを，あまりに性急に期待するな
　時間の経過は，制度のアイデンティティとそれを

支えるべき共有された価値観の発展を許すであろ

う．また，ある制度によるサービス提供の反復的な

成功は大衆の目からみて，内部のモラルを強化する

とともに信頼性を醸成する．時間枠に関して道理の

通った判断をするためには，歴史的な比較基準をも

つことが重要である．1 つのアプローチは現在の高

所得国ないし中所得国が現在の制度水準を達成する

のに，どれくらいの時間がかかったかを質問してみ

ることであろう．しかし，開発が最も進んでいる社

会と最も遅れている社会との比較は無益である．例

えば，1700 年にオランダは 1 人当たりの実質 GDP

が現在の最貧 45 カ国よりも高かった 22．もっと有

益なアプローチは現在の脆弱国の間における制度的

な発展の現在のペースを，もっと最近の「転換国」

のペースと比較してみることでああろう．

　歴史的にみると，最速の転換でも一世代を要して

いる．よく知られている制度の指標，すなわち，法

の支配，腐敗，人権，民主的な統治，官僚の質，治

安部門の監視，弱者に対する公平性など 23，は暴

力のリスク削減と相関関係がある．世界中の脆弱国

家における現在の平均水準から，「十分に良い統治」

の下限にまで到達するのにどれだけ時間がかかった

のであろうか？　その結果は驚くべきである．最

速の 20 カ国でも政治から軍部を追放するのに平均

17 年間，官僚が機能する要素の質を向上するのに

20 年間，腐敗を妥当なコントロール下に置くのに

27 年間を要している（ボックス 3.6）．これは完璧

さではなく，十分さの達成を意味するものである．

また，このような目標は現在の脆弱で暴力の影響を

受けた諸国のほとんどにとって，簡単な基準である

と考えるべきではない．というのは，上記の「最速
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の転換国」は現在の脆弱国よりも，初期条件がしば

しば有利だったからである．ポルトガルと韓国は

20 世紀の制度的な転換に関して最速の部類に属し

ているが，両国とも広範な国家制度の経験という基

盤をもち，識字率が例えば現在のコンゴ民主共和国

やハイチよりも高いところから転換を開始したので

ある 24．

　実績が示すところによると，制度的な転換は時と

ともに速くなっている．現代の転換は以前の世紀で

あれば 100 年以上を要した転換に相当するであろ

う．次の 3 つの国際的なトレンドが転換の迅速化

をもたらした「好スパイラル」を支えている可能性

がある．

• 第 1 に，国家というものは互いに孤立して，

あるいは世界システムから離れて存在している

わけではない．現代の国家は一定の利益を付与

し具体的な行動を要求する国際システムの一部

である．現在，このような行動には，国家間の

安全保障維持を助けること（例えば，他の国家

を威嚇しないことや，「戦争のルール」を順守

することなどによって），国際法を是認するこ

と，条約の義務に服すること，国内において国

際的な規範と整合的な形で行動すること（例え

ば，人権を保護し，腐敗や非憲法的な政府の変

更を回避することによって）が含まれる．世界

的・地域的な規範については第 6 章でもっと

詳しく扱う 25．

• 第 2 に，新しい技術が良い統治に対する需要の

増大を支えている．現在の人々は他人（世界の

向こう側の人々も含む）が考えていることに関

する情報へのアクセスが大幅に容易になってお

り，そのため政府は幅広い大衆の利害を無視す

ることがずっとむずかしくなっている 26．ソ

連時代の最後の出来事に関するビデオはネパー

ルからルーマニアに至るまでの市民運動に対し

て，大衆の抗議運動を通じて達成できることを

示したし，最近の革命は 27モルドバにおける

いわゆるツイッター革命や中東・北アフリカに

おけるソーシャル・メディアの役割など，よ

り新しい個人的な通信技術を活用している 28．

国家は市民の要求を拒否することもあるが，支

払わなければならない代価は抑圧・経済的な停

滞・国際的な孤立などからみて，現在では高く

なる傾向がある．新技術の普及は国際的な原則

の流布や，市民および市民社会組織による政府

パフォーマンスの相互比較を促進している．こ

れと新技術に体現されている組織化能力は，国

ボックス3.6　制度的な転換における最速の発展――現実的なレインジの推定

下表は 20 世紀に最速の改革者が基本的な統治の転換を達成するのに要した時間について，歴史的なレインジを示した
ものである．

「国家の能力」の次元にかかわるシナリオ

指標
次のペースで下限に到達するのに要した年数

最速 20 カ国 下限を超えるのに最速国

官僚の質（0-4 点） 20 12

腐敗（0-6 点） 27 14

政治における軍部（0-6 点） 17 10

政府の有効性 36 13

腐敗のコントロール 27 16

法の支配 41 17

出所：Pritchett and de Weijer 2010．
注：試算は 1985-2009 年の時期に関して 0-4 点の尺度で各国をランク付けした国際国別リスク・ガイドに基づく．「最速 20 カ国」は最速の 20 カ国が下限に到
達するのに要した年数，2 つの目の欄は一番速かった国が下限の得点を達成するのに要した年数を示す．
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家制度に圧力をかける人々の能力に膨大なイン

パクトを及ぼしている（2009 年にイランでみ

られた通りである）29．しかし，コミュニケー

ション経路の拡大は両刃の剣である．例えば，

2008 年初めのケニアでは，2007 年 12 月の接

戦だった選挙後，携帯電話は暴力の奨励とその

拡大の防止という二重の役割を果たした 30．

• 第 3 に，新技術は最も脆弱な状況下でさえ，

サービス提供を改善する可能性も生み出す．国

内外の市民グループ相互間で通信を可能にする

技術は，パフォーマンスとプロセスの正当性を

改善するような制度的転換を政府が加速化する

助けになる．コンゴ民主共和国では，2004 年

以降携帯電話を使って 10 万人を超える元戦闘

員に対して仮払いが実行され，SMS（ショー

ト・メッセージ・サービス）を使って市民調査

が実施されてきている 31．そのようなサービ

スは技術変化が出現する以前であれば，ほとん

どインフラのない広大な領土では高価で非効率

だっただろう．

　統治や制度構築ということになると，タイミング

に関する希望的観測が開発援助に浸透している．そ

の一因は国際的な標準を速やかに満たしたいという

欲求にあり，それは理解できる．人権侵害や粗野な

腐敗はおぞましい．しかし，国家能力を必要とする

目標が設定されてきている．その能力が存在するの

かどうかを考慮しなかったり，あるいは，それは

（財源と「政治的意思」を考えれば）速やかに創出

され得るという前提が置かれたりしている．これは

間違いである．財源と政治的意思（さらに現在の多

数の脆弱国よりも高水準の人的資本）をもっていた

韓国でさえ，このような変化を実現するのに一世代

を要している 32．各国のリーダーシップや国際社

会の典型的な予定表である 3-5 年間で，現在それ

を実現できる国は 1 つもないように思われる（ボッ

クス 3.7）．

多種多様な状況への適合
　信頼を回復し制度を転換するのに必要なプロセス

は，ストレスや制度的な特性の組み合わせが異なる

諸国でも，低・中所得国や国内で地域的な暴力に直

面している高所得国でも，さらには純粋に犯罪的な

源泉の暴力に直面している諸国や，政治紛争・内戦

に直面している諸国でも類似している．しかし，変

化のダイナミクスは似ていても，問題になっている

事例の具体的な特徴に応じて，違った形で枠組みを

適用しなければならない．

　天然資源の国際的な違法取引や海外からの武装グ

ループ侵入に由来するストレスが重要な諸国もあれ

ば，麻薬の違法取引が主要な外からのストレスに

なっている諸国もある．諸グループ間の実際の，あ

るいは主観的な不平等に由来する国内のストレスが

取る形態は，都市部と農村部の分断，民族的・地理

ボックス3.7　楽観論あるいは希望的観測？

　ハイチは 2009 年末現在で，ジャン = ベルトラン・アリ
スティド大統領の排除に伴う 2004 年の危機を受けて，安
全性の回復と統治の改善について大きな進展を遂げてい
た．都市部では安全性が回復していた．警察を含め政府の
制度に対する信頼が高まっていた．基本的な公的財政機能
も機能していた．さらに，相当な人道的およびコミュニ
ティ・サービスや小規模な再建プロジェクトが打ち出され
ていた．
　2010 年に地震がハイチを襲う前，政府は制度的な転換
を推進することについて，国際社会の多種多様な――外
交，平和維持，開発など――関係者と議論を行っていた．
それには次のようなことが盛り込まれていた．農業や繊維
に雇用を創出するのに必要とされる根本的な経済再編，司
法部門におけるより良い基本的な機能を回復するための
最高裁判所と下級裁判所の両方における人員の指名，と
りわけ選挙の頻度を削減するための憲法改正，行政におけ
るいっそうの分権化推進，警察力の速やかな増大，援助資
金の流用を回避するための腐敗防止措置，課税ベースを増
やすための歳入改革，麻薬違法取引業者による輸送パター
ンのカリブ地域へのシフトに対処するための措置などであ
る．このような措置のすべてはハイチで 2 つの選挙が予
定されていた向こう 18 カ月間で実施されることになって
いた．
　2010 年 1 月に同国を襲った悲劇のせいで，このような
改革が完遂されるかどうかはわからなくなった．暴力と制
度との結び付きや，他の諸国における歴史的な国家建設が
確かに示しているところによれば，このような変化はハイ
チの社会を暴力の再発に対してより強靭なものするするで
あろう．しかし，このような水準の変化を 18 カ月で成功
裡に完遂した国はいまだかつてない．

出所：WDR チームによるハイチの政府高官，国連やドナーの代表者，地方の
非政府組織（NGO），コミュニティ・ベース組織の代表者との協議．
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的な分断，あるいは宗教的な分断といったように国

により異なる．経済的なショックや高失業でさえ重

要度は国によって違うだろう．

　このようなストレスに対処する制度的な挑戦課題

もさまざまである（ボックス 3.8）．一部の諸国は

説明責任の弱い国家と市民社会両方における制度の

弱さに取り組まなければならない．しかし，他の諸

国はある程度強固な能力と資源をもっているのに，

国家の正当性に関して挑戦に直面している．という

のは，国家は政治的な代表制，公的資源の管理，人

権の尊重などに関して説明責任を欠いているとみら

れている，あるいは人口のうち大多数を排除してご

くわずかな部分の利害を代表しているとみられてい

るからである．そのような挑戦が全国的で，すべて

の地域が影響を受けている国もあれば，挑戦は抑制

されてはいるが依然として重大な国もある．国内の

一部地域は脆弱性の特性を示しており，暴力が実際

に発生するか，その可能性がある．

　ストレスや制度的な特性も時とともに変化し，新

しいストレスが出現したり，新しい能力が開発され

たりする．加えて，変化の軌道も重要である．事件

が政治・社会・経済の面で重大な変化の機会を提供

する諸国があるかと思うと，最近の悪化傾向が次の

ようなことを意味する諸国もある．すなわち，来る

べき移行動因は状況の悪化を逆転させる機会の出現

を意味するものの，決定的な改善を実現する本当の

機会の出現ではない可能性がある．変化の機会を提

供する移行動因の種類はもちろん国ごとに著しく異

なる．選挙，対外危機，新しい政府の改革案，当該

国の国民意識のなかにある重要な記念日などさまざ

まである．

　したがって，枠組みの差別的な適用が必要不可欠

である．枠組みの適用に当たっては，多種多様な

「十分に包容的な」連合の選択と早期の成果のため

の優先課題，制度的な転換努力の順序，政治的に革

新的な制度の開発などすべては，各国固有の状況に

依存している．同じように，外部からのストレスに

取り組むための外からの支援・インセンティブと国

際的な措置は，各国の状況の特性に適合するよう設

計されている必要がある．本報告書を通じて，次の

質問を提起するのに異なった政治経済の枠組みが使

われる．

• 当該国は暴力の発生ないし再発のリスクを高め

るどのようなストレスに当該国は直面している

のか？　探求すべき分野には以下が含まれる．

海外武装集団や麻薬違法取引網の侵入，天然資

源やその他の違法取引から生じている潜在的な

腐敗圧力，政治・社会・経済面にかかわるグ

ループ間の不平等・緊張，高失業・失業の増加

および所得ショック，元戦闘員・ギャング・メ

ンバーの活動・武器の普及に関連して生じるス

トレスなど．

• どのような制度的な特性が最も重要なのか？　

多種多様な国家や国家以外の機関における能力

か，政治的な代表・腐敗・人権尊重など多種多

様な側面にかかわる説明責任か，それとも民

族・宗教・階級・地理の面で多種多様なグルー

プを包容することか？　このような制度的な特

性は国家主体や国際主体にどのようなリスクを

もたらすのか？

• 信頼醸成や制度転換にとってどの利害関係者グ

ループが決定的に重要か，また，そのようなグ

ループにとって，どのようなシグナル・公約メ

ボックス3.8　状況固有の挑戦と機会のスペクトル

暴力の種類：市民による，犯罪による，国境をまたぐ，国内地域における，イデオロギー的な，あるいはこれらの組み合わせ

移行の機会：漸進的 / 目先に限定 / 変化に向けた重大な余地 重要な利害関係者：国内と海外の利害関係者，国家と非国家
の利害関係者，低所得と中・高所得の利害関係者

重要なストレス：対内と対外のストレス，経済的ストレスと
政治的ストレス，グループ間における低水準と高水準の分断

制度的な挑戦：低能力の制約と高能力，低い説明責任と高い
説明責任，疎外と包容

出所：WDR チーム．
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カニズム・成果が最も重要か？　これには以下

が含まれる可能性があろう．政治主体，治安部

隊のリーダーシップ，排除された市民，企業，

労働者，信条ベースの機関，その他の影響力を

もつ市民社会グループ，近隣諸国の政府・ド

ナー・投資家など外からの主体などの間におけ

る多種多様なグループ．

• どのような種類の移行動因が出現してくるの

か，それはどのような機会を提示してくれるの

か？　これには変化に向けた機会の創造的な評

価だけでなく，このような機会が達成できるこ

ととできないことに関する現実的な評価を含ん

でいる必要がある．例えば，来るべき移行動因

のなかには悪化を逆転させる機会を提供してく

れはするが，暴力に対する長期的な強靭性のた

めに必要な変化のすべての側面を強化してくれ

るわけではないものもあろう．

＊　＊　＊

　制度は重要である．暴力の影響を受けている諸国

については間違いなくそういえる．経済学の文献で

は，制度が経済開発にとって重要であることはよく

知られている 33．徐々に現れてきている計量経済

分析の結果が示唆するところによると，制度が非常

に脆弱な諸国は二重に影響を受ける．制度の欠如が

開発を遅らせる一方，弱い制度はいっそう暴力に弱

く，それ自体が開発を逆転させる．つまりそれら諸

国は罠にはまっているといえる．暴力の悪循環や一

時的なエリート間協約を脱却するために必要な制度

改革は達成が困難である．まさに暴力の脅威が非常

に現実的なまま残っているからである 34．その結

果，信頼を回復し，制度を転換する好スパイラルは

拡大することができない．暴力（暴力の後遺症や暴

力の脅威を含む）は存在しているのに信頼が欠けて

いるため，リーダーは十分に包容的な協定を通じた

信頼醸成や，その公約が信頼されるために早期の成

果に注力しなければならない．

　主体が信頼を形成し，信頼醸成を通じて平和的な

開発に対する公約を確立して初めて，悪循環を脱却

するのに必要な制度的な改革を信頼できる形で遂行

することができる．WDR による枠組みのスパイラ

ルを繰り返し拡張することが重要である．転換は時

間がかかるためである．リーダー，利害関係者，国

際社会は次の点を銘記しておかなければならない．

すなわち，社会は信頼醸成や制度的な改革について

多種多様なサイクルを通過して初めて，「通常の開

発」に必要な暴力に対する強靭性を達成できるので

ある．
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フィーチャー３ コロンビアで治安を回復する

　中所得国のコロンビアが独立してからの 200 年間

のうち，平和を経験したのはわずか 47 年間にすぎな

い．21 世紀を迎えるまで，国土の多くでは国家制度

の欠如が顕著であり，武装集団との休戦や交渉の長い

道のりは単に繰り返されただけで，暴力のインセン

ティブが解消されることはなかった．

　1992 年にカリで始まった DESEPAZ（スペイン語

の開発・安全・平和の頭文字）というプログラムは，

同市を襲った暴力（殺人率は 1983 年の住民 10 万人

当たり 23 人から 92 年には 93 人に上昇していた）

に関する疫学的な研究に基づいていた．暴力の顕著な

削減に貢献したプログラムには，武器コントロールの

多部門調整，取り締まりと司法，教育，住居，レク

レーション活動が含まれていた．

　もっと最近では，メデインも犯罪的暴力水準の激減

を経験した．反乱グループと麻薬カルテルの暴力に直

接影響されている都市として，メデインは 1991 年に

殺人率が 10 万人当たり 381 人に達し，世界で最も

暴力的な都市となった．国と地方の治安政策と社会開

発戦略が相まって，2007 年にはそれが 10 万人当た

り 29 人にまで減少したのである．

　反乱グループとの交渉という真剣な努力が 1990 年

代に始まり，1998 年にはコロンビア革命軍（FARC）

がコントロールする中立地帯が創設された．このよ

うな努力の失敗の多は FARC の責任とされ，それが

FARC を犯罪集団として認定する戦略へのシフトにつ

いて大衆の支持を集めるのに役立った．2002 年以降，

新政権は前政権の FARC と民族解放軍（ELN）との 4

年間にわたる交渉を継続しないことを決定した．その

代わりに，コロンビア全土にわたり国家統制を強化す

ること，違法な麻薬貿易から人々を保護し，それと戦

うことに焦点を置いた．その後，このような目的は政

府の「民主的な治安」政策のなかで正式化された．治

安，民間部門の雇用創出，社会的な連帯感を通じて，

信頼を回復するという統合的なアプローチに基づい

て，新しい政策は「制度化」，あるいは制度の構築と

転換を目指した．

　2002-2008 年の期間にこのアプローチは相当な成

功を収めた．軍隊は 2002 年の約 30 万人から 07 年

には 40 万強にまで増加し 35，国家の存在感が増し

たおかげで，特に農村部を中心に国中で暴力が減少

した．国の殺人率は 10 万人当たり 70 人から 36 人

にまで半減し 36，強制退去をさせられた世帯は 60％

減少し，誘拐は 83％減少した 37．政府機能の透明性

を高めるために，コロンビアは腐敗（-0.44 から 0.24

へ），法の支配（-0.92 から -0.50 へ），政府の有効性

（-0.40 から 0.13 へ），説明責任（-0.50 から -0.26 へ）

などにかかわる指標を改善した 38．暴力の削減は高

い経済成長――2002-2008 年に年率平均 4.9％とそ

れ以前の 7 年間のほぼ 3 倍のテンポ――を維持する

のに役立った 39．しかし，このような治安面での素

晴らしい実績は代価を伴わなかったわけではない．

2008 年には 30 万人以上が新たに退去させられた．

犯罪と不安定性は新たな形態の組織犯罪が登場してく

るなかで，メデインなど一部の都市部では再び上昇し

始めている（殺人率は 2007-2009 年に 10 万人当た

り 33.8 人から 94.5 人に上昇している）40．FARC の

暴動も決定的な終焉を迎えたわけではない．重要な教

訓をいくつか示せば次の通りである．

・ 政府は FARC との交渉を停止する際に，「十分に包

容的な」アプローチを使って，治安の目標に関して

広範な国民的支持を形成した．企業グループとの徹

底的な対話を経て，国内最富裕の納税者に賦課され

る「富裕税」が 2002 年に導入され，それが治安努

力に充当されることになった．社会的ネットワーク

暴力の種類：麻薬違法取引，犯罪・ギャングの暴力，内戦

移行の機会：犯罪の増加と和平協議の失敗を受けた予防的な
措置

重要な利害関係者：政府，武装集団，市民，市民社会，地域
的・国際的なパートナー，犯罪網

重要なストレス：暴力の後遺症，国際的麻薬違法取引・犯罪
網の存在，社会的・経済的な不公平

制度的な挑戦：国内の一部地域における国家制度の欠如，能
力・包容性・説明責任の挑戦課題にかかわる遺産
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のキャンペーンが誘拐，後には FARC の暴力利用に

反対して展開された．

・ 早期に信頼を醸成する仕組みが決定的に重要であっ

た．政府は幹線道路網を保護するために軍事資源を

活用した．大勢のコロンビア人が主要都市間を安全

に旅行できるように，政府は長年で初めて民間の自

動車隊列を護送した．移動性は著増した．料金所

を通過する自動車の数は 2003 年の約 6 万台から，

2009 年の 15 万台に増加した．

・ 政治・治安・経済開発にかかわる措置を組み合わせ

ることがこのアプローチにとって重要であった．政

府は大統領直属の国家機関を創設して，最も安全で

ない地域で軍事・警察・文民の開発努力を調整し

た．統合措置調整センター（CCAI）の多部門チー

ムは同じオフィスで作業を行って，自分たちの行動

の指針となる共同プランを策定した．共通の概念―

―国家が不在だった地域に「民主的な治安」と「制

度性」の復活――は，軍人と文民の間の協働にとっ

ては重要であった．

　WDR 協議では 2 つの大きな挑戦の推進が強調され

た．第 1 は，信頼と治安の回復にかかわる成功を長

期的な制度転換とマッチさせることである．国民意識

調査によれば，国家に対する全般的な信頼に加えて，

安全性の状況と教育サービスの提供の両方に対する信

頼の急上昇が示された（図 a 参照）．しかし，アムネ

スティ・インターナショナルは 2008 年にコロンビア

について最低の格付けを付与し，フリーダム・ハウス

は 2002-2008 年について（7 点満点で）4 点の格付

けを維持していた．
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公共サービスと安全性に関しては大衆の信頼が劇的に改善した

教育サービス提供
における改善

安全性の受け止め方の
改善

国家制度に対する
信頼増大

保健サービス提供
における改善

政府の透明性・
説明責任改善

出所：2010 年初めに実施された代表的な調査結果にかかわる Bøås, Titnes, and Flatø 2010 に基づく WDR チームの試算．

　第 2 の挑戦は治安・司法の制度に関係している．

司法制度は独立性を維持して，軍事，警察と同じペー

スでは改革されておらず，取り締まりの有効化に伴う

取り扱い件数の増加と歩調をそろえるのが困難になっ

ていた．免責の文化が持続していたため，治安部門の

改革における進展を脅かした．国家制度もいわゆる擬

陽性の死に関連して信頼性の試練に直面した．無実の

貧しい若い男性が殺害され，軍事作戦で殺害された叛

徒として誤って描かれている証拠を再検討する捜査や

訴追が継続している．

もっと大きな麻薬カルテルの攻撃に関するコロンビ

アの成功も，近隣諸国に意図せぬ影響をもたらした．

コカ栽培地域がボリビアとペルーでは増加したので

ある．これが生産性の上昇と相まって，南アメリカ

の潜在的なコカイン生産は 2008 年には 865 トンと，

2002 年の 800 トンから増加した．

出所：Arboleda 2010; UNODC 2010b; World Bank 2010n; Guerrero 1999; Centro 
de Coordinación de Acción Integral 2010; WDR チームによるコロンビアにおけ
る政府高官，市民社会代表者，治安要員との協議 , 2010；WDR チームによるア
ルバロ・ウリベ元大統領との面談 , 2010；WDR チームの試算．
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諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

ボックス3.9　南アフリカの移行からの教訓：信頼を回復し制度を転換する

Mac Maharaj, Sydney Mufamadi, Roelf Meyer, Leon Wessels, Fanie van der 
Merwe, Jayendra Naidoo との議論に基づく．

　2010 年 5 月に，『世界開発報告 2011』の一環として，
私はアフリカ民族会議（ANC）連合や国民党の重要な交渉
者との議論に参加した．そこでわれわれは 1994 年の民主
主義への政治的な移行から学ぶことができた教訓を振り
返った．われわれはみな次のことに同意した．すなわち，
政治的な移行が成功するための必須条件は強力な国民の主
体性でなければならず，それを下支えする平和プロセスは
地方レベルで定着し，地方コミュニティに利益をもたらす
平和の配当を実現しなければならない．以下は私が南アフ
リカの経験から抽出したポイントである．
　1994 年には議論をシフトするために主役から努力を要
求した移行点は数多くあり，たった１つの移行「動因」で
はなかった．これには次が含まれる．市民の抗議運動やス
トライキ，黒人労働者組合の合法化，1980 年代後半にお
ける秘密裡の接触の開始，1990 年 2 月におけるネルソン・
マデラの釈放と ANC を筆頭とする政党の解禁，1991 年の
国民和平協定，1992 年の民主南アフリカ会議（CODESA），
1993-1994 年の暫定執行評議会と同関連機関，1993-1994
年の復興開発プログラム，1996 年の成長・雇用・再分配
プログラム，ようやく 2000 年に絶頂に達した地方政府の
民主的な移行，である．

信頼を回復する
　南アフリカの 1990 年代前半における移行措置の前には，
それよりずっと長期にわたる以下のようなメンタリティの
変化があった．それはプロセスに信頼性をもたらした主唱
者の間におけるパラダイム・シフトであったといえる：

・ アフリカ民族会議（ANC）連合の側では，これにはより
広範で，より包容的なアプローチと，国民党や白人向け
にインセンティブを確保する必要性の認識が含まれてい
た．

・ 国民党の側では，これには団体の権利や少数派の保護に
よる思考から，個人の権利や多数派支配による思考への
シフトが含まれていた．

・ 不可逆的と思われる特定のシグナル（とりわけネルソ
ン・マンデラの無条件釈放や ANC の武装闘争停止）が，
当事者間で信頼を維持するのに決定的に重要であった．

・ 両サイドのリーダーは，特にクリス・ハニ（南ア共産党
書記長）の政治的な暗殺など甚大な危機の時期に，自分

たちの選挙区の狭量な利害によって足を取られるのを回
避すべく，素早く行動しなければならなかった．

　1994 年の選挙後，早期成果を 2 つ 3 つ実現することが
（母子の保健ケアや水供給の改善におけるコミュニティ構

造の利用を含む），われわれの新政府に対する信頼をつな
ぎ止めておくのに重要であった．

制度を転換する
非正統的で現地に適合させた改革．参加者は次のことに合
意した．南アフリカの移行に関する世界の報道のほとんど
は，用いられる制度の具体的な組織形態にかかわるもので
あった（例えば，真実和解委員会，全国平和委員会など）．
各国は政治的なプロセスに関して全面的な主体性をもとう
とするならば，独自の制度的な形態を設計する必要がある
ということをベースに，実際にも（上述したものも含め）
基本的な原則やアプローチを検討する方がより有益かもし
れない． 

優先課題の決定と順番にかかわる挑戦．南アフリカの成功
した移行から抽出されるいくつかの重要な原則に加えて，
参加者は過ちや見過ごした機会についても考えてみた．他
の諸国がこのような経験を検討する場合には，それが役立
つ可能性がある．次の 4 つの要素が特に重要であると強調
された．

・ 1994 年までの議論では行政サービスを通じて提供する
という準備がほとんどなされていなかった．その結果と
して後に浮上してきた問題には，州の創設や地方政府の
サービス提供にかかわる責任の定義についての準備不足
が含まれる．州の数を増やしたり，新しい制度を導入し
たりするのに伴って，能力の制約が発生することを予期
しておくべきである．

・ 若年層向けの雇用創出や犯罪的な暴力のリスクに対する
関心があまりにも低いということは次のことを意味し
た．成人としてアパルトヘイト闘争を生きてきていない
新しい世代が，新しい民主的な国家のなかで大きな利害
――および経済的機会――を確実に提供されていなけれ
ばならないという重要な必要性に，われわれが本格的に
取り組んでいなかった．

・ 復興開発プログラムの野心的な目標，それを負担するマ
クロの財政の枠組み，それを実施するための制度的な能

ジェイ・ナイドゥ，栄養向上のためのグルーバル同盟議長；南アフリカ労働組合会議の元書記長；南アフリカの元復興開
発大臣；南部アフリカ開発銀行の元総裁；WDR 諮問委員会メンバー
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力の間のミスマッチを管理する社会的コンセンサスのタ
イミングと維持に関してトレードオフの必要性があっ
た．

・ 1994 年が民主化と和解のプロセスの絶頂であったとい
う前提が多すぎた．比較して，憲法国家への転換が意味

することや，民主化や説明責任だけでなく提供について
理解を深めるのに際して，市民社会の継続的な役割に対
する関心が少なかった．また，人種差別，不平等，社会
的疎外に関して，より深い，より徹底的な論議を継続す
ることが必要であった．





　第 4 章では連繋と早期の成果を通じた信頼醸成に関する各国の教訓を分析

する．暴力の瀬戸際から後退したほとんどの国家は，自分たちの状況に適し

たさまざまな形態を取りながら，行動のために「十分に包容的な」連繋関係

を形成してきている．そのような連繋を形成するに当たってリーダーは，新

しい政策は過去とは異なったもので，それはそこから逆転することはない，

というシグナルを発することによって信頼を形成する措置を取ってきた．彼

らはより広範な制度的な転換への前奏曲として，2 つ 3 つの具体的な成果を達

成することによって信頼を醸成した．さらに，早期の信頼醸成の措置に成功

した国家はさまざまな政策手段の実際的な混合を通じて，また，国家以外の

能力――市民と国際的主体の両方――を頼りにすることによって，成功して

きていることが多い．
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各国の改革者から教訓を引き出す
　変化に向けた集団的な能力に対する利害関係者や市民の信頼を回復するためのリーダー

シップのある行動が，暴力の瀬戸際から決別する重要な最初のステップである．第 2-3 章

でみたように，暴力に対処する国家制度に対して人々や利害関係者がもっている信頼は，

不安定性が高まっていたり，紛争の連鎖という後遺症が続いていたりすると，動揺をきた

すようになる．暴力の影響を受けた諸国で信頼を回復する有効な方法についての知識は限

定的である．そこで，本章では，政策や学問の世界で探求されたアイディアを，WDR の

背景論文や各国との協議からの教訓――それには自国を瀬戸際から引き離す努力に関与し

てきた各国改革者の意見を含む――を引き出しながら拡張してみたい 1．

　各国の事例を研究すると，瀬戸際から離れるには多種多様な道があることがわかるが，

次の 2 つの共通する要素も指摘されている．第 1 の教訓は，十分に包容的な連合を形成

し，変化に向けた支持を動員することができるシグナルや公約メカニズムを特定しておく

ことの重要性である 2．第 2 に，各国改革者は市民の安全と正義，及び経済展望に関して

信頼を醸成するために，現場での成果を実現している．両方の要素について，成功した移

行では政府を超越した補完的な能力が抜け目なく活用されている．民間部門，伝統的な制

度，非政府組織（NGO）などから力を借りているのである．本章では何が連合を「十分

に包容的に」するのか，先行きの制度的転換に向けた弾みを達成する助けになる，シグナ

ルや，公約のメカニズム，及び早期の成果などを検討する 3．

　暴力を脱却するこのような経路を分析した文献は多数ある．Stedman and Nilsson の指

摘によれば，暴力を終わらせる協定は必ずしも包括的である必要はない．たとえ最初は

最低限度の包容性しかなくても平和を促進することができる 4．Fearon, Keefer, Azam and 

Mesnard はなぜ一部の紛争は不信のゆえに解決がより困難であり，このような問題を解

決するために公約のメカニズム（すなわち約束を逆転させるのは困難であることを確保す

る方法）をどのように設計したらいいかを検討している．その例には，和平合意，権力の

分担取り決め，治安部門の改革などが含まれる 5．

　社会は現場の状況に適するように，これらや他の公約メカニズムを活用する．このよう

なメカニズムの形態よりも重要なのは，多種多様な移行のコースにわたって変化する条件

に対する適合性である．本章で探求する教訓は実際的な各国事例や各国横断的な教訓を通

じたこのような研究に依拠している．

信頼を回復する：瀬戸際から決別する
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十分に包容的な連繋
　本節では変化に向けた「十分に包容的な」協定の

構築にかかわる各国の経験，国家・地域・地方のレ

ベルにおける連繋形成についての多種多様なアプ

ローチ，何が「十分に包容的か」に関して浮上して

きている指針となる原則を検討する．目先の行動と

変化に向けて支持を集めている将来的な政策に関す

るシグナルの種類も検討する．

十分に包容的とはどの程度包容的なのか？
　移行期間中における各国リーダーの行動は暴力防

止にとって決定的なものになり得る．次の 2 つの対

照的な事例がこの点を例証している．ケニアでは，

2007 年に選挙関連暴力の警告を受けて，ケニアの

団体や海外数カ国の政府は平和委員会やその他の形

の調停や暴力防止にかかわる支援を申し出た．多く

の政治的な党派の領袖はそれを拒否した 6．選挙結

果の発表を受けた暴力は約 1,000 人の死者，30 万

人の退出者につながったものと推定されている．こ

れとは対照的に，ガーナでは北部ダゴンバ族のなか

でライバル同士が継承権を巡って深刻な紛争を引き

起こす懸念があったが，政府が 2003 年に決定的な

措置を取ってこれを抑圧した．敵対グループどうし

の間で妥協を見出すという国家的な努力が失敗した

ため，政府は信頼醸成のための介入策の設計につい

て国連の援助を要請した．それには政府と市民社会

の対話や交渉を促進することが含まれていた 7．こ

の措置が暴力の潜在性を弱め，同国は 2004 年の選

挙にとって有害な大規模な紛争を回避することがで

きた．

　リーダーシップというのは共有されている場合と

個人によって独占されている場合の両方がある．マ

リのアマドゥ・トゥマニ・トゥーレ将軍の事例がそ

うであった．彼はトゥアレグ族の反乱には異なった

対応をすることに前向きで，民主的な解決策という

持続的な伝統を打ち出した 8．南アフリカはネルソ

ン・マンデラ大統領の優れた個人的なリーダーシッ

プと，数十年間にわたる抵抗運動のなかでアフリカ

民族会議，共産党，統一民主戦線の間に発展した集

団的なリーダーシップの深さの両方から利益を享受

した．

　リーダーが変化に向けた連繋関係を形成している

場合，移行の機会やより決定的な措置につながって

いる 9．十分に包容的なアプローチというのは，北

アイルランドにおける民主統一党とシンフェーン党

の政府のように，正式な権力分担の取り決めになる

可能性があろう 10．最も頻繁には，以下でみるコ

ロンビアや東ティモールのアプローチのように，連

合は非公式である．政治的紛争や内戦といった状況

における連繋構築にかかわる成功した事例や挑戦課

題には以下が含まれる：

• 暴力の再発を防止するには排他的ではなく包容

的なアプローチが重要なことがある．東ティ

モールのリーダーシップは復興を後押しするた

めに，2007 年に他の政党や企業家に助けを求

めた．これには独立的な人物や政府を構成する

他の政党の人物も含まれ，地元企業の関与も歓

迎された．このアプローチは 2002 年の独立か

ら２006 年の暴力再発までの時期に取られた

ものとは対照的であった．以前には与党はプロ

グラムへの支持を形成するために，市民社会，

教会，他の国内主体とほとんど関係をもとうと

しなかった 11．

• 状況によっては，変化に向けた国家的・地方的

な支持の同時的な形成に，具体的な焦点を当て

ることが重要な場合もある．長くて高価な内戦

を経験していたインドネシアのアチェ州では，

自由アチェ運動（GAM）――反乱グループ―

―，地方やジャカルタからのリーダーシップや

政府指導者を巻き込んだ慎重な調停プロセスの

おかげで，2005 年には国際的な介入に加えて，

広範な利害関係者の支持を動員した和平合意を

確保することができた（フィーチャー 4）．

• 包容性の戦略は時間とともに変わることがあ

る．シエラレオネでは，1999 年のロメ合意に

当初含められていた革命統一戦線（RUF）は，

状況の変化と反復的な違反を受けて，その後

2000 年には排除された．当初の取り決めは

成功しなかったわけであるが，これは RUF の

リーダーに停戦を奨励するためには必要な措置

であった．また，取り決めが崩壊した際，リー

ダーを首都に滞在させていたことが RUF の活

動をモニターするのに役立った 12．

• 逆に，スーダンでは 2000 年から 2005 年にわ

たる和平協議は南北両サイドの少数のリーダー
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の間で行われた．南北とも引き続き内部分裂に

直面していて，2005 年 1 月に和平合意が調印

され連繋が拡大されても管理されなかった 13．

　十分に包容的な連繋の形成は，以下の事例が証明

しているように，紛争後の政治的移行の成功にとっ

ても重要である．

• 1990 年以降のチリにおける政治的な移行は，

「民主政党連合」を構成する 5 つの政党の間で

政策の合意に達する高度に制度化された政治的

メカニズム，労働や市民社会へのアウトリー

チ，責任ある経済運営が新しい方向性の一環で

あるという産業界に対する明確なシグナルを含

んでいた．チリでは，インドネシアなど他の中

所得国の政治的移行と同じく，治安・司法面で

の改革を遂行するために，変化に向けて軍部の

支持を維持するという微妙なバランスを取るア

プローチが使われた 14．

• 南アフリカでは，1994 年の選挙に至る準備段

階での十分に包容的な連繋形成は，自国の将来

に関する議論にすべての政党や市民社会を巻き

込むということを意味した．ただし，アフリカ

民族会議（ANC）は階層制を維持しており，他

の ANC 同盟や民主戦線の間における意思決定

をリードしていた．

• コロンビア政府は民主的な治安政策を支えるた

めに，2003 年に軍部，公務員，産業団体，市

民社会の主体を動員した．このプロセスから

コロンビア革命軍（FARC）は排除されていた．

1990 年代後半から 2002 年にまで及んだ和平

協議の規定に違反したことから，誘拐と暴力に

対して行動を起こすようにという全国的な要求

が高まったためである．政府の広報とアウト

リーチのおかげで，軍事・警察にかかわる困難

な措置や公務員制度の改革に対する大衆の信頼

が高まった 15．

• 新憲法を起草するために創設された国民協議会

（CA）は，ガーナでは複数政党による民主主義

への移行期に十分に包容的な連合を形成する

プロセスの基礎となった．260 名の国民協議

会は郡部・都市部の議会の代表者 117 名，さ

まざまな「確立した団体」（すなわち，企業グ

ループ）や協会の代表者 121 名，政府による

指名者 22 名で構成されていた．多数の反対同

調者を含む協議会は独立性を示して憲法を起草

し，それは国民投票で承認され，秩序立った非

暴力的な移行のお膳立てをした 16．

　交渉による平和的解決，軍事的勝利，政治危機な

どさまざまな状況下で，リーダーは包容性に関して

肯定的なシグナルを送るために，しばしば基盤の広

い政府を活用してきているが，これは決して簡単な

ことではない．暴力に影響されていない途上国にお

ける内閣は，効率性が主たる懸念事項であり，どの

政権でも指名者数は総じて 15-20 名のレインジ内

にある．しかし，効率性よりも安定性が構成を牽引

する場合，内閣はケニアやジンバブエにおけるよう

に，往々にしてもっと大きくなる 17．

　暴力に拍車をかけるストレスは国家的なダイナミ

クスだけでなく，地域や地方のダイナミクスに根差

していて，地方における連繋が暴力防止にとって決

定的に重要なこともある．アチェにおける中央政

府と州政府の間の結び付き（フィーチャー 4 参照）

は，前述のガーナにおける紛争防止アプローチやシ

ンガポールにおける地方行政の不偏性に対する関心

と同じく 1 つの例といえる（ボックス 4.1）．各国

の教訓からは地方における連合形成を支持し，国

家と地方レベルの市民との関係を強化するために，

次の 2 つの開発メカニズムが提示されている．第

1 は，（コミュニティ主導型開発（CDD）を通じて）

開発活動を遂行するために政府がコミュニティに直

接財源を供与する．第 2 は，コミュニティは必ず

しも資金をコントロールしてはいないが，他の人

（地方政府，非政府組織，国際的パートナーなど）

がコミュニティのために遂行している行動に関して

積極的なパートナーになっている．

　地方レベルで連繋を形成する――暴力と戦うため

に国家がコミュニティ・リーダーと協働している―

―のは，政治的な暴力だけでなく犯罪的な暴力への

対応策の重要な一環にもなり得る．ラテンアメリカ

全体を通じて，地方のコミュニティ・リーダーと協

働し，治安と開発のイニシアティブを組み合わせた

アプローチが，古い，治安だけの「鉄拳」アプロー

チに取って代わっている．高所得国でも同じような

アプローチが使われている．イギリスやフランスで
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諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

ボックス4.1　「すべての政治は地方から」

　努力が成功するためには地方レベルで始まらなければな
らない．地方の結果が強調されていないと，市民はより良
い生活を提供する政府の能力に対して信頼を失う．地方コ
ミュニティで治安を回復し，信頼を醸成し，雇用を創出
し，サービスを提供するための措置が，国家的な進展の基
礎を築く．大都市で成果を上げるだけでは十分ではない．
民族的・宗教的な紛争の場合，不安定性が相乗作用し合っ

ているため，癒しと回復のプロセスが起こる以前に，地方
自治体はすべてのグループによって公正で不偏であるとみ
られることが絶対に必須である．それが 1960 年代に人種
的な暴動が発生した際のシンガポールの経験であった．信
頼されているリーダーなら決定的な違いをもたらすことが
できる．

ジョージ・ヨー , シンガポール外務大臣；WDR 諮問委員会メンバー

は麻薬違法取引，ロサンゼルスではギャング活動と

戦うために，コミュニティ警備から地方で連合を形

成することにシフトしている（ボックス 4.2 参照）．

　民間部門も国が暴力に対処し，それから回復する

のに決定的に重要である．短期的には暴力からの回

復は対外援助や天然資源収入によって支えることが

できるが，長期的な開発への道は健全な民間部門に

依存している．民間部門の活動はルール・ベースの

競争がもとになっていて，民族別・宗教別の区分け

を超越しているのが普通である．暴力があると，消

費者・生産者・貿易業者・政策立案者の時間的な視

野が狭くなる．民間部門に対するアウトリーチは長

期というものの概念を形成するのに役立ち，それが

企画，将来に対する投資，持続的な成長にとっての

決定に重要である 18．コロンビア，チリ，東ティ

モールに関する上記の事例では，民間部門に手を差

し伸べることが連繋形成の極めて重要な一部分で

あった 19．

　統治し変化を実現するリーダーの能力は，市民社

会や非公式な制度・主体のネットワークにも依存し

ており，国家と非公式制度との間の相互作用は暴力

で荒廃した社会では一層の重要さを帯びている 20．

多くの政府イニシアティブが暴力を抑制ないし停止

するのに役立ってきている 21．十分に包容的な連繋

に市民社会，非公式で伝統的な機関を含めれば，幅

広い社会的な正当性を獲得し，市民の安全と正義，

及び雇用が社会のあらゆる部分に届くことを確実に

するのに役立つだろう．暴力に影響されたコミュニ

ティに対する国家のリーチと信頼が低い場合，コ

ミュニティの構造，伝統的な構造，市民社会の構造

も，早期の成果を実現するためには極めて重要な

パートナーになり得る．政府は非国家的能力に依拠

することによって，公共財を提供し，国家と社会の

他の部分との間の包容的なパートナーシップについ

て，シグナルを出す能力を「引き伸ばす」ことがで

きる．

　非公式な庇護のネットワークも多くの脆弱な状況

下では，暴力を防止する試みの影響を左右する．こ

のようなネットワークは暴力に対する強靭性を長期

的に開発するのに，必要とされる制度的な変化の足

を引っ張ることがあるが，短期的にはそれに代わる

ものがほとんどない．各国の教訓は次のようなこと

を示唆している．当初の連繋の形成に向けた取り組

みの信頼性――腐敗していることが知られている個

人やグループの関与はそれにとって有害である――

と，制度的な強さが構築されるのに伴って長期的に

は庇護のシステムを解体する必要性との間でバラン

スをとることが必要である．第 5 章では脆弱な状

況下で腐敗防止に向けた努力の順序に関する教訓を

検討する．

　政治改革に女性が参加すれば，より幅広い市民の

グループに奉仕すべく当初の連合を拡張するのに有

益であろう．チャールズ・テーラーが率いるリベリ

ア政府と反乱グループの和平交渉が 2003 年に進展

中だった際，「リベリア女性による平和のために大

衆行動運動」はリベリアとガーナで何千人という

支持者を動員した．両国では協議が行われていた

が，代表者が会議室にバリケードで閉じ込められた

ため，国際的な調停者が大急ぎで期限を設定し合意

を確保した 23．パプアニューギニアのブーゲンビ
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ル州では，女性代表者がブーゲンビル革命軍と終戦

の協議をし，平和地域を創設するイニシアティブを

握り，和平協議を開催・推進した 24．新スーダン

教会評議会に属する南部スーダンの女性が 1999 年

にウンリットで部族サミットを開催して，ディンカ

族とヌエル族の戦争行為を終らせた．ウンリット盟

約は紛争の重要なポイントであった水・漁業・牧草

地にかかわる権利に関して，それを共有するという

形の合意に結実させたものである 25．ラテンアメ

リカでは女性グループが人権侵害に対して活動的で

あった．最も著名なのは「広場の母たち」である．

これは汚い戦争（1976-83 年）として知られてい

る時期に，「姿を消した」子供たちの居場所に関す

る情報をアルゼンチン政府から求めて 26，1977 年

に非暴力的な示唆運動を始めた母親たちのグループ

である．

　暴力との決別に成功するために必須であるにもか

かわらずしばしば過小評価されている要素は，世論

の理解と支持を形成すべく政府が積極的なコミュニ

ケーションを図ることである．成功した連繋という

のは通常は，どうにか「物語を支配」している．す

なわち，止むに止まれぬ希望のビジョンを明確に

し，共有しているアイデンティティの感覚を発展さ

せ，広範な大衆の支持を生み出し，ビジョンがたと

え支持者に若干の短期的な犠牲をもたらしたとして

も市民を動員するということである．個人であろう

と集団であろうとリーダーシップの成功に共通して

いるのは，市民やエリート層に期待を再定義して，

彼らを否定的な評価基準系を超越して動かし，不和

に関して国家が当面と長期の原因に取り組むことが

できるような形で，公的政策や制度を転換する能力

である．

　実現した進展やこれからの挑戦課題に関して信頼

できる情報をもっていない市民は，目に見える改善

の欠如の原因を政治的意思の欠如に求める可能性が

高く，自分たちが信じた，あるいは選挙した人々に

対する信頼を失う――さらには背を向ける――こと

がある 27．包容的な公開対話のためには能力と資

源が必要になる．国家機関や市民社会だけでなく，

公的な説明責任を確保するのに重要な役割を果た

し，市民の声として機能することができるメディア

も能力と資源をもっていなければならない．経験の

ボックス 4.2　ロサンゼルスにおけるギャング関連の殺人

　ロサンゼルスでは，ギャングや麻薬に関連した暴力が犯
罪のなかで大きな割合を占めており（殺人の約 50％），教
育，健康，ビジネス・雇用，住宅価格，それに公園を初め
とするレジャー活動などを楽しむ家族の能力に，悪い影響
を及ぼしている．ロサンゼルス郡にとってギャングは何も
目新しいことではないが，1970 年頃そのメンバー数はほ
とんど無視できる程度であったが，30 年後の今では 7-10
万人に膨張している．1995-2006 年の間にほぼ 6,000 人々
がギャングによる暴力で亡くなっているが，この数字は同
時期のウガンダにおける内戦の戦死者に匹敵する．同国で
の 1995-2006 年の戦死者は推定 3,300-1 万 6,000 人（最良
推定値 7,500 人）とされている．ただし，ウガンダの人口
はロサンゼルス都市圏の 2 倍以上である 22．
　ギャング関連暴力に対処するという長年の苦闘を経
て，専門家チームは最近次のように述べている．「要す
るに，ロサンゼルスはギャング暴力を終わらせるための
マーシャル・プランを必要としている」（Advancement 
Project 2007, 1）．新しいイニシアティブは不和を仲裁し，
風評を停止し，暴力を引き起こす人々（「重要人物」）と

話をすることができるオウトリーチ・ワーカーに資金供
与を行い訓練することによって，エスカレートする前に
暴力の防止を目指すものである．この戦略には改心した
ギャング・メンバーやコミュニティ・リーダーをも巻き
込んだ重要な利害関係者との頻繁な協議を通じて，規則
的な信頼醸成イニシアティブを実施することが含まれて
いる．このアウトリーチのアプローチには，コミュニティ
と法執行当局の間に関係や信頼を発展させるための多部
門調整（コミュニティ訪問を実施するのは法執行官であ
るが，保護司，教育者，児童サービス，市民社会だけで
なく他の市部局の代表者も同伴する）が含まれる．

出 所：WDR チ ー ム に よ る ロ サ ン ゼ ル ス に お け る 法 執 行 当 局， 市 民 社
会，Brian Center（「 よ り 良 い LA」 の 常 任 理 事 ） と の 協 議 , August 2010; 
Advancement Project 2009; Uppsala/PRIO Armed Conflict デ ー タ セ ッ ト
(Lacina and Gleditsch 2005; Harbom and Wallensteen 2010); Los Angeles 
Almanac (Thornton 他 2011)．
注：このような環境下で進展を測定し成功事例の規模を拡大する挑戦は，本
報告書の他の箇所で検討するものと似ていないこともない．いわゆるアウト
リーチ・モデルはロサンゼルスでは実施の早期段階にあり，ロサンゼルスの
警察本部や郡保安官の慣行にはまだ完全には統合されていない．



110 世界開発報告 2011

示唆するところによれば，この能力は調整された形

で開発される必要がある．すなわち，メディアの発

展は基本的なスキルとジャーナリストとしての訓練

だけでなく，専門性にかかわる基準の確立やメディ

アの規制環境の制定にも焦点を当てるべきである．

一方，政府には適切なアウトリーチやコミュニケー

ションの能力が授与されるべきである．

　十分に包容的ということはどの程度包容的なの

か？　社会のあらゆる部分が自国を新しい軌道に乗

せるべく協働して初めて紛争は防止することができ

る，ということのように思われる．これはある意味

では正しい．暴力を防止し暴力から回復ための努力

で成功したものは連繋を構築している．しかし，上

で示したように，それには社会のすべてのグループ

が必ずしも含まれているわけではない．

　十分に包容的な連繋になるための 4 つの重要な

教訓は以下の通りである．

• 過去の侵害が原因で参加する権利が犠牲にされ

てきたという信念が人々の間にある場合には，

そのグループは正当に排除することができるだ

ろう．

• 政治的な正当性と金銭的・技術的な資源を持ち

込み，もっと深い制度的な転換を引き続き要請

するグループ――企業，労働，女性，その他の

市民社会などのグループ――を含めるのは貴重

であるが，最初は意思決定に関して階層性があ

るかもしれない．当事者はテーブルについては

いるが，一部の決定は政治的なリーダーシップ

に委ねるということである．

• 非常に多数の省庁を有する政府が創設された場

合のように，広範な包容性とその後の国家にお

ける意思決定の効率性の間にはトレードオフが

発生することがある．

• 包容性の戦略は侵害的なグループを一貫して限

界化することが可能になるのにしたがって，時

とともに変化することがある．

シグナルと公約のメカニズム
　移行の早期段階では，このような利害関係者グ

ループの信頼を得るためには，過去との決別につい

てシグナルを送り，新しい方向性が逆転されること

はないという信頼を浸透させる政策がしばしば必要

となる．過去との決別についてシグナルを送る方法

としては，即時の行動や将来的な行動の発表があ

る．将来にかかわる公約は，変化を逆転させるのは

困難であるということを利害関係者――過去におけ

る約束破棄を根拠に懐疑的になっている可能性があ

る――に納得してもらう必要がある．瀬戸際から離

れる初期の移行に成功した諸国が使ったシグナル

は，治安と経済，あるいは政治と経済の領域をまた

がる措置を組み合わせていた．

　リーダーは自分の支持層のなかにいる反改革派

や反妥協派の囚人ではない，ということを示すこ

とが最も強力なシグナルである．戦略的な指名は

将来の意図に関してきわめて重大なシグナルにな

り得る．ニカラグアで和平合意を受けて選ばれた

初代大統領は，軍部の参謀長をその地位のままで

維持した．それは敗北した敵対者に対して，勝利

者が選挙での勝利を軍事行動再開の口実に使うこ

とはない，という強力で安心させるシグナルを送

ることになった 28．モザンビークでは，モザン

ビーク民族抵抗運動（RENAMO，かつての反乱運

動で今は野党になっている）の元最高司令官がモ

ザンビーク国防軍の副参謀長に指名されたのに加

えて，7 人の RENAMO メンバーが（10 人の政府

代表と並んで）国家選挙委員会に指名された 29．

　治安部門では，政府あるいは敵対する武装運動か

らのシグナルは，治安部隊が何をするかと同じくら

い，何をしないかも実証している．モザンビーク政

府は動員解除の一環として，軍隊の監禁開始を一方

的に発表した．これで RENAMO には十分な信頼が

生まれて，動員解除に向けた独自の措置を発表する

ことになった 30．

　イラクでは，2006-07 年に秩序を回復する「う

ねり」があったが，その前には暴力で一方の党派の

味方をしていると非難された警察を不安定な地域か

ら撤退させて，代わりに軍隊を活用するという決定

をした．これで軍隊を典型的な役割に復帰させた

り，文民警察を構築したりする，という長期的な

挑戦課題が生み出されて，確かに市民の信頼は回

復された 31．強力なシグナルは反乱運動側によっ

ても送ることができる．東ティモール民族解放軍

（Falintil）が兵舎から外出すことを禁止する，とい

うシャナナ・グスマンによる 1999 年の決定のおか

げで，同国では広範囲にわたり破壊が進行していた
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にもかかわらず，1975 年のような内戦への突入を

繰り返さずにすんだ 32．

　政治的な疎外が暴力や市民の抗議の動機として中

心的な要因となっている場合には，政治改革に関す

るシグナルが決定的に重要である．これには選挙に

向けた迅速な行動や一連の準備作業の提示が含まれ

るだろう．後者の例としては，南アフリカにおける

暫定行政機関や憲法改正プロセスがある．これは市

民教育や，全国和平協定（ボックス 3.9）を通じる

政治的プロセス期間中の治安維持に努力した国家や

地方の措置によって下支えされた．選挙が速やかに

実施される場合，これは終わりではなく，制度的な

転換に向けた第一歩であることを指摘しておくこ

とが重要である（これはボックス 5.11 で Lakhdar 

Brahimi と Nitin Desai による情報で述べられてい

る）．政治改革にかかわる発表が実施によって履行

されることを確保するために公約メカニズム――頑

健で独立した選挙管理員会，もし有益なら技術・モ

ニタリング面の能力について地域的・国際的な能力

で補完する――を創設すれば，信頼を醸成するのに

もっと役立つだろう．

　人権侵害を是正する意図に関して，たとえそのプ

ロセスには時間がかかるとしても，早期にシグナル

を送ることも可能である．深刻な暴力を脱してくる

諸国は，社会規範を損なったり，国家と市民の間の

社会契約を破壊したりする人権侵害やトラウマの後

遺症を抱えていることが多い 33．貧しい限界状況

にあるコミュニティは国家や非国家の主体による略

奪的行為の矢面に立つことが多い．そのような明白

な不正義に取り組むことが，過去と決別する政府の

試みのなかで，正式な司法制度の再建に着手する一

方で，高い優先課題になり得るだろう．

　信頼が安定化と回復にとって極めて重要であるた

め，移行期の正義に対する早期の公約についてシグ

ナルを送っている社会もなかにはある．このような

努力には，真の委員会につながる措置，犠牲者に対

する補償プログラム，最悪の侵害者の訴追や治安部

隊の審査などを含む免責防止イニシアティブなどが

含まれる 34．このようなイニシアティブは新政府

の法の支配に対する公約に関して，強烈なシグナル

を送ることになる．制度的・政治的な要因が原因で

完全な是正が不可能な場合でも，人権侵害にかかわ

る証拠の早期収集や犠牲者の支援は，コミュニティ

と国家の両方のレベルで免責と人権侵害の後遺症を

克服する，という真剣な意図についてシグナルを送

ることができる．このようなアプローチは軍政から

の移行を図っている中所得国で試みられ，ある程度

の成功をみている．ブラジルの州政府は軍事独裁制

下で行われた政治的な暴力の一部犠牲者に対して，

早期に経済的補償を提供する一方で，過去の犯罪に

関する真実を告知したり公開討論を促進した 35．

　腐敗と暴力の結び付きを考えると，賢明で迅速な

透明性と腐敗防止の措置が利害関係者や市民の信頼

を回復するのに有益であろう．一部の諸国では腐敗

の後遺症が重大な怨恨と不信を残しており，新しい

政治的取り決めが信頼性をもつためには取り組みが

必要である．リベリアでは，政府の腐敗が 1980 年

暴動の重要な動因であったと広くみられている．そ

の結果，リベリアは長きにわたり内戦，暫定政府，

クーデター，さらなる戦争という循環に陥った．エ

レン・ジョンソン・サーリーフ大統領が取った最初

の最も人気のある行動の 1 つは，腐敗の罪で 2 人

の著名な人物を解雇し，腐敗に関して厳しい統制を

維持することであった（ボックス 4.3）．そのよう

なシグナルの力と永続効果は，市民ないし野党に対

する公約に背くことが好きな支持者をリーダーは拒

否することができる，という点を市民に周知させる

ことに依存している（第 6 章では特に暴力事象の

時期に犯した犯罪を是正するために，司法制度に対

する一時的な外からの支援を検討する）．

　成功した早期安定化への取り組みでは市民と国家

の間の信頼関係を改善するために，意思決定や予算

策定における透明性の強化がしばしば特徴になって

いる．東ティモールの新政府は 2008 年に伝統を打

破して，ラジオ・テレビで予算審議を完全生中継し

た 37．チリにおける政策に関する公開協議や，ア

ルゼンチンにおける指名承認のプロセスに対する世

論の意見などは，新しい方向性が逆転されることは

ないだろうとの信頼を生み出した．

　他国政府は草の根でもっと大きな透明性を追求し

ている．ウガンダでは 1990 年代前半に，教育に関

する予算割当と実際の支出との間の明瞭な乖離を

巡って懸念が持ち上がった．これが初めての公共

支出追跡調査に向けた弾みになった．1991-95 年

における国営小学校 250 校の初期調査で明らかに

なったのは，中央政府からの教育資金のうち 13％
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しか学校に届いておらず，残りの 87％は個人的利

益や教育以外の目的に使われていたことである．初

回の調査が公表されてから実施された後の調査が示

したところによれば，学校に対する資金の流れは

1999-2000 年には約 80-90％に増加した．支出追

跡制度は内戦直後の状況に対する市民やドナーの信

頼を高めた．しかし，この制度はそれ以降また弱体

化している 38．

　安定した状況のもとや移行期においては，富の分

割保有は支持や信頼を生み出すことができる．天然

資源が豊富な諸国のほとんどは採取に伴う収入につ

いて，（ブラジル，メキシコ，ナイジェリアにおけ

るように）大小さまざまな金額を地方政府と分割保

有している．そのような富の分割取り決めは，内戦

が天然資源によって煽動されていたり，天然資源の

管理を巡る紛争を特徴にしたりしている場合，し

ばしば致命的である．スーダンにおける石油収入

分割にかかわる取り決めは 2005 年の包括和平合意

（CPA）の必要不可欠な側面である（富分割に関す

る合意，すなわち CPA 第Ⅲ章は 2004 年に調印さ

ボックス4.3　経済管理のためのシグナルと公約：リベリアのGEMAP

　2003 年に 14 年間にわたるリベリアの内戦が終結した
ことを受けて，国際社会はリベリア国民暫定政府（NTGL）
の下での管理の失敗や腐敗をますます懸念するように
なった．腐敗は単に経済的な懸念ではなかった．トル
バート政権の広範な腐敗に対する政治家や軍部の反応が，
1989 年にリベリアにおいて初めて起こった内戦に点火し
たクーデターの引き金として広く指摘されている．また，
国家財源の詐取が引き続き暴力グループをファイナンス
していた．極端な腐敗は国家歳入を制約し，外部からの
資源の流用を許すことによって，政府能力の改善を阻害
していた．
　集中的な交渉，外交上の圧力，海外援助禁止の脅しを
経て，NTGL とリベリアの国際パートナーは統治・経済
管理支援プログラム（GEMAP）に合意した．アフリカ
連合（AU）と西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）が
NTGL との議論を指揮し，国連安全保障理事会は 2005 年
9 月 19 日の決議 1626 号のなかで GEMAP を歓迎した．
GEMAP の目的は歳入徴収・予算策定・支出管理を改善し，
公共調達慣行を格上げし，国家資源の利権料にかかわる
透明性を強化し，腐敗をコントロールし，政府能力を構
築することにあった．
　GEMAP の顕著な特徴は，省庁や国営企業の運営，およ
び（木材とダイヤモンドを含む）利権料や契約の審査の
ために，連署の権限を有する国際的な専門家を活用する
こと，また，GEMAP の実施を誘導しモニターするために，

監視メカニズムとして経済統治運営委員会（EGSC）を設
立することにあった．EGSC は説明責任を共有しているメ
カニズムであり，ジョンソン・サーリーフ大統領が委員
長，アメリカ大使が副委員長となっている．
　GEMAP は速やかな改善をいくつかもたらすのに役立
ち，当時のリベリアが抱えていたストレス，利害関係者，
制度的な挑戦にかかわる特殊な組み合わせには適切な対
応 で あ っ た． 歳 入 は 2005-2006 年 の 8,450 万 ド ル か ら
2010-2011 年の 3 億 4,700 万ドルに増加するものと予想
されており，透明性インターナショナルの腐敗認識指数
でみたリベリアのランキングは，2007-2009 年の間に 150
位から 97 位に上昇した．
　しかし，GEMAP は海外在住者がもつ管理の役割に関
する議論にも火を付けた．ジョンソン・サーリーフ大統
領は国連安保理で次のように述べている．「他の技術援助
プログラムと同じく重大な不足が依然として存在してい
る．それは持続性に向けた能力開発の欠如である．この
欠点が専門家でも外国人と現地人の間における緊張に貢
献しており，主体性と主権の問題を提起している」36．
GEMAP からの教訓は，時間をかけた責任の段階的な移譲
をよく考えて，現地の理解と支援を何とかうまく管理す
ることであろう．

出 所：AllAfrica 2009; Andersen 2010; Atkinson 2008; Bøås 2009; Dwan and 
Bailey 2006; Jahr 2010; Government of the Republic of Liberia Executive 
Mansion 2009．

暴力の種類：内戦，政治的な暴力，犯罪・ギャング関連暴力，麻薬違法取引

移行の機会：控え目なペースの変化，大統領選挙，強力な国
際支援

重要な利害関係者：政府は野党・市民社会・近隣諸国・地域
機関・ドナー・投資家等の信頼を回復する必要があった

重要なストレス：暴力，トラウマ，不満と不信，腐敗，若年
失業の長い歴史

制度的な挑戦：極端な腐敗で国内の歳入が低い，それが政治
的な統治の足を引っ張り，政府の能力を高める努力にとって
制約になっている
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れた）．パキスタンでは，政府は予算の規定を使っ

て，不安定性が増大している地域に対する関心を強

めるというシグナルを送った（ボックス 4.4）．こ

のような合意には法制化することによって，また，

スーダンでは限定的な第三者モニタリングを通じて

公約にすることが織り込まれていた．

　社会的連帯政策は人口の各層をまたいで公平感や

社会的な正義感を生み出すのに有益なもう 1 つの

強力なシグナルになる．そのような政策はそれまで

疎外されていたグループや地域の経済的・政治的な

意思決定への参加を促進し，それらが開発援助から

利益を享受できるようにし，公務員の採用が非差別

的になることを確保する．暴力の犠牲者や国家サー

ビスからこれまで排除されていた人々に対する国家

の懸念を示すために，国内避難民に対してルワンダ

は住宅支援を，東ティモールは現金移転支出を供与

した．

　シグナルは不正義で差別的であると考えられる法

律を廃止したり改訂したりすることを含むことがで

きる．南アフリカにおけるアパルトヘイト法の廃

止，パキスタンにおける国境犯罪規制（連邦が管理

する部族地域にパキスタンの他の地域とは異なる法

規制を適用する）にかかわる議論などがその事例で

ある．

　社会的連帯の政策を追求するに当たって，もう

1 つのシグナルは変化にかかわる政治的な支持に

とって決定的に重要となる可能性のある中流階級

向けに，公共サービスを回復することである．例

えば，1990 年代のチリにおける社会投資の増加は

公務員の年金や指名の回復によってバランスが取

られ 39，南アフリカの白人公務員のサンセット条

項は最貧コミュニティ向けの母子保健ケア向けの

迅速な措置とのバランスが図られた 40．このよう

なグループにかかわる具体的な結果は往々にして

ボックス4.4　パキスタン：変化についてシグナルを送るために予算を使う

　2009 年後半，パキスタンの連邦と州の政府リーダーに
よる第 7 回全国財政委員会裁定に関する合意は，「活気の
あるパキスタンの未来は民主的な連邦制にあると信じてい
る人々にとっては，重要な功績であり肯定的な事件」とし
て歓迎された 42．
　パキスタンでは，歳入配分の不平等に関する不満は古く
まで遡り，パキスタン国内地域間における幅広い緊張の一
環となっている．それは政治勢力の分布と，もっと最近で
は特に司法を中心とした説明責任制度の独立性を巡る議
論によって悪化している．このようなすべてのことが，パ
キスタンがテロリストの脅威，地域間の緊張，分離派の運
動，地域的な不安定性，深刻な経済的不平等に直面してい
るという状況下での話である．
　新しい合意を整備するという試みは 17 年間にもわたっ
て失敗していた．2009 年における 5 カ年間にわたる財政
裁定の一環として，連邦政府は国家の分割可能な財源プー

ルのうち，州を優遇して自分のシェアの一部を犠牲にし
た．全州が財源の増額を享受するものの，そのうち 2 州
はバローチスタン州とカイバル・パクトゥンクバ州向けの
財源を増やすべく，みずからのシェア削減も受諾した．そ
の 2 州は内戦とアフガニスタンにおける戦争の影響をこ
うむっていたのである．この裁定はバローチスタン州にお
ける分離感情を鎮静化し，水の分配を巡るシンド州とパン
ジャブ州の間の 30 年間以上にわたる争いを解決するため
の努力の重要な一環でもあった．しかし，裁定はそれ自体
は地方の統治や制度的な挑戦に取り組むものではない．公
的収入の減少と 2010 年の洪水のインパクトも，資金の配
分と支払いにかかわる全体的な潜在力にとって制約となっ
ており，法律や資源の挑戦も依然として実施の制約要因と
して残っている．

出所：Porter, Andrews, and Wescott 2010．

暴力の種類：国内の地域，政治，国境をまたぐ，麻薬違法取引，イデオロギー（超国家的なものを含む）

移行の機会：2008 年の新政権樹立や 2009 年のスワート渓谷に
おける軍事作戦を受けた，変化に向けた限定的な余地

重要な利害関係者：連邦・州地方政府（部族地域を含む）；排
除されたグループ，近隣諸国，国際的パートナー，国内的・超
国家的な過激派グループ

重要なストレス：国境をまたぐ紛争の波及；超国家的テロリズ
ム；地域的な競争；腐敗；政治的・社会的な不平等；所得・資
産の不平等；地域的な不公平；若年失業；周辺地域における天
然資源の富の配分にかかわる緊張

制度的な挑戦：行政，治安・司法・政治の機関における説明責
任・能力の制約
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親貧困層ではなく，したがって開発の実務家は優

先課題として同意できないことがしばしばである．

しかし，それは変化が成功するための政治経済学

の一環ではあり得る 41．

早期成果を実現する
　各国の経験が示すところによれば，十分に包容的

な連合は国家制度に対する信頼を回復すべく，具体

的な成果で補完されなければならない．現場におけ

る成果は 3 つの理由から信頼を醸成する．第 1 に，

それは政府が市民向けに良い意図をもっていること

を示す具体的な指標になる．第 2 に，それは約束

を実現する政府の能力を証明する．第 3 に，リー

ダーが「勝者独り占め」のゲームをしろという支持

者からの圧力に抵抗して，利益をすべての市民に提

供することができるという点を示すことによって信

頼を醸成する．このような信頼醸成には，大衆の期

待に耳を傾け，何が実現できるかについて現実的な

優先度を設定し，実現するために非政府の能力を活

用し，成果を人々に伝達することが必要である．本

節では暴力の影響を受けた人々に成果をもたらすた

めの多種多様で実際的な方法を明らかにする（その

後，第 5 章では，当面と長期の両方について，安

全と正義，及び雇用のスペクトルをまたがることが

できる介入策の事例を提示する）．

　アフリカとラテンアメリカにおける意識調査が示

唆するところによれば，雇用と治安が人々の最も切

迫した問題である 43．あらゆる成果のなかで文字

通り最も「目に見える」成果である電気は，治安や

雇用創出の進展にとって決定的になり得る．多くの

諸国において，疎外されている人々にとって正義が

増大したという意識は司法部門そのものにおける措

置だけでなく，保健・教育・社会的保護などの提供

拡大を含むもっと幅広い社会的正義を通じても生じ

るだろう．信頼回復のために最も重要で具体的な短

期的成果は，優先順位に関する人々の評価と重要な

利害関係者グループの選好に依存することになるだ

ろう（ボックス 4.5）．

迅速で目に見える成果とより長期的な制度構築の
間の適正なバランスはどこにあるか？

　具体的な成果が短期的に必要とされてはいるもの

の，制度の転換に向けた同時的な措置がなければ，

それだけでは暴力再発を防止するには不十分であろ

う（第 5 章参照）．バランスを取るためには，利用

可能な能力とトレードオフについて抜け目のない

読みが必要とされる．数カ国における WDR 協議で

強調されたことによれば，政府としては変化に向け

た新しい協定成立から 1 年以内に地元で 2 つ 3 つ，

理想的には最初の 2-3 カ月間に 1 つ 2 つの目に見

える成果を示す必要がある（ボックス 4.6）．しか

し，弾みと市民の信頼を維持するためには，成果は

規則的な間隔で繰り返される必要がある．

　信頼醸成の成果を速やかに実現して，多数の部門

を横断する制度的な転換を始動するためには，政

治・治安・開発にかかわる能力の組み合わせがし

ばしば必要になる．政府はある 1 つの分野（治安・

司法・経済）の行動に関連した手段を用いて他の分

野の目標を達成してきている．移行を手引きするに

は，暴力の動因となるストレスとそれを緩和するプ

ログラムの設計に明確な焦点を当てることが要請さ

れる．これは部門別のプログラムや成果ではなく，

治安・司法・経済的機会のバランスを図ることに基

づく戦略という学際的なアプローチを示唆している

（ボックス 4.7）．

国家が能力と正当性が弱いという後遺症に直面し
ている場合に，どうやって結果を実現することが
できるか？

　利害関係者や市民の信頼を回復した政府は典型

的には，自分ですべてのことを行うのではなく，

成果を実現するために非国家主体を動員してきて

いる 46．「補完的な能力」を活用するということ

は，現地の非国家組織（コミュニティ・同組織，

伝統的な司法制度，国内民間部門，NGO など）と

海外からの援助（地域的な組織，国際的なドナー，

国際的な民間部門など，第 6 章参照）の両方を利

用することを意味する．

　NGO，民間部門，コミュニティの能力を活用す

ると，次のような事態が生じるかもしれいと政府は

しばしば懸念している．すなわち，政府の功績にな

らない，あるいは国家の制度的な能力が拡充しても

補完的な方法から脱却することが困難になってしま

う．特に国際的なプログラムを中心とする非政府プ

ログラムの場合，国家制度の功績に関して適正な目
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に見える謝辞を献呈することは，まさに決定的に重

要である．国際機関のロゴを記した開発プログラム

は国内機関に対する信頼を醸成するものではない．

にもかかわらず，アフガニスタンの国家連帯計画に

関するボックス 4.8 が示すように，政府がもってい

る対市民感応度への信頼を高めるためには非政府メ

カニズムを使うことができる．同様に，アフガニス

タンや東ティモールでは政府が調整する下で NGO

が関与したことを受けて（第 8 章参照），保健部門

では政府の有効性に関する意識が高まった．

　コミュニティ主導型開発（CDD）のアプローチが

さまざまな文脈で適用されている．暴力的な環境

下においては，そのようなプログラムだけでは治

安・司法・経済のダイナミクスを転換できないもの

の，その活用はそれが奉仕できる目的の範囲や違っ

たニーズに設計を適合させるのが比較的容易である

諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

ボックス4.5　ハイチにおける早期の信頼醸成――挑戦と反省

　私がハイチで国連軍司令官だった際，その任務は多くの
挑戦に直面した．まったくの最初の頃，最大の挑戦は治安
と開発の要請をどのようにバランスさせるかということで
あった．
　最初から国連軍の第一義的な目標は市民を保護し，その
利益に奉仕することである点が明確にされた．と同時に，
軍隊は暴力について責任を負う個人やグループに対して
は，断固とした行動を取るよう奨励されていた．これは良
い諜報活動を実施して，それに基づき必要とあらば，武力
を用いた断固とした作戦を展開する可能性があるというこ
とを意味した．と同時に，軍隊は人々を尊重し，支援して
いるということを示そうと努力した．
　制度と個人はそのような状況下では単独ではなく，国際
的で非政府の社会のなかで他の人々と協働して，偏狭な考
えや行動を棚上げするよう勧奨される．仮にそれに成功し
なければ，パフォーマンスの改善がないまま，調整や協調
に関する話で多大な時間を浪費するリスクがある．
　環境がひとたび安全になれば，基本的なサービスの提
供，雇用の創出，インフラの改善に焦点を絞ることが重要
である．その頃になると，ストリート・ギャングを打ち負
かすとすぐに，平和維持軍は毎日携行可能な水を供給し，
地元のリーダーと協働してコミュニティ・センターの改修
や学校の清掃など，小規模なプロジェクトの手助けを始め
た．軍隊は NGO とも協働して運河を清掃し，食料やマッ
トレスやストーブを配給した．
　このようなすべてにおいて，現地の状況に不向きなプロ
ジェクトに稀少な資源を浪費しないように，という注意深
い配慮があった．まさに，財政資源を最大限に生かすとい
うことが，軍人の心のなかでは常に最優先であった．長期
的に持続可能でない限り迅速に行動したくない，という非
常に人間的な欲求に警戒しておくことが重要であった．例

えば，発電機が小さな漁村に対して魚市場で使うために提
供された．その時には良い考えのように思えたが，地元の
人々は燃料や維持のコストを分担するということに慣れて
いなかったため，発電機はたちまち故障した．
　地方機関のパフォーマンスが基本的に重要である．強力
な政治的リーダーシップ，妥当な法律，機能的な司法制度
がなければ，どんな努力も無益であろう．それどころか，
多くの措置が現実に事態をさらに悪化させかねない．シ
テ・ソレイユでは，長年にわたって裁判所も警察本部もな
かったが，援助機関の 1 つが裁判所を再建し，軍隊が国家
警察と共同してパトロールを開始した．間もなく，警察が
地元の人々の信頼を徐々に獲得するにしたがって，事態が
改善し始めた．
　法律によって問題を解決するために裁判所の前で待って
いる市民の長い行列を目にしたり，警察の助けを求めて軍
兵站部に行く人の数が増加したりするのを見るのは驚くべ
きことであった．だれかが助けようとしてくれていること
が人々にはわかり，それに肯定的に反応したのである．ハ
イチでは，わずか 2-3 カ月後，人々は国連軍のところに貴
重な情報を持ち込み，武器を手渡し，犯罪者や暴力を犯し
た人々に対処し始めた．また，コミュニティの努力に参加
し，事業を始めた．人々は自宅に戻り，市場を再建し，か
つて放棄されていた通りに群がった．ハイチにおける経験
から私は次の確信を得ている．すなわち，もし各国のリー
ダーが，国際機関からの適切な種類の支援を得て，少数の
基本的な建築用ブロックに焦点を絞れば，市民が自分たち
で問題を解決し，自分の国を再建するだろう．

注：ハイチはしばしば「紛争後の」国といわれているが，これは不正確であ
る．ハイチは独裁的なデュバリエ政権に対する市民の暴動を確かに経験したこ
とがある．ジャン = クロード（あだ名「ベービー・ドック」）・デュバリエは
1986 年に国外逃亡した．その時以来，ハイチは軍事支配，不正な選挙，クー
デター，民主的な選挙，民兵の活動，ギャングの暴力という連続した経験をし
ている．

カルロス・アルベルト・ドス・サントス・クルス , ブラジル陸軍中将；国連ハイチ平和維持活動使節団の元軍司令官；
WDR 諮問委員会メンバー
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ボックス 4.6　信頼を回復するには目に見える結果が 2 つ 3 つ必要なだけである：内戦，組織犯罪の暴力，
国内の地域的な暴力の事例

暴力の種類：内戦，政治的暴力，犯罪・ギャング関連暴力，麻薬違法取引

移行の機会：控え目なペースの変化，大統領選挙，強力な国際
支援

重要な利害関係者：政府は野党・市民社会，近隣諸国・地域機
関，ドナー・投資家の信頼を回復する必要があった

重要なストレス：暴力，トラウマ，不満・不信，腐敗，若年失
業の長い歴史

制度的な挑戦：腐敗・国内の歳入が低いこと，それが政治的な
統治の足を引っ張り，政府の能力を高めようという努力にとっ
て制約となっている

リベリア

　リベリア政府は政府に対する信頼の回復において，管理
の良いドナー・プログラムや公共財を目に見える形で提供
するのに長年にわたる公共心に溢れた政府が欠如していた
ことに乗じた．鍵は約束したことについて具体的に言うこ
と――例えば，1 年以内にモンロビアで電気を回復する―
―と，政府が約束したことを確実に実際に実現することに
ある．リベリアの保健副大臣であるトーノルラー・パーピ
ラーは WDR チームに次のように語った．「リベリアは世

論を満足させるために，若干の即時措置を取った．第 1 は
国連軍を使って平和と安全を保証することであった．次に
大統領は無償の初等教育，無償の保健ケア，首都における
電気を提供するための措置を取った．このような介入策
は政府に対する信頼を醸成する助けになった 44．同時に，
政府は長期的に公共財政や司法の制度における能力を改善
しようと努力した．

暴力の種類：内戦，麻薬違法取引，犯罪・ギャング関連暴力

移行の機会：犯罪の増加と和平協議の失敗という状況下での予
防的な措置

重要な利害関係者：政府，武装グループ，市民，市民社会，地
域的・国際的なパートナー

重要なストレス：暴力の後遺症，犯罪網・麻薬の生産 / 違法取
引の存在，主観的な社会的・経済的収奪，天然資源の富

制度的な挑戦：国家の勢力範囲不足，説明責任への挑戦

コロンビア

　2002 年に政府は治安の回復を最優先課題として，暴力
の影響を受けた地域について一連のかなり狭い目標を設定
した．それには以下のものが含まれる．主要道路網を保護
するために軍事資源を展開し，民間の自動車部隊（多くの
コロンビア人は長年の間で初めて主要都市間を安全に旅行
することが可能になった）を後援することによって安全な
通行を回復する，殺人や誘拐を削減する，社会サービスを
全国平均にまで回復させる，国家に対する信頼を改善す
る．選挙運動中の国中における集会や過去の努力にかかわ
る長所と短所のレビューが，このような目標の選定に役

立った．例えば，かつての国家復興政策（PNR）45プログ
ラムが指摘しているところによれば，努力がさまざまな地
域にわたってあまりに薄く広がっていたので，新しい政府
は小数の暴力の影響を受けた地域を選んだ．また，プログ
ラムを実施するために広範な能力を利用した．それには治
安部門の能力開発にかかわるアメリカの支援や，暴力の影
響を受けた農村部におけるコロンビアの NGO やその他の
ドナーによる社会プログラムへの関与が含まれる．頻繁な
市民の意識調査によって，政府は事態の進展について最新
の情報を把握していた．

暴力の種類：国内地域間の暴力，政治的暴力，国境をまたぐ暴力，麻薬違法取引，超国家的なものを含むイデオロギー的な暴力

移行の機会：2008 年と 2009 年のスワート渓谷における軍事作
戦による新政府の樹立加盟を受けた限定的なペースの変化

重要な利害関係者：中央・州・地方政府（部族の地域を含む），
疎外されたグループ，近隣諸国，国際的パートナー，国内・超
国家的な過激グループ

重要なストレス：暴国境をまたぐ紛争の波及効果，超国家的な
テロリズム，地域的な競争，腐敗，政治的・社会的および所得・
資産の不平等，地域的な不平等，若年失業，周辺地域における
天然資源の富の分割にかかわる緊張

制度的な挑戦：行政・治安・司法・政治の機関における説明責
任と能力の制約

パキスタン
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　連邦直轄部族地域（FATA）やカイバル・パクトゥンク
ワ州（KP；かつては北西辺境州）から過激派を追放する
ために，パキスタン政府は 2009 年に軍事攻勢をかけた．
それを受けて，政府は世界銀行，アジア開発銀行，国連，
EU とともに，要求に取り組み，暴力の背後にある要因を
理解するために評価を実施した．経済的・社会的データの
伝統的な分析に加えて，評価には危機分析と FATA と KP
のコミュニティの 1,000 人を超える代表者との協議が含ま
れていた．地方 NGO や女性グループによってフォーカス・
グループの討論会も開催された．第 1 位の問題は雇用と司
法制度改革であった．後者には国全体の法的枠組み（FATA
ではパキスタンの他の地域とは異なる）と土地・家族にか

かわる争議の解決が含まれる．この作業では過剰な約束の
危険性が強調された．当初の計画は能力を考慮に入れな
かったため，非現実的な予定表になっていた．評価を受け
てから，パキスタンは 2010 年 8 月の洪水が引き起こした
人道的に壊滅的な災害，というより直接的な挑戦に直面し
ている．しかし，評価は依然として市民の優先課題にかか
わる詳細な姿を示している．

出 所：Baily and Hoskins 2007; McCandlless 2008; World Bank and ADB 2010; 
WDR チームによるベルリンにおける脆弱・紛争影響国のリーダーとの協議 , 
2009；WDR チームによるコロンビアとパキスタンにおける政府高官，市
民社会組織の代表者，治安要員との協議 , 2010；Arboleda 2010; Centro de 
Coordinación de Acción Integral 2010．

ことを示す良い指標になる 47．そのような参加型

の企画や意思決定，地方自治体と CDD プログラム

という目的のためにコミュニティ・メンバーによっ

て選ばれた委員会の間の協力，コミュニティによる

資金管理などといった特徴は，物理的なプロジェク

トが完成する以前でも，国家はコミュニティに対す

る態度の変化についてシグナルを発することができ

る．したがって，CDD プログラムは国家と社会の

関係を強化し，制度に対する市民の信頼を高め，長

期的な制度構築に貢献することができる（ボックス

4.8）．広範な適用の経験 48 から，CDD プログラム

は特に紛争中に国家が不在であった地域を中心に，

国家の勢力範囲を拡張し，社会資本を再建し，社会

的連帯を強化し 49，（女性や若者など）社会的弱者

の包容についてシグナルを出し，設計によって，あ

るいは長期的な適合を通じて，分権化に貢献するこ

とができることが示された．

　地方レベルの介入策ではコミュニティの関与が重

要であるという点は，心理社会学的な支援プログラ

ムによって例示することができる．政治的・犯罪的

な暴力はともに心理的・社会的な顕著な苦痛を引き

起こすことがある．リスクにさらされた人口の精神

的健康や福祉を心理社会学的な支援を通じて改善す

ることを目指した活動は，コミュニティが関与して

いるといっそう有効であることが判明している．例

えば，1999-2001 年に紛争の影響を受けたインド

ネシアの地域における 2 つの心理社会学的なプロ

グラムを評価してわかったのは，幅広くコミュニ

ティを関与させた，より全体論的なアプローチを用

いたプログラムの方が，トラウマだけに焦点を絞っ

て医学モデルを用いたプログラムよりも大きなイン

パクトがあった 53．同様に，アンゴラ，リベリア，

北部ウガンダにおける児童兵士のための伝統的な癒

しと浄化にコミュニティを関与させると，相互にエ

ンパワーし合って，社会復帰に関して伝統的な心理

的な取り組みよりも効果的であった．児童兵士は心

理的に「除染された」と感じ，コミュニティは彼ら

の社会復帰をより積極的に受け入れた 54．

　紛争解決にかかわる伝統的なコミュニティの体制

も，早期成果を実現するのに潜在的なパートナーに

なるので，それを無視するのは賢明ではない．多く

の脆弱な状況下では，正義を提供するための正式な

システムは弱いか，崩壊しているかである．地方レ

ベルではこの崩壊はコアな刑事司法制度だけでな

く，土地の規制や家庭争議についても間隙を生じて

いる．そのような間隙は人々の欲求不満につながっ

て，アフガニスタンやパキスタンの両方ではタリバ

ンなど暴力的な反政府運動に機会を与えてきた．同

国の一部の地域では，それが地方で代替的な紛争解

決制度を提供する影の存在となっている 55．ギャ

ングは都市コミュニティで同じような役割を果たす

ことができる．WDR と Fafo による暴力の影響を受

けた諸国における意識調査によって，ほとんどの回

答者は伝統的な当局が土地紛争を解決するのに最適

な立場にいるとみている，ということが明らかに

なった．ただし，国家や地方の国家制度は他の重

要な統治機能を果たすべきであるとも信じていた56

（第 5 章では司法改革における伝統的制度と公式制
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ボックス 4.7　多種多様な部門とコアになる目標

　（時には国際支援を得た）国家プログラムは，他の別の
部門における目標を達成するのにある 1 つの「部門」か
らの手段を用いている．このようなアプローチは――内戦
から回復しつつある諸国や麻薬関連の暴力に影響を受けた
低・中所得国では――多種多様な状況下で有効であり得よ
う．

司法と包容性の目標――治安の介入策．ブルンジでは，長
期間に及んだ内戦を安定化させたアルーシャ和平プロセス
の重要な部分は，2004 年に国防軍という新しい国民的な
軍隊を創設したことにあった．これにはフトゥ族も軍勢の
40％を占めた．これは人口の 80％を占めるのに，軍隊か
ら排除され，1972 年とかなり古くから軍事行動で苦しめ
られていたフトゥ族にとっては重要なことであった．

司法と包容性の目標――経済による介入策．ジャマイカの
中心市街地は同国の犯罪・暴力問題の中心にあり，それが
増加する貧困とともに，中心市街地における社会的な分断
化と市民組織の弱体化にいっそうの拍車をかけている．ド
ナーの支援を得て政府は 2006 年に貧困層に対して，中心
市街地でインフラとサービスを提供するプログラムを打ち
出した．それには紛争の社会的な防止および能力の向上に
かかわる中期的な介入策に加えて，短期的な紛争の緩和・
解決を促進する措置が含まれている．

治安の目標――経済による介入策．モザンビークでは，一
般市民が相次ぐ軍事攻勢によって被害を受けた．モザン
ビークの移行期には，元戦闘員と国内避難民の両方に対し
て援助と持続的な再定住を提供する内外共同の努力を受け
て，戦後の人口移動と生計をたてる機会の欠如によって生
じる可能性がある緊張の潜在性が緩和された．

治安の目標――多部門介入策．コロンビアのカリ市では，
都市部における暴力の増加に対処するため，DESEPAZ（開
発・治安・平和のスペイン語による頭文字）プログラム
は，治安にかかわる介入策と並んで，若年層・都市部の刷
新・初等教育にかかわる雇用・零細企業向けのプログラム

を統合した．同プログラムは組織者の犯罪理解という点で
も注目された．というのは，ほとんどの殺人は週末・祝
日・夜間に発生していたので，そういう時期のアルコー
ル販売や銃器の携行が禁止された．1994-1997 年に殺人が
30％減少したのは直接的にはこのプログラムのおかげで
あった．

経済の目標――司法と包容性にかかわる介入策．ボスニ
ア・ヘルツェゴビナにおけるデイトン合意を実施するため
の早期の努力を経て，企業人との面談を通じて国際的なモ
ニターにより発見されたことによると，ボスニア人・クロ
アチア人・セルビア人がそれぞれ多数派を占める地域との
貿易は，民族別に表示されているナンバー・プレートに著
しく影響されていた．そこで上級代表事務所はボスニア・
ヘルツェゴビナではすべての車に対して，民族別でないプ
レートを交付すべきであるとの指示を発令した．このイニ
シアティブから数週間も経ずして，交通と貿易は急増した．

経済の目標――治安にかかわる介入策．1999 年 6 月に国
連コソボ暫定使節団が創設されたのを受けて国連の事務官
が観察したところでは，コソボと近隣地域との貿易は停滞
していた．プリスシュティナから国境を越すまでの幹線高
速道路の不安定性が障害であることがわかり，そこでコソ
ボ治安維持部隊（KFOR）を展開して，主要な道路と通過
点に沿って治安を確保することになった．輸出は 2002 年
の 2,760 万ユーロから 10 年の 2 億 9,700 万ユーロへ，輸
入は同時期に 8 億 5,480 万ユーロから 21 億ユーロに増加
した．

経済の目標――治安にかかわる介入策．リベリアでは国連
平和維持軍，国連開発計画，世界銀行のパートナーシップ
が，悪化した道路を修繕維持して，雨季のために同国の一
部が首都から切断されることはもはやなくなり，その結果
として信頼が増大している．

出所：Roque 他 2010．Economist Intelligence Unit 2008a; International Crisis 
Group 2007; Igreja and Dias-Lambranca 2008; Villaveces 他 2000; World Bank 
1999b, 2006e; Cousens and Harland 2006; Statistical Office of Kosovo 2010; 
Chesterman 2004; Giovine 他 2010．
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ボックス 4.8　アフガニスタンではコミュニティ主導型開発が国家と社会の関係を強化している

暴力の種類：グループ間・民族的・政治的な暴力；組織犯罪・麻薬違法取引；国境をまたがる；超国家的・イデオロギー的

移行の動因：当初に変化に向けた大きな余地があった；ボン合
意，国民大会議，大統領選挙・議会選挙・州選挙，国家開発予
算

重要な利害関係者：中央・地方政府，治安部隊，コミュニティ・
リーダー，市民社会グループ，国際的パートナー，超国家的過
激グループ

重要なストレス：暴力とトラウマの後遺症，超国家的なテロリ
ズム，犯罪網，低所得，若年失業，腐敗，男女差別

制度的な挑戦：行政・安全・司法・政治などの制度にかかわる
説明責任と能力の深刻な制約

　世界で最貧国の 1 つであるアフガニスタンは 1970 年代
以降，侵略と占領，内戦，圧制というほとんど連続した
時期を経験している．ソ連が侵攻する前の 1979 年にダー
ウード大統領が打倒されてから 2002 年のボン合意までの
間，中央政府は全国的に権限をもったことはなかった．暴
力と貧困という長期にわたる遺産に加えて，同国は国内紛
争，テロリズム，民族的緊張，地域的・世界的な治安上の
ストレス，広範な腐敗といった気が遠くなるようなストレ
スに直面している．
　このような条件下における開発はとりわけ挑戦的であ
る．しかし，国家連帯プログラム（NSP）というアフガニ
スタン最大の開発プログラムは，若干の重要な成功を収め
ている．2003 年に打ち出されて以降，全 34 州の 361 地
区に 2 万 2,500 強のコミュニティ開発協議会（CDC）を設
立し，5 万件を超える開発プロジェクトをファイナンスし
ている．民主的に選出された男女同数の協議会を通じて，
このプログラムは村統治のための代表的な制度を構築す
る．典型的なプロジェクトはコミュニティの飲料水施設，
灌漑用運河，地方の道路・橋，発電機など重要なインフラ
を建設ないし改善したり，村人に職業訓練や識字教育を提
供したりしている．
　経済的評価はすべての部門について一貫して高い収益率

（12％以上）を示している．イギリスのヨーク大学による

2005-2006 年の中間評価によって，コミュニティ関係が改
善するとともに，中央政府に対して大衆の信頼が高まって
いるとの顕著な証拠があることが発見された．2010 年に
アフガニスタンの国家連帯プログラムの第 2 段階に関し
て独立的に実施されたランダム化インパクト評価はこの発
見を強化した 50．NSP 対象の 250 の村の結果と NSP にま
だ参加していない 250 の村を比較するために，ランダム
な比較試験を使って大規模標本の定量的評価を行ったので
ある．上述の独立的な評価の一環として，2007 年 10 月と
2008 年 5 月の間にある調査が実施された．その結果，協
議会の選挙や地方投資の立案という単純なプロセスは，村
人のあらゆるレベルの政府に対する信頼を高めたというこ
とを示していた．NSP に参加している村の政府高官に対す
る信頼は一律に高く，地方における有効な介入策を通じて
国家機関の受け止め方を顕著に変えるのは可能であるとい
うことを示している．
　さらに，ワシントン DC の戦略国際研究所の別の研究に
よる発見によると，「CDC と部族の評議会は州政府や州議
会よりもアフガン人のニーズにより感応的であるとみられ
ており 51，多くの場合，過去 5 年間に村人たちが目にし
た唯一の改善の兆候であった」52．

出所：Beath 他 2010; Patel and Ross 2007; Selvarajan 2008; Brick 2008; Barakat 
2006．
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度の間の補完性を探究する）．

　市民社会や信条ベースの主体も，政府の能力や勢

力範囲が限定されている場合，多くの暴力的な文脈

におけるサービス提供では重要な役割を果たすこと

ができる．成功を収めた初期の多くの移行は，国家

制度の信頼性に関連した非政府能力に大きく依拠し

ている．例えば，コンゴ民主共和国では宗教団体が

公立小学校の 81％，公立中学校の 77％を運営して

いる．それはプロトコル・ベースの学校管理システ

ムを通じたものであったが 57，それこそ騒然とし

た 1990 年代を通じて学校運営を維持したものであ

る 58．

　コミュニティもサービス提供では中心的な役割を

果たすことができる（ボックス 4.9）．多くの脆弱

な環境下では，保健ケア・教育・水・衛生など基本

的な社会サービスの人々への継続的な提供はしばし

ば NGO によって確保されている．提供形態として

は，政府機関が一部の社会サービスを地元 NGO に

委託する 59，国際的な NGO が地元の NGO やコミュ

ニティ・グループと緊密に協働する，地元 NGO が

政府不在のなかでコミュニティ・グループと協調す

るなどが含まれている．

　速やかな成果を実現するのに非国家主体とのパー

トナーシップに向いていない 1 つの分野は治安で

ある．非国家主体は治安努力の支援において有効で

あり得る．例えば，コミュニティとのパートナー

シップを通じた犯罪の削減を目指すコミュニティの

警備，自治体・市民社会・民間部門共同による防犯

プログラム，性的暴力防止対策へのコミュニティ関

与などがある（第 5 章）．これを超越して，治安に

かかわる国家の独占を他人に盲目的に譲渡すること

は回避すべきである．新しい研究が示すところによ

れば，既存の社会的ネットワークは国家や競合する

エリート層によって使われると，ナイジェリアにお

ける自警行為の推移にみるように（ボックス 4.10）
60，紛争を扇動したり，有害な社会的影響を永続化

させたりすることがある．状況は明らかにさまざま

であろうが，そのようなグループが略奪的になった

り，その動員解除が困難になったりするリスクは非

常に大きい．ただし，武装状態のゆえに社会的な説

ボックス 4.9　ネパール：他人を連れ込む――教育における政府能力を補完する

暴力の種類：内戦，民族間及び政治的暴力，犯罪的暴力，麻薬違法取引

移行の動因：控え目なペースの変化；2001 年の「王宮殺人」と
毛沢東派活動の活発化

重要な利害関係者：中央・地方政府，市民社会グループ，民族
的弱者グループ，国際的パートナー，地域の近隣諸国

重要なストレス：暴力・トラウマの後遺症；社会的・政治的・
経済的な不平等；若年失業；腐敗；人権侵害；従来代表されて
いなかった人々の期待の増大

制度的な挑戦：封建的な構造・関連した疎外；行政・治安・司
法・政治の制度にかかわる説明責任・能力の制約，各種グルー
プの包容欠如

　現場で教育を提供する広範な地方の能力が国営の教育制
度よりもすでに成功していたことを 2001 年に認めて，政
府は初等教育の責任を教育法の改訂を通じて学校運営委員
会に移譲した（政府は 1971 年まで基礎教育の提供につい
てはもっぱら同委員会に依存していた）．このような委員
会の責任には，資源の創出，予算の策定（政府奨励補助
金，国際援助，地方の資源の組み合わせ），教員の採用な
どが含まれていた．相当な地方の資源が解放され，政府補
助金 1 ルピーについて 1.5 ルピーのコミュニティ資金が生
み出されている．
　教員採用の分権化も説明責任に拍車をかけた．政府は政
府指名教員のポスト数を凍結して，コミュニティが地元で
教員を採用し，学業成績について彼らの責任を問えるよ
うに給与補助金を導入した．学校統治が改善したことか

ら，教員の無断欠勤が減少し，学習成績が改善し，コミュ
ニティからの寄付金が増加し，初等教育修了率が急騰した

（1998 年の 42％に対して 2003 年には 60％）．
　国は活発な紛争状態にあったが，初等教育の純就学率は
1998 年から 2008 年の間に 69％から 92％に上昇した．男
女比率は 2003 年の 83％から 08 年に 98％に改善した．女
子，ダリト，ジャナジャティ（ネパールのさらに低いカー
ストのグループ）の子供たちに対するインパクトも顕著
であった．すなわち，児童の非就学率はダリトについて
2004 年の 50％から 2008 年の 15％へ，女子について 42％
から 11％へ，ジャナジャティについて 44％から 11％に低
下した．

出所：World Bank 2009e．
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明責任が希薄になり勝ちではあるが，メンバーの採

用方法が一般的には功績には基づいていないことと

はあまり関係がない．国際的な支援活動における民

間の警備保障会社の場合も同じようなトレードオフ

が存在する．例えば，イラクの連合軍はコアな国家

の治安任務を託された民間警備会社による虐待に対

処するという問題に直面した 61．

　関連した問題として，世界中で民間警備会社が増

加していることが指摘できる．それらはさまざまな

機能を提供しており，モニタリング，捜査サービ

ス，ボディガードが含まれる．これらの成長はしば

しば不安感の広まりや，警察・司法に対する信頼の

欠如が原因だとされている．中央アメリカでは，民

間警備産業は 1990 年代に和平合意の調印を受けて

劇的な拡大を遂げた．エルサルバドルやグアテマラ

では，民間警備会社は時には内戦の元戦闘員を受け

入れており，この地域を通して民間警備会社で働い

ている人々の多くは元政府部門の警備要員である．

グアテマラやホンジュラスでは合法・非合法の民

間警備会社は合わせて 2008 年までに，それぞれ約

ボックス 4.10　ナイジェリア：治安部門における非政府能力の長所とリスク――バカシ・ボーイズ

暴力の種類：広範な犯罪・ギャング暴力，自警

移行の動因（逸失）：不安定性と犯罪の増大 重要な利害関係者：政府，自警団，犯罪者と犠牲者，市民

重要なストレス：犯罪網，若年失業，腐敗 制度的な挑戦：警察・司法制度の能力・説明責任が低い，説明
責任・能力の制約，各種グループの包容欠如

　国家の有効なパフォーマンスが欠如している状況下で
は，自警団がしばしば安全を提供してきた．最初は妥当な
ことだと思えたかもしれないが，これは国家と市民の両方
にとって甚だしいリスクを意味する．特に法の適正な過程
という普遍的な基準を保護する（往々にして司法は略式），
あるいは請願者，告発者，判事を分離する（往々にして群
集力学が支配する），という点においてそういえる．
　ナイジェリアには石油収入から膨大な所得があったのに，
1 人当たりの所得は低水準に甘んじていて，有効な制度の
発展という点でもみるべきものがなかった．1990 年代か
ら 2000 年代前半を通じて，腐敗と説明責任のない制度がナ
イジェリアの政治的状況のなかでは決定的な特徴のままで
あった．（ビアフラ州における）かつてのような分離派の紛
争は再発しなかったが，南部の石油が豊富な地域では内戦
が起り，東部地域では宗教上の暴力も経験している．
　1990 年代後半から 2000 年代前半にかけて，東部ナイ
ジェリアでは自警団が跋扈した．強盗や住居侵入の多発に
対する反応として，人々は夜間にパトロールをして近隣
地域全体を見張る自警団を結成した．その 1 つがバカシ・
ボーイズで，おかげで犯罪が減少したため，最初は政治家
や世論の支持を獲得した．ある新聞のコラムニストは次の
ように述べた．「私は次の事実の生き証人である．すなわ
ち，2000 年以前の 3 年間にわたって，私が住んでいたイ
モ州では，武装した山賊の冷酷な活動によって生活は耐え
がたくなっていた．彼らは突然増加したようで，たそがれ
後に外出した人には命を失うのリスクがあった．その後突
如として，物事が起こり始めたのである．警察の友人で

あった有名な不良たちが徐々に気付いて，逃げる，あるい
は命がけでとどまるようになった．家は再び安全避難所に
なり，夜のパーティや外出の約束がコミュニティに戻って
きた．本当にホッとした．その後，バカシ・ボーイズと警
察のどちらかを選べと言われると，村人たちは前者を選ん
だ」63．
　自警団はナイジェリアの大衆文化――映画やカレンダー
の映像――のなかで，犯罪者に対する大衆の適正な擁護者
として祝福されている．ピーター・エケーなど著名な政治
学者を含め，ナイジェリア社会の主流派観察者でさえ，バ
カシ・ボーイズを他の自警団とは質的に違うと見ていた．
しかし，2002 年にヒューマン・ライツ・ウォッチは次の
ように指摘した．すなわち，バカシ・ボーイズはコント
ロール不可能で違法な集団とみられるようになっており，
弱い国家が残した間隙を埋めてはいたが，政治的・商業的
な敵対者を排除するために，雇うことができる冷酷な傭兵
になっていた．このような非難以外では，バカシ・ボーイ
ズの名高い作戦は，推定犯罪者に付与される法の適正な過
程が欠如していたため問題含みであった．ある人類学者は
次のように指摘している．「バカシ ･ ボーイズは恐怖に直
面して取られた必要な措置に起源がある．しかし，高貴な
意図は腐敗の蔓延，政治の党派性，ナイジェリアの政治的
な風景の特徴となっている選挙における策謀の最中で，存
在が根拠薄弱である．したがって，ナイジェリア人は自警
団に移譲された権限に懐疑的なままであった」64．

出所：Ekeh 2000; Nwana 2000; McCall 2004．
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12 万人と 6 万人の警備員を雇用しており，警察官

1 人に対して民間警備員 5-6 人という比率になって

いる 62．グアテマラ治安会議所の会長が指摘して

いるように，懸念すべき動きは訓練された警備要員

の深刻な不足であり，典型的な弱小会社は内陸部か

ら農民を採用して，ほとんどあるいはまったく訓練

なしで仕事に派遣するという状況に陥っている．

　早期の成果は長期的な制度構築の足を引っ張らな

いで，むしろそれとうまく整合性を保っている必要

がある．成果の選択とそれを達成する方法が重要で

ある．というのは，それが後の制度構築の方向性を

決定することになるからである．例えば，コミュニ

ティが援助の受動的な受け取り手だとすれば，暴力

防止に対して責任を負うインセンティブはほとんど

もたない．もし社会的保護が海外の主体だけによっ

て供与されているのであれば，国家制度には脆弱な

市民の保護について責任を取ろうとするインセン

ティブは湧かないであろう．したがって，提供のた

めには連合を構築することが必要であり，それには

国家と非国家，ボトムアップとトップダウンの両方

を混合したアプローチが含まれる．そのような連合

は長期にわたる制度的な転換にとってより良い下支

えになる．事実，アフガニスタンの国家連帯プログ

ラムがそうであったように，若干の早期の成果があ

ると，制度的な転換に向けて積極的に弾みを付ける

ことができる．1 つの暴力事件を片付けたばかりの

時，あるいは初期の政治的転換をくぐり抜けたばか

りの時，当該国は未だ暴力再発に関して大きなリス

クを抱えたままである．そういう時点で必要なの

は，正しくて社会的な政府制度を創設して，経済的

繁栄の見通しを改善することである．第 5 章では

このような問題を検討する．
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フィーチャー４ インドネシア：アチェで信頼を回復する

　和平交渉の演出において――国家的な支援と地方的

な包容性の両方を形成する努力から海外支援の賢明な

利用に至るまで――，インドネシアのアチェ州におけ

る和平プロセスは，30 年間に及ぶ猜疑とむき出しの

敵意を経た後の，紛争の有効な防止・解決にかかわる

多くの特徴を例示している．

十分に包容的な連合
　和平合意のパラメーターに関する――2005 年 8 月

にヘルシンキで調印された了解覚書（MOU）という

形による――合意は，インドネシア政府と自由アチェ

運動（GAM）との間で，慎重な仲裁下における 6 カ

月間にわたる交渉の末に達成された．両サイドとも

物事が円滑に進行することを確保すべくベストを尽

くした．インドネシア政府を代表するチームはスシ

ロ・バンバン・ユドヨノ大統領とユスフ・カラ副大統

領がみずから精選した．非ジャワ人の十分な代表に関

する GAM の懸念を和らげる意図的な努力として，コ

ア・チームは他の州から招集された．以前のプロセス

から学習していた政府は，プロセスの利益を証明する

ために，ジャカルタにおける広報と国レベルの広報の

管理に注意を払って，国の支援を犠牲にした州の買収

に焦点を当てることを回避した．フィンランドの「危

機管理イニシアティブ」というフィンランドのマルッ

ティ・アハティサーリ元大統領が率いる非政府組織

が，議論の円滑化に重要な役割を果たした．

　政府は紛争が国家予算にもたらすコスト――治安

措置にかかわる支出（推定 23 億ドル，ないし紛争の

経済的総コストの 21％）と石油・ガス輸出の減少に

伴う税収の低下――と，国内の民間投資にとってア

チェ州の安定性が至上命題である点を強調すること

によって，国レベルで和平交渉に対する支持を動員

した 65． 

信頼醸成に向けたシグナル
　ヘルシンキ MOU は和睦の主要な要素を明確に表現

しており，過去との真の決別についてシグナルを送っ

ている．単一のインドネシア共和国内における政治的

な自律性の増大を求めるアチェの要求が，その自律性

を新しいアチェ統治法という形で制度化するための規

定とともに明確に述べられていた．これは幅広いスペ

クトルの公務に関して州地方政府に権限を付与するも

のである．ただし，外交，対外防衛，国家安全保障，

金融・財政問題は例外であり，中央政府が管轄権を保

持する．MOU はアチェの政治的な参加の増大も認め

ており，これにはアチェ州ベース政党の創設を円滑化

する公約――他の州には付与されていない特権――も

含まれている．アチェ州ではできるだけ早く地方選挙

を実施するという規定も盛り込まれた．

　同じく重要なのは，MOU が重要な治安・司法にか

かわる懸念事項――元戦闘員の社会復帰と紛争犠牲

者の援助――に対処したことである．規定には次の

ようなことも含まれていた．MOU 調印から 15 日以

内に政治的な犯人や拘留者の解放，GAM 活動に従事

していた全員に対する大赦， すべての政治的な犯人

や拘留者に対する完全な政治的・経済的・社会的な

権利の付与などである．インドネシアとアチェの当

局は元戦闘員に対する社会復帰支援を，農地，雇用

機会，社会保障（身体障害の場合）という形で誓約

した．GAM は軍隊の 3,000 人全員の動員解除・武装

解除について同意した．見返りに，インドネシア政

府は「非基本的な」軍隊を撤退させ，ほとんどが少

数民族であるアチェ人で構成される部隊を永続的に

残留させることに同意した 66．

　天然資源にかかわる権利が長い間争いの種であり，

MOU は次のように規定することで対処した．すなわ

ち，現在および将来の州内における炭化水素の埋蔵物

およびその他の天然資源すべてからの収入の 70％は

暴力の種類：内戦，ギャング関連の暴力，自警

移行の機会：変化に向けた顕著な余地：2004 年インド洋津
波，2005 年和平合意

重要な利害関係者：中央・州政府，GAM（政治的・軍事的部
隊），紛争犠牲者，ASEAN，EU，広範な国際社会

重要なストレス：天然資源の富の分布，紛争の後遺症，元戦
闘員の社会復帰，津波による死亡や荒廃

制度的な挑戦：低の政治的・行政的な制度における能力や説
明責任が弱い，海外からの投入にかかわる調整
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アチェが保持する．これは他の炭化水素生産地域が享

受しているよりも有利な取引であった 67．法の支配

や人権に関する根深い恐怖に取り組むため，MOU は

政府の行政府・立法府・司法府の間で統治権力の分割

を規定した．

シグナルを閉じ込めるための公約メカニズム
　重要な公約メカニズムは 2006 年 8 月にインドネ

シア国会が成立させたアチェ統治法であった．これ

がヘルシンキ MOU で合意された規定の多くを制度化

し，アチェと中央政府の間の関係にかかわる枠組みと

して機能している．

　和平と経済統合にかかわる継続的な公約への取り組

みに特別な努力が払われていた．アチェ和平・社会復

帰支援庁（BRA）が 2006 年に知事令によって創設さ

れた．これは和平プロセスと元戦闘員，政治的な犯

人，紛争犠牲者の経済的な社会復帰を監視する責任を

負った主要な地方機関である．BRA はアチェ州知事

の指揮下にある州機関であり，社会復帰プロセスに関

する多種多様な政策や手続きの設計，資金調達，実施

に関する広範な権限を負託された．

　ヘルシンキ MOU を受けて創設されたアチェ監視団

は，利害関係者による約束堅持を海外当事者がモニ

ターするという適例である．EU，ノルウェー，スイ

ス，ASEAN 5 カ国の代表者で構成された監視団が配

備されて，GAM の動員解除，武装解除，GAM 兵力の

社会復帰，現地から「非基本的な」警察や軍隊の撤退

などを監視した．加えて，ヨーロッパ委員会は 4 つ

の分野（選挙支援・警察改革・司法改革・地方統治改

革）における和平合意実施を援助するために，アチェ

和平プロセス支援プログラムに資金供与を行った．

早期成果を実現する
　アチェでは，政府は海外および地元の主体と協働し

て，平和構築にとって極めて重要な若干の早期成果を

実現した．社会復帰と平和構築向けに公約されている

資金総額は推定で 9 兆ルピアである 68．地区別の資

金配分をみれば，援助の地理的な配分が効果的かどう

かの証拠になる．紛争の影響を最も受けた 4 つの地

区――北アチェ，ビルン，東アチェ，ピディ――が全

資金の 50％を享受した．GAM メンバー（戦闘員と非

戦闘員の両方）と政治犯が直接援助のなかで最大の

シェアを享受し，合わせてほぼ 4,000 億ルピアに達

した 69．

　このような支給は元戦闘員や他の重要な対象グルー

プが労働力に復帰する助けになった．世界銀行が委託

したアチェ社会復帰・生計調査が示すところによる

と，元戦闘員がフルタイム雇用に従事している確率は

文民の仲間よりも 7％高い．元戦闘員と元政治犯のほ

とんどは暴動に参加する前に従事していた職業――主

に農業や農業賃金労働――に復帰している．さらに，

同調査の発見によれば，紛争の男性犠牲者は男性非犠

牲者との比較で，フルタイム雇用についている可能性

が 14％高い 70．紛争終結以来アチェでは貧困が減少

しているが，特に紛争に影響された地域ではそうでな

い地域よりもその傾向が顕著である．ただし，州全体

としては依然として全国平均におくれを取っている．

　アチェはコミュニティ主導型プログラムが，地方

の再建と社会的保護をどのように促進するかも示し

ている．和平合意が調印されるとすぐに，BRA はケ

カマタン開発プログラム（KDP）を通じてコミュニ

ティ・ベースの社会復帰援助を開始した．紛争犠牲者

だけに対象を絞って，プログラムは 1 回の補助金交

付で 2,270 万ドルの政府資金を供与し，2007 年には

1,724 の村落で運営されていた 71．小さなプロジェ

クトを通じて生活条件の改善を目指している紛争に影

響されたコミュニティに焦点を絞っていた．貧困の減

少はプログラムに参加している村ではそうでない村よ

りも 11％も高くなっていた 72．資金のほぼ 90％が

私的な財の購入に向かったことを考えると，コミュニ

ティ主導型開発（CDD）プロジェクトは緊急的な状況

下では，1 回限りの現金移転を配分するには有効なメ

カニズムになり得る 73．調査データが示すところで

は，受領者の 88％は BRA-KDP と KDP の資金はとも

に，最も重要なニーズに支出されたと感じていた 74．

出 所：Aspinall 2005; International Crisis Group 2005; Morfit 2007; MSR 2009; 
World Bank 2010a; Government of Republic of Indonesia and Free Aceh 
Movement 2005; Braud and Grevi 2005; Schulze 2007; World Bank 2008a; Barron 
2010; Barron 他 2009; Morel, Watanabe, and Wrobel 2009; Government of Aceh, 
Syiah Kuala University, and World Bank 2008．





　第 5 章では暴力に対する強靭性という制度的な転換に関するジレンマを検

討する．その第 1 は時間的な枠組みにかかわるものである．「あまりにも遅い」

という改革プロセスの遅れは，暴力に対する国家の脆弱性を長引かせる．し

かし，制度的な転換にかかわる歴史からの教訓では，「あまりも速く」進める

と逆に反発のリスクを生み出す，という警告が示されている．暴力に取り組

んだ諸国は，しばしば一世代という期間にわたり改革を順序よく行っている．

これは社会的なコンセンサスを得たり，社会が変化を吸収して制度的な能力

を発展させたりするのを許容するためである．第 2 のジレンマは制度改革の

優先順位に関することである．本章では，選挙や腐敗など幅広い問題につい

てだけでなく，安全と正義，及び雇用に対する各国の改革アプローチからの

教訓を提示する．それは実験と適合，及びペース配分が，どうしたら現地の

政治的文脈に適合した「最適な」改革の結果が得られるかにかかわるものに

なる．
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制度転換のペース設定と順序
　脆弱な移行状況の下で変化を求める鬱積需要があり，暴力防止のためには正当で有能な

説明責任を負う制度が重要であるということは，制度的な転換を治安と開発のアプローチ

に有効に結び付けることにとって重要であるということを意味する．本節では改革にかか

わるペース設定，優先順位の決定，順位に関する教訓を説明する．

「あまりに多くのことを，あまりにすぐに」を回避して，「最適」を発見する
　最も脆弱な状況下で多数の部門における統治の質が不足気味であることを考えると，最

善のアプローチは迅速な一律の制度的な転換のように思われる．しかし，改革の範囲とス

ピードはそれ自体がリスク要因であり，「あまりに多くのことをあまりにすぐに」という

症候群は，困難な移行期にみられる以下のような多くの兆候につながるだろう．

• 国家改革者の既存の政治的・社会的ネットワーク能力を酷使する（2000 年代初めに

おけるアフリカ共和国やハイチのように）1．

• 状況に適合させるために十分な時間や努力を注がずに，外部の「最善慣行」モデルを

移植する（例えばイラクにおけるように）2．

• 2002-05 年の東ティモールにおけるように，人々が生活している事実上の世界にお

ける結果指向（たとえ基本的であっても，不安定で限界的な農村部や都市部の地域に

おけるサービスの改善によって）ではなく 3，首都における法律上の区域における成

功を定義する産出指向（例えば法律を制定する，部門別の計画や政策を策定する，新

しい委員会ないし組織上の構造を創設するなど）を採用する． 

• 例えば，2001-03 年およびある程度はそれ以降のアフガニスタンにおけるように 4，

国家の組織や制度を迂回することによって短期的な成果を促進し，長期的には国家制

度の構築に有害となる並行的な経路に対する努力を「保護する」．

　国家と地方の改革者が制度転換について，ひとたび優先順位を付けて，目標の順序を決

めれば，次の措置は単純になるように思われる．どこかに「最先端の」，「最善慣行で」，

「技術的に完璧な」方法があるに違いないない．常識は「むだな努力はするな」，代わりに

うまく機能するものを採用せよと教えている．したがって，国内外の主体はともに既製の

国際的な最善慣行を適用する誘惑に駆られている．しかし，このような慣行は安全で，国

市民に安全と正義，及び雇用を提
供するために制度を転換する
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家機関の能力水準が高く機能している競合市場が存

在しているような環境向けに設計されているのが普

通である．暴力の連鎖がある環境というのは不安定

で，制度的には不足があり，総じて部分的に機能し

ている市場しか存在していない．したがって，「む

だな努力はしない」，その代わりに最善慣行を採用

するという単純な概念は，期待されるほど成功して

いない．

　これに代わる代替策は実際的で，政治的な現実，

制度的な能力，不安定性の水準に適合した最適な選

択肢に焦点を当てることであろう．脆弱性や暴力と

の決別に成功した諸国は，海外からの解決策を自国

の状況に適合させている．単なる模倣ではうまく機

能しないという事実があっても，他国の経験から学

ぶ価値を否定することはできない．そうすることに

よって，各国は利用可能な制度と能力にかかわる自

国独自の組み合わせに適合した，みずからの実際的

で実現可能な解決策を生み出すことができよう．適

例は中国の郷鎮企業である．これらは「民間部門」

の企業ではまったくなかった．そうではなく，民間

部門企業が必要とするあらゆる法的・制度的な装身

具なしに，民間部門企業がもっている機能（ダイナ

ミズム，革新，投資など）の多くを提供する過渡

的な工夫であった．したがって，ある 1 つの制度

（民間企業）にとって環境が適正になるのを待たず

に，中国政府は新しい形の企業を創出したのである

（ボックス 5.1）．

市民の安全と正義，及び雇用創出という基本機能
に対する早期の関心

　第 2 章では，暴力に関連したストレスは安全と

正義，及び経済のいずれの分野でも起こり得ること

諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

ボックス5.1　漸進的に経済改革を実験するという中国のアプローチ

　経済改革と対外開放政策のおかげで，中国は過去 32 年
の間に力強い着実な成長を遂げるようになった．この政策
によって中国では甚だしい変化が生み出された．中国の経
済改革の成功には次の 3 つの重要な要因がある．ボトム
アップ・アプローチ，漸進主義，（国家政策にすべきか否
かを議論する以前に）改革を実験しインパクトを測定する
という原則．
　中国の経済改革は最初は地方で始まった．中国の都市化
率は 1978 年には 17％であった．中国人の圧倒的な大多数
は地方にいたのである．1978 年に安徽省考感村の小農 18
人が中央計画経済と決別する決心をして，秘密の契約に署
名した．この契約にしたがって，農民たちは自分の自由に
なる土地を小さな区画に分割した．農民 1 人 1 人が自分の
小さな区画の土地と農業生産に責任を負うことにしたので
ある．この契約はより多くの食料を生産しようという強力
なインセンティブを生み出したため，より良い収穫を享受
することができた．省政府はこの 18 人の農民のイニシア
ティブを大いに支持した．と同時に，安徽省では，地方政
府の黙認を得て私企業を設立する人も出現した．しかし，
他の省は非常に懐疑的であった．改革の種類が間違ってい
て，「資本主義的」であり，それは社会主義の中国とは相
容れないと信じていたのである．

　中国の中央政府は他の省に対して同じ改革を採用しろと
は要請しなかった．躊躇している他の省を納得させるため
に，改革について良い結果を望んでいたのである．「論よ
り証拠」である．3 年後，この改革を実施した安徽省は自
分たちの食卓の上により多くの食物を享受することになっ
た．徐々に他の省も追随した．
　中国が経済改革を始めた際，人々はまったく違う考え方
をしていた．進行中の改革は毛沢東主席の教えにしたがっ
ていない，というのが多くの人々の考えであった．鄧小平
指揮下の中国政府は国家政策にすべきか否かを議論する前
に，改革を実験し，その利益を測定するという原則を採択
した．これは不和を生むイデオロギー的な議論から，「心
を解放する」ことを目指した文化革命を経て生じた考え方
の変化に依拠したものである．
　改革を成功させるために，われわれが最も必要としてい
るのは人々の支持である．改革が人々に具体的な利益をも
たらして初めて，われわれはそれを手に入れることができ
る．一歩一歩，結果に基づき，開発に関する統一的な物語
が生まれた．鄧小平が正しかったことを歴史が証明し，中
国人をさまざまな陣営に分裂すること，あるいは際限のな
い無益な議論に従事することが回避され，代わりに人々の
福祉に本当の改善をもたらしたのである．

呉建民・元駐仏大使 , 上海国際問題研究センター主席；WDR 諮問委員会メンバー
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を強調した．第 2 章の国別事例研究・各国改革者

との協議でカバーした暴力のリスクと関連するスト

レスや制度的要因にかかわる研究はすべて，暴力の

再発を防止し，将来の改革の基礎を築くためには，

市民に安全と正義（腐敗のコントロールを含む），

及び雇用を提供する制度を優先することの重要性を

指摘している 5．この優先順位は「貧しい人々の声」

プロジェクトや WDR 向けに実施された国レベル調

査の結果でも確認されている．すなわち，基本的な

安全と法と秩序の次にくる人々の最優先課題は自分

自身の経済的な生存である 6．安全と正義，及び雇

用を優先するということは，社会の発展にしたがっ

てこのような分野で必要とされる幅広いすべての機

能に取り組むということを意味するものではなく，

暴力からの脱却という早期段階でこのような分野に

おける基本的な進捗度を単に注視しておくというこ

とである（ボックス 5.2）．

　本章では安全・正義・雇用の分野にわたる一連の

実際的な介入策を提示する．このような介入策には

市民の信頼を醸成するために早期成果を実現するも

のも含まれる．それは制度改革が定着するための時

間を稼いだり，あるいはそのような改革を積極的に

支援したりすることができるものである．所与の問

題に対して実際的な解決策を提供する最適な制度的

なアプローチを使う解決策も強調されている．それ

は状況固有の可能性もあるが，広範な手段の適合性

が証明されている．早期措置と最適なアプローチは

たとえ脆弱な文脈下であっても，限定的な能力で実

施可能な優先的な改革と結び付いている．このよう

な解決策は，より根本的な社会的・経済的・政治的

なシフトを必要とするため，総じてもっと漸進的に

適用される改革とは区別される．

諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

ボックス5.2　制度構築には時間がかる．最初にやるべきことを最初にしよう――市民の安全と正義及び雇用

　制度構築には時間がかかる．緊急なことを最初に片付け
ると，特に治安を改善し，基本的な正義を実現し，雇用を
提供すれば，人々が将来に対して有望に感じるのに役立
つだろう．そうなると，成功がさらなる成功の条件を生み
出してくれる．実際的なアプローチを取らなければ，新し
い制度は一般人の心に定着しない．初期のシンガポール
にとって，実際的であることは選択肢ではなく必須事項で
あった．イデオロギーはわれわれにはもてあそぶことがで
きない贅沢であった．われわれは最初にやるべきことを最
初にやる，という優先順序を誤ってはならなかった．その
後，経済が離陸し生活が改善するにしたがって，われわれ
は公的政策に関してもっと洗練され敏感になることができ
た．われわれには善意をもって，大小さまざまな形で支援
してくれる多数の友人がいたために幸運だった．
　独立してから最初の 2-3 年間，優先度は治安，法と秩序，
投資・経済成長にとって好意的な条件の創出にあった．信
頼がすべてであった．1 年を経ずして徴兵制が導入された．
秘密結社や他の犯罪行為は抑圧された．腐敗は次第に根絶
された．投資を促進するために，労働と土地取得に関する
法律が早期に改正された．当時の多くの途上国における通
念に反して，われわれは保護主義を回避して多国籍企業に
よる投資を奨励した．われわれは利益が禁句になることを
許さなかった．門戸を外の世界に対して広く開けること―

―海港，空港，通信――は必須条件であった．変化にかか
わる政治を管理するのは常に挑戦的であった．途中の一歩
一歩でわれわれは人々に対して，明日は今日よりも良くな
るという希望を与えなければならなかった．自家保有を優
先課題に掲げて，長期的な公共住宅プログラムが打ち出さ
れた．これが各家計にシンガポールの開発に関して平等な
持ち分を付与することになった．同プログラムは強制貯蓄
の制度を通じてファイナンスされた．国民の焦点は教育制
度に集まり，人種的・宗教的な分裂を克服するのに役立っ
た．あまりに大勢の人々を小さな島に収容するため，われ
われは都市計画のスキルを開発しなければならなかった．
それには次のものが含まれる．良い公共輸送，稀少な道路
スペースへの価格設定による交通管理，大衆の士気に極め
て重要な緑地の提供など．われわれは諸外国の経験を研究
して，それをわが国独自の状況に適合させた．
　このようなすべてのことが総選挙のたびに，大多数の支
持が得られる形で実施されなければならなかった．鍵は
人々の信頼を獲得することにあった．持ちこたえる制度と
いうのは人々の尊敬と愛情によって維持されている．これ
は少なくとも一世代を要するプロセスである．制度という
のは単に法律を制定したり，コンサルタントを雇ったりす
ることで構築されるわけではない．

ジョージ・ヨー外務大臣 , シンガポール；WDR 諮問委員会メンバー
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多部門的アプローチ
　本章では介入策は安全と司法，及び雇用とそれに

関連するサービスといった各領域について別々に提

示されている．しかし，介入策の組み合わせは各領

域内でも領域をまたがっても可能であり，第 4 章

で強調したように多くの場合に望ましいものであ

る．このように，介入策は孤立してではなく，成果

を実現し制度を転換するための包括的なアプローチ

の一環としてみるべきである．このような分野を橋

渡しする具体的な多部門的アプローチは有望な成果

を上げている．例えば，ラテンアメリカやアメリカ

の急速に都市化が進展している地域では，ギャング

や麻薬に関連した暴力が「ハードな」取り締まりに

向けた取り組みに抵抗しているが 8，時とともにコ

ミュニティ・レベルでの多部門的防止プログラム

に向けた漸進的なシフトが生じている．同プログ

ラムは短期の即効プログラム（対象を絞った取り

締まり，都市基盤の整備，社会的サービス提供な

ど）を，長期的・予防的な介入策（文化的規範の変

更，代替的な紛争解決メカニズムの構築など）に組

み合わせたものである．ブラジルやコロンビアは多

機関アプローチを涵養するために最も集中的な努力

を払っており，軍隊・警察・文民サービス機関から

招集したチームを創設して，それが地方における暴

力の削減や防止に関するすべての側面に取り組むべ

く，国と地方の合同事務所で協働している（ボック

ス 5.3）．この種のプログラムは省庁間の調整を要

するが，結果は，その基本的な原理は他の地域で暴

力に影響された地区では充分に検討をする価値があ

ることを示唆している．

ボックス 5.3	 暴力に対して政治・治安・開発の面で調整された対応策――ラテンアメリカにおける
	 都市部の暴力・地域の暴力・組織犯罪の暴力からの教訓

　多部門暴力防止プログラムというのは，暴力の複雑さに
対処するために，多種多様な主体を一堂に会する方法を指
している．都市化が急速な地域では――開発途上世界だけ
でなく，高・中所得国においても――，暴力には広範なリ
スク要因――過密，不平等，若年失業，麻薬関連の犯罪な
ど――が収斂しているという特徴がある．暴力は伝統的に
は刑事司法部門と威圧的な対応策を通じて管理されていた
が，特にラテンアメリカの都市を中心に，最近の多部門ア
プローチはもっと統合的な対応策の利益を証明している．
同アプローチは長期にわたる構造的なアプローチと，コン
トロール重視のアプローチの間のバランスを強調し，多種
多様なストレス要因に同時に取り組むものである．地方政
府やコミュニティの設計，実施，監視への関与を強調する
ことで，暴力の原動力に関するより良い診断が涵養され，
コミュニティの主体性強化が確保されている．
　ブラジルのベロオリゾンテ市では 1997-2001 年に殺人
率が急上昇した．暴力の被害者と加害者はともにしばしば
スラム街に住む 24 歳以下の若い男性であった．ミナス・
ジェライス州政府が市や非政府組織と協働して，「生き延
びる」（fica vivo）というプログラムの下で防止措置を実施
した．それは社会的支援，教育，スポーツに関して若者を
対象にしたものであった．社会的介入策は新しい形の取り
締まりを伴っていた．まず指名手配中の犯人を逮捕し，そ
れから永続的なコミュニティ警察の拠点を設置し，住民の
信頼を獲得した．対象コミュニティの 1 つにおける評価が
示すところによれば，殺人が市の他の地区と比べて半年に

ついて住民 10 万人当たり 45 人も減少した．「生き延びる」
プログラムは総コストに対して，99-141％もの投資収益率
を達成している．
　コロンビアのボゴタでは 1993-2002 年に，都市暴力と
の戦いについての進展について多部門戦略が賞賛された．
同戦略には以下が含まれていた．市民の武装解除とアル
コール消費の抑制を促進するキャンペーン，近隣地区にお
ける犯罪監視委員会，家庭内暴力を抑制し，女性に対する
攻撃を削減するための家庭警察署，警察改革措置，トラン
スミレニオというバスを使った新都市輸送プログラムのよ
うな都市再生努力，雇用プログラムなど．評価が示すとこ
ろでは，このような介入策のなかには暴力的犯罪の大幅な
削減につながったものもあった．例えば，週末や休日にお
ける銃器携行制限のおかげで殺人率は 14％削減したとさ
れている．トランスミレニオという都市再生輸送プログラ
ムは，ボゴタの最も暴力的な地域の一部において，犯罪と
暴力全体の水準を 86％激減させる功績があったと賞賛さ
れている．警察の強化に関連した介入策や，司法制度にお
ける事件処理の遅延を軽減し，裁判を迅速化するための介
入策も，暴行発生率が 76％も減少するなど，暴力的犯罪
水準の顕著な削減をもたらしている 7． 

出 所：Alvarado and Abizanda 2010; Beato 2005; Fabio 2007; International 
Center for the Prevention of Crime 2005; Dualibi 他 2007; Peixoto Andrade, 
and Azevedo 2007; Guerrero 2006; Llorente and Rivas 2005; Formisano 2002; 
WDR チームによる法執行機関，市民社会，Brian Center (Executive Director, A 
Better LA in Los Angeles) との協議 , 2010．
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市民の安全
　治安サービスの強化，及び調整は暴力防止のた

めの制度改革において根本的な第 1 歩である．国

連で平和維持活動を担当したジャン = マリエ・ゲ

エノ前事務次長は次のように指摘している．「した

がって，人々と国家の間における信頼の再確立は，

国家のコアな機能，すなわち武力の正当な使用にか

かわる独占を主張する能力で始まらなければならな

い」9．

　国家は武力の使用についての独占を喪失している

可能性がある．というのは，反乱軍や武装犯罪グ

ループの国内における活動が免責されているだけで

なく，国内の細切れの治安サービスが全体として一

貫した指揮統制なしに，相互に矛盾しながら運営さ

れている場合があるからである．ヨルダン川西岸，

及びガザでは，2005 年に治安改革が実施される以

前，パレスチナの治安維持部隊は多数の統制チェー

ンと多数の権限の下で 12 分割され，4 万人を雇用

していた．武力の独占と明確な権限系統がこのよう

に欠如していたことが，腐敗や恐喝の可能性を高め

る効果をもたらした 10．警察と軍部の改革につい

て調整されたアプローチを検討する必要性は，経済

協力開発機構開発援助委員会（OECD-DAC）による

2007 年の治安部門改革枠組みのなかでも認識され

ていた 11．

　もし治安部隊を国益のために使い乱用を防止する

のであれば，早期段階では文民による監視が重要で

ある．政治・治安の戦略と公的財政の結び付きが必

要になる．文民監視が成功するための鍵を握ってい

る 3 つの要素は次の通りである．

• 政治と軍事のリーダーに国家目的の支援にお

ける治安部隊の任務を議論させる．これはコ

ロンビアでは民主的治安政策の一環として行

われた（ボックス 5.4）．それとは対照的に，

東ティモールでは 2000-05 年に軍隊と警察の

任務に関して対話がほとんど行われず，一部

の意見では，それが 2006 年に暴力の再発に

つながった 12．

• 文民統制を強化するために公的財政制度を利

用する．治安部門要員は有効に仕事をするた

めには，明らかに給与をもらい十分に装備さ

れている必要がある．ファイナンスについて

も責任を負っている．治安部隊が予算外の

収入源から資金を得ていれば，文民監視は有

効に機能することはできない．同じく重要な

のは，治安・司法の両部門が十分かつ透明に

確実に資金調達できていることが，天然資源

や違法な麻薬取引からの不法収入が治安部隊

に流用されるのを阻止するためには極めて重

要である．治安サービスに対する予算制度の

改革はコロンビアの民主的治安政策の一部に

なっていた（ボックス 5.4）13．インドネシア

では，軍部の政界における役割を転換するに

当たって，予算外のファイナンス源（会社か

らの収入など）を削減することも同じく重要

であった．パレスチナのリーダーシップは説

明責任を高めるために，政治，及び治安の戦

略を予算と支払いシステムを利用して補完す

ることによって，最終的に治安部隊の細分化

に取り組んだ 14．

• 軍部に説明責任と人権の改善を公約させる．激

しい作戦に展開された訓練不足の治安部隊は，

コンゴ民主共和国におけるように文民を苦しめ

ていると非難される可能性がある 15．そのよ

うな虐待は国家の正当性にとって災いをもたら

す可能性がある．というのは，市民を大事にす

るという政府の責務にひどく反しているからで

ある．

　紛争後には，大規模な治安部隊を維持する財源

は消耗的になるが，短期的には不可避であろう．

かつての敵対者の間で信頼を醸成する必要性から，

好戦的な部隊については，即時に武装解除・動員

解除・社会復帰（DDR）するのではなく，むしろ

統合することが求められるだろう．例えば，1986

年にウガンダでは内戦が終結し，その後の敵対部

隊相互間で合意が成立したことを受けて，1992 年

にはウガンダ復員軍人援助プログラムという動員

解除・社会復帰プログラムが打ち出されたが，そ

れ以前に戦闘員は国民抵抗軍に統合された 16．同

様に，南アフリカは治安サービスの賃金支払額を

過渡的な措置として増加した 17．代替的な生計の

機会の欠如も，DRR について慎重なアプローチを

支持する根拠になる．コロンビアでは，多くの元

コロンビア自衛軍連合（AUC）のゲリラは DDR の
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ボックス5.4　コロンビアにおける文民監視と民主的治安政策の確立

　われわれが 2002 年に直面した挑戦はコロンビアが破綻
国家になることを防止することであった．これは市民を誘
拐やテロリズムから保護することを意味した．また，イン
フラ，道路，民主制度をゲリラ，準軍事組織，麻薬取引業
者による攻撃から保護することも意味した．
　ウリベ大統領の民主的治安政策は，6 カ月以内に国家の
全領土にわたって軍隊と警察の配備を要請した．軍隊は単
にもっと大勢の人だけでなく，警察と軍隊が単一の指揮下
で運用できるように，より良い装備や，人権やドクトリン
に関するより良い訓練を必要とした．これはプラン・コロ
ンビアを通じてアメリカが協力した結果でもあった．これ
はアンドレス・パストラナ指揮下の前政権が打ち出したプ
ログラムである．
　最初から，われわれは防衛に関しては文民統制の強化が
重要であると強調していた．防衛・治安政策に関しては軍
人と協働するために国防省に文民を入れていた．これには
予算配分や軍部が使う他の資源の管理にかかわる透明性向
上という追加的な利益もあった．予算編成に関して治安部
隊の同僚に文民が関与したことが民主的治安政策の成功に
役立った．
　国防省の文民統制を強化してから，われわれは 10 年間
にわたる戦略計画を策定するという前例のない作業に着手
した．これには大統領の治安政策の実施にかかわる進展を
図示できるパフォーマンス指標が盛り込まれていた．国家
治安政策について意見を出してもらうために，国防大臣と
して私は産業界の代表者とさまざまなイデオロギー傾向を
もった学者を招集した．政策の正当性を高めるとともに，
軍隊に対する信頼を醸成するという両方がその目標であっ
た．このような協議が実施されるのは初めてのことであっ
た．調達システム，兵站，最新技術に関して政府を助ける
べく，企業家に彼らの経験の活用を要請した．
　われわれの成功の正確な理由を特定するのは困難であ
る．しかし，過去 8 年間でわれわれは国土のコントロール
を取り戻した．自国の路上における誘拐に終わりをもたら
した――いわゆる「奇跡的な釣り」で．また，テロリスト
組織の数が減少して，彼らの復活を想像するのが困難なほ
どになっている．今やわれわれの焦点はこの弾みを維持す
ることにある．近年成功をもたらした政策を追求し続けな
ければならない．制度を強化し，軍隊の民主的な文民統制

（武力の使用に関する独占は認められ尊重される）を確保
することによって，われわれはさらに前進もしなければな
らない．

WDR による注記：治安・司法の予算編成プロセスに注意
を払うことがなぜ重要なのか？
　治安と司法は開発と貧困削減に利益をもたらす必須の公
共財である．国家が治安の維持と司法へのアクセスに資源
を配分するのは，適切であると同時に必要なことでもあ
る．したがって，治安・司法部門の財政管理に注意を払っ
て，資源が合意されている優先順序に対して，透明で説明
責任がある形で，有効かつ効率的に使われているようにし
なければならない．
　治安・司法向け支出の管理にかかわる 3 つの重要な相互
に関連する要素は次の通りである．

・ 公共部門の他の部分と同じく，治安・司法向け予算は
部門別戦略にそって編成されるべきである．政府は治
安・司法部門全体のニーズと重要な目的，および治安・
司法の各種主体が果たすことを求められている具体的
な役割を特定することができなければならない．

・ 資源は治安・司法部門内と治安・司法部門と他の部門
との間の両方で，優先度にしたがって配分されなけれ
ばならない．パフォーマンスに関する部門別の戦略や
情報は，配分プロセスにとって決定的に重要な部分で
ある．鍵を握っている財政・経済のマネジャーおよび
立法府はこのプロセスに十分関与する能力をもってい
なければならない一方，プロセスはすべての適切な主
体を巻き込んでいなければならない．治安・司法は資
金調達に関して他の部門としっかり競争しなければな
らない．政府全体を対象とする公共支出分析はこのプ
ロセスに役立つ情報を提供することができる．

・ 最後に，割り当てられた資源は効率的かつ有効に使わ
なければならない．これには運営パフォーマンスに関
して，治安・司法サービス内部と公務員の両方による
注意深いモニタリングと評価が必要である．この点で
基本的なうまく機能する財政管理情報システムが決定
的に重要である．さらに，モニタリングの過程で発見
された違反は，非順守の環境が醸成ないし強化される
ことがないように対処されなければならない．購入プ
ロセスの透明性は治安・司法においても他の分野と同
じく重要である．内部監査ユニットないし国防・司法・
内務の各省の監察官は，有効な資源利用の確保に関し
て重要な役割を果たすことができる．

出所：Ball and Holmes 2002; Harbone and Sage 2010．

マルタ・ルシア・ラミレス・デ・リンコン , 理事長，行動する市民の財団；元コロンビアの上院議員，治安委員会委員長；
コロンビアの元国防大臣・元外国貿易大臣；WDR 諮問委員会メンバー



133第５章　市民に安全・正義・職を提供するために制度を転換する

プロセスを通じて，既存の麻薬取引業者に雇われた

殺人者，あるいは新しい麻薬ギャングの首領や工作

員として衣替えして再登場した 18．財政コストと

治安リスクの間で「最小悪の答え」としては，過

渡期間には過大な治安部門を許容するということ

であろう．というのは，戦闘員には雇用先として

他には仕事を見付けるチャンスがほとんどないか

らである 19．

　ゲエノも次のように指摘している．「信頼は正当

性に依存しているが，正当性は有効性の関数でもあ

る．改革された治安部隊は専門的であるとみなされ

る必要がある．採用と審査がおそらく唯一最も重要

な要因になるだろう」20．採用や審査を通じて，治

安部隊内部の潜伏した，不正で，腐敗したネット

ワークの解体も，暴力から脱却する制度的な転換を

成功裡に継続している多くの諸国では，早期に実施

された重要な改革である．ボスニア・ヘルツェゴビ

ナでは 1999-2002 年に，国連ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ使節団（UNMIBH）は同国の法執行要員全員

を審査している 21．

　虐待者の排除は間接的な専門化措置を通じてしば

しば達成されている．例えば，アルゼンチンでは治

安サービスについて審査は行われていなかったが，

治安指名の承認に際しては過去における虐待に関す

る NGO の意見を受け入れなければならいため，そ

れが過去の記録についての質問に直面したくない官

吏を暗黙裡に「審査ではじき出す」ことにつながっ

ていた．チリとアルゼンチンでは，大卒者の治安部

隊への採用を利用して，専門的な基準を引き上げ

て，虐待者が生き残るのを困難にする環境を作り出

すために，専門的な訓練を重視した 22．

　審査プログラムは次の 3 つの主要な方法で情勢

に合わせて変えることができる．

• 審査プログラムはその標的によって異なる．過

渡的な社会ですべての制度を同時に改革ないし

審査したところはないし，実際には 1 つの制

度についてさえ，すべての階層レベルで審査す

ることは稀にしか行われない．審査を適用すべ

き制度とその制度のなかで選抜すべき地位の両

方に関して選択が行わなければならない．

• プログラムは選抜基準の点で異なる．正確に

は，どのような種類の虐待をシステムは根絶す

ることを企図しているのか？

• すべてのプログラムが，賦課する制裁という点

で同じわけではない．解雇でさえ多くのさまざ

まな形を取り得る（それは不正だと考えられる

行動への関与を開示することなく辞職する機会

を与える，という比較的穏便なものから始ま

る）．審査による制裁にはさまざま程度の広報

と，将来的にさまざまな部門での求職に対する

制約が含まれ得る 23．

　移行期に治安サービスを改革する方法としては，

改革に対して軍部の支持に頼るという脅かしかは取

らない，という意図的な決定としばしば組み合わさ

れている．例えば，インドネシアでは，文民政権や

経済における軍部の役割は劇的に削減されたが，過

去の人権侵害に関しては措置がほとんど取られな

かった．チリでは，文民監視，虐待的な治安ユニッ

トの排除，過去の人権侵害にかかわる一部の訴追が

素早く実施されたが，当初の訴追は対象が絞られて

いて範囲が限定的であり，軍部の収入は「銅法」の

下で保護されていた 24．

　女性に対する意識や治安部門改革に女性が本格

的に関与することに対する関心は，成功に貢献す

ることができる 25．女性は広範な治安の課題によ

り多くの性差固有の付加価値をもたらす．それに

は女性のサービス・アクセスの増加，性的な不祥

事の減少，治安部門に対する一般市民の信頼増大

などが含まれる．加えて，取り締まりに関する研

究でわかったことは，女性警察官はあまり武力を

使わず，潜在的には暴力的な状況を和らげるのが

うまく，コミュニティの取り締まりを円滑にする

ということだ 26．

　ニカラグアでは，1990 年代に着手された警察

部門のジェンダー改革を受けて，地域のなかで最

も「女性に優しい」といわれる警察になり，性的暴

力への取り組みにおける成功が高く評価された 27．

同じように，国連リベリア使節団（UNMIL）の全

員女性で構成される武装警察隊はリベリアの現地警

察と一緒に，犯罪防止夜間パトロールを合同で実施

して，市民が抱いていた懐疑（制服警官に対する信

頼は内戦によって侵食されていた）を克服するのを

手助けした 28．ナミビアでは，家庭内暴力の問題

に取り組むために，警察のなかに女性，及び子供の
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保護ユニットが設置された 29．シエラレオネでは，

女性被害者は訴え出て，警察の助けを求めるのに消

極的であった．国連シエラレオネ使節団は警察内部

に，女性警察官を含む家庭支援ユニットを創設する

のを手助けした．このような犠牲者に対してより同

情的な環境の整備が行われて，性的暴行について警

察への通報が増加した．その 90％は女性や少女か

らのものであった 30．

　市民の安全は国と地方の両レベルで取り組むこと

ができる．地方レベルではコミュニティや民間部門

を巻き込めば国家と市民の間の関係が改善し，した

がって暴力や紛争を防止するのに資することができ

る．有効な介入策には以下のものが含まれる．

• コミュニティ・パートナーシップを通じた犯罪

削減によるコミュニティ取り締まり業務．コ

ミュニティ・メンバーと協働して，犯罪やコ

ミュニティに影響するその他の問題を発見し，

対応し，解決する 31．近隣地区取り締まりは

コミュニティ取り締まりに類似している．市民

中心で，コミュニティのニーズに応えるべく，

地方的な連帯を表明しながら，コミュニティ・

メンバーに説明責任を負う，目に見える警察力

の提供を目的としている．例えば，コソボにお

けるコミュニティ取り締まりは，住民・市政

府・警備提供者を一堂に集めて，具体的な「コ

ミュニティ安全計画」についての合意をもたら

した．交通違反などより簡単で，それほどセン

シティブでない安全問題は，即効性をもたらす

ために最初に取り組まれた．違法な武器の回

収・解除などもっと困難な安全問題は，信頼が

プロセスのなかで醸成されてから取り組まれ

た．住民と面談してみると，コミュニティと警

察の関係や安全の意識の改善に加えて 32，小

さな安全に対する違反の削減という具体的な進

展があったことがわかった．同じく，コスタリ

カのアティージョ市ではコミュニティ取り締ま

りを実施し，公衆の安全のための行動計画にコ

ミュニティ・メンバーを巻き込んだ．実施から

1 年後，非行に対するプログラムのインパクト

はさほどでもなかったが，不安感をもつ人の割

合はコミュニティの 36％から 19％に減少し，

警察に関する世論の受け止め方は改善した 33．

• 民間部門は地方の犯罪や暴力の防止イニシア

ティブに関して，市町村政府や市民社会を支援

することができる．ブラジルのリオデジャネイ

ロの警察和解ユニットはファベーラというスラ

ム街における威圧的で短期的な介入策を，長期

的な警察の存在と社会的サービスで置き換える

ために 2008 年後半に開始された．その目的は

市民権と開発の促進を通じて，このような地域

をより大きな都市に完全に統合することで，介

入地域における地域的なコントロール強化と平

和を確保することにある．その際，民間部門は

イニシアティブのファイナンスを助けて，平和

になったファベーラにおける社会的・経済的な

発展に貢献する 34．

• コミュニティは性差ベースの暴力を防止したり

対応したりしてきている．コンゴ民主共和国に

おける EU の軍事作戦は現地の女性組織と協働

した．EU 部隊が性的暴行の事例に遭遇した際

にはいつでも，後者は心理社会的・医学的・法

律的な支援に関してだれにコンタクトすべきか

についての情報を提供した．同国の国連使節団

も特に女性に対して暴行を振るう侵入部隊に対

して警告すべく，コミュニティ警告制度を確立

するよう村人たちを組織化した 35．

　取り締まりと公安に取り組むのを後押しすべく，

古くから確立し機能している慣行を維持しておくこ

とは，たとえそれが非常に「技術的な」解決策で

ないにしても有益であろう．ハイチでは，ジャン =

マックス・ベルリーブ首相が次のように指摘してい

る．すなわち，同国は大きな都市部があるため，先

進技術装備をもつ近代的な部隊を必要としている．

それは都市部では非常に暴力的なギャングや組織犯

罪の精緻なネットワークの挑戦に直面しているから

である．しかし，農村部では小規模な土地・財産に

かかわる争議の解決に伝統的な農村部の警察が有効

に機能している．精緻な技術的装備や都市部に適し

た任務をもつ部隊を設立したからといって，「丘を

登って行って，財産や家庭の不和が暴力にエスカ

レートする前に解決するのは，もはや自分たちの仕

事ではない，と警察は考えるべきではない」36．

　治安改革を最優先課題にするということは，その

ようなシステムのすべての側面にわたって完全に包
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括的な改革と近代化を実現する，ということを意味

するものではない．市民の安全を改善し，システム

の直接的な支配を阻止する基本的な改革は，他の政

治的・経済的な分野における改革を前進させること

ができ，より漸進的で包括的な改革と専門化が可能

になるだろう．ハイチの警察は治安制度における基

本的な機能と国家と社会の信頼を，非常に脆弱な出

発点から発展させた適例である（ボックス 5.5）．

司法
刑事司法機能と紛争解決
　経験の示すところによれば，免責を削減するため

には司法機関にまたがる調整が重要であり，犯罪と

暴力に取り組むためには警察と他の司法制度（裁判

所，検察庁，刑務所を含む）との有効な連携が存在

していなければならない 37．2004 年以降のハイチ

では警察は印象的な進展をみせたものの（ボックス

5.5），裁判所や刑務所の制度の進展が警察の能力・

正当性の増大と釣り合わなかったため，犯罪者は法

の適正な過程を経ずにコミュニティによって釈放さ

れて，違法活動に引き続き従事していることがしば

しばであった．これとは対照的に，ソロモン諸島

地域援助使節団（RAMSI）が導入した法の支配改革

は，並行的に警察改革，かつては好評を博したこと

もある裁判制度のさらなる発展，刑務所の改修にも

焦点を置いた 38．説明責任が能力以上に大きな制

約になっているチリやアルゼンチンのように，軍政

からの移行期にあるといった中所得国の状況では，

治安と司法のサービス改革はほぼ同じようなペース

で進展し，相互に強め合っている（変化がやや速

かったり遅かったりするものがあるが）39．逆に，

ボックス5.5　困難な状況下におけるハイチでの警察の改革

　ハイチ国家警察は過去 5 年間の間に最も信頼されない国
家制度から最も信頼される国家制度に転換したが，それは
国内外主体による改革案に帰することができる．改革は内
部的な技術的な行為としてだけでなく，まずもってハイチ
のリーダーの協力を必要とする政治的なプロセスであると
みられた．彼らの政治的な支持があったからこそ，給与を
支払い，警察の日常業務を支えるための財源が配分された
のである．もう 1 つの外部要因は国連ハイチ安定化使節団

（MINUSTAH）であり，それが軍隊と警察の駐留を通じて
国内の治安に貢献し，本格的な警察訓練プログラムの余地
が許容された．
　このような重要な外部要因があって，ハイチ国家警察

（HNP）は MINUSTAH の支援を得ながら，部隊を専門化し，
警官の士気を高め，大衆の信頼を押し上げた．既存の警官
を資格審査し，新しい採用を行う手続きを施行した．警察
部隊に女性を含めることには，政府と警察指導部の両者に
より優先度が付与された．強化された内部調査ユニットが
不正事件に対しては決然とした措置を取り，警官の誠実性
にかかわる価値観と必要性を補強した．（紛争後の環境下
で通常みられる典型的な 2-3 週間ではなく）7 カ月に及ぶ

最初の採用訓練プログラムが，他の特別研修プログラムと
並行して実施された．警官 1 人 1 人が取り締まり機能を
遂行できるよう適正に装備され，規則的に給与支払いを享
受した．過去における腐敗や人権侵害と密接に関連した警
察の制服は変更された．元警官が制服を違法活動に使用す
るのを防止するためであると同時に，より重要なこととし
て，警察における変化を象徴する公式なシンボルとしての
措置であった．HNP も管理を強化し，より多くの権限を
現場に委任し，事務と支援の機能を高めた．
　ハイチの人々は HNP の変化を認識している．過去 1 年
間に警察の仕事に変化があったか否かと 2009 年に質問
されて，72％が肯定的な変化があったと回答した．また，
83％は国内の治安状況は 1 年前との比較で，「大幅に」，あ
るいは少なくとも「若干」良くなったと回答している．洪
水・ハリケーン・地震・全国的な食料暴動などの試練を受
けながら，警察サービスはその都度信頼される行動を取っ
た．2010 年 1 月 12 日の地震と余震の直後，警察はハイチ
の街頭で機能している唯一の政府部門となっていた．

出所：UNDPKO 2010a．

暴力の種類：犯罪・ギャング関連暴力の広がり，民兵活動，組織犯罪，麻薬違法取引

移行の機会：化に向けた大きな余地，国家や警察の新しいリー
ダーシップ，大きな対外支援

重要な利害関係者：政府，市民，国際的パートナー，警察

重要なストレス：暴力と不信の後遺症，麻薬違法取引・組織犯
罪活動，低所得，若年失業，腐敗

制度的な挑戦：政治・司法・治安全の制度が弱い，説明責任の
欠如，治安部隊に対する信頼が低い
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第 3 章で指摘したように，コロンビアでは，軍と

警察の能力増加に裁判所内の資源や能力の同じよう

な増加が追いつかなかったため，全体の進展が制約

された 40．

　治安部隊との関係で先に議論した要員の審査は，

判事や検事についても極めて重大であろう．ボスニ

ア・ヘルツェゴビナでは，国内外のスタッフで構成

された 3 つの高等司法・検察評議会（HJPC）が裁

判制度を再構築して，2002-04 年に裁判官と検察

官の全員を再指名した．ほぼ 1,000 個のポストに

ついて空席が宣言され，それを埋める公開競争が行

われた 41．司法部門の専門性を改善するために間

接的なメカニズムも使われた．チリでは，軍政への

移行を受けて，警察の文民監視に関する迅速な措置

が裁判官の昇進，及び承認プロセスにかかわる改革

と組み合わされ，それが下級検察の独立性と業績

ベースの高等裁判所への昇進を奨励した 42．

　能力構築という面では，基本的な行政機能，陳

腐化した手続きの置き換え，取扱件数処理の改善

目標などに焦点を当てる方が，壮大な法律と司法

改革プランよりもより良い結果を実現できる傾向

にある 43．政府やドナーは司法制度改革のアプ

ローチにおけるこのプラグマティズムをしばしば

犠牲にする傾向があり，（2001 年以降のアフガニ

スタンや 03 年以降のイラクにおけるように）本質

的な司法の執行や基本的な制度構築よりも，法典

の書き直しを優遇している 44．地方レベルの司法

サービス提供は制度改革の努力に対する信頼を維

持するのに重要であり，そのためにコミュニティ

や市民社会とパートナーを組むのは，早期の成果

と後の制度構築の間の重要な結び付きになり得る．

ラテンアメリカでは，革新的な地方裁判所が人々

に司法を提供するのに有効であった（ボックス

5.6）．

　公式な制度ではサービスが行き届いていなかっ

た分野で，肯定的な結果がみられた司法アクセス

を増加させるための他のアプローチとしては，移

動裁判所と法律事務員の活用がある．ニカラグアで

は 2000 年代初めに，移動裁判所とコミュニティ・

ベースの法律事務員は同制度が稼動している地域

において犯罪の 10％の削減に寄与したといわれて

いる 45．「正義のために立ち上がれ」（Timap for 

Justice）という非営利団体は，シエラレオネのウェ

ブサイトで無償の司法サービスを提供しており，重

要な成果も証明している．弁護士の後ろ盾を得た法

律事務員が 2003 年以降，コミュニティの紛争や不

和の取り組みを支援している．定性分析の示すとこ

ろによれば，Timap の介入は（特に女性を中心とす

る）顧客の権利主張をエンパワーしている．警察，

伝統的なリーダー，裁判所の制度的な公正さと説明

責任に関するコミュニティの受け止め方も，Timap

の仕事を受けて改善している 46．ドナーとシエラ

レオネの政府は Timap に依拠しながら，2010 年に

NGO やコミュニティ・ベースのグループと共同で

司法サービスについて全国的なアプローチを開発し

た．それには第一線の法律事務員とそれよりは小規

模のコアとして支援する弁護士が含まれる．

　司法（および同サービス）へのアクセスは登録さ

れていない人々はしばしば拒否されており，社会

的弱者グループにとって登録へのイニシアティブ

は，市民権やコミュイティ・アイデンティティに関

して認知の重要な形になり得る 47．聖エジディオ

共同体のような団体は，NGO に加えて，その「忘

却に対抗する万人のための出生届け」（BRAVO）プ

ログラム 48，赤十字国際委員会，国連児童基金

（UNICEF），国連難民高等弁務官（UNHCR）などを

通じて，困難な状況下での出生登録について各国当

局を支援している．有効な手段に含まれるのは，出

生登録と適正な身元証明については和平合意に具体

的な規定を設ける，移動登録プログラムを通じて助

産婦などコミュニティの「報告者」を活用する，出

生届を予防接種など補完的なサービスの提供と組み

合わせるなどである 49．

　公式の司法制度を伝統的なコミュニティの制度

で補完しても，やはり最適なものになり得る．深

い包括的な司法改革が短期ないし中期で達成でき

ることはまず稀である．司法改革の挑戦の 1 つは，

移行期の早期段階で公式制度と非公式制度の間に

橋を作ることにある．世界中で伝統的な制度は土

地・財産・家族の問題にかかわる争議を解決して

いる．現在の脆弱国の 80％もの人々が，さまざま

な形態の治安や司法に関して非国家主体に依存し

ている 50．例えば，ケニアでは――土地はしばし

ば私人やコミュニティの紛争の種になっている．

時には権利がはっきりしていても，それがゆえに

紛争の原因になることがある――，伝統的な制度
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の方が国家よりも紛争解決について広く信頼され

ている 51．最近のマリでは，地方の伝統的な制度

と国家の組み合わせが土地紛争を解決している．

すなわち，コミュニティ・グループが競争者の間

に入って裁定を下し，全当事者が裁定を管轄する

県庁に登記する 52．非公式な女性の法廷も公式な

制度を補完することができる．これは一般に，女

性が虐待を詳述できるように市民社会によって開

催されている．グアテマラでは内戦中の虐待に関

して，またレバノンにおけるパレスチナ人難民キャ

ンプでは，1982 年のサブラ・シャティーラ虐殺の

際における強姦について，日本では第 2 次世界大

戦中の「慰安婦」問題について 53，女性の法廷が

使われたことがある．

　ここでの教訓は伝統的なコミュニティ構造の能

力に依存しながら，認知と改革のプロセスを使っ

て，それらを公平性と国際規範を尊重する方向に漸

次「引っ張る」ことにあるものと思われる．その好

例として，東ティモールが伝統的な慣習法の規定を

正式な法制度のなかに融合したことが指摘できる．

独立後の東ティモールでは，事実上のハイブリッド

な制度が出現した．地方の司法メカニズムは公式の

法制度と並行して引き続き機能した．伝統的な制度

に対する信頼の主因は，それが文化的な規範と遺産

にしたがって紛争を解決したことと（調査回答者

の 51％），公式な司法制度との比較でもさほど高価

ではなく有効だったこと（同 38％）にある 54．公

式の司法制度が能力を付けてくるのに伴って，この

非公式な制度をまったく置換するのではなく，政府

は 2009 年に憲法の下で構想されていたように，慣

習法プロセスの法的な認知に関して全国的な公開協

議を開始した．金銭的な補償など慣習的な罰則は正

式な法典に盛り込まれている．このプロセスには強

姦などといった犯罪に適用されていた公式的なアプ

ボックス5.6　ラテンアメリカにおける革新的な法廷解決策

24 時間法廷――苦情を聞き，新たな証拠を検討する罪状
認否法廷――は，刑事事件をどうしたら迅速に処理でき
るかを示している．一例はグアテマラ最高裁判所によって
2005 年に設立された 24 時間法廷である．これは複数機関
による努力の成果であって，裁判所だけでなく，検察庁，
総務省，国家文民警察，公立防衛研究所などが参加してい
る．1 日 24 時間，1 年 365 日運営されていることは別と
して，24 時間法廷の利用可能性は，6 時間という限度以
内に拘留者を起訴するという警察による法律の適正な手続
きの順守を促進している．最初の 3 年間にわたる法廷の運
営で，棄却した事件の数は 77％から 15％に低下した．す
べての罪状認否のうち 50％近くが，保釈，自宅拘留，地
方裁判所に毎週出頭，旅行制限など，拘留に代わる判決で
終っている．麻薬消費事件は 30％から約 7％にまで減少
した．また，法廷は公判の代替策の活用を増やしている．

現行犯法廷はコスタリカのサンホセで 2008 年に，刑事事
件処分の回数を削減するために実験ベースで設立された．
既存の法的枠組みのなかで設立されたもので，さらなる法
的改革の必要はなかった．この目的には被告人が現行犯で
逮捕された場合の事件を処理するための簡略手続きで，法
律の適正な手続きを保証することにある．このような法廷
は 1 日 24 時間 1 年 365 日開廷され，裁判官，検事，公選
弁護人がいくつかのシフト制で運用されている．事件はた
だちに検事に引き渡されるが，検事が裁判官に即時に審問

をして，略式判決あるいは予防的拘留など代替的なメカニ
ズムの分析を要請するかもしれない．被告と公選弁護人が
即決裁判を求める場合には，それはただちに行われるか，
あるいは 2-3 日中に設定される．

コロンビアでは司法ハウス――統合された多機関による
サービス・センター――が紛争を解決するために使われ
ている．このような司法ハウスはアメリカの国際開発庁

（USAID）によって最初は 1995 年に設計・実施され，開始
以来，低所得コミュニティを中心に，780 万人以上の市民
を援助してきている．今では都市部と農村部の両方で全国
的に要員が十分な施設が 50 カ所あり，その中には性格的
に地域全体をカバーするものもいくつかある．地方的な紛
争を削減し平和を維持することにかかわる成功を踏まえ
て，内務・司法省とのパートナーシップで 10 カ所の新し
い地域的司法ハウスを建設することが計画されている．他
の社会的サービスとしては平和センターがあるが，それは
司法ハウスの拡大版で，コミュニティは市民権の価値，平
和的な共存，紛争の平和的な解決などを奨励するプログラ
ムにアクセスできる．最初の平和センターが 2002 年 12
月にコロンビアで最も暴力的な地域の 1 つであるバランカ
ベルメハに開設され，今ではコロンビア全土に 15 カ所あ
る．

出所：World Bank 2010i; USAID Guatemala 2008; USAID 2009b．
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ローチと慣習的なアプローチの間の緊張にかかわる

討論も含まれている 55．

腐敗
　市民が国家の財源に対して公平なアクセスを確保

していることについても，司法は関心をもっている

ということである．すなわち，腐敗に関心をもって

いる．グルジアでは 2003 年のバラ革命によって政

権に就いたサアカシュビリ政府は，同年以降，公共

部門の腐敗を締め付けた．高官の資産を公開し，密

告者保護を強化し，公共財政管理や公共調達にかか

わる措置を改善したのである．さらに，贈収賄を犯

罪にし，刑法を施行し反腐敗省庁間評議会を設置し

た（これは新しい国家的な腐敗防止戦略の立案・実

施が任務）．3 年後，グルジアはいくつかの世界的

に実用的な統治指標でみて，腐敗防止改革国として

はトップにランク付けされた．したがって，グルジ

ア人の 78％は過去 3 年間で腐敗が減少したと感じ

ており，これは調査対象になった 86 カ国のなかで

は最良の結果であった 56．

　脆弱な状況下で腐敗と戦うために最適なアプロー

チを適用するに当たって，民間と国際的な力は国家

制度を補完することができる．リベリアは次のこと

を認識していた．紛争後の時期に国有林産業を適切

に監視する能力が欠如していて，伐採からの収入回

収を確実にして（チャールズ・テーラー前大統領の

下では，林業は納付すべき税金の 15％弱しか徴収

されていなかった），違法木材の売却に伴う資金が

合法な供給チェーンを通じて洗浄されないよう警戒

するために，非国家能力を頼りにした．政府は民間

の検査会社と，収穫ポイントから輸送を通じて販売

に至るまで，すべての木材を追跡するシステムを構

築・運用する，という契約を締結した．ただし，7

年後にはこのシステムは政府に譲渡されるという合

意が成立していた．このシステムのおかげで政府は

全税収を確保できることになった．というのは，中

央銀行が税金の全額納付を確認するまでは輸出許可

が発行されなかったからである 57．同様に，イン

ドネシアとモザンビークも腐敗に常に非常に弱い分

野における効率性の向上を推進すべく，民間の関税

徴収機関を活用している 58．

　予算や歳出の透明性は早期に導入できる容易な変

化であり，違法な資金の流れが暴力活動に流入する

のを阻止するのに決定的に重要である．例えば，東

ティモールの石油法は独立までの移行期のうち非常

に早期に確立され，2005 年には施行されていた．

資金にかかわる高度な透明性を規定し，国内石油資

産の資本価値を維持するのに必要な金額だけ引き出

すよう政府に勧告している 59．石油収入の枠組み

は 2005-06 年に不安定さが戻ってきた時期にあっ

ても，頑健さを維持し国家資産を維持し，治安部門

を含め各省庁の支出に関する議会と世論に対する公

開報告によって補完されている．

　地方のコミュニティや市民社会組織も腐敗と戦う

ことができる．「社会的説明責任」アプローチは自

分たちの福祉に最も直接的に影響する支出をモニ

ターするのに，市民やコミュニティにとってのイン

センティブに依存している．このような手段には，

支出が地方レベルで透明に公表されるコミュニティ

主導型開発アプローチに加えて，市民通信簿，コ

ミュニティ得点表，参加型公共予算編成，公共支出

追跡調査などが含まれる 60．インドネシアのアチェ

におけるケカマタン開発プログラムでは，調査し

た人口の 88％がプログラム資金は適切に管理され，

最も重要だと思われることに支出されていると信じ

ていた 61．マダガスカルでは，保健部門の（コミュ

ニティ得点表を通じた）コミュニティ監視は，わず

か 4 カ月間で保健サービスに対する消費者満足度

の（39％から 49％へという）10％ポイントの改善

につながった．得点表は給与支給の規則性や，利用

者・保健スタッフ・村管理者の間の相互作用改善も

後押しした 62．

　断固たる改革者は同じく断固たる国際的なパート

ナーの支援があれば，たとえ困難な状況下にあって

も，公的な説明責任や透明性について重要な進展を

達成することができる（ボックス 5.7）．パレスチ

ナ自治政府は 2002 年に，公的財政管理制度の改革

に着手し，2 年もかからずにいくつかの際立った改

善を達成した．すべての収入は中央財務勘定に集中

され，それまでの担当省庁による裁量的で非透明な

支出をなくすことになった．財務省の備品・入札部

が治安関連の財政管理部門を含め省庁によるすべて

の購入（1 万 5,000 ドルという下限金額を超える

物）に関して完全な管轄権を有することになった．

治安要員に対する給与支払いはそれまでの現金支給

に代えて，個人の銀行口座に直接振り込まれること
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諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

ボックス5.7　腐敗に対抗する経験

　サハラ以南アフリカ全体にわたる携帯電話ネットワーク
を構築・運営するために，私が 1998 年にセルテルを創設
した際，好意的な友人たちは信じられないといった風に頭
を振りながら，2 つのことを言ってくれた．1 つは，君は
成功しないだろう．なぜならば，この貧しい大陸にはこの
新技術にとって潜在的な市場がないからだ．もう 1 つは，
君はあらゆるレベルのすべての意思決定者に賄賂を贈るつ
もりでいなければならない．
　まあしかし，セルテルはまさに素晴らしい成功だった．
アフリカは携帯電話に関して最も速いスピードで拡大して
いる大陸であることを証明した．腐敗に関しては私は 2 つ
の単純なことをした．第 1 に，私は会社に強力で著名な評
議会を設置した．それから，いかなる支払いも――当初は
3 万ドル以上のものに限定――評議会の承認を得なければ
ならないと定めた．

　この決定は贈収賄防止という会社の方針を執行するのに
決定的に重要であることがわかり，現場のマネジャーたち
に貴重な保護と援護を提供した．それどころか，事業運営
全体にわって財政規律が高まった．評議員の素晴らしい支
援と，いかなる予測不可能な資金調達の必要性に対しても
迅速に対応するという約束が極めて重要であった．アフリ
カの高官に対して公平に言えば，社員が賄賂支払いの圧力
を受けた事例の数は予想外に少なかった．3 回にわたって
現地法廷で法的措置に訴えたが，すべてにおいてわれわれ
は勝訴した．私が学んだ貴重な教訓は，企業統治は意味が
あるし収益を押し上げる．会社の役員会が腐敗に関して壮
大な声明を出すだけでは十分とはいえない．現場のマネ
ジャーを強制し支持する政策を整備しない限り，声明は被
信託人としての義務を果たすには空しい試みにとどまるだ
ろう．

モー・イブラヒム , モー・イブラヒム財団の創始者；セルテルの創業者；WDR 諮問委員会メンバー

民間部門における腐敗と戦うための柔軟で頑健なメカニズム

　大虐殺後の早い段階では，ルワンダの回復に向けた努力
は経済的な回復・成長に向けて基盤を整えることに加え
て，安定化，治安の回復，社会的信頼の涵養，政治制度の
再建・改革に焦点が当てられていた．大虐殺と内戦から 3
年後，高潔さを回復し腐敗と戦うために制度構築の作業が
本格的に始まった．そのような努力にはとりわけルワンダ
歳入庁，オンブズマン局，会計検査室，国家検察庁，国家
警察，ルワンダ公共調達局の創設が含まれた．これらは
リーダーシップの行動規範に関する基本法など法的措置に
よって補完された．それらはすべて長期的な経済戦略策定
に先立って整備され，わが国の脆弱な経済開発が詐取と強
欲によって浪費されることがないようにされた．
　われわれの経験から導かれた非常に重要な教訓は，制度
構築と適切な法律が至上命題であるということである．に
もかかわらず，制度や法律を有効に機能させる方が往々に

してより困難である．われわれの文脈でいえば，腐敗と戦
うという公約が 1994 年 7 月に政権の座に就く政府にとっ
ては重要な優先課題であった．容赦無用の政策を受けて，
特に，公職者の辞職ないし解雇が発生した．それには挙国
一致内閣のメンバーも含まれていた．この点に関しては議
会と大統領府によって措置が取られ，わが国の歴史上の重
要な時期に政治的な説明責任という概念を執行することと
なり，徐々に有効な統治制度を涵養してきている．これは
腐敗した高官を一貫して告発するという政策の継続によっ
て補強された．振り返ってみると，上級レベルの官吏に対
する措置は，批判できない者はいないということを証明し
ており，極めて重要であったことが明らかである．腐敗防
止に向けた努力に対する世論の継続的で強力な支持が最も
重要であったし，現在でも依然としてそうである．という
のは、それはまだ進行中のことだからである．

H・E・ポール・カガメ , ルワンダ大統領；WDR 諮問委員会メンバー

大虐殺後のルワンダで腐敗防止の制度を有効にする



140 世界開発報告 2011

になった．また，それまでの大統領府のための巨額

の裁量的な振替支出は事実上廃止され，このような

資金は代わってサービス省庁（保健，教育，社会問

題）に振り込まれることになった 63．

　民間部門の企業もたとえ制度が脆弱な状況下で

あっても，腐敗リスクに対処するために，独自の実

際的で最適な手続きを確立することができる（ボッ

クス 5.7）．

雇用
民間部門の回復
　民間部門から明らかになった重要な隘路の削減

は，それも信頼回復に役立つことができる．もっと

企業に優しい環境について企業家にシグナルを送る

ことによって，経済の復活をもたらし，もっと幅広

い改革のお膳立てをすることができる．ビジネスに

関する規制の簡素化――拡充や精緻化ではなく――

を早期に強調することが有効であるのはわかって

いる．ボスニア・ヘルツェゴビナでは，2002 年の

「ブルドーザー・イニシアティブ」と，それ以降の

自主政府による「ギロチン」イニシアティブは，地

方の産業界を動員して，民間部門の成長にとって著

しい官僚的な障害物の除去を陳情することにつな

がった．ブルドーザー・イニシアティブは過度な官

僚的措置の廃止を目的とした 50 の改革を 150 日

間で実現し，投資環境を改善した 64．選択的な法

律改正で自由貿易をすすめ，対内投資を簡素化した

ことも早期に成功をもたらした．同様に，2001 年

に，民間部門主導型の開発戦略の一環として，ルワ

ンダは長いこと投資の障害になっていた契約履行の

制度を解体した．国内の会社登記が 2001-04 年に

年 10％で増加して，公式部門の成長率が 2003 年

と 04 年にはそれぞれ 6％，7％に達した 65．

　しかし，暴力的な状況下で，企業の信頼が非常に

低い場合，企業にとって適切な環境を創出するだけ

では，投資を誘致するのに必ずしも十分ではない．

民間部門が触媒として機能するためにはより直接的

な介入が必要となる．1 つのアプローチは価値連鎖

を支援することである 66．生産者・取引業者・消

費者の間の結び付きが暴力によって壊れて，社会グ

ループ間の信頼が侵食されることがある．市場主体

を一緒にして，市場トレンドに関する情報を提供す

ることによって，このような結び付きを修復すれ

ば，雇用を創出し社会的連帯を再建することができ

る 67．また，地方企業に対して違法活動の代わり

に，コソボの酪農やルワンダのコーヒーのように，

正当な新しい市場との結び付きを提供することがで

きる（ボックス 5.8）．脆弱な状況下でも新しい市

場動向にとって有望なアプローチは，民間部門の革

新能力を活用し，企業家が投資リスクを分担しなが

ら，新たな製品ラインを開発するのに役立つ新しい

市場動向向けに，補助金をマッチさせることであろ

う 68．

基本インフラへの投資
　国内外の投資家は基本インフラの整備を必要とす

る．脆弱な環境下では，民間部門による回復に向け

た取り組みにとって電力が重要な制約となってい

る．しかし，電力部門の包括的な改革は不安定性の

ゆえに困難である．世界銀行グループによる企業調

査によれば，紛争地域で活動している企業が直面す

る事業環境で第 1 の制約要因は電気のないことで

ある 69．最先端の送電線網では典型的には発電機

が少なく（発電には規模の経済があって大きい方が

いいからである），それは消費者からは遠く離れて

立地している（燃料源である石炭，天然ガス，水力

などは移送するのが高価だからである）．その設計

は暴力的な紛争を想定外としている．技術的に完璧

な設計は特に混乱に影響されやすく，建設に長期間

を要し，そして防御が困難である．レバノンにおけ

る電力の回復は，民間部門の雇用創出のためにも重

要な，電気部門における改革と制度構築にかかわる

最適アプローチの長所・短所の両方を示している．

すなわち，代わりの最適なシステムはほぼすべての

家計に電力へのアクセスを提供したが，長期的には

コストが高くなったのである（ボックス 5.9）．

　道路修復は民間部門の回復と雇用創出の両方に

とって極めて重要なもう 1 つのインフラ投資であ

る．現地の請負業者を使い労働集約的な方法を採用

することによって直接的に，市場へのアクセスを円

滑化することによって間接的に，両方の目的に後押

しすることができる．例えば，アフガニスタンで

は，サラン・トンネル――カブールと北部アフガニ

スタンを結んでいる通年で使用可能な唯一の峠――

が，4 年間にわたる閉鎖を経て 2001 年のボン合意
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ボックス 5.8　コソボとルワンダにおける価値連鎖の発展

暴力の種類：内戦；民族的暴力；政治・犯罪・ギャング関連暴力

移行の動因：変化に向けた大きな余地，建国宣言，国と地方の
選挙，新憲法

重要な利害関係者：農民，民間部門，民族グループ，地方及び
中央政府，セルビア政府，地域的・国際的パートナー

重要なストレス：失業，暴力とトラウマの後遺症，腐敗，民族
的分裂，麻薬違法取引，失業，低所得

制度的な挑戦：官民機関における説明責任・能力の制約，破壊
されたインフラ，疎外の後遺症

　酪農品はコソボの伝統的な消費財である．1990 年代に
指令生産システムが崩壊し協同組合は解体した．多数の家
計が自給自足の単位となって，自家消費ニーズを満たすた
めに生産し，余剰を他の財やサービスと取引した．1998-
99 年の紛争は生産基盤の多くを破壊し，インフラに損害
を与え，人々を退去させ，民族的な分裂を拡大し，コソボ
人の相互信頼や政府に対する信頼を侵食した．コソボの農
業生産と経済活動が再開するとすぐに，ドナーは酪農産業
を格上げするために価値連鎖の参加者と協働し始めた．価
値連鎖運営者は最初に個々の農民と協働して，収量と質を
改善すべくゼロ・コストないし低コストの変更を行い，そ
れからもっと大きなグループは組合と協働して，その影響
力の範囲を拡大した．その後，彼らは農民を商業的チャン
ネルに向けて誘導し，生産性と質を改善するためにさらに
プロセスを格上げし，加工業者との結び付きを再建する

のを後押しした．それと並行して彼らは加工業者と一緒に
なって農民に最終市場について関心をもたせ，需要に基づ
いて，質を改善すべくプロセスや製品を格上げし，増産し
市場シェアを引き上げるよう指導している．コソボが救援
から開発に移行するのに伴ってミクロからマクロに向かう
仕事をしながら，ドナーと運営者は酪農部門の格上げと持
続的な成長を支援した．例えば，コソボ酪農価値連鎖のプ
ロジェクトはわずか 3 年間で，国内売上を 3,600 万ユーロ
増やし，390 万ユーロの投資を受けて新規雇用を 624 人追
加した．社会的連帯に対するインパクトは不明である．ア
ルバニア系とセルビア系の両民族を明示的に含む酪農組合
が設立されているが，同組合がさまざまな民族グループの
参加に直接的な効果をもたらしたか否か，あるいは民族グ
ループ間の協力を増やしたか否かについては，明瞭な証拠
はなかった．

コソボ

暴力の種類：大虐殺；政治的でコミュニティ的で国境をまたぐもの

移行の動因：大虐殺後には変化に向けた大きな余地 重要な利害関係者：小自作農，民間部門，政府，国際的パート
ナー

重要なストレス：コミュニティ間の緊張や民族的分裂，治安面
での脅威継続――不信 / 恐怖，虐待のトラウマ・後遺症，難民・
IDP（国内避難民）の帰郷

制度的な挑戦：司法・治安・政治にかかわる官民制度において
は説明責任・能力の面で深刻な制約；コミュニティの懐疑や暴
力の後遺症

　ほとんどが自給自足の農民によって栽培されている
コーヒーが，ルワンダの農村部では長い間重要な収入源
であり，国にとっては外貨所得の源泉であった．しかし，
1994 年の戦争と集団虐殺は人命の損失とコーヒーの木の
破壊ないし無視が原因で，コーヒー部門に甚大な被害をも
たらした．1996 年までにコーヒー生産は 1993 年水準の約
半分にまで落ち込んだ．2002-2006 年にアメリカ国際開発
庁（USAID）から 500 万ドルの農業関連開発援助を受けた
ルワンダのプロジェクトが，輸出用のコーヒー生産を押し
上げ，数千人に及ぶ季節労働を創出した．
　伝統的には，伝統的な輸出業者に売却する前に，農民は
半洗いしたコーヒー豆から果肉を取り手で洗っていた．今
日の近代的な農場は，農民に洗わないで豆を売却するよう

に奨励している．というのは，近代的な設備でもっと効率
的に加工できるからである．仲介業者を通じるよりも農場
に直接売却することによって，農民は単調な手仕事を回避
できると同時に，1 ポンド当たりより高額な収入を獲得で
きる．
　この結果は驚くべきであった．2000-2006 年の間にルワ
ンダでは完全洗浄のコーヒー豆の生産が 18 トンから 940
トンにまで激増した．コーヒーの価値連鎖への参加者の間
における経済的な安定性の高まりは，民族間の距離短縮，
他の民族グループに対する不信の低下，条件付き寛恕の傾
向とも相関関係がある，という若干の証拠もみられる．

出 所：USAID Rwanda 2006; Boudreaux 2010; Grygiel 2007; Parker 2008; 
Chuhan-Pole 2010．

ルワンダ
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から 2-3 週間で再開され，移動時間が 72 時間から

10 時間に削減された 70．コンゴ民主共和国では，

キクウットとツィカパという 2 つの都市を結ぶ橋

の建設が同じような効果をもった．通行時間はそれ

までの 5 日間に対して 2-3 時間に短縮され，食料，

燃料，農業地帯であるキクウィトや周辺都市からダ

イヤモンド都市であるツィカパに輸入されたその他

のほとんどの商品の価格低下につながった 71．

雇用とその他の「最適」アプローチ向けの公的財政
　しかし，規制改革やインフラ投資が雇用を実現す

るには往々にして時間がかかる．不安定な地域で雇

用創出を目指す政府は，最初に「橋」を提供する必

要があるかもしれない 72．2009 年に世界銀行が過

去 20 年間における低・中所得の 43 カ国の労働集

約プログラムをレビューして発見したところによる

と，管理の良いプログラムは貧しい受益者の福祉と

栄養に対して著しいインパクトをもつことができ，

ボックス 5.9　技術的には完璧ではないが状況に対しては頑健：レバノンにおける最適な電力の供給

暴力の種類：内戦，宗派の暴力

移行の要因：速やかな再建・信頼醸成の余地があるが，不安定
性と暴力の脅威が継続

重要な利害関係者：市民，政府，民間部門，宗派の利害，近隣
諸国の政府，国際的パートナー

重要なストレス：腐敗，宗派間の競争，暴力の後遺症，紛争の
国境をまたぐ波及，地域的な政治関与

制度的な挑戦：公共サービス提供にかかわる制度的能力が弱い，
包容性の取り決めが弱い

　ターイフ合意（1989 年）によって内戦（1975-90 年）
に終結がもたらされる頃までに，インフラの広範囲にわた
る破壊と不安定性という環境がレバノンの特徴になってい
た．当時，国家やその制度が基本的なサービスを提供して
くれるという信頼は，人々の間にほとんど存在していな
かった．電力部門は戦争中に広範な破壊でひどい被害をこ
うむり，料金徴収も顕著な削減を経験した．にもかかわら
ず，ほとんどのレバノン人は戦時中と回復期の初期段階で
もある程度の電力アクセスを享受し，それ以降の不安定な
時期を通じてもそれは変わらない．
　戦争中でも機能する公的部門が欠如していたため，電力
のほとんどは民間部門によって供給されていた．公式・非
公式な民間企業 2-3 社が運営する，個人的および集団的に
所有されている発電機のミックスが，公益事業市場の確立
した一環となっていた．欠陥のある公共サービスが残した
間隙を民間部門が埋めることができる能力は，開放され規
制されていない経済と企業家精神の強い文化に負うところ
が大きかった．
　内戦が終結して以降でさえ，民間部門は重要なエネル
ギー供給者として残ったままであった．内密に販売された
発電機が家計と企業の両方に対して（主に停電の際）電気
を供給し続け，しばしば近隣地域全体をカバーした．例え
ば，1994 年までに，企業の 98％，家計の 95％は民間部門
からのものを中心に，24 時間無休で電気の供給を受けて
いたものと推定される．
　小規模な民間の容量が公共部門の関与欠如が残した間隙
を埋めたものの，小規模な規制のない民間による電気の供
給には，長期的なシステムとしては重大な経済的・環境的

な欠点がある．民間発電はレバノンの家計にとって公的発
電のほぼ 2 倍のコストになる．しかも，公的電力部門はま
だ改革されていない．2007 年の電力部門に対する国家補
助金は国の GDP の 4％に達したものと推定される．レバ
ノンの電力部門はこのように危機の時期における最適なア
プローチの利益だけでなく，長期的な非効率性を防止する
ためにはやがてそれを脱却する必要性があることも例証し
ている．
　イラクで再建へ向けた取り組み最中に電力危機が発生し
たことから，最適で短期的な解決策が発見されたかどうか
という疑問が生じている．イラクは全国的な送電線網の
再建を選択したが，そのような大規模な事業における進展
の欠如を受けて，電力需要の未充足率は 2003 年以降 40-
50％でほぼ不変にとどまっている．イラクの政治・経済・
安全にかかわる情勢は，民間部門主導の解決策を可能にす
る環境を生み出したであろうか？　2003-04 年にレバノン
の数社が小規模な民間発電から供給を受けて，バグダッド
に二次的な近隣地域送電線網を構築し始めた．イラク政府
も 2005 年に短期間で需要に応じる自己の能力欠如を認識
して，小規模な民間発電を促進する政策を検討した．しか
し，小規模な民間の電力供給者を積極的に標的にする作戦
を含め，バクダットにおける治安危機の深刻化がこのアプ
ローチを阻止した．レバノンとの比較で，イラクにおける
民間の企業家精神や 1990 年までの有効な公共サービス提
供の実績が弱いという伝統があることも，過去 10 年間に
民間発電の台頭がみられない追加的な理由であろう．

出所：World Bank 2008f, 2009; Republic of Lebanon Ministry of Environment 
1999; UN Inter-Agency Information and Analysis Unit 2010．
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そのようなプログラムを大規模に運営することも可

能である．その例はエチオピアの生産的セーフティ

ネット・プログラム（2006 年の受益者 700 万人）

や，インドの国家農村部雇用保証法である 73．脆

弱で暴力的な状況下における労働集約的なプログラ

ムは，高リスク状況の安定化にとって即効性がある

だろう．その例としては，1990 年代以降にガザ地

区で散発的にみられた雇用イニシアティブと，2 年

間で 9 万人の雇用を創出したリベリアの緊急雇用

プランがある 74．アフガニスタンの国家緊急雇用

プログラムは，今では国家農村アクセス・プログラ

ムとして知られているが，早期の成功を受けて国全

体に拡大され，2010 年までにアフガニスタンの全

34 州にわたって合計 1 万キロメートルを超える道

路を建設ないし修復するために，1,240 万労働日を

創出した 75．

　しかし，労働集約的な公共事業は脆弱な状況下で

は維持されることが稀である．このようなプログラ

ムは一般的にはドナーがファイナンスするが，彼ら

は 2-3 年間という短期間を好む．短期の介入策に代

わるものとしては，農村部における労働集約的な公

共事業プログラムがあるだろう．それは農業におけ

る雇用を補完するための，季節的なものか，季節に

よって集中度が異なるものかである（コミュニティ

主導型開発プログラムに融合できる．第 4 章参照）．

あるいは，長期的な国家戦略に結び付いたプログラ

ムである．この事例には，モザンビークで 1981 年

以降運営されている支線道路プログラムと，イン

ドの長期にわたる全国農村雇用保証制度がある 76．

公共事業プログラムが成功するためには，証拠が示

唆しているところによれば，明確な目的（例えば一

時的なショックないし貧困への取り組みを目的にす

るなど）をもち，貴重な公共財を作り出すプロジェ

クトを選定し，予測可能な資金調達を確保すること

が重要である 77．

　（短期的な）職の提供はスキルと雇用可能性を高

めることで補完する必要がある．スキルが低水準だ

と――特にかつてギャング・メンバーや戦闘員だっ

た場合には――，持続可能な雇用の機会が制約を受

ける．国際的な経験が示すところによれば，労働市

場との明確な結び付きをもたない伝統的な職業訓練

プログラムは，頻繁に実施されてはいるものの有効

性がない 78．もっと有望な介入策は伝統的な徒弟

プログラムや就職斡旋機会を含むプログラムであろ

う 79．

　初等教育を修了していない人々のためには，セカ

ンド・チャンス・プログラム（教育相当トレーニン

グや生活スキル訓練など）がさらなる教育・訓練・

雇用の機会にとって，重要な踏み台になる．セカン

ド・チャンス・プログラムはリスクにさらされてい

る若者に対して，直接的にも（雇用確保や高賃金獲

得の可能性を高める），間接的にも（人生に成功す

るという展望が高まり，したがってリスキーな行動

に従事する可能性を削減する，という良い決定をす

るための情報とスキルを提供することによって）肯

定的なインパクトをもたらすことがある 80．条件

付きの現金移転は技術と生活の両方にかかわるスキ

ルの訓練や雇用機会との結び付きを通じて，犯罪者

とコミュニティの両方を犯罪者の社会復帰に備えさ

せることに焦点を置くプログラムと連動させること

ができる 81．青少年育成インターナショナルがそ

の 1 例であり，これは十数カ国で活動しており，2

年間を限度として若者を支援している 82．

　暴力の影響を受けている諸国では農業に対する

支援も必須である．紛争の影響を受けている多く

の諸国では，農業は非公式部門とともに最大の雇

用源になっている可能性が大きい 83． ボスニア・

ヘルツェゴビナなど比較的進んでいる経済でも，

非公式雇用が総雇用の 3 分の 1 以上を占めている

と推定され 84，農業が重要な収入源となっている．

例えば，農業における自営は，農村部で社会復帰

して小規模農業に従事することを選択した大勢の

動員解除兵にとって，支援が功を奏している．彼

らは家畜や農器具（市場で転売されないようにす

るため最低限の保有期間を設定）およびカウンセ

ンリングを受け，それで生計を再確立することが

可能になった 85．幅広い活動がこの部門を支援し

ているが，それには以下が含まれる．農業サービス

の強化，投入物の供給と基本的な事業スキルの訓練

を組み合わせた現地農業指導プログラム，農村道路

の修復，農業関連ビジネス向け環境の改善，土地と

水の管理の改善，農業協同組合の組織化（農作物購

入者や農業向け信用供与への接近）などである．

　自営業の支援は雇用と所得の創出にとってもう１

つの最適なアプローチである 86．自営業を巡る主

な制約には次のようなことがある．貿易を農村部に
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持ち込む市場性インフラの欠如，生産性の高い技術

の利用を可能にするための電力の欠如，正式な市場

と職場の欠如，地方の税金・手数料が割高であるこ

と，非公式な貯蓄・金融サービスへのアクセスの欠

如（アフガニスタンの M パイサなど携帯電話によ

る金融サービスの利用により緩和が可能）87，適切

な訓練の欠如（限定的な教育しか受けていない人々

向けに設計し，読み書きや計算など基礎スキルを

強調する必要がある）などである．有効性を確保

し，貧困家計の債務増加を回避する観点から，自

営業援助のプログラムは財政援助の供与にとどま

ることなく，このような制約のすべてに対処する

必要がある 88．脆弱ではあるが安定した状況下で

は自営業プログラムは人気があるものの，実例は多

いとはいえない．（中所得国にかかわる）証拠が示

すところによれば，自営業プログラムは少なくとも

短期的には，求職中の若い参加者の収益性を著しく

高めることができる．しかし，費用対効果と長期的

な効果はまだ実証されていない 89．

　暴力からの脱却に成功した一部の事例では，資

産拡大プログラム――韓国・日本における土地

改革 90 やシンガポールにおける住宅プログラム

（ボックス 5.2 参照）など――も有益であった．土

地改革はこれら諸国における紛争後の安定性に貢

献し，農業や輸出を優遇する政策と組み合わさっ

て，それ以降の高度経済成長のお膳立てをした．

しかし，このような肯定的な経験は政治的な抵抗

と制度能力の弱さがあると，模倣が困難であるこ

とがわかっている 91．暴力の影響を受けたコミュ

ニティが生計を再確立して，失った資産を回復する

のを手助けするための違った種類のプログラムは，

非常に単純で，自分で自分の回復を支えられるよう

に市民に対して直接的に資金を移転することであ

る．これは政府による移転によって実施できる．ア

ンゴラ，モザンビーク，ルワンダにおける動員が解

除された元戦闘員に対する仮払い，あるいは東ティ

モールにおける国内避難民や復員兵に対する現金支

払いがその事例である．このようなプログラムはそ

れまで国家の関心から疎外されていた人々に対して

正義感を供与することができる．現金移転プログラ

ムでは腐敗や漏れの可能性が大きいという共通の受

け止め方があるが，長年の慣行で漏れを削減する実

証済みの保護措置が明らかになっている 92．

　近隣諸国やもっと遠い海外への一時的な労働移

住は，脆弱国や紛争影響国の熟練・未熟練の両労

働者にとって雇用機会を提供することができ，改

革の要素をほとんど必要としない．成功事例とし

ては，紛争後のタジキスタン政権に対するロシア

の援助 93，特にオーストラリアとニュージーラン

ドに向かう太平洋諸島の人々の多種多様な移住の

流れがあげられる 94．そのような措置としては，

固定的な年間移住割当，一時的な季節的雇用，熟

練・専門職の規定，教育的な奨学金などが含まれ

る．労働移住は労働市場における圧力を若干発散

し，学校教育や新規事業設立資金など社会的・経

済的な支出に使える送金を生み出すことができる．

つまり，設計の良い二国間制度は重要な経済的利

益を実現できるだけでなく，移民を派遣する国と

受け入れる国の双方にとって経済的・社会的なコ

ストを軽減することができる 95．

女性の経済的エンパワメント
　経済的なイニシアティブに女性を関与させると，

自分の属するコミュニティの回復に貢献させること

ができるだけでなく，雇用と所得を生み出し，長期

的なエンパワメントの基礎を築くことができる．し

かし女性は暴力の主体でもあり得る．例えば，エル

サルバドルやエリトリアでは，戦闘員のほぼ 3 分

の 1 は女性であった 96．しかし，もっとずっと頻

繁に，第 1 章で説明したように，暴力は女性の生

活や生計を根こそぎにする．暴力から社会的・経済

的に女性が回復するのを援助すれば，女性自身だけ

でなく家族やコミュニティにとっても利益がある．

例えば，エルサルバドルでは，土地改革に女性ゲリ

ラを関与させたおかげで，受益者として男女両方を

包容することにつながり，この問題に関する不満が

後に紛争後の解決策に影響しないだろうということ

が確保された 97．経済的なエンパワメントに関し

てネパールの違う事例では，良く考えられたプロ

ジェクトがどのようにして，わずか 2-3 年間で小

さいけれども顕著な社会的シフトをもたらし得るか

を証明している（ボックス 5.10）．

　しかし，脆弱で紛争後の諸国における経済活動に

女性を関与させることには，挑戦が伴わないわけで

はない．女性は市場への移動性と物理的なアクセス

が限定的であること，市場の情報へのアクセスが不
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完全であること，信用やその他の金融サービスに対

するアクセスが制限されていることなどに直面し，

また，不利な法律を通じて制限的な態度や体系的な

男女差別および疎外にさらされている 98．しかし，

このような障害は克服できないわけではない．以

下のような多種多様な努力は，女性にとって不利

な性差のバランスを是正するのに有効な手段にな

り得る 99．すなわち，女性の金融アクセスを促進

し，金融機関が女性企業家との銀行取引で儲けられ

るよう後押しすること（アフガニスタンなど），政

府が国家的な再建へ向けた取り組みへの女性参加を

公式化するのを助けることについて性差を重視した

ベースラインを確立すること（例えばリベリア），

女性企業家に届くような訓練や経営助言の機会を促

進すること（イラクとヨルダン），法改正のイニシ

アティブを利用して既存の男女差別的な法律を改正

し，新しい法律が女性に平等な競争条件を提供する

のを確保すること（コンゴ民主共和国におけるよう

に）などの取り組みである．

体系的に，しかし漸進的にどうすべきか
　市民の安全と正義，及び雇用に焦点を当てるとい

うことは，政治改革・分権化・民営化・弱者グルー

プに対する態度の変化など，他のほとんどの改革は

一定の期間にわたり順序とペースを考える必要があ

るということを意味する．このような改革を体系的

に実施するためには，制度の網（例えば民主化には

選挙以外に多数の制度的な抑制と均衡が必要にな

る）と社会的態度の変化を必要とする．例外もあ

る．あるグループが民主的な参加から排除されてい

ることが，南アフリカにおけるように，明確で，最

も重要な不満の種であれば，選挙にかかわるかなり

迅速な措置は道理に適っている．しかし，ほとんど

の場合，体系的で漸進的な措置が最もうまくいくよ

うに思われる．

選挙は制度的な転換の手段であって目的ではない
　国家や地方のレベルにおいて経済的・政治的・軍

事的な影響力を振っている人々の間で相当な程度の

協力がないと，選挙は幅広い目的について成功する

可能性が低い．複数政党による選挙への移行は早期

ボックス 5.10　女性の経済的エンパワメント：ネパールにおける女性のエンパワメント・プログラム

暴力の種類：内戦，民族間・政治の暴力，犯罪暴力，麻薬違法取引

移行の要因：変化に向けた控え目な余地：2001 年における「宮
廷殺人」と毛沢東グループの活動活発化

重要な利害関係者：連邦・地方政府，市民社会グループ，限界
的な民族グループ，国際的パートナー，地域の近隣諸国

重要なストレス：暴力・トラウマの後遺症；社会的・政治的・
経済的な不平等；若年失業；腐敗；人権侵害；かつて代表され
ていなかったグループの期待上昇

制度的な挑戦：封建的構造・関連する疎外；行政・治安・司法・
政治の制度における説明責任・能力の制約；女性に対する包容
性の欠如

　ネパールの女性は 10 年間の長きにわたる内戦や，同
国南部のタライ地帯を含め，政治・犯罪・民族が主導す
る暴力の連続的な波から，不釣合いに多大な被害をこう
むってきた．女性は人口のなかで最貧層を形成している．
彼らの伝統的な社会的・経済的なネットワークは甚大な
影響をこうむり，多くは紛争の結果として世帯主となっ
たが，教育の達成度は男性のそれを大幅に下回っている．
このような状況で，女性のエンパワメントは過去との決
別を合図するだけでなく，持続可能な経済成長と人間開
発を育むのに特に重要である．
　女性エンパワメント・プログラムは 1999-2001 年にタラ
イの 13 万人を擁する 6,500 のグループに対して，費用効

果の高い訓練・支援を提供した．参加女性の生活に及ぼし
たインパクトは有望である．プログラムに参加した女性の
ほぼ半数はある程度の識字能力を身に付け，3 分の 2 の女
性は参加を契機に起業して，初めて独立した収入源を手に
した．200 グループにプログラムのおかげでどのように生
活が変化したかを質問すると，自信を得たことと，家庭の
なかで影響力が大きくなったことに最も多くの言及があっ
た．読み書きできるようになったことと，より大きな権利
が付与されたことが次に指摘された．

出所：Ashe and Parrott 2001．
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段階において，短期的には紛争の可能性を高めるこ

とが示されている．ただし，非常に頑健な民主的な

制度を有する諸国ではそのリスクが長期的には低下

する 100．エリート層の協力は南アフリカで実施さ

れたように，信頼や自信を築くために事前の措置を

必要とする可能性がある 101．それとは対照的に，

「勝者独り占め」というシナリオを信頼していない

リーダーは結果や抗議を操縦するかもしれず，そう

なると――2005 年のイラクや 2007 年のケニアに

おけるように――深刻な暴力の引き金になりかねな

い 102．ある程度の安定性が達成され，投票のため

の非抑圧的な環境が確立される以前に，選挙を実施

するのはほとんど意味がない（ボックス 5.11）．

　速やかな選挙が正当性の増大を実現するとは思わ

れないような信頼と治安の悪い条件下にある場合，

他の選択肢が存在する．伝統的な意思決定メカニズ

ム（アフガニスタンの国民大会議など 103）に依拠

したアプローチが，包容性増大に向けた過渡期に使

われている．1990 年代のフラン語圏アフリカにお

ける最高国民会議は，ほとんどの場合，社会を横断

的に代表し，1 党独裁支配から複数政党による民主

体制への移行を交渉するのに有効で，平和的な政権

交代にとって実行可能な枠組みを提供した 104．南

アフリカの憲法制定会議や暫定行政構造の場合のよ

うに，一部の選挙によらない機構も政党や企業・労

働団体の内部における討論を通じて，代表を送り込

んでいるグループのメンバーに対して，相当な説明

責任を果たした．選挙のための条件を整備する一方

で代替的な選択肢を使うことで，民主的な慣行の文

化を醸成するための時間的な余地が生まれた（ボッ

クス 5.11 参照）

権限委譲と分権化は権力の分担を広げることがで
きるが一歩一歩段階的なアプローチをすることが
最善である

　領土的な権限委譲や政治・行政・経済の分権化も

権力分担の幅を広げる可能性を提供するが，注意

書きが必要である．1946 年から 2008 年迄をみる

と，49 カ国が分離運動を経験し，暴力的な紛争に

帰結した 105．武力によって自治ないし独立に向け

た運動に抵抗した脆弱国は，高価な戦争に巻き込ま

れるのが普通であった．そのような事例を列挙す

れば次の通りである．ナイジェリアのビアフラ地

方（1967-70 年），スーダンの南部地域（1955-72

年 106，1983-2002 年），パキスタンの東パキスタ

ン（1971 年にバングラデシュとして独立），ミャ

ンマーのカレン族・シャン族などを初めとする小

数民族（1948 年以降現在に至るまで）107．分権

化の増大（例えば，地方代表に大幅な自治権を付与

する連邦体制を通じて）を支持する議論は，中心対

周辺という民族的な対立ないし分離を回避すること

ができるというものである．例えば，シエラレオネ

について，OECD は 2010 年に次のように報告して

いる．すなわち，「分権化や権限委譲は重要な平和

構築・国家建設の活動である」，また，「分権化のプ

ロセスはシエラレオネの当初の政治構造における根

本的な欠陥の一部を是正するのに大いに役立ってい

る」108．

　しかし，権限委譲や分権化にもリスクが伴う．

OECD-DAC の “Do No Harm”（「害を与えるな」）と

いう論文の警告によると，ドナーが政治的な文脈や

能力制約に関して十分な分析をせずに権限委譲を支

援すると，もし「中央の政治権力が非常に細切れに

なっていたり，あるいは地方の勢力群が誤解され

ていたりすると」，深刻な問題を引き起こしかねな

い 109．同様に，証拠の示すところによれば，分権

化プロセスは抑制と説明責任の措置が欠如している

と，地方の民主主義は政治的な支配にかえって弱く

なる懸念がある 110．権限委譲も地方の説明責任欠

如や腐敗の顕著な機会とつながって 111，移譲され

た権限を地方と国家の利益を害しながら，自己利益

のために使うことができるエリート層を強化ないし

創出することがある 112．

　権限委譲が成功するためには漸進的な準備が必要

である．治安・司法・経済の機能における「補完

性」（権限は有能な最低水準に譲渡すること）の程

度に関する詳細に合意することが，いっそうの中央

対周辺の摩擦を防止するのに必須である．第 2 の

成功要因は権限委譲された体制の地方住民に対する

適切な説明責任を確保して，地方エリート層による

支配の懸念を相殺することにある 113．新しい制度

に対しては，それがサービスを提供できるようにす

るために，十分な技術支援と財源が確実に供与され

ることも重要である 114．さまざまな分権化の経験

が示唆しているところによると，この 3 つの面す

べてについて――政治的な取り決め，技術的な能
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諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

ボックス5.11　制度転換のペースを整える

　私が議長をつとめる光栄に浴した国連平和活動パネルの
報告書が発表されてから 10 年間が経過した．同報告書は
国連軍の脱出に関して，幅広く慎重に研究された一連の平
和構築と制度構築の要件が充足されている，ということを
ベースにして決定されるべきであると主張していた．選挙
は万能薬ではないとも述べていた．過去 10 年間に正しい
方向に動いているように思われる．しかし，和平プロセス
にとって最大限の利益になるようにするためには，いつど
のように選挙を実施すべきかについてより良い理解が得ら
れるまでにはまだほど遠い．
　新しい民主的なプロセスが，達成された脆弱な平和の足
を引っ張るのではなく強化し，制度的な正当性と説明責任
を促進することを確保するよう注意を払う必要がある．国
や地方のレベルで工夫された政治的な参加や抑制と均衡の
ための制度は，まさにその性格からして，憲法制定会議，
協議会，権限分担協定などさまざまな形態を取り得る．例
えば，アフガニスタンの国民大会議は政治的な取引や意思
決定の伝統的なシステムから正当性を導出していた（ただ
し，一部のアフガニスタン人とより多くの外国人は，過去
の虐待に責任を負っていると考えられるメンバーの参加に
関して批判的であった）．

　政治的プロセスの性急さとスピードを混同しないことが
重要である．アプローチがあまりに性急だと，われわれが
支持を求めていることとは反対の効果を促進しかねない．
イラクで 2005 年に実験された比例代表制選挙による民主
主義について国際社会は高い期待を抱いていたものの，権
力闘争を生み出し，宗派間の暴力を緩和するどころか増大
させ，慌てて後に制定された憲法は施行がほとんど不可能
なことが判明している．同様に，アフガニスタンにおける
2009 年の大統領選挙は直後の制度的な正当性の概念を補
強するどころか，むしろ挑戦することになっている．
　選択肢は相互に排他的ではない．もっと包容的で感応的
な統治に対しては大きな世界的な需要があり，選挙はそれ
を提供するのに決定的に重要な手段になり得る．しかし，
そのタイミングには慎重な注意が必要である．民主主義の
伝統というのはほとんどの諸国で相当長期間にわたって発
展してきている．今日における民主化の努力は同じく，歴
史的な遺産や既存の政治的な裂け目に対する注意が必要で
あり，社会的転換の継続的なプロセスや，確認可能な「イ
ベント」ではなく，抑制と均衡を提供する幅広い制度の発
展としてとらえられるべきである．民主化は選挙で始まっ
たり終ったりするものではない．

ラクダール・ブラヒミ , 国連事務総長のイラクおよびアフガニスタン元特別代表；WDR 諮問委員会メンバー

選挙は万能薬ではない

　憲法や選挙は機能する民主主義のほんの始まりにすぎな
い．野党の権利を尊重し，やがて伝統となるような政治的
行動の基準を設定する慣行の出現に多くが依存している．
選挙プロセスを監督するための独立的な選挙管理委員会に
かかわる憲法上の規定でさえ，独立性が有効になるために
は成文化されていない作業慣行が必要となる．それがイン
ドの経験であった．インドでは，パンディット・ネルーや
初期の議会指導者が示した議会の規範尊重が，脅迫された
わけでは少しもなかったのに重要な標準を設定したのであ
る．つまり，野党の指導者は政府のトップに同じような尊
敬をもって処遇され，有効に機能できるよう公共サービス
を享受する権利を付与されている．

　伝統は発明することもできるかもしれないが，文書化さ
れておらず，政治力バランスの変化に適応できる若干の柔
軟性が残されている場合に最も有効である．このような伝
統はイギリスやアメリカのような古くから確立している
民主主義の模倣から生まれてくる．文書化されるべきでな
いことに関して，その知識はどうやったら分かち与える
ことができるか？　おそらく紛争後の解決策の当事者に対
して，インドを適例とする「時の経過」という試練に耐え
てきた途上国で，民主的なプロセスがどのように機能して
いるかを示すことによってであろう．多分，それがこれら
若い民主主義自身が紛争後の努力に貢献できることであろ
う．

ニティン・デサイ , 社会経済問題担当国連事務次長；元書記兼主任経済顧問，インド財務省；WDR 諮問委員会メンバー

民主主義の文化を構築する
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力，資金調達の十分な説明――同時に成功を達成す

るのは困難であり，北アイルランドの経験におけ

るように，順序に関する合意が極めて重要である

（ボックス 5.12）115．

過去の犯罪を認める移行期における正義
　一部の諸国は健全な新しい形態の国家を定義す

るための伝統的な司法措置を通じて，早々と過去

の罪に対処している．ドイツは第 2 次世界大戦後

に過去に取り組む意図的な努力をした．それには

高等学校の課程で全体主義の危険性や大虐殺の非

道さに対して焦点を当てること，全国に追悼や教

育の場所を設立すること（かつての強制収容所を

含む）などが含まれる 116．移行期における司法手

続きを早期に制定した他の諸国には，独裁体制か

ら脱却して移行期にあったアルゼンチンとチリが

含まれる．アルゼンチンでは，真実に関する委員

会 117と被害者向けのさまざまな補償プログラムに

加えて，軍事政権のリーダーが裁判にかけられて，

大規模な人権侵害で有罪を宣告された．最初のプ

ロセスは動揺したため 10 年間にわたり停止され

たが，人権侵害の告発は再開しており，現在では

600 件以上に達している 118．チリの経験も大差が

ない．真実追求 119と補償に引き続いて，600 件

以上の告発が行われ，これまでのところ 200 件を

超える有罪判決が出ている 120．

　他の諸国は告発や公式の司法プロセスをあまり

頼りにしていない．暴力から有望な脱却を図った 5

カ国（カンボジア，モザンビーク，ルワンダ，南ア

フリカ，ベトナム）における移行期の司法アプロー

チを比較してわかったことは 121，非司法的な措置

には真実解明の委員会 122と犠牲者に対する補償プ

ログラム 123 に加えて，身元調査 124や伝統的ない

し地方的な司法措置 125 などの行政処分などが含ま

れる，ということだ．アプローチにかかわる相違は

顕著であるが，アプローチと安定性の達成度との間

には明白な関係はなかった 126．

　虐待があまりに大規模すぎて正式な司法制度では

対処不可能な場合，特別な手続きが正当化されるだ

ろう．少なくとも 80 万人が仲間の市民の手で死亡

した大量虐殺を受けて，ルワンダはこのような挑戦

に直面した．1994 年 11 月，国連安保理事会は国

際法違反で非難されている人々を告発するために，

タンザニアのアルーシャに国際法廷を設置した．一

ボックス 5.12　権限委譲や分権化は紛争管理に役立つが，漸進的に実施する方がいい

暴力の種類：政治的・宗派的暴力

移行の要因：進展の余地――聖金曜日の合意，権限分担の機会
を提示した国民投票

重要な利害関係者：イギリスとアイルランドの政府，北アイル
ランドの政党・武装勢力 / 集団，市民，海外在住者

重要なストレス：政治力・経済力に対する不平等なアクセス，
宗派的緊張，差別の受け止め方

制度的な挑戦：治安・司法の制度における包容性・説明責任が
低い，信頼が低い，司法外紛争解決の後遺症

　多くの中心対周辺の紛争――グループが自治を獲得する
ために，あるいは国家から分離独立するために，暴力行為
に走っている状態――では，政治力の移譲が紛争を解決
し，あるいは法と秩序を回復し，地方政府と中央政府の関
係のバランスを調整するための，可能な解決策として提案
されてきている．
　しかし，権限委譲は地域的な緊張にとって自動的な回答
ではなく，時には紛争を増幅することがあり得る．北アイ
ルランドでは，1921 年のアイルランド分割だけではなく，
新しい北アイルランド議会への権限委譲と中央対周辺の関
係に対する影響も，紛争を大きくした．ユニオニスト（統
一派）が自分たちはイギリス人であることを再強調する必

要性を感じる一方，カトリック系の少数派は自分たちにほ
とんど保護措置を提供してくれない政治構造に対して信頼
を失った．
　北アイルランドでは，新しい権限委譲のプロセスが聖金
曜日合意の主眼であり，信頼が醸成されるように漸進的に
導入されることになっている．合意は 1998 年に調印され
たが，アイルランド共和国軍（IRA）の武器廃棄と治安改
革は 2005 年まで完了しなかった．また，警察と司法の北
アイルランド議会への権限委譲が最終的に完了したのは
2010 年 3 月 8 日のことであった．

出所：Barron 他 2010．
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方，ルワンダ自身の刑務所は大量虐殺関連の犯罪で

非難されている 12 万人で破裂しそうな状態となり，

この裁判を取り仕切るのにわずか 15 人の判事しか

いなかった．この状況を受けて特別な措置が必要に

なった．ルワンダの解決策は伝統的なコミュニティ

の紛争解決制度であるガチャチャを採用して，25

万人以上のコミュニティ・メンバーを 1 万 2,000

以上のコミュニティ法廷のパネルで職務が遂行でき

るよう訓練することであった．ガチャチャは拡張し

た司法取引の原則に基づいており，制裁と融和の両

方の要素をもっている．2011 年には 150 万件強

を処理して終結するものと予想されている．それは

議論を呼ぶアプローチであったが，国際法廷で今の

ところ有罪はわずか 30 件で，国内の司法制度が著

しく衰微していて，刑務所が定員を超えて満杯であ

るため，膨大な圧力に対処するためにはコミュニ

ティ・プロセス以外にほとんど選択肢がなかったの

である 127．

経済改革――適度に
　暴力の連鎖から脱却するためには経済改革が必要

であるが，「あまりに遅すぎる」と「あまりに早す

ぎる」というトレードオフの犠牲になってはならな

い．脆弱で紛争に陥りやすい状況というのは，往々

にして多くの構造的な経済問題を共有している．1

人当たり GDP が低い，財政不均衡，混沌とした規

制，農業・天然資源に対する依存度が高い，非識字

率が高い，人口の急増，物理的なインフラの不足な

どがそれである．すべてが暴力のリスクを高める

が，あまりに急いで対処することも暴力を再燃させ

る，あるいは社会的亀裂を深めるというリスクを高

める．投資家にとって重大な問題は「著しい下方へ

のリスク」があるということである．これは次のこ

とを示唆している．治安も含めて全体の軌道に関し

て確実性を伝えることに比べると，個別の経済政策

は当初は重要性が低い可能性がある 128．ほとんど

の経済改革は本当の，あるいは主観的な「勝者」と

「敗者」を生み出す．社会的な緊張に特に敏感な改

革分野には土地と水へのアクセスが含まれる．した

がって，成長にかかわる分配の側面に注意を払うこ

とが重要である．

　マクロ経済政策については，実行可能で優先順位

を付けた改革を漸次導入すれば，適正な水準で息つ

く余裕が許容され，政治的な反発のリスクを犯すこ

となく根本的な制度改革が可能になる．漸進主義的

なアプローチを採用することに伴う利益は，モザン

ビークの例で明白である．それは 1992 年の和平合

意を受けた早期のマクロ経済改革が，財政危機の克

服に焦点を当てて，ハイパーインフレを抑制し，安

定性という状況を生み出し，より深い改革を実施す

るのに必要な自信と信頼を醸成した 129．早期の改

革に向けた努力が有効であるためには，1 つのサイ

ズですべてに合うという解決策を試みるのではな

く，一定の状況下における具体的な政治的・経済的

な状況やマクロ経済的な問題を反映していなけれ

ばならない．例えば，コンゴ民主共和国の政府は

2002-04 年にハイパーインフレを抑制するために，

財政スタンスの極度の引き締めを含む決然とした安

定化政策を実施した．一方，ボスニア・ヘルツェゴ

ビナは紛争後の早い段階で通貨委員会を採用して，

中央銀行が貨幣の印刷に走るのを阻止した．

　経験が示唆しているところによれば，経済成長を

目的とする民営化は漸進的に実施した方がいい．経

済的資産を公的な手から民間の手に移すことには 2

つのはっきりした動機がある．1 つは財政上の話で，

損失を食い止める，あるいは資産売却で収入を得る

ためである．もう 1 つは生産性の話で，経済成長

に拍車をかけるためである．動機について明確であ

れば共通の過ちを避けるのに役立つ．赤字を垂れ流

している不必要な企業の閉鎖は早期の優先課題にな

り得る．しかし，必要なあるいは貴重な国家資産の

早期ないし性急な民営化は大きなリスクを犯すこと

になる．脆弱な環境下における民営化に向けた努力

のレビューが示唆するところによれば，そのような

改革は慎重に準備されていなければならない 130．

これは長いプロセスになることもあるが，利益に関

する透明性と，それに関する期待を管理し，敗者を

適応させることの両方によって後押しすることがで

きる．

疎外されたグループに対する対応の変化が極めて
重要であるが時間がかかる

　社会的グループ間の水平的不平等との戦い 131は

とりわけチャレンジングである．というのは，「疎

外する人々」の間に深くしみ込んでいる習癖・態

度・仕事のやり方などを，逆転させる行動の変化が
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要求されるからだ．Frances Stewart は直接的アプ

ローチ（特権グループに対して），間接的アプロー

チ（グループ間の相違を削減するため），統合主義

的アプローチ（グループ間の境界を壊すため）を区

別している 132．

　疎外の歴史は，雇用や教育における優遇割当など

過去の後遺症を是正する措置を巡って，鬱積した需

要を生み出す．リスクは既存の格差をより永続的か

つ顕著にして，実際に統合を遅らせかねないとい

うことである．Pratap Mehta はこう主張している．

「紛争の緩和ないし防止にかかわる最善の方法は，

権利や市民権に関する質問に対して，人がどの特定

のコミュニティに属しているのかという質問から，

徐々に離脱してゆくように政治的な構造やアイデン

ティティを創造することである」133．積極的な差

別是正の措置プログラムの実施は，腐敗という受け

止め方に加えて，それに対する反対の盛り上がりを

しばしば連想させる．

　経済的なエンパワメントを超えて男女平等に取り

組むのも時間を要する．男女の役割や関係は紛争の

時期にも変化し，社会的な進歩というシグナルを

送っているようである．しかし，そのような進歩は

家族やコミュニティが脅かされている場合には，維

持されなかったり，伝統的なアイデンティティや規

範への回帰によって帳消しにされたりする可能性が

ある．実際に経済的な現実が１つの方向に押してい

るのに，社会的な伝統は別の方向に引っ張っている

ことがある．多くの諸国で暴力によって寡婦となっ

た女性の経済状況は，職や事業機会を模索する必要

があるということを意味するだろう．ところが，社

会的な諸々の事情によってそれが困難なことがあ

る．アフガニスタンの国家連帯プログラムの経験

は，女性の公的な分野への参加が可能になるプログ

ラムには大幅な潜在的利益があることを示している

だけでなく，社会的・文化的な変化には時間がかか

ることも示している（ボックス 5.13）．

教育・保健改革は極めて重大な中期的な挑戦である
　教育制度は紛争を緩和し平和構築に貢献する長

期的潜在力があるが，暴力的な環境を悪化させ永

続化させる懸念もある．それは紛争や脆弱性にか

かわるさまざまな要因に加えて，政策・設計・実

施に向けた取り組みのニュアンス如何に依存して

いる．例えば，アフガニスタンで 2002-03 年に国

際的に展開された教育キャンペーンは，教育カリ

キュラムから嫌悪や非寛容のメッセージを除去す

ることに失敗した．このような非寛容の社会化は

長期的に，社会的緊張を悪化させる可能性のある

ことが懸念される 134．逆に，ボスニア・ヘルツェ

ゴビナでは，国際社会は教育内容から分裂を生

むようなメッセージを排除すべく意図的な努力を

払った．しかし，教育を外からの政治問題にする

ことに対する懐疑が大きくなるという意図せざる

結果を生み，事実上，現地の分裂を一層悪化させ

た 135．

　教育は教室のドア内に止まる必要はない．親の行

動，家庭環境，若者が親（あるいは親の役割を果た

している保護者）につながっていると感じている程

度は，若者の生活のなかで最強の保護要因になって

いるか，あるはリスク要因の 1 つになっているか，

のいずれかであることがわかっている．証拠が示す

ところによれば，前向きの，健全で，保護的な親子

の相互作用を促進する家庭ベースの子育て訓練への

投資は，家庭内暴力，若者が不良仲間と付き合う程

度，アルコール・薬物の乱用，退学，逮捕を削減す

ることができる 136．したがって，子育て訓練は若

者の間でリスキーな行動を防止するのに最も費用効

果の大きい方法の 1 つである．

　保健サービスの改革や国内人材の訓練が何年もか

かる場合，移行期間においては国際的な能力を利用

して公共サービスを提供すれば，長期的に自国の

能力を構築する余裕を生み出すことができる．東

ティモールは 1999 年の国民投票後，深刻な健康問

題，破壊されたインフラ，訓練を受けた人材の実質

的な欠如に直面した．ただちに保健サービスの抜本

的な改革を追求する代わりに，暫定保健機構は各地

区ごとに国際的な NGO と協定を締結して，合理的

なプランの策定，提供のモニタリング，保健スタッ

フの新しい一団の訓練に焦点を絞った．東ティモー

ルのモデルは明確な目標を設定し，結果を重視する

100 日間の計画サイクルを使うことによって学習

環境を涵養し，その目標を達成することによって信

頼と能力を構築した．時の流れにしたがって，政府

は NGO を段階的に排除し，保健サービスの責任を

取り戻した．同プログラムには欠点もあったが――

とりわけ単位当たりの高コスト――，当面のニーズ
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ボックス 5.13　開発アプローチによっては最も脆弱な環境下でも女性をエンパワーすることができる

暴力の種類：グループ間・民族的・政治的暴力；組織犯罪・麻薬違法取引；国境をまたぐ；超国家的イデオロギー

移行の要因）：初期に変化の大きな余地；ボン合意；国民大会
議；大統領・国会・地方選挙；国家開発予算

重要な利害関係者：連邦・地方政府，治安部隊，コミュニティ
指導者，市民社会グループ，市民，女性，国際的パートナー，
超国家的過激派

重要なストレス：暴力・トラウマの後遺症，国際的テロリズム，
犯罪網，低所得，若年失業，腐敗

制度的な挑戦：行政・治安・司法・政治の制度における説明責
任・能力の深刻な制約；女性の代表欠如

　アフガニスタンでは性差が 1 世紀にわたり最も政治化さ
れている問題の 1 つとなっている．アフガニスタンの成人
女性と少女は現在でも依然として，社会における女性の役
割と地位に関する差別的な見方のゆえに，苦悩や屈辱及び
限界化に直面している．保健・教育・資源にかかわるアク
セス・コントロール，経済的機会，政治的な権限や発言力
などの面で，男女格差には大きなものがある．同国最大の
開発プログラムである国家連帯プログラム（NSP）は，民
主的に選出されたコミュニティ開発協議会（CDC）を通じ
て全国中の村落で運営されている．推進役をつとめている
パートナーによる動員を通じて，女性が投票に参加する一
方，CDC に多種多様な形態を許容して，よりバランスの

取れた男女参加を可能にしている（混成 CDC，男女混成
CDC ないし男性だけの本格的 CDC と協議する女性委員会
に報告する混成並行委員会（男女各 1 名））．独立的な評価
で厳格な研究設計を使った NSP 村と非 NSP 村を比較した
結果が示唆するところによると，コミュニティ・プロジェ
クトの決定に女性が関与していると，リーダーシップの役
割を果たしている女性に関する男女両方の受け止め方が改
善する（図参照）．これが解決策として提唱されているわ
けではないが，包容性という文化的にむずかしい問題に関
してでさえ，漸進的な措置は漸進的な進展につながり得る
ことを示している．

アフガニスタン

図 A　コミュニティ生活における女性の役割に関する意見：「男女の両方から尊敬されている女性が村にいるか？」
村で尊敬されている女性がいると思っている男女は，NSP に参加している村の方が同プログラムに参加していない村よ
りも多い．統計的に有意な差は各バーの上の％比率で示されている．
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出所：Beath 他 2010; UN Assistance Mission in Afghanistan and UNOHCHR 2010．
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に応え続けながら制度的な転換に向かう道を提供し

てくれたのは確かである 137．同じようなアプロー

チがアフガニスタンでも採用され，不安定な状況下

でもかなり健固であることが証明された（第 8 章

も参照）．

連続的なプロセスとしての制度的転換
　控え目なペースで柔軟なアプローチによる改革に

は，膠着状態に陥るというリスクがある．それは動

きがあまりに遅いか，または次の動きを必要な時に

取らないかのいずれかが理由である．多くの最適な

解決策は確かに長期にわたって実施されているが―

―例えば，伝統的な司法制度についてはそうなって

いる可能性がある．というのは，その方がコミュニ

ティ・レベルで社会的一体感を維持するのに有効だ

からである――，一時しのぎの措置にすぎないもの

もある．後者に関して，苦労して獲得した成果につ

いて後退を回避するためには，時間的な枠組みにつ

いての現実主義が必須である．ここで検討する改善

への弾みを維持するにはさまざまな方法がある．

　対内的な団結心と外部的な正当性の両方を構築す

る 1 つの方法は，小さな達成可能な目標から始め

て，徐々により野心的な目標に発展させることであ

る．ストレスは慎重に測定し，課題は組織を圧倒す

ることがないように選別する．2006 年に世界銀行

研究所の支援を得て，ブルンジ政府は即効性アプ

ローチを導入した．このアプローチは今では 80 件

もの政府プロジェクトに適用されているが，長期に

わたる開発計画を管理可能な 100 日間に分割して

いる．教育省の実験プログラムでは，教科書 25 万

冊の小学校への配布が 60 日で完了した．それまで

は丸 1 年間を必要とした仕事であった．保健ケア

の実験プログラムでは，妊婦 482 名が保健所を訪

問して，1 カ月間で HIV/ エイズの検査が実施され

た．それまでの月平均 71 名のほぼ 7 倍のペースで

あった 138．同様の簡素化されたアプローチがイン

ドネシアでも採用された．1960 年代の混乱を受け

た早期の頃，各省庁はサービス提供を改善するため

に，単純な年間目標を設定した．

　本章は制度的な転換における「あまりに早すぎ

る」に対して「あまりに遅すぎる」というジレンマ

の説明で始まった．それでは成功を生み出すことが

できる進展について中道の原則とはどのようなもの

であろうか？　さまざまな分野――経済政策から社

会政策や制度構築に至るまで――にわたる改革のア

プローチに関して登場している文献では，柔軟で実

際的な，したがって進展に対して「実験的で最適

な」アプローチが奨励されている 139．これには以

下が含まれる．

• 有意義な目標を巡るパフォーマンスに向けた圧

力．全体として，「産出」（支出された予算，購

入された品目，制定された法律，採用された政

策など）を巡る進展を測定することから，「市

民の信頼を含む成果」を巡る評価へのシフトに

なる．

• 目標を達成する方法についての実際性と柔軟性．

パフォーマンスに向けた圧力は，パフォーマン

スに責任を負っている主体に対して柔軟性を与

えることを伴わなければならない．改革者は

劣っているように見えても，進歩の種が内在し

ている「破壊的な」革新について時間的余裕が

与えられる必要がある 140．

• 決定サイクル指向型フィードバック・ループと

連続的な学習に向けたモニタリングと情報，及

び評価システム．成果の厳格な評価は代替アプ

ローチを評価する 1 つの重要な要素ではある

が，それが唯一ではない 141．プログラムには

組み込まれた学習メカニズムがあって――連続

的なフィードバックの短いサイクルで――，有

望なことは規模を拡大することが可能である一

方，機能しないことは変更が可能であるように

なっている必要がある．何が機能し何が機能し

ないかに関する証拠が，今度は海外の経験を自

国の文脈に適合させるべく努力している他の諸

国にとって役に立つであろう．

　このような「中道」には能力が必要であるが，脆

弱国ではそれが不足している．それが「最適な」ア

プローチと慎重な優先付け・順序付けが補完し合う

理由である．仮に既存の能力が順序に関して優先的

な項目に集中されれば（すべてのことを一度にしよ

うとはしないで），一部の項目は速やかに進展する

ことができ，漸進的な進展を維持するのに十分な弾

みが付けば，その国は次の項目の取り組みに移るこ
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とができる．

　暴力に影響を受けた諸国では成果を実現し制度を

転換するのは，一義的には国家や非国家主体の責任

である．しかし，国際社会――二国間ドナー，国際

機関，非政府組織，企業など――はそのようなプロ

セスに対して必須の支援を提供することができ，本

章で説明したイニシアティブの多くを含めて，多数

の機会においてそうしてきている．それにもかかわ

らず，国際社会そのものが冷戦時代以降，暴力の進

展から挑戦を受けてきており，新しい文脈に適合す

べく独自の転換を遂げてきている．これについては

第 6 章で取り扱う．
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フィーチャー５ 中央アメリカにおける暴力――制度的転換の深さが重要

　中央アメリカのほとんどの諸国は 1980 年代から

90 年代にかけて，暴力的な内戦を経験した．戦争を

経験したすべての諸国が和平協定を締結したものの，

内戦の後遺症は永続的で甚大かつ否定的な影響を及ぼ

している．内戦は終っても，麻薬違法取引や組織犯罪

など新しい形の暴力が増加傾向にある．内戦中には約

200 万人が他の諸国に退去ないし避難を余儀なくさ

れたものと推定される．このような紛争がもたらした

トラウマは長期わたって持続する暴力の文化を創造し

ている．

　もっと最近になると，対外的なストレス――特に中

央アメリカを横切る麻薬の交通量増加――が暴力に貢

献している．麻薬の生産と輸送を支配していたコロン

ビアのカリ市とメデイン市の麻薬カルテルが解体した

ことを受けて，輸送ルートの支配を巡る競争が拡散し

て，特にエルサルバドル，ホンジュラス、グアテマラ

の北部三角地帯の諸国を中心に，地域の数カ国にイン

パクトをもたらした．現在，南アメリカからアメリカ

に輸送されている麻薬の大半は，中央アメリカを経由

してメキシコかカリブ海諸国に到着している．

　過去 10 年間で殺人率が再び著しく増加しており，

中央アメリカには今や 7 万 -30 万人のギャング・メ

ンバーがいるものと推定されている．しかし，各国へ

の影響は同じではない．公式統計によれば，エルサル

バドル，グアテマラ，ホンジュラスでは，他の中央ア

メリカ諸国と比べて殺人率が著しく高い．2009 年に

グアテマラでは 6,450 件の殺人が記録されたが，有

罪判決はわずか 231 件であった．エルサルバドルで

も免責水準が非常に高い．2005 年についてみると，

殺人が法的に有罪判決で終結している割合はわずか

4％にとどまっていた．

　中央アメリカでは，対外ストレスと制度的転換に対

暴力の種類：内戦，麻薬違法取引（国内，国境をまたぐ），犯罪・ギャングの暴力

移行の原動力：和平合意，停戦，選挙，不安定性・犯罪の急
増

重要な利害関係者：政府，武装グループ，難民，元戦闘員，
紛争犠牲者，市民，国際的パートナー

重要なストレス：暴力・トラウマの後遺症，国際的犯罪網の
存在，ギャング・メンバー容疑者の社会復帰，社会的・経済
的な収奪という受け止め方，若年失業，人権侵害

制度的な挑戦：司法・治安の制度における説明責任と能力に
かかわる厳しい制約
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中央アメリカにおける反復的暴力と殺人率の上昇

a．中央アメリカにおける反復的暴力 b．中央アメリカ諸国における殺人率
内戦（1965-1996 年）
現在の麻薬関連暴力

クーデター未遂（1999 年）
クーデター（2009 年）

内戦（1979-1992 年）
現在の麻薬関連暴力

内戦（1979-1989 年）

クーデター未遂（1988-1989 年）

殺人率（10 万人当たり）

ベリーズ

グアテマラ

エルサルバドル

ホンジュラス
ニカラグア

コスタリカ パナマ

出所：WDR チーム．

殺
人
率
（
人
口
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万
人
当
た
り
）

ホンジュラス エルサルバドル グアテマラ ベリーズ
パナマ ニカラグア コスタリカ

出所：WDR Database からの殺人データに基づき WDR チーム試算．
注：殺人率は人口 10 万人当たり．
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するアプローチという両方にかかわる各国間の相違に

よって，現在の暴力水準の違いが説明できるようであ

る．

対外ストレス
　アメリカからギャング・メンバー容疑者の中央アメ

リカへの強制送還は，ギャングの文化とメンバーに影

響を与えている．大勢のギャング・メンバー容疑者と

違法移民がアメリカから強制送還されたため，エルサ

ルバドル，グアテマラ，ホンジュラスは社会復帰に関

して多大な影響をこうむったが，ニカラグアでは影響

が小さかった（ボックス 2.4）．麻薬の違法取引が活

発なところでは，暴力の水準も高いようである．メキ

シコへ向かう輸送の回廊であるグアテマラのペテン県

では，2008 年と 2009 年の殺人率が 10 万人当たり

100 人以上に達した 142．

制度的な能力・包容性・説明責任
　内戦が終結すると各国は改革に着手した．それには

治安部隊，そして最終的には司法制度の改革が含まれ

る．グアテマラとエルサルバドルでは交渉に長時間を

要した包括的な和平合意にそのような改革が盛り込ま

れたが，ニカラグアでは終戦と同時に改革が実施され

た．エルザルバドルでは，1992 年 1 月に調印された

和平合意にしたがって，軍隊の規模が削減され（6 万

人から 1 万 5,000 人に），エリート部隊と 2 つの警察

部隊が解散され，時間をかけてまったく新しい国家文

民警察が創設された．これはかつてのゲリラ運動家，

元警察官，新規採用者の要素を統合したものであった

（第 1 次昇進の際にはこのグループ間の比率は 20-20-

60％とされた）．つまり，アプローチは幅広いといえ

た．1996 年 12 月 29 日にグアテマラで調印された

包括的な和平合意は，驚くことではないが，次のよう

にこれと同じ要素を一部盛り込んでいた．すなわち，

軍隊と警察の機能の再定義，軍隊の削減，特殊エリー

ト部隊の解散，文民警察の改革などである．

　内戦が終結した際に各国が直面した移行の原動力の

種類によって，そうでなければ同じような措置が行き

渡る範囲が影響を受けた．ニカラグアでは，サンディ

ニスタ民族解放戦線が完全な勝利を得た．したがっ

て，制度改革を誘導する能力はグアテマラやエルサル

バドルよりもずっと大きかった．ニカラグアでは，治

安部隊と司法制度はともに十分な審査を受けた．加え

て，ニカラグアは次のようなことも実施した．すなわ

ち，警察の広範な改革，武器統制にかかわる法律や国

家的な指針の採択，対象を絞ったコミュニティ取り締

まりの実験，武装暴力のリスクに焦点を絞った公衆衛

生プロジェクトに着手などである．とりわけ，ニカラ

グアの国家警察隊の近代化には，警察学校内で性差

ベースの暴力に関する研修モジュールの追加など，男

女平等を主流化し，女性の参加を増やすための多くの

イニシアティブが盛り込まれた．そのために女性警察

署（女性警官が配置され，性差ベースの暴力事件に焦

点を当てる）の導入，資格要件（女性固有の身体訓練

や女性向けの身長・身体運動にかかわる要件の採用な

ど）の改革，透明な昇進要件の導入，家族に優しい人

事政策の導入，女性警官の労働条件を評価・改善する

ための作業部会設置なども実施された．

　エルサルバドルの紛争はこれとは対照的に，明確な

勝者がない軍事的な膠着状態のままで終結した．この

ため次のような妥協につながった．例えば，ファラブ

ンド・マルティ民独解放戦線（FMLN）は軍部のもっ

と深い改革との交換で，裁判官の資格審査という要求

の放棄を決めた．ただし，その後，司法部門では若干

の改革が行われた．一方，軍部は初めて，文民による

将校の審査（和平合意によって設立された特別委員会

は 103 名の将校について解雇ないし転属を勧告した）

や，元 FMLN メンバーの新しい国家文民警察（NCP）

への統合などを受け入れなければならなかった．

　グアテマラの内戦を終結させた包括和平合意はエル

サルバドルの経験を背景として交渉され，同じような

成果を上げよという激しい国際的な圧力にさらされた

ことが特徴である．しかし，国家が基本的に反乱グ

ループに勝利するという状況にあった．国家に属す

る，あるいはそれに支援された部隊が犯した犯罪があ

まりに残虐であったため，国際的な圧力がかかる状況

下で，政府としてもある程度の譲歩を余儀なくされた

ようにみえる．軍隊のいくつかの部隊が排除され，警

察も改革されたにもかかわらず，変化は治安面で持続

的な違いをもたらすほど大幅なものではなかった．一

方，麻薬違法取引ネットワークという新しい圧力に

伴って，暴力が急増している 143．

出 所：Bateson 2010; CODEH 2008; CICIG 2010; Dudley 2010; Instituto 
Universitario en Democracia Paz y Seguridad 2010; STRATFOR 2009; UNODC 
2007; UNDP 2008a; Zamora and Holiday 2007; Popkin 2000; WDR チームの試算．



　第 6 章では暴力防止と回復に向けた国際支援の達成度とその欠陥を検証す

る．多国間・二国間・非政府の機関は，献身的な各国のリーダーが内戦の状

況の削減について大きな功績の実現を約束するのを後押ししてきている．し

かし，国際システムは暴力的な主体自身への適合にまだ追い付いておらず，

暴力が連鎖するなかで，政治的紛争と犯罪的暴力の間のぼやけた境界で行動

する準備が整っていない．国際機関は現場の政治的な現実にマッチする「最

適な」制度的解決策を支援するよりも，国内の評判や信託リスクの最小化を

重視している（ますますそうなってきている）．また，重大なギャップが存在

する．開発機関は長いこと各国の能力構築に焦点を当ててきた．しかし，治

安や刑事司法の分野ではそうでもなかった．治安機関はそのような分野で運

営されているが，国家制度の構築にかかわる長期的な焦点の当て方が弱い．

「雇用創出の支援は国際制度全体にわたって重大なギャップが存在している」．
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外部支援の約束と危険性
　暴力の防止や暴力からの回復に苦闘している社会で信頼を回復するためには，一般的に

リーダーシップと国際的支援の組み合わせが必要である――通常いずれか一方だけでは十

分ではない．そのようなプロセスの支援に関する世界システムの功績には顕著なものがあ

る．コロンビアの組織犯罪やギャングの暴力から，モザンビークの長期にわたる残忍な内

戦（ボックス 6.1）に至るまで，多種多様なストレスに直面している社会は国際的支援を

活用して，暴力を停止し，生命を救助し，経済を再建する後押しをしている．犯罪や政治

にかかわる暴力が蔓延する状況下で，信頼の回復と制度の転換に役立ってきた第 4-5 章

で指摘した措置の多くは，財政的・技術的に国際的主体によって支援されている．

　このような功績は重要ではあるがまだ不完全である．暴力が反復したり新しい形態のも

のが出現したりするということは，何億人という人々が依然として暴力，信頼が低い，制

度が弱い，継続的なリスクといった後遺症の悪循環にとらわれているということを意味し

ている．本章では，脆弱で暴力に陥りやすい環境下で，有効に対応する能力に影響する国

際システムのパターンやトレンドを詳述する．同分析には，多数の転移点で暴力を防止

し，十分に包容的な連合を奨励し，早期成果の実現を支援し，制度転換を助けるための持

続的で予測可能な援助を提供する，という国際的な努力からの教訓も含まれる．本章では

国際的主体が直面している二重の説明責任のジレンマ――国内の有権者や株主と，受益国

のリーダーや市民の両方からの説明責任圧力が，しばしば有効な国際的支援の制約になっ

ている――に取り組むための措置も明らかにしたい．

国際システムの変遷
　国際社会は過去 20-30 年間に，内戦勃発の削減を支援する国際的な制度と専門知識の

構築について重要な進展をみせている．しかし，国際システムは紛争に関する分析におい

て明らかになってきていることに追い付くようには調整されていない．特に紛争の反復性

と相互連関性，および組織犯罪と麻薬違法取引による挑戦の増大があまり認識されていな

い．と同時に，国際援助に向けた努力の拡充は人道主義・開発・治安・政治にかかわる各

イニシアティブ相互間で，重複や不連続性につながっている．

信頼醸成と制度転換に対する
国際支援
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援助の量と主体の数が増加している
　世界的にみて，暴力の影響を受けた諸国に対す

る国際支援は過去 15 年間で増加している．国際

社会は平和維持任務の規模を拡大している．現

状，12 万 4,000 人以上の要員が国連平和維持任務

に関与しており，兵員の拠出は 115 カ国にわたっ

ている 3．アフリカ連合は今や著しい平和維持能

力をもっている．調停への支援は国連や地域機関

で，また，市民社会主体を通じて増加している．

脆弱で紛争の影響を受けた諸国に対する援助が援

助総額に占める割合も，1996-1998 年の 29％か

ら 2006-2008 年 の 41 ％ に 増 加 し て い る． し か

し，その変化の多くは人道援助と債務免除の増加

によるもので，それはますます脆弱で紛争の影響

を受けた諸国に集中するようになっている．1996-

1998 年についてみると，人道援助と債務免除の

34％は脆弱な紛争影響国向けであったが，それ

が 2006-2008 年には 75％に増加した．人道援助

と債務免除を除外すると，脆弱な紛争影響国向け

援助が全体に占める割合は 1996-1998 年 28％，

2006-2008 年 30％にとどまっていた 4．

　連帯支援を享受した歴史のある中所得国の関与増

大も，多くの地域の基本的なレベルで国際的な状

況を変化させている．過去 10 年間には，幅広いプ

ボックス6.1　国際支援の利益：モザンビーク

　推定 90 万人を殺害し，国の人口の 4 分の 1 を退去さ
せた 17 年間に及ぶ暴力を経て，一般和平合意（GPA）が
1990 年 6 月 -92 年 10 月にローマ・カトリック系の聖エジ
ディオ・コミュニティによって調停された．最終結果は本
格的な和平合意で 2 つの当事者を主体としている．すなわ
ち，FRELIMO（モザンビーク解放戦線）が主導するモザン
ビーク政府と RENAMO（モザンビーク民族抵抗運動）の
2 つである．その結果は複雑な法的・政治的システムであ
り，1994 年の選挙までの移行について制度と方法を提供
した．和平合意そのものの持続可能性は，モザンビークが
取り残された 7 カ月にわたる空白期間に，まったく交戦が
発生しなかったことでただちに証明された．それは国連モ
ザンビーク使節団（ONUMOZ）が，和平合意の実施をモ
ニターし，難民に対しても再定住を支援し，国軍結成を後
押しするために，駐留を強化するまでの期間のことであっ
た．ONUMOZ の任務は国連の介入策で政治・軍事・選挙・
人道などかかわる部分を初めて一まとめにしたもので，相
互調整強化を強調している．
　ONUMOZ は停戦の保証人として機能し，中立的である
と思われていることをベースに安定化の役割を果たし，両
サイドに信頼を醸成するのに役立った．その役割は聖エジ
ディオにおける 27 カ月の交渉結果である和平合意の内容
と質によって促進された．同交渉においては，保証の詳細
が策定され，戦闘終結後の耐久性のある平和的な解決を促

進するのに鍵となる要素であることが証明された．強力な
ドナーの関与と財政的な貢献も両サイドの戦闘員の動員解
除に重要な役割を果たす一方，GPA 後の早期段階におけ
る人道援助は退去させられ人々の間の緊張を緩和するの
に役立った．GPA 以降，モザンビークは急成長している．
GDP は 1993-2007 年には年率平均 8％で拡大している．
市民的自由と政治的権利も増加している 1．それは 1994
年，99 年，2004 年，2009 年に実施された選挙に反映さ
れている．
　復興に向けた大規模な金融支援を通じて和平合意の実施
を後押しする，という二国間および多国間両方のドナーの
積極性が移行プロセスでは決定的に重要である．モザン
ビークは 1990 年代を通じて年平均で約 5 億ドルを受領し
たものと計算される（人道援助と開発援助の合計）．これ
は輸入の約 3 分の 2，政府予算の 60％に相当する．この
海外援助は初めに民間消費を支えるのに，その後はモザン
ビークの経済成長の背後で牽引力になった投資や制度的な
強化のためのフィナンスを提供するのに，枢要な経済的役
割を果たしている 2．

出 所：Quinn 2007; Dobbins 他 2005; Manning and Malbrough 2009; Moran 
and Pitcher 2004; Jones 2008; Cingranelli and Richards 2010; Brück, Fitzgerald, 
and Grigsby 2000; Cadeado and Hamela 2009; World Bank 2005b; Hume 1994; 
Morozzo Della Rocca 2003; Morozzo Della Rocca and Riccardi 2003; Edis 1995; 
Alden 2001; Bartoli 2005; Walter 1997．

暴力の種類：内戦

移行の機会：停戦，和平合意，選挙 重要な利害関係者：政府，叛徒，市民社会，地域的・国際的
パートナー

重要なストレス：社会的・経済的な収奪，人権侵害，海外から
の政治・安保面での干渉

制度的な挑戦：説明責任・包容性・能力の制約
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レーヤーから新しいエネルギーと財源と影響力が持

ち込まれている．脆弱性や暴力と紛争に影響された

諸国にとって，中所得国や新しい高所得国が重要な

ドナー，投資家，外交や貿易面でのパートナーに

なっているのである．彼らは追加的な財源，みずか

らの経済的・制度的な移行からの教訓，地域におけ

る強力なコネを持ち込んでいる．中国のアフリカを

相手とする経済的投資（2002 年以降少なくとも 3

倍になったと推定されている）や貿易 5，ブラジル

のハイチにおける平和維持の役割，インドのアフガ

ニスタンに対する開発援助，サウジアラビアの世界

食料プログラムに対する援助増加，調停における南

アフリカ・カタール・アラブ首長国連邦の役割拡大

を考えてみればいい 6．

　支援の増加と同時に，人道主義や開発・治安，及

び政治などにかかわる多種多様な主体やイニシア

ティブが増加拡大して，複雑性がいっそう高まっ

ている．2009-2010 年についてみると，アフガニ

スタンだけに限っても 14 の特別使節団があった 7．

治安面の対応策でさえ多数の主体で複雑になってい

る．2009 年に展開された平和維持ないしモニタリ

ング作戦 54 件のうち，40 件には 2 つ以上の国際

機関ないし地域機関が関与し，調整や共同管理，及

び説明責任に関して挑戦課題を生み出した 8．国際

的な非政府組織（NGO）も増大している．ハイチ

の計画省は 2010 年 1 月の地震を受けてハイチで

活動している NGO について，１万という大きな数

字を指摘している．人道関係の国際的スタッフの数

も過去 10 年間には世界全体として年率 6％で増加

し，現場で働いている人は約 21 万 1,000 人に達し

ている．人道目的の資金調達額は 2000 年代以降 3

倍になっている 9．

　その結果，また，継続的に政策の焦点となり，改

革に向けた勧告案が出されているにもかかわらず，

援助の管理と広範囲にわたる戦略の調整は，20 年

前と比べて現在の方がもっと厄介いになっている．

アフガニスタン，ボスニア・ヘルツェゴビナ，ハイ

チ，ヨルダン川西岸・ガザなど世間の注目を引く状

況では，戦略的な重要性，巨額の資金調達，現地能

力の限定を受けて，目がくらむような多種多様な

国際援助機関，二国間援助機関，人道機関，NGO，

請負業者が，往々にして現地のイニシアティブを押

しのけて，それぞれちょっとした措置を巡って競争

している．

現在の国際援助は防止よりも回復に焦点を当てて
いる

　協力のための世界の体制は過去 60 年間に著しく

変化し，状況や挑戦の変化に合わせて支援を適合さ

せる国際システムの能力を証明しており，現在も再

び適合の必要が出てきている．社会的抗議や犯罪的

暴力よりも政治的な抗議や暴力の重視，暴力から平

和への移行という線形的な見方，関与している分野

ごとの主体の区別，開発政策対話における高所得

OECD 諸国の優位性などは，もはや現在における現

実を反映していない．

　冷戦の終結後，国際的支援は内戦の終結に焦点を

当てている．それには十分な理由がある．冷戦の終

焉を受けて，内戦が暴力の支配的な形態となり，世

界的に何百万人もの生命を消耗し，南側の開発を遅

らせている．二国間や多国間の機関は内戦終結を後

押しし，回復に向けた努力を支援することに，みず

からの活動を適合させるべく重大な転換を図ってき

ており，重要な成功も収めている．ただし，そのプ

ロセスで協力している国際体制は他の形の紛争には

あまり注意を払ってこなかった．それには社会的抗

議，組織犯罪，麻薬の違法取引，国境をまたぐ暴力

などが含まれる．

　内戦に対するこのような注目を受けて，援助や治

安のシステムは紛争後の移行に優先度を置くことに

なった．若干の例外はあるものの，暴力と脆弱性に

影響された諸国は，西アフリカが例証しているよう

に（図 6.1），紛争後の状況についてだけ特別な注

目を浴びている．内戦が終結した後の諸国に対する

援助や平和維持の援助は，紛争のエスカレーション

防止に苦闘している諸国に供与されているものを大

幅に凌駕している．もちろん，大きな紛争を経験し

た諸国はインフラなど高価な分野で例外的なニーズ

があるだろう．しかし，暴力の防止に苦闘している

社会にも特別なニーズがある．国家と社会の間の協

議など一部の介入策は高価ではない．しかし，増大

する暴力に対処するための具体的な財政・治安面で

の援助があれば，コロンビアにおけるドナーが支援

した制度改革やコミュニティ・プログラムのよう

に，重大な相違をもたらすことがしばしばである．

加えて，紛争後の諸国に対する援助は，グアテマラ
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やイエメンなど反復的な暴力のリスクに直面してい

る諸国における「第 2 世代の挑戦」にはほとんど

注意を払っていないのが普通である．

　国際的主体は「紛争後」の諸国以外における暴力

防止を確かに支援はしているが，その関与の程度と

性格は暴力の種類と国家によって著しく異なってい

る．国際的な外交官や治安関係者は犯罪的暴力には

あまり関与していない．ギニア・ビサウにおける国

連平和構築委員会の役割は例外である．二国間のテ

ロリズム防止や犯罪防止のプログラムは作戦上の支

援を提供しているが，枠を超えて政治的対話や開発

プログラム支援などに関与することは稀である．著

者が知っている二国間あるいは多国間機関で，増大

する犯罪的暴力や社会的抗議に直面している諸国を

援助する具体的な方針をもっているところはない．

　暴力に対処する国際的な手段――外交，防衛，開

発――は，もともと協働するようには設計されてい

なかった．国際体制におけるこの弱点は古くから認

識されており，今では次のような国際的な政策コン

センサスが増大している．すなわち，暴力的紛争へ

の取り組みや経済開発の促進はともに，政治・治

安・開発の間の密接な関係についてのより深い理解

を必要としている 10．国連の「統合使節団」11や，

さまざまな二国間や地域的な「全政府」12イニシ

アティブや「全システム」13 イニシアティブが台

頭して，開発や外交，及び治安にかかわる戦略や作

戦の挑戦に取り組んでいる 14．

　しかし，分野が異なれば，目標，企画の時間枠，

意思決定プロセス，資金の流れ，リスク計算なども

異なってくる．また，ドナー諸国の各機関が各国独

自の同種機関を通じて動くとなれば複雑さを生み出

し，国家的な優先度の設定が困難になる 15．全シ

ステム機関はしばしば組織犯罪や麻薬違法取引に取

り組んでいる部局や省庁を除外している．また，ほ

とんどの国際的主体は多国間機関におけるみずから

の代表について，全政府アプローチを確保するため

の具体的なプロセスをもっておらず，したがって，

国際金融機関や国連システム内の相異なる部分に対

しては，同一受益国における優先的な措置に関して

さまざまなシグナルが発信され得る．

　多くの政府が全政府戦略の設計と資源配分の統合

に進歩をみせている．ソロモン諸島における真に政

図 6.1　西アフリカにおける国際支援の不均一性――紛争後支援が防止のための切り札となる
過去 10 年間の過渡期における西アフリカ 5 カ国に対する 1 人当たりの援助と平和維持援助の総額．「紛争後の」リベ
リアに対する援助は 2008 年に 415 ドル強，シエラレオネの場合は 2000-03 年の平均で 186 ドルであった．これとは対
照的に，「脆弱な」ギニア，ギニア・ビサウ，トーゴに対する援助はどの国もわずか平均 42 ドルであった．
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出所：OECD 2010d に基づく WDR チームの試算．
注：援助と平和維持援助を合わせた総額．「紛争後の」諸国に対する援助が大きくなるというこの効果は小規模国家の問題（小規模国家が受け取る援助は典型的
には 1 人当たりで大きい）によるものではない．リベリアはギニア・ビサウよりも大きいし，シエラレオネはトーゴと同じ規模である．平和維持支出はリベリ
アでは全体の約 55％，シエラレオネでは同 63％を占めていた．
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府をまたがる運営の展開（ソロモン諸島地域援助使

節団，RAMSI）というオーストラリアの経験は，お

そらく最も発展したものであろう．とりわけ，それ

はオーストラリア国際開発庁とオーストラリアの国

防・財務・司法・連邦警察・外務・その他の省庁の

深い関与を牽引するために，総理大臣と官邸の個人

的な関与に依存していた 16．カナダの安定化復興タ

スクフォース（START）は省庁間指針を最近最終決

定した．それによると，カナダが所与の高リスク環

境下で関与すべきか否かについて各大臣に勧告を行

う前に，国防・外務・開発（および要すれば他の省

庁）の大臣による共同評価が必要とされている．オ

ランダ外務省は財源の問題を戦略設計から分離する

ことを維持して，プログラムが政府開発援助（ODA）

の適格性問題によって阻害されないようにした（多

くがまだ阻害されているが）治安部門改革作業にか

かわるアプローチを承認した．イギリスの国際開発

省（DFID）の安定化ユニットやアメリカの再建・安

定化調整官室は，共同行動を奨励するため開発に関

して機関の間での評価，及び立案の枠組みを導入し

ている．例えば，アフガニスタン，ハイチ，スーダ

ンにおける二国間介入策 17 がそうであったし，イ

ギリスの多角的機関レビューでは脆弱な状況下で多

角的機関が供与した支援を評価している．

信頼を醸成する
　国際的な主体は「十分に包容的な」連合を支持な

いし促進し，広範囲の責任についてリーダーシップ

能力の開発を後押しし，第三者として調停・防止活

動を実施し，公約メカニズムを支持し，肯定的なイ

ンセンティブがあっても国内リーダーが一堂に会さ

ない場合には制裁を実行してきた．また早期成果の

実現も手助けしてきている（第 4 章における各国

措置のための国際支援を参照）．しかし，国際的な

介入策は早期の信頼醸成努力を支えるのに必要なほ

ど，現地の政治情勢に対して必ずしも迅速で，柔軟

で，感応的ではなかった 18．

十分に包容的な連合を形成するための支援
　さまざまな属性をもち，さまざまなストレスに直

面している事例にわたって，国際的な主体は連合が

暴力を回避するようなインセンティブを生むために

一連の手段を使うことができる．これには以下の各

項目が含まれる．

• 状況悪化の証拠を提供する．例えば，2000 年

代初めのトーゴやジンバブウェにおける外交や

開発の主体からのコミュニケーションは，社会

的・経済的な成果の点でかつては近隣諸国を凌

駕していたのに，脆弱な時期におくれを取って

生じた格差の拡大に焦点を置いていた．

• 不作為の否定的な結末を強調する．2000 年秋

にイスラエル対パレスチナの暴力が再開したの

を受けて，世界銀行は国連や他のドナーの援助

を得ながら，イスラエルの治安措置とパレスチ

ナの社会経済的な開発の関係に取り組んだレ

ポートをシリーズで作成した．当事者は 2005

年にイスラエルがガザから撤退するという状況

のなかで，二国間交渉を再開するためのベース

としてこの分析を使った．

• 政府が危機的状況に取り組む必要性について共

同で信号を発する．サイクロン・ナルギスが

2008 年にミャンマーを襲撃した時，政府は当

初は国際支援の申し出を拒否した．東南アジア

諸国連合（ASEAN）の仲裁と国連事務総長の訪

問――国連，世界銀行，アジア開発銀行からの

技術支援で補強されていた――が政策シフトを

もたらし，ミャンマーは大規模な人道援助に対

して国境を開放することになった．それには自

然災害後に関与していたインドやインドネシア

の政治的・技術的リーダーとの間で南々交流が

あったことが，対話を開く助けになったのであ

る．

　暴力を回避ないし最小化することによる国際社会

にとってのコスト節約は，潜在的には相当なもの

になるだろう．1997 年の致死的紛争防止に関する

カーネギー委員会レポートの推定によれば，1990

年代における 7 つの重大で国際的な紛争後介入策

はおよそ 2,000 億ドルのコストがかかっている．

それに対して防止策は約 700 億ドルを必要とした

にとどまったであろう 19．6 つの事例に関するもっ

と最近の研究の結論によれば，費用と便益の推定に

関して大きな誤りの余地を許容したとしても，紛争

防止がどの場合でも費用効果的であった．予防策 1
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ボックス6.2　暴力の防止と対応に関する費用効果的なアプローチとしての長期的な調停に投資する

　しばしばみられるように，現在のほとんどの武力紛争は
国家間でなく国家の内部のことである．このような紛争の
調停が予防的なことは稀である．短命でもある．なぜなら
ば，調停は依然としてしばしば内政干渉だとみられたり，
あるいは調停役を果たす国がほとんどなく，必要な威信と
外交スキルを有する国際的な高官の数が限定されたりして
いるからである．調停は最後の手段としてみられており，
武力勝利の可能性が低く，非国家の武装グループが信頼と
一定の国際的受容を得る可能性が明確になった時に，初め
て受け入れられる．
　ただし，記録は地域ごとに異なっている．アフリカで
は，調停の強固な伝統があり，典型的にはアフリカ大陸の
出身者で元上級の政治家が主導し，AU の平和安全委員会
が後援する．同委員会は一般的なコンセンサスに基づいて
ますます加盟国の政治責任を問うようになっている．アジ
アでは，姿は非常に異なっている．特に近隣諸国による
調停は極めて稀であり，地域的なメカニズムもアフリカと
の比較では，発展がずっと遅れているのも驚きではない．
もっと対照的には，ヨーロッパは第三者調停に対して極め
て開放的であるが，通常は個人ないし国際的な NGO によ
る．
　調停者の性格が困難をさらに悪化させる．調停者は大体
において，現役か元の上級政治家や官吏の出身者である．
これは限定的なプールであり，調停という疑わしい報奨を

喜んで引き受ける人は非常に多忙な人である可能性が大き
い．また，ほとんどが男性である．貴重な女性の調停者は
ほとんどいない．成果の質に何の影響ももたらさない不均
衡である．
　調停に向けた努力を短縮するさらなる要因は単純な人間
的な要因である．多くの調停者は合意後の実施局面への関
与は回避したいと思っている．それは関与の時間を引き延
ばし，通常はやっかいで複雑である．驚くべき対照的な事
例は 2008 年にケニアで調停した AU パネルから出てきて
いる．その際，コフィ・アナン元国連事務総長が 41 日間
に及ぶ交渉期間中に「平和の捕虜」にされた．41 日間連
続の努力が前例のないことだと考えられたということが，
標準的な調停に向けた努力の性格について多くのことを物
語っている．
　耐久性のある平和に着手することを意図した合意は，た
だちにではないにしても，社会的転換にかかわるあらゆる
範囲の問題に対処しなければならない．したがって，政治
的な解決が必要であるが，十分ではない．しかし，調停に
対する現在のアプローチの欠陥を考えると，交渉における
そのような包括的で思慮深い包容性を実現させる可能性は
低い．したがって，むずかしい問題は後の解決に残されて
いる．したがって，素晴らしいけれども一時的な調停者の
存在によって後押しされた平和解決策は，往々にして実施
というもっと厳格なテストで不合格になっている．

マーティン・グリフィス , 理事長，人道援助対話センターの元理事；WDR 諮問委員会メンバー

ドルについて国際社会は 4.1 ドルを節約できたであ

ろう 20．また，ブラジルの「生き延びる」プログ

ラムが殺人を防止するたびに，8 万 2,000 ドルの

節約がもたらされたであろう 21．それにもかかわ

らず，ある事例で予防策が成功する確率は事前には

わからないため，また，予防策はしばしば外交的な

リスク・テーキングを必要とするため，政治的・金

銭的な支援という資源を動員するのは困難であろ

う．例えば，国連政治局は暴力予防努力が成功すれ

ば，その投資については高収益率が享受できるにも

かかわらず，使節団の出張費を捻出するのに駆けず

り回っている．

　海外の調停は協調的な連合が暴力防止や暴力から

の回復を促進するのを助けてきており，経済的で

あった．調停は広範な事例で顕著な役割を果たして

いる．西アフリカにおける西アフリカ諸国経済共同

体（ECOWAS）の調停（フィーチャー 6 参照），ア

フガニスタンのボン合意にかかわる国連の手助け，

スーダンにおけるノルウェーの仲裁，インドネシア

のアチェにおける危機管理イニシアティブや人道援

助対話センターなど NGO の努力がその例である．

　結果が調停のおかげであると結論付ける，あるい

はそれがなければどうなったかを証明するのは困難

である．しかし，それが安価であることはわかって

いる．国連政治局の推定によると 22，「軽度の調停

支援」の初期予算は 33 万ドル，「重度の調停」は

110 万ドルである 23．しかし，移行を管理する調

停は経済的要因を無視する傾向があり，したがっ

て，能力や要員の制約に直面する（ボックス 6.2）．

調停支援は主として外交メカニズムによって提供さ
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れるため，移行に取り組んでいる政府に提供される

政治的調停と経済的診断が統合されている事例は数

少ない．この状況は日常的に嘆きの対象にはなって

はいるものの，取り組みの対象になることは稀であ

る 24．若干の例外としては以下があった．ボスニ

ア・ヘルツェゴビナに関するデイトン交渉中におけ

る世界銀行の支援，コソボの最終的な地位に関する

交渉，イスラエルとパレスチナ暫定自治政府の間の

移動とアクセスに関する合意 25 などである．

　国際的な調停者は和平交渉においてしばしば，早

期の政治参加に加えて，重要な小数派の権利や人権

にかかわる規定を含む合意を奨励したり，あるいは

圧力をかけたりすることによって，十分に包容的な

連合を追求する．国内の紛争や暴力について第三者

による仲裁や調停が発展してきていることを受け

て，和平合意にはコアな人権の規定を盛り込むこと

が強調される傾向にあり，1999 年には戦争犯罪の

大赦を含む合意を承認することに反対する国連の

正式な指針が出された 26．同様に，海外主体は民

主的なプロセス，あるいは他の説明責任と発言権の

メカニズムが，紛争解決策のなかで日常的な一部に

なってしかるべきであると強調している．国連安保

理事会は冷戦が終焉して以降，承認してきた 54 件

の作戦のほとんどでそのような規定を盛り込んでい

る 27．解決策に最初からそのような規定があると，

包容的な社会的・経済的な戦略に向けたインセン

ティブを生み出すことができる．

　しかし，国際的支援は往々にして「完全に包容

的」な選択肢と「十分に包容的でない」選択肢の

間を揺れ動く．一部のプロセスでは，すべての政

治グループを平等に取り扱い，全員にテーブルの

席を与えるという圧力があった．1999 年に東ティ

モールでは，ティモール抵抗民族評議会は国際的

主体から，ティモールの人々のほぼ 80％が独立に

投票したにもかかわらず，多数の政治グループの

1 つにすぎないと通告された．国際的主体は国内

当局に対して，国連と地域機関，及び二国間ドナー

によってテロ組織に指定されたグループとは，そ

れが国内で大きな支持を得ているとしても，対話

すべきではないとの圧力を加えた．その結果，こ

のような主体は国内当局が違う道を取った場合に

は支援を撤回した．

　連合形成にかかわる国際的なアプローチは，国

連安保理決議 (UNSCR) 1325 号と UNSCR 1960 号

にもかかわらず，女性を排除しているのが普通で

ある 28．女性は交渉テーブルに違った問題を持ち

込む．性差に関連した話題だけでなく，権限の分

担，治安にかかわる懸念への取り組み，人権の促

進などに関しても違った見方も持ち込む 29．国連

婦人開発基金（UNIFEM）によると，2000 年以降

の和平プロセスの公式代表団のうち女性の交渉者

は 7％以下にとどまっている．さらに，世界全体

で軍事的な平和維持要員のうち女性の比率はわず

か 2.3％にすぎない 30．同様に，平和支援活動に

おいて，2003 年末でみると，文民専門スタッフ

のわずか 25％，文民警察の 4％を占めるにすぎな

かった 31．

　各種の挑戦にもかかわらず，国際的な政治主体

や開発主体の両方とも，脆弱な移行期における有

効な防止活動を支援する能力を証明している．ド

ナーは有効なリーダーシップを支援し，協調能力

を高め 32，連合形成，国や地方の戦略策定を後押

しすべく，脆弱で紛争に影響された諸国における多

様な介入策に対して資金供与を行っている．ガイア

ナでは政治的緊張が高まった一時期を経て，2006

年に初めて暴力なしの選挙が実施された 33．社会

連帯プログラム――国連開発計画（UNDP）と国連

政治局（UNDPA）が共同した国家的なイニシアティ

ブで，国家的な対話，コミュニティ間の緊張緩和を

助ける地方調停者のネットワーク，政党間の合意な

どを含む――が，この成果に大きな貢献をした．ブ

ルンジでは，世界銀行などがリーダーシップ支援に

資金を提供し，それが移行期間における経済回復の

ためのビジョン策定を助け，軍隊や反乱軍司令官が

来るべき停戦に向けて準備できるようプログラムを

拡大することにつながった 34．もう 1 つの種類の

プログラムは，紛争防止や防止とリスク削減のため

に，制度的なインフラを構築する各国の努力に対す

る国際支援である（ボックス 6.3）．

公約メカニズム
　国際的主体は継続的なモニタリングと実施保証―

―第 4 章で説明した公約メカニズム――を提供す

る手助けもしてきている 35．冷戦後の時代にあっ

て，その最も重大な役割は信頼が希薄な時に紛争後

の解決策実施を後押しすることにあった．外部の勢
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力は当事者を安心させ，実施を，つまり意図をモニ

タリングし，それに関する信頼できる情報を提供す

ることによって，信頼を回復し始めることができ

る．また，再発に対して物理的な安全保障を提供す

るために軍隊を活用することもできる 36．各国を

横断する研究が示すところによれば，第三者の保

証がある和解策はそれがないものよりも安定して

いる 37．同様に，IMF や世界銀行のプログラムは，

融資を含まず単に良い金融慣行のお墨付きを与える

だけのものも含めて，財政責任と清潔な政府にかか

わる公約を示すことによって，当該国政府が投資家

や市民を安心させるのに役立っている．採取産業の

透明性イニシアティブ（EITI）38と新しい天然資源

憲章 39 は，非政府主体の間で市民社会と民間部門，

及び政府のパートナーシップによる一部の天然資源

の責任ある利用について，実質的に新しい基準を設

定した．このような基準や報告要件の順守は公約メ

カニズムとしても機能することができる．

　国内外の能力を混合した公約メカニズムがあれ

ば，経済回復と司法にかかわる進展を見張るのに

役立つ．それが特に魅力的なのは，国際的な保証

の強みに国内の制度構築の要素を組み合わせてい

るからである．リベリアの統治，及び経済管理プ

ログラム 40（第 4 章）は経済分野における内外共

同のメカニズムの長所を示している．司法部門にか

かわるグアテマラにおける免責問題対策国際委員会

も同様である（ボックス 6.4）．

　極端な場合，国際主体は国内主体が新たな暴力の

連鎖を回避するために，意味ある措置を取るのに消

極的であれば，一連の制裁で脅すことができる 41．

対象とする国家の政治的な変化を強制するのに，制

裁はしばしば重要な措置として引き合いに出されは

するが（例えば，南アフリカにおけるアパルトヘル

トの打倒に貢献した），その因果関係については議

論が続いている 42．批判者は人道的にマイナスの

効果と体制を肥やすことになる違法な経済の創出を

ボックス6.3　エスカレーションの防止：2003-04年のガーナにおける対話と妥協

　サハラ以南アフリカでは最も安定的な諸国の 1 つとし
てみられているガーナは，それなりに地方ないしコミュニ
ティで暴力の発生を経験している．最近の研究では 1994-
2002 年に 200 件もの低水準の紛争があったことが確認さ
れている．2002 年には深刻な暴力が発生する可能性が脅
威となった．それはダグボンの酋長の後継者を巡る問題
で，そこのアンダニという部族の酋長と 40 名の部下がラ
イバル部族アブドゥによって虐殺されたのである．これに
は国家的な意味があった．ガーナの副大統領はダゴンバ族
で，最大野党は副大統領候補を継承を争う党派から選んで
いたのである．したがって，中央政府は次の国政選挙を前
にして緊張を和らげる必要があった．ダグボン王国では非
常事態が宣言され，調査委員会が設置された．しかし，同
委員会は解決をもたらすことに失敗した．同報告書は両サ
イドに拒否された．
　そこで，政府は若者，女性，労働指導者，警察を含む国
家機関の間で対話を仲介するために，国連の助けを求め
た．妥協が工夫され，それには殺害されたアンダニ酋長の

ために本格的な国家の名誉をもった葬儀とアンダニ統治者
の指名が含まれた．継承のために合意された「道路地図」
は，両党派に将来的に後継者を供出するチャンスを与え
た．2004 年の国政選挙は平和的で，酋長と警察が暴力を
回避するために協力した．
　この対話に依拠して，内務省は UNDP と UNDPA から支
援を受けて，地区・地域・国の評議会で構成される「平和
のための国家的アーキテクチャー」を創設した．その評議
会が地方で尊敬され，政治的に中立的なガーナ人を一堂に
会し，分裂を生む問題に関してコミュニティの対話とコン
センサス形成のプラットフォームを提供している．その評
議会は早期警告メカニズムとしても機能し，国家の管理は
問題の発見に使っている．中央政府には今では内務省のな
かに平和構築支援ユニットがあって，国・地域・地区の政
府機関による予防に向けた努力を調整し，政府と非政府の
主体に対して助言と能力構築を提供している．

出所：Ojielo 2007; GhanaWeb 2006; UNDPA 2010a．

暴力の種類：政治・地方・グループ間の紛争

移行の機会：重大な国政選挙を前にした和平交渉につながる予
防的措置

重要な利害関係者：地方・中央政府，部族，警察，市民社会，
野党，国際機関

重要なストレス：政治的抗争に連動した民族間競争 制度的な挑戦：公式・非公式統治システムの能力と正当性



165第６章　信頼醸成と制度転換に対する国際支援

指摘する 43．そういった効果を緩和する努力が「対

象を絞った」制裁という方法を通じて過去 20 年の

間に登場した．これは個別のリーダーやグループ

に対して，金銭や旅行の制限を課すものである 44．

例えば，EU はジンバブウェのリーダーが経済の悪

化に取り組むことをせず，盛り上がる政治的緊張を

抑圧した際に，彼らに旅行制限を課した．

　規範――および承認・制裁のメカニズム――は国

際的なものと地域的なものとの間で，必ずしも十分

な整合性がない．責任ある国家的なリーダーシップ

を承認する規範や原則が発展している地域もなか

にはある．アフリカ連合（AU）や米州機構（OAS）

には，特にクーデターを中心に，超憲法的な政府変

更の取り扱いに関する規範がある 47．しかし，強

力な原則ベースの基準がある地域でも，国際的なメ

カニズムは必ずしもそれを補強するとは限らない．

例えば，AU が加盟国に対して制裁を課した場合，

それを受けて地域外のパートナー，国連，国際金融

機関の間の国際協力に関して，体系的な議論をする

枠組みがない 48．

早期成果を実現するための支援
　信頼を醸成するという当初の協定を締結したリー

ダーは速やかに成果を上げなければならない．国際

援助はタイムリーであれば，このような努力を補強

することができる．信頼醸成のための速やかな援助

はさまざまな形を取り得る（第 4 章）．早期成果が

達成できるのは，第 3 章と第 4 章で説明したイニ

シアティブが明確に示しているように，プログラム

の設計が適切な場合である．しかし，優先的な開発

課題向け援助の多くは遅々としている．特に現場に

おける最適なニーズがドナーにおける正規のプロセ

ス外にくる場合にはそうなる（ボックス 6.5 参照）．

ギャップを橋渡しするのに重要な要素は，立案の段

階で人道援助と開発の両方の主体が相互に関与する

ことである．

ボックス6.4　国内外の制度的パートナーシップ――グアテマラにおけるCICIG

　腐敗や犯罪と戦うため，グアテマラは 2007 年に国連と
の合意を通じて，スペイン語の略字 CICIG として知られて
いる免責に反対する国際委員会を設置した．その使命は次
の通りである．すなわち，「違法な治安部隊や秘密の治安
団体の活動に関連して犯したとされる犯罪の捜査・訴追に
責任を負うグアテマラ国の制度を支援・強化・補佐する」
45ことにある．これは国家がギャングや犯罪に関連した
暴力に対処するのを助けるために，国際的な公約メカニズ
ムが活用された数少ない事例の 1 つである．
　CICIG は次のような現実に対応するものである．すなわ
ち，36 年間に及ぶ内戦を終えたグアテマラは，ギャング
関連の暴力と警察・司法の腐敗という継続的で増大を続け
るストレスを経験している．研究が示すところによれば，
グアテマラの内戦が終結した際に，動員が解除された兵士
の社会復帰に失敗した後遺症が，最近の犯罪的暴力とギャ
ング活動の増加に貢献している．

　CICIG は捜査の専門技術については，独立的で国際的な
ものと現地のものとに依拠して，国内司法制度のなかでグ
アテマラの検察当局に事件を回している．CICIG 用の特別
検察官室が検察庁のなかに設置され，CICIG は国家文民警
察，内務省，検察庁などに対して，技術援助や能力構築支
援も提供している 46．2010 年 3 月現在，CICIG は 1,544
件の訴訟手続きを開始して，135 人を検挙している．それ
には資金の横領で訴えられたアルフォンソ・ポルティリョ
元大統領も含まれている．
　CICIG は海外からのストレスが大きく国内能力が低いと
いう双子の挑戦を受けた革新的な対応策であった．しか
し，CICIG はグアテマラ国内では成功を記録したものの，
組織犯罪と麻薬違法取引というより大きな地域的な挑戦は
コントロール外のところに横たわっている．

出 所：CICIG 2009; Férnandez 2010; Donovan 2008; The Economist 2010; UN 
2006a; UN General Assembly 2009a; Hudson 2010．

暴力の種類：内戦の後遺症，犯罪・ギャング暴力の増大，麻薬違法取引

移行の機会：危機の高まり，変化に向けた控え目な余地 重要な利害関係者：政府，野党，犠牲者，ギャング，国際的麻
薬ネットワーク，市民，地域的パートナー，幅広い世界的な
パートナーシップ

重要なストレス：麻薬違法取引と，暴力の犠牲者や弱者グルー
プによる不正義や免責という受け止め方から生じている外部か
らの圧力の増大

制度的な挑戦：警察や民事司法制度の能力が低い，説明責任に
かかわる過去の問題
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　世界システムが迅速な救援のためにもっている

主要な手段としての人道援助は，死活にかかわる

人命救助や安定化の援助を提供することができる．

「間接的な死亡」――暴力的な環境下で病気や栄養

失調を原因とする死亡――が，戦争による直接的

な死亡よりも速いペースで減少しているという証

拠がある．これは人道援助の有効性増大の証拠と

いえなくもないが，人道援助だけでは政治と治安，

及び開発に関して優先的なニーズを実現すること

はできない 49．

　ドナーに対して成果を証明することに対する国内

圧力が増大するのに伴って，コミュニケーション

手段としてブランド化の魅力も増大している．例

えば，アメリカの国際開発庁（USAID）の政策は，

USAID が資金拠出したすべてのプログラムと商品

は USAID というロゴを表示しなければならないと

いうものである．しかし，若干の柔軟性があり，必

要ならば，パートナー国のシンボルないし省庁のロ

ゴを追加してもかまわない．さらに，仮にプログラ

ムの中立性が脅かされるということが示されれば，

ブランド化はまったく回避してもよい 50．ヨーロッ

パ委員会などその他のドナーにも同じような慣行が

ある 51．すべての援助に国際機関のロゴが付いて

いるのを人々が見れば，自国を暴力から脱却させる

改革者や制度の能力に対する信頼を高める機会が失

われる可能性があろう．状況によっては，インドネ

シアのアチェ州で，インドネシア政府とドナーの間

で採用された「共同ブランド化」なら，ドナーの注

目度を維持すると同時に，各国制度の正当性を高め

るのに役立つことができる．

　人道援助は長引くとジレンマに直面する．ほと

んどが国内制度を通じた提供ではないため，各国

の制度的な能力の足を引っ張りかねない．それに

もかかわらず，人道と開発両方の任務を有する国

際機関や NGO は，救援から早期成果，さらには

制度的な転換へとつながる橋を建設することがで

諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

ボックス6.5　迅速な行動？　ガーナはリベリアで電力の復旧を助ける

　リベリアでは 2005 年の選挙後，新政権は 100 日計画を
発表した．それには首都の特定地域における電気の復旧が
含まれていた．これは国家に対する信頼回復と，経済活動
や基本的サービスの速やかな回復を後押しするためであっ
た．リベリア政府は ECOWAS の支援を得て，多種多様な
ドナーに援助を求めてアプローチした．というのは，新政
権には実施のための資源も制度的な能力も欠如していたか
らである．国連，世界銀行，アフリカ開発銀行，ヨーロッ
パ連合，USAID などを含め伝統的なドナーはどこも，この
努力に必要な発電機を正規システムの望ましい時間枠内に
供給することができなかった．リベリア政府は最終的には
ガーナ政府から支援を確保することに成功した．提供され
た 2 台の発電機が一部の都市部で電気の復旧に役立ったの
である．
　リベリアの経験は 2 つの鍵を握る教訓を指摘している．
第 1 に，速やかな成果を実現し，現地の人々に進展を例
示するということの現実に対して，各国政府と国際パート
ナーは早期に協議を行う必要性があるということである．
第 2 に，ドナー・システムには特定の種類の援助は速や
かに提供することができない，という硬直性の課題がある

ということである．事実，EU，USAID，世界銀行は電気シ
ステムのために他の種類の支援なら（燃料，送電線修復な
ど），100 日以内に提供することができた．しかし，どこ
も発電機という特殊なニーズには対応できなかった．
　それどころか，危機状況にある諸国については，既存の
方針やプロセスを再考し，わたしが手続き上の順応主義と
呼ぶものを修正する必要さえある．もう 1 つの適例はリベ
リアにおける 2 つの幹線道路の再建である．世界銀行は
他のドナーとの共同で，このプロジェクトに対して巨額の
公約をした．しかし，新しい手続きが採用されて，多年度
にわたる建設・修繕維持取り決めの締結が要請されること
となった．これは革新的な新しいプロセスを示すものでは
あったが，実施までに長い懐妊期間を必要とした．リベリ
アは世界銀行が道路の 1 つをもっと柔軟な手続きで推進す
ることに合意したため得をしたが，もう 1 つの道路は新し
い手続きのもとで 2 年間の遅延を経験することになりそう
である．この適例は手続き上の順応主義の問題と，もっと
柔軟に思考できることが必要であるという両方の明確な証
明である．

H・E・エレン・ジョンソン・サーリーフ , 理事長，リベリア大統領；WDR 諮問委員会メンバー
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きる．例えば，国連児童基金（UNICEF）は弱者グ

ループの人権を保護するために，国と地方の主体

の能力を開発している．最も成功しているのは，

個人（教員など）を支援し，組織の能力（学校運

営体制など）を改善し，国家と市民社会の能力に

同時に取り組むような活動である．スリランカで

は，UNICEF は教育省やコミュニティと協働して，

紛争の影響を受けた地域でさえ，子供に優しい学

校のアプローチを採用して，生徒と教員の出席率

を押し上げ退学率を削減している．同様に，世界

食料計画は各国の農業生産力を支持するために，

食料の現地購入を増やしている．

　人道援助と開発援助の間の潜在的なギャップは長

らく認識されていた 52．上記の事例が証明してい

るように，人道支援や開発援助の負託を有する国連

機関や NGO は，長期的な制度構築に注意を払いつ

つ，移行の重要な早期局面で速やかな支援を提供す

るという点でかなりのことができる．もう 1 つの

例は東ティモールの保健部門における回復である．

目先のサービス提供に関して政府は人道的な NGO

の能力を頼りにした．しかし，それは管理とサービ

ス提供が国家機関に漸進的に譲渡されるプログラム

の一環として，そうされたのである（第 5 章と第 8

章を参照）53．

　市民の安全が優先課題として承認された場合で

さえ，対応策は依然として遅いことがあり得る．

2005 年に国連のスーダン使節団は，負託された水

準のわずか 40％でしかないのに 3,600 人の兵員を

展開するのに 9 カ月以上を要した．国連の平和維

持活動局はコンゴ民主共和国における国連平和維持

部隊（MONUC）について，承認された軍隊水準を

達成するのに 12 カ月もかかった 54．迅速な請負契

約と採用に対する障害を克服すれば，国連や地域機

関が暴力にタイムリーに対抗すべく平和維持作戦を

展開する能力に大きな違いが生じるだろう．2010

年春に採択された国連の世界的な支援パッケージは

この方向に向けた重要な一歩である．

　同じような遅延が二国間の治安協力にも影響して

いる．2008-2010 年にアメリカはメリダ・イニシ

アティブに対して 16 億ドルを誓約した．それはメ

キシコを初めとする中央アメリカ諸国に対して法の

執行支援の提供を目的としている．しかし 2010 年

7 月までに支出されたのは基金のわずか 9％にとど

まっていた 55．

　平和構築や国家建設のための世界的な資金も，過

渡期という環境下でみられる金銭的な支援の間隙を

埋めるべく近年増加している．例えば，国連の平和

構築基金（PBF）は，人道的な局面と過渡期と開発

の局面を橋渡しする触媒的な役割を果たす一方，世

界銀行の国家建設・平和構築基金（SPF）は技術的・

金銭的資源を動員して，長期的な開発計画との整合

性を涵養することができる 56．例えば，ネパール

では，未成年者や休戦後に採用された新兵の除隊と

社会復帰，除隊された婦人の市民生活への復帰など

にかかわる触媒的な資金として，PBF は 220 万ド

ルを供与している．除隊プロセスは国内のなかで最

も近寄りがたい地域も含む 7 つの主要な宿営地で，

4 週間という時間をかけて実施された．この初期の

資金調達の後には，社会復帰に向けた努力をファイ

ナンスするためのノルウェーとイギリスの両政府に

よる投資が続いた 57．

　紛争影響国について目標，ファイナンスの優先課

題，進捗指標を設定するために，国内外が強調して

戦略を策定する手段が最近出現している．早期成果

に共通して焦点を当てながらも，制度的な転換を助

ける措置も含んでいる．同手段は紛争後ニーズの評

価（PCNA）58 から，国際協定や戦略的平和構築の

枠組みにまでわたっている 59．効果的に実施され

れば，紛争の基本的な動因に敏感で，共同で合意さ

れ調整が行き届いた優先的措置のプログラムの支援

に向けて，国内外の利害関係者を活気付けることが

できる．

　しかし，実際には，共同の立案と評価手段は一

般には潜在力は完全には使われてこなかった．認

識されている欠点としては，経済・治安・人道・

政治などにかかわるプログラムの真の統合欠如，

したがって，移行期の司法にかかわるほぼ完全な

無視に加えて 60，政治と治安の懸念事項への関心

にとって有害なほど経済的・技術的な問題の重視が

指摘できる．二国間政府のなかには――イギリスや

アメリカなどのように 61――，外交・開発・治安

の評価手段を統合したところもあるが，それが他の

国際機関や，さらに重要なこととして，各国の評

価・立案のプロセスと調整がなされていることは稀

である．グルジアとリベリアというわずか 2 つの

PCNA の事例に限られるが，人道と開発それぞれの
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パートナーが人道的なアッピールとニーズ評価のプ

ロセスを十分に調整して，人道支援と過渡期の支

援，及び開発援助の間の整合性を確保し，人道的対

応から開発援助に至るまで必要な連続性を促進して

いた 62．

　国際的な評価・立案のプロセスも，国内主体を関

与させ，戦略策定プロセスに結び付けることに関し

ては，まちまちの結果を記録している．それらは典

型的には，紛争から紛争後への個別の一回限りの移

行を中心に構成されていて，進展を要する多種多様

な移行を無視している．しばしば治安・司法部門の

重視を忘れている．広範な状況に適合可能ではある

が，暴力の予防や相互関連のある国境をまたぐ形態

の暴力（組織犯罪や麻薬違法取引など）の分析には

稀にしか使われてこなかった．また，一般的には対

外ストレスにも焦点を当てていない 63．

　移行期の早期段階に関する国際的立案プロセス

は急増している 64．例えば，ブルンジには 2008-

2010 年について独自の貧困削減戦略に加えて，国

際的な戦略や計画および国内外共同のものが 13 件

もあった．それぞれ時間的な枠組みが異なり，指摘

されている優先課題が違っていた 65．一部の諸国

では，このようなリスクは政府立案への強力な支持

や，結果に関するドナーとの緊密な対話によって最

小化されている．東ティモールの 2001-2002 年の

移行ベンチマークやリベリアの 2002 年の結果重視

の移行枠組みはともに，期待される結果――政府と

ドナーの両者から――をレイアウトする単純なマト

リックスの計画表を使用した 66．このような計画

には「二重協定」の効果がある（Ashraf Ghani and 

Clare Lockhart が最初に提唱した概念）67．二重協

定は政府が自国民に対して提供するのを目標として

いる結果を単純な形で説明したもので，制度的な環

境が弱い状況下で政府横断的な措置を促進する．ド

ナーの公約を明示的にし，このような公約が達成さ

れているか否かをモニターする形に設計することも

できる．実際には，自らの資金がどのような活動に

どのように支出されているかを，受益国の内部で報

告しているドナーは力が弱いことがしばしばで，公

約について報告しようとしている各国改革者の努力

をかえって複雑にしている 68．

制度的な転換を支援する
　制度的転換が成功するための国際支援にとって

必須の基礎単位は，時間と忍耐，現地の政治情勢

に対して適切で最適なアプローチ，市民の安全と

正義，及び雇用といった分野における重要な制度

改革にかかわる支援能力である．このような基礎

単位の支援ということでは，国際社会の実績はま

ちまちである．

時間と忍耐
　最も長期的な制度転換を支援するためには，国

際援助を最低でも 15 年間にわたり維持すること

が必要である．時間を要するということは一部の

NGO がかなり前から十分認識していることであり

（ボックス 6.6），二国間や多国間のドナーもより長

期にわたる時間枠を採用し始めている．イギリスの

DFID の 10 年間のパートナーシップ合意，10 年間

にわたる治安部門改革プランにかかわる最近のオラ

ンダとブルンジの合意，世界銀行から紛争後諸国向

けの 10 年間に及ぶ例外的な援助などを考えてみる

とよい．しかし，ほとんどの戦略的なドナーやファ

イナスの枠組みは 3-5 年をカバーするにとどまり，

それよりライフ・サイクルの短いプロジェクトも多

い．抜本的な改革がそのような時間枠で達成される

ことは稀であり，したがって，戦略ないしプロジェ

クトが終了した時点で再交渉の対象になっている．

　治安面でも長期にわたる公約は稀である．平和維

持任務の大多数は次のようなもっともな理由から

2-6 年で終了している．現地における治安部隊の長

期駐留は極めて高価であると同時に，受け入れるコ

ミュニティや国家に嫌われている．数十年間にもわ

たって駐留している国連使節団は確かに存在するが

――国連インド・パキスタン軍事監視団（1949 年

以降）や国連キプロス平和維持軍（1964 年以降）

――，これは規模と任務が限定的である．視界外に

ある軍隊や長期的な治安公約はあまりにも短い駐留

やあまりにも長い駐留の代替策なのである．しか

し，長期にわたって治安支援を提供するためにその

ような施策を使うのは稀であった．例外は EU のコ

ンゴ駐留部隊である．これは 2006 年の国政選挙の

際に，国連コンゴ使節団に対して迅速で戦略的な支

援を提供した 71．

　制度構築には継続的な支援が必要であるにもか
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かわらず，特に脆弱国では援助フローの変動性が

重大な問題となっている．実務家はずっと次のよ

うに主張している．すなわち，ドナー援助の変動

は予算や財政赤字を不安定化し，支出を合理的に

計画する政府の能力を高めるためには，予測可能

な援助が必要である 72．不安定な状況では特に一

貫した援助が必要である．というのは，中断され

た改革が逆転する可能性が非常に高いからである．

それにもかかわらず，脆弱で紛争に影響された諸

国に対する援助の方が，他の途上国に対する援助

よりもずっと変動性が大きい．実は変動性が 2 倍

も大きい．変動性の効率性コストが脆弱な国では

制度が強固な国よりも顕著だからである（ボック

ス 6.7 参照）．最近の研究では，変動的な純政府

開発援助に関連した経済的損失は，脆弱国では強

固な国の 2 倍以上であった（対 GDP で 2.54％対

1.19％）73．このような推計の示唆によれば，変

動性の 30-50％はドナー側に原因があり，受領国

の事件や措置とは独立している．Kharas が開発し

た方法論を使い，控え目な前提を採用すると，ド

ナーが変動性を 30％削減すると，1 つの脆弱国な

いし紛争影響国に対して，年間 2,700-3,900 万ド

ルの価値を供与することになる 74．

　プロジェクトの継続期間が短いことや，規模が小

さいことも問題を複雑にしている．国際開発協会

（IDA：世界銀行の「最貧国向け資金」）の平均的な

運用額は 2,270 万ドルであるが，一部の二国間ド

ナーの場合，11 万 6,000 ドルや 6 万 5,000 ドルと

非常に小額である 75．ヨーロッパ委員会の研究に

よると，カンボジアにおけるドナーのプロジェクト

はすべてが継続期間 3 年未満，3 分の 1 以上は 1

年未満である 76．モザンビークにおける援助パー

トナーのパフォーマンス・レビューが示唆するとこ

ろによれば，多年度援助プロジェクトの件数は増加

しているものの，そのほとんどは依然として 2 年

間にすぎない 77．最も急ぐ状況下であっても，制

度的転換の予定表を考えると，プロジェクトのライ

フ・サイクルをもっと長くすることが極めて重要で

ある． 

現地の状況に適合したアプローチ
　国際社会は完遂すべき機能よりも形式を重んじる

誘惑に依然として駆られている 78．例えば，イラ

クの連合国暫定当局（CPA）は創設されて以降の 1

年間で，治安・経済・行政にかかわる広範な事項を

対象に，100 を超える別個の規則や政令を発布し

た．国際的な起草者は複雑で流動的な環境下で即席

に起草しようとしたが，アラビア語，現地の社会政

治的な現実，イラクの広範な法的な原則に関する知

識の欠如がそれを阻害した．アメリカのイラク復興

支援特別査察官は次のように指摘している．「CPA

――およびそれを支持しているアメリカ政府機関―

―は，イラクの文化と，多種多様なイラクのグルー

プ相互間および各内部に存在している複雑な国内政

ボックス6.6　アーガー・ハーン開発ネットワーク：地方の知識，長寿，現実的な期待

　数十年にわたってアーガー・ハーンは，北アフガニスタ
ン，北パキスタン，東タジキスタン――それは地理的・経
済的に隔離され，環境的に限界的で，民族間の緊張を特
徴としている地域――における現地のイニシアティブを
支援してきている．アーガー・ハーン開発ネットワーク

（AKDN）は「結果的に永続的で将来に向けて持続可能な
…変化を促進する」ために，自助の伝統で形成された 69．
アフガニスタン，タジキスタン，パキスタンでは，AKDN
は地方・地区・国の政府との議定書，合意，条約という形
でその公約を固めている．地方的・国家的・国際的な寄付
金を含め多様なドナー基盤を構築し，現地の管理・実施の
能力に大規模に投資し，たとえドナーの関心が低下しても
地方のパートナーと機関によって維持できるアプローチと

サービスを開発し，現地の需要・優先課題・備えによって
牽引されない限り，地域やプログラムの拡大に関しては慎
重なアプローチを採用している 70．典型的な関与は 20 年
を超えている．
　コミュニティ，地方機関，政府機関と密接に協働しなが
ら，AKDN はこれら地域とその人々にたいする証明済みの
長期にわたる公約を通じて獲得された信頼に，開発アプ
ローチの基盤を置いている．この公約はそのスタッフに反
映されている．すなわち，その約 95％は受益コミュニティ
で長年働いているその国の国民か，あるいはその地域の海
外在住者である．

出 所：Aga Khan Development Network 2003, 2010; Agence Française de 
Développement 他 2005; Commission on Growth and Development 2008．
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ボックス 6.7　ストップ・アンド・ゴーの援助：主要脆弱国における変動性

　過去 20 年間，より長い期間にわたる脆弱性，暴力，紛
争を経験した諸国は，援助に関してもより大きな変動性を
経験していた．図 A が示しているところによると，債務
免除を除く純政府開発援助（ODA）の変動係数（CV）は，
1990 年以降多くの暴力を経験している諸国の方が大きく
なっている．右肩上がりの傾向線に反映されているこの関
係は統計的に有意であり，次のことを示唆している．すな

わち，平均すると，20 年間にわたる暴力を経験した国は，
暴力を経験しなかった国との比較で，2 倍もの援助の変動
性を経験していた．収入の変動性はすべての政府にとって
多大なコストをもたらすが，脆弱な状況下では特にそうで
あり，改革に向けた努力を脱線させたり，制度構築を阻害
したりする可能性がある．

図 A　暴力を経験した諸国では援助の変動性が高くなっている

このような 4 つの脆弱国に対する援助は過去 15 年間にわたり極めて変動が大きかった．ギニア・ビサウに対する援助
は 2003 年に 2 倍以上になったが，翌年には半減した．同じく，中央アフリカ共和国は 2004 年に援助の倍増と 05 年に
同 25％の削減を経験した．これはすべての脆弱国に当てはまり，そ援助の変動係数は他の途上国の 0.3 に対して 0.7 と
なっている．
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この変動性が図 B によって例示されている．ブルンジ，中
央アフリカ共和国，ギニア・ビサウ，ハイチに対する援助
総額が，ある年に 20-30％減少し，翌年には 50％増加する

というのは稀なことではなかった（この統計から除外した
人道援助と債務免除を含めると変動性はさらに大きくなる
だろう）．

出所：OECD 2010d に基づく WDR チームの試算．

図 B　1 人当たりの援助支出（債務免除と人道援助を除く）の年変化率
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治関係の両方に関して，不十分な理解しかもってい

ないことを暴露した」79．

　脆弱な状況下で行き渡っている能力不足に対する

国際社会の一般的な対応は技術援助である．技術ア

ドバイザーは短期契約で制約され，報告書提出の圧

力にさらされているため，他国の経験から移植され

た最善慣行に焦点を当てることがしばしばである．

それは状況に固有の最適に調整されたアプローチの

探求を阻害することになる．脆弱国では技術援助

は，リーダーや改革者が具体的に指定された分野に

ついて支援を求める移行期に，最善の機能を発揮す

る 80．脆弱な環境における有効な技術援助の内容

は古くから確立されている 81．良い設計の要素に

ついては一般的な理解があるにもかかわらず，多く

の技術援助は準備が十分でなかったり，実施が有効

でなかったりというのが現実である．したがって次

のような批判がある．

• アフガニスタン向け国際援助の 4 分の 1 は，

政府の能力構築を支援することを意図した技術

援助であるが，最小限のインパクトしかなかっ

た 82．

• コソボが受領した援助の 80％以上は技術援助

であったが，これは政府制度内に永続的な能力

を生み出していない 83．

• 2007 年にシエラレオネで技術援助に関与した

のはわずか 5 つのドナー国であったにもかか

わらず，援助金額の 22％しか同国のプログラ

ムと調整されていなかった 84．

• ドナーの技術援助サービスは他の業者から入手

可能なものよりも 11% から 30％高かった 85．

　二国間や地域的な主体 86も文民について大量の

人員の動員能力を構築すべく，暴力の影響を受けた

諸国に短い予告で配備できる専門家の名簿を整備

した 87．しかし，大勢の海外在住の要員が，特に

当該国の状況に関する知識もなく短期間配置されれ

ば，「正常な」技術援助の場合と同じく，持続可能

な能力を構築できる可能性は低い．文民能力に関す

る国連の独立的レビューも最近同じような結論に到

達しており，国連の文民対応にかかわる重要な原則

として，各国の主体性とそれとのパートナーシップ

を強調している 88．ドナーが設計したプロジェク

トを提供する能力は，良質な公共サービスを提供す

る各国の統治制度面での能力は哲学と非常に異なっ

ている 89．

　南と南の間での学習は有効な能力開発と最適なア

プローチにとって有望である．なぜなら，ごく最近

に移行を経験したり，地域的・政治的・経済的・社

会文化的な特性を共有していたりする諸国からの

知識に依ることができるからである 90．アフリカ

開発銀行（AfDB），国連開発計画（UNDP），世界銀

行はいまではすべてが南から南へのファシリティ

をもっており，AfDB はその規模と脆弱国重視で際

立っている 91．

　中所得国における最近の転換からの学習はとりわ

け貴重である．ビバ・リオというブラジルの NGO

はベル・エアというハイチのスラム街で，ブラジル

のファベーラ（スラム街）で働いた経験を使って武

装暴力を削減する活動を行っている 92．資金を拠

出するドナーと技術援助を供与する南側のパトナー

を巻き込んで，南々協力を支援する三角協力も平和

構築である程度の成功を示している 93．アイルラ

ンドは紛争の防止と管理及び問題解決における女性

の役割に関して，リベリアと東ティモールと三角学

習パートナーシップを締結している 94．南々協力

は行政管理の支援においてとりわけ適切である可能

性が大きい 95．南々協力にとってもう 1 つの重要

な分野は，有効なリーダーシップや行政管理の成功

に向けた仲間同志での学習である 96．

国際機関の内部システム
　脆弱な状況下にある現地の状況に対する感応性

は，元々もっと安定的な環境向けに策定されたプ

ロセスによっているため阻害されている．例えば，

国際金融機関の公共調達手続きは，治安の維持，

国家の制度的能力に関してある程度の水準，競争

的な市場などの前提に基づいて策定されている．

したがって，治安の条件がプロジェクトの設計と

入札の間で変化した場合，少数の有資格の政府担

当者が複雑な調達書類の作成で苦労している場合

や，競争・動員の準備ができている有資格請負業

者の数が非常に限定的な場合には，状況に適合す

るのが困難であろう．

　同様に，国連事務局は元々は総会に対して本部

ベースの助言サービスを提供し，事務局としての機
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能を支援するために設計された公共調達システムを

策定していた．平和維持活動が打ち出された際に

は，このようなシステムは現地の状況や目的の相違

にもかかわらず，平和維持活動のあらゆる要求にほ

とんど適合されないままに拡張適用された．また，

ほとんどの二国間援助機関には脆弱で紛争に影響さ

れた状況に固有な「リスク方針」がない．その代わ

り通常の基準を適用している．問題を認識したアプ

ローチや手段をもっているドナーもなかにはある

が，それらは各国の戦略にわたって，あるいはプロ

ジェクトの資金調達決定基準のなかでまだ主流化し

ていない 97．

　環境が不安定な場合，このような標準的な手続

きは（ボックス 6.4 でみるように，リベリアのエレ

ン・ジョンソン・サーリフ大統領は「手続き上の順

応主義」と呼んでいる）往々にして意図した成果を

生み出さない．それはしばしば複雑で時間がかかる

ため，制度的な能力が弱い相手側にとっては管理が

困難であろう．カンボジア，リベリア，スーダンと

いったような環境下では，プロジェクトに入札する

有資格の国際的な請負業者を見つけるのがしばしば

困難で，その動員は遅々としていた 98．標準的な

手続きは能力を開発するための最適な制度的アプ

ローチの足を引っ張る可能性がある．あるいは，政

治経済的な配慮が困難な環境下では，透明性や腐敗

防止の目的を達成するのが困難なこともある（ボッ

クス 6.8）．g7+ という脆弱国グループによる 2010

年 5 月のディリ宣言は次のように述べている．「わ

れわれはすべて国際基準を受け入れるが，ドナー社

会はわれわれの条件やニーズを認識していなければ

ならない．われわれは自分たちの能力やシステムを

強化するために，みずからに過渡的な期間を与える

必要があり，複雑で緩慢な手続き要件や条件をわれ

われに賦課してはならないというのがその理由で

ある」99．責任あるリーダーは日和見的なレント・

シーキングを大幅に削減し，ルール・ベースの行動

を強化するのに，機能の良い信託システムを評価し

ている．しかし，彼らは現地条件の現実に適合した

プロセスを必要としている 100．

　「最適な」公共調達取り決めの提案はたくさん出

てきており，難しいものではない．各国の経験は，

次のような事情を背景に直接交渉を許容する請負プ

ロセスの必要性を指し示している．すなわち，地域

市場の知識をもつこと，動員のスピードと請負につ

いて不安定な環境下で活動する実績を重視する，公

共調達手続きに関して現地の民間部門に対するより

良い情報の提供，現地負請業者に能力を構築させる

よう現地請負業者に対して下請けする，可変数量契

約に基づく国際的な事前入札，信頼醸成のための市

民社会による公共調達のモニタリング，プロセスや

書類を既存のドナーの指針と整合的に簡素化する，

ドナーの意思決定を出先国の事務所に分権化する，

などである 101．しかし，公共調達慣行の探求の進

展はドナーによって異なり，多角的なシステムは二

国間調達の革新にまだ追い付いていない．

　国際援助に向けた努力の細分化も制度的な支援

を十分な規模で提供することに不利に作用してい

る．ドナーと垂直的プログラムの数が受領国の数よ

りも多くなっているだけでなく 102，援助自身もさ

らに細分化している．コンゴ民主共和国では，30

の活動的なドナーが健康部門で 362 件のプロジェ

クト（うち 100 万ドル未満 262 件），司法部門に

ついては 305 件のプロジェクト（うち 100 万ドル

未満 199 件）をファイナンスしている 103．最近の

OECD の研究では，15 以上のドナーから援助を受

けている国が 32 カ国あった 104．これとは対照的

に，ボツワナと韓国に関する研究の主張では，開発

の成功は少なくとも部分的には単一または支配的な

ドナーが存在したおかげである 105．細分化された

援助は能力が弱い諸国にとっては事務的に非常な負

担であり，能力を構築するどころか消耗させている．

市民の安全と正義及び雇用の重視
　流動的で暴力的な脅威に直面するなかで，よく統

治された警察，司法，刑務所システムを整備しよう

と苦闘している諸国に対する援助は，軍事能力を構

築するために利用可能な援助よりもずっと限定的で

ある．人材の供給が制約されている．というのは，

国家は警察や刑事司法においては，軍隊におけるよ

うな種類の予備能力をもっていないためである．司

法については，文民能力に関する国連の独立的レ

ビューにより，ギャップを埋める努力にもかかわら

ず，それは国際的な文民メカニズムのなかで最大の

空隙を呈している，ということが発見された 106．

国連平和維持活動局（UNDPKO），二国間ドナー，

米州開発銀行（IADB），国連開発計画（UNDP）な



173第６章　信頼醸成と制度転換に対する国際支援

ボックス 6.8　最善慣行として費用見積もりを公表する？　透明性と共謀の間のトレードオフ

移行の要因：脆弱な状況における措置のスピードを求める圧力 重要な利害関係者：政府機関の入札，国内の市民，国内の会社，
国際的なドナー・会社

重要なストレス：暴力のリスクを悪化させかねない契約におけ
る，特定の政治・民族・地域グループの請負業者に対するえこ
ひいきという受け止め方

制度的な挑戦：不安定性が高い，制度的な能力が低い，競争が
浅い，過去の腐敗した慣行の後遺症

二重の説明責任のジレンマ：国際的なドナーや投資家に受け入れ可能なプロセスを実施する一方で，地方の状況下でスピードと正
当性を達成する

　世界銀行はローン契約のなかでしばしば，パートナー諸
国が道路建設コストの工学的な推定値を公表するよう求め
ている．市場が競争的であれば，推定値の公表は入札水準
の低下をもたらす．そのような公表は透明性と公平性とい
う公共調達規範の確保にもつながる．すべての入札者は同
じ立場にあり，道路当局と密接な結び付きをもっている会
社でさえ，「袖の下で」推定値を入手することはできない
からである．
　このような利益に対して，このような公共調達の慣行は
意図とは逆のこと――共謀――を促進しかねないというリ
スクがある．企業が共謀する価格を交渉している際には，

費用見積もりは共謀の目標ないし焦点を提供してくれる．
この効果は世界銀行の制度的な誠実性比較調査で劇的に暴
露された．すなわち，2009-2010 年に東ヨーロッパのある
国における世銀がファイナンスしたプロジェクトの下で，
道路の建設・補修にかかわる 46 件の契約で落札価格と推
定価格を比較したのである．両者の近接性は共謀がなけれ
ば考えられない（図参照）．その結果，公共調達規範は実
際あるいは主観的な共謀のゆえに，速やかな支援（推定値
の発表で遅れが生じた），あるいは正当で透明なプロセス
を涵養するといういずれの目標をも達成することができな
かった．

図 A　入札価格の近接性は共謀がなければ考えられない
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出所：2010 年における World Bank Integrity Vice Presidency との議論からの翻案．

どはそれぞれ，市民の安全や司法に関連した提供能

力を拡充させてきており，世界銀行は法律・司法問

題向けの援助を若干増やしているが，人材と提供に

は重大なギャプが残っている．

　刑事司法システムに対する支援は軍事改革や軍

事能力構築に対する支援よりも，提供するのがいっ

そう困難である．国民国家である提供者ごとに，

政策，法的枠組み，組織構造に大きな相違がある

からである 107．このような相違を受けて，警察や

民事司法に対する国際支援においては，ボスニア

から東ティモールに至るまで，歴史的には緊張を

生む原因になってきている 108．EU のような地域

組織は国別の慣行の相違を橋渡しするための訓練

を重視している．国連の 50 名から成る常備警察

能力と法の支配・保安機構室も，国連の作戦に喜

んで参加する警察部隊向けに標準的な原則や訓練
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パッケージを策定するのに進展を見せ始めている

が．より広範な国際的な能力の支援はおろか，警

察配備の現在のような増加を管理するには依然と

して能力が小さい 109．各国の司法関係者を違った

制度や慣行に触れさせるべく，同じように共同訓

練を行うというメカニズムがない．また，脆弱な

状況下における制度構築へのアプローチに関する

知識量が少ない．

　国際体制における構造的な制約は，治安と司法に

対する国際支援を限定的なものにしている．国連の

平和維持予算は警察力の展開を支援することができ

るが，それはその国が安保理事会の委任下にある場

合に限られる．これは警察部門について国際支援を

求めてはいるが，安保理の議題として上程されるこ

とへの同意に躊躇している諸国にとっては，重大な

政治的障害となる．平和維持活動がなければ，各国

当局は国連から文民ないし助言の支援を，二国間主

体からは運営に関する支援を求めることができる．

しかし，前者には警察部隊の実際の配備は含まれな

いし，後者には国内当局が所属している多角的機関

が提供する支援への正当性が欠如している．

　第 5 章では，軍事・警察に対する支援と民事司

法制度に対する支援の間の分離から生じる，各国レ

ベルで共通する問題を検討した．国際体制における

刑事司法全体にかかわる明確な焦点を置くべきポイ

ントの欠如が，この問題の背後にはあるのかもしれ

ない．驚いたことに，広範囲にわたる機能に関して

国際機関があるのに，刑事司法問題に関するリード

を担当する機関はない．治安部門や民事司法機能に

対する金融支援の細分化――「DAC ルールの下で

政府開発援助」に算入できる現在の分類や，平和維

持任務とこの分野における自発的な支援に適用され

るさまざまな金融ルールが原因――も，現場におけ

るバラバラのアプローチを悪化させている． 

　雇用創出に関しては，MDG にかかわる支援に焦

点を絞るというドナーの理解可能なシフトを受け

て，多くのドナーは開発援助の対象を――雇用創出

重視がほとんどない――保健や教育や水や衛生など

基本的サービスに充当している．国際的な経済政策

助言サービスは総じて雇用よりも成長に焦点を置い

ている．これには貧困削減にとって重要な労働集約

的な軌道の検討が含まれているが，暴力防止という

観点からみた雇用の価値や社会的連帯を強化し，若

者のコミュニティにおける積極的な役割を促進する

ような雇用の種類と質はほとんど強調されていな

い．その結果，脆弱な環境下で体系的に相違をもた

らすことができる雇用関連の介入策の種類について

は，ほとんどコンセンサスがない．例外はコミュニ

ティ・ベースの公共事業の活用である．設計は非常

に多種多様ではあるが，アフガニスタン，インドネ

シア，ネパール，ブルンジ，ルワンダ，多種多様な

ラテンアメリカ諸国で，二国間ドナー，国連機関，

国際金融機関が支援したプログラムは相当規模の一

時的な雇用を生み出している．アメリカやインドな

ど一部の二国間ドナーも，脆弱国家向け援助のうち

大きな割合を収入創出活動に充当している．

　地方と国の両レベルで暴力の影響を緩和し，暴

力から回復することについては，仮に雇用や収入

の創出がドナーが資金を拠出する短期的な緊急の

公共事業よりも長く継続するためには，民間部門

の役割の必要性が今では広く認識されている 110．

さまざまな革新的な制度――国際金融公社（IFC）

や二国間ドナー数カ国が支援しているものも含む

――が，民間部門や企業家精神の能力構築に有効

なことが判明している．例えば，それには地方の

企業家をもっと大きな国家的ないし国際的な企業

に結び付けることや，教育を企業家精神の開発に

結び付けることが含まれる 111．しかし，多国間の

開発銀行，日本，中国などといったドナーは民間

部門の発展を下支えするインフラに顕著な投資を

実施している 112．しかし，暴力防止にとって公平

な成長と雇用創出が重要であるため正当とされる

労働集約的な民間部門の発展に，国際社会は十分

な関心を払ってきていない 113．

二重の説明責任と行動のリスク管理
　迅速な関与，長期にわたる公約，国家制度に対す

る支援が，暴力の反復的な連鎖を防止するのに極め

て重要であることを，国際的主体は今やわかってい

る 114．それなら，国際的な慣行はなぜ変化が遅い

のだろうか？　それは「二重の説明責任というジレ

ンマ」が原因である，というのがわれわれの主張で

ある．国際的な主体は二国間主体か多国間主体かに

は関係なく，最初に自国の有権者層と株主に対して

説明責任を負い，受益国の相手方ないし市民に対す
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る説明責任はその後にくる．そのため国際的主

体は行動を起こさないとか長期的な制度構築の

成果をあげることへのリスクについては説明責

任が小さいので，これを犠牲にして，一連のリ

スク――行為のリスクと相手方の制度が弱いな

かでの関与がもたらすリスク――だけを強調す

ることになる（図 6.2）．その結果は 2 つであ

る．行動についての評判のリスクを遅延という

結果的なリスクよりも重視することと，脆弱な

国家制度の予算を通じたファイナンスや援助の

実施を躊躇することである．

　脆弱国家での仕事には必ずや不確実性，流動

性，高リスク――行動のリスクと行動をしない

というリスクがある――が伴う．非常に単純化

した事例で問題を例証できる．10 万人を擁す

るあるコミュニティが悲惨な人道的脅威に直面して

いるとしよう．外部の世界は支援に前向きで，2 つ

の一般的なオプションがある．ともに 5,000 万ド

ルかかるものと推定されている．オプション A で

は，海外ドナーはすべての資金が適切に使われるこ

とを確実にするために 6 カ月待つことができるが，

それでは 20％の人々しか救助されないということ

を意味する．オプション B では，ドナーは全員の

救助に自信をもっているが，資金の使用に関して適

切な説明ができると自信がもてるのは全体の 80％

についてだけである．どちらのオプションを選択す

べきか？　B を選択すべきである．まさに，行動を

起こさないことのリスクに対する感受性とある程度

の信認リスクにかかわる許容性が人道的介入策を下

支えしており，ほとんどの人道的主体はオプション

B を採用するであろう．

　さて，この点を開発あるいは平和維持にかかわる

次のような介入策について考えてみよう．軍隊空輸

の支援，警察・教育・保健関係の労働者に対する給

与支払いのファイナンス，電気システム機能を維持

するためのファイナンス．また，学校を再開すると

いうプログラムは暴力の広がりを防止する可能性が

極めて高い．ここで同じオプションが利用可能であ

る．オプション A は資金が適切に使われることに自

信がもてるまで 6 カ月待つが，推定 20％のリスク

しか回避できないという代価がある．オプション B

は暴力が回避できるとの強い自信をもってただちに

行動するが，資金の 80％についてしか満足のいく説

明ができないだろうと思っている．やはり，ほとん

どの人はオプション B を選択すべきだと言うだろう．

　開発にかかわる介入策が生命を救済し，暴力の広

がりを防止するということに関しては確実性がな

い．一方，性急な介入はしばしば成功の可能性が低

い．しかし，仮にリスクが差別化できたとしたらど

うであろうか？　平和維持軍の到着や，給与および

電気システムのためのファイナンスの遅延が，もし

何の措置も取られなければ，暴力に拍車をかける可

能性があると判断することができるだろう――例

示のために 80％の可能性があるとしよう．しかし，

学校プログラムについては，このリスクはもっと低

く，プログラムの設計に関して 2-3 カ月作業した

方がより良い成果が実現できると判断するかもしれ

ない．そうなると，ほとんどの人々は空輸・給与・

電気については支払うが，学校プログラムは待てと

言うだろう．にもかかわらず，実際には，開発社会

は電気と学校の問題を同じように扱うであろう．ま

た，国連安保理は時には迅速な決定を下すことも

あるが，平和維持活動のための支援インフラはオ

プション A に帰着する．戦略的な挑戦は「べき論」

から「だろう論」にシフトすることである．換言す

れば，リスク管理システムを修正して，リスク測定

とリスク・テーキングを最適な結果とのより良い整

合性を図ることである．

　二重の説明責任のインパクトに関するもう 1 つの

事例は，暴力に影響された脆弱国家の国家予算や国

家制度を通じて援助を実施することに，制度転換の

図 6.2　国民国家に対する国際支援――二重の説明責任のジレンマ

説明責任

説明責任

各国主体 国際的主体

説
明
責
任

説
明
責
任

国内有権者 国内有権者

出所：WDR チーム．



176 世界開発報告 2011

インパクトがあるにもかかわらず，ドナーが躊躇を

示すところにみられる．予算を通じた援助は並行シ

ステムのマイナス効果の回避に加えて，優先事項や

トレードオフに関する政治的意思決定の制度的なメ

カニズムを支援し，公共財政管理・説明責任のシス

テムの発展を促し，国際援助を調整するための手段

を作り出す 115．しかし，ドナーはジレンマに直面す

る．弱い制度に対する援助は強固になるために必要

とされているが，その弱さそのものが政治や信認の

面でリスクとなっている 116．したがって，このよう

な高リスクの関与について，国際社会は通常は国家

が担っている機能を果たすのに二国間や多国間の機

関を頼りにする傾向がある 117．それは支援を受けて

いる当事者による資金の不正使用や暴力及び人権侵

害に結び付けられることを回避するためである．

リスク管理のために利用可能な選択肢
　各国の制度に関与するには，さまざまな水準の信

託や評判のリスクに対処する幅広いアプローチが存

在している．それには政府が実施するプログラムに

対するより独立的な監視やモニタリングが含まれ

る．例えば，アフガニスタンやヨルダン川西岸・ガ

ザでは，世界銀行が管理するマルチ・ドナー信託基

金の下で，国内機関や国際的請負業者の両方による

調達や支出を精査するために，独立的なモニターが

活用されている 118．関連した事例として，ウガン

ダ除隊兵士への自立支援プログラムで実施されてい

るように 119，公認の外部監査法人による毎月ない

し毎四半期の監査で適正と認められないとドナー資

金が支出されないという方法がある．第 3 は海外

の財政管理や公共調達の機関が介在する場合であ

る．国際的な企業がプログラムの財政管理と調達に

関して全面的な責任を負い，プログラムの統合的な

予算と勘定を維持している．アンゴラ，ギニア・ビ

サウ，シエラレオネの動員解除・社会復帰プログラ

ムではそういう運営になっていた 120．第 4 は，「二

重鍵」プログラムで，これは国内外両方の主体が第

4 章で説明したリベリアの統治と経済管理援助プロ

グラムのような，重要な高リスク取引を停止するも

のである．第 5 は，ジンバブエにおけるように国

家予算の項目に対する現物支援である．二国間ド

ナーは国営診療所に対して医薬品を供与しているよ

うに，請負業者を通じて一定の品目を直接的にファ

イナンスし，調達して提供している．

　このようなアプローチはドナーの信託リスクを管

理すると同時に，国家制度の確立・強化の余地を提

供することができる．しかし，それは国際的な専門

知識を使うため総じて高価である．国内制度に関与

すると同時に，さまざまな水準の信託や評判のリス

クに対処するには，一連のもっと地方的な選択肢も

利用可能である．それにはコミュニティ主導型開発

プログラム（第 4 章）や，重要な部門における結

果ベースのファイナンスや産出ベースの援助を使っ

た NGO への外部委託が含まれる．現地スタッフを

雇用している非政府機関を通じた地方の行政や援助

に対する直接支援は，統治が弱い状況下で政府の予

算制度の外で，地方の制度的な能力と熟練した人材

に対する焦点を維持しながら , 援助を管理する別の

方法である．

　資金のプーリングもリスクを管理する方法を提供

してくれる．マルチ・ドナー信託基金（MDTF）が

脆弱で紛争に影響を受けた状況下ではますます使わ

れるようになっている．アフガニスタン，南部スー

ダン（ボックス 6.9），イラク，インドネシア，ヨ

ルダン川西岸・ガザ，ハイチなどがその例である．

MDTF は二重の説明責任というジレンマの橋渡しに

役立つ．各国の主体にとって，それはドナーの投資

にかかわる透明性を改善し，国家計画との整合性を

高め，資源動員のための根拠を提供する．ドナーに

とって，MDTF は取引コストを削減し，ドナーが国

内当局と協調し対話をするフォーラムを提供すると

同時に，MDTF 事務局はドナーが自分自身では生み

出せない可能性がある情報を首都向けに提供するこ

とができる 121．人道援助の面では，プールするメ

カニズムは資金調達水準の押し上げにつながる可

能性がある．というのは，ドナーは直接管理でき

るよりも多額を支出することが可能になるためで

ある 122．

　しかし，紛争という状況下では，MDTF が最も

重要なファイナンス手段であることは稀である．

2007 年についてみると，稼動している約 18 の

MDTF を通じる資金調達総額は 12 億ドルと，脆弱

で紛争に影響された国家向けの国際ファイナンス総

額のうち依然として小さな部分を占めるにすぎな

かった 123．加えて，MDTF のパフォーマンスは産

出のスピードと提供，プロセスの質，成功に関する
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利害関係の受け止め方といった点で，国別事例全体

にわたり不均一である．MDTF に関する最近の評価

では以下のような諸点が指摘されている．諸機関の

内部と相互間で MDTF の管理にかかわる一貫性の

欠如，期待にかかわる管理改善の必要性，モニタリ

ングとインパクト評価の強化，各国の信頼醸成を支

援するための資金供与の迅速化，制度構築における

国家制度を通じた支援の強調など 124である．短期

的なファイナンスの提供と長期的な制度的能力の構

築という競合する要請をどうやってバランスさせる

かについては，南スーダンの MDTF の経験で例示

されている．

　MDTF は人目を引く性格と複雑な統治システムの

ゆえに，受入れ機関の側でリスク回避性を高めるこ

ボックス 6.9　多国間信託基金：アフガニスタンと南部スーダン

暴力の種類：グループ間・民族間・政治的暴力；組織犯罪・麻薬違法取引；国境をまたぐ；超国家的：イデオロギー的

移行の要因）：変化に向けた当初の大きな余地；ボン合意 / 包括
的和平合意；選挙；国家開発予算

重要な利害関係者：連邦・地方政府，治安部隊，民兵，コミュ
ニティ指導者，市民社会グループ，市民，女性，国際的パート
ナー，超国家的武装グループ

重要なストレス：暴力・トラウマの後遺症，国境をまたぐ暴力，
犯罪ネットワーク，低所得，若年失業，腐敗，男女差別

制度的な挑戦：行政・安保・司法・政治の制度における説明責
任や能力の深刻な制約；女性の代表欠如

二重の説明責任のジレンマ：国家レベルでの説明責任と能力の制約を受けて，多国間信託基金が魅力的な解決策になった；信託基
金取り決めは国連や世界銀行の使命と権限を活用した．

　UNDP はアフガン暫定政府基金（AIAF）を創設した．こ
れは 24 のドナーによって支援され，6 カ月という限定さ
れた期間にわたり総額 7,300 万ドルを保有して，文民サー
ビスの再建，給与の支払い，政府建造物の修復，機材の購
入など最も緊急を要するニーズを賄う．この支援は移行の
早期段階で政府の能力と正当性を補強し，その後の MDTF
が長期的な予算支援を提供し，投資プログラムをファイナ
ンスできるようになる時まで，ギャップを橋渡しした．
　32 のドナーが支援したアフガニスタン復興信託基金

（ARTF）は，予算をファイナンスするためには（公務員の
給与や施設費，特に教育・保健の），「経常的な窓口」を，
政府の国家的優先プログラムを支援するためには「投資の
窓口」を通じて，資金を支出している．ARTF は資金調達

を調整し，政府に対する負担を削減し，透明性と説明責
任を促進し，国家目的を推進するのに国家予算の役割を強
化することを意図したものである．2002 年に誕生して以
来，ドナーは 40 億ドルを公約しており（2010 年 12 月現
在），アフガニスタンの予算にとって最大の貢献をしてい
る．ARTF の動きは迅速で，2003-2004 年には公約した資
金の 99％，2005-06 年には同 75％を支出し，政府給与の
支払いに加えて，サラン・トンネルなど重要なプロジェ
クトや国家連帯プログラムをファイナンスする主要な手段
として機能している．UNDP は主として警察の給与を賄っ
ている補完的なアフガニスタン向けの法律と秩序信託基金

（LOTFA）を管理している．LOTFA の現局面は約 3 億 600
万ドル拠出している 15 のドナーによって賄われていた．

アフガニスタン

　5 億 4,500 万ドルの南部スーダン多国間信託基金が 2005
年に創設され，世界銀行が信託基金の管理者として指名さ
れ，14 のドナーから資金を調達した．
　南部スーダン政府，ドナー，NGO，市民社会は MDTF
について，緩慢さ，非効率性，支払いの遅延，頑迷さを批
判している．レビューによれば，世界銀行によるロジス
ティックの困難性の過小評価，制度的な欠陥，コミュニ
ケーションの挑戦，特に重要な早期段階における整合性の
ない管理の監視などが指摘されている．この一因は迅速な
行動がもたらすリスク（資金の不正使用の可能性）と不作

為のリスク（資金を支出しない，目標を達成しないなど）
をバランスさせるという世界銀行が直面したジレンマに
あった．
　世界銀行は基金の管理を改善するための措置を取って
いる．2010 年中の支払いは 1 憶 8,800 万ドルにのぼり，
2010 年 12 月までには総額 4 億ドル（公約された資金のほ
ぼ 4 分の 3）に達した．

出 所：Scanteam 2007, 2010; Fenton and Phillips 2009; Randel 2010; Atos Consluting 
2009; OECD 2010c; Government of Afganistan and UNDP 2010; World Bank 2005a, 
2009a, 2010b, 2010j; Randel and Mowjee 2006．

南部スーダン



178 世界開発報告 2011

とがある．二国間ドナーは実質的に自己のリスクを

多角的な MDTF 管理者に転嫁することになる 125．

MDTF のポートフォリオや資金の配分に関してド

ナーによる細かい管理が，国家主導の戦略や予算編

成との整合性の足を引っ張ることがある 126．

脆弱性脱却の進捗度をモニタリングする
　二重の説明責任のジレンマをさらに悪化させてい

るのは，脆弱性脱却の進捗度をモニターする制度の

欠如である．開発援助の結果を測定することに関し

て唯一合意されている世界的な枠組みは，MDG と

その関連指標である．人間と市民の安全を改善する

努力の進展を評価する世界的な指標は存在しない．

したがって，暴力を削減し，より良い制度を創設す

ることにかかわる進展を測定することに関して，単

純な一連の合意された指標があれば，国際社会も各

国リーダーもともに，MDG と並んで暴力のリスク

管理に関する進展を追跡することができるだろう．

　不安定性の水準やパターンに関して信頼できる世

界的なデータも存在していない．戦死に関する基本

的なデータも粗悪であり，最善の推定値は 36％の

ケースで欠如しており，推定値の最低と最高にはし

ばしばとんでもない桁違いの相違がある 127．

　戦争による間接的な死亡に関するデータの質は

著しく悪い――イラクにおける 2003-2006 年の犠

牲者にかかわる推定値は 50 万人から 60 万人のレ

インジとなっている 128．殺人の統計も暴力をモニ

タリングするには同じく不十分である．どの OECD

諸国も過去 5 年間のすべての年に関して殺人統計

を集計しているものの，途上国の場合は過去 5 年

間について 1 年でも観察値があるのは 62％のケー

スでしかなく，サハラ以南アフリカの脆弱国ないし

紛争影響国となると，１年でも殺人率を報告してい

るところはわずか 29％しかない．

　現地の新聞で報道された紛争や暴力を追跡する

という革新的なアプローチが，2005 年 8 月の和

平合意調印以降のアチェでは使われた 129．家庭

内暴力に対する態度に関するもう１つの情報源は，

UNICEF の定期的な複数指標クラスター調査であ

る．これは多くが脆弱で紛争に影響された諸国であ

る約 100 カ国をカバーしている．しかし，全体と

して，暴力の減少を測定するに当たって合意されて

いるベースラインがほとんどない．データの収集が

改善されれば，国際的な対応を改善するのは容易な

ことであろう（第 9 章）．

　市民の信頼や期待を時間とともに測定するための

世論調査は，脆弱な国家ではほとんど実施されてい

ない．主観ベースの世論調査は市民の優先課題や市

民の政府に対する信頼を測定するのに重要な一環と

なり得るだろう．そのようなデータが脆弱な国家で

一貫して収集されるのは極めて稀である 130．その

理由としては，コミュニケーション体制が未整備で

あることや組織が資金不足であることから情報の使

われ方に関して不安があるということまで，幅広い

問題が指摘されている 131．しかし，技術進歩で調

査データの収集は容易になってきている．例えば，

本書はコンゴ民主共和国で迅速なショート ･ メッ

セージ ･ サービス (SMS) 調査を利用した 132．

国際的な関与の教訓
　二重の説明責任のジレンマは，現場にいる主体に

は，どうやったら改善できるかという問題としてよ

く理解されている．過去 10 年間に紛争影響国と関

係のあった国際援助に関する主要な報告書も，脆弱

な状況下で紛争を削減し，制度的な転換をもたらす

ために国際支援ができることには限度がある，とい

う点を強調している．本章では，すでに有用性が判

明している最適な慣行の一貫した適用を要請して，

次の 3 つの結論に到達している．

• 第 1 に，暴力の防止に苦闘している諸国にとっ

て，市民の安全と正義及び雇用に対する支援に

ついて深刻なギャップがある．

• 第 2 に，国際機関における「手続き上の順応

主義」は，迅速な信頼醸成の挑戦と制度的転換

に対する最適なアプローチには不向きである．

国内納税者と現地納税者に対する説明責任を管

理するより良い方法が必要である．

• 第 3 に，新しい挑戦と変化を遂げている国際

援助の状況を考えると，協働に向けた新たな努

力が必要である．政治・犯罪関連の暴力を巡る

複雑な問題には，外交と治安及び開発の各主体

の能力を組み合わせることと，OECD 加盟諸国，

低所得国，中所得国，地域パートナー相互間の

理解を深めることが必要である．
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フィーチャー 6 2 つの援助プログラムの物語――リベリアとギニア・ビサウ

　国際社会は困難な過渡期に脆弱国家に対して決定的

な援助を提供することができる．うまくやれば，この

支援は暴力的な紛争を回避する，あるいはそれから回

復することに努力している諸国にとっては重大な違い

をもたらし得るが，それは国内のプロセスが肯定的な

方向に向かっている場合に限られる．リベリアとギニ

ア・ビサウに対する国際支援に関する最近の歴史が，

2 つのまったく対照的なストーリーを提示している

（ボックス 6.10 参照）．

　国際社会はアクラ包括的和平合意（CPA）の支持に

重要な役割を果たした．2003 年 9 月にガーナのアク

ラで調印され，リベリアを蹂躙していた 2 つの内戦

の終結をもたらした．国連は 2 万 5,000 人の兵士で

構成される平和維持部隊を動員した．軍隊対人口の比

率が平和維持の歴史のなかで最高となり，和平プロセ

スの反対者に対して信頼できる抑止力や，平和が維持

されるだろうという第三者保証を付与している．

　しかし，リベリアの暫定政府は深刻な統治・腐敗

の問題を経験していた（後述）．にもかかわらず，和

平合意と国際的な安全保障が整備されて，リベリア

の GDP は 2004-2008 年に年率 6.4％という健全な成

長をみせた（2003 年にはほぼ 3 分の 1 も縮小した後

で）．同じ時期に，国際的な援助社会はリベリアに 26

億ドル，平均すると 1 人当たり年 146 ドルを供与し

た（安保も含めた国際的な支出総額は，2008 年に 1

人当たり 415 ドルとずっと巨額――アフリカでは今

のところ最高――であった）．

　それで終わりではなかった．国連や世界銀行など国

際的主体は雇用を提供し，経済を再興させ，和平プロ

セスの具体的な証拠を提供する革新的な証拠を通じ

て，世論の信頼を高めるために，リベリアの政府と協

働した．「国連リベリア使節団（UNMIL）による道路」

は何百キロメートルにもわたって修復されて，戦争で

互いに長らく分離されていた地域を再結合し，貿易の

再開を可能にし，人道救助に向けた努力を促進した．

政治・安全・開発の各分野におけるさまざまな機関の

資源と専門知識に依拠して，プロジェクトは短期間で

成果をあげる一方，中期的に輸送部門の改革を促進し

た．インフラ開発の分野を超えて，多数の元戦闘員や

非戦闘員に対して，短期的な雇用機会を提供した．

　リベリアの回復軌道も地域的組織がどのようにして

助けになるかを示している．ECOWAS はリベリアの

環境に合わせた信頼醸成に関してドナーと協働した．

2005 年の選挙に至るまでの時期に導入された統治・

経済管理援助プログラム（GEMAP，ボックス 4.2 参

照）は，増収と支出の分野について「二重の鍵」を提

供している．政府と国際社会の共同管理により，それ

は公式の略奪や腐敗が終焉し，サービスが信頼できる

形で提供されるだろうということについて，懐疑的な

市民や国際社会を特に安心させることを企図したもの

である．経済的統治は GEMAP の下で改善し，一貫し

た国際的公約やリスクを分担する積極性を背景に，国

家制度に対する信頼強化に役立っている．批判者はこ

のようなプラスは認めながらも，次のような指摘を

行っている．地方の自治体や利害関係者に対する知識

や能力の譲渡が遅いことが依存性を生み出している可

能性があり，国家制度に対する統合的で持続的な外部

の関与の重要性を強調している．

　CPA 調印から 7 年後，リベリアは世界銀行 /IMF の

重債務貧困国向けイニシアティブ適格となり，1 人当

たりでみて史上最大の債務免除を推進した．それ以

降，和平プロセスが定着し，断固とした，結果指向型

の国内リーダーシップと実際的な国際支援によって，

推進された．今日，リベリアは 2-3 年前には敢えて

暴力の種類：内戦，政治的暴力，犯罪・ギャング関連暴力，麻薬違法取引

移行の機会：2003 年 9 月に包括的和平合意に引き続く変化に向け
た著しい余地

重要な利害関係者：元戦闘員，犠牲者，政府，野党，国際パート
ナー，平和維持員

重要なストレス：虐待・暴力・トラウマ・不満の後遺症，腐敗，
失業，民族間競争

制度的な挑戦：経済・安全・司法・政治の分野における説明責任
と能力の制約

二重の説明責任のジレンマ：極端な信託リスクという環境下で国家制度の能力を増大する必要性

リベリア：強力なリーダーシップ，決定的に重要な回復援助
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想像する人がほとんどいなかった安定化のプロセスに

着手している．今や挑戦は国際支援について，この異

常な成功物語があまりにも早い段階で終りを迎えるこ

とがなく，新たに出現してくるストレスを引き続き探

知し，正当で説明責任のある制度が持続的な支援を享

受できるよう確保することである．

　リベリア向けの協調国際支援とは対照的に，近隣の

ギニア・ビサウでは比較できるような国際的な取り組

みはなされなかった．これは国内の統治とリーダー

シップに対する国際的な信頼の欠如を一部反映してい

るが，同じような条件は 2005 年の選挙以前にはリベ

リアでも存在した．過去 15 年の間に，機会の窓口が

散発的にあったが，社会における亀裂を克服しようと

いうリーダーシップの公約が大体において欠如してい

たため，国際社会からはわずかな支援しか享受してい

ない．現在，ギニア・ビサウは世界で最も貧しい諸国

の 1 つにとどまっている．2010 年の人間開発指数は

169 カ国中 164 位であり，「援助孤児」の１つといわ

れている．

　1960 年代に独立して以来，ギニア・ビサウはクー

デターや内戦（1998-99 年）によって中断されたこ

とはあったが，主に一党体制として支配されてきてい

る．援助の条件として民主主義を求める国際的な圧力

を受けて，1991 年に試験的な動きとして複数政党制

に移行した．初の複数政党制選挙で 1994 年にチャン

スの瞬間が到来した．しかし，選挙について「透明，

自由，公正」を宣言することを除けば，国際社会はほ

とんど関与しなかった．同様に，内戦の間，国際社会

は距離を置く一方，ECOWAS やアフリカ連合など地

域機関が調停や平和維持の執行を試みた．

　1999-2000 年の和平と選挙は新たな希望を生み

出し，国連はギニア・ビサウに平和構築支援事務所

（UNOGBIS）を開設した．戦後の回復と再建を支援す

るためドナー会議が開催され，IMF と世界銀行は緊急

援助を供与した．希望は貧弱な統治の継続によって足

を引っ張られた．リベリアには支援メカニズムが整備

されていなかったのである．

　国際社会の反応は次の通りであった．いっそうの孤

立化である．いよいよ危険な環境のようにみえるなか

で，IMF は援助を中止し，アフリカ開発銀行と世界銀

行もプログラムを削減した．予算的な支援がなくな

り，公務員給与は未払いのままであった．実質 GDP

は 2002 年に 4.1％，03 年に 0.6％減少した．間もな

くしてクーデターが発生した．

　2005 年 に 選 挙 が 行 わ れ， 新 し い 政 府 が 樹 立 さ

れ，国際社会はゆっくりと再び関与した．国連は

UNOBGIS の任務を強化して，政治的対話と国民的な

融和の支援や，法の支配と人権の擁護を含めることに

した．新政府と同国に駐在している小数のドナーの間

では戦略的な優先課題に関して合意があった．すなわ

ち，安全部門の改革，軍人・公務員に対する給与支払

い，首都向けの一部電気供給の再開などである．

　IMF が援助を再開し，2005 年 2 月にはリスボンで

ドナー会議が開催された．しかし，誓約されたのはわ

ずか 150 万ユーロにすぎなかった．2006 年のドナー

の円卓会議はもっと成功した．麻薬貿易と犯罪ネッ

トワークの影響力に関する懸念が高まるなかで，約 2

億 8,000 万ドルが誓約された．ただし，政治的不安

の継続が資金供与の障害物として残っていた．

　2007 年に大統領が憲法に違反して首相を更迭した

ため，議員たちが多数派連合を結成した．議会の 3

大政党が国家安定協定を公約して，数カ月にわたる交

渉を経て，不信任決議を成立させ，その結果として，

大統領は新首相の指名を余儀なくされた．協定の崩壊

に伴って希望が打ち砕かれ，新たな政治危機と政府の

崩壊にかかわる引き金を引くことになった．2008 年

暴力の種類：内戦，政治的暴力，組織犯罪・麻薬違法取引，国境をまたぐ犯罪

移行の機会：変化に向けた反復的な短い機会：複数政党選挙，内
戦後の和平合意，国家安定性協定

重要な利害関係者：連邦・地方政府，軍部，市民，地域機関，国
際パートナー，国際麻薬カルテル

重要なストレス：暴力・トラウマの後遺症，民族間競争，国内反
乱者に対する外部支援，国際的犯罪ネットワーク，低所得，若年
失業，腐敗

制度的な挑戦：行政・安全・司法・政治の機関における深刻な説
明責任と能力の制約；サービスへのアクセス欠如；多種多様なグ
ループの包容性欠如

二重の説明責任のジレンマ：予防的な措置はリスキーにすぎると考えた国際社会；国内暴力と国際的麻薬違法取引の影響力と戦うため
に早期かつ持続的な支援を必要とした国内主体

ギニア・ビサウ：弱い国家プロセス，不均一な国際支援
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に再び選挙が実施された．選挙管理員への給与支払

いを確保すべく，限定的ながら国際支援を享受し

た．

　ギニア・ビサウは極めて脆弱で不安定なままであ

る．2009 年に大統領，トップの将軍，大臣 2 人の

暗殺事件を受けて，さらなる混乱に投げ込まれた．

麻薬違法取引が重大な懸念事項となっている．安全

部門改革はこの暴力増大への取り組みの一環となっ

ているが，今のところ国際的主体からは限定的な支

援しか享受していない．EU と ECOWAS が一部の

延滞給与の精算を助け，アンゴラと南アフリカが控

え目なプログラムを実施している。しかし，国際社

会はほとんど不在である．責任を負う国のリーダー

シップがなければ，リスクをとって，ギニア・ビサ

ウが自分の足で立ち上がるのを助けることができる

ような種類の持続的な支援の提供に消極的なのであ

る，あるいはそれをできないのである．

出 所：AllAfrica 2009; Andersen 2010; Atkinson 2008; Bøås 2009; Dawn 
and Baily 2006; Jahr 2010; Government of Liberia Executive Mansion 2009; 
Giovine 他 2010; UNDP 2010b; International Crisis Group 2008a, 2009b; 
Gberie 2003b; Economist Intelligence Unit 2008b; IRIN 2005; Vulliamy 2008．

諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

ボックス6.10　西アフリカにおける暴力防止と復興に対する国際支援は不均一

　リベリアで達成された成功は，ギニア・ビサウが暴力と
紛争の再発を回避することについて，国際社会から同じよ
うな速やかで強い反応が出てくることの十分正当な理由に
なるだろう，とわれわれは想定した．しかしそうはならな
かった．その結果，麻薬違法取引がもたらしている本当の
脅威を考えると，同国は依然として不安定，暴力，紛争，
国家分裂の瀬戸際をよたよたしながら歩いている．
　国際社会からの無視を受けて，多数の地域的イニシア
ティブも同国を着実な復興と最終的には離陸の軌道に乗せ
ることが困難になっている．2006 年にジュネーブで開催
された安全部門と国家再建計画向けの資金を調達するため
のドナー会議は参加国が少なかった．結局，ECOWAS が
ほとんどの資金を誓約する羽目になった．また，麻薬違法
取引との戦いに関する国家戦略も十分な資金が得られな
かった．同国や地域に対するその不安定化のインパクトは

明確であったし，今でもそうであるにもかかわらずに資金
を得られなかった．
　なかでも，必要性の高い安全部門の改革に対する資金供
与の失敗は，特に期待外れであり不可解であった．免責と
軍部による政治領域への執拗な侵入は，包括的な安全部門
改革によってしか取り組むことができない．それは，さま
ざまな治安機関（軍部，警察，出入国管理，刑務所，税関
など）と司法制度にかかわる法律・制度・能力の弱さに取
り組むものでなければならない．ECOWAS はギニア・ビ
サウがこの戦略的な部門について緊急に必要とされている
改革に着手するのに必須の資源獲得に成功できなかった．
　ギニアやギニア・ビサウとの比較で好対照を成してい
るリベリアに対する国際支援は，非常に際立っており，
ECOWAS のわれわれにとっては大きな欲求不満の種であっ
た．

モハメド・イブン・チャンバス , アフリカ・カリブ海・太平洋諸国（ACP）の事務総長，西アフリカ諸国経済共同体
（ECOWAS）の元事務局長；WDR 諮問委員会メンバー



　第 7 章では本報告書の分析を，暴力のリスクに関連した地域的・世界的な

ストレスに対処するための国際的な取り組みに拡張する．ここでわれわれは

欠陥に遭遇する．国レベルの支援を取り扱う機関は世界的なストレスを無視

する一方，世界的なストレスに取り組む国際機関は暴力の影響を受けた諸国

の特別な性格には十分な関心を払ってこなかった．これを是正するためには，

次のような二面アプローチが必要である．第 1 に，世界的なストレスに真正

面から取り組むべくもっと大胆な措置を取る．第 2 に，そのような努力のな

かに，世界的なショックに対する緩衝材を構築すべく，制度の弱い国家の能

力を強化するための意識的な努力を組み込む．このようなアプローチは地域

的レベルで着手される必要性があるかもしれない．そのレベルなら各国は能

力をプールして，世界システムのインパクトを管理する努力を分担すること

ができる．どんな国家や社会であれ孤高ということはなく，ほとんどの国家

の経済は地域や世界の経済システムと深く絡み合っている．
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　経済のグローバル化を受けて国家は，国際的な腐敗から資源不足に至るまで，海外の経

済的ストレスにさらされる．政治制度が弱い諸国は国内的な交渉であるにもかかわらず，

多種多様な海外からの干渉に日常的にさらされている．国家のなかの各社会グループは支

援だけでなく――政治・治安の両面における干渉についても――，重要な源泉になり得る

海外の人々と結び付きをもっていることがしばしばである．イデオロギー的な動機をもつ

超国家的なグループは，ますます国内グループとの関係を結成して，国家に圧力をかけた

り，国家と社会の関係に暴力を導入したりしている．

　対内的なストレスと同様に，外部からの治安や経済のストレスも相互に結び付いてい

る．違法取引を考えてみよう．武器の違法な取引業者はしばしば麻薬や商品の取引も行っ

ており 1，詐欺・腐敗・資金洗浄などといった同じようなテクニックを使っている 2．違

法取引は国家の治安や経済のシステムにとって極めて有害な効果をもつ．

　緩衝材となる制度が弱い場合，外部からのストレスは国内統治を圧倒することがある．

強靭な制度を有する国家でさえ国際的な圧力にさらされる．麻薬の違法取引が欧米の都市

に及ぼしている影響を考えればいい．このような圧力は深刻ではあるものの，国内制度の

正当性ないし強靭性の足を引っ張ったり，大規模な暴力の引き金になったりはしていな

い．しかし，制度の弱い国の場合，石油や食料の価格の大幅な変動は社会的緊張を高め，

国内メカニズムはそれに対応する備えが十分でないことがある．

　脆弱国の多くは人口が少なく経済も小さいため，世界の市場やシステムに対するそのイ

ンパクトも小さい．麻薬の違法取引など世界的ないし超国家的な問題に焦点を当てる国際

メカニズムは，脆弱国に対するインパクトを無視する傾向にあった．脆弱国に対する援助

や平和維持の対応は通常はその国に限られており，各国の経済や治安の取り決めにかかわ

る地域的な側面と，超国家的ないし世界的な潮流のインパクトの両方を見過ごしてきてい

る．超国家的ないし世界的なメカニズムが脆弱国と確かに相互作用し合う場合でも，政策

は往々にして世界の国内総生産（GDP）にもっと大きな貢献をしている，大きく，より能

力の大きな国家だけに適しており，その過程で脆弱国の能力の制約を見過ごしている．

　さらに，超国家的な問題に取り組むために設計されている国際システムは，しばしば分

断され重複している．十分な行政能力をもつ諸国にとっては国際システムの分断は厄介で

ある．行政能力が弱い諸国にとっては，分断された国際システムから出てくる要求への対

応は，問題が 1 つの分野への対処であるにもかかわらず，利用可能な能力のすべてを吸

収し尽くしてしまうことがある．

外部からのストレスを緩和するための
国際的措置

CHAPTER7  
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　地域的な協力があると，各国の主体が対内的な圧

力をかわして，外部の圧力に立ち向かう緩衝材を構

築する手助けになる．ほとんどの諸国にとっては，

ほとんどの問題に関して，暴力の波及効果の矢面に

立つのは世界ではなく地域である．したがって，地

域協力は商品の違法な通行や，貿易の合法的で生産

的な機会の拡大といった問題に関して，大きな報奨

をもたらす潜在性がある．

治安面での外部ストレス
　国境をまたぐ不安定性と特に小型武器と麻薬を中

心とする違法取引は，統治と安定的で正当な制度の

発展にとって有害性の強いインパクトをもたらすこ

とがある．より脆弱な国家や地域は十分な額の国際

支援がなければ，このような挑戦にも対抗できな

い．入手可能な財源と人員は単にこのような非国家

的な主体によって圧倒されてしまうだろう．

国境をまたぐ不安定性
　多くの脆弱国家にとっては不安定性の地域的な側

面が重要である．第 2 章では，治安上の外部から

のストレスがどのようにして対内的な緊張を増幅

し，紛争を終結させる当初の解決策の足を引っ張る

かを示した．侵略，外国軍隊の駐留，占領は国家を

圧倒する．そのような事例――近年ではアフガニス

タン，イラク，ヨルダン川西岸・ガザを含む――が

脆弱国家を巡る議論の多くを占めている．ただし，

その数は現在では少なくなっている．

　より一般的には，第 1 章で示したように，脆弱

国における暴力は今や国境をまたいで活動する非

国家組織を巻き込んでいる．穴だらけの国境は叛

徒や組織犯罪ギャングにとって，国の武装部隊か

らの逃げ道を提供してくれる．世界の多くの地域

――南アジア，東南アジア，西アフリカ，中央ア

フリカ，アフリカの角，中東，中央アメリカ，ア

ンデス地域など――で，国家は非国家集団，国内

叛徒を支援する近隣諸国，麻薬違法取引業者，超

国家的テロリストなどによる国境を越えた攻撃に

直面している 3．不安定と暴力が溢れている地帯の

多くは国境地帯に集中している．多くの国境は植民

地時代に定住パターンとはほとんど無関係な理由で

確定されたため，不安定な国境のそれぞれの側にい

る人々は民族的なアイデンティティ，共通の文化的

規範，家族・取引の結び付きを共有している可能性

がある．

　第 1 章では，どれくらい多くの国内紛争が国境

をまたぐ，あるいは世界的なダイナミクスによって

生み出されたり，煽動されたりしているかを説明し

た．主体が隣国政府に感応的なら，その隣国による

措置が移行の成功にとって死活問題となるだろう．

コンゴ民主共和国（DRC）の東部に相対的な安定性

がようやく戻ったのは，2007 年にルワンダと DRC

の合意が締結されてからのことである 4．1987 年

にニカラグア戦争を終結させた中央アメリカの「エ

スキプラス・プロセス」は，中央アメリカ 5 国の

大統領が調印した合意と，サンディニスタ政権に

対するアメリカの政策変更 5 を盛り込んだものであ

る．グループ・オブ・フレンズや同じようなメカニ

ズムが，国境をまたぐストレスに対処する安定した

対内的な協定を求める近隣諸国を何とか一堂に会し

たのである 6．

　にもかかわらず，国際的な治安対応策は典型的に

は国内の地域ではなく国家的なレベルで組織され

る．第 6 章で指摘したように，国際的な平和維持

作戦が国境を越える治安の脅威に対処するために組

織されることは稀である．不安定性の主因が国内の

地域で活動するグループにある時でさえそうであ

る．例えば，国連は 3 つの別個の平和維持活動を

いわゆる神の抵抗軍が侵入しているアフリカの地域

で展開している．しかし，それぞれが国家レベルで

負託・管理されており，どれ１つとして資源を共有

したり，互いの活動地域に移動したりすることはで

きない．この背景にある論理は安全保障理事会と国

連加盟国は国家主権に敏感だということである．そ

の皮肉な結果として，この方針は主権の国境を無視

しているグループに戦術面で優位性を与えている．

このような脆弱さを考えると，地域的な役割や能力

を増大する必要性が明確であろう．この点について

は第 9 章でさらに検討する．中央アフリカにおけ

る多国間動員解除・社会復帰プログラムは例外であ

る（ボックス 7.1）．

　開発プログラムも典型的には国家レベルで組織さ

れる．ただし，国境はしばしば社会経済的に密接な

関係をもつ地域を分断する．一例として，アフガニ

スタンとパキスタンにまたがるパシュトゥーン族の
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開発計画は，2 カ国の政府が不安定性，地方行政の

弱さ，民族的・社会的なアイデンティティが強いと

いう同じような問題に取り組むことを求めている

が，学んでいる教訓を議論する国家間の交流は比較

的少ない 7．もちろん，国際的な治安や開発の活動

は正しいことに，国家主権を排除ではなく強化する

ことを企図している．隣国どうしが緊張関係にある

場合，国境をまたぐプログラムをうまく統合するの

は政治的に複雑である．

　革新的な国境をまたぐプログラムは若干ながら確

かに存在する．国境が不安定だと紛争再発の温床に

なることを認識して，アフリカ連合（AU）は 2007

年にアフリカ連合国境プログラムを創設して，敏感

な国境地帯を区別して，紛争防止手段として国境を

またぐ協力と貿易を促進した．このプログラムは次

の 4 つの部分で構成されている．第 1 に，地上と

海上の両方における国境策定を追求している．アフ

リカの国境で正式に策定され合意されているのは 4

分の 1 以下にとどまり，将来的に石油の発見に伴っ

て紛争が継続する可能性が高い．第 2 に，巡回的

な犯罪活動に対処するために国境をまたぐ協力を促

進する．第 3 に，国境をまたぐ平和構築プログラ

ムを支持する．第 4 に，地域的な経済ネットワー

クの創造を通じて経済統合の利益を強化する．最初

の実験プロジェクトがマリのシカソやブルキナファ

ソのボボ・ディウラッソで打ち上げられて，経済協

力を強化するために地方・民間・公的な主体が一堂

に会したが，プログラムには資源が欠如していた 8．

　国境をまたぐプログラムのもう 1 つの例は国連

機関の間でのイニシアティブで，2004-2009 年に

エクアドルのコロンビアとの北部国境地帯を安定化

させる国家的な努力を支援した．すでに対内的に社

会的紛争に直面していたエクアドルは，コロンビア

における武装集団の活動からの副作用を受けて，国

境沿いのコミュニティは難民やギャングの暴力・麻

薬の違法取引に蹂躙されていた．しかし，2009 年

までには，国境をまたぐプログラムのおかげで，犯

罪と暴力が削減され，サービスが改善し，地方の紛

争を解決するための対話が確立された．より重要な

ことに，両国の外交関係の乱高下にもかかわらず，

このような問題に関しては永続的な二国間協力が確

立された 9．

　国境をまたぐ暴力への取り組みに関しては，地域

機関も重要な役割を果たしている．AU の事例が示

唆しているように，また，第 2 次世界大戦後のヨー

ロッパにおける協力の歴史が証明しているように，

ボックス7.1	 多国間動員解除・社会復帰プログラム：地域的な暴力への取り組み

　多国間動員解除・社会復帰プログラム（MDRP）は世界
銀行主導の地域的イニシアティブで，2002-09 年に 40 を
超えるパートナーが，アフリカの大湖群地帯の 30 万人近
い戦闘員の武装解除，動員解除，社会復帰に協力した．コ
ンゴ民主共和国（DRC）で起こった地域的な戦争に巻き込
まれた近隣の 7 カ国――アンゴラ，ブルンジ，中央アフリ
カ共和国，DRC，コンゴ共和国，ルワンダ，ウガンダ――
が MDRP に参加した．
　この地域プログラムは国境をまたぐ地域的紛争に対する
最善の対応策であった．動員解除・武装解除・社会復帰

（DDR）のプログラムが国レベルで実施されたにもかかわ
らず，MDRP の地域的枠組みは各国のプログラムをまたい
で透明性を高め，共同学習と協調的な活動を支援すること
によって，互恵的な武装解除に向けた信頼を醸成する助け
になった．この地域的アプローチによって DDR 向けファ
イナンスのプーリングも可能になって，それが今度は参加
国相互間で効率的な資源配分が促進された．地域的プログ
ラムとして MDRP は国境をまたぐ活動を支援することが

できる．それには自国に送還される必要がある非正規軍の
DDR も含まれる．
　国と地域の両方の要素をもつ MDRP のようなプログラ
ムについては，最初から地域の側面に注意を払うべきであ
る．それには専門のチームと資源を準備することが含まれ
る．地域的な活動のための集団行動を起こし，主体が自国
の国境を越えて考えるインセンティブを確立するのは容易
ではなかった．特に各国が自国内で諸問題に直面してい
たからである．MDRP のような大規模で地域的な複数利害
関係者イニシアティブの実施も，本来的に高リスク・高リ
ターンの事業であった．
　世界銀行，ドナー，より広範な開発社会は，紛争後の環
境下でそのようなプログラムの実施に関連したリスク，困
難，不確実性を受け入れる用意がなければならない．特に
国家の和平プロセスや選挙が DDR 活動のスピードを規定
する場合にはそうである．

出所：Correia 2010．
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地域機関は各国が移動性の高い人々や国境をまたぐ

暴力の浸透に対処するのを手助けすることができ

る．また，世界的原則を地域において採用するのに

拍車をかけることもできる．しかし，地域機関の多

くはこのような役割を果たすためには支援を必要と

している．ユーロ圏の国境をまたぐ協力や統合は，

他の地域における一部の国境地帯で挑戦に立ち向か

うのにインスピレーションを提供することができる

だろう（ボック 7.1 および地域的な経済統合に関す

る後の議論を参照）．

麻薬の違法取引
　対内的な治安――および経済――の取り決めも，

外部からの麻薬違法取引で足を引っ張られることが

ある．2010 年 2 月，国連安保理は次のように指摘

している．「麻薬の違法取引や超国家的な組織犯罪

が，世界のさまざまな地域で国際的な治安に深刻な

脅威を提起している」10．

　過去 15 年間に，違法な麻薬取引に取り組むため

に地域的・世界的なイニシアティブが打ち出されて

いる．それは典型的には同活動を阻止し，犯罪者を

法の裁きに従わせる 2 つのメカニズムのうちのど

ちらかを用いている．すなわち，密輸される商品を

生産 11・通行・加工・消費などいずれかの時点で発

見し押収する，あるいは違法な麻薬取引をファイナ

ンスすると同時にその帰結でもある金銭的な流れを

発見して阻害する，のいずれかである．最近発表さ

れた「紛争の影響を受けた高リスク地域からの鉱物

資源にかかわる責任ある供給チェーン」に関して相

当な注意を喚起した指針には，流れの追跡だけでな

く，人権の保護や生計の損失などにも焦点を当てる

という目的がある 12．本節では商品の物理的な違

法取引に対処する努力について検討し，違法取引の

金銭的な側面について外部からの経済ストレスにか

かわる点は次節で取り扱う．

　商品の違法取引に対する取り組みに関するアプ

ローチは，商品にかかわる物理的な特徴と市場の特

性によって規定される．それで物理的な追跡や停止

の容易さが決まる．生産・加工・卸売りが場所的に

集中している商品の違法取引は，コントロールが相

対的に容易である（表 7.1）．これが「紛争ダイヤ

モンド」に対処するキンバレー・プロセスの初期に

おける成功の一因である（ボックス 7.2）．木材は

宝石や点在的な資源とは異なり，足跡が大きく，多

数の生産・加工の拠点が上流に存在し，合法的な木

材との混合が容易であるため，原産の合法性を証明

するのに詳細なシステム，制限種を特定する許可証

や専門知識を必要とする．

　ダイヤモンドとは対照的に，武器（特に小型銃

器）は携行が非常に手軽で，多数の企業が製造して

おり，至るところで販売されていて，しかも安価で

ある．冷戦の終焉以降，武器貿易のドル総額は着実

に減少しているものの，小型武器・軽兵器（SALW）

の国際的な移転に関しては，明らかな減少がみら

れない．SALW の年間総額は 40-60 億ドルと推定

されるが，そのうち約 10-20％は違法取引とみられ

る 22．世界全体で 9 億丁以上の小型武器が流通し

ているが，これは 100 カ国以上に散在する 1,000

社を超える会社によって生産されている 23．SALW

は年間約 50 万人の死亡原因となっているが，うち

5 万から 30 万人は特に貧困国を中心とする武力紛

争で生じている 24．SALW は国内紛争を引き起こ

す原因ではないものの，その影響を増幅するのは確

かである．大量の文民犠牲者以外では，SALW の誤

用も開発にマイナスのインパクトを及ぼす．SALW

の違法使用は人間の不安定性に貢献し，保健ケア制

表 7.1　商品の違法取引を阻止するために，商品の物理的および市場の特性に注意を払う

商品
違法取引フロー

の推定年商
金額・重量比

（軽便性） 生産の集中
加工ないし卸売

市場の集中
商品原産地追跡の

容易さ
消費者識別の

容易さ

ダイヤモンド 1 憶 2,700 万ドル 13 高い 高い 高い 状況次第 14 高い

石油 10 億ドル 15 中程度 中程度 高い イエス 中程度

木材 60 億ドル 16 低い 低い 低い イエス 17 低い

武器 1 憶 7,000 万 -
3 億 2,000 万ドル 18

中程度 低い 19 低い 限定的 20 低い

麻薬（コカイン，
ヘロイン）

1 憶 4,300 万ドル 21 高い 中程度 低い ノー 低い

出所：UNODC 2009a, 2010a; Lawson and MacFaul 2010; Small Arms Survey Project 2001; Greene 2001．
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度に有害な負担をもたらし，犯罪や人権侵害を増加

させている 25．

　脆弱国における武器の違法取引に関する焦点は，

国際的な領域から国内の地域にシフトしている 26．

国連軍縮局は主要なドナーと協力して，国内の地域

における武器の違法取引を追跡する努力を強化して

いる．それには西アフリカにおけるように地域事務

所の開設が含まれる．しかし，国連平和維持部隊駐

留の性格が国固有であることから，国境をまたいで

流れる武器を阻止する能力は制限を受けざるを得な

い．同様に，南部レバノンにおける国連平和維持部

隊は，地域の国境をまたいで非国家武装部隊に違法

な小型武器・重兵器が輸送されているという主張の

真偽を捜査するには，負託と政治の面で制限に直面

している 27．

　麻薬の違法取引は脆弱国でもますます重要になっ

ている．ヘロイン，コカイン，多種多様なレクリ

エーショナル・ドラッグは，ほぼすべての諸国で違

法とされている．近年における需要の増加は価格を

押し上げ，その違法取引に従事している違法ネット

ワークに膨大な利益をもたらしている（ボックス

7.3 参照）．ヘロインとコカインのネットワーク―

―競争相手や法執行当局からみずからを保護するた

め，準軍事的な系統に組織化されている――が，死

亡と傷害が高水準になっている原因といえる．

　麻薬取引業者を追跡・阻止する活動は分断されて

いる．違法な麻薬を追跡・押収する国際的な努力は

懸命に行われているものの，少量でも高額であるた

ボックス7.2　「紛争ダイヤモンド」のキンバリー・プロセス

　キンバリー・プロセスというのは，ダイヤモンド原石の
原産地が紛争とは無縁であることを保証する認証制度であ
り，DRC のような諸国における反乱を煽るのに使われる

「紛争ダイヤモンド」の流れを阻止するために導入され，
市民社会グループ・産業界・政府によって共同で実施され
ている．これは DRC における商品の違法取引と暴力の関
係を調査した国連安保理の制裁委員会の勧告から発展した
ものである．キンバリー・プロセスというダイヤモンド認
証制度は（75 カ国を代表する）49 人のメンバーに対して，
積み出されたダイヤモンド原石が暴力をファイナンスして
いないことを確保するために広範な要件を課している．
　ダイヤモンドの金額対重量比は高く，非常に持ち運びが
容易であるにもかかわらず，ダイヤモンドの卸売市場や加

工施設が特定の場所に集中していて，前者は主にアント
ワープ，後者は主にムンバイということになっている．ダ
イヤモンド原石の約 80％，研磨された石の 50％以上はア
ントワープを通過している．高額の石だけが今ではニュー
ヨークで研磨されている．ほとんどの小さな低額の石はム
ンバイとその周辺部で磨かれている．2009 年についてみ
ると，ムンバイの作業場が世界の研磨されたダイヤモンド
生産の推定 90％を占めていた．合法的なダイヤモンド生
産者の数も少ない．このような要因すべてから，人の注意
を引かずに紛争ダイヤモンドを取引することは困難になっ
ている．

出 所：Goreaux 2001; Montgomery 2010; Kimberley Process Certification 
Scheme 2009, 2010．

ボックス7.3　コカイン違法取引の経済学

　2008 年，平均 1 キロのコカインはメソアメリカ（中央
アメリカ）の通行回廊に約 1,000 ドルの価格で入ってい
た 28．同じ 1 キロは国境のアメリカ側では約 3 万 3,000
ドルで売れたであろう．このような数字は平均的な市場
価額に基づいた推定であり，市場状況，純度，組織，コ
カインの生産・違法取引における垂直統合などに応じて
大きく異なる．それでも，このような粗い推定を出発点
として，1 キロのコカインをメソアメリカの交通回廊を通
じてアメリカに移動することによる平均的な潜在利益は，
違法取引にかかわる他のコストを控除する前で 3 万ドル
を凌駕している．
　仮にコストの 10-20％を輸送・警備・労働に使い，コカ

インの 20-30％が押収されれば，1 キロの違法取引による
潜在的な利益は 1 万 5,000-2 万 1,000 ドルに削減されるだ
ろう．このような控除を考慮に入れても，この利益のレン
ジはこの地域のどの国の 2008 年の 1 人当たり GDP より
もずっと高い．しかし，経済的なベースでは，麻薬取引業
者は次の 2 つの潜在的なコストを考慮しなければならな
い．他の儲かる雇用の逸失という機会費用と，麻薬違法取
引という危険で違法な職業に関連したリスク・プレミアム
の 2 つがそれである．最近の押収や逮捕の増加もこのよう
なコストを押し上げるだろう．

出所：Demombynes 2010 に基づく WDR スタッフの試算；UNODC 2010a．
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め，そのような努力は世界的な流れの阻止には失敗

している．その代わりに，ある一地域に努力を集中

すると，それは単に違法取引ルートをシフトさせる

だけである．積み替えコストは途中の役人に対する

賄賂や威嚇も含めて，違法取引から得られる利益の

ごくわずかでしかないため，犯罪ネットワークは最

も精緻な阻止システムでさえ打ち負かしたか，ある

いは適合してしまっている．このような本来的な困

難性を倍化しているのは，麻薬の流れを停止する努

力が分断されていることである（ボックス 7.4）．

　麻薬の違法取引に対する取り組みの大半は供給―

―あるいは生産国や通過国による措置――に焦点を

当ててきている．麻薬の消費はほとんどの諸国で違

法とされているため，需要サイドの措置を通じて暴

力との連動を削減するのに利用できるメカニズムは

非常に限定的である．違法な麻薬の貿易やその試み

に関連した極端な暴力を停止しようという世界的な

試みの成果が貧弱であることから，合法化に関する

議論と同提案をテストする若干の試験的な措置に拍

車をかけている（主としてマリワナについてである

が，ポルトガルではもっと幅広く数種類の麻薬に

ついてもそうである）．しかし意見は分かれている

（ボックス 7.5）．

不安定性と不正義：超国家的なイデオロギーの脅威
　暴力的な超国家的イデオロギー運動は暴力の影響

を受けた脆弱国で繁栄することがあり 29，現地の

運動と共通の大儀を掲げて，超国家的な違法取引

ルートから財源を確保している．超国家的なイデオ

ロギー運動をそうでなければ地方的なものにとど

まっている暴力に引き入れると，資源，専門知識，

イデオロギーの面で力が倍加して，力の均衡を著し

く変化させ，国内の対応能力に深刻な圧力を加える

ことになる 30．

　本報告書はテロリズムに対抗する世界的・地域的

なアプローチのパフォーマンスに関して，本格的な

議論に従事すべき場所ではない．昨年，国連総会が

テロリズムに対抗するための包括的戦略を採択した

ことが，多角的な面で関与する出発点を提供し，政

府は（二国間と地域的な両方のメカニズムを通じ

て）テロリズム対抗活動に関して協調を強化しつつ

ある 31．

　しかし，世界的なテロリスト運動は本報告書が暴

力に対する強靭性の構築にとって重要であると強調

したもの――すなわち，制度的な説明責任，正当

性，および能力――が欠如していると，それを餌に

かえって勢いを増す．イデオロギー的な動機をもつ

グループは，（サヘルやアフガニスタンにおけるよ

うに）正当な政府の存在感や勢力圏が限定的なとこ

ろに侵入する，という特殊な能力をもっている可能

性がある．このような世界的な運動はしばしば自分

たちの大儀を不正義や疎外という形で主張する 32．

それはエリート主導による排他的な政治や政策，と

いう現地の受け止め方と共鳴するメッセージとなっ

ている．これがテロリズムからの脅威を削減するに

当たって，世界的なアプローチと地方的なアプロー

チのバランス問題を提起している．

　テロリストの採用と動員に関する地方と国際的な

次元の相互作用についての研究はあまりに限定的

で，暴力，開発，制度的な転換及びテロリズムの間

の関係について明確なことは言えない．しかし，わ

れわれの既知のことから次のことが示唆される．各

国の連合や制度的な転換を支援するために協働して

いる国際的な開発の実務家や外交官は，疎外された

グループや無視された地域が，イデオロギー的な動

機による新規採用者が暴力に向かう温床になる可能

性に注意を払うべきである．一方，世界的なテロリ

ズム対抗政策に関して作業している国際的な主体

は，地方の暴力と制度の弱さがどのようにして世界

的な運動を煽動するのに役立っているかに注意を払

うべきである．

外部からの経済ストレス
　脆弱な国家や地域は海外で生み出された経済的な

性格のストレスにさらされることがある．そのうち

顕著なのは海外企業の利害に牽引された腐敗，腐敗

に関連した違法な金融フロー，脱税，麻薬違法取引

である．また，食料や燃料に対する世界的な需要の

増大に関連した価格ショックと，必要不可欠な天然

資源（土地・水・エネルギー）へのアクセスないし

所有権を取得する圧力の両方がある．さらに，統治

システムや交渉力が比較的弱い国家は，世界および

地域からの援助がなければ，そのような対外ストレ

スに対処することは期待できない．
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ボックス7.4　多数の禁止に向けた取り組み：南北アメリカにおけるコカイン

　南北アメリカでは，コカインの足跡は南アメリカのわず
か 3 カ国における農場内生産で始まり（2008 年でコロン
ビアは世界生産の 51％，ペルー 36％，ボリビア 13％を占
めている）33，中央アメリカ・メキシコ・カリブ海を経由
して，アメリカで卸売および小売されている．拡散したイ
ニシアティブがこの流れの阻止に努めている．二国間や地
域的なプログラムが 10 件はあり，多数の諸国が複数のプ
ログラムに参加している（地図参照）．

　このような状況は国際的な対応策の整合性にかかわる疑
問を提起する．特にある１つの地域における取り締まりの
強化は，しばしば他の地域への迂回につながるからであ
る．ある 1 つのカリブ海イニシアティブの導入は次のよう
な理由から正当化された．すなわち，「（アメリカの）南西
側国境に沿った麻薬取り締まりを強化する最近の努力は，
輸送ルートをカリブ海に押し戻す効果を発揮しているよう
にみえるためである」34．

南北アメリカにおける麻薬に対抗する国際協調の（分断された）現状
下図は南北アメリカにおける麻薬違法取引に関連した 10 件のイニシアティブについて，焦点が分断され，使命が重複し
ている様子を示したものである．色付きの各線は別個のイニシアティブであることを示し，イニシアティブに関与してい
る諸国を結んでいる．

IBRD 38420   March 2011

メリダ・イニシ
アティブ

二国間協力に関する
米 - メキシコ高級
レベル協議グループ

米州機構（OAS）によ
る米州薬物乱用取締委

員会（CICAD）

カリブ海安全保障
イニシアティブ（CBSI）

催眠性・向精神性薬物の生産・違法取引・消費・
違法使用および関連犯罪の撲滅に向けた恒久中米
委員会―中米統合機構（SICA）によるイニシアティブ

地域安全保障システム（RSS）-
東カリブ諸国機構（OECS）による

イニシアティブ

アンデス諸国麻薬対策
イニシアティブ（ACI）

プラン・コロンビア

中米地域安全保障
イニシアティブ

（CARSI）

違法薬物取締に向けたアンデス諸国
協力―アンデス共同体 (CAN) による

イニシアティブ

出所：UNODC 2009b; U. S. Office of National Drug Control Policy 1999; Seelke, Sun Wyler, and Beitte 2011; Central American Integration System 2009; Inter-American Drug Abuse 
Control Commission 2010; Andean Council of Foreign Ministers 2001; Embassy of the United States in Mexico 2010．
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ボックス7.5　専門家の意見：暴力を削減するために規制された麻薬の合法化

　仮に破綻国家の回避が唯一の政策目標であれば，すべて
の麻薬の合法化が明らかに望ましいであろう．破綻国家と
内戦は違法な麻薬取引にとって適した条件を作り出す一
方，違法な麻薬生産は国家を弱め内戦を煽り，麻薬の収入
は叛徒や他の非国家主体を支援し官吏を腐敗させる．し
かし，麻薬乱用は麻薬乱用者とその家族，隣人，仕事仲間
にとって問題を作り出す．禁止は完璧な答えではない．そ
のような問題をさらに悪化させ，違法な市場を巡って（生
産，通過，消費する諸国において）暴力や腐敗を生み出
し，大量拘束という問題に貢献し得る．にもかかわらず，
禁止は麻薬消費を削減する傾向にもある．アルコール乱用
はどんな違法麻薬の乱用よりもずっと一般的で，飲酒暴力
をたくさん生み出している．したがって，治安や統治と麻
薬乱用取り締まりとの間には緊張がある．包括的な麻薬の
合法化はテロリズムにとって打撃になるだろうが，薬物乱
用に伴う無秩序の広がりを後押しするだろう．
　次のように主張されることもある．禁止が薬物乱用を削
減するということから確実に利益を得ることは，暴力とい
う点で禁止のコストをこうむることなく，課税と規制の何
らかの組み合わせを通じて達成できるだろう．しかし，こ
の主張は次の誤った信念に基づいている．すなわち，税金
や規制が儲かる形で挑戦を受けることはないということ
と，新たに合法化された麻薬産業の政治力が販売領域を制
限するコントロールの侵食に成功することはないというこ
とが前提にされている．
　有効な課税と規制は技術的には実現可能かもしれない．
販売を禁止する，商取引を協同組合に限定する，あるいは
専門家としての規制下で活動する医師や薬剤師に権限を委
任する，という形になる．しかし，そのような有効なコン
トロールの制度が確立され，安定さが維持されるという信
頼がもてる理由は何もない．
　現在の国際的な麻薬乱用取り締まり体制も次の 2 つの誤
謬に依存している．すなわち，第 1 に，生産国における措
置は「下流」における麻薬乱用を著しく制限する，そして
第 2 に，麻薬生産は治安と統治の問題を生み出すので，麻

薬に対抗するどのような措置でもこの問題を解決するのに
当然に役立つ．「源泉コントロール」に対する取り組みは
大体において無益で，源泉国における麻薬対抗に向けた努
力――執行だけでなく代替的な開発も含む――は，当然な
がら，安全と統治の問題を改善するどころか悪化させる．
そのような努力は価格を引き上げ（したがって収入も増や
すことによって．というのは最終需要が農場における引き
渡し価格に対して非常に非弾力的だからである），麻薬取
引業者――テロリスト，叛徒，軍閥，武装した超国家的犯
罪グループ，腐敗した官吏――に対して大量の銃器と最大
の影響力で競争上の優位性を付与するからである．「代替
作物」や「代替開発」についても同じことが当てはまる．
アフガニスタンでは，取り締まりと開発の努力の組み合わ
せはタリバン支配下にあるケシ栽培地域に集中していたの
で，ケシ農家とヘロイン精製業者から徴収可能な何らかの

「税金」で，タリバンとっては利回りが上昇したのである．
　麻薬取り締まりに向けた努力が麻薬取引と治安・統治問
題の交差点に集中して，違法取引業者や不安定性に最も貢
献している栽培地域を追求しているのを想像することがで
きる．しかし，税金や規制の場合と同じく，より良い政策
の作成とその実施は同じことではない．
　原産国で取り締まりを削減しても，豊かな消費国の麻薬
問題には最低限のインパクトしかないだろう．違法な麻薬
作物が栽培できる土壌は希少資源ではなく，ある生産者か
らの供給減少は一般にそれに対応してよそで生産が増加す
るということ意味する．
　需要削減の努力が成功すれば，薬物乱用を減らすと同時
に，違法な企業の売上も縮小する．その中には生産国政府
の安定性を脅かす企業も含まれる．麻薬乱用者を他の犯罪
にかかわる刑事司法の監督下に押し込む方が，総量を減ら
す可能性がずっと大きくなる．われわれは薬物乱用に伴う
無秩序の範囲と，それが最小コストでもたらす損害を治安
と統治という面で削減するという目標に寄与する麻薬コン
トロール体制を開発することによって，禁止を実施する政
策の最適化を試みるべきである．

WDR チームはこの問題に関して著名な権威に意見を求めた．

反対論
マーク・A・R・クレイマン，UCLA公共政策学部

賛成論
ジェフリー・A・マイロン，ハーバード大学経済学部

　世界的な麻薬禁止は約 100 年間続いている．この期間
中に，中央・地方政府はそれを執行する試みとして，警
察，検察官，刑務所に巨額の資金を支出してきている．禁
止の提唱者は次のように信じている．このようなコストに

もかかわらず，世界は麻薬の乱用，中毒，その他の悪いこ
とがもっとずっと多く発生することを免れていることに
よって，利益を享受してきている．したがって，この観点
からすれば，禁止の利益はコストを凌駕している．
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超国家的な腐敗
　第 5 章で強調したように，腐敗に対抗する努力

は国家的な改革プロセスにとって，重要で政治的に

困難な部分である．腐敗はしばしば単なる地方的な

挑戦ではない．腐敗のダイナミクスには国際的な悪

人が顕著であり，転換を目指す国家的な努力にとっ

て著しい障害になり得る．改革の進展は腐敗の外部

からの側面に取り組む国際的な努力に少なくとも部

分的には依存することになるだろう．国家としては

外国の高官を腐敗させる自国民の行動を違法化すべ

きであるという原則は，今や国際法にしっかりと定

着している．ただし，その実施には改善の余地が大

いにある．

　2000 年というごく最近についてみると，多数の

途上国は自国の市民や会社が他国の政府の高官に支

払った賄賂について税控除の享受を許容することに

よって，実際には国境をまたぐ腐敗を助長した 35．

それから 10 年間で状況は劇的に変化した．OECD

贈賄禁止協定（外国公務員に対する賄賂と戦う協

定）と国連腐敗防止条約は，国家当事者に対して外

国の公務員に対する贈賄について刑事制裁を規定す

るよう要請している．この意外な転換は統治の弱い

諸国にとっては特に重要である．鉱物開発権，武器

契約，その他の儲かるビジネス機会を獲得するため

　実際には，禁止はずっと有害な結果を防止するどころか
引き起こしている．その理由を理解するために，以下のよ
うな禁止の結果を考えてみよう．
　第 1 に，禁止は市場を地下に潜らせるため暴力を生む．
合法的な市場では参加者は不和を広告や訴訟で解決する
が，地下市場ではこのような非暴力的なメカニズムは利用
不可能で，参加者は代わりに暴力を使う．麻薬の違法取引
業者はライバル業者と縄張り争いをしており，盗む従業
員，支払わない顧客，契約に背くサプライヤーを射殺す
る．麻薬業者は自分たちの逮捕を試みる法執行官，アメリ
カへの引き渡しを支持する政治家，警察に協力する一般市
民に対しても暴力を行使する．
　例えば，アメリカでは 1920 年に連邦禁酒法が施行され
ると暴力が急増したが，廃止されると急減した．禁止は腐
敗も生む．法に抵触している人々には，警察，判事，政治
家に賄賂を贈るという力強いインセンティブが作用する．
　禁止は麻薬の価格を押し上げるため，HIV，肝炎，その
他の血液媒介感染症の拡散に貢献する．麻薬が高価だと，
使用者はあまりリスキーでない方法で消費するよりも，注
射しようというインセンティブに直面する．というのは，
注射はお金に見合った最大の価値を提供するからである．
インパクトは麻薬常用者だけでなく，より広範な人々全体
に及ぶ．
　禁止はテロリスト・グループや反乱組織を含め，暴力的
なグループ向けにファイナンス源を作り出す．麻薬の違法
取引業者は法執行部隊や軍隊からの保護を必要としてお
り，そこでこれを実現するためテロリスト・グループを雇
う．テロリストは所得を稼げるという利益を享受し，それ
で活動を支えることができる．この支えがなければ，ア
フガニスタンのタリバン，コロンビアの FARC，ペルーの

「輝く道」などといったテロリスト・グループは，活動資
金の調達についてずっと大きな困難に直面したことであろ
う．逆に，合法化すれば，警察や軍隊はより多くの資源を

麻薬取引業者との戦いではなく，テロリストや反乱者のグ
ループとの戦いに振り向けることが可能になるだろう．
　このような効果はすべて禁止の悪影響である．したがっ
て，禁止を唯一正当化する可能性があるのは，麻薬の利用
あるいはその有害な副作用を削減するかもしれないとうこ
とである．
　しかし，豊富な証拠が示唆しているところによれば，禁
止はせいぜいのところ，麻薬利用の削減に控え目なインパ
クトがあるというにすぎない．禁酒法の廃止は使用のわず
か 20％増加をもたらしたにすぎず，ポルトガルが 2001 年
に実施した麻薬の合理的な個人消費にかかわる非犯罪化政
策は目立った増加を引き起こさなかった（それどころか，
それ以降利用は低下した）．各国を相互比較すると，利用
率は禁止体制の厳しさとはほとんど関係がない．オランダ
は例えばマリワナの利用に関しては寛容な政策をとってい
るが，利用率はアメリカとほとんど違わない．
　このような証拠は利用が合法化の下では目立って増加す
る可能性を排除するものではないが，利用ないし中毒が急
増するという主張は証拠と整合しない．社会には善は合法
化するが乱用は取り締まるという選択肢がある．無責任に
使うこともできるが，ほとんどの人は責任をもって使って
いる，アルコールを初めとする他の財貨についてはそう
なっている．したがって，整合性のためには麻薬について
も同じアプローチが必要とされている．
　要約すれば，禁止には広範囲にわたる有害な効果があ
り，利益はせいぜい控え目で思惑的である．合法化すれ
ば，麻薬の害はこのようなリスクを選択する人々（その多
くは禁止の下ですでにそうしている）に主として降りかか
ることになり，罪のない傍観者や法執行機関に降りかかる
わけではない．したがって，禁止と合法化の間の選択は明
確である．合法化は万能薬ではないが，二悪のうち小悪で
あるのは疑いのないところである．
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にこれら諸国の公務員に支払われた賄賂は，ほとん

ど常に国境外に起源がある．したがって，このよう

な諸国の腐敗抑制にとっては，国境をまたぐ賄賂を

停止することが決定的に重要なのである．

　しかし，外国の公務員を腐敗させる人に対する

制裁はまだいわば実施に至っていない．OECD の贈

賄禁止協定に関して透明性インターナショナルに

よる 2010 年の評価によってわかったところによる

と，協定の当事国となっている 38 カ国中，外国公

務員に対する贈賄を違法化すべく，国内法の規定を

積極的に執行しているのはわずか 7 カ国にとどまっ

ている．その他に 9 カ国が禁止を実施すべく何ら

かの努力をしている．残りの 20 カ国はほとんど何

もないしまったく努力していない．これは 1 件以

上の起訴を行った国がわずか 4 カ国にとどまった

2005 年の第 1 回目の報告書との比較では改善では

あるが，透明性インターナショナルは次のように結

論付けている．「現在の起訴水準はあまりに低くて，

協定が成功しているとはいいがたい」36．

　国際社会は国境をまたぐ腐敗に関与した公務員を

訴追するために革新的な措置を開発している．にも

かかわらず，脆弱国家では公務員が賄賂を受領した

という証拠がある場合でさえ，立証するのは法的・

技術的・兵站的に挑戦になり，脆弱な状況下では捜

査官や検察官の能力をしばしば超越する．能力や政

治の面の制約で起訴が阻害される場合，司法権の弱

い当局はこのような障害を克服するために，諸外国

の法律を活用している．例えば，イギリスの法律で

は，腐敗の代わり金をイギリスでの投資に使うこと

は資金洗浄防止法に基づいて犯罪になる．ナイジェ

リアの経済金融犯罪委員会がイギリス当局に情報を

提供したので，盗まれたナイジェリアの国家資産に

関連して，イギリスでの訴追が可能となった．ハイ

チの通信当局の高官がアメリカの会社から賄賂を受

け取ったことに関してアメリカの法廷で有罪判決を

得るために、ハイチとアメリカの当局者は協働し

た．アメリカ人 3 名もハイチ企業に対する支払い

に関連した犯罪について有罪を認めた 37．

　先進国と途上国の法執行当局間で絆が強まるにし

たがって，当局は各国の訴訟手続きで利用可能な証

拠を握って共同捜査も開始している．このような捜

査は先進国の経験豊かな捜査官が途上国の相手方と

ペアを組む場合には，貴重な訓練機会を提供するこ

とになる．まさに，世界銀行の公正管理局は銀行の

プロジェクトにおける腐敗の証拠を各国当局に照会

する場合には，このモデルにしたがっている（ボッ

クス 7.6）．

違法な国際的金融フロー
　商品取引についての腐敗の起訴は，それや麻薬の

違法取引を含む他の腐敗した活動からの金融フロー

を阻止する努力によって補完されている．この分野

では多数の国際的イニシアティブが実施されてい

る．多数の法律やプログラムが正当な金融システム

を通じた違法な資金――腐敗，脱税，麻薬違法取引

などのうち，どれで生み出されたかは問わない――

の洗浄を発見・阻止することを目的としている．こ

れは暴力防止にとっては重要である．内戦や政治的

紛争における多くの武力活動はこのような資金源で

ファイナンスされているからである．1990 年に麻

薬利益のフローをコントロールするために創設され

た金融活動作業部会は，違法な資金の洗浄をコント

ロールするためのルールを制定して，金融情報部門

は国家レベルで資金洗浄と戦っている 38．そのよ

うな部門が 116 カ国で設置されており，エグモン

ト・グループによるイニシアティブの下で協働して

いる 39．このような金融情報の拡充は，顧客取引

のモニターと報告という銀行を初めとする金融機関

の関心の増大や，「資金の手がかり」の追跡にかか

わる法執行機関の関心増大と並行して行われた 40．

　総合すると，情報収集，モニタリング，証拠の蓄

積にかかわるこのような措置を受けて，国境を越え

る組織的な犯罪に対して強力な訴訟を行う国際社会

の能力が高まっている．1931 年に所得税回避でア

ル・カポネの起訴に適用されたのと同じ原理を使え

ば，違法な金融取引の証拠は暴力の証人――贈賄さ

れたり威嚇されたりすることがある――に頼らなく

ても，「代理人訴追」について暴力的な犯罪人を訴

追する方法を提供してくれる．2009 年 8 月，70

の国・属国が信託，会社，課税国外における他の方

法を通じた脱税を削減するために，「透明性と課税

目的のための情報交換に関するグローバル・フォー

ラム」の設置に合意した．金融活動作業部会をモデ

ルとして，同フォーラムは加盟国と主要な非加盟国

について仲間の間のレビューを実施して，少なくと

も 12 の租税情報交換合意に参加し，他の条約パー
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トナーからの情報請求に応じられるようにする法律

を制定し，要請に応じて実際に情報を提供している

かどうかを見極めることになっている．

　しかし，イニシアティブの数そのものが挑戦課

題を提起している．今や 74 件以上の世界的・地域

的・複数国のイニシアティブが，資金洗浄，国際的

な腐敗，個別商品の違法取引，テロリズムに関する

情報を収集・利用している．このうち，30 件は資

金洗浄ないし腐敗に，他の 37 件は個別の商品（麻

薬，武器，違法な鉱物，天然資源）に焦点を当てて

いる 41．加えて，各国の部署が無数にある．わず

か 4 つの OECD 加盟国だけで，このような問題に

対処するために合計で少なくとも 22 の部署を有し

ている 42．

　資金洗浄ないしテロリストのファイナンスを発見

するシステムでは，個人と取引の結び付きが確定さ

れる．データが詳しければ詳しいほど，不正行為が

暴露される可能性が高まる．しかし，「基準ベース」

の活動（外国為替取引や国際電信送金など）の追

跡・捜査は，金融情報部門に対するデータ・フロー

を増加させる．このようなイニシアティブをうまく

運用するためには，洗練された能力が必要とされ

る．国境をまたぐ金融フローを分析すれば，管轄権

が異なる数カ国で使用できる情報を見出すことがで

き，したがって，能力が高い環境下での分析は途上

国にとって利用価値が大きくなる（ボックス 7.7）．

分析能力は少数の先進国では高いが，ほとんどの

低・中所得国ではそうではない 43．

　洗練されたネットワークを暴くために情報を抽出

するには，多くの部門で欠如している資源と分析能

力を必要とする．必要な訴追や司法制度の能力も必

ずしも整備されていない．有効な国際的措置は管轄

区相互間の強力なネットワークや情報交換に依存し

ている．中期的にみても途上国については，金融情

報部門が成果をあげるのに必要とされる水準で運用

する能力を構築できる可能性は低い．資金が脆弱国

から流出するのをコントロールするよりも，守秘義

務のある管轄区に資金が流入するのを停止すべく資

源を充当する方が賢明であろう 44．

　国境をまたぐ協力は常に円滑とは限らない．国境

をまたぐ資金洗浄や麻薬違法取引を訴追するために

は，両管轄区が自国の市民や制度に影響しないデー

ボックス7.6　世界銀行が資金供与したプロジェクトで，腐敗を抑制するために顧客諸国とパートナーを組む

　世界銀行の公正管理担当副総裁室は，世界銀行が資金供
与したプロジェクトで，腐敗・不正・強制・共謀・このよ
うな行為を隠し立てする試みに関する申し立てを捜査す
る．もし申し立てが証明されれば，手続きが開始され，世
銀がファイナンスした契約に企業や個人が入札することを
禁止する結果になることもある．それと同時に，国内法に
基づく刑事訴追の可能性について該当する法執行当局に回
付される．
　過去 6 年間で，67 件の個人ないし企業が，世界銀行契
約の入札を 2 年間から無期限にわたり禁止されている．こ
のリストには途上国の中小企業や非政府組織から，イギリ
スの出版社マクミランや大手国有企業である中国路橋公
司までが含まれる．この間に，世銀はジーメンス AG との
和解合意に調印した．これによってジーメンス・グループ
は世銀がファイナンスした契約には，2 年間にわたり自発
的に入札を控えることで合意した．世銀との和解の一環と
して，ジーメンスは不正・腐敗と戦う世界的な努力に対し
て，向こう 15 年間にわたり総額 1 億ドルを公約した．マ
クミランを初めとする他の企業は世銀のプロジェクトにお
ける不正や腐敗と戦う継続的な努力に協力し，腐敗防止の

順守プログラムを実施することに合意している．
　世界銀行・アフリカ開発銀行・アジア開発銀行・ヨー
ロッパ復興開発銀行・米州開発銀行は互いの締め出しを尊
重することに合意し，したがって，将来的には，どれか 1
つの銀行から締め出しを受けた企業は他の銀行が資金供与
した契約への入札についても不適格となる．
　2001 年に創設されて以来，世銀の公正管理担当副総裁
室は 112 の事件を国内法執行機関に回付している．2001-
06 年の回付によって，ボリビア・ギニア・ノルウェー・
アメリカの各国法廷で，収賄・横領・その他の腐敗した犯
罪で有罪判決に帰結している．もっと最近では，回付に
よってケニアの腐敗防止委員会は 38 件の刑事捜査を開始
することになり，そのうち 2 件が訴追された．世界銀行か
らの情報で行動したノルウェー政府はノルコンサルト社の
3 人の元従業員を収賄で有罪にし，パレスチナの検察庁は
世界銀行が資金供与したプロジェクトの請負業者を詐欺の
容疑で捜査を開始した．

出所：World Bank 2010h．
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タを共有して，他の管轄区が利害関係者にデータを

漏らさないということを信頼しなければならない．

ノルウェー開発協力局（NORAD）は事件に関して

情報を共有し協力するために，先進国と途上国の検

察官と腐敗防止機関の担当者を年 2 回一堂に会す

る非公式なネットワークを後援している．アジア開

発銀行と OECD の共催で，東アジア・太平洋の腐

敗防止担当者は共通する問題を話し合うために定期

的に集まっている．世界銀行は国際的腐敗ハンター

ズ連合を，UNODC とともに不正資産回収イニシア

ティブを支援している．

　現在のシステムを最大限に利用するためには忍耐

が必要であろう．現在までの進展にもかかわらず，

3 つの問題には注意が必要である．第 1 に，管轄区

によって能力が異なり，先進国の組織のウェイト

が不釣合いに大きい．第 2 に，国ごとに，また一

国内でも制度ごとにインセンティブが異なる．第 3

に，多種多様な国際的イニシアティブ相互間の調和

が不完全である．原則として，金融フローの分析が

できるもっと統一的な世界システムを開発し，各国

の金融システムを強化すれば，すべての諸国にとっ

て利益になるだろう．特に紛争の影響を受けた諸国

でより強固な司法制度によってシステムが強化され

れば，その効果があるだろう．このような複雑性と

規模をもつ世界的な公約は，さまざまなレベルで大

幅な追加的資源と政治意思を必要とするだろう．挑

戦を過小評価すべきではない．ただし，世界の取引

の大半を占める世界的な管轄区の数は極めて少ない

（第 9 章参照）45．

資源のストレス
　脆弱国家はグローバルに牽引されている資源

ショックに不釣合いなほど影響を受けている．脆弱

国は他の低所得国とは違って食料輸入に対する依存

度が高く，世界的に牽引された商品価格の上昇や必

須資源の希少化に影響される．中所得国における経

済成長が新しい中流階級――食料やエネルギーにつ

いて OECD と同じ消費パターンを採用している―

―を生み出していることを受けて，圧力が高まって

いる．気候変動――および適合措置の模索――がそ

れを増幅する可能性が大きい．

　第 1 章で指摘したように，気候変動は食料生産，

水の入手可能性，エネルギー需要，土地利用パター

ン（炭素吸収源やバイオ燃料生産）などに対する潜

在的な影響のゆえに，天然資源関連の圧力を増幅す

るかもしれない．気候変動はすでに水システムに，

また，一部の地域では可耕地の供給にも影響してい

る．気候変動と経済圧力は別個ではないのである．

富裕国も水供給の減少に直面しており，食料，水，

しばしば脆弱国家で海外の土地について新たな源泉

を探求している．

ボックス7.7　オーストラリア犯罪委員会の高リスク資金移動戦略

　金融犯罪プログラムの下で，オーストラリア犯罪委員
会は組織犯罪に結び付いた資金を発見するのに，リスク・
ベースのアプローチを実験している．オーストラリア取
引報告分析センター（AUSTRAC）と一緒に開発した資金
洗浄に対するこのアプローチは，「高リスク」の資金移動

（違法な資金を含む可能性が最も高いもの）を発見・モニ
ターするために，大量の金融取引データを分析する．こ
のような流れと関連した犯罪企業の構造や機関を発見す
るために，委員会は AUSTRAC や国際銀行間金融通信協会

（SWIFT）の銀行システムを通過する資金について，異常
で予想外の金額を発見する方法を開発している．
　この極めて精選されたアプローチを使うと，捜査官は資源
を効率的に目標に向けることができる．このようにして発見
された個人やグループは警察の記録と相互チェックされ，も

し疑わしければ，監視，インタビュー，必要であれば，強制
力を使って捜査が行われる．諜報があれば，捜査官はオース
トリアを出入りする高リスク取引を追跡して，資金連鎖の両
端で潜在的な犯罪主体を発見することができる．
　このアプローチは，2001 年に 5 週間で 1 億 2,900 万豪
ドル相当の麻薬を輸入したある東南アジアの犯罪シンジ
ケートを発見するのに役立った．同グループはそれまでの
12 カ月間で同じような輸入を行った可能性が高い．すな
わち，このシンジケートだけで 10 億豪ドル以上の違法資
金を動かしたものとみられる．4 つの小さな商店から成る
別の東南アジア犯罪シンジケートは 2001 年に 12 カ月間
にわたって，麻薬の利益 3 億豪ドルを海外に送金していた．

出所：Australian Crime Commission 2010; Government of Australia 2010．
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　食料の脆弱性は優先的な注意を必要としている．

政府開発援助に占める農業のシェアは，1980 年代

の 17％という大きさから 2006-2008 年には 5％

にまで減少し，しかもこのうち脆弱・紛争影響国

向けのものはわずか 18％（約 12 億ドル）にとど

まっている 46．食料の不安定性と農業の生産性に

取り組む地域的・世界的な若干の努力が進行中であ

るが（ボックス 7.8），これらの諸国で農業を発展

させるためには国レベルでもっと多くのことを実施

する必要があろう．

　これとは対照的に，国際的な水条約は暴力のリス

ク削減に成功している兆候を示している．水資源の

共有はしばしば紛争よりも妥協の模索を刺激して

きている．過去 50 年間における流域国相互間の協

調的作用は 2 対 1 の割合で紛争を凌駕している 47．

国際社会も水利用など流域問題の解決を支援してき

た．しかし，但し書きがある．多くの水システムの

共有には協調的な枠組みがあるものの，150 件程

度にはそれが欠如している．多くは水ストレスが高

い（1 人当たりの水利用可能性が低い）ことと，1

つ以上の流域国における脆弱性の両方が特徴となっ

ている．また，気候変動が規定された水流の具体的

な量（割合ではなく）に基づく体制に影響する可

能性がある（地図 7.1）．このような状況によると，

既存の水条約システムにかかわる特定の要素を更

新・精緻化した方が適切な場合もあるだろう（第 8

章参照）．

　エネルギーと食料の供給を巡る世界的な探求は，

特に制度が弱いところを中心に途上国の可耕地に対

する圧力を増幅している．土地ベースの紛争は典型

的には純粋に各国の問題，あるいはせいぜい国内の

地域的な問題として取り扱われているが，土地利用

はますます対外的な競争圧力にさらされるように

なっている．外国政府または外国政府に支援された

企業による商業的なリースや購入は，共有地の請求

権と重複して緊張につながることがある．有名なの

はマダガスカルの事例であり，大規模な土地リース

取引を巡るそのような取り決めが一般大衆の怒りを

誘い，それが積年の緊張と組み合わさって社会不安

に，そして最終的には 2009 年初めの政府の転覆に

つながった 48．

　最近の世界銀行の研究に向けた取り組みが示唆

ボックス7.8　食料不安にかかわる地域的・世界的なアプローチの増大

有効な早期警告システム．不作や食料不足を予測するため
に衛星データを使う複数機関による食料安全保障早期警告
システムには，世界食料情報早期警報システム（旱魃に陥
りやすいアフリカの 22 カ国における食料安保対応計画を
改善することが目的）と，飢饉早期警戒システム・ネット
ワーク（低所得で食料不足の 80 カ国を特に強調しながら，
すべての諸国における食料の需要と供給をモニターしてい
る．）が含まれる．

地域的な専門知識．南部アフリカ開発共同体（SADC）の
ジンバブウェの首都ハラレにある遠隔探知ユニットと，ニ
ジェールの首都ニアメーにある AGRHYMET（農業気象研
究所）地域センターは，全国と地方の食料安保の評価を提
供し，農業の政策・プログラム開発にかかわる地方の能力
構築を支援している 2 つの専門的な研究所である．最近
の地域的な努力には，2002 年に ASEAN 加盟国と中国・日
本・韓国によって創設された ASEAN 食料安保情報システ
ム（AFSIS）が含まれる．AFSIS は食料安保関連情報の体系
的な収集・分析・普及を通じて地域の食料安保を改善する
ことを目的としている．

地域的な価格安定メカニズム．AFSIS は東アジア緊急コ
メ備蓄実験プロジェクトと密接に連動している．これは
ASEAN と AFSIS に参加している 13 カ国の間で，コメの備
蓄を共有し，不足に対処し，地域における価格安定化に
資するための互恵的な援助メカニズムを構築するもので
ある．

金融メカニズム．天然資源へのアクセスやコントロールを
巡る紛争が，旱魃・洪水・その他の気候によって不足が生
じる時期に高まる諸国では，農業コミュニティ向けの保険
は有効かもしれない．指数ベースの保険は降水量（少な
すぎる，あるいは多すぎる）など客観的な指標を頼りにし
て，農民と保険市場の間でリスクを共有するように機能す
る．この制度は作物損失（エチオピア）や家畜の死亡（モ
ンゴル）の事例で実験されている．指数ベースの保険は
15 カ国以上で実施されているものの，特に低所得国を中
心に，まだ規模は拡大されておらず，持続可能にもなって
いない．

出所：Bora 他 2010; Brinkman and Hendrix 2010．
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地図 7.1　水の入手可能性，脆弱性，アフリカの河川流域における紛争の可能性
脆弱国家は必ずしも水のストレスを受けていない．ほとんどが国際条約に調印している．それでも若干の脆弱性が残っ
ている（地図上の赤色の地域は水ストレスがあり，条約との関連がほとんどないか，あるいはまったくない地域を示
す．青色地域は水ストレスが低いか，あるいは緩和された地域を示す．

水ストレス（m3/ 人 / 年）と国
際的な河川流域における条約カ
バレッジ

水ストレスがあり，条約との関連が
ほとんどないか，まったくない地域
水ストレスが低いか，
緩和された地域

水ストレス不明

脆弱国ないし紛争影響国
（2006-10 年） IBRD 38421

March 2011

出所：De Stefano 他 2010．

するところによれば，土地に対する外国投資は他

の種類の外国投資とは異なり，統治の良さを理由

に増加するものではない．それどころか，土地へ

の外国投資は，土地の統治が弱い，土地が豊富，

機械化が遅れているという組み合わせがある諸国

で最も多くなる傾向がある．この発見は，土地取

得に対して弱者グループに十分な保護を提供でき

る能力が地方や国の制度にあるのか，という懸念

の増大を裏付けている．

　土地需要が増加している地域における統治の弱さ

に寄与しているのは，相応な注意なしに裁可されて

いるプロジェクトの承認，責任が重複する機関相互

間の競争，不十分な能力である．このようなすべて

の問題は透明性の欠如によっていっそう悪化してい

る．土地取得に関する公式記録はしばしば不完全で

ある．土地譲渡にかかわるデータ不足は保有権の安

全性と投資を削減する一方，紛争の可能性を高める

ので，土地税の徴収やプロジェクト進捗度のモニ

ターが困難になる 49．

　土地への圧力についての国際的な関心は分断化さ

れている．国連の食糧農業機関（FAO）は食料の生

産・消費パターンの変化が土地利用に及ぼすインパ

クトを検証している．国際移住機関（IOM）は土地

パターンの変化が移住に及ぼすインパクトを追跡し

ている．貧困層の財産権に関する国際委員会は地権

の恣意的ないし無規制の譲渡が最貧層にとってもつ

意義を分析している．世界銀行は国際圧力が国内の

土地入手可能性と利用にどのように影響するかに関
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して包括的な意見を提供し，ある国際的な作業部会

は土地やその他の資源の統治を改善するための指針

草案を提示している（ボックス 7.9）．この作業は

土地への投資が現地の人々の自給自足の手段を奪う

ことがないようもっと深める必要がある．

　食料・エネルギー・気候などに関する国際対話で

は，脆弱国は大きなインパクトをこうむるにもかか

わらず発言権が弱い．テロリズム対抗措置に関する

国際対話の場合と同じく，脆弱な地域に対するイン

パクトはしばしば無視され，最貧国は貢献するには

控え目な能力しか持ち合わせていない．重要な例

外は，アフリカ諸国がエチオピアのリーダーシッ

プの下で外交エネルギーをプールしたことである．

2010 年のカンクーンにおける気候変動交渉で，年

間 1,000 億ドルに及ぶ適合化のための資金調達の

合意に貢献した．これは他のフォーラムでも模倣の

価値があるモデルとなっている 50．将来を展望す

ると，気候・エネルギー・食料不足などに関する国

際交渉は，脆弱国家に対するインパクトに注意を

払っておく必要がある．

　国際的なドナーも社会的保護プログラムに投資す

ることによって，脆弱国家が対外圧力の乱高下を乗

り切るのを後押しすることができる．そのような援

助はさまざまな形態を取ることができる（第 8 章

と第 9 章を参照）．システムは世界的であるが，ほ

とんどの関心を集める緩衝材のメカニズムは地域的

である．資源に関連した問題だけでなく，より一般

的に国家当局や社会が外部からのストレスの衝撃を

和らげることができるだろう．

グローバルと国家の中間で：地域的なストレ
スと地域的な支援
　すべての国家と同じく，脆弱国家も地域的・世界

的な空間のなかに存在している．地域はいくつかの

理由から重要である．小地域内での個人的関係は深

いのが普通で，地域的な主体や制度が道徳的説得を

行い，責任あるリーダーシップに向けたインセン

ティブを生み出すことが可能になる．隣人は貿易，

協力，行政能力を分担する可能性の源泉である．負

の側面を考えると，隣人は不安定性や政治的な干渉

の源にもなり得る．

　地域的な組織はますます強力な行動のプラッ

トフォームを提供するようになっている 51．冷

戦が終わって以来，地域的な組織は目立つように

なってきている．それは国連憲章の第 8 章に規

ボックス7.9　土地に対する世界のアプローチ

　途上国や新興国における農地・水・草原・森林地の大規
模利用を含む投資の急増に対応して，FAO，国際農業開発
基金（IFAD），国連貿易開発会議（UNCTAD），世界銀行は，
地権の責任ある大規模取得にかかわる自主的指針を策定す
るため，政府・市民社会・国際機関・民間部門を巻き込ん
だ協議プロセスを打ち出した．
　この原則は国内の食料・住居・持続可能な開発にかかわ
るニーズを設定することによって，「飢餓や貧困を軽減し，
環境を改善し，国・地方の経済開発を支援し，行政を改善
する」のを援助することを意図したものである．「権利・
生計・資源を尊重する責任ある農業投資原則」の草案は以
下の通りである．

1． 土地と関連する天然資源に対する既存の権利は認めら
れ尊重される．

2． 投資は食料安保を危うくするどころか強化する．
3． 土地や他の資源にアクセスし，関連した投資を行うプ

ロセスは透明で，モニターされ，適切な事業・法律・

規制の環境内で，すべての利害関係者による説明責任
を確保する．

4． 重大な影響を受けるすべての人々が協議の対象とな
り，協議に基づく合意は記録され執行される．

5． 投資家は次のことを確保する．すなわち，プロジェク
トは法の支配を尊重し，業界の最善慣行を反映し，経
済的に存続可能であり，永続性のある共通の価値観を
作り出す．

6． 投資は社会・分配の面で望ましいインパクトをもたら
し脆弱性を高めない．

7． プロジェクトの環境へのインパクトは定量化され，持
続可能な資源の利用を奨励すると同時に，負のインパ
クトのリスク / 規模を最小化・緩和するための措置が
取られる．

　指針草案は同じ関係者によるレビューのために，2011
年に入手可能となる予定である．

出所：FAO 他 2010．
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定されている「地域の補完性」の原則に従ったも

のである 52．本報告書の第 1 章では，アフリカ

やラテンアメリカにおけるクーデターや虐待的な

軍事支配との戦いで実現した素晴らしい進歩につ

いて検討した．アフリカ連合のアフリカにおける

相互審査メカニズムや西アフリカ諸国経済共同体

（ECOWAS）の調停に向けた努力が示しているとこ

ろによれば，近隣地域における支援には優位性が

ある 53．アフリカにおける相互審査メカニズムの

加盟国は任意ベースで参加しており，アフリカ開

発のための新しいパートナーシップで設定されて

いる目標に向けて働くためのフォーラムとしてこ

れを利用している．同メカニズムは一連の野心的

な統治指標，経済成長，地域統合に向けた進展を

評価・レビューしている 54．行動に向けた能力の

水準は地域ごとに異なっている．地域の治安・政

治・経済の取り決めは，地域が共有している利害

関係に応じた強固さを示している．

　地域的な組織は政治的なリーダーシップにおける

自分たちの比較優位を，世界の技術的な能力と組み

諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

ボックス7.10　規範設定と暴力防止における地域の機関やイニシアティブの役割

　ASEAN では多数の紛争が燻っている．しかし，この地
域には調停や紛争解決に関して独自の経験がまったくない
わけではない．ASEAN はそのような努力において重要な
役割を果たしてきている．1997-99 年のカンボジア紛争に
おける ASEAN トロイカ制度，東ティモールにおける 1999
年以降の平和維持活動，2005 年のアチェ和解，2008 年 5
月のサイクロン・ナルギスがミャンマーにもたらした大災
害などは，地域や ASEAN の一部メンバーが貴重な貢献を
して調停や最終的な解決を実現した事例であり，その過
程で貴重な教訓を学ぶことになった．いつも外交上のジグ
ソーパズルをするようなもので，平和のタペストリーを織
りながら，手近な利用可能で適した素材から，最善の様式
とパターンを即席に作ったのである．
　 わ れ わ れ に と っ て 1 つ の 重 要 な 教 訓 は， わ れ わ れ
ASEAN の構造は加盟国と問題があれば，会議開催とい
う重要な政治的な役割を果たすことができるということ
である．インドネシアと東ティモールの活動に参加した
ASEAN 諸国の間には高水準の相互信頼があった．われわ
れは「ASEAN」軍指揮官が積極的なリーダーシップの役
割を果たす，という共同指揮権の下に軍隊を提供すること
によって，「不干渉」という厳格な原則を迂回した．また，
インドネシアは救援を求めるという招聘状を発行すること
によって，すべての ASEAN パートナーが行動しやすいよ
うにした．ミャンマーでは，ASEAN はサイクロン・ナル
ギスが去った後，政府との対話で中心的な役割を果たし，
被災地が国際援助を受けられるよう開放するのを手助けし
た．そこでは 13 万人を超える老若男女が死亡し，さらに
多くの人々が外傷性の状況に直面していた．

　第 2 の教訓は，われわれの現地の知識や政治的な会議開
催の能力と，他のパートナーの技術的な能力の有益な組み
合わせを発見できるということである．サイクロン・ナル
ギス後の復興支援におけるわれわれの仕事は，世界銀行か
らの技術チームによって支援され，国連と協調しながら行
われた．アチェ監視団では，われわれは貴重な技術的知識
を持ち込んだ EU からの同僚と共同で仕事を遂行した．
　第 3 は，この種の活動を行えば行うほど，われわれの能
力は増強するということである．東ティモールでは，フィ
リピン・韓国・タイの間におけるアメリカなど域外パート
ナーの支援を受けた，長年の共同軍事訓練・作戦が成果を
発揮した．現場の軍隊は意思疎通や協力が可能で，遅滞な
く共同作戦を遂行することができた．しかし，東ティモー
ルにおける経験が彼らの能力をさらに大きくしたことは
確かである．ミャンマーでは，ASEAN の役割はインドネ
シア・タイ・シンガポールなど他の多くの加盟国から，大
災害後の復興管理に広範な経験を有する人材を招集した
り，事務局自身のなかで能力を強化したりすることにあっ
た．このような経験のおかげで，一部のドナー・パート
ナーによる能力構築のための長期的なプログラムの成果も
あって，将来的に新たな挑戦に立ち向かうわれわれの準備
体制は整ったといえる．政治的な紛争や自然災害の救済の
管理にかかわるこのような努力は，その累積的な結果とし
て，ASEAN が開発協力戦略を調整する能力を高めるのに
役立ったといえる．われわれは地域内の散発的な暴力や緊
張を抑制することを学んでおり，共通の安定性と持続可能
な繁栄を目指す，われわれのコミュニティ開発努力を脱線
させることを許さないだろう．

スリン・ピッスワン， ASEAN 事務総長；WDR 諮問委員会メンバー

危機防止と回復における ASEAN の経験
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合わせている．例えば，東南アジアでは ASEAN は

他の組織から技術的支援を得て，多数の国際的な取

り決めにおいて政治的なリーダーシップを提供して

いる．東ティモールでは，国連平和維持使節団のな

かで外交と平和維持の能力に関するリード役を果た

した．インドネシアのアチェ州では，ASEAN はイ

ンドネシア政府の要請で，和平合意を支援するため

に EU とともに共同監視使節団を率いた．サイクロ

ン・ナルギス襲来後のミャンマーで，ASEAN は国

連・アジア開発銀行・世界銀行の支援を受けなが

ら，人道的な仕事をする人々向けにアクセスできる

よう手助けをした．

　紛争を経験した地域はジレンマに直面する．組

織犯罪グループの国境をまたいだ叛徒に対する支

援は，国境をまたがる協調の足を引っ張る．しか

し，協調や行政サービスの共有を受けて，能力的に

はまさにネットで利益が生み出せるため，すべての

参加国が組織暴力への対処を改善することができ

る．中央アメリカの和平プロセスでは，近隣諸国は

明示的にモニタリングや実施――自国内における実

施も含む――の取り決めに結び付けられている．こ

れは暴力削減に役立っただけでなく，一部地域の経

済統合強化のお膳立てもした．緊張関係があった諸

国，あるいは互いの領土をベースにしているグルー

プによってもたらされた混乱に悩んだことのある諸

国は，国境をまたぐ脅威と戦い，水のような共有資

源を保護することに共通の利害を見出すことができ

る．中東では水資源を管理する国境をまたぐイニシ

アティブは，政治や治安の面における激動を乗り越

えてきている 55．タイとミャンマーは健康問題や

麻薬違法取引に関する協力で成功してきている．

　多くの脆弱国の物理的・人口動態的・経済的な特

性を考えると，地域協力の潜在的な利回りは高くな

る．世界銀行が現在脆弱と分類している 38 カ国中，

24 カ国は人口が 1,000 万人以下で，13 カ国は主

要な海上交通路から離れた内陸国か島嶼国家であ

る．多くの脆弱国の経済は次のような構造的な不利

が共通している．すなわち国の全体ないし一部の物

理的な孤立，輸出市場までの輸送コストが高い，国

内需要が限定的（規模の経済も限定的），国の制度

が弱い，熟練要員が不足しているなどである．この

ような競争力の欠如とその結果としての低所得は，

しばしば外国援助や天然資源採取によるレントに

よってのみ相殺されている．このような要因は「飛

び地開発プラス従属」といわれている不健全な構造

を生み出すことがある 56．

　遠隔で不安定な地域にはほとんどインフラがな

く，更なるインフラ整備を必要としている 57．山

岳地帯や道路がほとんどない地域は，政府にとって

基本的なサービスを提供したり警察を置いたりする

ことが困難である．孤立はグループのアイデンティ

ティの分裂と辺境化の両方もたらす傾向がある．加

えて経済的機会も少ない．すべての内陸の途上国

について 1 人当たり GDP の平均をみると，海洋国

の 5 分の 3 にとどまっている 58．経済地理に関す

る『世界開発報告 2009』では，サハラ以南アフリ

カの開発にとって距離と分裂の挑戦を強調し，統合

に向けた取り組みの基盤としてスペース的な区別を

しない制度を要請した 59．世界の多くの地域では，

道路を初めとするインフラがより遠隔で不安定な場

所では欠如している（地図 7.2）．太平洋では小容

量の貨物船に関連した輸送コストの高さが，北アフ

リカのサハラやサヘルの地域，およびミャンマーの

麻薬を栽培している山地における道路の欠如と同じ

ように孤立化の要因となっている．

　インフラを拡充しようとする経済的なインセン

ティブがないことが不足の主因となっている．遠隔

地でインフラの整備が進まないのは，経済活動の低

さと通行の不安定さの組み合わせが理由である．そ

のため企業からの需要が少なく，インフラ投資の予

想収益率が低くなっている．そのような投資が地域

的なネットワークの一環であればインフラ投資の収

益率は改善することができる．しかし，政府は主権

を根拠に，厄介な国境地帯における国際的・地域的

なインフラ投資を認めるのを躊躇している．

　不信の問題が克服できる場合――例えば，中立的

な第三者ないし共同組織を関与させることによって

――，地域的なサービスの共有は好成績をあげてい

る．一部の政府サービスを地域機関を通じて提供す

れば，関係諸国は他の形で確保できるよりも良質な

サービスを享受することができる．また，良質な公

務員の一団を育成できる．脆弱で紛争の影響を受け

た諸国にとって，サービスの地域的なプーリングは

国家主権や政府に対する市民の信頼を傷付けるど

ころか，むしろ強化することができる（ボックス

7.11）．これはカリブやサハラ以南アフリカで例証
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されている．そこでは地域的な解決策によってさま

ざまな公共サービスの質が改善している．東カリブ

海最高裁判所は 6 つの独立国 60と 3 つのイギリス

の海外領土 61にとって，地域で最高の記録裁判所

として機能している．この裁判所の下にある諸国は

世界銀行研究所による 2008 年の法の支配のランキ

ングでは上位にある（これは企業・市民・専門家の

調査に基づく）．太平洋諸島フォーラムの地域的な

統合と協力のための太平洋プランには，国家的サー

ビス（税関，保健，教育，スポーツなど）の地域的

なプーリングに関する規定が盛り込まれている 62．

　行政の共有にも著しい潜在性がある．小規模で脆

弱な国は行政機能のプーリングによって利益が期待

できる．第 4 章で検討したように，公共サービス

の質の悪さが経済成長にとって深刻な障害となっ

ており，政府に対する市民の信頼を低下させてい

る 63．ほとんどの国は GDP の約 12％を政府の財・

サービスに支出しているが，非脆弱国は 1 人当た

りベースでみると脆弱国の倍を支出している．低所

得の脆弱国ないし紛争影響国は平均すると政府の

財・サービス向けに 1 人当たり 38 ドルしか支出し

ていないが 64，低所得の非脆弱国は平均で同 80 ド

ル支出している（表 7.2）．公共サービスの質の悪

さが経済成長の深刻な障害になっており，市民の政

府に対する信頼を蝕んでいる 65．

　共有に関する地域取り決めの締結はしばしば，中

立的だと考えられる第三者の調停による支援で利益

に与っている．例えば，進化を続けている EU の制

度は多数の取り決めを後援しており，それが国家や

地方のレベルで地域をまたぐ協力を促進してきた

（ボックス 7.12 参照）．近隣諸国間の猜疑心は信頼

できる第三者によって改善することができる．それ

は例えばアジア開発銀行が大メコン圏地域で効果的

に果たした役割に見られる 68．地域機関は各国の

地図 7.2　サハラ以南アフリカの脆弱国家における地域的インフラの課題
地域的インフラはアフリカの多くの脆弱国家では非常に限定的である．この地図はサハラ以南アフリカ（脆弱国家はピ
ンク色）における発電所，送電線，地域的道路を示したものである．インフラが欠如している地域のなかには，人口が
非常に少ないところもあれば，不安定性のゆえに――中央アフリカ共和国，チャド，スーダンの間の国境地帯など――
孤立している地域もある．これが国境貿易や電気へのアクセスを削減して，不安定な地域を経済的な結び付きから断ち
切られた場所に閉じ込めている．

100MW 超の水力・
火力発電所

IBRD 38422
March 2011

既存の送電線・
舗装地域道路

送電線計画・
未舗装地域道路

脆弱国家（2011 年）

出所：Briceño-Garmendia and Foster 2010．
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リーダーにそのような取り決めを探究し，暴力の管

理や移行の監視については第三者の援助を模索する

よう奨励してきている．

　海外援助は地域的イニシアティブや地域的制度

が，治安と開発の結び付きに取り組むに当たって，

その本格的な潜在性を認識するのを後押しすること

ができる．ヨーロッパの初期の統合の場合と同じく

（ボックス 7.12 参照）――そこには行政能力の分

担や機能ないしサービスのプーリングを探究しよう

という政治的な欲求があった――，そのプロセスに

対する海外援助は貴重であろう．今のところ，国際

援助は地域的な努力よりも各国の努力を支援する傾

向にある．地域機関に対する支援は近年増加してき

ているが，総じて機関に対する技術援助に向けられ

ており，地域が大規模に提供するプログラム向けで

はない（アフリカの平和維持活動に対するヨーロッ

パの援助は顕著な例外である）．地域的な取り決め

が対外的な脅威に対して緩衝材となり，制度的な能

力を高めるのに費用効果的な方法になる可能性は，

国際援助のなかでもっと注目されてしかるべきであ

る．これは第 9 章で検討する問題である．

ボックス7.11　サービスを地域的にプーリングする

　過去 30 年間，サハラ以南アフリカや東カリブ海では，
地域機関の公共サービス提供者としての役割が増大してい
る．政治的な独立は民族自決をもたらしたが，それまで植
民地機関を介して供与されていたサービスが未熟な国家機
関によって供給されなければならない，ということも意味
した．数カ国は資源を地域的にプーリングしたり，新たに
創設された地域機関に一部の公共サービス提供を外部委託
したりするという対応をみせた．
　ほとんどの場合，外部委託されたサービスは実行にかか
わるものではなく助言的なものとなっている．例えば，各
国は銀行監督の助言的な側面は地域機関（東カリブ中央銀
行，中部アフリカ諸国銀行 66，西アフリカ諸国中央銀行
67など）に依存している．と同時に，勧告を執行する各
主権国の政府の役割は留保している．後知恵としては，独
立前に中央銀行業に協調の伝統があった時にはこのモデル
はうまく機能した．
　資源をプーリングすることによって，各国は個別に行
動した場合よりも高質のサービスと有能な官吏を生み出
している．このモデルの成功が他の実験も促進している．
東カリブ海諸国機構修正条約に基づく東カリブ中央銀行，

民間航空機構，最高裁判所の後には，共同の通信規制機
関である東カリブ通信機構，共同の自然災害リスクのプー
リング・メカニズムであるカリブ大災害リスク保険基金
が続いた．このような機関は公共サービスの質について
一般大衆や政治家の期待も押し上げた．同じく，地域的
な中央銀行の後には 1993 年に中央・西部アフリカにおけ
るアフリカ商法調整機関が続いた．これは加盟国の商法
を調和して，商法に関する超国家的な控訴院として機能
するために創設された．2002 年に創設された西アフリカ
通信規制合意は，西アフリカにおける通信市場の調和と
統合を追求している．
　地域機関の公共サービス提供者としての役割は太平洋で
は同じようには発展していないが，それは膨大な距離とよ
り多様な歴史的・文化的な背景が一因である．南太平洋大
学は他の地域の人々が学ぶことができるイニシアティブで
ある．1968 年に開校され，太平洋の 12 島嶼国によって支
援されている同校は，信頼できる高等教育機関であると国
際的に認められている．

出所：Favaro 2008, 2010．

政府の財・サービス向け支出

政府消費の対 GDP 比（％） 1 人当たりドル額
1 人当たり購買力平価で

みたドル額

低所得国
　脆弱で紛争の影響を受けた国 11 38 131

　非脆弱国 15 80 267

低位中所得国
　脆弱で紛争の影響を受けた国 13 247 858

　非脆弱国 13 470 1,296

表 7.2　行政を共有すれば，脆弱で紛争の影響を受けた諸国がより良質な公共サービスを提供する手助けになる

出所：Favaro 2010．
注：88 の低所得国および低位中所得国にかかわる入手可能な最新データ（2001-08 年）の平均値（脆弱で紛争の影響を受けた国 11 カ国についてはデータ不明）．
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ボックス7.12　平和に共通の経済的利害を生み出すヨーロッパの早期措置

　ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体（ECSC）――ヨーロッパ連
合の前身――の創設は，経済統合がどのようにして平和と
安全保障の下支えになり得るかを示している．ECSC は石
炭と鉄鋼――戦略的に重要な財――の生産と使用について
共同市場を創設し，それを共同でモニターするために形成
された．ECSC 条約は 1951 年にパリで調印され，石炭や
鉄鋼の自由な移動と生産源への自由なアクセスがもたらさ
れた．共通の最高機関が市場，競争ルールの順守，価格の
透明性を監督した．
　ECSC のおかげで，戦後期のドイツの基幹産業では，近
隣諸国の安保に脅威を与えることなく，石炭と鉄鋼の生産
上限を解除することが可能になった．このような上限を撤
廃して，石炭・鉄鋼市場に対する地域の信頼を醸成するこ
とは，ドイツの経済成長だけでなく，ヨーロッパの経済回
復全体にとっても重要であった．投資に拍車をかけ，生産
を規制し，市場を開放し，自信・信頼を醸成するために，
国境をまたいで協力するという概念は，政治的な不安定性
に陥りやすい，あるいは紛争から復興しようとしている他
の地域にも適用可能である．

　その他の形のヨーロッパ協力も，国境や個別地域をま
たぐ生産的な交流を何とか発展させた．「ユーロ地域」は
1950 年代後半に革新的な形での国境を越える（共通の国
境地域を共有する 2 つ以上の諸国間の）協力として始まっ
た．国境をまたぐ経済・社会文化・レジャー面での協力
を促進する目的をもって，ユーロ地域のモデルは拡大し，
ヨーロッパ共同市場の創設と最近の民主化の動きを通じ
て後押しを受けた．現状，ヨーロッパ全体にわたって 100
以上のユーロ地域が存在しており，最近ではこのモデルは
中央および東ヨーロッパでも模倣されている．これまで紛
争の影響を受けていた地域では協力も問題がなかったわけ
ではないが，少数民族が数カ国にまたがって居住している
地域や，過去に国家間戦争や内戦のトラウマを経験したこ
とのある地域をカバーするもので，開発・社会・治安の面
で国境をまたぐ協力プログラムの優れた事例も多数ある．

出 所：Lockhart 2010; Eichengreen 2010; Kelley 2004; Kubicek 2003; 
Schimmelfenning and Sedelmeier 2002; European Union 1951; Greta 
and Lewandowski 2020; Octocan 2010; Council of Europe and Institute of 
International Sociology of Gorizia 2003; Bilcik 他 2000．
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フィーチャー７ 中央アジア：外からの圧力と外部からの援助

　地域協力は紛争を防止し，経済成長を促進し，地域

内で，また国際社会と，国の統合を促進するプロセス

かつ手段であると広く認められている．最も成功して

いるモデルはヨーロッパ連合（EU）である．それは

半世紀にわたり，元々は 6 カ国のヨーロッパ石炭鉄

鋼共同体（ECSC）から発展してきたものである．東

南アジア諸国連合（ASEAN）や他の下位地域グルー

プも，中央アジアにおける紛争防止や経済協力のため

に従うべきモデルとして，やはりしばしば引き合いに

出されている．しかし，カザフスタン，キリギスタ

ン，タジキスタン，タジキスタン，トルクメニスタ

ン，ウズベキスタンが旧ソ連から独立国家として台頭

してからのほぼ 20 年間，中央アジアにおける地域協

力にはほとんど進展はなく，紛争リスクが増大してい

る可能性がある．

　文化的な結び付きがあり，20 世紀のほとんどの期

間について大規模な中央計画経済の一環として開発

経験を共有しているにもかかわらず，中央アジアの 5

カ国は経済的・政治的な移行に関しては多種多様な軌

道やペースを追求してきた．政策の選択とソ連の後遺

症がともにそれぞれ一因なっている．アプローチの違

いと天然資源賦存状況の不均一性から，結果として，

成長，貧困，最終的には安定性に関して大きな違いを

もたらすことになっている．加えて，これら諸国の時

として相矛盾する利害――例えば，国境を越える水の

利用や管理において――が，地域協力の強化に対する

態度，したがって，その展望に影響する．

地域的協力は重要か？
　中央アジアはその内陸という地位と，ソ連から継承

した統合的なエネルギー・輸送・水のインフラに加え

て，地理，歴史，人々が一緒になって，5 カ国は著し

く相互依存的になっている．実際，国境を越える石

油・ガスのパイプライン，送電，水配分にかかわる

日々の調整といったような些事は実際上の必然なので

ある．

　経済規模が小さいこと，比較的孤立していること，

一次産品輸出の依存度が高いことを考えると，これら

諸国の地域統合と市場開発は原則として，サプライ

ヤーや補完的な公共サービスの集積を発展させるのに

役立ち，5 カ国すべての世界市場へのアクセスを改善

することができるだろう．ソ連時代にフェルガナ渓谷

など経済的な下位地域の輪郭に基づいて発展した地方

の自治会やネットワークは――今では 3 カ国の国境

で区切られている――，地域内貿易増加のベースとし

て復活させ，国境をまたぐ紛争のリスクを削減するこ

とができるだろう．

　もし地域的なアプローチが採用・強化されれば，い

くつかの負の外部性はより有効かつ効率的に取り組む

ことができるだろう．これには環境の悪化（瀕死のア

ラル海は単に最も目に付く事例にすぎない），土地の

劣質化・砂漠化（穀物収量と可耕地の入手可能性を削

減する），麻薬の通行・貿易，最終的には気候変動の

インパクトなどが含まれる．

　2 つの国際的な研究の推定によれば，地域協力を改

善すれば，中央アジアの地域的な GDP は約 10 年間

で 50-100％――地域の 1 人当たり所得は 100％――

増加する．取引コストの低下で，中国，イラン，ロシ

アなど近隣の大国，および間接的に南アジアとの貿易

が増加するだろう．国境を越える水，灌漑農業，関連

する水力やその他のエネギー資源を管理・開拓する方

がより費用効果的になるであろう．また，生物多様

性，環境，公衆衛生など地域的な公共財について協調

的なアプローチを採用すれば，規模の経済の利益が享

受できるだろう．安全の強化，自然災害の管理，麻薬

貿易の抑制について同じであろう．

もしそうなら，なぜ協力が後退しつつあるのか？
　独立後 20 年も経過していないのに，協力関係が進

展しない，それどころか後退している．その理由は，

暴力の種類：政治的暴力，現地のグループ間紛争，超国家的イデオロギーの結び付きをもつ地方の紛争

移行の瞬間：変化に向けて控え目な余地 重要な利害関係者：政府，野党，地域的パートナー

重要なストレス：植民地の過去の後遺症，国境を越えた天然資源
管理，人権侵害，実際のあるいは把握された差別，腐敗

制度的な挑戦：政治的な説明責任と包容性の欠如，地域的なフォー
ラムや制度の限定的な能力
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地域協力に対する各国の関心が異なっており，個々の

国家建設が依然として進行中だというところにある．

他の要因には以下のものが含まれる．

• 経済的な移行に対するアプローチとそのテンポが

多種多様であること．これはカザフスタンの相対

的に開放的な経済とウズベキスタンの相対的に閉

鎖的な経済の対照によって，最も明白に例示され

ている．

• 地域の 2 つの重要な国境を越える水資源（アム

ダリア川とシルダリア川およびそれらの支流）の

それぞれ水力発電と灌漑向け管理を巡る，上流

2 カ国（キリギスタンとタジキスタン）と下流 3

カ国（カザフスタン，トルクメニスタン，ウズベ

キスタン）の意見が異なる．

• 地域外の世界的な同一の市場を巡って競争的な探

究が行われている．しかも，それが地域の主要な

外部主体がもっている競合的な利害や動機付けに

よってしばしば複雑になっている．

• ソ連時代の 70 年間にわたる抑圧の後，5 つの名

目だけであった国民性の文化的・民族的・宗教的

なアイデンティティが復活して，近代国家建設に

かかわるストレスや緊張と相まっている．

　やや具象性に欠けるが，それでも重要なのは，2 つ

の大国（カザフスタンとウズベキスタン）が地域的な

リーダーシップを巡って競合していることと，2 つの

最も小さく最も脆弱な国（タジキスタンとキルギスタ

ン）では不安定性が増大していることである．特にキ

リギスタンでは政治的混乱や民族間暴力が最近目立っ

ている．このように利害が異なる結果として，地域的

なフォーラムや制度の効力や影響力は低下し，管理や

意思決定の能力は限定的にとどまっている．

制度的な制約
　5 カ国すべてを含む唯一の地域的な機関はアラル海

救済国際基金である．アラル海が干上がることがもた

らす環境・人道・社会面でのインパクトを緩和するた

めの財源を動員すべく，1990 年代初めに創設された

単一目的の機関である．加えて，国連は次の 3 つの

地域的なグループを後援している．すなわち，中央ア

ジア経済向けの特別プログラム――元々はカザフスタ

ンが契機となった定期的対話の枠組み――には非常に

限られた財源しかない．トルクメニスタンの首都アシ

ガバートに本拠を置く国連の地域的紛争解決センター

は，地域的な対話，安全，理解を促進している．そし

て，カザフスタンのアルマトゥイ市を本拠として最近

創設された中央アジア地域情報調整センターは，麻薬

違法取引ネットワークを発見・崩壊させるための諜報

を交換し，地域的な刑事司法能力を強化している．ア

ジア開発銀行が提唱し，主に資金を供与している中央

アジア地域経済協力プログラムは，輸送，貿易円滑

化，貿易政策，エネルギーにかかわる地域協力を促

進・円滑化するために，8 カ国と 6 つの国際機関が組

織したパートナーシップである．

どのような教訓が学べるか？
　世界中の地域協力機関に関する 2008 年の調査は，

中央アジアにも当てはまる次の 5 つの重要な教訓を

指摘している．

• 有効な地域協力の発展には時間と努力が必要であ

り，逓増的・漸進的で柔軟な目に見える成果を伴

う実施を必要とする．

• 国・機関・個人の各レベルで，持続的なリーダー

シップも必要とする．

• 地域機関の規模とメンバーは管理可能な範囲内に

とどめるべきである．

• 地域的な投資と協力を支援するためには金銭的な

資源と手段が必要である．

• 海外主体は可能な限り援助すべきである．

　このような発見に加えて，地域的なプログラム――

中央アジアの 2 つを含む――を 2007 年に分析した

世界銀行の独立評価グループは，以上のような原則と

整合的で成功しているプログラムについて，次のよ

うな 5 つの設計上の特徴を列挙している．すなわち，

地域協力に対する国としての強力な公約，国や地域の

能力に合致する目的，国や地域の機関の役割に関する

明確な定義と調整，説明責任のある統治取り決め，プ

ログラム成果の持続可能性に向けた計画．

　中央アジアはこのような基準をほとんど達成してい

ない．特に地域協力に対する国としての公約がほとん

ど，あるいはまったくない．それは各国の統合された

インフラの有効な機能を確保するのに必要とされる官

僚的・技術的な最低限の調整という範囲内にとどまっ
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たままである．それどころか，過去 2 年間に関係

は悪化している．特にソ連時代の 2 つの水力発電

プロジェクトを完成させる計画を巡って，一部の諸

国間では緊張関係がある．一部の諸国はそのうち１

つのプロジェクトについて，経済的・環境的・技術

的な実現可能性にかかわる外部からのファイナンス

された独立評価を受け入れることに合意している．

これは相互に受け入れ可能な二国間解決策に対する

関心を明らかに示したものである．

紛争から協力へ
　Matveeva (2007) という中央アジアの少なくとも

1 人の学者の分析は，経験によって確認されている

ようである．地域協力は理論的にいくら望ましくて

も外部から指図することはできない，というのが彼

の結論である．5 カ国が継承している紛争の調停は，

解決策にはならないかもしれないが，もっと幅広い

ベースの地域協力のためには大前提になる．また，

地域協力は自明の相互利害ないし懸念のある限定的

な定義の明確な地域内でこそ，進展する可能性が高

い．

　Linn and Pidufala (2008) というもう 1 組の学者

は，5 カ国の関係を主として――影響力，リーダー

シップ，市場，資源，をめぐる――競争や競合とみ

ており，さらに，これは国家建設に関連した一時的

な現象ではないかもしれないと警告している．この

見方によると，中央アジアの地域的な問題は近い将

来に解決される可能性は低く，対外主体にとっての

主要な優先課題は，それが悪化して真の紛争を引き

起こすリスクを削減することにある．

　中央アジアにおける――紛争を防止し，地域の安

定性を維持・強化するための――協調強化の必要性

は，特にこれまでのところ手に負えないことが判明

しているエネルギーと水，それに貿易と輸送におい

ては，これまでになく大きく，かつ緊急を要する可

能性が大きい．協調強化の展望は悪化しているかも

しれないが，それだけに外部主体による焦点の見直

しや努力の調整がいよいよ重要になっている．この

文脈で，中央アジア地域経済協力プログラムにおけ

る 2 カ国以上に利益をもたらすエネルギー・輸送

のインフラに対する各国固有の投資の調整にかかわ

る実際的な強調は，他のパートナーが従うべきモデ

ルになる可能性があろう．

　仮に協力がまさにより場当たり的で，共通の利害

ないし懸念のある定義の狭い分野――しかも 5 カ

国すべてを巻き込まない――になる可能性があれ

ば，精緻な地域計画や戦略よりも，柔軟な運営の枠

組みの方が，海外主体の行動を形作るのに適切な方

法である．海外主体は会議を開催し，調停し，問題

を解決することについて多くのことができるが，こ

れら諸国に互恵的な利害と政治意思がなければ，海

外主体の役割は限定されるだろう．

出所：Houdart and Pearce 2010; 脚注にあるその他の文献 69．





PART III

実際的な選択肢と勧告



　第 8 章では，組織犯罪や政治的暴力を防止し，その影響から回復するため

に，得られた国別の実際的な教訓と選択肢を取りまとめる．その聴衆は暴力

と格闘したり，その防止に躍起となったりしている各国の戦略的な意思決定

者である．すなわち，政府や市民社会にいる各国の改革者に加えて，現場に

いる国際的な代表者である．本報告書がずっと強調してきているように，市

民の安全と正義及び雇用のために信頼を醸成し制度を転換する努力は，それ

ぞれの移行の時期において，各国の現地の政治的な状況に適合していなけれ

ばならず，謙虚さも必要である．というのは，反復的な暴力のパターン変化

とどのように戦うかについての教訓は，常に現場において精緻化され拡充さ

れているからである．したがって，本章では各国の教訓から抽出される基本

的な原則と選択肢の道具箱を並べて，それがさまざまな状況にどのように適

合できるかを例示する．
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調理法のレシピではなく，原則と選択肢
　本報告書では，脆弱な状況下における暴力防止と回復に対するアプローチについて多種

多様な考え方を提示する．調理法を指図する「料理本」を目指すものではない．各国の歴

史や政治情勢は異なり，1 つのサイズですべてに当てはまる解決策などあり得ない．既述

の通り，脆弱な状況からの回復は短い線形のプロセスではない．各国は制度的な強靭性を

達成するまでには，少なくとも一世代を要する長期間にわたり，多種多様な移行プロセス

を経過している．高リスク環境下では信頼が低いため，変化の各ラウンドで利害関係者の

間で信頼と政治的支持を構築することが制度的な転換の序奏となる．このような複雑なダ

イナミックスと多種多様な変移を管理することが，政治的手腕の基礎であり，本章は第

4 章と第 5 章でみた各国の改革者や経験から得られた教訓に大きく依拠することになる．

政治的判断，各主体に関する詳しい知識，革新，各国の改革者だけができる戦術的計算の

賢明な調合に取って代わるものはない．

　第 1 節では，社会が暴力を阻止して，そこから回復し，制度的な強靭性を発展させる

ことができた，という多種多様な状況から出てきた基本原則に加えて，そのような原則を

国家戦略のなかで区別する枠組みを提示する．第 2 節では，信頼醸成のための実際的な

手段を要約し，それが各国のさまざまな状況にどう適合されているかという事例を示す．

第 3 節では，早期成果をもっと長期にわたる制度構築に連動させるというプログラム設

計からの洞察について，やはり共通の手段がどのように各国の状況に適合されているかを

例示しながら検討する．最後の第 4 節では，ごく簡単に，対外ストレスへの取り組みと

対外財源の動員にかかわる教訓を検討する．海外援助と地域的・世界的なストレスに関係

した挑戦の一部は，個別国家やドナーの現場代表者の解決能力を超えている．そこで，本

章は世界の政策動向を検討している第 9 章と合わせて読むべきである．

持続的な暴力防止と復興のための基本原則と各国固有の枠組み
基本的な原則
　本報告書の分析では次の点が強調されている．すなわち，開発一般にとって重要な制度

と統治は，脆弱な状況下では作用が異なる．包容性を通じた信頼の回復と，より広範な制

度改革を実施する前に，地方レベルにおいて早期の目に見える成果をあげることが重要で

ある．各国の改革者やそのパートナーが，暴力や脆弱性が最近増大しているなかで信頼を
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回復するために使ってきた主要な戦術は，「十分に

包容的な」連合の構築ということである．連合構築

の努力は，反復的な暴力連鎖のリスクを高める基本

的な弱さ――安全と正義及び雇用創出の不十分さ―

―に取り組むことができて初めて，成功を維持する

ことができる．信頼醸成と制度的な転換は時の流れ

にしたがって反復する．反復的な暴力や制度的能力

の弱さという深刻な挑戦に直面しているなかで，こ

の「好循環」を刺激して維持するためには，次の 4

つの重要な原則がある．

• 包容性は信頼回復にとって重要ではあるが，連

合は「すべてを包容する」必要はない．十分に

包容的な連合は 2 つの働きをする．広いレベ

ルでは，変化に向けて国民的な支持を構築する

が，それは支援が必要とされる当該の国際的な

利害関係者を呼び込むことによってである．地

方のレベルでは，それは優先課題を発見しプロ

グラムを実現するために，コミュニティの指導

者や構造と協働する．十分に包容的な連合はコ

ミュニティ指導者や企業や国会及び市民社会，

さらには地域の近隣諸国・ドナー・投資家との

協力を通じて，政治的な暴力と同じくらいに犯

罪的な暴力にもちょうど当てはまる．

• 市民の信頼を醸成して，より長期にわたる制度

的な転換に向けて弾みを付けるためには，何ら

かの早期成果が必要である．信頼が低い場合，

人々は改革に向けた壮大な計画が機能するとは

信じない．成功の潜在性を例示する何らかの早

期成果があれば，信頼を生み，集団的な行動の

展望に関して自信を回復し，より深い制度的な

転換に向けた弾みをつけることができる．制度

の転換には一世代を要するが，政治サイクルは

もっと短い．早期成果は政治的な至上命題に適

うとともに，制度構築という長期的なプロジェ

クトに向けてインセンティブを生み出すことが

できる．

• 市民に安全と正義及び雇用（および関連する

サービス）を提供する基本的な制度的機能を最

初に確立し，新しいイニシアティブが腐敗で信

頼性を失わないようにするのは道理に適ってい

る．このような分野における進展とそれらの間

の調整は，より広範な変化に向けた基盤にな

る．より大きな社会的なコンセンサスや能力の

蓄積を必要とする他の改革――政治改革，分権

化，より深い経済改革，弱者グループに対する

社会的態度の変化など――は，このような基盤

にかかわる改革がある程度進展してから，時間

をかけて体系的に取り組むのが最善である．

• 完璧主義を進展に対する敵に回してはいけない

――目先の挑戦課題に取り組むための実際的で

最適な選択肢を採用せよ．不安定な状況下では，

安全・正義・開発に対するアプローチで技術的

な完璧を達成するのは総じて不可能である．政

治的な現実のなかで目先の挑戦に取り組むため

には，時間をかけて改善することができるアプ

ローチで，実際的になる必要がある．時とし

て，このようなアプローチにはそれに関連して

次善の策の側面があるだろう．例えば，創出さ

れた雇用は高水準のスキルと賃金という長期的

な目標をただちに充足しないかもしれない．コ

ミュニティや伝統的な構造には女性や若者の代

表という点で欠陥があるかもしれない．腐敗防

止イニシアティブは重大な腐敗に焦点を絞って

いて，他の分野では金銭面での弱さを許容して

いるかもしれない．

各国固有の戦略を調整するための枠組み
　このような一般原則の範囲内で，各国は個別の状

況を評価して，独自の道を発見する必要がある．各

国の改革者は多種多様な暴力，多種多様な組み合わ

せの内外ストレス，多種多様な制度的挑戦，違いを

もたらすために巻き込む必要のある多種多様な利害

関係者，多種多様な移行機会に直面するだろう．本

報告書では全体を通して，単純な評価によって各国

の状況に関して最も重要な相違の一部をカバーして

いる（表 8.1）．調整した戦略の適用に当たって考

慮すべき 5 つの要因がある．それぞれは当然なが

ら政治的判断によって加減する必要がある．

　第 1 は，変化に向けた移行の動因と機会である．

政治・経済・治安にかかわる要因のために，変化や

過去との決定的な決別に向けて，より大きな余地を

提供する状況もなかにはある．和平合意，リーダー

シップの継承・選挙による後継，危機などは，変化

に向けた機会に拍車をかける．他の状況が提供する

変化に向けた余地はもっと限定的である．議論に拍
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車をかけるような問題が累増しているという感覚，

政府外のグループによる改革を求める圧力，新しい

政府の改革案などがそれである．唱導される戦略の

種類はこのような空隙を考慮に入れる必要がある．

これは転換にかかわる長期的なビジョンを打ち出す

時だろうか，それとも漸進的な歩みを重ねる時だろ

うか？

　第 2 は，ストレスの種類である．民族・宗教・

社会・地理の面からみたグループ間の国内におけ

る分裂が，暴力のための動員における重大な要因

となっている状況下では，戦略には政治的・経済

的・社会的な包容性に取り組む部分が必要である．

麻薬違法取引ネットワークや世界的な経済ショッ

クからの影響など外部からのストレスは，明らか

に地域的・世界的なパートナーとの協働を必要と

している．

　第 3 は暴力的な脅威の種類である．政治・コミュ

ニティ・犯罪にかかわる暴力に取り組むアプローチ

で成功しているものをみると，制度面で暴力の反復

的連鎖を許容しているという基本的な欠陥があると

いう共通の特徴があり，市民に安全と正義及び雇用

を提供する制度を発展させるということが共通の優

先課題になっている．しかし，多種多様な暴力の構

成が変われば話が変わってくる．警察や民事司法制

度における正式な捜査や起訴の能力の方が，例え

ば，組織犯罪にかかわる暴力の場合には内戦やコ

ミュニティ紛争の場合よりも重要である．ただし，

両方において重要であることは間違いない．イデオ

ロギーが動機となっている暴力の場合には，安全と

正義及び社会的包容性をもっと強調することが必要

かもしれない．というのは，この形の暴力は雇用や

経済にかかわる配慮が動機になっている度合いが低

いように思われるからである．

　第 4 は，制度面の挑戦課題の種類である．かな

り強固な能力を有してはいるが包容性が弱い国家の

場合，改革措置は弱者グループを意思決定に引き入

れて，彼らが国家の成長，サービス提供，福祉改善

で利益が享受できるようにする必要がある．説明責

任の欠如が緊張の原因である場合，戦略は市民に対

する感応度に焦点を当てて，乱用を取り締まる必要

がある．能力と説明責任の両方が弱い場合，早期の

改革に向けた努力の実現・モニタリングについて，

国家対コミュニティ，国家対市民社会，国家対民間

部門，国家対海外といったメカニズムの活用の強化

が道理に適うだろう．

　第 5 は，利害関係者の顔ぶれである．国・地方

の政治的・経済的リーダーと現在及び以前の戦闘員

――最貧層には属していないが――は，治安と早期

成果を達成するには決定的に重要な利害関係者であ

ろう．また，彼ら自身が当初の改革を支持するため

には，それに伴う利益を目にする必要があるかもし

れない．近隣諸国，国際的ドナー，投資家が改革の

成功に影響を与える場合，それらを早期成果にかか

わる戦略や実現にかかわる議論に参加させる必要が

ある．

　各国の状況のより深い分析のためには，各国の

リーダーや国際的パートナーにはリスクを評価し，

優先課題を決定し，行動計画を策定するための手段

が必要となる．各国の政府は，南アフリカが 1993

年と 94 年に復興・開発プログラムの策定について

したそうしたように，あるいはコロンビアが 2000

年代初めに暴力に取り組むそれまでの努力の長所と

短所をレビューした際にそうしたように，みずから

の担当省庁や政党から専門知識を引き出すことがで

きる 1．

　海外主体が重要な役割を演じる場合，各国リー

ダーは地域機関，国連，国際金融機関，あるいは二

国間パートナーの支援を受けて，国内外共同の評価

暴力の種類：市民，犯罪，国境をまたぐ，地域的，イデオロギー的

移行の機会：機会は漸進的かつ限定的，または変化に向けてた
だちに，あるいは重大な余地を提示．

重要な利害関係者：利害関係者のバランスには，国内対海外の
利害関係者，国家対非国家の利害関係者，低所得対中所得の利
害関係者が含まれる．

重要なストレス：状況は次の点で構成が多種多様：国内対海外
のストレス；民族的・社会的・地域的・宗教的なアイデンティ
ティ・グループ相互の高水準対低水準の分裂．

制度的な挑戦：国家・非国家の制度における能力・説明責任・
包容性にかかわる制約の程度と構成

表 8.1　状況固有の挑戦と機会
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に着手することができる．リビアでは 2003 年の包

括和平合意を受けて，パキスタンでは 2009-2010

年の危機後のニーズ評価でそれがみられた．この

ような目的のためには , 世界銀行，国連，ヨーロッ

パ委員会が開発した紛争後 / 危機後のニーズ評価な

ど，多くの良い国際的評価手段が存在している．よ

り公式的な国内外共同のプロセスには国際的パート

ナーから，金銭的な援助の可能性に加えて，支持を

生み出す利点がある．ただし，彼らは注意深い管理

を要する目先の金融支援に関しては高い期待を設定

する可能性があろう．

　評価や立案のプロセスに関する 1 つの重要な教

訓は，それはしばしば時間のかかる作業であり，

後に新たな挑戦に適合するのが困難だということ

である．暴力の脅威の反復的な性格や，それに取

り組むために各国が通過する多種多様な変移の連

続に関する本報告書の分析を認識すれば，もっと

軽くもっと規則的なリスクや機会の評価が道理に

適っている．評価は以下の措置によっても強化す

ることができる．

• 移行機会のスペクトル，ストレス，制度的な挑

戦，利害関係者などに関して，社会がどこに

立っているかを検討する．

• 過去の努力の歴史やかつての暴力事件の後遺症

を明示的に検討する．

• 利害関係者の信頼醸成に必要な早期成果と長期

的な制度転換に向かう道の両方を発見する．

• 国連及び世銀と EU が共同した危機後のニーズ

評価で勧告された変更にみるように，戦略は単

純にし，特定された優先課題の数と予定表に関

しては現実的になる

• 政治・治安・開発の主体が各国と国際的な両方

のレベルで，評価と戦略策定に関して共同して

主体性をもつことを確保する．例えば，評価や

プランをわずか 1 つの省庁がリードしている

場合，他の省庁は実施に抵抗する可能性があろ

う．同じく，戦略が一定レインジの外交・治

安・開発にかかわる援助を海外パートナーから

引き出すためには，その準備について全員が相

談に関与する必要がある．

信頼醸成に対する実際的なアプローチ
基本的な手段
　危機や移行機会の増大に直面した各国の改革者や

国際的なパートナーには，広範な国の経験からの教

訓に基づいて，信頼醸成や「十分に包容的な」連合

開発のために多種多様な手段が利用可能である（表

8.2）．連合形成においてしばしば支援が求められる

重要な利害関係者グループ（各国の状況に応じて組

み合わせはそれぞれである）には，リーダーと暴

力の影響を受けたりその標的にされたりしている

人々，治安にかかわる主体（政府系と非政府系，戦

闘員と非戦闘員のそれぞれ両方），影響力をもつ政

治リーダー（与党と野党の両方），企業，市民社会

（改革の実施にはその支持が必要かもしれない），近

隣諸国や国際的パートナーなどが含まれる．女性

リーダーや女性グループを含めた場合については，

変化に向けて継続的な圧力を生み出すという点で良

い実績が残っている．

　国と地方のレベルで支持を構築するためには，過

去との決別を例証する政治・政策の面での合
シグナル

図が重

要である．利害関係者グループの間で政治的支持を

結集するのに役立つシグナルは，単なる意図の表明

にとどまらず，即座の行動に基づく場合には特に有

効である．

　即座の行動を通じたシグナルは，利害関係者グ

ループから信頼を得られる確かな政府指名を含む

ことができる．治安部隊の再配備は文民保護の強

化を合図することによって，信頼を回復すること

ができる．コロンビアが 2002-2003 年に文民の

道路通行を保護するために予備軍隊を再派遣した

のがその例である 2．コミュニティと虐待ないし

不信の歴史を有する部隊を除去することによって

も同じような効果が達成できる．場合によっては，

差別的ないし虐待的と思われる合法的な体制――

アパルトヘイト法制，集団的懲罰，特定のアイデ

ンティティ・グループからの採用に関する政府規

制など――の早急な撤廃が，信頼回復に役立つこ

ともある．予算や支出における透明性は統治改善

にとって重要な合図になり得る．東ティモールで

2006-2007 年に暴力と不安定性が再発した後，国

会に上程された予算の審議と報告制度の場合がそ

うであった 3．ほとんどの成功しているシグナル

は，治安・政治・経済の内容の混合を要求してお
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り，例えば，信頼できる財源配分と透明性の措置

が政治・治安のプランを下支えしている．

　過去との決別のシグナルを送る際の選択肢の一部

は，即座の行動ではなく将来の行動の表明にならざ

るを得ないだろう．例えば，政治・治安部門改革，

分権化，移行期の司法にかかわるアプローチや予定

表に関する明確なシグナルは，しばしば信頼醸成の

一環であった．しかし，第 3 章で説明した包括的

な改革を完遂するには，一世代にわたる予定表を描

く訓練が必要であった．

　政治改革に関するシグナルには選挙に向けた迅速

な行動や一連の準備措置の提示が含まれるかもしれ

ない．南アフリカでは暫定行政機構や憲法改革のプ

ロセスがそれであり，それが和平合意を通じた政治

プロセスの時期に市民教育と治安維持のための国や

地方の措置によって下支えされた．選挙が速やかに

実施される場合，それは目的ではなく，制度の転換

と民主的な慣行に向けた措置にすぎない（第 5 章

のボックス 5.11 でラクダール・ブラヒミとニティ

ン・デサイが説明しているように）ことを指摘して

おくことが重要である．地方の準備プロセス――暴

力の影響を受けたコミュニティにおける優先課題の

特定とプログラムの実現に関しては彼らを関与させ

るという公約など――に対しては特別な注意を払う

価値がある 4．

　信頼が低い環境下で利害関係者の支持を喚起する

ためには，計画は実行されるということを重要な政

治的・経済的な利害関係者や市民に納得させる特別

な公約メカニズムが有益であることが判明してい

る．これには，アチェにおけるインドネシアの復興

庁のように，プログラム実施のための特別な独立機

関の創設や 5，独立的な第三者による公約のモニタ

リングが含まれる．第三者は――独立機関や地方の

市民社会によるモニタリングのように――国内的な

ものでもいいし，あるいは内外共同による協調的な

ものでもいい．後者の例としては，リベリアの統治

及び経済管理行動計画や 6，グアテマラの免責防止

委員会 7 が指摘できる．それは単純に国際的なもの

でもよく，暫定的な期間にわたりモニタリングない

し直接的な執行機能を提供する．その例としては，

国連ないし地域的な平和維持使節団による選挙のモ

ニタリングや，アチェ和平合意の実施を支援した

ASEAN-EU アチェ監視団があげられる 8．

　信頼醸成や協調の実を上げるために支持が求めら

れる利害関係者の説得に役立つ支援措置がいくつか

ある．場合によっては，国家的な対話のなかで，暴

力がエスカレートする懸念や挑戦の大きさを認める

のに大きな躊躇があろう．危機がエスカレートする

リスクが国のリーダー全員によって十分に認識され

ていない場合，不作為の結果に関する正確で，いか

んともしがたいメッセージを提供すれば，進展に向

けた弾みに拍車をかけるのに役立つだろう 9．例え

ば，暴力のコストや治安回復の利益に関する技術的

な分析を作成することができよう．アフガニスタン

の平和がもたらす地域的な利益や数カ国における犯

罪が企業にもたらすコストについては，そういう試

みがあった 10．経済的・社会的な分析は暴力の増

加や制度の不備が原因で，国や地方が開発の進展と

いう点でなぜ近隣諸国におくれを取っているのか

や，脅威の増大に取り組まなかった諸国がなぜ深刻

で永続的な開発結果に直面しているのかを示すこと

もできる．

　本報告書の分析は世界の経験から，利害関係者に

行動の緊急性を説得する努力を下支えするのに，以

下のような明確なメッセージも提供している．

シグナル：将来の政策と優先課題 シグナル：即時の行動 公約メカニズム 支持的な行動

・ 市民の安全という目標
・ 政 治 改 革， 分 権 化， 腐 敗，

基本的な司法サービス，過
渡期の司法に取り組む基本
的な原則や現実的な予定表

・ 国家・コミュニティ・NGO・
国際的な能力を活用する

・ 参加型プロセス
・ 地方での安全・司法・開発

にかかわる成果
・ 信頼できる政府の指名
・ 支出の透明性
・ 治安部隊の再配備
・ 差別的政策の廃止

・ 重要な執行機関の独立性
・ 独立的な第三者によるモニ

タリング
・ 二重鍵システム
・ 機能の国際的な執行

・ リスク・優先課題の評価
・ 不作為のコストにかかわる

コミュニケーション
・ 2 つ 3 つの早期成果に関する

単純な計画と進展指標
・ 戦略的なコミュニケーショ

ン

表 8.2　信頼回復のためのコアな手段

出所：WDR チーム．
注：NGO ＝非政府組織．
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• 暴力の反復的な連鎖が溢れている，あるいは市

民が国家から遊離しているからといって，そう

いった地区を無視できる国や地域は存在しな

い．

• 失業・腐敗・疎外は暴力のリスクを高める．一

方，国家の繁栄についてすべての人々に持ち分

を付与する正当な制度や統治は，多種多様な暴

力から保護してくれる免疫システムとなる．

• 正義と雇用に下支えされた市民の治安は一番の

目標である．

• リーダーは暴力がエスカレートする，あるいは

再発する前に，機会をつかまえる必要がある．

　変化や将来に関する前向きなビジョンの必要性に

かかわる戦略的なコミュニケーションが決定的に重

要である．新しいイニシアティブが存在することを

知らなければ，その意図・内容が報道の過程で歪曲

されていれば，だれかにそれを支持するよう説得す

ることは不可能である．戦略的なコミュニケーショ

ンに関して共通する教訓には以下のものが含まれ

る．多種多様な政府の部局が変化や具体的なプラン

にかかわるビジョンに関して，整合性のあるコミュ

ニケーションをすることを確保する，市民社会や国

際的パートナーから支援のメッセージを喚起する，

懸念を和らげる一方で守れない約束は回避するよう

コミュニケーションを指揮するなど．伝統的な協議

メカニズムや新しい技術も，広範な市民の意見を議

論のなかに動員する可能性を提供している．例え

ば，西アフリカでは伝統的なコミュニティ会議が利

用された 11，あるいはコロンビアでは若い活動家

が社会的ネットワーク手段を使って，一般大衆の支

持を動員し FARC の暴力的な行動に反対した 12．

　それは早期成果だけでなく，長期的な制度構築に

向かうアプローチを，予定表や財源の入手可能性に

かかわる現実感をもって，早くから特定する明確な

計画や予算を作成するのに役立つ．国別経験からの

重要な教訓は，すべての分野で早期成果を達成する

必要はないということである．信頼醸成の各時期に

早期成果が 2 つ 3 つあれば十分である．このよう

な成果の追求がひとたび適切な資金手当てにより達

成されれば，他の利用可能な能力（リーダーシッ

プ，しかも管理・技術・金融にかかわるもの）は制

度的な転換を目標にすることができよう．もちろ

ん，成果は規則的な間隔で反復され，長期的な制度

構築を阻害ではなく支援しなければならない 13．

　早期成果は政治と正義と安全及び開発にかかわる

進展という形を取ることができ，しばしば 3 つす

べての組み合わせで成功したものが含まれる．南ア

フリカでは，暫定期間における政治と治安及び経済

の意思決定について広範な参加を確保した暫定メカ

ニズムが重要な役割を果たした．コソボでは，高速

道路の安全が貿易，したがって雇用の増加を支援す

るのに決定的に重要な早期成果であった 14．リベ

リアでは，治安・電気・腐敗防止措置の基本的な

改善が，信頼回復にとって極めて重要であった 15．

アフガニスタンと 16，また，コンゴ民主共和国で

は 17，治安と開発を連動させた努力を通じる輸出

入にとって重要な輸送ルートの再開は，首都におけ

る供給を増やし，生産者価格を低下させた．チリと

アルゼンチンでは，責任あるマクロ経済管理，社会

的保護，暫定的な司法措置の開始が，軍事支配から

の移行に引き続き信頼を回復する助けになった．

　早期成果の選択とその実現方法は，後の制度構築

に向けてインセンティブを決定するため重要であ

る．例えば，仮にサービスや公共事業が国家のトッ

プ・ダウン方式のプログラムを通じてのみ，社会的

保護が国際的人道援助を通じてのみ提供されるもの

であれば，コミュニティには暴力防止について責任

を取るインセンティブがほとんどない．国家機関の

側にも脆弱な市民すべてを保護することに責任を負

うというインセンティブはない．市民社会・コミュ

ニティ・宗教系組織・民間部門などとのパートナー

シップを利用して，早期成果を実現すれば次の 2

つの利益がある．すなわち，国家が利用できる能力

の幅が拡大する，危機防止・復興に関してより広範

な利害関係者や市民が関与しているという感覚を生

む．このような理由から，短期的な信頼醸成に向け

た努力と制度を転換する長期的な努力は連動してい

る必要がある．

各国の状況に合わせて信頼醸成手段を区別する
　移行機会，ストレス，利害関係者，制度的挑戦の

組み合わせが多種多様であるため，信頼醸成アプ

ローチの種類の選択も異なってくる．政治力に争い

があり，反対グループに進展を脱線させる潜在力が

ある場合，政党間で協調能力を発展させることが決
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定的に重要である．政治的なリーダーシップを巡る

競争がない場合，与党とその支持が必要とされる重

要な利害関係者（地方的リーダー，市民社会，軍

部，企業など）の間で連合を形成することにもっと

焦点を当てたアプローチは，変化の弾みを付けるべ

く十分に包容的になることがある．海外パートナー

――投資家，ドナー，外交パートナー，近隣諸国な

ど――の関与が追加的な支援を提供できる，あるい

は外部からのストレスの管理においても役に立つこ

とができる場合，その信頼を醸成するシグナルがよ

り一層重要になる（ボックス 8.1 は初期の信頼醸成

と十分に包容的な連合の建設について，コロンビア

と南アフリカの経験を比較したものである）．

　信頼を醸成するのに包容性の戦略を使うことに関

して，各国ごとの状況において決定すべき 2 つの

トレードオフがある．それは過去の侵害者にかかわ

る包容性か正義かということと，包容性か効率性か

ということである．グループの包容性と正義に関し

て各国の経験は次のことを示唆している．すなわ

ち，そのグループが政治対話から排除されているの

は正当である．というのは，同グループは過去の侵

害ゆえに参加する権利を犠牲にした，という考え方

が人々の間にあるからである．コロンビアで FARC

が政治対話から排除されたのがその適例である．し

かし，排除が現地で強い支持を得ているグループの

関与に対する国際的な反対によって牽引されている

場合，排除は危険性を生む可能性がある．移行期の

司法プロセスは新しい方向性に関する対話の一環に

なり得るし，そうあるべきであることが多い．しか

し，包容性の戦略は時とともに変わり得る．という

のは，シオラレオネの革命統一戦線（RUF）の場合

のように，虐待的なグループを一貫して排除するこ

とが可能になるからである 18．

　包容性と効率性のトレードオフに関して，重要な

問題はどこで線を引くかということである．コアな

連合からあるグループや地域を排除すると，怒りを

誘発したり，将来的に異議申し立てや暴力に向けた

うっ積圧力を醸成したりするリスクがある．しか

し，全てを包容すると，協調的な意思決定能力を無

理にあまりに遠くまで引き延ばす，というリスクを

犯すことになる．このような緊張は政治的リーダー

が権力の座についての指名を拡張する場合に，具体

的な形を取るのが普通である．すなわち，新しい上

級ポストを設置したり，意思決定への参加を拡大し

たりするということである．しかも，このような措

置が成果の実現を遅らせる可能性があるということ

がわかっている場合には，特にそういえる．国の政

策に関しては，政党や政府は意思決定には階層制が

あることをはっきり認識している．テーブルについ

ている多くの人々は意見を述べ，戦略を実施する行

動には関与するが，1 つの機関として最終決定を下

している．現地参加型の意思決定については，コ

ミュニティの関与という単なる事実がしばしば前向

きなシグナルとみられので，現地の支持を獲得する

のに必要な時間をかけるだけの価値がある．

早期の成果を制度の転換に連動させるプログ
ラム・アプローチ
基本的な手段
　プログラムの設計方法は各国の状況によって違っ

ていなければならないが，経験が示唆するところに

よると，全国的ないし地域的に大規模に実施される

基本的なプログラム手段についてのコアになるセッ

トは，多種多様な各国の状態――所得の多寡や，暴

力について犯罪関連と政治関連の構成が違うにもか

かわらず――に適合させることができる（表 8.3）．

このようなプログラムは反復的な成功というリズム

を作り出し，信頼醸成のための規則的な早期成果を

長期的な制度的転換に連動させる，という考え方に

基づいている．それは市民の安全と正義及び雇用と

いった優先分野に関する各国の教訓を反映して，意

図的に数を少なく抑えてある．このような基本的な

プログラム手段は組み合わせて実施されるように設

計されている．治安に関する措置だけでは，現場に

おいて長期的な成果という点で芳しい実績をあげて

いない．経済プログラムもそれだけでは暴力の問題

に取り組むのに十分ではない．プログラム設計に関

する以下の 5 つの共通する洞察があれば，速やか

な信頼醸成を長期的な制度転換に連動させることが

できる．

洞察 1：開発の改善を実現するだけでなく，国家 -

社会の関係をボトム・アップ方式で構築するために

は，多部門にわたるコミュニティのエンパワメント・

プログラムが重要である．国家を通じたトップ・ダ
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ボックス8.1　南アフリカ（1990-94年）とコロンビア（2002年以降）における信頼醸成

　南アフリカでは，1994 年の選挙に至る準備期間におけ
る十分に包容的な連合の形成というのは，自国の将来に関
する議論にすべての政党と市民社会を参加させるという
ことを意味した．ただし，ANC 連合や統一民主戦線の他
のメンバーとの間における意思決定については，ANC は
自分がリードしていた階層制を維持した．コロンビアで
は，新しい政府の民主的治安政策を実施するための十分に
包容的な連合は，すべての当事者を含むものではなかっ
た．FARC の叛徒はコロンビア政府によって政治的な組織
としては認められていなかったため自動的に排除された．
与党はその代わりに，暴力の影響を受けた地域のコミュニ
ティ・リーダーに加えて，軍部，ほとんどの企業団体，一
部の市民社会グループ（治安に関する措置を要求する大衆
の抗議運動をリードするのにも与って力があった）からの
支持を喚起した．企業グループは新しい政府の富裕税支持

という点で重要であった．民主的治安政策にとって重要な
財源を提供することになっていたからである．
　両国ではともに，主役が過去との決別を証明するシグナ
ルを発信した．南アフリカでは，これには次のようなこと
が含まれた．他の政党や利害に対して包容的なアプローチ
を採用するという ANC 内での動き，集団の権利に関する
対話から個人の権利に関する対話へのシフトという国民党
の動き，ANC による武装闘争の一方的な停止，国民党に
よるネルソン・マンデラを釈放し，ANC・共産党・汎アフ
リカ主義会議（PAC）・アザニア人民機構（AZAPO）を合
法化する決定などの即時措置，中小政党に権力の機会・白
人公務員に雇用保証・幅広く人々に無償の母子保健ケアを
提供するために地方政府を創設するなど，将来の政策に関
する発表など．

暴力の種類：両国とも積年の内戦と高水準の犯罪的暴力に直面していた．

移行の機会：南アフリカは 1994 年の選挙とアパルトヘイトの
終焉に至る前段階でより根本的な移行に直面した．コロンビア
は 2002 年の選挙以前には，和平交渉の失敗と暴力の増大を反
映して危機の増大に直面したが，当初は重大な制度変化の余裕
がなかった．

重要な利害関係者：南アフリカでは，支配的な 2 人の主役とい
える国民党（NP）とアフリカ民族会議（ANC）にとって重要な
利害関係者は，みずからの党員と関連支持層，インカタを初め
とする中小政党，治安部隊，国内外の企業，近隣諸国であった．
コロンビアでは，大統領選挙の前と最中に新しい方向性を設定
した重要な利害関係者は，与党，企業，軍部，一部の市民社会
グループであった．

重要なストレス：南アフリカのストレスは主として対内的なも
のであった．黒人と白人の間の膨大な不平等；民族間の緊張；
高失業．コロンビアは対内的に高水準の社会的不平等と，対外
的には組織犯罪網からのストレスにも直面していた．

制度的な挑戦：両国とも能力は比較的高かったが，社会的一体
感が低いことに加えて，国家制度における説明責任が低かった．

南アフリカ

　コロンビアでは，治安に関するアプローチを説明するの
に「民主的」という言葉を使ったのは，過去にはコロンビ
アを初めとするラテンアメリカ諸国では一般的であった人
権侵害を，将来の政策が含まないことを示すためであっ
た．市民の道路通行を保護するために軍隊の再配備や軍事
予算の増加を実施したのは，企業・軍部・一般大衆の支持
を喚起することを意図したからであった．しかし，南アフ
リカでは，社会的・制度的な転換を復興開発プログラムの
なかで公約したという点で，将来の政策にかかわる発表は
コロンビアよりもずっと深いものになった．これは ANC
連合の結成という政治的な背景に加えて，移行時点で変化
に向けた大きな意欲を反映したものである．両国では，こ

のような当初のシグナルが長期にわたって維持されている
度合はいまだに議論の種になっているが，支援を動員する
に当たって重要であったことは間違いない．
　各国のリーダーは政策発表が逆転されることはないとい
う保証を提供するために，それぞれ違った種類の公約メカ
ニズムを使った．南アフリカでは，より包容的な連合形成
を反映して，暫定的な意思決定，憲法・法律の改正，選挙
のモニタリングという一般的なメカニズム，コロンビアで
は，新しい調整の枠組みである大統領直属の統合措置調整
センター（CCAI）の創設など，軍部と文民機関の調整を
確保するためのより狭いメカニズムが使われた．

コロンビア

出所：南アフリカ―WDR チームによる南アフリカにおける ANC Alliance と National Party の重要な元交渉者との協議 , 2010; Eades 1999; Piron and Curran 2005; Roque 他 
2010．コロンビア―Arboleda 2010; Guerrero 1999; Centro de Coordinación de Acción Integral 2010; WDR チームによるコロンビアにおける政府高官，市民社会代表者，治安要
員との協議 , 2010; WDR チームによるアルバロ・ウリベ元大統領との面談 , 2010．
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ウン方式による計画策定は技術的な能力の構築には

役立つだろうが，国家制度や国家と社会関係に対す

る信頼を醸成し強化するというプロセスにはなじま

ない可能性がある．一方，ボトム・アップ方式のプ

ログラム設計はコミュニティ構造と協働して，暴力

防止のための優先課題を発見して実現する．最も明

確なシグナルはアフガニスタンの国家連帯プログラ

ムにおけるように，コミュニティ構造にみずから

の資金を預けて，現地の活動を指定し実施させる

ことである．第 2 のモデルでコミュニティ一括交

付金と組み合わせることができるのは，国家機関と

NGO が協働して活動に関してコミュニティ協議会

と協議することである．その実例はラテンアメリカ

における多部門暴力防止プログラムであり，それは

コミュニティの取り締まりに地方の司法・紛争解決

サービスへのアクセスを組み合わせて，物理的に安

全な環境（公共の取引スペースや交通など），雇用

と職業訓練，市民教育，社会的・文化的な活動を生

み出すものである．コミュニティのメンバーである

ことを「認める」活動は，出生や死亡の届出のよう

な単純なプログラムを通じてこの重要な一環になり

得る．

洞察 2：基本的な治安と司法を改革するプログラム

を優先するのは，各国が暴力に対する強靭性を発展

させるために使うコアな手段の一部になっている．

コミュニティ・ベースのプログラムは重要である

が，それ自身は幅広い制度変化を実現することはで

きない．治安及び司法改革からの教訓によると，以

下のように，信頼とパフォーマンスを構築する基本

的な機能に集中すべきである。

• 決定的に重要な早期措置には次のようなことが

含まれ得る．治安部隊に関しては能力増強と並

んで文民統制の強化，法廷における刑事事件処

理，取り締まりに当たっては十分な基本的な捜

査・逮捕の手続き，治安と刑事司法機能全体に

わたって隠れた，ないし犯罪的なネットワーク

市民の安全 司法 雇用・同関連サービス

根本的な改革と「最適な」アプローチ

安全部門の改革：
・ 市民に安全の利益を実現すべく設計
・ 現実的なパフォーマンス実績や司法機能

の反復に連動した能力の増加
・ 市民の監視，審査，予算支出の透明性を

通じた犯罪ネットワークの解体
・ 農村部・コミュニティの取り締まり向け

に低資本システムの利用

司法部門の改革：
・ 独立性と安全改革との連動
・ 基本的な事案処理の強化
・ 伝統的 / コミュニティ・メカニズムを援

用した司法サービスの拡張

腐敗防止措置の段階的導入：
・ レント・システムを解体する前に公益の

ためなら国家資源が使えることを証明
・ レント占有のコントロール
・ 社会的責任メカニズムの活用

多部門にわたるコミュニティのエンパワメ
ント・プログラム：市民の安全，雇用，司
法，教育，インフラを組み合わせる

雇用プログラム：
・ 民間部門雇用創出のために規制の簡素化

とインフラ修復
・ 長期的な公的プログラム
・ 資産拡大
・ 価値連鎖プログラム
・ 非公式部門支援
・ 労働移住
・ 女性の経済的エンパワメント

人道的提供と社会的保護：国際的な提供
からの計画的な移行

マクロ経済政策：消費者物価の変動性と雇
用に焦点を当てる

漸進的で体系的なプログラム

・ 特殊な安全機能にかかわる段階的な能力
と説明責任

・ 政治・選挙の改革
・ 分権化
・ 移行期における正義
・ 包括的腐敗防止改革

・ 民営化など構造的な経済改革
・ 教育・保健改革
・ 弱者グループの包容

表 8.3　制度を転換するためのコアな手段

出所：WDR チーム．
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を排除するために予算と支出の透明性に関する

精査など．予算と支出の分析やこのような分野

における公的財政プロセスの強化は，早期改革

の一環になる．状況によっては，治安分野にお

ける特大の賃金要求額を許容することが（南ア

フリカの早期改革の場合のように），かつての

治安部隊の要員を文民生活に再び融合させる機

会が出現してくるまでは必要である．洞察を提

供することができる各国の経験には，アルゼン

チン，ボスニア・ヘルツェゴビナ，チリ，エル

サルバドル，インドネシア，モザンビーク，ニ

カラグア，シエラレオネなどが含まれる．

• 治安と司法の改革を連動することは重要であ

る．各国の経験で最も一般的な弱点の 1 つは，

司法制度を改革するという補完的な措置なし

で，治安の全システムを改革する措置を強化し

ていることである．これはいくつか問題を引き

起こす．第 1 に，治安部隊による逮捕が増加

しても法廷における処理が進展しないと，法の

正当な手続きによらない拘留の長期化に対して

不満をもつか，あるいは 1990 年代から 2000

年代おけるハイチの比較的成功した警察改革の

ように，犯罪者をコミュニティに釈放する結果

につながってしまう 19．第 2 に，不安定な地

域で民事司法制度が存在していない場合には，

軍部と警察がみずからの使命と能力を超えて司

法や更生の機能を果たすことになり，おそらく

乱用につながるだろう．

• 治安と司法改革は表面的な改革を超越して地方

コミュニティにまで届くべきである．整備され

ていない地域にまで正式な司法制度へのアクセ

スを拡張するのは，移動式法廷の場合と同じく

有益である．しかし，地方の紛争解決に対処す

る正式な司法制度の能力は限定的なことがしば

しばである．公式制度と非公式制度の混交がこ

の分裂の橋渡しに役立つが，その実例には以下

のものがある．東ティモールでは伝統的な司法

措置を公式制度に組み込み 20，コミュニティ

の法律事務職員（paralegal）を活用すしてい

る．また，ニカラグアやシエラレオネでは貧困

層の司法アクセスを支援するのに NGO の能力

を活用している 21．

洞察 3：雇用創出の基本に立ち返ることで，若者に

生産的な役割と職業を提供することによって物質的

利益を凌駕する．雇用の創出や繁栄に対する経済的

な持ち分の拡大に関して，何が機能するかについて

はいまだに議論がある．それは脆弱な地域だけでな

く，世界的な金融危機を受けて世界全体の問題と

なっている．雇用を創出できる――不安定性が貿易

や投資の制約になっている環境下ではもっと少なく

なる――正確な一連の政策に関してはコンセンサス

がないため，プログラム設計はうまく機能した実際

的な介入策に関してわかっていることから行う必要

がある．第 5 章で述べた経験から抽出したここで

の教訓には以下が含まれる．

• 暴力防止における雇用の役割は，インドやイン

ドネシアにおけるように，雇用プログラムの賢

明な公的ファイナンスを主張している．これら

が長期的な雇用創出と整合的で，社会的連帯を

強化するのを確保するために，雇用プログラム

はコミュニティ制度を通じて提供し，賃金は民

間部門の活動やプログラムを歪曲しないように

設定し，設計は行政能力に合致するよう簡素に

維持し，プログラムを職業や生活スキルの訓練

で補完するのは道理に適っている 22．

• 民間部門の活動に対するインフラの制約を緩和

することも，早期成果と長期にわたる労働集約

的な成長にとっては重要である．貿易と道路や

港湾などの交通インフラは民間部門活動にとっ

て決定的に重要であるが，暴力的な地域の企業

に対する世界銀行の調査で企業が指摘している

第一番の制約は電気である 23．電気の能力を

復旧するアプローチには，内戦後のレバノンや

リベリアの経験でみるように，たとえ早い時期

においては技術的に最適以下であっても，迅速

なプログラムが含まれるかもしれない 24．

• ボスニア・ヘルツェゴビアの企業活動に対する

官僚的な制約の撤廃におけるように，規制の簡

素化によって企業の信頼を獲得することができ

る 25．企業規制については複雑性の追加では

なく簡素化が，速やかな成果を証明し，制度的

な能力制約に適合化するのに決定的に重要であ

る．

• 労働集約的な部門の価値連鎖への投資は――生
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産者・貿易業者・消費者を一まとめにすること

によって――，ルワンダのコーヒーに対する

投資やコソボの酪農に対する投資のように 26，

雇用創出を支援し，暴力の影響を受けている地

域的・社会的・民族的にさまざまなグループ間

の結び付きに取り組むことができる．

• 農業と非公式部門の雇用は公式部門との比較で

は次善の策とみなされることがしばしばであ

る．しかし，それこそ大規模な雇用創出につい

て，唯一より現実的な展望を提示していること

がしばしばである．支援策には以下のものが含

まれる．ファイナンスや訓練に対するアクセ

ス，思いやりのある規制，基本的な市場・交通

インフラなどへの支援である．

• 資産拡大プログラムは，韓国や日本の土地改革

やシンガポールの住宅プログラムなど 27，一

部の暴力から脱却する移行事例では有益で成功

を収めた．しかし，再分配に成功するために

は，相当な公的財源，民間ファイナンスへのア

クセス，制度的な能力に加えて，政治的資本が

必要である（韓国や日本では土地所有階級の力

は相当弱体化していた）．東ティモールの退去

者に対する移転支出のように，暴力の犠牲者に

対する移転支払いを提供するもっと小規模なプ

ログラムは，資産拡大にかかわるより簡素なモ

デルを示している 28．

• 労働移住合意も状況によっては最適な政策の例

を示すことになる．すべての諸国は自国で雇用

を創出するのを好むだろうが，大量の若年失業

が存在するところでは，労働者に情報を提供し

保護する管理された移住合意は優れた「最適

な」代替策になる 29．

洞察 4：安全と正義及び経済エンパワメントのプロ

グラムに女性を関与させると，成果をあげて，長期

的な制度変革を支援することができる．改革に女性

を参加させるタイミングは現地の情勢によって異な

るであろうが，さまざまな地域や暴力の種類につい

ての経験が示すところによれば，一般に女性の関与

を加速化した方が大きな価値がある．暴力の影響を

受けたコミュニティでは女性が世帯主となっている

家計が多いため，女性はしばしば必要に迫られて経

済活動に従事している．女性の経済的なエンパワメ

ントを目標にするのは，ネパールにおけるように，

雇用創出プログラムのコアな部分になり得るし 30，

女性の地位にとって国家の男女平等対策プランより

も永続的な効果を発揮する可能性があろう．ニカラ

グア，リベリア，シエラレオネ，それに都市部で暴

力に直面している多くの高所得国の警察のように，

治安部隊や司法制度について女性スタッフや女性固

有のサービスを増やすための改革は好成績をあげて

いる 31．コミュニティ主導のプログラムでの意思

決定に女性を関与させると，性差に対する態度をシ

フトさせることができる．しかし、第 5 章のアフ

ガニスタンの事例が示すように，それには時間がか

かる．

洞察 5：新しいプログラムがうまく統治されること

を証明する，焦点を絞った腐敗防止イニシアティブ

が，信頼性のためには決定的に重要である．これは

一度にあらゆる腐敗に取り組むことを意味するもの

ではない．腐敗が蔓延している途上国でそれを一夜

にして排除するのは不可能である．OECD 諸国の社

会でも発展の早期段階ではそうであった．さらに，

根深い庇護のシステムはたとえ不完全であっても潜

在的には，暴力的な状況を 1 つにまとめておく方

法なのである．したがって，他のもっと透明な制度

が取って代わって定着する前に，それを排除するの

はリスクを高めることになる．しかし，高水準の腐

敗は暴力のリスクを高めるので，腐敗に関して行動

を起こすことは重要である．極めて脆弱な状況下で

腐敗に対するコントロールを改善するためには，次

の 2 つの主要なメカニズムが現実的な早期の方法

として浮上してくる．

• 第 1 は，天然資源にかかわるものも含めて，

重要な新しい利権や契約では深刻な腐敗を防止

するようにしておくことである．そのために

は，プロセスをもっと透明にし，民間部門の監

査及び検査の能力を活用することである．

• 第 2 は，資金の使途をモニターするために社

会的説明責任メカニズムを使うことである．コ

ミュニティ主導型プログラムで地方予算の透明

性を高めるように，予算を透明にし，それをモ

ニターするためにコミュニティや市民社会の能

力を使うのである．
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トレードオフを管理する：より体系的な改革に向
けて

　急速な信頼醸成をより長期にわたる制度転換に連

動させる最適なアプローチについての重要なトレー

ドオフは，肯定的な影響と潜在的に否定的で歪曲的

な影響の間のバランスである．治安部門が非常に大

きければ他の生産的な活動から資源を奪う．非政府

グループや民間部門が提供するサービスは高価かも

しれない．公的資金が創出した雇用は設計が悪いと

人々を民間部門の仕事から引き離すであろう．

　最適なアプローチに利益を超過するコストがある

場合，治安と国家の制度的能力及び競争的市場が一

たび正常に戻れば，明確で柔軟な出口戦略を設計す

るのに役立つであろう．これには非政府システムか

ら政府システムへ，あるいは非公式システムから公

式システムへの移行が含まれるだろう．

　次に，否定的な結果を緩和する．例えば，労働移

住についての合意の後には労働者向けの情報や保護

を整備する．また，雇用を支援する公的措置は賃金

を自己選択水準に維持したり，雇用者による漸進的

な雇用創出に対するコントロールを用いたりするこ

とによって，民間部門に対する圧力を回避するよう

に設計することができる．

　同様の教訓は体系的ではあるが，もっと漸進的

な改革にも当てはまる（表 8.3 参照）．このような

分野に「体系的・漸進的」という印を付けても，

それが重要ではないということを意味するもので

はない．北アイルランドの権限委譲から南アフリ

カやドイツにおける移行期の司法及び教育改革に

至るまで 32，それが移行期の成功に大きな役割を

果たした．しかし，これらに共通しているのは，複

雑で多種多様な制度や社会的規範が絡んでいること

である．したがって，ほとんどの場合，体系的で漸

進的な行動が最もうまく機能するようである．

結果をモニターする
　各国の改革者やそこに駐在している国際的パート

ナーは，このようなプログラムの成果をモニターす

る効率的な方法を必要としている．それは成功を証

明するとともに，遅れている分野に関してフィード

バック・ループを作るためである．ミレニアム開発

目標（MDG）は貧困や社会問題に関心をシフトさ

せるのに極めて重要で，最も脆弱な状況下でも重要

な長期的な目標にとどまっている．しかし，それは

政策立案者がフィードバック・ループとして行動を

起こすには動きが遅すぎる．また，市民の安全と正

義及び雇用に焦点を絞っていない．

　表 8.4 はプログラムによる介入策の早期成果を測

定する指標を見本として示したものである．このよ

うな結果指向型の指標は各国の状況によって異なる

であろうが，例えば，交通路に沿った移動の自由，

電気普及率，企業の登記件数，創出された雇用日数

などが含まれるであろう．しかし，これらはリスク

や進展に関してもっと体系的な姿は示してくれな

い．以下のような有用な補完指標で，短期および長

期における市民の安全と正義及び雇用に最も直接的

に関係した分野をカバーした方がよい．不安定性に

かかわる実際の水準，雇用，司法へのアクセス，民

族的・宗教的・地理的・社会的なグループ別にみた

福祉と主観的な福祉の相違など，表 8.4 に示したも

のがそれである．それは信頼，国家と社会の関係，

制度的な正当性の進展もカバーするであろう．統治

指標はシフトに時間がかかる．有益な短期的指標は

制度に関する市民の受け止め方を調査することであ

ろう．ハイチは警察のパフォーマンスに関する早期

のシフトの測定にこれを用いた 33．そのような世

論調査のデータは高所得国や中所得国では，政府に

とって政策情報の規則的な一環となっているが，お

そらく政策立案者にとって最も有用とみられる脆弱

な低所得国ではあまりそうはなっていない．

　早期成果の議論と同じく，進歩にかかわる指標

が後の制度構築に向けて適切なインセンティブに

なることが重要である．例えば，治安部隊につい

て殺害ないし捕虜にした反乱側戦闘員の数や逮捕

した犯罪者数に基づいて設定された目標があれば，

主として威圧的なアプローチを頼りにして，コ

ミュニティと長期的な信頼を構築するというイン

センティブは湧かないだろう．それとは対照的に，

市民の安全（移動の自由など）に基づく目標があ

るなら，治安部隊の役割として有効な国家と社会

の関係を下支えするのに長期的なインセンティブ

が生まれるであろう．同様に，仮に安全と正義及

び雇用に関する進展がアクセスの指標だけでモニ

ターされているとすれば，国家制度にとって暴力

防止についてコミュニティと協働したり，制度が

市民のニーズに敏感であるという市民の信頼に注
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意を払ったりするインセンティブは小さくなる．

進歩をモニターするには，市民の受け止め方と安

全と正義と雇用の結果を測定する両方の指標を合

わせてみることが助けになるだろう．

プログラム設計を状況に合わせる
　本書では全体を通して最適なアプローチの考えが

使われている．他の領域で使われているプログラム

を模倣するのではなく，その設計を現地の状況に適

合させた方が，現地の政治的なダイナミクスのかな

で成果の実現を確保することができる．例えば，多

部門にわたるコミュニティ・アプローチはコートジ

ボワール，グアテマラ，北アイルランドなど多種多

様な状況で有効であり得るものの，地理的ないし宗

教的な分裂に結び付いたコートジボワールや北アイ

ルランドに固有のストレスのことを考えると，活動

が 1 つの民族的ないし宗教的グループを対象にし

ているとみられないように注意して，グループ間の

絆を形成することがプログラム設計にとって至上命

題となっている．ボックス 8.2 は多部門にわたる国

家とコミュニティのプログラムのコアな手段が，多

種多様な状況にどのように適合化されているかを示

している．

　ストレスや制度的挑戦の種類によってやり方が

異なってくる．ボックス 8.3 はリベリアとモザン

ビークにおける腐敗防止アプローチの事例を示し

たものであり，ともに重要な機能をモニターする

ために非政府の能力を援用している．リベリアで

は，天然資源採取による資金が腐敗したという歴

史があることに加えて，2003 年の包括和平合意を

受けて公的資金の流用リスクが発生したことから，

腐敗が扇動する暴力の再発を防止するために，国

家と民間部門および国家及び海外部門の本格的な

パートナーシップを活用することが良いと考えら

れた．モザンビークでは，紛争の時期には腐敗は

それほど分裂を生じる問題ではなく，復興プログ

表 8.4　成果測定のために考えられる指標

指標 市民の安全 司法 雇用・同関連サービス

プログラム指標の例：
成果指向型の結果

（例に関連したプログ
ラムは括弧のなか）

・ 交通ルートに沿った移動
の自由（治安部隊の再配
備，市民の安全重視）

・ 犯罪率に関する統計値の
低下

・ 司法サービス（移動法廷，コ
ミュニティ法律事務職員，伝
統的な司法制度など）にアク
セスのある追加的な人数

・ 起訴 / 積み残しの件数（司法
事案の処理）

・ 意思決定の透明性と目標の達
成（予算，支出，監査の公
表）

・ 国家やコミュニティの意思決定メカニズム
（多部門にわたるコミュニティ・プログラム）

のカバレッジと代表
・ 生み出された雇用日数や小規模なインフラな

いし所得創出のプロジェクト（雇用プログラ
ム）数

・ 登記され操業中の企業数，不安定な（安全，
規制簡素化，インフラのボトルネックなど）
地域で操業を再開した大規模な労働集約的企
業を含む

・ 国家機関を通じたサービスや移転（コミュニ
ティの社会的保護，人道援助，予防接種など）
が届いた弱者グループの割合

・ 電気普及率 / 停電時間数
・ 消費者物価にかかわる水準 / 変動性の削減（マ

クロ政策，インフラのボトルネック）

制度に対する信頼の
短期的で体系的な
モニタリング

・ 暴力死者数
・ 安全に関するトレンドや

治安部隊に対する信頼に
かかわる意識調査データ

・ 自分たちの福祉が他の人々と
の比較で，時とともに増大し
ているかどうかに関するグ
ループ（民族，地理，宗教，
階級など）別の意識調査

・ 国家制度に対する信頼，司法
部門，腐敗に関する意識調査
データ（全国的，地域別・グ
ループ別）

・ 雇用機会が増加しているかどうかに関する受
け止め方

・ 企業信頼感調査

制度的な転換の長期
的で体系的なモニタ
リング

・ 犠牲者調査 ・ 垂直的・水平的な不平等や司
法サービスに対するアクセス
に関する家計調査データ

・ 歴史的に現実的な時間枠内で
の進捗度に再焦点を当てた統
治指標

・ 雇用と労働力参加に関する家計データ

出所：WDR チーム．
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ボックス8.2	 コミュニティ・レベルのプログラム設計を各国の状況に適合させる：アフガニスタン，
	 ブルンジ，カンボジア，コロンビア，インドネシア，ネパール，ルワンダ

　暴力防止・復興のためのコミュニティ・ベース・プログラ
ムの基本的な要素は単純で，幅広いレンジの国情に適合化
できる．国家の指揮下で実施されているすべてのコミュニ
ティ・プログラムは，基本的に，優先課題と資金提供に関す
るコミュニティの意思決定メカニズム，およびそれを実施す
る技術支援で構成されている．このモデルのなかでも大きな
違いがあり，多種多様な移行機会に加えて，さまざまなスト
レスや制度的な能力に適合させることができる．大きな相違
が生じる 3 つの重要な原因としては，コミュニティの意思
決定をどのようにして行うか，だれが資金をコントロールす
るか，プログラムが政府のなかでどのように位置付けられて
いるかが指摘できる．
　ストレス・制度的能力・説明責任が異なれば，コミュニ
ティの意思決定も異なってくる．多くの暴力的な地域では，
かつて存在していたコミュニティ協議会は破壊されていた
か，またはすでに信用を失っていた．極めて重要な第 1 歩
は信頼できる参加型の代表制を再建することである．例え
ば，ブルンジでは，地元の NGO が民族グループを超えて参
加しているコミューンにおいて代表的なコミュニティ開発委
員会の選挙を組織した．同様に，アフガニスタンの国家連帯
プログラムは，コミュニティ開発協議会に向けた村全体の選
挙で始まった．しかし，インドネシアのアチェ，カリマンタ
ン，マルク，スラウェシの紛争の影響を受けた地域に向けた
プログラムには，新しいコミュニティ選挙の実施は含まれて
いなかった．コミュニティ協議会はほとんど手付かずで，地
方については国法ですでに民主的な村落選挙が規定されて
いた．インドネシアはコミュニティ間の緊張を最小化するべ
く，村に対する補助金をイスラム教系とキリスト教系で分け
るという実験をしたが，最終的には両コミュニティの分裂を
橋渡しするために共通の資金と協議会を使った．
　制度的な挑戦が異なると，資金をだれが管理するかにも影
響する．プログラムは信頼醸成という第 1 目標と，資金の紛
失やエリート層による財源の支配というリスクのトレードオ
フを比較考量しなければならない．状況に合ったプログラム
設計にかかわるさまざまなアプローチには以下が含まれる．

・ インドネシアでは，地方の能力がかなり高く，下位地区
の協議会は規則的に監査を受ける財政管理ユニットを創
設したが，財政パフォーマンスのあらゆる側面について
全面的な責任を負っている．

・ ブルンジでは，分権化全体にかかわる進展が欠如していた
ことと，コミュニティ構造を通じる資金のモニタリング
が困難だったことから，資金管理の責任は NGO のパート
ナーに残っていた．ルワンダでは，対照的に，大虐殺を受
けて変化の余地が大きくなったことから，協議会は最初か

ら政府の分権化計画のなかに統合することができた．
・ アフガニスタンの国家連帯プログラムでは，協議会が簿記

の訓練を受けている間，やはり NGO が資金管理を行うと
いう責任を最初は負った．しかし，1 年も経たないうちに，
一括交付金は協議会宛に直接交付されることになった．

・ コロンビアでは，国家をコミュニティに接近させて，治
安機関と文民政府機関の間の不信を克服することが主な
制度的な課題であった．資金は個別の政府省庁が保有し
ているが，活動の承認は多部門チームがコミュニティと
協議の上で行う．

・ ネパールでは，コミュニティ・プログラムにはあらゆる
レンジの設計オプションが認められている．資金監視の
一義的な責任をパートナーに与えているプログラムもあ
れば，コミュニティの学校委員会が学校施設の法的所有
者となっている大規模な村の学校プログラムもある．後
者の場合，同委員会が資金を使ってスタッフを採用・訓
練することができる．

・ カンボジアのセイラ（Seila）・プログラムでは，協議会が
UNDP の指揮下で創設され，その後に政府の新たに形成さ
れたコミューン構造に移された．

　移行の動因や統治環境の種類もコミュニティの意思決定構
造が，正式な政府行政とどのように整合性をとるのかに影響
する．紛争から立ち上がってきた多くの諸国は，ちょうど早
期対応のコミュニティ・プログラムが打ち出されている時に，
重要な憲法上や行政上の改革も経験することになるだろう．
国と地方の統治の間で，また中央やコミュニティの権力所有
者の間で緊張があるかもしれない．アフガニスタンでは，中
央 - 辺境問題が紛争の重要な動因であり，軍閥が引き続き安
定性にとって脅威であるが，コミュニティ主導型開発（CDD）
プログラムは国対地方のダイナミクスに敏感でなければなら
ない．アフガニスタンのコミュニティ開発協議会が 2007 年
の副大統領令に基づいて設置されたが，国家の行政構造のな
かへの正式な統合に向けて依然として審査中である．
　長引いた危機ないし独裁的なシステムなど他の状況下の場
合，CDD プログラムは国家レベルの進展がないというなか
では，人的資本を維持し，地方レベルの議論に向けた道を提
供するように設計することができる．変化に向けた余地が
もっと限定的な環境下で設計された CDD プログラムは，非
政府によるサービスの提供にもっと大きく依存し，スキル構
築のために地元の労働者を雇用し，コミュニティにおける議
論では「中立的」で非政治的な問題に焦点を当てる可能性が
ある．

出所：Guggenheim 2011．
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ラムと連動した貿易の増加が，例えば，税関機能

に新たな腐敗リスクを発生させた．

外部からの要因：外部からのストレスを削減
し外部の支援を動員する
　社会は孤立してみずからの制度を転換する贅沢は

許されていない．同時に，変化に向けて海外援助を

動員し，経済的ショック，麻薬の違法取引，国際的

な腐敗など外的圧力を管理するする必要がある．海

外援助にかかわる制約や外部からのストレス管理の

多くは，各国民国家が取り組むにはコントロール外

にあろう．第 9 章ではこのような問題にかかわる

国際的な政策の方向性について検討する．しかし，

各国のリーダーや国レベルの国際的なパートナー

は，海外援助を動員し，海外パートナーと一緒に

なって，共通のストレスに取り組むための協力プロ

グラムに拍車をかける手助けができる．

外部からのストレスを考慮に入れる
　国家の開発戦略が潜在的な外部からのストレス

や，それに取り組む他の関係者との協調行動にか

かわる評価を含むことは稀である．にもかかわら

ず，外部からのストレスにかかわる措置が効果的な

暴力防止の鍵を握っている可能性がある．前述のよ

うに，リスクや機会の規則的な評価も，可能性のあ

ボックス 8.3　リベリアとモザンビークにおける腐敗防止アプローチ

暴力の種類：両国とも長年にわたり内戦に直面してきた．

移行の要因：両国とも重大な移行を通過した：和平合意とそれ
に引き続く選挙までの移行期間．

重要な利害関係者：両国では政府・野党・市民社会・ドナーが
腐敗問題に関する重要な利害関係者であった．地域機関は腐敗
関連問題に関してリベリアではモザンビークよりもリスクの高
い役割を果たした．

重要なストレス：リベリアにおける 2002-04 年暫定政府下にお
ける腐敗は極めて高い割合に達して，同国の大量の天然資源を
剥奪し，選挙に絡んだ暴力の再発を潜在的にファイナンスする
ことによって，和平合意の進展を脅かした．モザンビークにお
ける貿易の増加は税関収入増加の可能性を生み出したが，腐
敗に対する脆弱性も増大させた．高失業と地域的・民族的な緊
張が両国では問題であり，公的ファイナンスを補完するために
は，それに見合った投資家やドナー資金を引き付ける必要が
あった．

制度的な挑戦：両国とも国家の能力が低く国家の歳入も少ない．
説明責任の問題はリベリアの方がモザンビークよりも大きい．

　両国とも一部の重要な機能を民間部門に外部委託して，
腐敗を警戒し収入を増やすために追加的なモニタリングを
実施している．しかし，選ばれた機能と対外的なモニタリ
ングは両国の間では異なる．リベリアは暴力のファイナ
ンスに天然資源の収入が果たしている役割を反映して，林
業の検査と天然資源の利権に焦点を当てた．一方，モザン
ビークは追加的な収入源として腐敗に弱い税関に焦点を当
てた．
　リベリアは統治・経済管理支援プログラムを通じて，主
要な契約や利権に関する地域的・国際的な専門家による

「二重鍵」の監視を実施した．アフリカ連合と西アフリカ
諸国経済共同体（ECOWAS）は，この取り決めに関する合
意をまとめるのに，国際金融機関，国連，アメリカ，ヨー
ロッパ連合とともに与って力があった．腐敗の増大が地域
的な波及効果をもたらす可能性を懸念したからである．こ

の取り決めは初期段階では，当時の腐敗に存在していた深
刻な性格を反映して，能力移転よりも説明責任に大きな
焦点を置いていた．このプログラムが能力移転をより強調
するようになったのはもっと最近になってからのことであ
る．選挙後の新しい政府は，すべての木材を採取地点から
輸送を経て売却に至るまで追跡できるシステムを，構築・
運用するために民間の検査会社と契約した．このシステム
では政府がすべての歳入を徴収することが確保される．と
いうのは，政府としては中央銀行がすべての税金が支払済
みであることを確認するまで，輸出許可証を交付しないか
らである．モザンビークでは，税関検査機能を果たし関税
収入を徴収するために民間会社と契約した．両戦略とも成
果をあげ，国内の歳入とドナーの資金が増加している．
出所：Giovine 他 2010; Dwan and Bailey 2006; Jahr 2010; Government of the 
Republic of Liberia Executive Mansion 2009; Hubbard 2005; Mosse 2007; De 
Wulf and Sokol 2004; Crown Agents 2007．
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る外部からのストレスの検討及び対応策を含むべき

である．一例は，食料価格の乱高下など経済的スト

レスが治安に対して及ぼす潜在的なインパクトであ

る．もう 1 つの例は，近隣諸国の不安定性の増大

である．例えば，ソマリアの海賊行為が近隣の経済

や漁業に及ぼす経済的な波及効果をどのように緩和

するかという問題である 34．さらに他の例として

は，皮肉なことに，麻薬の違法取引や反乱グループ

に対する措置の成功が近隣諸国に及ぼす影響を検討

することがあげられる．例えば，コロンビアの麻薬

カルテル崩壊が中央アメリカやメキシコに影響した

ように，このような措置が不安定性を国境の向こう

に押しやるかどうかである．

　外部からのストレスに取り組む措置というのは，

治安と司法と開発の分野で採用することができる

（表 8.5）．外部からの潜在的なストレスや機会に取

り組むための措置のなかには，純粋に外交や治安の

領域に入るものもある（本報告書ではそれに詳しく

取り組むことはしないが，海外利害関係者の信頼醸

成にとっては極めて重要である）．国境に関する協

力，共通の治安アプローチに対する不干渉あるいは

関与を合図するための軍隊の再配備，単純な外交上

のシグナル（大統領指名直後の 2010 年 3 月にソ

マリアのシェイク・シャリフがエチオピア政府を訪

問したこと，東ティモールのインドネシア政府に対

する接近）などはすべて，信頼回復に向けた基本的

な手段の重要な一部を成すことができる．

　治安と開発のアプローチを連動させる国境をま

たぐプログラムに着手できるのは，各国の中央政

府である．市民の安全と正義及び雇用という共通

の目標に基づいて，不安定な国境地帯をまたぐ治安

と開発の両面について協力を議論する開放性があれ

ば，成果をあげる潜在性があるだろう．大メコン圏

地域イニシアティブの下で中国の南東部の省と近

隣 ASEAN 諸国の間の協力は，依然として拡大の可

能性を秘めながら，このような問題の一部に取り組

んでいる 35．EU 加盟国には国境をまたぐ協力の取

り組みに関しては幅広いモデルがある．一部のモデ

ルが適切なのは経済や制度の環境が先進的な地域に

限定さるかもしれないが，大部分は歴史的に未開

発で，紛争に影響された地域（第 2 次世界大戦後，

あるいはバルカン戦争後というもっと最近のこと）

にかかわるものである 36．ヨーロッパにおける国

境を越える協力からの教訓には以下のことが含まれ

ているようである．経済的及び社会的な問題（大学

にプールされた行政能力を含む）で開始する必要性

があること，国境警備及び麻薬違法取引に関する措

置を共有すること，特に国境をまたいで居住する民

族グループを巻き込んだものを中心に，政治的及び

文化的な緊張を引き起こしかねない措置は回避する

ことなど．

　遠く離れた外部からのストレスに取り組むための

二国間協力の有望な形は，共同の捜査や起訴を通じ

て腐敗や資金洗浄の複雑な網に取り組むことであろ

う．強力な管轄区と制度が弱い管轄区とがペアを組

む場合，このようなイニシアティブは免責の縮小で

実際的な成果を上げるとともに，能力を構築する潜

在性をもっている．麻薬の違法取引にかかわる捜査

や起訴はこの種の協力を増やすことができるが，ハ

イチやナイジェリアにおけるように，環境が異なれ

ば内容が異なってくるだろう（ボックス 8.4）．

国際支援を動員する
　国際支援に対する制約の一部は多角的機関やド

ナー諸国の本部に原因がある（第 9 章）．各国の

リーダーやその現場のパートナーは個別には，国際

システムに対してこのような広範な変更を決定する

ことはできないが，既存の支援の利益を最大化する

ための措置を取ることはできる．

　各国のリーダーや現場にいるその国際的パート

市民の安全 司法 雇用・同関連サービス

・ 国境における協力
・ 軍事・警察・金融の諜報

・ 供給と需要の各サイドの対応策にかか
わる調整

・ 管轄区をまたぐ共同の捜査・起訴
・ 公式・非公式両システム間で結び付き

を形成

・ プールされた補完的な行政能力
・ 国境をまたぐ開発計画策定
・ 世界的な経済ストレスを緩和するため

の社会的な保護

表 8.5　コアな手段――外部からのストレスに取り組む国家的な措置
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ボックス 8.4　ハイチとナイジェリアにおける腐敗と資金洗浄を防止するための二国間協力

重要なストレス：両国では国際的な資金洗浄の結び付きをもった腐敗が，暴力と戦う国家制度の能力の足を引っ張っている．

重要な利害関係者：ハイチの腐敗問題に関連する重要な利害関係者は政府・野党・市民社会・ドナーであり，特にアメリカが重要
な役割を果たした．ドナーはナイジェリアではさほど重要でなかったが，市民社会はハイチの場合よりも強力であった．

制度的な挑戦：両国とも重大な腐敗の訴追にかかわる政治的障害は高かった．複雑な腐敗事件を訴追する刑事司法制度の能力はナ
イジェリアには存在していたが，ハイチには欠如していた．

　両国とも諸外国の法執行機関との結び付きを発展させて
きている．ハイチの政府は捜査の段階だけでなく訴追にお
いてもアメリカの能力を頼りにしている．ナイジェリアで
は，それとは対照的に，ナイジェリアの法廷で有罪判決に
使える証拠を収集するために，現地の官吏は主としてイギ
リスの捜査能力を頼りにしている．
　ジャン = ベルトラン・アリスティド前大統領が 2004 年
に亡命して以降，歴代のハイチ政府はアメリカの通信会社
との腐敗した合意で失われた資金を回収しようと努めて
いる．政府によると，ハイチの国有通信企業であるハイ
チ・テレコは，アメリカのプロバイダーに割引料金でサー
ビスを提供し，見返りに政府の上級官吏とテレコの幹部が
リベートを受け取っていた．この事件は複雑な優遇料金体
系を含み，リベートは仲介者のオフショア銀行勘定を経由
して支払われていた．これをハイチの法廷で証明するのは
困難だったことであろう．というのは，警察や検察には複
雑な金融犯罪を取り扱った経験がなかったからである．ま
た，2010 年 1 月に地震に襲われると，証明するのはほぼ
不可能になった．2009 年 12 月，アメリカ法務省は資金洗
浄の犯行でリベートを受け取ったとされるテレコの元従業

員 2 名を告発した． 2010 年 6 月，2 人のうち 1 人が有罪
となり，禁固 4 年，ハイチ政府に対して 180 万ドルの賠
償金支払い，別途 160 万ドルの没収の判決を受けた．も
う 1 人の従業員は公判を待っている．
　ナイジェリアでは，経済金融犯罪委員会（EFCC）は国
内 3 州の腐敗した知事に対する証拠固めのために，イギリ
ス検察庁およびロンドン警視庁と緊密に協働した．EFCC
は知事たちが腐敗した資金をロンドンの銀行，または不動
産投資に隠匿している可能性についてイギリス当局に警告
した．１つの事例では，知事はイギリスにおいて資金洗浄
の罪で訴追された．それ以外では証拠はナイジェリアで訴
追するために使われた．ナイジェリア憲法によると，州知
事は在職中は免責を享受する．別の事例では，イギリスの
刑事司法機関が固めた証拠がイギリスの法執行官吏によっ
て，ナイジェリアの当該州の委員会に提出され，同委員会
が知事の解職について投票し，知事の免責権を撤廃するこ
とによって，ナイジェリア国内での訴追が可能となった．
このような捜査期間中，EFCC はイギリスの官吏と密接に
協働し，実際の作業を通じて訓練を受けた．

出所：Messick 2011．

ナーが，治安と司法及び開発の分野をまたいで，

明確なプログラム・レベルの優先課題を提示すれ

ば役に立つ．各国のリーダーたちが優先課題で意

見が分かれていると（例えば，省庁ごとに要望事

項が異なる，あるいはドナーの現場の代表が優先

課題全体に関して意見が異なるなど），国際的な首

都や多角的機関の統治機構は，努力の焦点を絞る

ための明確なメッセージを受け取ることができな

いだろう．優先課題は非常に限られた数の明確な

プログラムで提示した方がいい．内戦後のリベリ

アや，2002 年以降に犯罪的な暴力の増加に直面し

たコロンビアではそうであった 37．優先プログラ

ムを決定する国家予算プロセスを使えば，治安と

開発を担当する省庁の間で，メッセージと実行を

調整する手段が生まれる．

　成果を示し，リスクを管理しなければならない，

という国際的パートナーのニーズに警戒していれ

ば，やはり国際援助による成果を改善することがで

きる．国際的パートナーも独自の国内圧力にさらさ

れている．援助資金が誤用されていないことを証明

し，成果は自分たちの努力の賜物であると言えなけ

ればならないのである．リスクや成果に関する率直

な意見交換は相違の橋渡しする方法を発見するのに

役立つであろう．インドネシアでは，津波とアチェ

和平合意を受けて，受け入れた援助はインドネシア

復興庁とドナーの「共同ブランド」にすることで―

―ただし特別な透明性措置を整備する――，政府は

ドナーと合意した．このおかげで両サイド共に目に

見える成果を示し，リスクを管理する一方，危機の

後遺症のなかで国家と社会の関係を強化することが

できた．援助依存度が非常に高い諸国にかかわるド

ナーの調整の取り決めでは，第 6 章で説明した「二
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重の協約」が有用な手段になるだろう．このような

合意は政府が自国の市民に対して提供することを目

指す成果を提示するとともに，政府とドナーの間の

相互公約を明確にする．

　各国改革者や国際的パートナーにとって重要なト

レードオフは，国際的な提供能力が国家制度の正当

性増大を支援しながら，速やかな成果の実現を助け

られるようにすることにある．例えば，国際的な人

道援助は生命を救済できるだけでなく，信頼醸成に

関して速やかな成果を実現するのに大きな助けにも

なる．しかし，輸入食料の人道的な提供は現地市場

における生産を歪めることもあり，保健や教育や水

及び衛生サービスの長期にわたる国際的な人道的提

供は，現地制度の信頼性を高めようという努力の足

を引っ張りかねない．しかしこのような問題の多く

は，人道的な能力から現地制度への段階的な移行，

という形を取ることで回避できる（ボックス 8.5）．

同じようなアプローチが他の部門でも使える．例え

ば，グアテマラにおける免責問題対策国際委員会

は，捜査及び起訴を支援するために現地の司法能力

構築に，国際的なスタッフの活用を組み合わせてい

る 38．リベリアの統治及び経済管理プログラムは，

公的資源に関する説明責任のための国際的な行政支

援という当初の焦点から，国家制度における能力構

築にシフトしてきている 39．

　各国の改革者とその国に駐在している国際的な

パートナーには，自国の過去における評価に向けた

取り組みと世界中の経験を適合化するという両方の

面で，参考にすべき豊富な経験事例がある．本章で

示した手段はこの適合化についての選択肢を意味す

る．協調的なアプローチと早期成果，および市民に

安全と正義及び雇用を提供できる根本的な改革を通

じた信頼醸成には，共通している要素がいくつかあ

る．しかし，それは現地の政治状況にうまく適合化

されている必要がある．各国の改革者と現場にいる

国際的な代表者の課題は，世界の政策と二国間主体

や国際機関の本部における支持的な環境によって簡

単になっている――あるいはむずかしくなってい

る．第 9 章では，暴力の防止とそれからの復興に

現場で苦闘している諸国を支援するために，世界の

政策の方向性を検討する．
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ボックス 8.5　国際的な人道援助から地方制度への段階的な移行：アフガニスタンと東ティモール

暴力の種類：両国とも対外紛争と内戦の歴史がある．アフガニスタンでは重大な暴力が継続中であり，東ティモールでも 2005-06
年にもっと限定的ではあるが，政治的・コミュニティ紛争の再発やギャング・ベースの暴力の波があった．

移行の機会：両国では顕著な移行が起こった．特に顕著だっ
たのは，ティモールの場合であり，国連暫定機構の下で 1999-
2002 年に変化に向けた余地がうまれた．

重要な利害関係者：政府，市民社会，人道的・開発のドナー．

重要なストレス：サービス提供が限定的なこと，能力の制約が
深刻なこと，ドナーが多すぎることなどが重大な挑戦である．

　1999 年 8 月の独立に関する国連監督下の国民投票を受
けて，東ティモールは幅広い暴力とインフラの破壊や国家
サービスの崩壊を経験した．しかし，2002 年の独立前後
の移行期間中，東ティモールは保健部門で何とか速やかな
成果と長期的な制度構築を 4 段階に分けて実現することが
できた．
　第 1 段階では，ティモール全土にわたる緊急医療サービ
スの提供に関して，国内外の NGO が中心的な役割を占め
た．その資金は人道援助から独立的に調達された．第 2 段
階では，2000 年に設立された暫定保健局が保健計画とパ
フォーマンス指標を策定し，NGO と了解覚書を取り交わ
した．これは依然として独立的な人道援助の下で，領土の
各地で提供されているサービスの標準化を図るためであっ
た．第 3 段階では，地方で管理とサービス提供の両機能を
遂行すべく，NGO は暫定機構と直接契約することになっ

た．第 4 段階では，暫定保健局は新しい保健省で置き換え
られ，地区におけるシステムや施設の管理を担当すること
になった．NGO は専門的サービスの提供と能力開発につ
いて引き続き役割を担ったが，時間とともに現地要員は減
少傾向をたどった．保健部門の主要な国際機関すべてがこ
の枠組みのなかで協働した．
　2004 年までに，責任と能力構築にかかわるこのような
段階的導入を受けて，人口の 90％が徒歩 2 時間以内で医
療施設にアクセスできるようになった．2000-04 年につい
てみると，このような施設の利用率（1 人当たりの外来患
者来診数）は 0.75 から 2.13 に増加した．保健省と地区の
運営は 2005-06 年に再発した暴力に対して強靭さを維持し
た数少ない国家機能の 1 つで，運営を継続し，まさしく退
去させられた人々向けの支援を提供した．

東ティモール

　2002 年のタリバンの崩壊後，アフガニスタンの基本的
な保健サービスは悲惨な状況にあり，妊産婦死亡率は 10
万人当たり推定 1,600 人に達していた．これに対応してア
フガニスタンの公衆衛生省は優先的保健サービスのパッ
ケージを規定し（年 1 人当たり 4 ドルのコスト），その供
給に関して NGO と契約すると同時に，厳格なモニタリン
グと評価を導入した．NGO は競争選抜されパフォーマン
スが悪ければ制裁を受けた．
　早期の成果は楽観的で，2002-07 年に機能している一
次医療施設の数は 136％もの増加をみせた．2004-07 年に
は治安状態の悪化にもかかわらず，外来患者来診数が約
400％も増加した．このような成果は政治的支持だけでな
く，公衆衛生省によるプロセスをミクロ管理しないという

公約のおかげである．
　自律的に運営されている NGO と契約すると同時に説明
責任を確保することによって，アフガニスタン政府は保健
部門において政策のリーダーシップを獲得・維持した．そ
の結果として，公衆衛生省は稀少な人材，物理的な施設の
不足，兵站面での障害に取り組むことができた．アフガニ
スタンで継続している暴力の深刻さは，東ティモールでみ
るように，NGO が長らく果たしている役割を国家機関が
担当することを許してこなかった．しかし，アフガニスタ
ン政府と公衆衛生省は不安定性と制度的な挑戦が支配する
不確実な環境下で，大いに必要とされる健康面での成果を
依然として何とか達成している．

アフガニスタン

出所：Baird 2010; Rohland and Cliffe 2002; Tulloch 他 2003．



　第 9 章では国際的な政策についての新しい方向性を述べる．市民に安全と

正義及び雇用を提供する国家の制度と統治を強化し，その足を引っ張る要因

を緩和するための国際援助は，本報告書で説明した暴力の反復的な連鎖を打

破するのに極めて重要である．しかし，それには国際システムが 21 世紀型の

暴力に取り組めるように適合している必要がある．ということは，次のこと

を意味する．すなわち，安全と正義及び雇用に対するもっと大きく統合され

た支援を通じて，犯罪的・政治的な暴力を防止することにかかわる援助に再

び焦点を当てること，国際機関の手続きを改革すること，そして，低・中・

高所得国相互間の協調的な努力を一新することである．



229

　国際システムは 20 世紀型の暴力削減に関して素晴らしい進展を達成した．国家間での

戦争の総合的な減少は，第 2 次世界大戦後における国際的な体制の創設と発展に負うと

ころが大きい．この体制は，平和と繁栄は連動しており，脅威に対処する集団的措置につ

いて共有される世界標準と新しい方法を体現したものと考えることができる．冷戦の終焉

に伴う同システムの適合化は新たな手段を提供しており，それがそれ以降の内戦の数と

厳しさの削減に貢献した．本報告書では次のように強調している．暴力の克服やリスクの

削減にかかわる進展はとりわけ国家的なプロセスであり，国家主体が制度転換において主

体性をもつ必要がある．にもかかわらず，本報告書の「国家的・国際的な対応からの教

訓」と題するパート 2 で分析した各国の対応策の多くは，国際的な支援で達成されてい

た．海外からの援助がなければ，第 2 次世界大戦後のヨーロッパ，インドネシア，韓国，

リベリア，モザンビーク，北アイルランド，シンガポール，東ティモールなどの献身的な

リーダーたちが，自分たちの国ないし地域をどうやって安定化させたかを想像するのはむ

ずかしい．

　しかし，国際システムは第 6 章と 7 章で説明したように，現在の挑戦に十分適合して

いない構造やプロセスによって動きが阻害されている．暴力防止に向けたコアな制度的挑

戦――市民の安全と正義及び雇用――を支援するのに，国際的にみて比較的小さな能力し

かない．国際機関の内部的なプロセスは信頼醸成を支えるには，しばしばあまりに遅すぎ

ると同時に，脱出があまりに速い．国家制度構築への関与が不十分で，現地の政治状況に

機能的に適合しておらず，技術的な「最善慣行」に夢中になっている．外交と治安及び開

発にかかわる機関の区別や，政治的紛争と犯罪的暴力に対処するイニシアティブの区別

が，現場ではこのような問題相互間では実際的な連動があるにもかかわらず，執拗に続い

ている．努力は地域的なレベルよりも国レベルの対象になっており，腐敗や麻薬違法取引

に関する世界的なイニシアティブには，脆弱な管轄区をまたぐ「お金の跡を付ける」ため

の確固たる手段を欠いている．援助予算に対する制約という現在の環境を考えると，もっ

とスマートな援助手段に注目することが特に緊急に必要である．

　国際的な勢力バランスの変化も影響力をもつ主体の環を広げている．低・中所得国の経

済及び外交面での影響力増大に伴って，各国の措置に対する影響力の焦点はシフトしつつ

ある．中所得国は，その多くが受領する連帯支援や援助プログラムの増大という歴史を

もっているが，自国の国境を越えた結果を形作るのに大きな責任を引き受けつつある．ま

た，地域機関も大きな役割を演じつつある．脆弱な状況下では，OECD のドナー国・受領

国際支援の新しい方向

CHAPTER9  
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国・中所得国などが直面している国内圧力――第 6

章で説明したように，「二重の説明責任のジレンマ」

という国内の支持者層や利害関係者と，受領国の

リーダーや市民の両方に対する説明責任の圧力――

がそれぞれ異なるため，優先課題や各国主体に何を

期待するのが妥当なのかについての意見が分かれて

いる．

　総合すると，このような制約は次のことを意味す

る．すなわち，反復的で相互に結び付いた暴力と統

治の弱さという 21 世紀の挑戦に取り組むのに必要

な財源を，国際援助はまだ動員できていない．アプ

ローチに対して真の変化を達成するために，本報告

書では治安と開発にかかわる世界的な対応策を改善

するために，以下の 4 つの軌道を検討する．

• 軌道 1：市民の安全と正義及び雇用に投資する

ことによって暴力の反復的な連鎖を防止する．

• 軌道 2：信頼と長期的な制度構築を回復するた

めの迅速な措置を支援するために，国際機関の

内部のシステムを改革する．

• 軌道 3：外からのストレスに関しては地域的・

世界的に行動する．

• 軌道 4：国際的な政策や援助にかかわる情勢の

変化を反映させるべく，低・中・高所得国や世

界的及び地域的な機関から経験や支援を動員す

る．

軌道 1：市民の安全と正義及び雇用に投資す
ることによって暴力の反復的な連鎖を防止
する

　大規模な政治的及び犯罪的な暴力を防止するため

に苦闘している地域を手助けする，国際支援に対す

る需要には大きなものがある．防止というのはこれ

まで平和だった地域における新たな暴力の発生を防

止することだけでなく，例えば，グアテマラやイエ

メンなど過去にすでに暴力を経験した諸国におい

て，それが再発するリスクを削減することも意味す

る．政治的及び犯罪的な暴力の反復的な連鎖は既存

の枠にとらわれない，伝統的な開発のパラダイムを

超越した思考を必要としている．市民の安全にかか

わる問題は「主流の」開発にとって瑣末なことでは

ない．それはもっと大きく繁栄している諸国の一部

地域，紛争を脱して再発を阻止する必要のある諸

国，新たな脅威ないし脅威の再燃に直面している地

域にとっては，いろいろな形で問題となっている．

リスク削減に対する国際支援がもっと効果的になる

ためには，①市民の安全と正義及び雇用と同関連

サービスをリンクさせる統合的な手段と，②司法や

雇用の能力に対する構造的な投資が必要である．

能力にかかわる運用上のギャップ――統合的措置
のための新しい手段

　国際的機関等の主体は開発と治安は手に手をとっ

て行進するという認識を強めている．しかし，ほと

んどの国際的な手段はそうではない．第 8 章で提

示した暴力連鎖の反復を防止するための基本的な手

段は，政治と治安と開発及び人道面の主体による連

携した措置を必要としている．にもかかわらず，こ

のような主体は一般的には優先課題を評価して，独

自のプログラムを別個に策定しており，国内改革者

が統合的なプログラムを構築するのを手助けする努

力は原則ではなくて例外となっている．開発と外交

及び治安にかかわる戦略と運営を統合する挑戦に取

り組むために，国連の「統合使節団」や多種多様な

二国間や地域機関による「全政府的」イニシアティ

ブが台頭してきている．しかし，このようなモデル

は次のような現実とまだ戦っている．すなわち，分

野が異なれば，目標，ビジネス・モデル，立案の時

間枠，意思決定プロセス，資金調達の流れ，リスク

計算もそれぞれ異なってくる．措置は現場の努力を

統合するプログラムに移行するのではなく，軽度の

「調整」という水準にとどまっていることが多い 1．

　暴力の反復的な連鎖を防止するための統合的なア

プローチを支援する，ということで国際シテムにお

いて利用可能な実務的経験の幅は改善している．世

界的及び地域的な調停の増加，治安部門改革の重

視，警察能力の構築強化，平和維持と文民向け援助

の連動強化などがみられる．革新的なプログラムが

いくつか開発されており，その例をあげれば次の

通りである．国連開発計画（UNDP）と国連政治局

（UNDPA）が支援している「平和インフラ」2，米

州開発銀行（IADB）による市民の安全のためのコ

ミュニティ・プロジェクト，世界銀行と国連平和維

持使節団の安全な通行に関する協調など．このよう

なイニシアティブはしばしば市民の安全と正義及び
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雇用に関連する統合的な措置を支持しているが，外

交と治安及び開発にかかわる現場での実施という点

ではまだ主流になっていない．

　仕事のやり方を変える必要がある．現在の慣行を

単に微調整することから離れて，開発と治安，開発

と調停，開発と人道援助などを連動させる根本的に

新しい一連の実際的な手段を採用する方向に向かう

必要がある．新しい手段は信頼醸成と長期的な制度

転換を支援するのに触媒的な効果をもつことを狙う

べきである．

　国際援助に関する各国の経験から得られた重要な

教訓は，不安定な状況下では，開発と治安と政治及

び人道の各分野の主体による統合的な努力を要する

4 種類のプログラムが必要だということである（表

9.1）．これらは現場で統合的な行動を目標としてい

る国際的なパートナーにとって，最優先の運用上の

手段になるだろう．全国的あるいは地域的に大規模

に提供できる触媒的な商品の特殊な一そろいが開発

できれば，暴力の反復的な連鎖を防止するための援

助にかかわる政府の要請に，効果的に対応する国際

機関の能力が高まるだろう．国際機関に加盟してい

る諸国の間で，多角的統治機構のなかで取っている

立場の一貫性と整合性が高まれば，そのような統合

的な活動を涵養するのに役立つであろう．

統合的運用の原則
　統合的運用の管理に関しては原則――やはり単な

る「調整」を超越したもの――を共有しておくこと

も必要である．国内の管理に関しては，多くの国際

的な措置が膠着状態に陥ったままであり，次の格

言がその特徴をうまく言い当てている．すなわち，

「だれもが調整したがっているが，調整されたいと

思っている人はだれもいない」．この場合，本報告

書は従属性の原則を使うよう提案している．暴力に

近ければ近いほど，現地の優先課題がより良く理解

できるし，統合的な管理もより効果的に運営でき

る．一般的に，これは援助の調整に関しては各国の

リーダーシップをエンパワーし，彼らがエンパワー

するための支援を確実に得られるようにする，とい

うことを意味する．場合によっては，従属性の考え

は各国政府の調整役を補完するために地域機関をエ

ンパワーする，ということを意味する．

　各国の調整メカニズムがより強力な国際的主体に

影響を与える十分な権威ないし能力を欠いている場

合，世界及び地方あるいは世界と地域と地方という

共同のリーダーシップにすれば，信頼と牽引力を改

善することができるだろう．ASEAN・国連・ミャ

ンマー政府の三者コアグループがその 1 例であり，

国際的パートナーと政府高官を含むボスニア・プリ

ンシパル会議（Bosnia Board of Principals）3 の構

造がもう 1 つの例である．地域代表者ないし国連

の特別代表に調整の課題が任されている場合，世界

銀行はみずからの現地代表者の仕事を彼らのリー

ダーシップの背後においてより密接に調整すること

ができる．代わりに，国連や地域機関の政治的な集

約を行う役割を支援する資源の動員に関しては，明

確なリーダーシップを発揮することができる．

能力にかかわる構造的なギャップ――司法と雇用
　本報告書を通じて主張しているように，市民に安

全と正義及び雇用を提供する制度は暴力の反復的な

連鎖に対する強靭性を作り上げるのに極めて重要で

ある．残念ながら，このような優先分野は財源が不

足しており，現在の国際体制の下では主体性に欠け

ている．各分野において，知識と運用上の能力に構

造的なギャップがある．経済政策援助は依然として

雇用よりも成長に焦点を置いているようである．失

業して無為に過ごしている若者が多いことが理由で

脆弱な状況にある諸国からは，雇用政策に関する援

助を求める要求が増えているにもかかわらずそのよ

うなことが行われている．流動的で暴力的な脅威に

直面しているなかで，良く統治された警察と民事司

法及び矯正のシステムを発展させようと苦闘してい

る諸国に対する援助は，軍事能力の構築に関して入

手可能な援助に比べてずっと限定的である．また，

警察と民事司法の分野は分断されている．次のセク

ションでは雇用と法の支配の支援に向けて，ギャッ

プに取り組むための勧告を提示する．

雇用
　第 5 章と第 8 章で説明したように，高失業に直

面しているなかで，持続的な労働集約的な成長を生

み出すことができる一連の確かな政策に関してはほ

とんどコンセンサスがなく，暴力的な環境下につい

てはコンセンサスはさらに希薄であろう．利用可能

なものとしてわれわれが手にしているのは，多種多
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リスク・機会の評価 反復的な暴力の連鎖に関して早期警告制度から不足事態対応計画へのシフト．国際機関や学者の早期警告モデル
は引き続き有益な進歩をみせているが，どんなモデルでも暴力開始の正確なタイミングを予測したり，あるいは
場所によるすべての相違を把握したりすることはできない．もっと有用なのは，制度の弱い国家や国内の小地域
が幅広いストレスに引き続き圧倒されるというリスクを出発点として受け入れる計画モードである．

統合的な措置のベースとして立案・評価の手段を変更．反復的な暴力の連鎖や多種多様な移行という現実に
適合するためには，リスクや機会について規則的で反復的な評価を提供すべく，評価プロセスはより軽く柔
軟なものになるだろう．評価には次のようなメリットがあるだろう．すなわち、優先課題や予定表にかかわ
る現実，政治経済面における強固な分析，市民の安全と司法及び雇用にかかわる目標の重視．

治安・司法・雇用 開発活動に加えて警察や司法を含む多部門型のコミュニティ・プログラムに対する技術援助とファイナンス．こ
のような努力はラテンアメリカやアフリカにおける，地方的な紛争解決・司法サービス，コミュニティ警察，雇
用・訓練，安全な公共の取引スペース，寛容を促す社会的・文化的なプログラムを提供するイニシアティブを土
台にすることができよう．

治安・司法部門の制度改革にかかわる戦略・技術・公的ファイナンスの側面を支援するための統合的な技術チー
ムやファイナンス．加えて，治安・警察・司法の要員による努力を補完する経済・統治・財政の専門家．このよ
うな努力は本報告書で示した洞察を土台として，信頼とパフォーマンス（予算・支出の機能を含む）を構築する
基本的な機能，警察・民事司法・刑務所システムの間の結び付き，公式・非公式のシステムを混交させることを
通じることも含め，地方レベルでの司法サービスへのアクセスなどに焦点を絞ることになるだろう．

持続的な調停との
連動

調停や連合形成に向けた国や地方の能力を支援する．急速な移行や暴力の連鎖に直面している諸国は，多数の挑
戦に取り組む有効な政策を巡って，新しい国内協定を交渉し，コンセンサスを形成する必要があるだろう．この
ような交渉は今度は，対話と紛争の解決策のために，当事者が国内の調停者やみずからのスキルと自律的な基盤
へのアクセスをもっていることを必要とするだろう．そのような能力の構築・適用を助けることによって、開発
援助は，2004 年以降いくつかの事例ではすでに平和な選挙に，また，最近では 2010 年のケニアにおける憲法に
関する国民投票の際に貢献している．したがって，循環的な紛争，段階的な変化，急速な移行を管理する国や地
方の能力を発展させることは，必要不可欠であるばかりか実現可能なのである．

国際的調停のための専門知識を支援する．このような努力が持続的な成果を実現するためには，これらに向けた
取り組みは信頼醸成や制度的転換を提供できる開発援助と連動されているべきであり，長期にわたって政府に
とって利用可能になっていなければならない．二国間機関，国際金融機関（IFI），国連や市民社会による地域使
節団や調停者の専門知識増大を後援すれば，政治・治安・経済面での支援におけるギャップを橋渡しするのに役
立つだろう．

危機増大期における開発援助．犯罪的・政治的な暴力のエスカレーションを防止しようと苦闘している諸国は，
時宜を得た金融面での支援を必要としていることがしばしばである．ただし，これは次のような措置で部分的に
は充足することができる．調停向け資金調達の予測可能性を改善する，計画的な開発支援に着手する，脅威が増
大している場所で治安や開発の活動に焦点を当てるなど．例外的に追加的な金融支援が必要な場合（例えば、対
外ストレスが高いとか制度が弱いとかいった状況下），各国改革者の責任あるリーダーシップは発信する用意の
あるシグナルによって測定することができる――例えば，彼らは暴力の影響を受けた地域への国際的なアクセス
や，受け入れられている地域的な防止計画の下で予算・支出データの透明な報告を歓迎するかもしれない（防止
向けの投資に関してボックス 9.1 を参照）．

国家制度構築に対する
人道支援

長期的に国家の制度的能力を構築するための段階的な人道援助にかかわる指針．国家の制度的能力と統治が改善
している場合，指針は UNDP，UNICEF，WHO、WFP，その他多数の NGO パートナーによる良い慣行を土台にす
ればよい．そしてこれは，人道サービス提供と能力構築とが組み合わさったものになっているべきである．国際
的な人道援助から国家の制度的な能力への段階的移行にかかわる予定表は国によって異なるだろう．

次のような枠組みの強化：国際的な人道支援が現地機関と「共同ブランド」にできる，人道的物資の現物援助に
できる，適切なモニタリング制度をもった国家の社会的保護業務を支援するためにスタッフを提供できる．これ
が可能でない場合，人道支援を提供するのにコミュニティ牽引型メカニズムと現地スタッフの利用を拡大すれ
ば，強靭な現地能力の構築に役立つだろう．

表 9.1　信頼醸成と制度的転換を政治・治安・開発・人道の領域にわたって連動させるための国際的手段
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諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

ボックス9.1　暴力の防止：市民の安全と司法改革への投資を優先する国のアプローチ

　紛争防止の重要性は古くから理解されており，それを熱
心に主張している人もいる．しかし，国連憲章の第 1 条が
起草され，「平和に対する脅威を防止・除去するために有
効な集団的措置を取る」という任務が明記された時，懸念
の主たる焦点は国家間の戦争であった．それ以降，武力紛
争の性格は変化している．われわれは長いこと規模に気付
かなかったけれども，国家間の紛争から国内の紛争に，ま
た，その後は「古典的な」内戦から犯罪的・政治的な暴力
が入り混じった問題へという顕著なシフトが生じており，
われわれの暴力防止の焦点についても付随的なシフトが要
請されている．
　アフガニスタンの事例がこの不注意の結末を例証してい
る．ソ連が撤退した後，国際社会は継続中であった内戦
のことをほとんど忘れていた．すると，2000 年代の初め，
その「忘れられていた紛争」は世界の安全保障にとって深
刻な脅威となった．ある国が紛争に陥るリスクを予測し，
そのリスクをタイムリーに緩和する，というわれわれの国
際的な能力は弱く，その弱さが紛争発生防止の失敗に寄与
してきた．
　国際社会としては調整するのにより良い方法を見出すこ
とが重要である．それは国連機関だけでなく，国際金融機
関や AU・ASEAN・ECOWAS など地域 / 小地域の組織も含
めたメカニズムを通じることになる．WDR 2011 が紛争防
止への投資にかかわる協調が緊急に必要とされていること

について，このような利害関係者を説得することになるだ
ろうというのが私の心からの願いである．
　国連安保理事会が，国際法の下では武力紛争の防止に関
して一義的な権限を保持しているが，他の機関も重大な役
割を果たすことができる．これは重要な点であり，これに
は各国の政府そのものが含まれる．暴力を管理する一義的
な責任は最終的には各国政府にある．このような主体は全
員が国連平和構築委員会（PBC）の国別会議に参加してい
る．これは脅威・挑戦・変化に関する国連事務総長ハイレ
ベル・パネルの勧告を受けて 2005 年に創設された．しか
し，ハイレベル・パネルは 2 つの任務を指摘したのに，新
たな紛争のリスクが高まっていることへの対応策に焦点を
当てた任務――「国家が破綻や戦争への陥落を回避するの
を手助けすること」――が，そのコアな機能から除かれて
いた．このような制限があるため，国連の平和構築体制に
関する 2010 年のレビューは，任務の狭さを認識しながら
も，防止の役割を拡張すべく既存の任務によって付与され
ている潜在力を最大限活用するよう，委員会に対して勧告
している．このルートを取るのか他のルートを取るのかは
別として，政治・治安・経済の主体が連携することは，各
国が紛争の新たな脅威やその他の形の暴力を阻止する際
に，国際システムがもっとうまく支援できる方法の一つと
して極めて重要である．

大島賢三 , 日本国際協力機構（JICA）副理事長，元国連特命全権大使；諮問委員会メンバー

防止への投資

　戦争は犯罪を生み出す．戦争で通常連想される残虐な犯
罪のことではなく，戦争の最古の仲間であり実務家であ
る「死の商人」である．武器・燃料・自動車・麻薬などの
密輸業者は戦争になると，しばしば他の業者とともに非常
に効率的な闇市場活動のネットワークを作り出して，平和
が戻って来るまでには，彼らは組織を固めて戦争を無傷で
乗り切るだけでなく，その権力拡大には弾みが付くように
なっている．
　影響を受けた国の新政府が彼らに対抗できる，いや長期
的には克服ないし打倒できるのは，国際社会による重要な
措置を背景に，次の 2 つの早期条件が達成された場合に限
られるだろう．
　当該国は第 1 に治安援助を享受することができ，第 2
に人々に対して警察と刑務所を含め，有効な司法制度を提
供する状況になければならない．仮に新政権が後者を実施

できないとなると――そうするにはあまりも脆弱な場合が
多い――，国際社会がそれを実施しなければならない．国
際社会は政府が刑務所施設に加えて，警察・司法機能を実
施するのを支援するための迅速で柔軟な行政援助だけでな
く，国際的な取り締まりと刑事司法支援活動のための原則
を提示しなければならない．それがすべてである．それ以
上のことは何も必要ない．
　治安と機能する司法制度が整備されれば，戦争から復興
しつつある国は公職の腐敗を最低水準に維持し，組織犯罪
を根絶し，外国直接投資（FDI）やその他の形の金融援助
の流入を確保する準備が整うであろう．治安と司法が平和
構築という事業全体にとっていかに根本的なことであるか
を把握できていないと，その無知の唯一の受益者は，彼ら
にとってはうれしいことに，引き続き戦争自体の落とし子
である組織犯罪となるだろう．

ザイード・ラード・アルフセイン , ヨルダンの国連大使；WDR 諮問委員会メンバー

根本的な改革としての治安と司法：暴力と犯罪に取り組む
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様な国情の下で雇用の創出に成果をあげているとみ

られる一連の「適例」といえる政策やプログラムで

ある．国際的なレベルでは，このようなプログラム

による介入策やそれが実施できるマクロ経済的な環

境を，もっとよく評価することが重要な優先課題で

あろう．

　国レベルでは，リーダーたちは雇用政策に関し

て，もっと包括的な国際的コンセサスが生まれてく

るのを待っているわけにはいかない――不安定な地

域における若年失業という課題に，利用可能な手段

に基づいて今取り組む必要がある．賢明なアプロー

チは第 8 章で説明したような種類のプログラムを

支援し，それに政策やプログラム設計を精緻化する

ための情報を提供する評価やフィードバック・ルー

プを組み合わせることであろう．

　このアプローチが適用されるべき雇用創出のため

の優先プログラムには，インフラの支援，特に電気

と交通が含まれる．2 つ目のプログラム群は，スキ

ルに投資するもの，生産者や貿易業者や消費者の間

で結び付きを発展させるもの，金融や資産へのアク

セスを拡大するものなどである．最後に，労働市場

への若い参入者を吸収するのに十分な民間部門主導

型の成長は，多くの脆弱な状況下では一世代かかる

可能性があることを認識すれば，暫定的な雇用措置

を同時に支援・評価する必要がある．

　雇用に対する国際支援を強化するための取り組み

は，治安と司法及び経済を統合した手段に依拠すべ

きである．失業は伝統的には単に経済状況の関数で

あるとみられている．しかし，非常に不安定な地域

では，国際的な治安支援は安全な貿易や交通の確保

を助けることができ，国内外からの生産的な投資を

可能にする．暴力防止に関しては，雇用と司法及び

アイデンティティ問題の間の連動もある．何もせず

にすごしている若者のコミュニティ・メンバーとし

ての役割を強化し，社会的・文化的な活動で雇用創

出を支援するプログラムは，投資や再評価の価値が

あろう．

　このようなアプローチは助けになるだろう．しか

し，もっと大きい国際的な努力が打ち出されない限

り，大量の若年失業者という圧力が継続する可能性

は大きい．もっと大胆なアプローチをすれば，開発

機関・民間部門・財団・非政府組織（NGO）の能

力をまとめて，高失業や社会的疎外が紛争リスクに

貢献している諸国やコミュニティにおける投資に拍

車をかけるべく，新しい世界的なパートナーシッ

プを支援することができるだろう．プロジェクト・

ファイナンス，中小企業に対する助言的な支援，訓

練，保証を通じて，主として雇用創出に焦点を当て

れば，そのイニシアティブはコミュニティで協調能

力，社会的寛容，若者の社会的・経済的な役割の認

識を促進する社会的及び文化的なイニシアティブも

支援することになるだろう．頼りにできる能力のあ

る民間部門には，不安定な地域で取引や投資をして

いる（地元の企業家と結び付きを作っている）大手

企業や，遠隔の不安な地域の接続性や訓練を援助す

ることができる技術系の会社が含まれる

警察と司法
　刑事司法問題に関する援助を求める需要の増大を

満たすためには，警察や司法に支援を提供するシス

テムは柔軟であるべきである．それは次の 3 つの

意味においてである．第 1 に，一部の諸国では警

察の能力は十分であるが，民事司法制度のその他の

側面にギャップがある．あるいはギャップは司法制

度ではなく警察の能力にある．その他の諸国ではす

べてに関してギャップがある．第 2 に，紛争管理

支援という広範なパッケージの一環として，援助を

必要とする諸国もなかにはある．その支援は国連安

全保障理事会ないし地域機関の指揮下となっている

ことがしばしばである．それ以外の諸国は広範な政

治的関与なしに，警察及び民事司法部門を強化す

るための特別な援助を必要とするだろう．第 3 に，

地域内で援助を求める国と世界的なメカニズムの方

を好む国とに分かれるだろう．援助を提供する国際

的な能力を深化させるすべての努力は，この反応の

柔軟性を組み込んでおくべきである．その援助は各

国当局が特殊な国境をまたぐ挑戦――金融犯罪から

麻薬違法取引問題に至るまで――に対処するのを助

けるために利用可能となっているべきであろう．こ

のような特殊な挑戦は次節で扱う．

　刑事司法能力の構築に対する国際的な反応を改善

するための出発点は，人材の供給を増加させること

である．高所得国と中所得国両方の政府が二国間あ

るいは多国間プログラムを通じて，海外派遣に利

用可能な警察や他の刑事司法要員のプールの増加

に（引き続き）投資すれば有益であろう．この供給
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を増やすためには次の 3 つの主要な選択肢があり，

すべてが望ましい．退職した官吏をアドバイザーと

して活用する，現役メンバーを出向させる，武装警

察隊を派遣する．武装警察隊の派遣を要請したの

は，国連の平和維持活動対象となっている比較的少

数の諸国にとどまっているが，近年，軍事的展開と

関連して需要は明らかに高まっている．現役メン

バーの出向は国際的な経験を認め報奨する昇給昇進

制度によって後押しすることができる．3 つのすべ

ての分野で，女性警察官の活用は貴重であることが

判明している．

　民事司法制度の他の機能に関しては，人材を供給

する現在の能力は警察の場合よりも弱い．民事の専

門知識をもっている人員名簿を作成する継続的な努

力のなかで，司法の専門家と法律事務員の入手可能

性には引き続き特別な関心を払うべきであるが，政

治的な競争という困難な環境下における脆弱な制度

の改革という経験を提供することができる，南側か

らの能力に焦点を当てておきたい．

　警察や司法の要員はやはり適切な訓練を受けてか

ら配属されなければならない．警察やもっと一般的

な民事司法の両方について，各国の制度は組織構

造，法的枠組み，慣行の面で大きく異なっている．

軍事能力の場合よりも相違が大きいであろう．第 6

章で説明したように，国連常設警察の能力と法の支

配・治安機構室は，国連活動に喜んで参加する警察

部隊の原則や訓練の標準化について進展を見せ始め

た．しかし，各国の司法要員を多種多様な制度や慣

行にさらす共同訓練については，同じようなメカニ

ズムがない．脆弱な状況下における制度構築に対す

るアプローチの知識となるとなおさらである．世界

的及び地域的なセンターを通じて両方の分野につい

て訓練を拡張すれば，追加的な人的能力のインパク

トは改善できるだろう．二国間援助プログラムのな

かで，技術援助を提供する外国機関と国内の対応機

関の間の長期にわたる制度的なパートナーシップ

が，現地の状況に対する援助の感度を強化するため

のもう 1 つのメカニズムになるかもしれない．

　雇用の場合と同じく，司法問題を支援するには治

安と開発のアプローチを組み合わせることが必要で

あろう．政府や世界銀行を初めとする国際金融機関

（IFI）がみずからの任務のなかで，暴力防止という

開発の土台を支援するのにより大きな役割を果たす

ことを検討できる分野がある．例えば，次のような

分野である．公的財政管理と治安部門改革・制度構

築，法的行政，司法制度開発，コミュニティの取り

締まり・司法サービスと社会的連帯・開発・雇用創

出のプログラムを組み合わせたコミュニティ・レベ

ルの多部門アプローチなどである．

　しかし，IFI は刑事司法制度の運営上のコアな側

面を支援するのに適した立場にはない．そこでは国

連システム内における明確なリードが役立つ．この

分野におけるより柔軟な選択肢には現在議論され

ている「世界的なサービス・プロバイダー」のモ

デルが含まれる．1 つの機関が警察に関してリード

し，民事司法制度の他の側面に関しては他の機関が

リードする，あるいは，１つが行政機能の開発につ

いて，制度的な転換については別の機関がリードす

るというものである．本報告書を通じて一貫してい

るテーマは，警察と民事司法の制度に対する支援を

連動させる必要があるということであり，国際シス

テムにおける分業は理想的には能力をさらに分割す

るのではなく，この連動を促進した方が良いであろ

う．変化に向けたもっと大胆な選択肢は，警察と司

法にかかわる援助の垣根を取り払うということであ

ろう．国レベルでは警察と司法にかかわる支援の

ファイナンスとプログラム管理の統合を促進するこ

とによるか，または単一の組織上の責任を特定する

ことによるかのいずれかになるだろう 4．

軌道2：国際機関の内部システムを改革する
　市民の安全と正義及び雇用の結び付きを組み合わ

せるプログラムに対する新しい国際公約と，司法や

雇用の挑戦を支援するための構造的な能力の増加

は，国際機関が各国の制度的な発展を支援するのに

必要な援助を迅速に提供でき，リスクを取ることが

できる限りにおいてのみ効果的である．そのような

措置がなければ，防止をいっそう強調しても現場で

のパフォーマンス改善には反映されないだろう．こ

れに取り組むためには，国際機関の内部改革，リス

クと結果を管理するための新しい手段，国際援助の

断続的なパターンに終止符を打つメカニズムが必要

である．
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国際機関における内部改革の原則
　速やかな信頼醸成のための援助や長期にわたる制

度転換で各国を支援するためには，国際機関は感応

度を改善すべく内部改革が必要とされる．脆弱で紛

争の影響を受けた諸国に関係した仕事をしている大

勢の個々人は，各国の努力を支援しようとしている

献身的な専門家である．しかし，彼らは多種多様な

状況や目的のために設計された構造，手段，手続き

によって躊躇を余儀なくされている．現地の状況に

適するよう設計された最適アプローチは，国内改革

にとってと同じくらい国際的アプローチにとっても

重要である．ほとんどすべての多角機関と多くの二

国間機関では，脆弱な状況下で最適性を達成するた

めには，予算編成・人員計画・成果の測定・受託シ

ステムは大幅な変更が必要とされている．暗黙裡に

リスクを回避している既存のシステム――もっと安

定した能力の高い諸国向けに当初は開発された精緻

なコントロールを主張し，リスクが高い場合には援

助の先送りをしばしば選択する――は，一貫した成

果を実現してない．平和構築と国家建設に関する国

際対話の一環として定期的に集まり始めた脆弱国家

リーダーの集まりである g7+ グループにとって 5，

国際機関内部の特に公共調達手続きを中心とする改

革は，国際的な改革にとって第 1 の提案であった．

リスクに関するドナーと受益国のさまざまな意見を

橋渡しし，本報告書の分析から浮上してくる国際機

関の内部改革にとって指針となる原則は以下の通り

である．

• 第 1 に，治安と開発の成果の間には結び付き

があるということを受け入れる．しかし内部

システムが治安と開発の成果の結び付きを支

援するために設計されている，というような

多角的機関はほとんどない．プログラムの目

的は狭く設定される傾向にある．不安定な状

況下における経済的及び社会的な介入策は当

然のことながら，市民の安全や司法の成果（例

えば殺人の減少など）に寄与すべく設計され

ているだろう．治安プログラムは開発の成果

（例えば貿易の増加など）に寄与するよう設計

することもできる．このためには，機関は自

分の伝統的な「技術的」領域外の成果指標を

使い，上述した統合的なプログラムの枠組み

のなかで協働する必要があるだろう．パート

ナーシップに向けてスタッフを報奨すること

も協力促進に役立つだろう．

• 第 2 に，脆弱な状況下では，治安と制度的な

能力及び完全に競争的な市場が欠如している，

という現実に適合する．不安定性が高い場合，

介入策の費用便益の両方は短期間で激変し得

る．これは管理予算や人員計画について大き

な柔軟性をみておくべきだということである．

プログラム予算については順序には注意が必

要であり，これはもっと先になってからの方

が有益なプログラムもあるということを意味

する．また，迅速な措置にかかわる利益が大

きい人員や資材や作業及びサービスの契約に

ついては，スピードを（費用効率や質の問題

よりも）もっと重視するということも意味す

る．競争的な市場が非常に閑散としていて透

明でない場合，違った形の調達コントロール

――可変量に基づく国際的な事前入札や，地

域市場の知識をもった直接交渉を許容する契

約プロセスなど――の方が適切であろう．制

度的能力が不十分な場合，手続きは最も単純

なレベルの法の適正な過程にまで昇華されて

いる必要がある．また，それには受益機関に

代わって一部の活動を執行できる柔軟なメカ

ニズムを伴っていなければならない．

• 第 3 に，行動するリスクと行動しないリスク

のバランスを図る．この原則の第 1 の意義は，

援助を必要としている諸国とその国際的なパー

トナーは，リスクに関するそれぞれの懸念を受

け入れなければならないということである．脆

弱な状況下にある国の首相は，治安部隊の給与

を支払い，機器を供与するために，ただちに助

けを求めても必ずしも悪くはない．開発協力担

当大臣は腐敗や人権侵害のリスクを懸念しても

悪くない．彼らの利害を調整するためには，互

いの制約を理解しなければならない．第 2 の

意義は，解決策はリスク回避が支配的になるの

ではなく，このようなニーズのバランスを図ら

なければならない，ということであろう．より

大きな責任と説明責任を現場の国際的スタッフ

に分権化すれば，行動しないリスクに対する感

応度を増加させることができる．ドナーの資金
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支出や活動に関して目標とする予定表との比較

でみた達成度――および遅延の理由――の透明

な公表も，国際的なインセンティブを行動の方

に向けてシフトさせるのに役立つだろう．ただ

し，ドナーは違った方法で自分たちの関与のリ

スクを管理する必要があるだろう．

• 第 4 に，なかには失敗するプログラムがある

ということを受け入れて，それに応じて速やか

に適合することである．援助プログラムの成功

率は脆弱な状況下では，安定的な状況下におけ

るよりも低くなるだろう．というのは現在の状

況でのリスクが定義からして高いためである．

これはプログラムがうまく行った場合には利回

りもずっと大きくなるので正当化される．――

平和と安全の面だけでなく開発の面でもそうい

える．というのは，これら諸国はミレニアム開

発目標（MDG）に関して非常に低いベースラ

インから出発するからである．ドナーがある程

度の失敗を受け入れることの政治的な問題は，

国際的主体はリスクに関してナイーブで，問題

が発生した時に行動が遅いという受け止められ

方をするということである．失敗が発生した時

に方式を速やかにシフトする選択肢のメニュー

をもっていることが，各国機関に対する支援を

放棄することなく，ドナー・リスクを管理する

上で極めて重要である．プログラムの連続性を

妨害することを回避するためには，次節で検討

するように，不測事態への対応を最初からプロ

グラム設計に組み込んでおくことが非常に重要

である．

　このような原則を採択すれば，二国間および多

国間の機関がリスクの管理と成果の改善という両

面で，内部システムを適切な形で改革するのに役

立つであろう．このような原則は次のようないく

つかの方法で当該機関の手続きに組み込んでおく

ことができよう．①適切な監視下に置かれた十分

な予備資金の利用を増加させる．②コミュニティ

調達など市場が薄く制度的な能力が低い場合にす

でに適応しているモデルを，各国の調達プロセス

のなかで適合させる．③透明性とコントロール・

コストを増やすために，非競争的な調達プロセス

で妥当な地域の価格をモニターできるスタッフな

ど，効果的な最適措置を導入する．④プロセスを

簡素化し，権限を委任し，転換時間を加速化する．

⑤失敗から学んで速やかに適合する人が確実に報

いられるように，スタッフにとってインセンティ

ブとパフォーマンスをモニターするメカニズムを

変更する．対応は機関によって異なり，それが当

然であろうが，共通の原則があれば国際機関の支

援の補完性を改善するのに有益であろう．

リスクと成果の管理
　現行のドナーのリスク管理は主として次の 2 つ

のメカニズムに依存している．1 つは，リスクが

あまりに高い場合には援助を延期ないし中止する．

もう 1 つは，現地情勢に適合化した最適な提供メ

カニズムではなく本部コントロールを使う．両方

とも主として，腐敗・浪費・乱用のリスクを回避

するために，国内支持層からの二重の説明責任の

圧力に応えることが動因となっている．これでド

ナーのリスクは管理できるかもしれないが，現場

における制度構築にかかわる真の進展を制約する

ことになる．援助の連続性が必要な場合，リスク

は確かに存在するので，国家戦略が政治的な文脈

に適合するには革新が必要とされる（図 9.1 参照）．

代替策は国家制度を通じてより迅速かつ一貫した

関与を行うことであろう．ただし，リスクと成果

を管理するために，援助を供与する方法を変更す

べきである．リスク許容度が高く，各国の予算や

制度を直接通じる方法を選択できるドナーもあれ

ば，提供にもっと大きな監視ないし非国家の関与

を必要とするドナーもある．リスク管理には以下

を含め多種多様な選択肢が存在する．

• 透明な立案を前提として予算の中の予備費を増

額する．統治が不安定な場合，政治・平和維持

使節団の予算に加えて開発プログラム予算も，

予備費の増額で利益を享受し，活動や提供メカ

ニズムは新たなリスクや機会が出現した時に，

支援全体を妨害することなく調整することがで

きる．そのような予備費のための立案の前提―

―例えば，もし一定の合意されている統治指標

が悪化すれば，追加的な監視メカニズムが採用

されるというような――は，受益国政府と国際

機関の統治機構の両方にとって透明でなければ
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ならない．

• 各国の予算や制度を通じて関与する場合には監

視メカニズムを変更する．リスクに適合した監

視メカニズムには以下が含まれる．予算支援か

ら政府システムを通じる「追跡された」支出 6，

規則的な報告・内部的な統制のメカニズムから

独立的な財務モニタリング機関の活用，苦情に

ついての独立したモニタリング，独立した技術

機関へのシフト．

• 各国の制度を通じて関与する場合，提供メカニ

ズムを変更する．提供メカニズムの諸形態には

以下が含まれる．コミュニティ構造，市民社

会，民間部門，国家機関と共同でプログラムを

運営している国連を初めとする国際的な執行機

関，等である．

　ドナーが通常関与しないような極端なリスクがあ

る状況下では，以下の選択肢を検討するべきであろ

う．

• 国家の統制システムを補完するための執行能

力を検討する．それは国際的な担当部署の管

理能力は各国の主体と協働し，国際機関のプ

ロセスは各国と国際的な共同理事会によって

統治されている「二重鍵」メカニズムの場合

と同じである．

• 現地の人材とコミュニティ構築を活用する人道

的・経済的・社会的なプログラム――依然とし

て現地の制度的な能力に対するある程度の焦点

を維持して，現地スキルの海外への頭脳流出を

緩和している――の運営には現地の人材とコ

ミュニティ構造を活用する．

　リスクは資金をプールすることによっても分担す

ることができる．成果を大規模に実現するのに資金

をプールすれば，受益国政府に単一の大きなプログ

ラムを，国際的なパートナーには国家に対する自分

たち独自の貢献を大きく凌駕するプログラムを支援

する方法を提供することができる．資金のプールは

リスクをプールするのに有効な方法になれるので，

浪費や乱用や腐敗のリスク責任という重荷を，個々

のドナーの肩から多角的システムにシフトする．マ

ルチ・ドナー信託基金（MDTF）は一部の状況下で

優れた成果を実現している．しかし，このような基

金のパフォーマンスはまちまちで，遅いとか，手続

きや統治の取り決めが煩瑣である，成果にかかわる

図 9.1　援助の形態をリスクに適合させる
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強固なモニタリングと評価が欠如している，国家制

度を通じる支援が限定的であるなど，批判も広範囲

にわたっている．暴力の影響を受けた諸国における

国際援助のうち MDTF を通じて流れているのはほ

んのわずかであり，そのインパクトは限定的であ

る．治安や司法及び開発を統合したプログラムと上

述した国際機関の内部改革があれば，このような挑

戦の一部を緩和するのに役立つだろう．

　移行の進捗度の測定――第 8 章で検討したよう

に各国の改革者の観点から――も，国際的主体がリ

スクに反応するのを助けることができる．各国の改

革者やドナーは成果を議会・メディア・納税者・市

民に示す必要がある．経済成長や MDG など標準的

な開発指標は優れた長期的な目標や指標ではある

が，短期的には脆弱な状況下では必ずしも有用では

ない．このような指標は進歩のスピードや方向性に

関して，政府や国際的なパートナーにフィードバッ

クをもたらすにはあまりに動きが遅すぎる．また，

治安や不平等や失業や国家制度に対する信頼などと

いった問題にかかわる市民の懸念を直接測定するも

のではない．

　短期的な進歩を示せる指標の開発は単に技術的な

問題ではない．短期的な改善を示し，継続的な投資

――および時折のリスクを伴う困難な制度改革――

に対する支援を維持することは，政治的なレベルで

中央政府とドナーの両方にとって重要である．治安

と国家制度に対する信頼，転換が他の諸国ではどれ

くらいかかったのかという歴史的な記録との関係

でみた統治の進展など，第 8 章で提示した指標は，

若干の挫折が発生するかもしれないが，確かに進展

があることを示すことによって，各国の改革者だけ

でなくドナーに対しても役立つことができる．

　国際的な主体は各国がこのような指標を測定する

能力を発展させる手助けについて，一定の役割を果

たすこともできるだろう（表 9.2 参照）．WDR の推

定値が示すところによると，内戦による戦死者に関

する情報はすべての途上国について入手可能である

が，殺人データがある脆弱国はその 24％にすぎず，

戦死情報の正確さは低い可能性がある．加盟国，国

連薬物犯罪事務所（UNODC），IFI，大学，データ

を収集している NGO のパートナーシップが，これ

を前進させることができるだろう．同じような努

力でもう 1 つの有益な指標を開発できそうである．

それは世論調査を通じて制度に対する信頼を測定す

るものである．制度に対する信頼に関しては，治安

全と国家にかかわる市民の意識について定期的な情

報が，ほとんどの高所得国と一部の中所得国で入手

可能であるが，それがぜひとも必要な脆弱国では入

手できることは稀である．世論調査は安価で頻繁な

実施が可能であり，携帯電話で調査を実施できる新

しい技術が出現している（本報告書はコンゴ民主共

和国で背景研究の一環として実施した）7．報告書

の推定が示唆するところによれば，ほとんどの諸国

には何らかの世論調査データがあるが，脆弱国では

データの収集は頻度が非常に少ない．地域バロメー

ター，「統計 40」，IFI のパートナーシップがあれば，

表 9.2　必須で入手可能な短期指標

現在のデータ・カバレッジ：直近の 5 年間

暴力
国家機関に対する信頼

戦死者 殺人率

低所得国

脆弱国
100％カバー，
正確性は低い

24％カバー
多くは 3-4 年ごと，
一部はもっとまれ

非脆弱国
100％カバー，
正確性は低い

48％カバー 2 年ごと

中所得国
100％カバー，

正確性は中程度
64％カバー 毎年，一部はもっと頻繁

高所得国
100％カバー，
正確性は高い

（発生が少ない）
78％カバー 毎月 / 毎週

出所：WDR チームの試算．
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富裕諸国が活用している世論調査を貧しく脆弱な諸

国が使うのを助けることができるだろう．

援助の断続的なパターンに終止符を打つ
　国際機関はコストの増大を回避しながら，一世代

にわたる制度転換の現実に応えるために，援助の継

続期間をどうやって延長するかを慎重に考える必要

もあるだろう．アフリカ連合の平和・安全担当委員

であるラムテーン・ラマムラ大使と国連平和維持担

当事務次長であるアラン・ルロワが指摘しているよ

うに（ボックス 9.2），地平線を超えた能力を含め，

平和維持にかかわる代替的な様式の柔軟な使用はこ

の点で大きな支援になり得る．増大している協力関

係に依拠して，多角的な安全保障機関――アフリ

カ連合安全保障理事会，国連平和維持活動局，EU，

NATO など――は，脆弱な状況下で長期的な援助を

妥当なコストで提供するために，IFI と協働して超

地平線レーダーの配備やその他の柔軟な平和維持の

費用便益の徹底的な検証を実施することができるだ

ろう．

諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

ボックス9.2　柔軟な平和維持取り決め

　暴力を脱却しようとしている社会は，不信，不確実性，
国家の基本的な制度に対する信頼の欠如という深刻な問題
に直面している．本報告書の表現で言う「公約メカニズ
ム」として調停や平和維持活動を使えば，解決にかかわる
このような障害を克服するのに役立つことができる．国家
の権威を拡張して法の支配の確立に貢献することもでき
る．
　この文脈で，われわれは本報告書のメッセージを歓迎す
る．それは国家が暴力を脱却するのを平和維持活動が支援
する際の役割に関するもので，それは総じてわれわれの経
験に合致している．国際的な平和維持部隊の展開は政治的
な解決策の持続期間を引き延ばす，という報告書の発見は
われわれの経験に合致している．それがプラスの経済成長
にも貢献するという結論は，開発と治安は並んで進展する
という主張を補強するものである．国家制度を長期的に治
安と繁栄の保証人に転換していくことの重要性を，本報告
書が強調していることにもわれわれは賛同したい．
　このような目標を達成するためには，平和維持部隊は適
切な権限を付与される必要がある．AU と国連の任務は異
なり，それぞれ違う要請に直面しているものの，成功に必
要なフル・レンジの権限もなしに，困難な地域で展開さ
れる平和維持活動の管理という挑戦を共有している．国際
社会は 1990 年代半ばに，平和維持部隊を任務遂行に必要
な資源で装備しなかったことに伴う人的・政治的なコスト
を，苦労して学ぶことになった．それは規模の問題だった
り，あるいは質や柔軟性の問題だったりした．緩衝地帯や
議論のある国境沿いにおける静態的な平和維持活動の冷戦
時代とはまったく異なり，現代の活動はダイナミックで，
政治的には複雑な環境下で展開され，往々にして広大な地

域をカバーしている．
　国連と AU はそのような挑戦に対応するため，スーダン
とソマリアでは共同作戦を展開している．2 つの組織間の
重要なパートナーシップは複雑さや議論を引き起こさない
わけではないが，目前の挑戦に対処しようという共通の決
意を示している．
　WDR は次のような事実を指摘している．すなわち，暴
力の温床となる不確実性と弱い制度というのは，集中的な
平和維持活動という伝統的な期間が終わってからも，数十
年間という長きにわたって社会のなかで持続する．短命な
復興期を経て新たな暴力連鎖への逆行が続き，平和維持部
隊が呼び戻されなければならないことがあまりにも多かっ
た． 
　ここでのジレンマは，各国当局と国際機関がもっと長期
にわたる平和維持活動の考慮をしばしば躊躇していること
にある．もっと創造的な解決策を発見しなければならな
い．これには治安部門の開発・改革，軽度のモニタリン
グ，超地平線的な増援など，長期的なプログラムの組み合
わせが含まれるだろう．超地平線的な取り決めは平和維持
活動の集中的な局面で効果的に活用されたことがある．例
えば，コンゴ民主共和国におけるヨーロッパ連合のアルテ
ミス作戦が指摘できる．仮に開発と治安が本当に手に手を
とって進展するものならば，平和維持と国家制度を転換す
るプロセス――例えば，治安部門改革や天然資源の管理に
関する共同プログラムを通じることも含めて――に対する
経済支援もそうであろう．暴力のリスクからの恒久的な脱
却を目指す国家的な主体に対する，長期的な治安・政治上
の支援にかかわる取り決めの可能性と費用便益を深く検討
しよう，という本報告書の要請をわれわれは歓迎する．

ラムテーン・ラマムラ , アフリカ連合平和・安全保障担当委員；諮問委員会メンバー；アラン・ルロワ，国連平和維持活
動担当事務次長
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　調停や外交的円滑化のための財源の改善も容易に

成果が上がるだろう．というのは，それは常に低コ

ストであり，暴力のエスカレーションのリスクを削

減できるからである．これは調停ないし円滑化の支

援を現状のパターンよりも長期にわたって待機態勢

におき，継続的な信頼醸成を危機の直接的な解決を

超えて促進するために利用可能にする，という規範

を育成する努力と連動させることができるだろう．

　開発機関にとって，市民に安全と正義及び雇用に

ついて成果を実現している，あるいは単に社会的連

帯や人的・制度的な能力を維持しているプログラム

について，断続的なパターンでの援助に終止符を打

てば， コスト全体を増やすことなくインパクトを大

きくすることができる．前述したように，変動性は

援助の有効性を著しく削減するが，脆弱で紛争の影

響を受けた諸国の場合，社会や国家の制度を構築す

るには一貫性のニーズがより大きいにもかかわら

ず，その変動性は他の途上国の場合の 2 倍に達し

ている．しかし，変動性を削減するさまざまな選択

肢があり（ボックス 9.3 参照），それには以下が含

まれる．適切な様式に基づいて最下限の援助を提供

する，特定種類のプログラムが有効かつ大規模に提

供できる能力を証明した場合，最も脆弱な国家に対

する援助の配分を追加する（世界開発センターの最

近の研究報告書が提案しているように）8，OECD-

DAC の枠組みに基づいて，脆弱で紛争に影響され

た諸国における規模の大きい長期的なプログラムに

対する援助に，目標とする割合を充当するなど．第

6 章で概要をしたように，変動性が 30％減少する

と，脆弱で紛争に影響された国に対して年約 3,000

万ドルの価値をもたらす．

軌道3：外部からのストレスを削減する：新
しい地域的・世界的な措置
　国家に対する直接援助は外部からのストレスを削

減するために，地域的・世界的なレベルでの措置に

よって補完される必要がある．本報告書の分析では

一貫して次の点を強調してきている．すなわち，外

部からのストレスには暴力のリスクを高める役割が

あるので，行動に向けた勧告はこの重要な分野を無

視しないことが重要である．毅然とした，実際的

で，調整された行動があれば，安定性を阻害する外

部からのストレスを短期的にも長期的にも減少させ

ることができる．また，このようなストレスを吸収

し緩和するための地域的・世界的な「緩衝材」を発

展させるために，支援を拡充することもできる．本

報告書の分析はそのような行動を次の 3 つの分野

について指摘している．すなわち，国境をまたぐ協

力，暴力を扇動し得る麻薬の違法取引や違法な金融

フローを防止する行動の強化，脆弱国の食料・資源

ショックからの保護の 3 点である．

国境をまたぐ公共財：開発と治安及び行政のプー
リング

　地域的な公共財向けの支援は財源不足に陥ってい

る．暴力に対する外部からのストレスの重要性を認

識すれば，ドナーは行政と経済の面でさまざまな形

の地域的協力に加えて，国境をまたぐ開発プログラ

ムや地域的インフラ向けの金融的及び技術的な支援

の割合を，暴力の影響を受けた地域を優先しながら

増やすことができるであろう．そのような支援は次

のような形を取り得るであろう．

• 貿易と交通のインフラ．紛争と暴力の影響を受

けた数多くの地域は，生産者と消費者の地域の

間の貿易向けや，海港や空港のためのインフラ

は，明白に不足している．そのような地域に

は，中央アフリカや中央アジアといった広大な

ところだけでなく，インドの北東諸州など貿易

へのアクセスがほとんどないもっと狭い小地域

もある．暴力の影響を受けた地域でインフラを

建設する場合，利益を巡る緊張を回避するため

に，労働集約的な技術を使って現地労働を調達

するよう配慮すべきである．一部の地域では，

共同利益をもらす共有型の経済インフラに関し

て議論しておくと，後に政治や治安に関する議

論を始める余地も生み出される．ほとんどの場

合，若干の単純な政策改革を並行的に実施する

ことが必要である．というのは，それもインフ

ラの欠如と同じくらい国境をまたぐ貿易にとっ

て大きな制約になり得るからである．

• 国境をまたぐ開発の立案．多くの不安定な国境

地帯は類似した社会的及び経済的な構造を共有

しており，共有している地形や民族性や歴史が

自然な絆を生み出している．にもかかわらず，
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ボックス9.3　暴力を防止する：市民の安全と司法改革への投資を優先する

　援助の配分に当たって，ドナーは現状に関して次の 2 つ
の根本的な目的――援助はニーズに従うとともに，適切に使
われるべきである――を考慮している．残念ながら，脆弱国
家では，この 2 つの目的は通常は衝突する．ニーズはどこ
よりもずっと大きいのに，政府には援助を適切に支出する能
力が欠如している．その結果は往々にして次の通りである．
すなわち，ドナーがニーズの懸念と有効性の懸念の間で揺れ
動くため，援助の量は不十分な平均の回りを変動する．
　ノーベル経済学賞受賞のなかでも最も尊敬されている 1
人といえるヤン・ティンバーゲンは，ドナーのジレンマに光
を当てて解決策を示している単純な原則を定式化した．彼が
示したのは，一定数の目的は少なくとも同数の独立的な政策
手段があって初めて達成可能になるということであった．と
ころが，ドナーは単一の手段で，ニーズに応えるとともに有
効性を確保する，という 2 つの目的を達成しようとしてき
ている．
　その手段というのは援助提供の形態であり，形態は政府の
能力に応じて異なっているべきである．安全で統治の良い国
家であれば，無条件かつモニタリングなしの予算支援，ある
いは急がないプロジェクト投資が適当であろうが，脆弱な状
況下では援助を誘導するために，代替的なメカニズムを開発
することが必要不可欠であろう．新しい種類の手段が必要
で，善意ではあるが不安定さと脆弱な制度を抱えている政府
からもっと虐待的な政府に至るまでの，リスクのスペクトル
を認識すべきである．仮に政府が市民の目からみて正当性を
取り戻すとすれば，経常支出は支援可能であろうし，まさに

その必要性があろうが，支援措置を安定化に連動させ，支出
を追跡する追加的な監視メカニズムを導入することによって
のみ供与されるべきである．政府からの資金は地方レベルに
直接流され，コミュニティ報告を通じてモニターすることが
できる．社会サービスはもし援助が，政府・市民社会など第
三者・ドナーによる共同監督下で，通常の官僚制度外の公的
機関を通じて提供されているのであれば，規模を拡大するこ
とができる．同機関は公的な説明責任と合意された品質基準
を見返りとして，教会・NGO・地方コミュニティが運営す
る診療所，学校，公共事業に対して資金供与ができる．
　ティンバーゲンの法則は目的がどのように手段に結び付い
ているべきかについても意見を述べている．ドナーのジレン
マはニーズを満たすという目的を援助の量に連動させること
によって，また，援助を適切に使うという目的は提供形態の
選択に連動させることによって解決できる．脆弱国家は多額
の援助を必要としているが，援助の提供は政府官庁が有効で
あるという状況下とはまったく異なっているべきである．脆
弱国家でお金を有効に支出するのは複雑なことではない．例
えば，コミュニティ主導型アプローチ，ミッション・スクー
ル，診療所などは，最も困難な環境下で長年にわたって成功
裡に運営されている．ニーズは他の環境下におけるよりも明
らかに大きいが，それに比例して援助にかかわる利回りも高
い．しかし，そのニーズがまさに費用効果的に充足され，長
期にわたる制度的な強靭性を構築できているかを証明するた
めには，実験を奨励し，成否の経験に素早く対応すべく適合
化できる提供形態が必要である．

ポール・コリエ , 経済学教授兼アフリカ経済研究センター所長，オックスフォード大学；諮問委員会メンバー

ドナーのリスクと結果のジレンマを解決する：ティンバーゲンの法則から学ぶ

WDRによる注記：変動性を削減するための追加的なアプローチ

　世界開発センターは脆弱で紛争の影響を受けた諸国で成
功しているプロジェクトの規模拡大を提案している．Gelb 
2010 で概要が示されているように，これにはプロジェク
トについてタイムリーなモニタリング，完全な透明性，独
立した評価が必要であろう．早期成果を示したプロジェク
トは，規模拡大向けのトランシュとして指定されている特
別なマルチ・ドナー信託基金を通じた追加的なファイナン
スを引き出すことができる．プロジェクトのモニタリング
と評価にかかわるフィードバック・ループの長さを削減す
ることによって，このアプローチは援助を供与する側と援
助を享受する側にとってのインセンティブを調整し，プロ
ジェクト・サイクルの早期成功を報奨し，このアプローチ

を産出ベースの援助と完全に整合的にする．
　OECD-DAC 公約．さらなる可能性としては，援助プロ
グラムの一定割合を長期にわたる大規模な支援に充当す
る，という OECD-DAC の枠組み内での公約を探究するこ
とである．脆弱な状況下では小さい迅速な介入策には価
値があり，この種の援助を供与する柔軟性を失うのは望
ましくないであろう．しかし，小さい，細切れの，短期
的な援助の割合が現状ではあまりに大きすぎて，長期的
な制度構築の利益にならない（第 6 章参照）．アクラ行
動計画に基づいて，ドナーは「有能で，説明責任のある，
感応的な国家」の建設を支援するための長期的な形態の
開発を公約している．
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不安定な国境地帯の両側で開発の立案のために

教訓を共有すべく，これを有利に活用している

諸国はほとんどない．例えば，コミュニティ主

導型開発プログラムは，民間部門と同じく，コ

ミュニティ組織の長所と短所に直面する可能性

が高い．地域的・国際的な公共財の側面をもっ

ている保健といった開発部門が，国境をまたぐ

協力になり得ることは議論の余地があるまい．

国境をまたぐ開発立案には単に教訓を共有する

ための特別な取り決めをする，あるいは場合に

よってはプログラムを設計しモニターするため

に，正式な共同取り決めに移行するということ

が含まれよう．

• 地域的な治安支援．暴力は国境をしばしばまた

いでいるのに，国際的な対応は大体において

国境内にとどまっている．実験中である次の 2

つのアプローチについてはさらなる検討が正当

化される．1 つは，地域的な政治使節団である

――これにはアフリカと中央アジアにおける国

連事務所が含まれる．後者には国境と税関管理

や麻薬違法取引に対抗するイニシアティブに連

動した予防的な外交の使命がある．2 つ目は，

組織犯罪に関する国連・ECOWAS 共同の西ア

フリカ沿岸イニシアティブなど，麻薬違法取引

防止のための地域的イニシアティブである．

• 技術的・行政的な能力の地域的共有．第 7 章で

指摘したように，小地域の行政能力をプールン

グすると，国家は独自には管理できない制度的

な能力を発展させることができる．この分野で

は地域的なニーズに応じて実施できる次のよう

な広範なイニシアティブがある．治安と司法部

門の改革に向けた特殊な援助を提供するプログ

ラム，地域レベルでの多部門にわたるコミュニ

ティ・プログラム，大学施設の共有などのよう

に若者のスキル向上及び訓練に取り組むための

行政能力プーリングなど．

　個別の国境をまたぐイニシアティブに対するど

ちらかといえば漸進的なアプローチではなく，国

際的なドナーは地域的なアプローチをファイナン

スするためにもっと大きな措置を取ることができ

るだろう．そのようなイニシアティブの原則は，

世界的な機関の技術的・財務的な能力を組み合わ

せながら，現地の政治的知識と地域的機関の正当

性に依拠することであろう．世界的な機関と協調

して地域的機関を通じて提供されたため，このア

プローチはカリブにおける司法のように，発達し

た共通の地域的能力をすでに成功裡にプールして

いるイニシアティブからの教訓を適応化すること

ができた 9．大メコン圏地域，西アフリカの麻薬違

法取引や経済統合に関するイニシアティブ，EU の

これまで紛争の影響を受けていた国境地帯向けの

プログラムなど，既存の国境をまたぐ協力から教

訓を引き出すことができた 10．地域的機関の政治

的なイニシアティブ（アフリカ連合の国境プログラ

ム 11や ASEAN の小地域イニシアティブなど）を，

世界的なパートナーからの財政的及び技術的な専門

知識で支援することになるだろう．そのような地域

的イニシアティブの拡大は設計が良ければ，国家統

治にかかわる変動性を原因とする援助の変動の一部

から活動を保護できるという利点もあるだろう．

暴力を扇動させる麻薬の違法取引と違法な金融フ
ローを阻止する

お金を追跡せよ．麻薬や天然資源の違法な取引を防

止する措置の中心にあるのは，違法な金融フローを

追跡することである．中央アメリカや西アフリカな

ど違法な麻薬取引や腐敗に深刻な影響を受けている

地域では，ほとんどの諸国は金融取引に関する情報

を収集し処理する，あるいは犯罪者を捜査し起訴す

るのに必要な国家能力に近いものは何ももっていな

い．腐敗ハンター国際連合や盗難資産回収イニシア

ティブ（STAR）など，国際社会が腐敗問題に取り

組むのを支援するイニシアティブと並んで，次の 3

つの措置が暴力とそれを下支えする違法な金融フ

ローを削減するための努力の助けになるだろう：

• 世界的な金融移転の大半が行われる重要国にお

けるこのようなフローについて，戦略的な分析

を実施する能力を強化する．このような分析を

実施する誠実性・独立性・技術的能力をもって

いるのは，主要な金融市場ないしハブにおけ

る約 1 ダースの金融情報ユニットにすぎない．

疑わしいフローを分析し情報を交換する協調的

な努力は，違法な金融フローを探知する能力を

大いに押し上げることができるだろう．
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• 世界的な金融センターは盗難資産回収プロセス

について，情報提供の開放性と協力を高めるこ

とができる．この努力の一環として，世界的な

金融機関は戦略的な分析を実施して，影響を受

けている諸国に対してそれを利用可能にするこ

とができる．プライバシーを尊重するために，

この分析は個別勘定の情報ではなくフロー集計

値のシフトに基づくことができる．腐敗ないし

資金洗浄で生み出された違法なフローにかかわ

るオーストラリアの分析について第 7 章でみ

たように，分析手段は存在する．しかし，この

ようなアプローチはまだ世界的には適用されて

いない．

• 先進国や金融センターは次の点の確保を公約す

ることができる．すなわち，腐敗の代わり金を

自国に投資するのは自国の資金洗浄防止法に違

反する．この公約の一環として，彼らは脆弱国

家の法執行当局との協力を強化することもでき

る．これは第 8 章でみたように，イギリスと

ナイジェリア，アメリカとハイチの間における

共同の並行的な捜査という最近の先例に依拠す

ることになるだろう 12．

　国内政策が国際的に波及効果を及ぼすのを調整す

るメカニズムが極めて重要である．ある 1 国にお

ける違法な麻薬取引に対抗する措置が成功すると，

それに伴う波及効果は他の国に悪影響を及ぼすこと

がある――麻薬カルテルに対するコロンビアの措置

は中央アメリカ全体，メキシコ，さらには西アフリ

カにさえ波及効果をもたらした 13．同じような効

果は他の商品にも当てはまる．例えば，ある 1 国

における伐採の禁止ないし制限は，同じような政策

を採用していない他の諸国に対する需要を増加させ

るだろう．各国間で対話を行うプラットフォームが

あれば，主権国家の決定を制限することなく，政府

が潜在的なインパクトを事前に発見し，地域レベル

で費用便益を議論し，他の諸国の決定によって影響

を受ける諸国のインパクトを緩和すべく政策を調整

する，あるいは措置を取る選択肢を検討するのに役

立つであろう．地域機関は UNODC など世界機関と

同じく，そのような対話をリードすることができる

だろう．

　天然資源の違法取引に関する共同の取り組みも

もっと有効な措置を生み出すことができる．新し

い天然資源憲章は幅広いコミュニケーションや市

民圧力に焦点を当てることによって，キンバリー・

プロセスや採取産業の透明性イニシアティブなど

従来のイニシアティブに依拠するのに有効な方法

である 14．国際的な市場規制要件は消費国が違法

取引と戦うもう 1 つの形である．木材でいえば，

このような制度には，アメリカのレーシー法に基づ

く認証要件，ヨーロッパの公共調達政策（政府機関

は合法的な木材であることが検証可能な木材のみの

購入を義務付けられている），EU で導入が予定さ

れている主要な生産国との二国間協力を伴う相当な

注意の規則などが含まれる．そのような市場要件シ

ステムは消費国が疑わしい出荷に対抗するのを支援

するために，生産国と消費国の執行機関の間で情報

を共有する取り決めによって強化することができ

た．消費国と国際的主体は原産が違法な商品を供給

チェーンから排除すべく，有効な加工及び流通過程

の制度を実施する能力を生産国のなかに構築するた

め，追加的な援助を提供すべきである．

　麻薬違法取引への対抗に関して新しい共同の責任

感を形成することも，選択肢のより良い分析につな

がるだろう．例えば，合法性を含め麻薬に関する需

要サイドの選択肢を供給サイドの取り締まりと組み

合わせることに関する，現在の議論の意義を理解し

ようとする生産国と消費国の共同努力は価値があ

る．そのためには消費パターンのトレンドに加え

て，合法化された麻薬使用が各種規制体制の下で，

健康と社会及び経済の面にもたらす意味を深く分析

することが必要であろう．また，合法化される麻薬

を規制しコントロールするシステムと，麻薬が違法

にとどまる場合にはその取り締まりを確保するシス

テムについても分析が必要であろう．

脆弱国家を食料不安や資源ショックから保護する
ための新たな措置

　食料・エネルギー・資源などのショックがもたら

すインパクトに関する知識は限定的である．食料や

エネルギーに対する世界需要の増加は，脆弱で暴力

の影響を受けた諸国には深刻なインパクトをもたら

す可能性がある．新しい分析的な努力がこの現象を

理解するのに当たっての重要な第一歩となる．1 つ

の前向きな措置は関連機関――世界銀行，国連エネ
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ルギー・プログラム，国際エネルギー機関など――

が，すでに独立的に行っている複数のレポートや

分析を取りまとめて，『世界資源展望』に関して協

働することであろう 15．そのようなレポートは政

策立案者に現在欠如している貴重な統合的分析を提

示することができる．それは以下のようことを検討

することができるだろう．すなわち，石油・食料・

水・潜在的に土地など重要な資源の入手可能性に関

する科学的知識の現状とともに，気候変動がそれぞ

れにどう影響するか，価格高騰のリスク，インフレ

のトレンド，資源価格が国際経済の広範なトレンド

とどう相互作用するのかを含め，資源の入手可能性

の経済的な側面，暴力の影響を受けた貧しい人々や

地域における希少化のトレンドに対する脆弱性な

ど．このような分析がなければ，政策から意図せざ

る結果が生じるリスクは対処されないままとなるで

あろう．バイオ燃料の場合がそれであった．エネル

ギー安保を促進する措置が食料安保にもたらす意義

への配慮が不十分だったのである．

　包括的な食料安保イニシアティブを支えられない

脆弱国にとっては，最適な選択肢が望ましいかもし

れない．信頼できる世界的な食料在庫システムが理

想的であろうが，もっと小規模な独立的な緊急用の

備蓄――地域で管理――があれば，食料援助対応策

の遅れを橋渡しすることができる．戦略的な場所に

ある各国の既存の貯蔵所に保有されているそのよう

な備蓄で，迅速な対応が可能になる．ASEAN 加盟

10 カ国，中国，日本，韓国が創設した東アジア緊

急コメ備蓄プログラムはその 1 例であり，緊急時

に，また貧困削減のために，食料援助を提供し，食

料安保を強化することが目的である 16．

　効果的な早期警告制度も食料不安に取り組むのに

次善のアプローチになり得る．食料価格ショックの

可能性とインパクトを削減することが最善の選択肢

であろうが，食料や農業に関する効果的な早期警告

制度は特に脆弱国では，紛争リスクや食料安保水準

の推移を特定し評価しモニターするために導入する

ことができよう．不作や食料不足を予想するのに

衛星データを使う早期警告制度の例としては次の 2

つが指摘できる．1 つは国連が後援している世界食

料情報早期警報システムであり 17，アフリカの旱

魃になりやすい 22 カ国における食料安保対応計画

の改善を目的としている．もう 1 つはアメリカの

国際開発庁（USAID）が後援している飢饉早期警報

システム網であり 18，低所得で食料不足の 80 カ国

を中心にすべての諸国について，食料の需要と供給

をモニターしている．

　国際取引システムは土地やエネルギーの探査を

巡る国際的な資源競争の圧力から，脆弱国家を保

護すべきである．採取産業透明性イニシアティブ

（EITI），赤道原則 19，サンチャゴ原則 20 など，こ

のような問題に取り組んでいるイニシアティブは，

特定部門への関与を指導すべく基準を策定し，多数

の機関や大企業が独自の指針を作成している．しか

し，そのような継続的な民間イニシアティブに基づ

いてもっと幅広い努力が必要である．自主規制に関

して業界としての取り決めが達成されていなかった

大規模な農業投資について，世界銀行，国連食料

農業機関（FAO），国際農業開発基金（IFAD），国連

貿易開発会議（UNCTAD），その他のパートナーは，

最近，以下の諸点を強調した責任ある農業投資に関

する一連の原則を制定した．すなわち，土地・資源

にかかわる権利の尊重，食料安保，透明性，良い統

治，適切で対応可能な環境，協議と参加，社会的・

環境的な持続可能性（ボックス 7.9）である 21．

　気候変動からの新しいインパクトに先駆けて，

脆弱国が河川の国境を共有している場合，国際支

援を小地域に対して供与することができよう．こ

の努力は状況に応じて，正確な数量に基づく合意

から，減少した流れの潜在的なインパクトに対応

するために比率に基づく合意，すべての流域住民

に利益をもたらす流域の開発拡大からの利益を共

有することに基づく合意，新たな利益が何も存在

しない場合の新しい合意へのシフトを含むことが

できる．国境をまたぐ，あるいは小地域の水管理

の取り決めを涵養する努力は，たとえ気候変動が

流量に影響を与えない結果になっても，地域的な

緊張を緩和することができる．

軌道4：低・中・高所得国や世界的及び地域
的な機関からの支援を動員する
　脆弱で暴力の影響を受けた諸国に対する国際援助

の状況は過去 20 年間で変化しており，連帯支援を

受けた歴史のある中所得諸国からの援助や政策支援

が増加している．いくつかの地域機関も治安や開発
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の問題では大きな役割を果たしている．にもかかわ

らず，世界の紛争や暴力，それに対応すべき責任を

負っているリーダーシップの規範，国際援助の形な

どに関する議論は，南側の主体ではなく北側の主体

によって牽引されている部分が大きい．この不足に

取り組むのを後押しすべく，「平和構築と国家建設

に関する国際対話」が創設されている．WDR プロ

セスとしても，伝統的なドナー・パートナーに加え

て，暴力の影響を受けた低・中所得国，地域的な政

策立案者，地域機関との広範な協議を実施してい

る．意見が一致した分野が多数ある――市民の安全

と正義及び雇用に関する制度構築と統治に焦点を当

てること――と同時に，意見が相違した分野もいく

つかあることがわかった．

　WDR の協議では，統治の改善に関して各国の

リーダーシップから何が現実的に期待できるか，ど

のくらいの期間をかけてするのか，良い統治の「形」

対「機能」などについて（例えば，選挙か，それと

もより広範な民主的な慣行やプロセスか，実際に腐

敗を最小化することか，それとも公共調達法を制定

したり，腐敗防止委員会を設置したりすることかな

ど），各国の主体・地域機関・中所得国・OECD 諸

国の主体間で意見が分かれていることがしばしば暴

露された． 

　WDR の協議相手は二重基準とみられることも批

判した．これは，みずからの国内的な統治の挑戦に

直面しているドナーの諸国や機関は，脆弱な途上国

における欠陥にもっと謙虚さをもってアプローチす

べきである，という感じ方を反映したものである．

先進国も腐敗や賄賂や人権侵害及び公的財政に関し

て，説明が不十分であることを免れているわけでは

ない．つまり，良い統治の基準の有効な実施は先進

国にとって挑戦だということである．暴力の影響を

受けた地域で国際社会が行政府ないし治安部隊の機

能を果たしている場合には，いっそうの挑戦なので

ある．

　責任あるリーダーシップの規範にかかわる協調的

な支持の欠如は懸念すべきである．というのは，暴

力リスクの削減には世界的な規範の進展が極めて重

要だからである．特に報奨と説明責任を提供する国

内制度の能力が弱い場合には，合憲性・人権・腐敗

にかかわる認識と制裁のメカニズムに加えて，地域

的及び世界的な基準が各国のリーダーシップに支持

とインセンティブを提供してきた． 例えば，人権

の基準は改革者にとって重要な参照点であった．彼

らは多数の地域で独裁的な軍事体制をもっと説明

責任のある体制に転換し，市民の安全とより広範

な開発に利益をもたらすための努力を率いてきた．

2000 年のロメ宣言は政府変更が違憲な場合に対す

るアフリカの基準と地域的な対応メカニズムを確立

した．それが前述の通り，1990 年代以降における

クーデターの著減と，合憲の政府を支持する強力な

大陸ベースの行動を下支えしている 22．

　暴力や開発という共通の問題に対して，高・中・

低所得国の間で，世界と地域の両レベルで協調を

強化するための控え目な措置としては以下のもの

がある．

• 暴力防止に関して南々および南北両方で意見交

換を増やす．南々意見交換には現在の脆弱で

暴力の影響を受けている状況下で，適切な能

力や教訓を提供するという大きな潜在性があ

る 23．移行という経験をみずから最近通過し

てきた低・中所得国は，同じような他の諸国に

多くのことを提供することができる．本報告書

で示したように，ラテンアメリカ諸国は都市部

における暴力防止や治安と司法改革，中国は雇

用創出，インドは地方の公共事業と民主的な慣

行，東南アジアやアフリカの諸国は紛争地域に

おけるコミュニティ主導型開発に関して，それ

ぞれ独自の見方を提示している．しかし，南北

の意見交換も重要である．制度的な能力は互

いに異なっているものの，南北の多くの諸国，

州，都市は同じように何らかのストレスに直面

している．プログラムのアプローチは他の人に

とって適切な教訓をもっているだろう．そのよ

うな意見交換があれば，暴力の挑戦は途上国に

固有なものではなく，解決策を発見しようと苦

闘しているのは何も途上国だけではない，とい

う理解が深まるだろう．

• 国際援助を地域的な統治に向けた努力の背後

に並ぶようにうまく調整する．アフリカ連合

（AU）が合憲性に関わっているように，地域機

関がイニシアティブを取っている場合，加盟

国に対する影響力という点では大きな比較優

位がある．地域機関がもっている潜在的な会
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議開催の役割も，WDR 協議のなかで高・中・

低諸国の各面談者によって広く認められてい

た（ボックス 9.4 参照）．統治規範の適用に関

して議論する地域的なプラットフォームを支

援するのは，主体性を高めるのに有効な方法

である．統治について重大な改善や悪化（クー

デターなど）への対応策を，二国間や多国間

の主体の間で議論するためにより明確な構造

を採用すれば，国際的な主体に対して受け入

れがたい拘束力のある責務を作り出すことな

く，情報の共有と協調的な対応策の可能性を

改善することができるだろう 24．

• 責任あるリーダーシップを認めるイニシアティ

ブを拡大する．率直で透明な批判には常に一定

の役割があるものの，脆弱な状況下における批

判に不釣合いな焦点が当たっているように思え

る北側からのアプローチは分裂をもたらしかね

ない．アフリカのリーダーシップのためのイブ

ラヒム賞などのイニシアティブは，多種多様な

役割におけるリーダーを認めるべく模倣するこ

とができよう（例えば，腐敗に永続的なインパ

クトを与えた大臣，治安部門改革を成功裡に実

施した軍事リーダーなど）．採取産業透明性イ

ニシアティブなど多数の利害関係者がいるイニ

シアティブは，政府や市民社会や会社のいずれ

であろうと，資源にかかわる収入や支出の透明

性を改善した個々のリーダーないし指導層を認

める規定を検討することができよう．

　統治改善の予定表にもっと焦点を絞った現実的

な期待が組み込まれていれば，国際援助を享受す

る諸国，中・高所得の国際的なパートナー，世界

的及び地域的な機関の間にある見解の相違を橋渡

しするのにやはり役立つだろう．根強い不満と統

治の変化に関する期待――治安や開発にかかわる

進展の標準的な分析では探知されていなかった―

―を例証している最近の社会的抗議運動を考える

と，これは特に重大である．第 8 章で説明した指

標はこの欠陥に対処することを目的としている．

各国が制度や統治にかかわる改善を実現する軌道

諮問委員会メンバーからの意見：世界開発報告 2011

ボックス9.4　規範設定や暴力防止における地域的な組織とイニシアティブの役割

　人命の尊さなど普遍的な価値か，国際的な法律のルール
に基づくかは別として，普遍的な規範がいくつかあり，そ
れは国際連合やその他の国際的な法律文書に反映されてい
る．
　このような規範は自動的に実施されるものではなく，文
化的な多様性の権利を含んでいるため，その解釈は地方
的・国家的・地域的な多様性を反映していなければならな
い．「西洋の価値観」の輸出に対する抵抗は，規範そのも
のの拒否というよりも，特定の規範にかかわる外来の表現
方法の拒否を意味するだけかもしれない．
　地域機関は普遍的な規範と地方的な習慣の距離を橋渡し
することができる．そのような習慣ないし慣行は，内容的
に，国際社会が一体感を引き出しているコアな国際原則に
適合していなければならない．そうでなければ、文化的な
多様性は国際的な枠組みを単に無視し，足を引っ張ること
になってしまう．

　例えば，司法部門では，制度的なモデルや手続きの統一
性は，正義の実際の実現における根本的な相違をあいまい
にするかもしれない．しかし，公正性・不偏性・透明性・
一貫性・哀れみ・最終的には説明責任といった原則に基づ
く紛争の裁決は多種多様な形を取り得る．
　開発に対する援助に当たって，国際的な主体としては内
容ではない形式の輸出には抵抗して，その本当の普遍的な
性格を阻害するのではなく，それを高めてくれる規範の地
域化を許容しなければならない．同じ精神で，地域的な主
体は国際的な規範を文化的に適切な形で翻訳して，順応し
ていない慣行を拒否しなければならない．
　そして，普遍的な規範が設定している基準は大志である
ことを万人が認めなければならない．パフォーマンスの指
標は一国が共通の普遍的な理想に向かう進歩，停滞，ある
いは退歩を反映すべきである．

ルイーズ・アルブール , 理事長，国際危機グループ；元国連人権高等弁務官；WDR 諮問委員会メンバー

国際的な規範や基準に関するコンセンサスを再確認する――地域的組織の役割
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に乗っているかどうかや，政治的な安定性や開発

の領域にわたる各国制度の正当性やパフォーマン

スのトレンドを，市民がどのように受け止めてい

るかに焦点を当てることになる．

　これはボックス 9.4 でルイーズ・アルブールが指

摘しているように，進展と停滞と悪化を比較するの

に単純な方法であろう．そのような指標が単に制度

の形式（法律の制定や腐敗防止委員会の設置）では

なく結果を測定することを確保することが重要であ

る．それが革新的な国家的措置を抑圧するのではな

く促進し，低・中・高所得国の機関の間で学習を涵

養することの確保につながるからである．国連平和

構築委員会――脆弱国・ドナー・軍隊派遣国・地域

機関を一堂に会している――には，現実的な予定表

について助言する未開拓の潜在性がある．

継続的な世界学習プラットフォーム
　本報告書は治安と開発に関して多種多様の既存研

究を一まとめにして，それに新しい定量的・定性的

な分析を追加したものである．しかし，それを準備

する過程で知識にギャップがあることが明確になっ

た．そのギャップには，組織犯罪と政治的な暴力の

結び付き（それは顕著な研究不足状態にある）など

の変化している問題から，制度的な転換に関する確

固とした概念モデルやそのプロセスの実験の欠如

や，司法や雇用に関する介入策など重要な政策やプ

ログラムの選択肢に関する評価データの欠如までが

含まれる．将来の研究や政策の仕事にとっての優先

課題は以下の通りである．

• データのギャップを埋める．暴力（なかでも犯

罪的暴力）と国家制度に対する市民の信頼に関

するデータにはギャップがある．概念モデルを

十分にテストし，政策オプションを評価するた

めの他の変数も欠如している．WDR の作業を

フォローアップするための優先課題は，刑事司

法制度，治安・刑事司法制度における能力・説

明責任に関する制度的なパフォーマンスの指

標，雇用データに支出することであろう．

• 概念モデルをテストする．入手可能な各国比較

データや定性的な事例分析と整合的な，地域や

各国との協議から得られた仮説を WDR には提

示してある．成功する改革の詳しい経路と失敗

の理由を特定するための，さらなるテストや研

究からすべての人々が利益を享受する．それに

は以下が含まれる．継続的な暴力防止のために

は国家制度の転換や統治の成果が重要であるこ

と，幅広い制度的な転換の序奏曲としての信頼

醸成，脆弱な状況下における改革に向けた十分

に包容的な連合の特性，これを多数の移行段階

にわたってどのように適合し統合するのか，市

民の安全と正義及び雇用に関する早期の制度的

措置の設計と利益．第 2 章で検討したように

（ボックス 2.5），雇用と暴力防止の関係などに

ついてはさらなる研究が必要である．

• 政策・プログラムの選択肢を評価する．個別の

政策やプログラムの介入策と治安の成果の間の

関係についても，インパクト評価が不足してい

る．マクロ経済政策のレベルでは，不安定性と

制度的な脆弱性が存在する状況下における次善

の改革にかかわる費用便益にはいっそうの注意

が必要である．歳入を増やし政府支出を拡大

する改革の順序や，地域統合の費用便益につい

ても同じことがいえる．プログラムのレベルで

は，迅速な開発の成果や治安・開発を統合した

アプローチの重要性を評価すれば，政策立案者

にとって大きな助けになるだろう．紛争ないし

暴力増加という状況下で，失業に取り組むプロ

グラムを通じた介入策のインパクトを分析する

という焦点を絞った評価の課題も，雇用創出に

対するもっと積極的な国際的アプローチ（民間

部門の発展の役割を含む）に貢献できるであろ

う．アフリカ連合の平和・安保担当ラマムラ

委員や国連の平和維持活動担当ルロワ事務次

長が提案したような柔軟な平和維持オプショ

ンの経済的な費用便益の分析は，将来の政策

動向にとって有益な情報を提供することがで

きよう 25．

• 新しい現象がもたらすインパクトの変化を追跡

する．これには気候変動に加えて，エネルギー

や希少資源に対する需要の急増が，暴力のリス

クがある地域に及ぼす影響が含まれる．

　将来の研究課題はまさに非常に豊富にあり 26，

公的機関やシンクタンクや大学や NGO の強固な
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ネットワークがそれとの戦いについて生産的に協調

することができよう．暴力と脆弱性及び開発に関す

る知識にかかわる協調的なプラットフォームの共有

は，政治学や経済学を含む社会学と，この最も学際

的な分野における政治・治安・人道・開発にかかわ

る機関が牽引している研究を統合できる利点もある

であろう．そのようなプラットフォームは脆弱で紛

争の影響を受けた国家や，暴力を経験したことのあ

る中所得国の研究所による研究を促進することがで

き，重要な規範や各国の状況への適合に関する新た

なコンセンサスに情報を提供するだけでなく，ここ

で強調したような教訓や学習を生み出すのに有益で

あろう．このプラットフォームは「開発経済学の民

主化」という新しい研究イニシアティブから教訓を

引き出すこともできるであろう．これは世界銀行の

研究グループのイニシアティブであり，共通の挑戦

課題や解決策に関する南々の学習や協調的研究を支

援するために，「オープンなデータ，オープンな知

識，オープンな解決策」を促進している 27．

行動に向けて必須の課題
　国際社会は反復的な，あるいは新しい脅威に直面

している諸国が強靭性を構築するのを手助けするこ

とができるのだろうか？　重要な地域――北アフリ

カや中東，中央アフリカ，アフリカの角，西アフリ

カ，南西及び中央アジア，中央アメリカ――が現

在，新しいか反復的な暴力連鎖のリスクに直面して

いる．国際社会は単に 1 つの深刻な事態を停止さ

せるだけでなく，継続的な連鎖のリスクを削減する

ことができるであろうか？　平常通りでは持続的な

成果を実現できる可能性は低い．必要なのは国際的

な主体の間で，理に適っていると同時に現実的な期

待に基づいて，各国のリーダーとの対話のなかでコ

ンセンサスを新たにすることである．実際的なレベ

ルでこのコンセンサスを支えるためには，暴力のエ

スカレーションを防止するのに役立つ機関に対し

て，焦点を絞ったタイムリーな援助が必要になるで

あろう．また，国家制度の正当性を構築するのを手

助けするために，人道・開発・治安・調停にかかわ

る援助について新たなやり方を試行する積極性も必

要であろう．さらに，このような諸国の外部からの

いストレスが脆弱な進展を圧倒するのを防止するた

めには，断固たる措置が必要であろう．

　本報告書の勧告のすべてには，その中心に世界的

なリスクを分担するという概念がある．リスクは変

化しており，安定性に対する新たな脅威が国際的な

組織犯罪や世界経済の不安定性から発生してくる．

国際的な勢力関係の情勢も変化し，低・中所得国が

世界経済のなかに占めるシェアや政策思想に対する

貢献度を高めている．国際的な主体が世界的なリス

クを集団的に管理する――平等なパートナーとして

――アプローチに関しては，根本的な再考が必要で

ある．

　勧告についての実施は容易ではない．先進国と途

上国双方からの明確な政治的なリーダーシップと，

二国間開発機関や多角的機関における変化に対する

持続的な注視を必要とする．真の変化を実現するた

めには，政治的なリーダーシップに対する強力な論

拠が必要であろう．しかし，二重の論拠が存在して

いる．１つには，脆弱性と暴力は開発にとって重大

な障害であり，もはや貧しい遠隔の地域や都市景観

に限定されていない．この 10 年間に世界中で生活

における不安定性が高まっている．テロリズムの脅

威があり，麻薬取引が拡大し，国際的に移動する難

民の数が増加している．したがって，反復的な暴力

の連鎖を打破することは，緊急行動を要する共通の

挑戦なのである．
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概観
1. 『世界開発報告 2011』では組織暴力のことを，グループ

による次を含む物理的な力の行使ないしその脅威と定
義している．すなわち，他の国家や市民に対する国家の
行為，内戦，敵対陣営間の選挙暴力，地域・民族・宗教・
その他の集団アイデンティ・経済的利害の競合に基づく
コミュニティ間の分紛争，ギャング・ベースの暴力と組織
犯罪，イデオロギーを目的とする国際的な非国家の武力
運動など．WDR では開発にとって重要な話題ではある
が家庭内暴力や個人間暴力は扱わない．時として，暴力
ないし紛争はこのように理解された組織暴力の省略表現
として使われている．非国家の武力運動によるテロ攻撃
など一定の形の暴力は，多くの諸国で国内での刑法に服
する問題として扱われている．

2. Uppsala/PRIO Armed Conflict Database (Harbom 
and Wallensteen 2010; Lacina and Gleditsch 2005); 
Sundberg 2008; Gelditsch and Ward 1999; Human 
Security Report Project 近刊 ; Gleditsch 他 2002．

3. 脆弱性・紛争・暴力に影響されている諸国には次のよ
うな状況の諸国が含まれる．(1) 殺人率が 1 年間に人
口 10 万人当たり10 人以上；(2) 重大な内戦（戦死者が
年 1,000 人以上と 2006-09 年に定義）；(3) 国連ない
し地域組織に負託された平和構築ないし平和維持の活
動；(4)2006-09 年の制度的能力の水準が低くて（世界
銀行の CPIA3.2 未満），暴力・紛争の高リスクとの相関
関係が大きい低所得国．以下を参照．Uppsala/PRIO 
Armed Conflict Database (Lacina and Gleditsch 2005; 
Harbom and Wallensteen 2010); UNDPKO 2010b; 
UNDP 2010c; World Bank 2010e．

4. 内戦の開戦と終戦のトレンドに関する議論については次
を参照．Hewitt, Wilkenfeld, and Gurr 2010, Sambanis 
2004; Elbadawi, Hegre, and Milante 2008; Collier 他 
2003．

5. Demombynes 2010; UNODC 2010a．
6. Leslie 2010; Harriott 2004, 2008; International Crisis 

Group 2008b; Ashforth 2009．
7. Bayer and Rupert 2004．Baker 他 2002 の 発 見によ

れば，紛争の効果は 33％の関税障壁に等しい．紛争
が成長にもたらす影響の決定についての方法論と，第
1 次的および第 2 次的な隣国に基づく理論と新しい分
析の最新の議論に関しては次を参照．De Groot 2010; 
Murdoch and Sandler 2002．

8. U. S. Committee for Refugees and Immigrants 2009; 
Internal Displacement Monitoring Centre 2008．

9. Gomez and Christensen 2010; Harild and Christensen 
2010．

10. Global Terrorism Database 2010; National Counter 
Terrorism Center 2010; WDR チームの試算．

11. Gaibulloev and Sandler 2008．
12. Davies, von Kemedi, and Drennan 2005．
13. U.S. Energy Information Administration 2011 が 報 告

している北海ブレント原油のスポット価格（バーレル当た
りドル）に基づく WDR チームの試算．

14. UNODC 2010b．
15. UNODC 2010b．
16. Hanson 2010; Bowden 2010．
17. World Bank 2010d．
18. Chen, Ravallion, and Sangraula 2008 の 貧 困 デ ー

タ（ 以下で入 手 可 能．POVCALNET, http://iresearch.
worldbank.org）に基づく WDR スタッフの試算．

19. Narayan and Petesch 2010．
20. UNDP 2006．
21. 紛 争 や 暴 力 の コ スト に 関 す る 概 観 に つ い て は，

Skaperdas 他 2009 を 参 照．紛 争に関 連した 経済コ
ストの具体 的 な推 計 値は 以下を 参 照．Hoeffler, von 
Billerbeck and Ijaz 2010; Collier and Hoeffler 1998; 
Cerra and Saxena 2008; Collier, Chauvet, and Hegre 
2007; Riascos and Vargas 2004; UNDP 2006．

22. Martin, Mayer, and Thoenig 2008．
23. UNICEF 2004; UNEPA 2002; Anderlini 2010a．
24. Beijing Declaration and Platform for Action 1995; 

Women's Refugee Commission 2009; UNICEFF 2004．
25. American Psychological Association 1996; Dahlberg 

1998; Verdú 他 2008．
26. WDR チームの試算．
27. 紛争の原因に関する理論は本文の第 2 章で探求する．

そこで議論されている文献のなかで，主要な推奨図書
に は 以下が 含 ま れ る．Gurr 1970; Hirshleifer 1995; 
Skaperdas 1996; Grossman 1991; Fearon 1995; Collier 
and Hoeffler 2004; Satyanath, Miguel, and Sergenti 
2004; Blatman and  Miguel 2010; Keefer 2008; Besley 
and Persson 2009, 2010; Toft 2003; Murshed and 
Tadjoeddin 2007; Arnson and Zartman 2005．政治・
治安・経済のダイナミクスの間の結び付きは政策の世界
でも認識されている．Zoellick 2010b 参照．

28. 所 得 不 平 等と内 戦リスクの関 係 については Fearon 
2010a を参照．所得不平等と犯罪的暴力の関係につい
ては 以下を 参 照．Loayza, Fajnzylber, and Lederman 
2002a, 2002b; Messner, Raffalovich, and Shrock 
2002．

29. Fearon 2010b; Bøås, Ti ltnes , and F latø 2010; 
Neumayer 2003; Loayza，Fajnzylber, and Lederman 
2002a, 2002b; Messner, Raffalovich, and Shrock 
2002; WDR チームの試算．

30. Stewart 2010．
31. Satyanath, Miguel, and Sergenti 2004．
32. 制度的な弱さと暴力的な紛争との関係については次を

参 照．Fearon 2010a, 2010b; Johnston 2010; Walter 
2010．

33. 加えて，紛争リスクを高める構造的で漸進的な要因があ
る．このなかには暴動がやりやすくなる物理的な地形の
特徴も含まれる．このような特徴は言葉の常識的な意味
では戦争の原因ではなく，単に可能性を高めるだけであ
る．山岳地形は暴動の実現性を高めることによって，リ
スクを大きくすることが判明している．近隣地域も問題
となる．他の戦争ないし暴力的な犯罪や不法な麻薬取
引が高率な諸国に近接していることに伴うマイナス効果
と，大体において平和な近隣地域に所在することに伴
うプラス効果の両方がある．以下を参照．Buhaug and 
Gleditsch 2008; Gleditsch and Ward 2000; Salehyan 
and Gleditsch 2006; Goldstone 2010．近隣地域が内
戦に及ぼす効果については Hegre and Sambanis 2006; 
Gleditsch 2007．

34. McNeish 2010; Ross 2003．
35. これは国家建設に関する最近の特に以下の文献に基づ

く．North, Wallis, and Weingast 2009; Dobbins 他 

注
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2007; Fukuyama 2004; Acemoglu, Johnson, and 
Robinson 2001, 2005, 2006． この 学習は次の 最
近の政 策文書にも反映されている．OECD 2010a, 
2010g, 2011．

36. 制度とは WDR では公式・非公式の「ゲームのルール」
と定義されており，正式なルール，成文法，組織，
非公式な行動規範や共通の信条などに加えて，この
ような規範を実施・執行するために存在する組織形
態（国家組織と非国家組織の両方）を含む．制度は
暴力を促進し得る利害，インセンティブ，行動を形
作る．エリート間協定とは違って，制度は非人格的で
あり――特定のリーダーの存在にもかかわらず機能
し続け，したがって，暴力に対する継続的な強靭性
というより大きな保証を提供する．制度は社会のす
べてのレベル――地方・国家・地域・世界――で機
能する．

37. Fearon 2010a, 2010b; Walter 2010．
38. Arboleda 2010; WDR チームによるカンボジアにおけ

る政府高官，市民社会代表者，治安要員との協議，
2010．

39. Gambino 2010．
40. UNDP が 2010 年に開催してケニアに参集した英語

圏とフランス語圏の代表者による会議は「協調能力」
という言葉を作り出し，暴力防止・復興にかかわる制
度を「相互依存する構造，メカニズム，資源，価値観，
スキルのダイナミックなネットワークで，それは対話
と協議を通じて，社会における紛争の防止と平和構
築に貢献するもの」と定義した．UN Interagency 
Framework for Coordination on Preventive Action 
2010, 1．

41. Barron 他 2010．
42. World Bank 2010m; Buhaug and Urdal 2010．
43. Schneider, Buehn, and Montenegro 2010 を 参 照．

食料抗議のデータはニュース報道に基づく．統治
の有効性に関するデータは Kaufmann, Kraay, and 
Mastruzzi 2010a を参照．

44. Menkhaus 2006, 2010．
45. 経済成長と開発における制度の役 割に関しては，

Acemoglu, Johnson, and Robinson 2005 を 参 照．
Zoellick 2010b も参照．

46. North, Wallis, and Weingast 2009．
47. 旧植民地諸国における近代的な制度の発展に植民

地主義が及ぼしたインパクトに関しては，Acemoglu, 
Johnson, and Robinson 2001 を参照．

48. Special Inspector General for Iraq Reconstruction 
2009．

49. Margaret Levi はこう言っている．「信頼というのは実
際には，個々人が他人とのやり取りでリスクを取る，
集団行動問題を解決する，自己利益の標準的な定義
に矛盾するような形で行動することを可能にするさま
ざまな現象をひとまとめにする言葉である」．さらに，
Levi は次のように指摘している．「問題になっている
のは協調的な事業である．これはきちんとした信頼
があれば前向きな報酬があるだろうという妥当な信
念を信頼する側はもつことができ，その信念に基づ
いて喜んで行動するだろうということを意味する」．
Braithwaite and Levi 1998, 78．

50. Pritchett and de Weijer 2010．
51. 治安と開発の相互関係は，恐怖からの自由，困窮か

らの自由，威厳をもって生きる自由を包摂する「人間
の安全保障」という概念の下で議論されてきている．
人間の安全保障は人類の安全と繁栄を中心に置くこ
とによって，貧困と暴力の両方，またその相互作用か
らの広範な脅威に取り組む．人間の安全保障の重要
性と人々を焦点の中心に置くことの重視を認めながら

も，本報告書では「市民の安全保障」という用語を
もっと頻繁に使っている．これは物理的な暴力から
の自由と暴力の恐怖からの自由に対する焦点を鮮明
にするためである．期待されるのは，人間の安全保
障という概念のなかで恐怖からの自由という側面に
かかわる議論を補完することである．Commission 
on Human Security 2003 に 基づ いて， 人 間の 安
全保障の重要性が次のような場で認められている．
2005 年の世界サミットで採択された国連総会 2005
年決議，国連総会 2009 年報告書，国連総会 2010
年決議，その他のフォーラム（アジア太平洋経済協
力会議，G8，世界経済フォーラム）．以下も参照．
Commission on Human Security 2003; UN General 
Assembly 2005b, 2009b, 2010．

52. 調停用語で言う「信頼醸成」は敵対者どうしの間で
信頼を醸成することを意味する．金融の文脈では，「信
頼」という用語は政府は健全な政策を採用しており，
それを実施する能力があるだろう，という市場参加
者による信頼を意味する．WDR ではこの用語を暴力
によって分断されていた市民グループ間で，市民と国
家の間で，国家とその他の重要な利害関係者（近隣
諸国，国際パートナー，投資家など．前向きな成果
をあげるにはそれらの政治・行動・金融の面での支
援が必要）の間で信頼を醸成することとして定義さ
れている．

53. 信 頼 の 醸 成 と 期 待 の 変 更 に 関して は Hoff and 
Stiglitz 2008 を参照．

54. Bedeski 1994; Cumings 2005; Kang 2002; Chang 
and Lee 2006．

55. Stedman 1996; Nilsson and Jarstad 2008 を参照．
エリート間協定，政治的な解決策，包容性に関しては，
Di John and Putzel 2009 を参照．

56. Anderlini 2000．
57. World Bank 2008f, 2009d; Republic of Lebanon 

Ministry of Environment 1999．
58. UNDPKO 2010a．
59. 日 本 の 土 地 改 革 に 関 し て は Kawagoe 1999; 

Tsunekawa and Yoshida 2010，日本におけるより
広範な国家建設の経験に関しては Tsunekawa and 
Yoshida 2010 を参照．韓国の土地改革に関しては
Shin 2006 を参照．

60. Braud and Grevi 2005．
61. リベリアで 2005 年の選挙戦の際に導入された統

治・経済管理支援プログラム（GEMAP）は，歳入と
歳出の分野について「二重の鍵」権限を規定してい
る．これは政府と国際社会の共同管理によって，具
体的には懐疑的な人々やドナーに対して，長年にわ
たる公然の略奪と腐敗は終焉し，サービスの提供は
信頼できる，という安心感を与えるように設計されて
い る．Dwan and Bailey 2006; Government of the 
Republic of Liberia Executive Mansion 2009．

62. 腐敗と犯罪と戦うために，グアテマラは 2007 年に
国連との合意に基づき，グアテマラ免責問題対策国
際委員会（スペイン語の略号 CICIG）を創設した．
その任務は「違法な治安部隊や内密の治安組織の
活動に関連して犯された罪の捜査・起訴に責任を有
するグアテマラ国家の制度を支援・強化・後援する」
ことにある．UN 2006a を参照．

63. アフガニスタンの国家連帯プログラムに関しては
以 下 を 参 照．Beath 他 2010; Ashe and Parrott 
2001; UN Assistance Mission in Afghanistan and 
UNOHCHR 2010． ラテンアメリカの 多 部 門 暴力
防止プログラムに関しては以下を参 照．Alvarado 
and Abizanda 2010; Beato 2005; Fabio 2007; 
International Centre for the Prevention of Crime 
2005; Duailibi 他 2007; Peixoto, Andrade, and 
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Azevedo 2007; Guerrero 2006; Llorente and Rivas 
2005; Formisano 2002．

64. インドについては India Ministry of Rural Development 
2005, 2010， インドネシアについては Barron 2010; 
Guggenheim 2011，コソボについては Grygiel 2007; 
Institute for State Effectiveness 2007，ルワンダについ
ては Boudreaux 2010 をそれぞれ参照．

65. ニカラグアについては Bastick, Grimm, and Kunz 2007, 
ネパールについては Ashe and Parrott 2001 をそれぞれ
参照．

66. リベリアについては Blundell 2010, モザンビークについ
ては Crown Agents 2007 をそれぞれ参照．

67. 東ティモールの保健プログラムに関しては Rohland and 
Cliffe 2002; Baird 2010 を参照．

68. Messick 2011．
69. Giovine 他 2010．
70. Guerrero 2006; Mason 2003; Predidencia República 

de Colombia 2010．
71. Ashraf Ghani and Clare Lockhart は Fixing Failed 

States という著書のなかで，「二重の協定」というレンズ
を通じて，脆弱で紛争の影響を受けた国家における正
当性の確立と主権ギャップの穴埋めという問題を分析し
ている．二重協定は「…主権に対する国家の主張を下支
えしている権利と責務のネットワーク」に焦点を当てて，
第 1 に，「一貫した一連のルールのなかに埋め込まれて
いる…国家と市民の間の…協定」，第 2 に，「国際的な
規範や説明責任・透明性にかかわる基準の順守を確保
するために，国家と国際社会との間の協定」に言及して
いる．Ghani and Lockhart 2008, 8．

72. Agoglia, Dziedzic, and Sotirin 2008．
73. WDR チームによる南アフリカにおける ANC 連合や国民

党のかつての主要な交渉者との協議 , 2010．
74. Barron 他 2010．
75. WDR チ ー ム に よ る ハ イ チ に お け る 協 議，2010; 

UNDPKO 2010a．
76. 南 ア フリカ に つ いて は Kambuwa and Wallis 2002; 

WDR チームによる南アフリカにおける ANC 連合や国民
党のかつての主要な交渉者との協議 , 2010; パキスタン
についてはWorld Bank and ADB 2010をそれぞれ参照．

77. WDR チームによるコロンビアにおける政府高官，市民
社会代表者，治安要員との協議，2010．

78. このような手段としては以下がある．UNDPA 調停ユニッ
ト；AU を初めとする地域的な調停能力；人道対話セン
ターなど「軌道 2 の調停」．

79. Ojielo 2007; Odendaal 2010; UNDPA 2010a．
80. フィンランドの独立的な非営利組織である危機管理イニ

シアティブ（CMI）は，紛争を解決し，持続可能な平和
を構築するために活動している．CMI の会長で元フィン
ランド大統領のアハティサーリは 2005 年に，インドネ
シア政府とアチェ州の自由アチェ運動との和平合意をと
りまとめた．Crisis Management Initiative 2011を参照．

81. 国連の「統合使節団」については Eide 他 2005，「全
政府」アプローチについては OECD-DAC 2006; DFID 
2009, 2010，「ホール・システム」アプローチについて
は OECD-DAC 2007 をそれぞれ参照．地域的な手段に
関しては African Union 2006, 2007b を参照．

82. Stewart and Brown 2007．
83. OECD-DAC 2008．
84. OECD-DAC 2010a．
85. 援助の変動性が受領国にもたらすコストに関しては最近

の研究がある．これは政府歳入と開発プログラム両方の
変動性を含む．ネット ODA の変動性に伴う効率性の損
失は脆弱な国では強い国の2倍と高く，対 GDP比は1.2％
に対して 2.5％となっていた（Kharas 2008 参照）．

86. 麻薬の違法取引は本質的な性格からして地域的・世界
的であり，生産国，通過国，消費国の間には連鎖反応
が生じている．コロンビアが麻薬カルテルに対して措置
を取ると，中米，メキシコ，西アフリカにさえ影響が及ぶ．
カリフォルニアにおける麻薬合法化に関する最近の政策
論議は生産国にインパクトを与える可能性がある．他の
商品でも同様の効果が生じるものがある．ある国におけ
る伐採規制は同じような政策のない他の諸国における需
要を押し上げ，それに伴って腐敗や暴力に対する脆弱性
が高まることがある．

87. キンバリー・プロセスはコンゴ民主共和国などといった
諸国で暴動を扇動するのに使われる「紛争ダイヤモンド」
の流れを阻止するために，市民社会グループ，産業界，
政府が共同で実施している．輸出されたダイヤモンド原
石が暴力を煽動することにつながらないように，このプ
ロセスには参加メンバー 49 名（75 カ国を代表する）に
対して広範な要件を課している独自のダイヤモンド認証
制度がある．Kimberley Process Certification Scheme 
2010 を参照．

88. OECD-DAC 2010a．
89. WDR チームによる東ティモールにおける同国担当チーム

との協議，2010．
90. UNOHCHR 2006．
91. g7+ は「脆弱で紛争に影響された国・地域の独立的・

自律的なフォーラムで，世界的な舞台で単一の集団的
な発言権を形成するために結束している」．2008 年
に創設された G7+ には以下が含まれる．アフガニスタ
ン，ブルンジ，中央アフリカ共和国，チャド，コートジボ
ワール，コンゴ民主共和国，ハイチ，リベリア，ネパー
ル，ソロモン諸島，シエラレオネ，南スーダン，東ティ
モール．International Dialogue on Peacebuilding and 
Statebuilding 2010 を参照．

92. この種のシフトの実際的な事例は 2005 年のエチオピア
である．政府とドナーは通常の予算支援から地方政府向
け移転プログラムへの変更に合意した．プログラムには
国内のすべての地域が，選挙における投票動向にかかわ
らず，継続的な中央政府からの支援を享受できるように
する措置が盛り込まれていた．

93. Garassi 2010 参照．アフガニスタンについては Atos 
Consulting 2009，ヨルダン川西岸・ガザについては
World Bank 1999a，ネパールについては UNOHCHR 
2010; Government of Nepal, UNDP, and UNDG 2010
をそれぞれ参照．

94. OECD 2010i; Scanteam 2010 を参照．
95. Gelb 2010．
96. Messick 2011．
97. Favaro 2008, 2010 参照．
98. 大メコン圏地域（GMS）諸国（カンボジア，中国，ラオス，ミャ

ンマー，タイ，ベトナム）は，広範囲にわたる次の分野
を対象とする一連の地域的なプロジェクトを実施してい
る．運輸，電力，通信，環境管理，人的資源開発，観
光，貿易，民間部門投資，農業．GMS は越境貿易を活
発化させるとともに，貧困水準を引き下げ，経済的な安
定と平和に対する共通の利害を生み出したものと認めら
れている．

99. 西アフリカ沿岸イニシアティブ（WACI）は，西アフリカ
における違法な麻薬取引，組織犯罪，麻薬乱用の問題
と戦うために，UNODC，国連西アフリカ事務所，国連
政治局，国際刑事警察機構（インターポール）が共同で
運営しているプログラムである．イニシアティブは以下で
構成されている．すなわち，法の執行，法医学，国境管
理，資金洗浄防止，刑法司法制度の強化，平和構築イ
ニシアティブへの貢献，治安部門改革などの分野におけ
る，各国および地域のレベルにおける能力開発を目的と
した一連の包括的な活動．
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100. 「ユーロ地域」は 1950 年代後半に革新的な形態の越境
協力を（同一の国境地帯を共有している 2 つ以上の諸国
間で）開始した．経済・社会文化・レジャーの面で国境
をまたいだ協調を刺激する目的で，ユーロ地域のモデル
は拡張し，ヨーロッパ共同市場の創設や最近の民主制
への移行を通じて後押しを受けた．現在ではヨーロッパ
全体にわたって 100 カ所以上のユーロ地域があり，この
モデルは最近になると東・中央ヨーロッパの領域でも模
倣されている．協力はこれまで紛争に影響されていた地
域では問題がないわけではないが，国境をまたぐ開発・
社会・治安面でのプログラムとしては模範例もある．そ
れらは少数民族が数カ国にまたがって居住している，あ
るいは過去に国家間戦争や内戦のトラウマで苦しんでい
る地帯に居住している地域を含んでいる．以下を参照．
Greta and Lewandowski 2010; Otocan 2010; Council 
of Europe 1995; Council of Europe and Institute of 
International Sociology of Gorizia 2003; Bilcik 他 
2000．

101. 不安定な国境が紛争の温床に繰り返しなってきたことを
認識して，アフリカ連合は 2007 年のアフリカ連合国境
プログラムを導入して，不安定な国境地帯について境界
を設定し，紛争防止手段として国境をまたぐ協調と貿易
を促進している．プログラムは次の 4 つの部分から構成
されている．第 1 に，地上と海上両方の国境線画定を
追求する．というのはアフリカの国境で正式に設定・合
意されているのは全体の 4 分の 1 以下にとどまっており，
石油の将来的な発見に伴って紛争が継続する可能性が
あるためである．第 2 に，巡回性の犯罪活動に対処す
るために国境をまたぐ協調を促進する．第 3 に，国境
をまたぐ平和構築プログラムを支援する．第 4 に，地域
的な経済コミュニティを通じた経済統合の利益を強化す
る．この最初の実験プロジェクトはマリのシカソ州とブ
ルキナファソのボボ・デュラッソ市が実施中で，協調を
強化するために地方の官民両主体が力を合わせている．
African Union 2007a 参照．

102. ASEAN は東南アジア地域において調停や紛争解決に
重要な役割を果たしている．その事例としては以下が指
摘できる．1997-99 年のカンボジア紛争にかかわる支
援，1999 年以降の東ティモールにおける平和維持活動，
2005 年のアチェ和解，2008 年 5 月にサイクロン・ナル
ギスがミャンマーにもたらした大災害など．

103. Powell and Thyne 2011 のデータセットに基づく WDR
チームの試算．

104. 南々協力の諸形態のなかでは技術援助が最も一般的で
ある．多くの技術援助プロジェクトは経済社会開発に焦
点を置いているが，グローバル・サウスに参加している
諸国は紛争後の平和構築に関して特殊能力を開発して
いる．その実例としては，ブルンジ・ルワンダ・南スーダ
ンでは仲間学習を通じて公共サービス向けの構造的な能
力を構築しようとしているが，それに対する南アフリカ
の支援が指摘できる．エルサルバドル・グアテマラ・ホ
ンジュラスの 45 自治体の間における協力は，トリフィニ
オ地域の水など地域的な公共財の管理に役立っている．
アフリカ開発銀行にも脆弱国における南々協力のための
特別なファシリティがある．OECD 2010e も参照．

105. 例えば，最近クーデターを経験した西アフリカ諸国では，
アフリカ連合の意見は次の通りである．すなわち，社会
プログラムや貧困削減プログラムに対するドナーの支援
はこのような諸国に対して継続されるべきであるが，憲
法的な軌道への復帰を支援するためにはもっと大規模な
支援が割り当てられるべきである．実際には，ドナーは
援助を完全に中断したところと，何の変化もなく援助を
継続したところに分かれた．WDR チームによるアジスア
ババにおけるアフリカ連合高官との協議 , 2010．

第１章　反復的暴力が開発を脅かす
1. この 数 字 には Uppsala/PRIO Armed Conflict Dataset 

(Lacina and Gleditsch 2005; Harbom and Wallensteen 
2010) からの戦死にかかわる最良の推定値が含まれる．

2. 殺人率の地域別トレンドの詳細に関しては，本報告書の
ために Fearon 2010b が作成した殺人にかかわる背景
論文と 2008 Global Burden of Armed Violence report 
(Geneva Declaration 2008) を参照．殺人率はラテンア
メリカ・カリブを除いて，世界のほとんどすべての地域
で低下している．しかし，サハラ以南アフリカの現在お
よび過去の殺人率に関しては，地域的なトレンドを確定
するのに十分なデータが入手不可能である．

3. Powell and Thyne 2011 に基づく WDR チームの試算．
4. OAS 2001．
5. クーデター未遂事件も減少しており，1990 年代には 22

件あったが 2000-09 年には 12 件になっている．クー
デターの平均成功率は 1990 年代には 40％であったが，
2000-09 年には 29％となっている（Powell and Thyne 
2011 参照）．

6. Luz and Reiger 2009．
7. World Bank 2010n に基づく WDR チームの試算．
8. 本書を通じて，脆弱性・暴力・紛争に影響された諸国

には以下が含まれる．(1) 高水準の犯罪的な暴力に影響
された諸国――殺人率が人口 10 万人当たり10 件以上
の諸国，(2) 紛争に影響された諸国――2006-09 年に
重 大な内戦＜ Uppsala/PRIO Armed Conflict Dataset 
(Lacina and Gleditsch 2005; Harbom and Wallensteen 
2010) の定義により，年間の戦死者が 1,000 人以上＞
を経験した諸国，(3) 国連ないし地域機関から平和構築
ないし平和維持の非国境任務を負託された部隊が駐留
する諸国，(4) 脆弱諸国――2006-09 年の制度的な水
準が低い（世界銀行の CPIA が 3.2 以下）低所得国．「低
所得の脆弱で紛争に影響された諸国」は最後の 3 つの
基準を充足している（殺人データは多くの低所得国では
一貫して入手可能とは限らない）低所得国のことである．

「途上国」には世界銀行の定義にしたがって，低所得国
と中所得国の両方が含まれる．

9. Human Security Report Project 近刊．
10. Ross 2003; McNeish 2010．
11. Ross 2003．
12. Demombynes 2010; UNODC 2010a．
13. Harriott 2004; Shanty and Mishra 2008; UNODC 

2010a; Duffield 2000; Gberie 2003a; International 
Crisis Group 2008b; Ashforth 2009; Porter, Andrews, 
and Wescott 2010．

14. 例えば戦死者数を制限したり，暴力を行使できる当事者
を制限したりする役割を果たしているミラネシアの儀式
化された戦闘では，制約が作用する傾向にあった．国際
赤十字委員会は暴力の行使に関するこのような「伝統的
な」制約を，現代の国際的な人道法における制約と比
較している．Dinnen, Porter, and Sage 2010 参照．

15. Brands 2009; Parson 2010．
16. International Crisis Group 2009c．
17. Thapa 2010．
18. 事務総長の脅威・挑戦・変革に関するハイパネルはテロ

を次のように定義している．すなわち，「テロリズムの側
面に関する既存の条約ですでに明記されている行為に
加えて，文民や非戦闘要員に死を，あるいは重大な肉
体的危害をもたらすことを意図したあらゆる行為である．
ただし，そのような行為の目的は，その性格や状況から
して，人々を威嚇したり，政府や国際組織をして何らか
の行為を強制したり，あるいは差し控えさせたりするこ
とにある（UN 2004a, 52）．従来の議論では定義は非国
家主体だけに基づくべきかどうかに焦点が当たっていた．
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ハイレベル・パネルの指摘によれば，国家が平民に対し
て武力を行使するという問題は，戦争に関する国際法，
国際刑事法，国際人道法でカバーされている．次も参照．
Geneva Conventions 1949; UN 1998．

19. 最も顕著なのは，1995 年のオクラホマ市の爆破であっ
た．アメリカの民兵運動と提携したテロリストがアルフ
レッド・P・ミューラー連邦ビルを攻撃したもので，168
人が死亡した．2001 年 9 月11 日以前にアメリカの国土
で行われた最も破壊的な攻撃であった．Foxnews.com 
2001 参照．

20. UNODC 2010a．
21. UNODC 2010a, 235-36．
22. UNODC 2010b．
23. Jordan 1999; Lupsha 1991．
24. Demombynes 2010 参照．
25. Demombynes 2010．
26. World Bank 2010c に 掲 載 さ れ て い る Comisión de 

Jefes y Jefas de Policía de Centroamérica y El Caribe
にあるギャング・メンバーの推定人数．軍事力（兵員数）
をみると，ニカラグアとホンジュラスはそれぞれ約 1 万
2,000 人，エルサルバドルは 1 万 3,000 人，グアテマ
ラ 2 万 7,000 人となっている（Rodgers, Muggah, and 
Stevenson 2009）．

27. UNODC 2010a．この数字は犯罪活動（麻薬，武器，人
身売買，密輸，通貨・財貨の偽造，ゆすり）の不法な
流れだけをカバーしている．腐敗と詐欺的な商業活動を
含めると，不法な流れは金額的に年間 1 兆 1,000 億ド
ルと高水準にまで増加している．Baker 2005 も参照．

28. Van der Elst and Davis 2011; Glenny 2008; Garzón 
2008; Naim 2006; Schneider, Buehn, and Montenegro 
2010．

29. UNODC 2010b．
30. UNODC 2010b．
31. UNODC 2010b．
32. Uppsala/PRIO Armed Conflict Dataset (Lacina and 

Gleditsch 2005; Harbom and Wallensteen 2010) を
参照．内戦の勃発・終了のトレンドに関する議論につい
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性を突き止めて，その結果を指数にわたって比較してい
る．Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2010b を 参 照．
統治の結果に関する指標（代表や参加，決定や違法行
為にかかわる説明責任，腐敗や人権侵害などにかかわる
実際の水準）と，制度的な特性（法の支配の下で国家と
社会の関係を規制し，侵害の訴追を規定するようなシス
テムと能力があるかどうか）の間には，指標について曖
昧な線がある．ほとんどの統治指標は実際には両方を
測定している．すなわち，システムが整備されているか
否か（例えば，腐敗防止に関する憲法ないし法律の規制，
公平なサービス提供に関する政府の政策）に加えて，こ
のようなシステムが実際に良い統治の成果（腐敗の水準
が低い，自由で公正な選挙の実施，人権侵害にかかわ
る免責の回避など）をもたらしているか否かに関する，
しばしば不完全ではあるが，何らかの指標がある．

66. 以下を参照．Stedman 1996; Brown 1996; Posen 1993; 
Snyder 2000; Goldstone and Ulfelder 2004; Goldstone
他 2010; Besley and Persson 2009, 2010．

67. 国家の正当性は参加ないし庇護を通じて，市民に対する
説明責任を促進する合意されたルールやプロセスに結
び付いている．庇護は国家能力が弱いという脆弱な状況
下では特に一般的である．それにもかかわらず，庇護が
もし不公正で水平的不平等を大きくするとみなされると，
国家の正当性を弱くすることもあり得る（OECD 2010g, 
2011）．共有されている信念も国家とその社会を建設的
な形で結び付けるのに必須である（Bellina 他 2009）．
例えば，選挙はそれが「人々の意思」を表明するという

共通の確立した信念があって初めて，意見を集約する公
式な手段以上のものとなる．集団的なアイデンティティ
や宗教とともに，「伝統」は国家の正当性を「根付かせる」
のに非常に重要な方法である（Clements 2010）．正当
性のこのような源泉は孤立して存在しているわけではな
い．サービス供給の改善はもし他の要素が欠けていれば，
必ずしも国家の正当性を増やさない．国家の正当性はこ
のような源泉の組み合わせから生じるものであり，文脈
に応じて多種多様な形を取る可能性があろう．

68. 開発社会の脆弱性への関心は切迫した状況下にある低
所得国のイニシアティブに基づいて，Paul Collier and 
Ngozi Okonjo-Iweala が行った先駆的な研究と関係が
ある．同研究の政策的意義は OECD の開発援助委員会

（DAC）内の組織である紛争と脆弱性に関する国際ネット
ワーク（INCAF）に加えて，国連や特に顕著なのはイギ
リスの国際開発省（DFID）を中心としたさまざまな二国
間機関によって幅広く精緻化された．INCAF は安全シス
テム改革，脆弱な状況下におけるサービス提供，国家の
正当性，ドナーの役割に関して，革新的な思索を生み
出した．国連は特に紛争防止と平和構築の分野を中心
に，より安全で発展した世界に向けて早い段階での制度
構築の必要性を認めていた．脆弱性と国家建設に関す
る新しい思索は，過去 10 年間にわたり DFID が資金を
供与した研究から際立った支持を得てきている．統合に
ついては Garassi 2010 を参照．

69. North, Wallis, and Weingast 2009．
70. 現在の CPIA の締め切りは，過去に時とともに変化した

CPIA の方法論を考慮して年によって正規化させている．
71. 統治や制度，及び脆弱性の測定に関するさらなる議論に

関しては Mata and Ziaja 2009 を参照．
72. 以下を参照．North 1990; Williamson 1985; Rodrick, 

Subramanian, and Trebbi 2004．
73. Mayard 1997．
74. 上流階級であるバフン・チェトリ派はネパールの人口の

28％を占めている．
75. ネパールの共産党（毛沢東派）は 2009 年 1 月におけ

るネパールの共産党（単一性の中心マサル）との合併を
受けて，ネパールの統一共産党（毛沢東派）すなわち
UCPN（毛沢東派）に名称を変更した．

76. Sharma 2008．

第３章　暴力から強靭性へ：信頼を回復し制度を転換する
1. Margaret Levi は次のように述べている．「信頼というの

は，実際には，個々人が他人とのやり取りでリスクを取り，
集団行動問題を解決し，自己利益の標準的な定義とは
異なるように思える形で行動することを可能にさせる，
多種多様な現象を包括する言葉である」．同氏はさらに
次のように指摘している．「問題になっているのは協調的
な事業であり，信頼者は適切な信頼はプラスのリターン
をもたらすだろうという妥当な信念をもっており，その信
念に基づいて喜んで行動する，ということを意味する」

（Braithwaite and Levi 1998, 78）．
2. 同様の問題は共産主義から法の支配による国家への移

行期にも発生する．思考プロセスはおそらく次の通りで
あろう．「仮に私が国家の資産を剥奪するのではなく，
新しい企業に価値を構築するのであれば，法の支配が
確立して初めて私は利益が得られるだろう．そうなるの
は他人も法の支配を要求する時である．もし他人が法の
支配が確立されることを信じないなら，価値を構築する
よりも資産の剥奪を好むだろう．したがって，彼らが法
の支配を要求する可能性は低く，その場合，新しい会社
に価値を形成すれば私は狂気と言われるだろう．つまり，
ほとんどの人々は無法国家で資産を剥奪するよりも，法
が支配するなかで価値を形成する方が得をするだろう．
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しかし，政治動向に関する予想からすると，私としては
資産を剥奪した方がよい」．

3. 今後 12 カ月間に成長が改善すると信じている人々が
30％増加すると，翌年に現実の成長率が 1％高まるとい
う相関関係がみられ，この関係は5％水準で有意である．

4. 国家能力は非常に強固であるが，極めて排他的である
ため統治指標の得点が低いという諸国――アパルトヘ
イト下の南アフリカが適例である――が少数存在する．
このような諸国は約束を実施するのに大きな困難に遭
遇しないだろう．というのは，当該国の軍部や文民の組
織が有能だからである．しかし，このような場合でさえ，
共有されている価値感や連帯感にかかわる制度的な弱
さのゆえに，変化の実現が困難なことがあり得る．まさ
に，南アフリカでは変化は単純なプロセスではなかった．

5. Collier, Hoeffler, and Söderbom 2008; Fearon 2010a; 
Acemoglu and Robinson 2006．

6. Goldstone 2010．
7. de Figueiredo and Weingast 1999; Acemoglu, 

Johnson, and Robinson 2005．
8. Rich 2010．
9. 暴力的な手段を使う積極性を高める免責という概念の

結果については，経済理論がわれわれの理解を助けて
くれる．第 2 章では，不安定性のダイナミクスが「囚人
のジレンマ」を生み出す方法に言及した．それは 2 人
の主体の間で信頼が欠如していることが，相互に有益
な結果をもたらすべく協調する能力を阻害するというこ
とであった．経済理論が示すところによれば，仮に当該
の主体が将来的にも同じジレンマに遭遇すると信じるな
ら，彼らの計算は違ってくるだろう．現在の相手方を信
頼することによってリスクを取ることが，将来的に重要
な利益をもたらすことにつながると認識する可能性があ
る．いわゆる繰返し型の囚人のジレンマは協力を可能
にする．ただし，保証があるわけではない．もし，多く
の主体が社会のなかの他人が，変化に抵抗するために
暴力を行使するかもしれないと信じる状況に社会が直面
しているなら，将来の協力に賭ける積極性は減少する．
不安定性が目先の問題でない場合，将来の利益に賭け
るのは道理に適っている．将来が非常に不確実な場合，
論理は集団的な利益のためにプレミアムをリスクにさら
すのではなく，既存の特権や資源の保護に過度なプレ
ミアムを置くよう命じる．Axelrod 1984 を参照．　

10. Keefer, Neumayer, and Plümper 2010．
11. UN Security Council 2010a; WDR チームによるハイチ

における政府高官，国連ドナー代表者，地方の非政府
組織，コミュニティ・ベース組織との協議，2010．

12. 制度と暴力の間の絡み合った関係に関する代替的な視
点は Cramer 2006 にある．

13. WDR では「市民の安全」を物理的な暴力からの自由と
暴力の恐怖からの自由という両方として定義している．
社会のすべてのメンバー（当該国の国民であろうとなか
ろうと）の生命に適用され，家庭，職場，政治・社会・
経済の面における国家や社会のその他のメンバーとの相
互作用における安全も含む．人間の安全保障と同様に，

「市民の安全」は暴力の防止とそれからの回復にかかわ
る努力の中心に人々を置いている．Frühling, Tulchin, 
and Golding 2003 も参照．

14. 調停における信頼醸成は敵対者どうしの間に信頼を醸
成するということを意味する．金融危機においては，市
場における信頼とは政府が健全な政策を採用し，それ
を実施する能力があるということを意味する．WDR で
はこの用語を，肯定的な成果を実現するためには政治・
行動・金融にかかわる面での支援が必要とされる，暴
力によって分断されていた市民グループの間，市民と国
家の間，国家とその他の重要な利害関係者（近隣諸国，
国際パートナー，投資家など）との間で，信頼を醸成
することとして定義している．

15. このようなインセンティブは常に十分なわけではない．
第 4 章では，危機が切迫していることを認めたり，行動
を起こしたりすることにリーダーが消極的な事例や，そ
のような状況を解消するために使われるアプローチを検
討する．

16. Commission on Human Security 2003 のレポートに
基づいて，人間の安全の重要性が以下のようなフォー
ラムで採択された UN General Assembly 2005b 決議
で認識されている．2005 World Summit, UN General 
Assembly 2009b, UN Genera l Assembly 2010 
Resolution, Asia-Pacific Economic Cooperation, G8, 
World Economic Forum．

17. 本報告書を通じて，「最適」（best-fit）という言葉はそ
の瞬間おける社会の文脈に適している解決策を表し，
他の基準による第 1 の最善の解決策ではない可能性が
ある．つまり，このような解決策は経済理論で使われ
る「次善」（second best）という概念を想起させる．改
革はすべての歪みと事柄を考慮して初めて最適になり得
る．このようにして，すべての経済的・政治的・物理的・
制度的な制約や条件を考えると，最適（best-fit）な解
決策が最善（optimal）になる可能性がある．

18. Bedeski 1994; Cumings 2005; Chang and Lee 2006．
19. 歴史的な CPIA の得点に基づくと，40 カ国は 1977-89

年に 5 年以上にわたって脆弱であると分類されたことで
あろう．ボックス 2.10 の示すところでは，これら諸国の
うち 17 カ国は 2009 年まで脆弱なままにとどまり，16
カ国は規模の大小は違うが内戦を経験した．脆弱性を

「免れた」23 カ国のうち，15 カ国では 1990-2009 年
に戦争がなく，4 カ国では小規模な内戦があり，4 カ
国では大規模な内戦があった．WDR チームの試算．
Mata and Ziaja 2009 も参照．

20. Odendaal 2010; Ojielo 2007; UNDPA 2010a．
21. Encyclopedia of the Nations 2010a．
22. Pritchett and de Weijer 2010．
23. 指標は Quality of Government Institute の「政府の質」

の指標である（以下の指標に由来する．国際的国別カン
トリー・リスク・ガイドのデータ；Kaufman, Kraay and 
Mastruzzi による「政府の有効性」にかかわる指標；
破綻国家指数の「公共サービスの漸進的な悪化」指
標；ベルテルスマン改革指標の「資源効率性」指標）．
Pritchett and de Weijer 2010 を参照．

24. Pritchett and de Weijer 2010．
25. 国際的・地域的な規範はリーダーシップによる権力の乱

用を制約することによって暴力を防止し，特定の制度的
な形態ではなく，目標や機能に対する焦点を維持する
のを助けることによって，現地の制度的な転換を手助け
するのに，必要不可欠な役割を果たしている．このよう
な規範は正式な国際合意の形態を取ることができるし，
オトポール運動（セルビアの抵抗運動）などのような社
会運動としても表明されることがある．

26. 例えば，ミャンマーと北朝鮮の両方が――程度は異な
るが――通信や旅行の禁止を使って情報へのアクセス
を制限し，国内的なコントロールを維持したが，情報を
制限する能力は近年劇的に低下している．というのは，
ミャンマーにおけるインターネット・アクセスと両国にお
ける衛星テレビが外部世界の映像を伝えているからであ
る．Horsey and Win Myint 2010 を参照．

27. 「色の革命」というのは，2000 年代初めに旧ソ連のい
くつかの共和国とバルカン半島のある1 カ国で起こった
一連の自然発生的な運動のことを指す．これは主として
腐敗しているか，あるいは独裁的，あるいはその両方で
あるとみられた政府に対して，民主主義を主張した非
暴力的な抗議運動であった．この運動は小さな自然発
生的な行動として始まったが，数日間から数週間で大
規模な動きに発展し，政府を転覆させたり，新しい民
主的な政権を樹立させたりすることにつながった．個々
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の運動が個別の色ないし花をシンボルとして使い，こ
のような運動の中心には非政府組織（NGO）と特に学
生活動家がいた．このような運動が成功を収めた諸国
は次の通りである．セルビア（2000 年），グルジア（バ
ラ革命，2003 年），ウクライナ（オレンジ革命，2004
年），キルギス（チューリップ革命，2005 年）．以下を参
照．Kuzio 2006; D'Anieri 2006; Michalcik and Riggs 
2007．

28. Mungiu-Pippidi and Munteanu 2009．
29. 例えば Ashari and Underwood 2009．
30. Goldstein and Rotich 2008．
31. MDRP 2006．
32. Bedeski 1994; Cumings 2005; Chang and Lee 2006．
33. North 1989, 1995; Rodrik 2000; Acemoglu, Johnson, 

Robinson 2005．
34. 本報告書の主張と Collier 他 2003 が説明している「紛

争の罠」の間には重要な相違がある．「紛争の罠」では，
低所得は紛争につながり，紛争は低所得につながって，
低水準の均衡をもたらす．WDR は制度面での不足に焦
点を当てている．脆弱な環境下では，競争の平和的な
解決を可能にする制度が欠如している．主体が改革につ
いて信頼できる公約をする手段を欠いているため，社会
としては暴力の脅威から脱却することができない．した
がって，機能不全の制度と反復的な暴力という低水準の
均衡が生み出されている．

35. Arboleda 2010．
36. WDR チームの試算．
37. Arboleda 2010 を参照．
38. Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2010a．
39. World Bank 2010n に基づく WDR チームの試算．
40. Municipio de Medellín 2010．

第４章　信頼を回復する：瀬戸際から決別する
1. 本報告書向けの背景作業には低・中所得国約 30 カ国に

かかわる事例研究が含まれている．暴力との決別に向け
た努力に成功したものとそれほど成功してないものの両
方が含まれ，第 1 章と第 2 章でみたように経験したスト
レスや暴力の形や種類はさまざまである．事例は制度的
な特性の面で大きな広がりがあり，説明責任が比較的小
さい制度をもつ能力の低い諸国から，説明責任のメカニ
ズムが弱いが能力の高い諸国までをカバーしている．こ
の研究は国別・地域別の政治家や政府・非政府機関の
アナリストとの協議によって補完された．

2. WDR のガイドで指摘されているように，公約メカニズ
ムとは意図が覆されることはない，ということを利害関
係者に納得させる手段のことである．これは公約メカニ
ズムないし公約方法にかかわる普通の経済的な定義に
沿ったものである．以下を参照．Dixit 1980; Schelling 
1960; Spence 1977．

3. 以下 を 参 照．Hartzell, Hoddie, and Rothchild 2001; 
Walter 2004; Nilsson and Jarstad 2008; Wennmann 
2009．

4. 以 下 を 参 照．Stedman 1996; Adam and Mesnard 
2003; Nilsson 2008．

5. Fearon 2004; Keefer 2008．また，和平合意に関しては，
Suhrke, Wimpelmann, and Dawes 2007 を参照．権限
分担合意に関しては次を参照．Papagianni 2009; Gates 
and Strøm 2008; Spears 2002; Sawyer 2004． 治 安
部 門 改 革 に関しては Azam and Mesnard 2003 を 参
照．多極共存主義に関しては次を参照．Lijphart 1969, 
1977; Andeweg 2000．

6. International Crisis Group 2008b; Friends Committee 
on National Legislation 2009．

7. Odendaal 2010; Ojielo 2007; UNDPA 2010a．
8. Seely 2001; Keita 1998; Straus 2010．
9. リーダーシップ開発に関する文献によれば，有効なリー

ダーシップの 3 つの質は次のとおりである．①設定する
能力（関係する個人やグループの間におけるビジョンを
定義したり審査したりすることを含む），②整合性を取
る能力（この広範な方向性 / ビジョンの職務に服してい
る集団の知識や仕事の調整を含む），③この広範な方向
性 / ビジョンに対する公約を維持する能力（個人的な目
標だけでなく集団的な目標を達成するために，グループ
の努力拡張を通じることも含む）．リーダーシップ理論
に関する詳細については以下を参照．Northouse 2008; 
Hughes, Ginnett, and Curphy 2005; McCauley and 
Van Velsor 2004．

10. Knox 1996．
11. Timor-Leste Ministry of Finance 2010; WDR チームに

よる東ティモールにおける協議 , 2010．
12. Dupuy and Binningsbø 2008．
13. de Waal and Flint 2008．
14. Sapelli 2000 を参照．他の事例としてはアルゼンチン

が含まれる．アルフォンシン政権下で，治安部門のなか
で移行期の司法についていっそう迅速な進展を図る努
力は，4 回にわたるクーデター未遂と政治的な危機を誘
発したため，その後，メネム政権は改革に関してより慎
重なアプローチを採用した．Addison 2009; de Greiff 
2010 を参照．

15. WDR チームによるコンロンビアにおけるアルバロ・ウリ
ベ元大統領との面談 , 2010；WDR チームによるコロン
ビアにおける政府高官，市民社会組織代表者，治安要
員との協議 , 2010．

16. Jeffries and Thomas 1993．
17. Kimani 2008; International Crisis Group 2009d; 

Cheeseman and Tendi 2010．
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19. WDR チームによるコロンビアにおける政府高官，市民

社会組織代表者，治安要員との協議 , 2010；WDR チー
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協定；マリにおける国家レベルの伝統的な紛争解決法；
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員会．以下も参照．Menkhaus 2010; Bradbury 2008; 
Van der Graaf 2001; Dinnen, Porter, and Sage 2010; 
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24. Sirivi and Havini 2004．
25. Hunt and Posa 2001．
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現や異論を唱えたり，抗議したりというあらゆる伝統的
な手段が禁止され，沈黙に陥っていた社会のなかで，非
暴力的な示威運動のゆえに国際的な認知を受けるように
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を付けるための社会の試みに関連したフルレインジのプ
ロセスやメカニズム．これには司法と非司法の両方のメ
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46. Pavanello and Othieno 2008; Baird 2010 を参照．
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助を受け入れる野外実験は次のような証拠を提示してい
る．すなわち，新しい地方レベルの制度を導入すれば，
プログラムが完結した後でも持続して，社会的協調のパ
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から支援をも享受している．さらなる情報に関しては，
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国家連帯プログラムのウェブサイト（http://www.nsp-ie.
org/index.html）を参照．
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すべての責任のなかで，土地割当が平均すると伝統的
なリーダーにとって最も一般的に指摘されている分野で
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and Flatø 2010．
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58. Baird 2010．
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視して正式なプロセスを軽くしておけば，より良く機能す
る傾向がある．パフォーマンスの良い人を報奨し，良く
ない人を改善ないし交替させるためには，結果の効果的
なモニタリングと評価が必須である．Baird 2010 参照．

60. 例えば Wood 2008 を参照．これには敵対者が国家よ
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か，また，紛争の後遺症がどのようにして，このネット
ワークを通じて政治的・軍事的な生活，地方のアイデ
ンティティや権限の構造，男女の役割，政治的な関係
に，伝達されているのかが示されている．Peterson and 
Zuckerman 2010 も参照．Blattman はこの話題に関し
てはいっそうのミクロ・レベルの研究が必要であるとし
ている．Blattman 近刊；Spear and Harborne 2010 を
参照．

61. 調停活動，平和維持活動，取り締まりにかかわる一定
の警備機能を民営化することに関する議論について，
Gerson and Colletta 2002 を参照．

62. Gómez 2008; Medéndez 2007; Muñoz 2010; Arias 
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63. Nwana 2000, 1．
64. McCall 2004, 1．
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Movement 2005．
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の推定経済コスト（107.4 兆ルピア）は 2004 年 12 月
の津波がもたらした損害・損失にかかわるコストのほぼ
2 倍であった（MSR 2009）．

69. MSR 2009．
70. MSR レポートは次のような仮説を立てている．すなわち，

こうなるのは紛争時に雇用されていた人々は標的になる
可能性が高い，あるいは非犠牲者はおそらく学生である
可能性が高いためである．さらに，紛争の犠牲者を対
象にした雇用創出プロジェクトは，やはり援助を必要と
している非犠牲者を見過ごしている可能性がある（MSR 
2009）．

71. Barron 2010．
72. Barron 他 2009．
73. Morel, Watanabe, and Wrobel 2009．
74. Barron 他 2009．

第５章　市民に安全と正義，及び雇用を提供するた
めに制度を転換する
1. World Bank 2006c; WDR チームによるハイチにおける

政府高官，国連，ドナー代表者，現地非政府組織，コミュ
ニティ・ベース組織代表者との協議 , 2010．

2. Special Inspector General for Iraq Reconstruction 
2009．

3. Porter and Rab 2010．
4. Lockhart and Glencorse 2010．
5. Spear and Harborne 2010; Harbone and Sage 2010; 

de Greiff 2010; Guehenno 2010; Sherman 2010; Sage 
and Desai 2010; Roque 他 2010; Dobbins 他 2007; 
Collier 他 2003; Collier 2007; Johnston 2010．

6. Narayan and Petesch 2010．
7. Guerrero 2006; Llorente and Rivas 2005; Formisano 

2002．
8. Crawford 1999; Sutton, Cherney, and White 2008; 

Willman and Makisaka 2010; Mano dura（「鉄拳」）政
策は短期的には有効かもしれないが，長期的に否定的
な結果をもたらす可能性がある．若者の監禁を促進す
れば，短期的には犯罪を削減するが，長期的にみて最
終的には常習的な犯行の増大とより重大な犯罪につなが
る懸念がある（Cunningham 他 2008 を参照）．

9. Guehenno 2010, 2．
10. Pan 2005．
11. OECD-DAC 2007a．
12. UN Security Council 2006．
13. Ball and Holmes 2002; Transparency International 

2011．
14. 公共財政管理（PFM）のレビューは治安部門における透

明性と統治を改善するのに有用な手段である．中央アフ
リカ共和国における PFM のレビューにより次のようなこ
とが発見された．国家予算の 25％が治安部門に支出さ
れ，そのうち 21％は軍部と憲兵（警察の職務を担当す
る法執行機関であるが軍事系統にそって組織されてい
る）向けで，警察向けはわずか 3％，しかも治安部門向
け支出の 75％は給与で，相対的に明確にコントロールさ
れていた．経常支出の大きな流出要因になっていたのは
標準年齢を超える部分で，軍部の 3 分の 1 以上に達し
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ていた．懸念のある主な分野は受け取りと所得に関する
もので，人や取引の流れに対する課税を含め，予算外の
ままとされていた．この報告書の結果，ヨーロッパ委員
会は軍隊の標準年齢を超えた高齢者の退職年金のファ
イナンスに着手し，世界銀行は治安部門の幹部に対して
公共財政管理慣行についての訓練を提供している．後者
は政府の公的財政システムの能力と機能を改善するプロ
グラムの一環として行われている（World Bank 2009f）．

15. Perry 2008; International Crisis Group 2009a; Human 
Rights Watch 2009; Reyntjens 2007; Kelly 2010．

16. Colletta, Kostner, and Wiederhofer 1996．
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2005; Batchelor and Dunne 1998．
18. Rozema 2008．
19. Guehenno 2010．
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21. OECD-DAC 2007a．
22. International Center for Transitional Justice 2010; 

Mayer-Rieckh and de Greiff 2007; Patel, de Greiff, and 
Waldorf 2009; de Greiff 2006; Hayner 2010．

23. de Greiff 2010．
24. Addison 2009．
25. 紛争後の諸国で警察を初めとする治安機関における女

性比率の一般的な目標は 30％である．しかし，特にほ
とんどの先進国がこの目標に達成していないことを考え
ると，これはに時間がかかり，実現可能ではない可能
性があろう．例えば，フィンランド 10％，アメリカ 12-
14％，カナダ 18％となっている．Mobekk 2010．

26. Mobekk 2010．
27. Bastick, Grimm, and Kunz 2007．
28. UNIFEM, UN Action Against Sexual Violence in 

Conflict, and UNDPKO 2010．
29. OECD-DAC 2007a．
30. OECD-DAC 2007a．
31. Sherman 2010．
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34. O Dia Online 2010; Jornal O Globo 2010．
35. UNIFEM, UN Action Against Sexual Violence in 

Conflict, and UNDPKO 2010．同様に，暫定的な紛争
解決制度は女性に対する暴力に対処するように適合させ
ることができる．例えば，shalishi プロセス（コミュニティ
の紛争解決制度）が西ベンガル州で農村部の女性グルー
プによって導入された際，90％の女性が満足し，3 分
の 2 が豊かになったと感じ，90％近くが夫による肉体
的な暴力が減少ないし停止したと述べた．International 
Center for Research on Women 2002; Bott, Morrison, 
and Ellsberg 2005 を参照．shalishi プロセスの詳細に
関しては Samity 2003 を参照．

36. WDR チームによるハイチの Jean-Max Bellerine 首相と
のインタビュー , 2010．

37. 例えば，OECD Handbook on Security System Reform
は次のことを提唱した際に，このアプローチを強調して
いる．すなわち，警察の改革は司法や刑務所を含む総
合的な司法部門の改革の一環として実施しなければなら
ない．OECD-DAC 2007a; UNODC and the World Bank 
2007 を参照．
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することになった．この枠組みの結果として，2001 年後
半にまでに完全なティモール保健省は 800 人を超える
保健スタッフを採用し，人口の 60％に対して自宅から徒
歩 2 時間以内で基礎サービスへのアクセスを提供し，外
来患者の医療施設利用率を 1 人当たり1.0 回にまで押し
上げた．この 2 つの数字は 2004 年までにそれぞれ推
定 90％，2.13 回へとさらに上昇した．保健省と地区の
運営は 2005-06 年に再発した暴力に対して強靭な抵抗
力を維持した数少ない国家機能の 1 つであり，操業を
継続して，まさに難民に対して援助を提供した．World 
Bank 2002a, 2008h; Baird 2010; Rohland and Cliffe 
2002; Tulloch 他 2003．

138. World Bank 2008c．
139. 経済政策に関しては Rodrik 2007，社会政策に関しては

Grindle 2010，制度構築に関しては Andrews 2010 を
それぞれ参照．

140. Christensen 2003．
141. Banerjee and Duflo 2009; Demombynes and Clemens 

2010．
142. ペテン県の殺人率はグアテマラ国家警察が収集した殺

人 統 計 によると，2008 年 101，09 年 96 であった．
WDR チームによる試算．

143. 和平合 意は 1997 年に基 準の 4 万 5,000 人から 3 万
1,000 人へと 3 分の 1 の削減を規定していた．しかし，
協定調印の直後，軍部は軍隊の水準は実際には 3 万
5,000 人であったので，4,000 人の削減が必要なだけ
で，それは実際に実行されたと報告している（兵士レ
ベルについては将校レベルよりもより系統的に行われ
た）（Stanley and Holiday 2002）．活動を段階的に終
了させつつある国連グアテマラ検証団のレポート（UN 
Verification Mission in Guatemala 2003, 2004）を参
照．

第６章　信頼醸成と制度転換に対する国際支援
1. 1990 年に Freedom House は 1-7 の尺度で，モザンビー

クの市民的自由に最悪の得点，政治的権利については
2 番目に最悪の得点を付けた．ただし，ともに 2009 年
には 3 点にまで改善した．Freedom House は１-7 の尺
度を使っており，7 は最低水準の自由を示す．それは時
には内戦との組み合わせで，政府による厳しい抑圧のた
めに，政治的権利がほとんどない，あるいはまったくな
いということを示している．反対側の尺度で 1 の格付け
を得ている国や領域は，自由で公正な選挙を含め広範
囲にわたる政治的権利を享受している．

2. モザンビークの大型プロジェクトにはモザール（Mozal）
のアルミ精錬所，カオラ・バッサ（Cahora Bassa）の水
力発電所，サソール（Sasol）のガス・プロジェクトなど
が含まれる．Cadeado and Hamela 2009; World Bank 
2005b を参照．

3. UNDPKO 2010b, 2010c．
4. OECD 2010d に基づく WDR チームの試算．
5. Davies 他 2008; Meidan 2006．
6. 南々二国間援助は 2004-08 年に約 68％増加して推定

6 億 2,600 万ドルに達した．この推定値には，中国やイ
ンドなど主要な非 DAC 開発パートナー数カ国のデータ
は含まれていない（OECD-DAC 2010b 参照）．

7. 次の多国間組織や政府は 2009-2010 年時点で，アフガ

ニスタンに，またはアフガニスタンとパキスタンの両方
に，特別の使節団ないし代表者を送っている．それらは
イギリス，アメリカ，国連，EU，オランダ，スウェーデン，
ノルウェー，フランス，オーストラリア，ベルギー，中国，
ドイツ，日本，デンマークである．

8. New York Un iversit y Center on Internat iona l 
Cooperation 2009．

9. Harvey 他 2010．
10. この相互依存は，例えば，危機や非常事態に対する世

界銀行の迅速対応枠組みでは明示的に認識されていた．
この枠組みの下では，世界銀行はコアな権限の分野で関
与を維持しながら，権限外の分野との重要な結び付きを
もつプログラム向けに統合的な国際支援への取り組みに
参加することが可能になる（World Bank 2007d, 2008b; 
Stewart and Brown 2007）．

11. 国連統合使節団は，多種多様な主体やアプローチを総
合的な政治的・戦略的な危機管理の枠組みのなかに組
み入れることによって，国連がそれを通じて戦争から永
続的な平和への移行期にある諸国を支援する，あるい
は国連システム全体にわたる対応を必要とする同じよう
に複雑な状況に取り組むための手段である．以下を参照．
Eide 他 2005; Cambell, Kaspersen, and Weir 2007．

12. 「全政府アプローチ」というのは，危機下の脆弱国家に
対する包括的な対応策を策定するために，政府内の機
関や省庁が整合的に協働する方法を指す．

13. 「全システム・アプローチ」というのは，地域的・国際的
組織や国際体制一般が，危機下の脆弱国家に対する政
策の一貫性と包括的な対応策を最もうまく策定できる方
法を指す．

14. それにはイギリスの安定化ユニット（2004 年に紛争後
復興ユニットとして創設），アメリカの復興・安定化調
整室，カナダの安定化・復興タスクフォース，国連の平
和構築委員会と平和構築支援室，オーストラリア開発庁

（AusAID）脆弱国ユニット（2005 年創設）などが含ま
れる．

15. OECD-DAC 2006．
16. Wainwright 2005; Dinnen, Porter, and Sage 2010．
17. Stewart and Brown 2007．
18. OECD-DAC 2007b．
19. Harborne 他 2010．
20. Chalmers 2007．
21. Peixoto, Andrade, and Azevedo 2008．
22. 国 連 の政 治 使 節 団， ヨーロッパ安 全 保 障 協力 機 構

（OSCE） 使 節 団，EU 代 表 団 に つ いて， ニューヨー
ク 大 学 国 際 協 力 研 究 所（Center on International 
Cooperation）が作成した年間予算コスト．

23. 軽度調停開始予算（LMSB）は，限定的な紛争に対処
するのに必要とされる小規模な調停チームのコストをカ
バーしている．そのような紛争は典型的には明らかに 2
つの国家間か，あるいは一国内のまとまった当事者どう
し（ただし地域的な側面はない）の間であり，短期間（お
そらく1 年以内）での解決が容易である．LMSB があれ
ば，国連政治局（UNDPA）は調停へ向けた取り組みを
速やかに確立して 3 カ月間は継続することができる．そ
の間に，イニシアティブの全部コスト計算が実施され資
金手当てが行われる．重度の調停開始予算（HMSB）は
複雑な紛争状況に取り組むための初期コストをカバーす
る．複雑な紛争には典型的には地方的・地域的な側面
があり，調停チームは複数の場所に配備される可能性が
大きい．複雑な紛争は首都にはより大きなプレゼンスを
必要とし，地域や近隣諸国にもプレゼンスが必要であろ
う．この点で，HMSB は国連が現場で 1 年間にわたる初
期のプレゼンスを迅速に確立できることを意図したもの
である．同時に，本格的な調停チームのコスト計算が初
年度だけでなく，次年度以降についても実施され資金手
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当てが行われる．
24. この問題に関する初期のものではあるが，依然として妥

当性を有する批評が de Soto and del Castillo 1994 に
ある．

25. World Bank 2008b．
26. 人権と調停機関との相互作用や，和平合意に人権に関す

る規定が挿入される事例が徐々に増えていることに関す
る議論については，Stedman 1996 を参照．

27. Stedman 1996．
28. UN 2000, 2011．
29. 例えば，グアテマラの和平合意には女性差別の排除を

目指して，男女平等に向けた有意義な公約が盛り込まれ
ている．それには女性の政治参加促進，教育・健康・
住居・他の資源へのアクセスなどが含まれる．この成功
は和平交渉に参加した唯一の女性のおかげであった．
Potter 2005 参照．

30. UNIFEM, UN Action Against Sexual Violence in 
Conflict, and UNDPKO 2010．

31. International Alert and Women Waging Peace 2004．
32. UNDP が 2010 年にケニアで開催した英語圏と仏語圏

の代表者会議で，「協調能力」という語句が作られ，さ
らに暴力の防止・回復に関連した制度のことが，「対話
と協議を通じて，社会で紛争防止や平和構築に貢献す
る，相互依存的な構造・メカニズム・資源・価値感・ス
キルのダイナミックなネットワーク」として再定義され
た（UN Interagency Framework for Coordination on 
Preventive Action 2010, 1）．

33. Commonwealth Secretariat 2006; The Carter Center 
2007; UNDPA 2010b．

34. Wolpe and McDonald 2006．
35. WDR の用語集では，公約メカニズムは過去の政策と決

別する意図が撤回されることはないだろう，ということを
利害関係者に得心させる方法として定義されており，合
意の実施ないしモニタリングのために独立的な機能を設
置することが含まれる．これは公約メカニズムないし公
約措置に共通する経済的な定義にしたがったものであ
る（ 例えば，Dixit 1980; Shelling 1960; Spence 1977
を参照）．Doyle and Sambanis (2006, 111) は次のよう
に指摘している．すなわち，条約と国連使節団は協働
しており，「国連の任務と平和条約の調印の間には（大
きくはないが）正の相関関係がある．というのは，特定
の国連活動には条約が必要だからである」と指摘して
いる．国連は当事者の間で平和条約を促進し，合意が
破綻した際には平和を執行することができる．というの
は，「条約や転換を推進する国連使節団がなければ，成
功の確率は約 80％という当初の値から交戦状態の極
端な値では 5％以下に著減するからである」（Doyle and 
Sambanis 2006, 130)． 次 も 参 照．Human Security 
Centre 2005; Fortna 2008; Walter and Kydd 2002．

36. Hartzell, Hoddie, and Rothchild 2001．
37. Walter and Kydd 2002．
38. 採取産業透明性イニシアティブ（EITI）は，政府・会社・

市民社会グループ・投資家・国際機関の連携による．石油・
ガス・鉱業における透明性の世界的な基準の確立を通じ
て，採取産業の透明性と説明責任を改善することによっ
て，統治を強化することを目的としている．EITI 2009
を参照．

39. 天然資源憲章は天然資源が開発のために生み出した機
会をどのように管理するのが最善かについて，政府や社
会が従うべき一連の経済原則を規定したものである．同
憲章は 12 の戒律ないし原則で構成されており，それが
選択肢を限定し，天然資源の採取によって持続的な経
済開発の展望を高めるために政府が追求すべき戦略を
提案している．Natural Resource Charter 2010 参照．

40. リベリアの統治・経済管理援助プログラムに関する詳し
い情報は，第 4 章のボックス 4.3 にある．

41. 1914-2006 年に賦課された 204 件の制裁事例に関する
包括的な研究．その半数は 1990 年以降の実施である
が，約 3 分の 1 が成功している（Hufbauer 他 2007）．

42. Nossal 1999; Wallensteen 他 2007．
43. Van Genugten and de Groot 1999; Bessler, Garfield, 

and McHugh 2004．
44. Cortright, Lopez, and Gerber 2002．
45. UN 2006a, 3．
46. CICIG はグアテマラ議会に 2 つの法改正パッケージを提

示している．それは CICIG の管轄範囲に入る犯罪の刑
事訴追にかかわる法的・制度的な枠組みの改善を目指
すものである．現在までのところ，議会は次の 4 つの基
本法を承認している．武器・弾薬に関する法律，刑事
訴追を強化するための法律，高リスクの刑事訴訟におけ
る管轄権に関する法律，組織犯罪・事件を取り締まる法
律の改正．CICIG 2009 参照．

47. 例えば次を参照．Lomé Declaration on the Framework 
for an OAU Response to Unconstitutional Change of 
Government (Organization of African Unity 2000); 
Inter-American Democratic Charter (OAS 2001)．

48. 国連と国際金融機関はともに政府に対するアプローチに
ついては地域のスタンスを考慮しているが，これについ
て地域の機関と議論する体系的なメカニズムは存在しな
い．

49. 過去における人道援助の重大な焦点は次の 4 つの致命
的な疾病群発であった．急性呼吸器感染症・下痢症・
マラリア・麻疹．これらはすべて戦時中重要な死因であっ
た．過去 30 年あまりの間に世界的に予防接種が増加し
たことが，このような疾病による死亡を削減するのに大
きな役割を果たしている．1974-2006 年について 6 つ
の主要なワクチンで防げる病気の予防接種率をみると，
世界人口の 5％以下から 75％以上に上昇している．人道
援助予算の大きなシェアは病気の予防・治療に加えて，
深刻な栄養失調の治療に充当されている．重度の栄養
失調児童の致死率はこれと治療法改善のおかげで低下し
ている．平和時の予防接種運動は人道援助の救命イン
パクトと共に，戦時下においても病気や栄養失調を原因
とする死亡の削減に貢献している．次を参照．Human 
Security Report Project 近刊 ; Guha-Sapir and D'Aoust 
2010．

50. このような例外には，ブランド化が「独立性ないし中立
性がプログラムや素材の本質的な側面であるにもかかわ
らず，その本質的な独立性ないし中立性を傷付ける」可
能性がある場合が含まれる．

51. Stoddar, Harmer, and Haver 2006．
52. 「ブルッキングス・プロセス」は，2000 年に UNHCR, 

UNDP, 世界銀行を一堂に会して，救援 - 開発プログラム・
資金調達・戦略の間に生じる「ギャップ」にもっと有効
に取り組もうとしたものである．

53. 第 5 章のなかで，極めて重要な中期的な挑戦課題とし
て教育・保健の改革を扱った節を参照．World Bank 
2002a, 2008g も参照．

54. Jones, Gowan, and Sherman 2009．
55. U. S. Government Accountability Office 2010b．
56. Garassi 2010．
57. Government of Nepal, UNDP, and UNDG 2010．
58. World Bank and UN 2007．
59. 国際紛争・脆弱評価の枠組みには以下が含まれる：ア

メリカ：Interagency Conflict Assessment Framework 
2009; United Kingdom: Strategic Conflict Assessment; 
DFID: Conducting Conflict Assessments: Guidance 
Notes, 2002; SIDA: Manual for Conf lict Analysis, 
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2006; UNDP: Conflict-Related Development Analysis, 
2003; USAID: Conducting a Conf lict Assessment, 
2005; World Bank, Conf lict Analysis Framework, 
2002．

60. Chandran, Slotin, and Sorensen 2010．
61. U. S. Department of State 2009; DFID 2002．
62. World Bank and UN 2008．
63. OECD-DAC 2010a
64. World Bank and UN 2007; International Dialogue on 

Peacebuilding and Statebuilding 2010．
65. 以下 が 策 定 し た 戦 略（ 同 文 書 ） を 参 照．African 

Development Bank (Country Strategy Paper 2008-
2011); EC (Country Strategy Paper and Indicative 
Programme, 2008-2013); UN (UN Development 
Assistance Framework 2010-2014); World Bank 
(Poverty Reduction Strategy Paper, 2006-2009; 2008 
Country Assistance Strategy); Austria (Three Year 
Program on Austrian Development Policy, 2006-
2008); Belgium (Indicative Cooperation Program, 
2007-2009, Indicative Cooperation Program 2010-
2013); France (Framework Partnership Agreement, 
2006-2010); Sweden (Strategy to Great Lakes Region, 
including Burundi , 2004-2008); United States 
(Strategic Statement 2006-2008)．以下を参照．AfDB 
2008; European Commission and Republic of Burundi 
2007; Government of Burundi and UN 2009; Republic 
of Burundi 2006; World Bank 2008e; Austrian 
Federal Ministry for European and International 
Affairs 2006; Belgium Development Agency 2006, 
2009; French Ministry of Foreign Affairs 2006; SIDA 
2005; Government of Burundi 2005．

66. ドナーの援助戦略の細分化にかかわる顕著な例外は，
コンゴ民主共和国における国別援助枠組みの作成であ
る．2006 年の選挙を受けて，ドナーは脆弱で不確実
な政治的風景のなかで，選挙後の時期にかかわる計画
を策定し始める必要性に直面した．貧困削減戦略プロ
グラムで指摘された 5 つの柱に依拠した共同の戦略枠組
みが，コンゴのパートナーにリスクを緩和する方法として
アピールすると同時に，新しい政府が組成され次第，事
前に指摘され合意された問題に関して，パートナーがそ
の政府と実質的な対話に入る下地を作ることになった．
国連コンゴ平和維持使節団と世界銀行のなかの国連統
合事務所によるイニシアティブの下で，国別援助枠組み
が回復と開発援助に対する共通の戦略的アプローチとし
て策定され，17 の国際的パートナーによって合意された．
しかし，そのようなドナーによる共同計画の挑戦は，そ
の後のコンゴで出現したように，新たな挑戦に対応する
のに十分な柔軟性を維持しておくことである．Rohland 
and Cliffe 2002; Republic of Liberia and UN 2007．

67. Ashraf Ghani and Clare Lockhart は著作 Fixing Failed 
States のなかで，「二重協定」のレンズを通して，脆弱
で紛争に影響された諸国において正当性を確立し，主
権ギャップを埋める問題を分析している．二重協定は「国
家の主権請求を下支えしている権利と義務のネットワー
ク…」に焦点を当てて，第 1 に，「一連の一貫したルー
ルに埋め込まれている…国家と市民の間の協定」を指し，
第 2 に，「説明責任と透明性に関する国際的な規範や基
準の順守を確保するための国家と国際社会の間の協定」
を指す（Ghani and Lockhart 2008, 8）．

68. Cox and Thornton 2010．
69. Aga Khan Development Network 2003．
70. 近年 実 施された多 数の開 発 評 価 や研 究の 発 見と完

全に整合的である．それには次も含まれる．Agence 
Française de Développement 他 2005; Commission on 
Growth and Development 2008．

71. Gowan 2007．

72. これは 2002 年と 03 年に開催された 2 つの紛争後の
学習イベントで，紛争の影響を受けたアフリカ 12 カ
国の財務大臣が強く主張した点であった（World Bank 
2002b, 2003）．

73. Kharas 2008．
74. 変動性はリスク・プレミアムに反映された期待を伴うあ

らゆる経済活動にコストをもたらす．変動性に関連した
損失はファイナンス管理にかかわる追加的なコストとい
う形で表われてくる．すなわち，遊休資金の機会費用（タ
ナボタ），投資機会の逸失（不足），必要金額に関して不
確実性がある場合や譲許的な信用を使った場合の過剰
借り入れや債務累増に関連したコスト，援助の変動性に
伴う財政支出や実質為替相場の変動性に関連したコスト
などがある（Kharas 2008）．このようなコストはドナー
の「群衆心理」によってさらに増幅され得る．それは政
治的な不安と暴力に感応的であることがしばしばであ
る．さらに，脆弱で紛争の影響を受けた諸国では不足
のコストはより高いかもしれない．典型的な途上国にお
ける援助不足は上述したようなコストにつながるが，脆
弱ないし紛争に影響された国では，そのような不足は移
行の動因を完全に逸脱させ，改革を中断させ，おそらく
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は，新しい開発インパクト評価（DIME）イニシアティブ
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る．
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された際に刊 行された Human Security Report の次
号，Oxford Handbook of the Economics of Peace and 
Conflict の次号．

27. Zoellick 2010a．
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表 A1　治安
難民数 平和構築・平和維持 軍事支出 若年人口

戦死者数

故意の
殺人

人口 10 万
人当たり

避難先
国別 発生国別

国内
避難民数 作戦名 a

軍隊・警
察・軍事

監視団
（人数）

対中央
政府支

出比（％）
対 GDP
比（％）

自然
災害数

自然災害
による死

者数

15-34 歳
人口の対
総人口比

（％）

15-34 歳
男子人口
の対総人
口比（％）

（2000-08） （2000-09） （2009） （2009） （2008） （2010） （2009） （2009） （2009） （2000-08）b （2000-08） （2009 年） （2009 年）
アフガニスタン 26,589 4.5 37 2,887,123 200,000 UNAMAc 18 9.2 2.1 .. .. 34 18
アンゴラ 3,535 .. 14,734 141,021 61,700 .. 4.6 .. .. 34 17
アルメニア 0 2.5 3,607 18,000 8,000 16.1 4.0 .. .. 37 19
バングラデシュ 0 2.6 228,586 10,432 65,000 10.8 1.1 137 13,241 34 15
ベリーズ 0 32.7 230 17 .. .. 1.1 .. .. 36 19
ベニン 0 .. 7,205 411 .. 6.8 1.0 .. .. 34 17
ブータン 0 1.4 .. 89,070 .. .. .. .. .. 40 21
ボリビア 0 12.6 679 573 .. 7.9 1.6 39 916 36 18
ブルキナファソ 0 3.6 543 990 .. 12.1 1.3 .. .. 34 17
ブルンジ 4,937 .. 24,967 94,239 100,000 BINUB 13 .. 3.8 36 833 33 17
カンボジア 0 .. 135 17,025 .. 12.8 1.2 .. .. 39 20
カメルーン 0 5.9 99,957 14,766 .. .. 1.6 .. .. 36 18
カーボベルデ 0 .. .. 24 .. 2.1 0.6 .. .. 38 19
中央アフリカ共和
国

350 .. 27,047 159,554 108,000 MINURCATd 1,456 .. 1.8 .. .. 35 17

チャド 4,328 .. 338,495 55,014 186,000 MINURCAT .. 6.5 .. .. 32 15
中国 0 1.2 300,989 180,558 .. 17.9 2.0 731 111,029 32 17
コモロ 0 .. .. 268 .. .. .. 14 187 33 17
コンゴ民主共和国 75,118 .. 185,809 455,852 1,400,000 MONUSCO 19,008 .. 1.1 126 8,164 34 17
コンゴ共和国 116 .. 111,411 20,544 7,800 5.3 1.3 .. .. 33 17
コートジボワール 1,265 3.9 24,604 23,153 621,000 UNOCI 9,080 8.8 1.6 .. .. 36 18
ジブチ 0 0.7 12,111 622 .. .. 3.7 .. .. 38 17
エクアドル 0 18.0 116,557 1,027 .. .. 3.3 .. .. 35 17
エジプト 0 0.6 94,406 6,990 .. 7.6 2.1 98 3,189 37 19
エルサルバドル 0 51.8 30 5,051 .. 2.9 0.6 28 1,813 36 17
エリトリア 57 .. 4,751 209,168 32,000 .. .. .. .. 34 17
エチオピア 3,555 3.3 121,886 62,889 200,000 .. 1.3 .. .. 33 16
ガンビア 0 .. 10,118 1,973 .. .. 0.7 .. .. 33 17
グルジア 648 7.1 870 15,020 300,000 29.3 5.6 .. .. 29 15
ガーナ 0 1.8 13,658 14,893 .. 1.9 0.7 .. .. 36 18
グアテマラ 0 46.0 131 5,768 .. 3.6 0.4 41 2,216 33 16
ギニア 1,174 .. 15,325 10,920 19,000 .. .. 35 1,103 33 17
ギニアビサウ 0 .. 7,898 1,109 .. UNIOGBIS .. .. .. .. 35 17
ガイアナ 0 20.7 727 .. .. .. .. .. 34 18
ハイチ 244 18.6 3 24,116 6,000 MINUSTAH 11,797 .. 0.0 .. .. 36 18
ホンジュラス 0 58.0 19 1,166 .. 3.8 0.8 31 435 37 19
インド 31,599 2.8 185,323 19,514 500,000 16.3 2.8 365 63,679 35 18
インドネシア 1,940 1.1 798 18,213 150,000 .. 0.9 232 182,209 34 18
イラク 124,002 .. 35,218 1,785,212 2,842,000 UNAMI 233 .. 6.3 .. .. 37 19
ヨルダン 0 1.8 450,756 2,129 160,000 16.1 6.1 .. .. 36 19
ケニア 0 4.8 358,928 9,620 400,000 8.9 1.8 85 2,075 37 19
キリバス 0 5.2 .. 33 .. .. .. .. .. 36 18
北朝鮮 0 .. .. .. 30,000 .. .. .. .. 31 16
コソボ 0 .. 423 .. .. UNMIK 16 .. .. .. .. 37 19
キリギス 0 7.8 .. 2,612 .. 21.4 3.6 16 323 38 19
ラオス 0 .. .. 8,398 .. 3.7 0.4 .. .. 35 18
レソト 0 34.8 .. 10 .. 3.1 2.6 .. .. 40 19
リベリア 2,487 1.3 6,952 71,599 6,000 UNMIL 9,369 .. 0.8 10 103 33 16
マダガスカル 0 .. .. 274 .. 9.9 1.1 .. .. 34 17
マラウイ 0 .. 5,443 130 .. .. 1.2 38 2,390 35 17
モルディブ 0 1.1 .. 16 .. .. .. .. .. 48 30
マリ 97 .. 13,538 2,926 .. 14.4 2.0 .. .. 32 16
マーシャル諸島 0 .. .. .. .. .. .. .. .. 36 18
モーリタニア 0 .. 26,795 39,143 .. .. 3.8 .. .. 35 17
ミクロネシア連邦 0 .. 1 .. .. .. .. .. .. 36 18
モルドバ 0 7.7 141 5,925 .. 1.9 0.5 .. .. 35 18
モンゴル 0 11.9 11 1,495 .. 5.8 1.4 .. .. 39 20
モロッコ 0 0.5 73 2,286 .. 11.0 3.4 52 1,545 36 18
モザンビーク 0 .. 3,547 136 .. .. 0.9 50 2,017 33 17
ミャンマー 2,833 0.2 .. 406,669 503,000 .. .. 17 138,968 37 19
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難民数 平和構築・平和維持 軍事支出 若年人口

戦死者数

故意の
殺人

人口 10 万
人当たり

避難先
国別 発生国別

国内
避難民数 作戦名 a

軍隊・警
察・軍事

監視団
（人数）

対中央
政府支

出比（％）
対 GDP
比（％）

自然
災害数

自然災害
による死

者数

15-34 歳
人口の対
総人口比

（％）

15-34 歳
男子人口
の対総人
口比（％）

（2000-08） （2000-09） （2009） （2009） （2008） （2010） （2009） （2009） （2009） （2000-08）b （2000-08） （2009 年） （2009 年）
ネパール 11,520 1.8 108,461 5,108 50,000 UNMIN 72 12.8 1.6 51 3,120 36 17
ニカラグア 0 13.0 120 1,478 .. .. 0.7 20 335 39 20
ニジェール 128 .. 325 822 .. 10.6 .. .. .. 33 17
ナイジェリア 124 1.3 9,127 15,609 100,000 .. 0.9 .. .. 35 18
パキスタン 11,107 7.3 1,740,711 35,132 50,000 21.8 2.9 123 78,582 36 19
パプアニューギニ
ア

0 8.8 9,703 70 .. .. 0.5 25 397 35 18

パラグアイ 0 12.3 89 77 .. 5.0 0.8 .. .. 36 18
フィリピン 5,433 3.8 95 993 314,000 4.9 0.8 163 10,331 36 18
ルワンダ 3,800 1.5 54,016 129,109 .. .. 1.5 .. .. 36 18
サモア 0 .. .. .. .. .. .. .. .. 33 17
サントメ・プリン
シペ

0 .. .. 33 .. .. .. .. .. 34 17

セネガル 184 3.0 22,151 16,305 10,000 .. 1.6 .. .. 35 17
シエラレオネ 212 2.4 9,051 15,417 3,000 .. 2.3 .. .. 34 16
ソロモン諸島 0 .. .. 66 4,000 .. .. .. .. 37 19
ソマリア 3,983 .. 1,815 678,309 1,100,000 .. .. 53 3,161 32 16
スリランカ 24,807 7.4 251 145,721 500,000 18.5 3.5 25 35,891 33 17
スーダン 12,363 .. 186,292 368,195 6,000,000 UNMISe 10,592 .. 4.2 68 3,794 36 18
スワジランド 0 1.0 759 32 .. .. 2.1 .. .. 38 20
シリア 0 3.0 1,054,466 17,914 65,000 .. 4.2 .. .. 38 19
タジキスタン 0 2.3 2,679 562 .. .. .. 31 180 39 20
タンザニア 0 1.0 118,731 1,204 .. .. 1.0 67 1,466 36 18
タイ 2,067 7.9 105,297 502 .. 8.3 1.8 79 9,929 32 16
東ティモール 0 .. 1 7 30,000 UNMIT 1,518 .. 11.8 .. .. 36 19
トーゴ 0 .. 8,531 18,378 1,000 13.0 2.0 .. .. 37 18
トンガ 0 .. .. 5 .. .. .. .. .. 40 21
チュニジア 0 1.2 92 2,260 .. 4.4 1.4 .. .. 38 19
トルクメニスタン 0 2.9 60 743 .. .. .. .. .. 39 19
ツバル .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ウガンダ 5,432 8.7 127,345 7,554 869,000 17.1 2.2 75 1,817 34 17
ウクライナ 0 6.3 7,334 24,522 .. 7.2 2.9 .. .. 30 15
ウズベキスタン 247 2.5 555 6,669 3,000 .. .. .. .. 39 20
バヌアツ 0 .. 4 .. .. .. .. .. .. 38 20
ベトナム 0 1.9 2,357 339,289 .. .. 2.2 .. .. 38 19
ヨルダン川西岸・
ガザ

0 3.9 .. 95,201f 100,000 .. .. .. .. 37 19

イエメン 0 4.0 170,854 1,934 .. .. 4.4 .. .. 37 19
ザンビア 0 7.5 56,785 206 .. 5.7 1.7 .. .. 38 19
ジンバブエ 0 8.4 3,995 22,449 880,000 .. .. .. .. 35 15
低所得国 .. .. .. .. .. .. 1.5 .. .. .. ..
低位中所得国 .. .. .. .. .. 16.1 2.1 .. .. .. ..

    

a．データは 2010 年 10 月現在．UNAMA: 国連アフガニスタン支援使節団，BINUB: 国連ブルンジ統合事務所，MINURCAT: 国連中央アフリカ・チャド使節団，MONUSCO: 国連コ
ンゴ共和国安定化使節団，UNOCI: 国連コートジボワール活動使節団，UNIOGBIS: 国連ギニアビサウ統合平和構築事務所，MINUSTAH: 国連ハイチ安定化使節団，UNMOGIP: 国連
インド・パキスタン軍事監視団，UNAMI: 国連イラク支援使節団，UNMIK: 国連コソボ暫定行政使節団，UNMIL: 国連リベリア使節団，UNMIN: 国連ネパール支援使節団，UNMIS: 
国連スーダン使節団，UNMIT: 国連東ティモール統合使節団．b．当該期間にわたる総計．c．国連平和維持活動局が管理している政治使節団．d．チャドの平和維持部隊を含む．
e．ダルフールにいるアフリカ連合・国連合同活動向けの合計 2 万 2,061 人の軍隊・警察・軍事監視団は含まない．f．含まれる難民は国連難民高等弁務官事務所の任務に基づく
もののみ．
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表 A1　治安

戦死者数
　2000-2008 年の内戦における戦死者総数に関する
最善の推定値．複数の内戦があった諸国では，戦死者
総数に関する最善の推定値はすべての紛争に伴うもの
が算入されている．出所：PRIO Battle Deaths Dataset 
Version 3.0．この情報源に最善の推定値が欠けている
場合には，UCDP Battle Death dataset （v5）から最善の
推定値が使われた．最善の推定値が PRIO 戦死者数デー
タセット（v3）と UCDP 戦死者データセット（v5）の
両方から入手不可能である場合，PRIO 戦死者データ
セット（v3）の最低と最高の推定値の加重平均を最善
の推定値として採用した．

故意の殺人
　これは 2000-2009 年でデータが入手可能な最新年に
おける，人口 10 万人当たりの殺人率を示す．この比率
は保健・刑事司法の両部門も含めて，殺人統計を収集
しているあらゆる情報源からのデータを単一の数字に
調整したものである．国連薬物犯罪事務所（UNODC）
の犯罪動向調査（CTS）や世界保健機関（WHO）のデー
タを殺人統計にかかわる 2 つの主要な出所として使っ
たが，カバレッジに優れている UNODC の CTS が選
好されている．他の刑事司法 / 警察ベースの出所や保
健ベースの出所とデータの 2 つの主要な出所との相関
度をみるために回帰分析を行った．他の出所との相関
度が高かった場合，それを使ってデータの主要な出所
で欠如している観察値を導出した．ギャップが埋まる
と，両データの出所は新しいか回帰分析に基づく一連
の殺人率に総合され，後に各国出所の統計で補完され
た． 出 所：UNODC-CTS; Eurostat (Health and Criminal 
Justice); Archer and Gartner Comparative Crime Data 
(1978); World Health Organization (WHO) and United 
Nations Children’s Fund (UNICEF); Pan American Health 
Organization; TransMONEE Database; 各国出所．

避難先国別難民数
　2009 年末現在で当該国が受け入れている難民数を示
す．出所：国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）．

発生国別難民数
　 当 該 国 か ら 発 生 し て い る 難 民 数 を 示 す． 出 所：

UNHCR．

国内避難民数
　2008 年末現在でみて当該国で国内的に退去させら
れている人々の数を示す．出所：U. S. Committee for 
Refugees and Immigrants．

国連平和維持活動使節団ないし政治使節団
　2010 年 10 月現在で存在していた国連平和維持活動
使節団ないし政治使節団の名称．出所：国連．

国連の人員
　2010 年 10 月現在でみた国連の軍隊，文民警察，軍
事監視団の人数．出所：国連．

軍事支出の対中央政府支出比
　軍事支出が年間の中央政府支出に占める割合．ス
トックホルム国際平和研究所（SIPRI）の軍事支出デー
タは北大西洋条約機構（NATO）の定義に基づくもの
で，平和維持部隊を含め武装部隊，防衛省・防衛プロ
ジェクトに従事しているその他政府機関，準軍事部
隊（軍事作戦のために訓練・装備されていると判断さ
れる場合），軍事宇宙活動などにかかわる経常および
資本支出を含む．同支出には軍人・文民向け費用（軍
人退職年金や要員向けの社会的サービスを含む），作
戦・修繕維持，公共調達，軍事研究開発，軍事援助

（ドナー国の軍事支出）が含まれている．除外されて
いるのは，民間防衛，かつての軍事活動に対する現在
の支出（退役軍人の付加給付，武器の動員解除・転
換・破壊など）である．しかし，この定義はすべての
諸国に適用可能というわけではない．というのは，軍
事予算や予算外の軍事支出項目に何が含まれているか
ついて，入手可能なものよりずっと詳細な情報が必要
になるからである（例えば，軍事予算が民間防衛，予
備隊，補助部隊，警察・準軍事部隊，憲兵・文民警察
など二重目的の部隊，現物による軍事補助金，軍事要
員の年金，政府のある部門が他部門のために支払って
いる社会保険料などが，軍事予算に含まれているか否
か ）． 出 所：Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI), Yearbook: Armaments, Disarmament 
and International Security（注：一部諸国のデータは部
分的ないし不確実なデータ，あるいは大雑把な推定に
基づいている）．
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軍事支出の対 GDP 比
　軍事支出の GDP に対する比率．SIPRI の軍事支出
は NATO の定義に基づき，平和維持部隊を含め武装部
隊，防衛省・防衛プロジェクトに従事しているその他
政府機関，準軍事部隊（軍事作戦のために訓練・装備
されていると判断される場合），軍事宇宙活動などにか
かわる経常および資本支出を含む．同支出には軍人・
文民向け費用（軍人退職年金や要員向けの社会的サー
ビスを含む），作戦・修繕維持，公共調達，軍事研究
開発，軍事援助（ドナー国の軍事支出）が含まれてい
る．除外されているのは，民間防衛，かつての軍事活
動に対する現在の支出（退役軍人の付加給付，武器の
動員解除・転換・破壊など）である．しかし，この定
義はすべての諸国に適用可能というわけではない．と
いうのは，軍事予算や予算外の軍事支出項目に何が含
まれているかついて，入手可能なものよりずっと詳細
な情報が必要になるからである（例えば，軍事予算が
民間防衛，予備隊，補助部隊，警察・準軍事部隊，憲
兵・文民警察など二重目的の部隊，現物による軍事補
助金，軍事要員の年金，政府のある部門が他部門のた
めに支払っている社会保険料などが，軍事予算に含
ま れ て い る か 否 か ）． 出 所：Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI), Yearbook: Armaments, 
Disarmament and International Security（注：一部諸国
のデータは部分的ないし不確実なデータ，あるいは大
雑把な推定に基づいている）．

自然災害数
　当該国の 2000-2008 年における自然災害の件数の総
計．これには生物学的・水文学的・気象学的・技術的・
気候学的・地球物理学的な災害が含まれる．出所：災
害疫学研究センター（CRED）．

自然災害による死者数
　当該国の 2000-2009 年におけるすべての自然災害に
よる死者総数．これには生物学的・水文学的・気象学
的・技術的・気候学的・地球物理学的な災害が含まれ
る．出所：CRED．

若年（15-34 歳）人口の対総人口比
　若年（15-34 歳）人口が総人口（男女合計）に占
め る 割 合． 出 所：United States Census International 
Database のデータに基づく試算．

若年（15-34 歳）男子人口の対総人口比
　若年（15-34 歳）男子人口が総人口に占める割合．
出 所：United States Census International Database の
データに基づく試算．

人権（肉体的）尊厳インデックス
　この指標は当該国における人権侵害の程度を測定し
ている．拷問，政治的動機による行方不明，法手続き
を踏んでいない殺人，政治的動機による監禁といっ
た 4 つの下位部分で構成される合成指標である．指数
は 0（政府はこのような権利をまったく尊重していな
い）から 8（政府はこのような権利を十分尊重してい
る）までの値をとる．出所：CIRI (Cingranelli-Richards) 
Human Rights Data Project, University of Birmingham, 
New York．
　 各 リ ー ダ ー が 政 権 の 座 に い た 年 数． 以 下 に 基 づ
き 試 算．Archigos Dataset of Political Leaders (H. E. 
Goemans, Kristian Skrede Gleditsch, and Giacomo 
Ghiozza) and the Central Intelligence Agency World 
Factbook．
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　本年度版の主要世界開発指標では比較可能な社会経
済データを示す 6 つの表によって，130 カ国以上にか
かわる開発データを示した．データは可能な限り最新
年のものであるが，前年分を示した指標もなかにはあ
る．データが乏しい，あるいは人口が 300 万人未満の
78 カ国については，基礎データだけを追加表に示した．
　 こ こ に 示 し た 指 標 は World Development Indicators 
2010 に掲載されている 800 以上の指標から選択した
ものである．毎年刊行されている World Development 
Indicators（WDI）は開発プロセスを包括的にみるため
のものである．WDI の 6 つのセクションでは，ミレニ
アム開発目標（MDG）の進捗状況と人的資本の開発，
環境の持続可能性，マクロ経済パフォーマンス，民間
部門の開発と投資環境，および開発の外部環境に影響
するグローバルな結び付きなど，さまざまな要因の役
割が検討されている．
　これとは別に公表されているデータベースでは，237
の国や地域に関して 900 以上の時系列指標にアクセス
可能である．このデータベースはオープン・データの
ウェブサイト（http://data.worldbank.org）で入手可能
である．

データの出典と方法
　ここに示した社会経済データや環境データは，世界
銀行が収集した一次データ，加盟国の統計出版物，研
究機関，国連とその専門機関，IMF，および OECD など
の国際機関に依拠している（完璧なリストに関しては
表の後のテクニカル・ノートのなかの出典を参照）．各
国や国際機関の統計のほとんどは，対象，定義，分類
に関して国際基準を適用しているものの，基礎データ
の収集と編集に割くことができる能力と資源には相違
があるため，適時性や信頼性にはどうしても格差がで
きる．テーマによっては，より信頼できるデータを掲
載するために，世界銀行スタッフが出典の異なる競合
するデータを吟味する必要がある．しかし，利用可能
なデータが水準や傾向について，信頼できる測定値と
するには根拠薄弱な場合，あるいは国際基準への準拠
が不十分な場合には，データを掲載しなかった．
　掲載データは WDI 2010 にほぼ一致している．し
かし，新しいデータが入手できた場合には，データは
修正ないし更新されている．時系列の修正や方法の変
更が理由で，相違が生じていることもある．したがっ
て，世界銀行の刊行物でも版が違えば，データそのも
のの年代が異なる．異なる刊行物，あるいは同一刊行

物の版が異なるものから，時系列データを取り出すこ
とは避けていただきたい．一貫性のある時系列データ
は，オープン・データのウェブサイト（http://data.
worldbank.org）で入手可能である．
　特記がない限り，すべてのドル表示は現在の米ドル
による．各国通貨の数値を換算する際に使用した各種
方法については，表の後のテクニカル・ノートで説明
している．
　世界銀行の主要業務は低および中所得国に対して融
資や政策助言を提供することにあるため，表が対象と
している問題は主としてこのような諸国に焦点を当て
ている．高所得国に関する情報も，それが入手可能な
ときには比較のために掲載している．これら高所得国
に関してさらに詳しい情報を知りたい方は，各国の統
計刊行物，および OECD や EU の出版物を参照していた
だきたい．

国の分類と総括値
　各表の末尾にある総括値には，上部に掲載されてい
る諸国が 1 人当たり所得や地域ごとに分類されて含ま
れている．2009 年の 1 人当たり国民総所得（GNI）に
基づいて，995 ドル以下が低所得国，996-12,195 ドル
が中所得国，12,196 ドル以上が高所得国という分類が
なされている．1 人当たり GNI が 3,945 ドルの水準で，
さらに低位中所得国と高位中所得国の区別がなされて
いる．1 人当たり所得に基づく国の分類は毎年行われて
いるので，各所得グループに含まれる国の構成も毎年
変化している可能性がある．このような分類の変更が
最新の推計値に基づいて行われた場合には，新しい所
得分類に基づく集計値は過去に遡及して再計算してあ
るので，時系列データの一貫性は確保されている．本
報告書の各グループに含まれる諸国（人口 300 万人未
満の諸国を含む）のリストについては，315 ページの
分類表を参照されたい．
　総括値は各グループごとの合計値（データがない場
合や報告されていない諸国に関する推定値が含まれて
いれば t，入手データの単純合計ならば s で区別），加
重平均値（w），あるいは中央値（m）のいずれかであ
る．主要表から除外されている諸国（表 6 に掲載され
ている諸国）のデータも，入手可能であればそのデー
タが，あるいは入手可能な諸国と同じ傾向をたどると
いう前提に立った推定値が含まれている．そうすれば，
各期間について対象国の範囲が標準化され，より一貫
性のある集計値が得られる．ただし，欠けている情報

主要開発指標
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が集計値全体の 3 分の 1 以上を占めている場合には，
グループの総括値は入手不能と表示されている．集計
方法の詳細については，テクニカル・ノートのなかの
統計手法で説明している．集計値を算出するために用
いられたウェイトは，各表の脚注に示されている．

用語と対象国
　国という用語は政治的な独立性を示唆するものでは
なく，当局が社会ないし経済について個別の統計を作
成している領域をいう．掲載されたデータは 2009 年
現在で成立している経済圏に関するものであり，過去
のデータについても現在の政治的な取り決めを反映す
るよう修正されている．すべての表について，例外が
あれば注記されている．特記がない限り，中国のデー
タには香港（中国），マカオ（中国），および台湾（中
国）は含まれていない．インドネシアのデータには特
記がない限り，1999 年までは東ティモールが含まれて
いる．モンテネグロは 2006 年 6 月 3 日にセルビア・
モンテンネグロからの独立を宣言している．入手可能
なものについては，各国別々のデータが掲載されてい
る．しかし，セルビアにかかわる一部の指標は 2005
年までは引き続きモンテネグロの分を含んでいる．そ
のようなデータには脚注を付けてある．さらに，1999
年以降のデータは，ほとんどの指標についてセルビア
のなかにあるコソボを除外してある．これは 1999 年
の国連安全保障理事会決議 1244 号に基づいて，コソ
ボが国際管理下に置かれたためである．これについて
例外があれば注記されている．なお，コソボは 2009
年 6 月 29 日に世界銀行の加盟国となり，そのデータは
入手可能な限り表のなかで示されている．

テクニカルノート
　データの質や各国間比較にはしばしば問題があるた
め，なるべくテクニカル・ノート，地域・所得による
国の分類，および各表の脚注を参考にされたい．さら
に詳しい説明については，WDI 2010 を参照されたい．

記号
.. データが入手不可能であること，あるいは当該年の

データが欠けているため合計が算出できないことを
意味する．

0 または 0.0 はゼロまたは表示単位の半分未満である
ことを意味する．

/ 2003/04 年におけるように，通常は１2 カ月間に
及ぶ時期が 2 つの暦年にまたがっていることを意味
し，収穫年度，調査年度，あるいは財政年度などを

さす．
$ （ドル）は特記のない限り現行の米ドルを意味する．
＞ 「超（より大きい）」を意味する．
＜ 「未満（より小さい）」を意味する．

WDI 2010 には詳しい情報が掲載されており，この購
入については，オンライン，電話，またはファックス
で下記に照会されたい．

さらに詳しい情報およびオンライン購入について：
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-
development-indicators.

電話による購入について：
1-800-645-7247

ファックスによる購入について：
1-703-661-1501

郵便による購入について：
The World Bank, P.O. Box 960, Herndon, VA 20172-
0960, U.S.A.
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地域・所得による国の分類（2011 年度）

東アジア・太平洋
米領サモア
カンボジア
中国
フィジー
インドネシア
キリバス
北朝鮮
ラオス
マレーシア
マーシャル諸島
ミクロネシア連邦
モンゴル
ミャンマー
パラオ
パプアニューギニア
フィリピン
サモア
ソロモン諸島
タイ
東ティモール
トンガ
ツバル
バヌアツ
ベトナム

ヨーロッパ・中央アジア
アルバニア
アルメニア
アゼルバイジャン
ベラルーシ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ブルガリア
グルジア
カザフスタン
コソボ
キリギス共和国
リトアニア
マケドニア
モルドバ
モンテネグロ
ルーマニア
ロシア連邦
セルビア
タジキスタン
トルコ
トルクメニスタン
ウクライナ
ウズベキスタン

UMC
LIC
LMC
UMC
LMC
LMC
LIC
LIC
UMC
LMC
LMC
LMC
LIC
UMC
LMC
LMC
LMC
LIC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC

UMC
LMC
UMC
UMC
UMC
UMC
LMC
UMC
LMC
LIC
UMC
UMC
LMC
UMC
UMC
UMC
UMC
LIC
UMC
LMC
LMC
LMC

ラテンアメリカ・カリブ
アンティグア・バーブーダ
アルゼンチン
ベリーズ
ボリビア
ブラジル
チリ
コロンビア
コスタリカ
キューバ
ドミニカ
ドミニカ共和国
エクアドル
エルサルバドル
グレナダ
グアテマラ
ガイアナ
ハイチ
ホンジュラス
ジャマイカ
メキシコ
ニカラグア
パナマ
パラグアイ
ペルー
セントクリストファー・ネイビス
セントルシア
セントビンセント・グレナディーン諸島
スリナム
ウルグアイ
ベネズエラ・ボリバル共和国

中東アフリカ・北アフリカ
アルジェリア
ジブチ
エジプト
イラン
イラク
ヨルダン
レバノン
リビア
モロッコ
シリア
チュニジア
ヨルダン川西岸・ガザ
イエメン

UMC
UMC
LMC
LMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC
LMC
LMC
UMC
LMC
LMC
LIC
LMC
UMC
UMC
LMC
UMC
LMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC

UMC
LMC
LMC
UMC
LMC
LMC
UMC
UMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC

南アジア
アフガニスタン
バングラデシュ
ブータン
インド
モルディブ
ネパール
パキスタン
スリランカ

サハラ以南アフリカ
アンゴラ
ベニン
ボツワナ
ブルキナファソ
ブルンジ
カメルーン
カーボベルデ
中央アフリカ共和国
チャド
コモロ
コンゴ民主共和国
コンゴ共和国
コートジボワール
エリトリア
エチオピア
ガボン
ガンビア
ガーナ
ギニア
ギニアビサウ
ケニア
レソト
リベリア
マダガスカル
マラウイ
マリ
モーリタニア
モーリシャス
マヨット
モザンビーク
ナミビア
ニジェール
ナイジェリア
ルワンダ
サントメ・プリンシペ
セネガル
セーシェル
シエラレオネ
ソマリア
南アフリカ
スーダン
スワジランド
タンザニア
トーゴ
ウガンダ
ザンビア
ジンバブエ

LIC
LIC
LMC
LMC
LMC
LIC
LMC
LMC

LMC
LIC
UMC
LIC
LIC
LMC
LMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LMC
LMC
LIC
LIC
UMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
UMC
UMC
LIC
UMC
LIC
LMC
LIC
LMC
LMC
UMC
LIC
LIC
UMC
LMC
LMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC

高所得OECD
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
チェコ共和国
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
ハンガリー
アイスランド
アイルランド
イタリア
日本
大韓民国
ルクセンブルク
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
ポルトガル
スロバキア共和国
スペイン
スウェーデン
スイス
イギリス
アメリカ

その他高所得
アンドラ
アンティグア・バーブーダ
アルバ
バハマ
バーレーン
バルバドス
バミューダ
ブルネイ
ケイマン諸島
チャンネル諸島
クロアチア
キプロス
赤道ギアナ
エストニア
フェロー諸島
仏領ポリネシア
グリーンランド
グアム
香港（中国）
マン島
イスラエル
クウェート
リヒテンシュタイン
マカオ（中国）
マルタ
モナコ
オランダ領アンティル
ニューカレドニア
北マリアナ諸島
オマーン
プエルトリコ
カタール
サンマリノ
サウジアラビア
シンガポール
スロベニア
台湾（中国）
トリニダード・トバゴ
アラブ首長国連邦
ヴァージン諸島（米領）

出所：World Bank データ．
本表は世界銀行の全加盟国 / 地域と人口が 3 万人を超える非加盟国 / 地域を分類したものである．各国 / 地域は世界銀行アトラス方式を用いて算出された 2009 年の 1 人当
たり GNI に基づき，次の各所得グループに分類されている．すなわち，995 ドル以下は低所得国（LIC），996-3,945 ドルは低位中所得国（LMC），3,946-12,195 ドルは上位
中所得国（UMC），12,196 ドル以上は高所得国とされている．



316 世界開発報告 2011

人口 国民総所得（GNI）a
PPP 表示の国民総所得

（GNI）b 出生時余命

（100 万人）
2009 年

（平均増
加率 %）

2000 ｰ 09
年

（km2 当た
り人口
密度）

2009 年

人口の年
齢別構成
0-14 歳の
割合（%）
2009 年

（10 億ドル）
2009 年

（1 人当た
りドル）
2009 年

（10 億ドル）
2009 年

（1 人当た
りドル）
2008 年

1 人当たり
国民総生産

（GDP）
（増加率 %）

2008 ｰ 09 年
男（年数）

2008 年
女（年数）

2008 年

成人識字率
（対 15 歳

以上
人口比 %）

2008 年
アフガニスタン 30 2.6 44 46 10.6 370 32.1 c 1,110 c –0.4 44 44 ..
アルバニア 3 0.3 115 24 12.5 3,950 25.8 8,170 1.8 74 80 99
アルジェリア 35 1.5 14 27 154.2 4,420 283.6c 8,130c 0.6 71 74 73
アンゴラ 18 2.9 14 45 64.5 3,490 91.9 4,970 –2.3 45 49 70
アルゼンチン 40 1.0 15 25 304.7 7,570 568.8 14,120 –0.1 72 79 98
アメリカ 3 0.0 109 20 9.5 3,100 16.7 5,420 –14.6 70 77 100
オーストラリア 22 1.5 3 19 957.5 43,770 835.7 38,210 –0.8 79 84 ..
オーストリア 8 0.5 101 15 391.8 46,850 322.5 38,550 –3.8 78 83 ..
アゼルバイジャン 9 1.0 105 24 42.5 4,840 79.3 9,030 8.0 68 73 100
バングラデシュ 162 1.6 1,229 31 95.4 590 256.2 1,580 4.4 65 67 55
ベラルーシ 10 –0.4 48 15 53.5 5,540 119.6 12,380 0.4 65 77 100
ベルギー 11 0.6 354 17 488.8 45,310 394.0 36,520 –3.7 77 83 ..
ベナン 9 3.3 78 43 6.7 750 13.5 1,510 0.6 60 63 41
ボリビア 10 1.9 9 36 16.0 1,620 42.0 4,260 1.6 64 68 91
ボスニア・ヘルツェゴビナ 4 0.2 74 15 17.7 4,700 32.9 8,740 –3.2 73 78 98
ブラジル 194 1.2 23 26 1,557.2 8,040 1,988.1 10,260 –1.1 69 76 90
ブルガリア 8 –0.7 70 13 43.7 5,770 93.2 12,290 –4.6 70 77 98
ブルキナファソ 16 3.3 56 46 8.0 510 18.4 1,170 0.1 52 54 29
ブルンジ 8 2.8 314 38 1.2 150 3.3 390 0.6 49 52 66
カンボジア 15 1.7 82 33 9.7 650 27.4 1,850 –3.7 59 63 78
カメルーン 20 2.3 40 41 22.8 1,170 43.0 2,200 0.1 51 52 76
カナダ 34 1.0 4 17 1,423.0 42,170 1,268.2 37,590 –3.7 79 83 ..
中央アフリカ共和国 4 1.8 7 41 2.0 450 3.3 750 0.5 45 49 55
チャド 11 3.2 9 46 6.9 610 13.8 1,230 –1.1 47 50 33
チリ 17 1.1 23 23 159.9 9,420 227.9 13,430 –2.5 76 82 99
中国 1,331 0.6 142 20 4,778.3 3,590 9,018.8 6,770 8.5 71 75 94
香港（中国） 7 0.6 6,696 12 219.2 31,420 307.5 44,070 1.6 79 86 ..
コロンビア 46 1.5 41 29 225.2 4,930 388.1 8,500 –0.9 69 77 93
コンゴ民主共和国 66 2.9 28 47 10.7 160 19.6 300 0.0 46 49 67
コンゴ共和国 4 2.1 11 40 6.7 1,830 10.8 2,940 5.6 53 55 ..
コスタリカ 5 1.7 89 26 28.5 6,230 50.1c 10,940c –2.8 77 81 96
コートジボワール 21 2.2 65 41 22.4 1,060 34.5 1,640 1.4 56 59 55
クロアチア 4 0.0 82 15 61.2 13,810 84.9 19,170 –5.8 72 80 99
チェコ共和国 10 0.2 135 14 181.5 17,310 247.7 23,610 –4.8 74 81 ..
デンマーク 6 0.4 129 18 325.8 58,930 208.5 37,720 –5.5 77 81 ..
ドミニカ共和国 10 1.5 206 31 45.5 4,510 81.8c 8,100c 2.0 70 75 88
エクアドル 14 1.1 49 31 53.4 3,920 109.5 8,040 –0.7 72 78 84
エジプト・アラブ共和国 83 1.9 82 32 172.0 2,070 471.9 5,690 2.8 68 72 66
エルサルバドル 6 0.4 296 32 20.8 3,370 39.2c 6,360c –3.0 67 76 84
エリトリア 5 3.6 49 42 1.5 300 3.1 c 640 c –1.0 57 62 65
エチオピア 83 2.6 81 44 27.0 330 77.4 930 5.9 54 57 36
フィンランド 5 0.3 17 17 243.9 45,680 183.8 34,430 –8.2 76 83 ..
フランス 63d 0.7d 114d 18 2,754.6 42,680 2,192.9 33,980 –3.2 78 85 ..
グルジア 4 –1.2 62 17 11.1e 2,530e 20.6e 4,700e –4.1e 68 75 100
ドイツ 82 0.0 235 14 3,484.7 42,560 3,026.7 36,960 –4.7 78 83 ..
ガーナ 24 2.2 103 38 16.6 700 35.3 1,480 1.4 56 58 66
ギリシャ 11 0.4 87 14 323.1 28,630 320.8 28,440 –2.4 78 82 97
グアテマラ 14 2.5 128 42 36.8 2,620 64.4c 4,590c –2.1 67 74 74
ギニア 10 2.0 40 43 3.8 370 9.5 940 –2.6 56 60 38
ハイチ 10 1.7 358 36 .. ..f .. .. 1.3 59 63 ..
ホンジュラス 7 2.0 65 37 13.6 1,820 27.9c 3,730c –3.9 70 75 84
ハンガリー 10 –0.2 112 15 130.1 12,980 186.1 18,570 –6.2 70 78 99
インド 1,155 1.4 383 31 1,368.7 1,180 3,768.1 3,260 6.2 62 65 63
インドネシア 230 1.3 125 27 513.4 2,230 933.2 4,060 3.4 69 73 92
イラン・イスラム共和国 73 1.5 44 24 330.6 4,530 837.7 11,490 0.5 70 73 82
イラク 31 2.5 70 41 69.7 2,210 105.1 3,340 1.6 64 72 78
アイルランド 4 1.7 64 21 197.2 44,310 148.1 33,280 –6.5 78 82 ..
イスラエル 7 1.9 338 28 191.6 25,740 201.2 27,040 –1.1 79 83 ..
イタリア 60 0.6 203 14 2,112.5 35,080 1,886.6 31,330 –5.7 79 85 99
日本 128 0.1 350 13 4,830.3 37,870 4,245.7 33,280 –5.1 79 86 ..
ヨルダン 6 2.4 66 34 22.3 3,740 34.8 5,840 0.4 71 75 92
カザフスタン 16 0.7 6 24 107.1 6,740 163.2 10,270 –0.2 61 72 100
ケニア 40 2.6 68 43 30.7 770 62.7 1,570 –0.5 54 55 87
大韓民国 49 0.4 502 17 966.6 19,830 1,331.4 27,310 –0.1 77 83 ..
キルギス共和国 5 0.9 28 29 4.6 870 11.7 2,200 1.5 63 72 99
ラオス人民民主共和国 6 1.7 27 38 5.6 880 13.9 2,210 4.5 64 66 73
レバノン 4 1.3 410 25 33.6 7,970 55.9 13,230 7.2 70 74 90
リベリア 4 3.7 39 43 0.6 160 1.2 290 0.3 57 60 58
リビア 6 2.0 4 30 77.2 12,020 105.5c 16,430c 0.1 72 77 88
リトアニア 3 –0.5 54 15 38.1 11,410 55.9 16,740 –14.6 66 78 100
マダガスカル 20 2.8 33 43 7.9 420 20.1 1,050 –2.2 59 62 71
マラウイ 15 2.8 158 46 4.2 280 11.6 760 4.8 52 54 73
マレーシア 27 1.8 82 29 198.7 7,230 371.8 13,530 –3.3 72 77 92
マリ 13 2.4 10 44 8.9 680 15.4 1,190 1.9 48 49 26
モーリタニア 3 2.6 3 39 3.2 960 6.5 1,960 –3.4 55 59 57
メキシコ 107 1.0 55 28 958.8 8,920 1,515.5 14,110 –7.5 73 78 93

表 1　主要開発指標
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人口 国民総所得（GNI）a
PPP 表示の国民総所得

（GNI）b 出生時余命

（100 万人）
2009 年

（平均増
加率 %）

2000 ｰ 09
年

（km2 当た
り人口
密度）

2009 年

人口の年
齢別構成
0-14 歳の
割合（%）
2009 年

（10 億ドル）
2009 年

（1 人当た
りドル）
2009 年

（10 億ドル）
2009 年

（1 人当た
りドル）
2008 年

1 人当たり
国民総生産

（GDP）
（増加率 %）

2008 ｰ 09 年
男（年数）

2008 年
女（年数）

2008 年

成人識字率
（対 15 歳

以上
人口比 %）

2008 年
モルドバ 4 –1.4 110 17 5.7g 1,590g 10.9g 3,060g –6.4g 65 72 98
モロッコ 32 1.2 71 28 90.7h 2,790h 144.8h 4,450h 3.7h 69 74 56
モザンビーク 23 2.5 28 44 10.0 440 20.1 880 3.9 47 49 54
ミャンマー 50 0.8 76 27 .. ..f .. .. 11.8 59 64 92
ネパール 29 2.0 201 37 13.0 440 34.7 1,180 2.8 66 67 58
オランダ 17 0.4 487 18 815.8 49,350 669.6 40,510 –4.5 78 82 ..
ニュージーランド 4 1.2 16 20 114.5 26,830 112.8 26,430 –1.6 78 82 ..
ニカラグア 6 1.3 47 35 5.8 1,000 14.1c 2,450c –2.3 70 76 78
ニジェール 15 3.6 12 50 5.2 340 10.1 660 –2.9 51 52 29
ナイジェリア 155 2.4 166 43 175.8 1,140 305.7 1,980 0.6 47 48 60
ノルウェー 5 0.8 16 19 417.3 86,440 270.6 56,050 –2.8 78 83 ..
パキスタン 170 2.3 215 37 172.9 1,020 459.4 2,710 1.5 66 67 54
パナマ 3 1.7 46 29 23.2 6,710 43.3c 12,530c 0.8 73 78 94
パプアニューギニア 7 2.5 15 40 7.9 1,180 15.3c 2,270c 2.1 59 63 60
パラグアイ 6 1.9 16 34 14.4 2,270 28.1 4,430 –5.5 70 74 95
ペルー 29 1.3 23 30 120.9 4,150 237.5 8,140 –0.2 71 76 90
フィリピン 92 1.9 303 34 164.5 1,790 326.1 3,540 –0.9 70 74 94
ポーランド 38 –0.1 125 15 467.5 12,260 703.5 18,440 1.6 71 80 100
ポルトガル 11 0.4 116 15 222.6 20,940 243.1 22,870 –2.8 76 82 95
ルーマニア 21 –0.5 94 15 178.9 8,330 310.6 14,460 –8.4 70 77 98
ロシア 142 –0.3 9 15 1,329.7 9,370 2,609.0 18,390 –7.8 62 74 100
ルワンダ 10 2.5 394 42 4.6 460 10.6 1,060 2.4 48 52 70
サウジアラビア 25 2.3 12 32 439.0 17,700 595.4 24,000 –2.2 71 75 86
セネガル 13 2.6 63 44 12.9 1,030 22.4 1,790 –1.1 54 57 42
セルビア 7 –0.3 83 18 43.8 5,990 83.6 11,420 –2.5 71 76 ..
シエラレオネ 6 3.3 78 43 1.9 340 4.5 790 1.5 46 49 40
シンガポール 5 2.4 6,943 16 185.7 37,220 248.6 49,850 –4.2 78 83 95
スロバキア共和国 5 0.1 112 15 87.4 16,130 117.1 21,600 –6.4 71 79 ..
ソマリア 9 2.3 14 45 .. ..f .. .. .. 48 51 ..
南アフリカ 49 1.3 40 31 284.5 5,770 496.4 10,060 –2.8 50 53 89
スペイン 46 1.5 91 15 1,464.7 31,870 1,453.6 31,630 –4.5 78 84 98
スリランカ 20 0.9 312 24 40.4 1,990 95.9 4,720 2.8 70 78 91
スーダン 42 2.1 17 39 51.6 1,220 84.6 2,000 1.7 57 60 69
スウェーデン 9 0.5 22 17 455.2 48,930 358.7 38,560 –5.7 79 83 ..
スイス 8 0.8 191 15 431.1 56,370 319.9 41,830 0.5 80 85 ..
シリア・アラブ共和国 21 2.7 112 35 50.9 2,410 97.5 4,620 1.5 72 76 84
タジキスタン 7 1.3 49 37 4.8 700 13.5 1,950 1.7 64 69 100
タンザニア 44 2.8 48 45 21.3i 500i 57.5i 1,350i 2.5i 55 56 73
タイ 68 0.9 132 22 254.7 3,760 518.0 7,640 –2.8 66 72 94
トーゴ 7 2.6 119 40 2.9 440 5.6 850 0.0 61 64 65
チュニジア 10 1.0 66 23 38.8 3,720 81.5 7,820 2.1 72 76 78
トルコ 75 1.3 96 27 653.1 8,730 1,027.3 13,730 –5.9 70 74 89
トルクメニスタン 5 1.4 11 29 17.5 3,420 35.7c 6,990c 6.6 61 69 100
ウガンダ 33 3.2 161 49 15.0 460 39.0 1,190 3.6 52 53 75
ウクライナ 46 –0.7 80 14 128.8 2,800 284.8 6,190 –14.6 63 74 100
アラブ首長国連邦 5 3.9 54 19 .. ..j .. .. –3.2 77 79 90
イギリス 62 0.5 254 17 2,567.5 41,520 2,310.5 37,360 –5.6 78 82 ..
アメリカ 307 0.9 33 20 14,502.6 47,240 14,345.3 46,730 –3.3 76 81 ..
ウルグアイ 3 0.1 19 23 31.3 9,360 43.2 12,910 2.5 72 80 98
ウズベキスタン 28 1.3 64 29 30.5 1,100 80.2c 2,890c 6.3 65 71 99
ベネズエラ 28 1.7 32 30 288.1 10,150 351.1 12,370 –4.8 71 77 95
ベトナム 87 1.3 278 26 88.0 1,010 249.1 2,850 4.2 72 76 93
ヨルダン川西岸・ガザ 4 3.3 654 45 .. ..k .. .. .. 72 75 94
イエメン共和国 24 2.9 43 44 25.0 1,060 55.1 2,340 0.8 61 65 61
ザンビア 13 2.4 17 46 12.6 970 16.5 1,280 3.7 45 46 71
ジンバブエ 13 0.1 32 40 .. ..f .. .. .. 44 45 91
世界全体 6,775s 1.2w 52w 27w 59,219.0t 8,741w 72,038.7t 10,633w –3.0w 67w 71w 83w
低所得国 846 2.2 48 39 425.7 503 1,014.5 1,199 2.5 56 58 66
中所得国 4,813 1.2 61 27 16,231.0 3,373 30,593.8 6,357 1.4 67 71 83

低位所得国 3,811 1.2 122 28 8,757.7 2,298 18,130.0 4,758 5.6 66 70 80
高位所得国 1,002 0.9 21 25 7,483.6 7,471 12,500.6 12,479 –3.4 68 75 93

低・中所得国 5,659 1.3 58 29 16,671.5 2,946 31,607.3 5,586 1.3 65 69 80
東アジア・太平洋 1,944 0.8 122 23 6,109.6 3,143 11,640.7 5,989 6.6 70 74 93
ヨーロッパ・中央アジア 404 0.1 18 19 2,746.1 6,793 5,104.6 12,628 –6.2 65 74 98
ラテンアメリカ・カリブ 572 1.2 28 28 3,970.9 6,936 5,920.5 10,342 –2.9 70 77 91
中東・北アフリカ 331 1.8 38 31 1,189.2 3,594 2,623.1 7,927 1.6 69 73 74
南アジア 1,568 1.6 324 32 1,704.9 1,088 4,658.6 2,972 5.4 63 65 61
サハラ以南アフリカ 840 2.5 35 43 919.8 1,096 1,675.7 1,996 –1.2 51 53 62

高所得国 1,117 0.7 33 17 42,583.9 38,139 40,723.8 36,473 –3.9 77 83 98

注：データの比較可能性とカバレッジに関してはテクニカル・ノートを参照．イタリック体の数字は表示年以外のもの．
a．世界銀行アトラス方式を用いて算出．　b．ppp は購買力平価．テクニカル・ノートを参照．　c．回帰分析による推定値．その他の推定値は最新の「国際比
較プログラム」に基づくベンチマーク推定値からの外挿による．　d．データは仏領ギアナ，グアドループ，マルチニーク，およびレユニオンというフランス海
外県を除く．　d．データはアブハーズと南オセティアを除く． f．低位中所得国（995 ドル以下）と推定される．　g．トランスニストリアのデータを除く． h．
データは旧西領サハラを含む．　i．タンザニア本土だけのデータ．　j．高所得国（12,196 ドル以上）と推定される．　k．低位中所得国（996-3,935 ドル）と推
定される．
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各国の貧困線 国際的貧困線
各国の貧困線未満の人口

調査年

1 日 1.25 ド
ル未満の人

口（％）

1 日 1.25 ド
ル未満での

貧困格差
（％）

1 日 2 ドル
未満の人口

（％） 調査年

1 日 1.25 ド
ル未満の人

口（％）

1 日 1.25 ド
ル未満での

貧困格差
（％）

1 日 2 ドル
未満の人口

（％）調査年 割合（％） 調査年 割合（％）
アフガニスタン 2007 42.0 .. .. .. .. .. .. ..
アルバニア 2002 25.4 2005 18.5 2002a <2 <0.5 8.7 2005a <2 <0.5 7.8
アルジェリア 1988 12.2 1995 22.6 1988a 6.6 1.8 23.8 1995a 6.8 1.4 23.6
アンゴラ .. .. 2000a 54.3 29.9 70.2 .. .. ..
アルゼンチン .. .. 2005b, c 4.5 1 11.3 2006b, c 3.4 1.2 7.3
アメリカ 1998–99 55.1 2001 50.9 2003a 10.6 1.9 43.4 2007a 3.7 0.7 21
オーストラリア .. .. 2001a 6.3 1.1 27.1 2005a <2 <0.5 <2
オーストリア .. .. .. .. .. .. .. ..
アゼルバイジャン 1995 68.1 2001 49.6 .. .. .. .. .. ..
バングラデシュ 2000 48.9 2005 40.0 2000a 57.8d 17.3d 85.4d 2005a 49.6d 13.1d 81.3d

ベラルーシ 2002 30.5 2004 17.4 2005a <2 <0.5 <2 2007a <2 <0.5 <2
ベルギー .. .. .. .. .. .. .. ..
ベナン 1999 29.0 2003 39.0 2003a 47.3 15.7 75.3 .. .. ..
ボリビア 2000 45.2 2007 37.7 2005c 19.6 9.7 30.3 2007c 11.9 5.6 21.9
ボスニア・ヘルツェゴビナ 2001–02 19.5 .. 2004a <2 <0.5 <2 2007a <2 <0.5 <2
ブラジル 1998 22.0 2002–03 21.5 2005c 7.8 1.6 18.3 2007c 5.2 1.3 12.7
ブルガリア 1997 36.0 2001 12.8 2001a 2.6 <0.5 7.8 2003a <2 <0.5 <2
ブルキナファソ 1998 54.6 2003 46.4 1998a 70 30.2 87.6 2003a 56.5 20.3 81.2
ブルンジ 1998 68.0 .. 1998a 86.4 47.3 95.4 2006a 81.3 36.4 93.4
カンボジア 2004 34.7 2007 30.1 2004a 40.2 11.3 68.2 2007a 25.8 6.1 57.8
カメルーン 2001 40.2e 2007 39.9e 1996a 51.5 18.9 74.4 2001a 32.8 10.2 57.7
カナダ .. .. .. .. .. .. .. ..
中央アフリカ共和国 .. .. 1993a 82.8 57 90.7 2003a 62.4 28.3 81.9
チャド 1995–96 43.4 .. 2002–03a 61.9 25.6 83.3 .. .. ..
チリ 2003 18.7e 2006 13.7e 2003c <2 <0.5 5.3 2006c <2 <0.5 2.4
中国
香港（中国） .. .. 2002a 28.4f 8.7f 51.1f 2005a 15.9f 4f 36.3f

コロンビア 2002 55.7 2006 45.1 2003c 15.4 6.1 26.3 2006c 16 5.7 27.9
コンゴ民主共和国 2004–05 71.3 .. 2005–06a 59.2 25.3 79.5 .. .. ..
コンゴ共和国 2005 42.3 .. 2005a 54.1 22.8 74.4 .. .. ..
コスタリカ 1989 31.7 2004 23.9 2005c 2.4 <0.5 8.6 2007c <2 <0.5 4.3
コートジボワール .. .. 1998a 24.1 6.7 49.1 2002 23.3 6.8 46.8
クロアチア 2002 11.2 2004 11.1 2001a <2 <0.5 <2 2005a <2 <0.5 <2
チェコ共和国 .. .. 1993c <2 <0.5 <2 1996c <2 <0.5 <2
デンマーク .. .. .. .. .. .. .. ..
ドミニカ共和国 2000 36.5e 2007 48.5e 2005c 5 0.9 15.1 2007c 4.4 1.3 12.3
エクアドル 1999 52.2e 2006 38.3e 2005c 9.8 3.2 20.4 2007c 4.7 1.2 12.8
エジプト・アラブ共和国 1995–96 22.9 1999–2000 16.7 1999–00a <2 <0.5 19.3 2004–05a <2 <0.5 18.4
エルサルバドル 2000 38.8e, g 2006 30.7e, g 2005c 11 4.8 20.5 2007c 6.4 2.7 13.2
エリトリア 1993–94 53.0 .. .. .. .. .. .. ..
エチオピア 1995–96 45.5 1999–2000 44.2 1999–00a 55.6 16.2 86.4 2005a 39 9.6 77.5
フィンランド .. .. .. .. .. .. .. ..
フランス .. .. .. .. .. .. .. ..
グルジア 2002 52.1 2003 54.5 2002a 15.1 4.7 34.2 2005a 13.4 4.4 30.4
ドイツ .. .. .. .. .. .. .. ..
ガーナ 1998–99 39.5 2005–06 28.5 1998–99a 39.1 14.4 63.3 2006a 30 10.5 53.6
ギリシャ .. .. .. .. .. .. .. ..
グアテマラ 2000 56.2 2006 51.0 2002c 16.9 6.5 29.8 2006c 11.7 3.5 24.3
ギニア 1994 40.0 .. 1994a 36.8 11.5 63.8 2003a 70.1 32.2 87.2
ハイチ 1987 65.0 1995 .. 2001c 54.9 28.2 72.1 .. .. ..
ホンジュラス 1998–99 52.5 2004 50.7 2005c 22.2 10.2 34.8 2006c 18.2 8.2 29.7
ハンガリー 1993 14.5 1997 17.3 2002a <2 <0.5 <2 2004a <2 <0.5 <2
インド 1993–94 36.0 1999–2000 28.6 1993–94a 49.4f 14.4f 81.7f 2004–05a 41.6f 10.8f 75.6f

インドネシア 1996 17.6 2004 16.7 2005a 21.4f 4.6f 53.8f 2007a 29.4 7.1 60
イラン・イスラム共和国 .. .. 1998a <2 <0.5 8.3 2005a <2 <0.5 8
イラク .. .. .. .. .. .. .. ..
アイルランド .. .. .. .. .. .. .. ..
イスラエル .. .. .. .. .. .. .. ..
イタリア .. .. .. .. .. .. .. ..
日本 .. .. .. .. .. .. .. ..
ヨルダン 1997 21.3 2002 14.2 2002–03a <2 <0.5 11 2006a <2 <0.5 3.5
カザフスタン 2001 17.6 2002 15.4 2003a 3.1 <0.5 17.2 2007a <2 <0.5 <2
ケニア 1997 52.0 2005/06 46.6 1997a 19.6 4.6 42.7 2005–06a 19.7 6.1 39.9
大韓民国 .. .. .. .. .. .. .. ..
キルギス共和国 2003 49.9 2005 43.1 2004a 21.8 4.4 51.9 2007a 3.4 <0.5 27.5
ラオス人民民主共和国 1997–98 38.6 2002–03 33.5 1997–98a 49.3d 14.9d 79.9d 2002–03a 44d 12.1d 76.8d

レバノン .. .. .. .. .. .. .. ..
リベリア .. .. 2007a 83.7 40.8 94.8 .. .. ..
リビア .. .. .. .. .. .. .. ..

表 2　貧困
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各国の貧困線 国際的貧困線
各国の貧困線未満の人口

調査年

1 日 1.25 ド
ル未満の人

口（％）

1 日 1.25 ド
ル未満での

貧困格差
（％）

1 日 2 ドル
未満の人口

（％） 調査年

1 日 1.25 ド
ル未満の人

口（％）

1 日 1.25 ド
ル未満での

貧困格差
（％）

1 日 2 ドル
未満の人口

（％）調査年 割合（％） 調査年 割合（％）
リトアニア .. .. 2002a <2 <0.5 <2 2004a <2 <0.5 <2
マダガスカル 1999 71.3e 2005 68.7e 2001a 76.3 41.4 88.7 2005a 67.8 26.5 89.6
マラウイ 1997–98 65.3 2004–05 52.4 1997–98a 83.1 46 93.5 2004–05a, h 73.9 32.3 90.4
マレーシア 1989 15.5 .. 1997c <2 <0.5 6.8 2004c <2 <0.5 7.8
マリ 1998 63.8 .. 2001a 61.2 25.8 82 2006a 51.4 18.8 77.1
モーリタニア 1996 50.0 2000 46.3 1995–96a 23.4 7.1 48.3 2000a 21.2 5.7 44.1
メキシコ 2002 50.6 2004 47.0 2006a <2 <0.5 4.8 2008c 4 1.8 8.2
モルドバ 2001 62.4 2002 48.5 2004a 8.1 1.7 28.9 2007a 2.4 0.5 11.5
モロッコ 1990–91 13.1 1998–99 19.0 2000a 6.3 0.9 24.3 2007a 2.5 0.5 14
モザンビーク 1996–97 69.4 2002–03 55.2 1996–97a 81.3 42 92.9 2002–03a 74.7 35.4 90
ミャンマー 2004–05 32.0 .. .. .. .. .. .. ..

ネパール 1995–96 41.8 2003–04 30.9 1995–96a 68.4 26.7 88.1 2003–04a 55.1 19.7 77.6
オランダ .. .. .. .. .. .. .. ..
ニュージーランド .. .. .. .. .. .. .. ..
ニカラグア 1998 47.9 2001 45.8 2001c 19.4 6.7 37.5 2005c 15.8 5.2 31.8
ニジェール 1989–93 63.0 .. 1994a 78.2 38.6 91.5 2005a 65.9 28.1 85.6
ナイジェリア 1985 43.0 1992–93 34.1 1996–97a 68.5 32.1 86.4 2003–04a 64.4 29.6 83.9
ノルウェー .. .. .. .. .. .. .. ..
パキスタン 1993 28.6 1998–99 32.6 2001–02a 35.9 7.9 73.9 2004–05a 22.6 4.4 60.3
パナマ 1997 37.3 2003 36.8 2004c 9.2 2.7 18 2006c 9.5 3.1 17.8
パプアニューギニア 1996 37.5 .. 1996a 35.8 12.3 57.4 .. .. ..
パラグアイ 1990 20.5i .. 2005c 9.3 3.4 18.4 2007c 6.5 2.7 14.2
ペルー 2003 52.2 2004 51.6 2005c 8.2 2 19.4 2007c 7.7 2.3 17.8
フィリピン 1994 32.1 1997 25.1 2003a 22 5.5 43.8 2006a 22.6 5.5 45
ポーランド 1996 14.6 2001 14.8 2002a <2 <0.5 <2 2005a <2 <0.5 <2
ポルトガル .. .. .. .. .. .. .. ..
ルーマニア 1995 25.4 2002 28.9 2002a 2.9 0.8 13 2007a <2 <0.5 4.1
ロシア 1998 31.4 2002 19.6 2002a <2 <0.5 3.7 2007a <2 <0.5 <2
ルワンダ 1999–2000 60.3e 2005–06 56.9e 1984–85a 63.3 19.7 88.4 2000a 76.6 38.2 90.3
サウジアラビア .. .. .. .. .. .. .. ..
セネガル 1992 33.4 .. 2001a 44.2 14.3 71.3 2005a 33.5 10.8 60.3
セルビア .. .. 2003a <2 <0.5 <2 2008a <2 <0.5 <2
シエラレオネ 1989 82.8 2003–04 70.2 1989–90a 62.8 44.8 75 2003a 53.4 20.3 76.1
シンガポール .. .. .. .. .. .. .. ..
スロバキア共和国 2004 16.8 .. 1992c <2 <0.5 <2 1996c <2 <0.5 <2
ソマリア .. .. .. .. .. .. .. ..
南アフリカ 2000 38.0e 2008 22.0e 1995a 21.4 5.2 39.9 2000a 26.2 8.2 42.9
スペイン .. .. .. .. .. .. .. ..
スリランカ 1995–96 25.0 2002 22.7 1995–96a 16.3 3 46.7 2002a 14 2.6 39.7
スーダン .. .. .. .. .. .. .. ..
スウェーデン .. .. .. .. .. .. .. ..
スイス .. .. .. .. .. .. .. ..
シリア・アラブ共和国 .. .. .. .. .. .. .. ..
タジキスタン 2003 72.4 2007 53.5 2003a 36.3 10.3 68.8 2004a 21.5 5.1 50.8
タンザニア 1991 38.6 2000–01 35.7 1991–92a 72.6 29.7 91.3 2000–01a 88.5 46.8 96.6
タイ 1994 9.8 1998 13.6 2002a <2 <0.5 15.1 2004a <2 <0.5 11.5
トーゴ 1987–89 32.3 .. 2006a 38.7 11.4 69.3 .. .. ..
チュニジア 1990 7.4 1995 7.6 1995a 6.5 1.3 20.4 2000a 2.6 <0.5 12.8
トルコ 1994 28.3 2002 27.0 2002a 2 <0.5 9.6 2006a 2.6 <0.5 8.2
トルクメニスタン .. .. 1993c 63.5 25.8 85.7 1998a 24.8 7 49.6
ウガンダ 2002–03 38.8e 2005–06 31.1e 2002a 57.4 22.7 79.8 2005a 51.5 19.1 75.6
ウクライナ 2000 31.5 2003 19.5 2005a <2 <0.5 <2 2008a <2 <0.5 <2
アラブ首長国連邦 .. .. .. .. .. .. .. ..
イギリス .. .. .. .. .. .. .. ..
アメリカ .. .. .. .. .. .. .. ..
ウルグアイ .. .. 2005b, c <2 <0.5 4.5 2007c <2 <0.5 4.3
ウズベキスタン 2000–01 31.5 2003 27.2 .. .. .. .. .. ..
ベネズエラ 1989 31.3 1997–99 52.0 2003c 18.4 8.8 31.7 2006c 3.5 1.2 10.2
ベトナム 1998 37.4 2002 28.9 2004a 24.2 5.1 52.5 2006a 21.5 4.6 48.4
ヨルダン川西岸・ガザ .. .. .. .. .. .. .. ..
イエメン共和国 1998 41.8 .. 1998a 12.9 3 36.3 2005a 17.5 4.2 46.6
ザンビア 1998 72.9 2004 68.0 2002–03a 64.6 27.1 85.1 2004–05a 64.3 32.8 81.5
ジンバブエ 1990–91 25.8 1995–96 34.9 .. .. .. .. .. ..

注：データの比較可能性とカバレッジに関してはテクニカル・ノートを参照．
a．支出ベース．　b．都市部のみカバー．　c．所得ベース．　d．空間的な消費者物価指数情報で調整済み．　e．治安上の理由から調査は農村部の村の 56％，同人口の
65％しかカバーしていない．　f．都市部と農村部の推計値の加重平均．　g．農村部のみカバー．　h．調査設計の変更が理由で，最近年の調査は従来のものと厳密には比
較不可能．　i．調査はアスンシオン首都圏をカバーしたもの．
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極貧と飢餓の撲滅
普遍的初等
教育の達成

男女平等の
促進

幼児死亡の
削減

妊産婦保健
の改善

HIV/ エイズ・その他疾
病との戦い 持続可能な環境の確保

開発のための世
界的なパート

ナーシップ形成
最貧 20％

が消費 / 所
得に占める
割合（％）
1995-2008

年 b

脆弱な雇用
の割合（％）

2008 年

5 歳未満児
の栄養失調
の割合（％）

2000-08
年 b

初等教育修
了率（％）

2008 年

小中学校就
学者の男女
比率（％）

2008 年

1,000 人当
たり 5 歳未
満児死亡率

2009 年

10 万人当
たり出産時

死亡者率
2008 年

HIV 感染率
（％，15-49

歳人口）
2007 年

10 万人当
たり結核罹

患率
2008 年

1 人当たり
二酸化炭素

排出量
（トン）
2007 年

改善された
衛生設備へ
のアクセス
がある人口
の割合（％）

2008 年

100 人当たり
インターネッ

ト利用率 a
2008 年

アフガニスタン .. .. 32.9 .. 58 199 1,400 .. 190 0.0 37 1.7
アルバニア 7.8c .. 6.6 .. .. 15 31 .. 16 1.4 98 23.9
アルジェリア 6.9c .. 11.1 114 .. 32 120 0.1 58 4.1 95 11.9
アンゴラ 2.0c .. 27.5 .. .. 161 610 2.1 290 1.4 57 3.1
アルゼンチン 3.6d,e 19f 2.3 102 105 14 70 0.5 30 4.6 90 28.1
アメリカ 8.6c .. 4.2 98 104 22 29 0.1 73 1.6 90 6.2
オーストラリア .. 9 .. .. 97 5 8 0.2 7 17.7 100 70.8
オーストリア 8.6e 9 .. 99 97 4 5 0.2 0 8.3 100 71.2
アゼルバイジャン 13.3c 53 8.4 121 98 34 38 0.2 110 3.7 45 28.2
バングラデシュ 9.4c .. 41.3 54 106 52 340 .. 220 0.3 53 0.3
ベラルーシ 8.8c .. 1.3 96 101 12 15 0.2 43 6.9 93 32.1
ベルギー 8.5e 10 .. 86 98 5 5 0.2 9 9.7 100 68.1
ベナン 6.9c .. 20.2 65 .. 118 410 1.2 92 0.5 12 1.8
ボリビア 2.7c .. 5.9 98 99 51 180 0.2 140 1.4 25 10.8
ボスニア・ヘルツェゴビナ 6.7c .. 1.6 .. 102 14 9 <0.1 51 7.7 95 34.7
ブラジル 3.0e 27 2.2 .. 103 21 58 0.6 46 1.9 80 37.5
ブルガリア 8.7c 9 1.6 90 97 10 13 .. 43 6.8 100 34.7
ブルキナファソ 7.0c .. 37.4 38 85g 166 560 1.6 220 0.1 11 0.9
ブルンジ 9.0c .. 38.9 45 91 166 970 2.0 360 0.0 46 0.8
カンボジア 6.5c .. 28.8 79 90 88 290 0.8 490 0.3 29 0.5
カメルーン 5.6c .. 16.6 73 84 154 600 5.1 190 0.3 47 3.8
カナダ 7.2e 10 f .. 96 99 6 12 0.4 5 16.9 100 75.3
中央アフリカ共和国 5.2c .. 21.8 35 69 171 850 6.3 340 0.1 34 0.4
チャド 6.3c .. 33.9 31 64 209 1,200 3.5 290 0.0 9 1.2
チリ 4.1e 24 0.5 95 99 9 26 0.3 11 4.3 96 32.5
中国 5.7e .. 6.8 96 104 19 38 0.1h 97 5.0 55 22.5
香港（中国） 5.3e 7 .. .. .. .. .. .. 91 5.8 .. 67.0
コロンビア 2.3e 46 5.1 110 104 19 85 0.6 36 1.4 74 38.5
コンゴ民主共和国 5.5c .. 28.2 53 76 199 670 .. 380 0.0 23 ..
コンゴ共和国 5.0c .. 11.8 73 .. 128 580 3.5 390 0.4 30 4.3
コスタリカ 4.4e 20 .. 93 102 11 44 0.4 11 1.8 95 32.3
コートジボワール 5.0c .. 16.7 48 .. 119 470 3.9 410 0.3 23 3.2
クロアチア 8.8c 16 f .. 102 102 5 14 <0.1 25 5.6 99 50.5
チェコ共和国 10.2e 13 2.1 95 101 4 8 .. 9 12.1 98 57.8
デンマーク 8.3e 5 .. 101 102 4 5 0.2 7 9.1 100 83.3
ドミニカ共和国 4.4e 42 3.4 91 103 32 100 1.1 73 2.1 83 21.6
エクアドル 3.4e 34 f 6.2 106 100 24 140 0.3 72 2.2 92 28.8
エジプト・アラブ共和国 9.0c 25 6.8 95 .. 21 82 .. 20 2.3 94 16.6
エルサルバドル 4.3e 36 6.1 89 98 17 110 0.8 32 1.1 87 10.6
エリトリア .. .. 34.5 47 77 55 280 1.3 97 0.1 14 4.1
エチオピア 9.3c 52 f 34.6 52 85 104 470 2.1 370 0.1 12 0.4
フィンランド 9.6e 9 .. 98 102 3 8 0.1 7 12.1 100 82.5
フランス 7.2e 6 .. .. 100 4 8 0.4 6 6.0 100 67.9
グルジア 5.4c 62 2.3 100 96 29 48 0.1 110 1.4 95 23.8
ドイツ 8.5e 7 1.1 104 98 4 7 0.1 5 9.6 100 75.5
ガーナ 5.2c .. 13.9 82 96 69 350 1.9 200 0.4 13 4.3
ギリシャ 6.7e 27 .. 101 97 3 2 0.2 6 8.8 98 43.1
グアテマラ 3.4e .. 17.7 80 94 40 110 0.8 63 1.0 81 14.3
ギニア 5.8c .. 22.5 55 77 142 680 1.6 300 0.1 19 0.9
ハイチ 2.5e .. 18.9 .. .. 87 300 2.2 250 0.2 17 10.1
ホンジュラス 2.5e .. 8.6 90 107 30 110 0.7 64 1.2 71 13.1
ハンガリー 8.6c 7 .. 95 98 6 13 0.1 16 5.6 100 58.5
インド 8.1c .. 43.5 94 92 66 230 0.3 170 1.4 31 4.5
インドネシア 7.4c 63 19.6 106 98 39 240 0.2 190 1.8 52 7.9
イラン・イスラム共和国 6.4c 43 .. 117 116 31 30 0.2 20 7.0 .. 32.0
イラク .. .. 7.1 .. .. 44 75 .. 64 3.3 73 1.0
アイルランド 7.4e 12 .. 99 103 4 3 0.2 9 10.2 99 62.7
イスラエル 5.7e 7 .. 99 101 4 7 0.1 6 9.3 100 47.9
イタリア 6.5e 19 .. 101 99 4 5 0.4 7 7.7 .. 41.8
日本 .. 11 .. .. 100 3 6 .. 22 9.8 100 75.2
ヨルダン 7.2c .. 3.6 100 102 25 59 .. 6 3.8 98 27.4
カザフスタン 8.7c .. 4.9 105g 98g 29 45 0.1 180 14.7 97 10.9
ケニア 4.7c .. 16.5 .. 96 84 530 .. 330 0.3 31 8.7
大韓民国 7.9e 25 .. 99 97 5 18 <0.1 88 10.4 100 75.8
キルギス共和国 8.8c 47 2.7 92 100 37 81 0.1 160 1.2 93 16.1
ラオス人民民主共和国 8.5c .. 31.6 75 87 59 580 0.2 150 0.3 53 8.5
レバノン .. .. 4.2 87 103 12 26 0.1 14 3.2 .. 22.5
リベリア 6.4c .. 20.4 58 86 112 990 1.7 280 0.2 17 0.5
リビア .. .. 5.6 .. 105 19 64 .. 17 9.3 97 5.1
リトアニア 6.8c 9 .. 92 100 6 13 0.1 71 4.5 .. 54.4
マダガスカル 6.2c .. 36.8 71 97 58 440 0.1 260 0.1 11 1.7
マラウイ 7.0c .. 15.5 54 99 110 510 11.9 320 0.1 56 2.1
マレーシア 6.4e 22 .. 96 103 6 31 0.5 100 7.3 96 55.8
マリ 6.5c .. 27.9 57 78 191 830 1.5 320 0.0 36 1.6
モーリタニア 6.2c .. 23.2 64 103 117 550 0.8 320 0.6 26 1.9

表 3　ミレニアム開発目標：貧困の撲滅と生活の改善
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年 b

脆弱な雇用
の割合（％）

2008 年

5 歳未満児
の栄養失調
の割合（％）

2000-08
年 b

初等教育修
了率（％）

2008 年

小中学校就
学者の男女
比率（％）

2008 年

1,000 人当
たり 5 歳未
満児死亡率

2009 年

10 万人当
たり出産時

死亡者率
2008 年

HIV 感染率
（％，15-49

歳人口）
2007 年

10 万人当
たり結核罹

患率
2008 年

1 人当たり
二酸化炭素

排出量
（トン）
2007 年

改善された
衛生設備へ
のアクセス
がある人口
の割合（％）

2008 年

100 人当たり
インターネッ

ト利用率 a
2008 年

メキシコ 3.8c 30 3.4 104 102 17 85 0.3 19 4.5 85 22.2
モルドバ 6.7c 32 3.2 91 102 17 32 0.4 170 1.3 79 23.4
モロッコ 6.5c 51 9.9 81 88 38 110 0.1 120 1.5 69 33.0
モザンビーク 5.4c .. 21.2 59 87 142 550 12.5 420 0.1 17 1.6
ミャンマー .. .. 29.6 99 99 71 240 0.7 400 0.3 81 0.2
ネパール 6.1c .. 38.8 .. .. 48 380 0.5 160 0.1 31 1.7
オランダ 7.6e 9 .. .. 98 4 9 0.2 7 10.6 100 87.0
ニュージーランド 6.4e 12 .. .. 103 6 14 0.1 8 7.7 .. 71.4
ニカラグア 3.8e 45 4.3 75 102 26 100 0.2 46 0.8 52 3.3
ニジェール 5.9c .. 39.9 40g 74 160 820 0.8 180 0.1 9 0.5
ナイジェリア 5.1c .. 27.2 .. 85 138 840 3.1 300 0.6 32 15.9
ノルウェー 9.6e 6 .. 98 99 3 7 0.1 6 9.1 100 82.5
パキスタン 9.1c 62 31.3 60 80 87 260 0.1 230 1.0 45 11.1
パナマ 2.5e 28 .. 102 101 23 71 1.0 47 2.2 69 27.5
パプアニューギニア 4.5c .. 18.1 .. .. 68 250 1.5 250 0.5 45 1.8
パラグアイ 3.4e 47 .. 95 99 23 95 0.6 47 0.7 70 14.3
ペルー 3.6e 40 f 5.4 101 99 21 98 0.5 120 1.5 68 24.7
フィリピン 5.6c 45 26.2 92 102 33 94 .. 280 0.8 76 6.2
ポーランド 7.3c 19 .. 96 99 7 6 0.1 25 8.3 90 49.0
ポルトガル 5.8e 19 .. .. 101 4 7 0.5 30 5.5 100 42.1
ルーマニア 7.9c 31 3.5 96 99 12 27 0.1 130 4.4 72 28.8
ロシア 5.6c 6 .. 95 98 12 39 1.1 110 10.8 87 31.9
ルワンダ 5.4c .. 18.0 54 100 111 540 2.8 390 0.1 54 3.1
サウジアラビア .. .. 5.3 95 91 21 24 .. 19 16.6 .. 31.3
セネガル 6.2c .. 14.5 56 96 93 410 1.0 280 0.5 51 8.4
セルビア 9.1c, i 23 1.8 100 102 7 8 0.1 18 ..j 92 44.9
シエラレオネ 6.1c .. 28.3 88 84 192 970 1.7 610 0.2 13 0.3
シンガポール 5.0e 10 3.3 .. .. 3 9 0.2 39 11.8 100 69.6
スロバキア共和国 8.8e 11f .. 96 100 7 6 <0.1 12 6.8 100 66.0
ソマリア .. .. 32.8 .. 53 180 1,200 0.5 390 0.1 23 1.1
南アフリカ 3.1c 3 .. 86 100 62 410 18.1 960 9.0 77 8.6
スペイン 7.0e 12 .. 107 103 4 6 0.5 17 8.0 100 55.4
スリランカ 6.8c 41f 21.1 98 .. 15 39 .. 66 0.6 91 5.8
スーダン .. .. 31.7 57g 89g 108 750 1.4 120 0.3 34 10.2
スウェーデン 9.1e 7 .. 94 99 3 5 0.1 6 5.4 100 87.7
スイス 7.6e 10 .. 94 97 4 10 0.6 5 5.0 100 75.9
シリア・アラブ共和国 .. .. 10.0 114 97 16 46 .. 22 3.5 96 17.3
タジキスタン 7.8c .. 14.9 98 91 61 64 0.3 200 1.1 94 8.8
タンザニア 7.3c 88 f 16.7 83 .. 108 790 6.2 190 0.1 24 1.2
タイ 6.1c 53 7.0 87 103 14 48 1.4 140 4.1 96 23.9
トーゴ 5.4c .. 22.3 61 75 98 350 3.3 440 0.2 12 5.4
チュニジア 5.9c .. 3.3 93 103 21 60 0.1 24 2.3 85 27.1
トルコ 5.4c 35 3.5 93 93 20 23 .. 30 4.0 90 34.4
トルクメニスタン 6.0c .. .. .. .. 45 77 <0.1 68 9.2 98 1.5
ウガンダ 6.1c .. 16.4 56 99 128 430 5.4 310 0.1 48 7.9
ウクライナ 9.4c .. 4.1 99 99 15 26 1.6 100 6.8 95 10.5
アラブ首長国連邦 .. .. .. 105 101 7 10 .. 6 31.0 97 65.2
イギリス 6.1e 11 .. .. 101 6 12 0.2 12 8.8 100 76.0
アメリカ 5.4e .. 1.3 95 100 8 24 0.6 5 19.3 100 75.8
ウルグアイ 4.3e 25 6.0 104 98 13 27 0.6 22 1.9 100 40.2
ウズベキスタン 7.1c .. 4.4 95 98 36 30 0.1 130 4.3 100 9.0
ベネズエラ 4.9e 30 .. 95 102 18 68 .. 33 6.0 .. 25.7
ベトナム 7.1c .. 20.2 .. .. 24 56 0.5 200 1.3 75 24.2
ヨルダン川西岸・ガザ .. 36 2.2 82 104 30 .. .. 19 0.6 89 9.0
イエメン共和国 7.2c .. 43.1 61 .. 66 210 .. 88 1.0 52 1.6
ザンビア 3.6c .. 14.9 93 95 141 470 15.2 470 0.2 49 5.5
ジンバブエ 4.6c .. 14.0 .. 97 90 790 15.3 760 0.8 44 11.4
世界全体 ..w 22.4w 88w 96w 61w 260w 0.8w 140w 4.6w 61w 23.9w
低所得国 .. 28.1 63 91 118 580 2.3 300 0.3 35 2.3
中所得国 .. 22.2 92 97 51 200 0.6 140 3.3 57 17.0

低位所得国 .. 25.0 90 95 57 230 0.4 150 2.8 50 13.7
高位所得国 26 .. 100 101 22 82 1.5 100 5.3 84 29.9

低・中所得国 .. 23.5 87 96 66 290 0.9 160 2.9 54 15.0
東アジア・太平洋 .. 11.9 99 102 26 89 0.2 140 4.0 59 19.4
ヨーロッパ・中央アジア 19 .. 96 97 21 32 0.6 94 7.2 89 26.4
ラテンアメリカ・カリブ 32 4.5 101 102 23 86 0.5 47 2.7 79 29.0
中東・北アフリカ 37 12.2 95 96 33 88 0.1 44 3.7 84 18.9
南アジア .. 41.0 79 91 71 290 0.3 180 1.2 36 4.7
サハラ以南アフリカ .. 25.2 64 88 130 650 5.0 350 0.8 31 6.5

高所得国 12 .. 98 99 7 15 0.3 15 12.5 99 68.3

注：データの比較可能性とカバレッジに関してはテクニカル・ノートを参照．イタリック体の数字は表示年以外のもの．
a．国際電気通信連合（ITU）の Telecommunication Development Report データベースに基づく．このデータの第三者利用に関しては ITU 出所と明記されたし．　b．入
手可能な最新年のデータ．　c．1 人当たり支出でランク付けした人口 10％層の支出シェアをさす．　d．都市部のデータ．　e．1 人当たり所得でランク付けした人口の
10％層の所得シェアをさす．　f．カバレッジは限定的．　g．2009 年のデータ．　h．香港を含む．　i．モンテネグロを含む．　j．コソボとモンテネグロを含む．　k．
特定国に割り当てられていない排出を含む．
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国内総生産（GDP） 農業生産性，農民
一人当たり付加価値

2000 年米ドル 付加価値（対 GDP 比 %）

家計最終消
費支出

（対 GDP 比
%）

2009 年

一般政府消
費支出（対
GDP 比 %）

2009 年

総固定資本
形成（対

GDP 比 %）
2009 年

財サービス
対外収支

（対 GDP
比 %）

2009 年

GDP インプリ
シット・デフ
レーター（年

平均上昇率 %）
2000-09 年

100 万ドル
2009 年

年平均増加
率 %

2000-09 年 1990-92 年 2005-07
農業

2009 年
工業

2009 年
サービス業

2009 年
アフガニスタン 10,624 .. .. .. 32 26 42 98 10 28 –36 6.9
アルバニア 11,834 5.3 837 1,663 21 20 59 84 10 29 –25 3.4
アルジェリア 140,577 4.0 1,823 2,232 12 55 34 41 14 41 4 8.6
アンゴラ 69,067 13.1 176 222 10 54 36 .. .. 17 9 40.5
アルゼンチン 308,741 5.4 6,919 11,192 10 32 58 59 13 23 4 12.9
アメリカ 8,714 10.5 1,607a 4,510 21 35 45 81 11 31 –24 4.5
オーストラリア 924,843 3.3 20,676 30,830 3 29 68 57 17 28 –2 4.0
オーストリア 384,908 2.0 13,607 20,744 2 31 67 53 18 23 5 1.7
アゼルバイジャン 43,019 17.9 1,000a 1,198 8 60 32 37 14 22 28 9.9
バングラデシュ 89,378 5.9 255 387 19 29 53 80 5 24 –10 5.2
ベラルーシ 48,984 8.3 2,042a 4,017 10 45 45 57 15 38 –8 23.3
ベルギー 468,552 1.7 .. 35,974 1 23 76 54 23 24 –1 2.1
ベナン 6,656 4.0 429 661 .. .. .. .. .. 25 –14 3.4
ボリビア 17,340 4.1 703 732 12 29 58 74 11 18 –3 6.8
ボスニア・ヘルツェゴビナ 17,122 5.0 .. 10,352 9 27 64 85 20 20 –25 4.0
ブラジル 1,571,979 3.6 1,611 3,315 7 27 66 64 20 17 0 8.1
ブルガリア 47,100 5.3 2,686 8,015 6 30 64 73 8 26 –8 5.8
ブルキナファソ 8,141 5.4 126 182 33 22 44 75 22 18 –15 2.5
ブルンジ 1,325 3.0 117 70 .. .. .. 91 29 16 –36 10.4
カンボジア 10,028 9.0 .. 366 35 24 41 83 3 21 –8 4.8
カメルーン 21,837 3.4 409 703 19 31 50 72 9 18 –6 1.9
カナダ 1,336,067 2.5 28,541 46,138 .. .. .. 55 19 23 2 2.3
中央アフリカ共和国 2,006 0.8 322 404 56 15 30 93 4 11 –8 2.7
チャド 6,680 10.4 209 .. 24 36 40 69 7 18 6 5.3
チリ 163,670 4.1 3,618 6,160 4 43 53 60 12 19 7 6.3
中国 4,984,731 10.9 269 459 10 46 43 34 11 45 5 4.3
香港（中国） 215,355 5.2 .. .. 0 8 92 60 8 20 11 –1.7
コロンビア 230,844 4.7 3,342 3,001 9 36 55 66 9 23 2 6.7
コンゴ民主共和国 10,779 5.2 209 162 43 24 33 74 8 30 –12 27.2
コンゴ共和国 8,695 4.0 .. .. 5 68 27 40 14 26 21 6.1
コスタリカ 29,225 5.1 3,158 5,132 7 28 65 80 7 17 –3 10.2
コートジボワール 23,042 0.8 652 875 25 25 50 72 9 11 8 3.4
クロアチア 63,034 3.9 5,545a 14,804 7 29 64 58 18 28 –4 3.9
チェコ共和国 190,274 4.1 3,256 5,945 2 37 60 51 22 22 6 2.2
デンマーク 309,596 1.2 15,190 34,613 1 26 73 49 27 22 2 2.3
ドミニカ共和国 46,598 5.5 2,055 3,829 6 30 64 94 6 8 –8 13.7
エクアドル 57,249 5.0 1,801 1,879 8 49 43 63 14 27 –4 9.1
エジプト・アラブ共和国 188,334 4.9 1,826 2,758 11 35 53 82 7 19 –8 8.3
エルサルバドル 22,174 2.6 1,774 2,404 14 27 59 92 11 13 –16 3.8
エリトリア 1,654 1.3 .. 118 24 19 56 86 31 11 –28 18.0
エチオピア 28,537 8.5 .. 187 47 14 39 88 10 20 –18 10.8
フィンランド 237,512 2.5 19,011 35,783 3 33 64 52 22 22 4 1.0
フランス 2,649,390 1.5 22,126 47,679 2 20 78 57 23 22 –2 2.1
グルジア 10,737 7.4 2,359a 1,871 10 21 69 82 15 29 –23 7.0
ドイツ 3,346,702 0.9 13,863 27,015 1 30 69 56 18 19 6 1.1
ガーナ 15,619 5.6 352 388 33 25 42 74 19 30 –25 18.3
ギリシャ 329,924 3.6 7,668 8,383 3 20 77 71 17 21 –9 3.1
グアテマラ 36,788 3.8 2,304 2,736 11 29 59 89 6 15 –11 5.2
ギニア 4,103 2.5 156 311 11 33 57 84 5 14 –3 20.1
ハイチ 6,693 0.7 .. .. .. .. .. .. .. 29 –29 15.2
ホンジュラス 14,632 4.9 1,227 1,842 13 31 55 83 21 34 –30 6.6
ハンガリー 128,964 2.9 3,943 8,136 4 29 66 67 9 22 1 4.9
インド 1,310,171 7.8 359 530 17 28 55 58 12 35 –5 5.3
インドネシア 540,277 5.3 519 657 14 47 39 56 3 28 –10 11.1
イラン・イスラム共和国 331,015 5.4 2,042 2,931 10 44 45 45 11 33 11 16.4
イラク 65,837 –0.3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11.6
アイルランド 227,193 4.0 .. 15,308 2 34 64 47 16 26 11 2.0
イスラエル 194,790 3.5 .. .. .. .. .. 57 24 16 2 1.4
イタリア 2,112,780 0.5 11,714 26,800 2 27 71 59 20 21 0 2.5
日本 5,067,526 1.1 20,350 41,492 1 29 69 56 18 24 2 –1.1
ヨルダン 22,788 7.1 2,348 2,440 3 34 63 86 17 18 –22 4.8
カザフスタン 109,155 8.8 1,776a 1,730 5 40 54 42 11 39 8 14.6
ケニア 30,200 4.4 379 367 28 20 52 73 17 21 –11 6.3
大韓民国 832,512 4.2 5,804 14,501 3 36 61 55 15 31 –1 2.2
キルギス共和国 4,578 4.6 684a 1,018 29 19 51 86 23 22 –31 8.3
ラオス人民民主共和国 5,939 6.9 382 495 35 28 37 66 8 37 –12 8.9
レバノン 34,450 4.5 .. 31,410 5 18 78 89 15 19 –23 2.6
リベリア 876 0.0 .. .. 61 17 22 202 19 20 –142 10.3
リビア 62,360 5.4 .. .. 2 78 20 23 9 28 40 17.9
リトアニア 37,206 6.3 .. 4,635 4 31 64 65 19 27 0 4.0
マダガスカル 9,052 3.9 210 182 24 18 59 85 4 34 –24 11.3
マラウイ 4,975 4.9 86 126 36 21 44 68 13 22 –3 17.7
マレーシア 191,601 5.1 398 583 9 55 36 54 13 24 17 3.9
マリ 8,996 5.3 405 515 37 24 39 77 10 22 –9 4.5
モーリタニア 3,031 4.7 671 414 13 47 41 61 20 26 –7 10.6

表 4　経済活動
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国内総生産（GDP） 農業生産性，農民
一人当たり付加価値

2000 年米ドル 付加価値（対 GDP 比 %）

家計最終消
費支出

（対 GDP 比
%）

2009 年

一般政府消
費支出（対
GDP 比 %）

2009 年

総固定資本
形成（対

GDP 比 %）
2009 年

財サービス
対外収支

（対 GDP
比 %）

2009 年

GDP インプリ
シット・デフ
レーター（年

平均上昇率 %）
2000-09 年

100 万ドル
2009 年

年平均増加
率 %

2000-09 年 1990-92 年 2005-07
農業

2009 年
工業

2009 年
サービス業

2009 年
メキシコ 874,902 2.2 2,274 3,022 4 38 58 65 13 25 –2 7.8
モルドバ 5,405 5.6 1,349a 1,276 11 10 79 98 20 19 –36 11.0
モロッコ 90,859 5.0 1,788 2,306 20 27 53 63 15 36 –14 2.0
モザンビーク 9,790 7.9 117 174 29 24 47 86 13 22 –20 7.9
ミャンマー .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ネパール 12,531 3.7 245 241 34 16 50 81 11 30 –22 6.6
オランダ 792,128 1.7 24,752 39,634 2 25 73 46 25 21 8 2.1
ニュージーランド 125,160 2.9 19,148 25,946 .. .. .. 58 19 24 –1 2.6
ニカラグア 6,297 3.2 .. 2,334 20 30 50 90 13 32 –35 8.3
ニジェール 5,384 4.4 242 .. .. .. .. .. .. .. .. 3.0
ナイジェリア 168,994 6.4 .. .. 33 41 27 .. .. .. 4 15.3
ノルウェー 381,766 2.1 19,077 38,445 1 46 53 39 19 23 19 4.6
パキスタン 166,545 5.3 765 890 21 24 55 79 11 20 –10 8.6
パナマ 24,711 6.9 2,341 4,011 6 17 77 73 11 26 –10 2.4
パプアニューギニア 7,893 3.4 555 643 36 45 20 71 11 20 1 6.5
パラグアイ 15,015 3.4 1,648 2,136 24 19 57 74 9 18 –1 10.5
ペルー 126,734 6.0 879 1,390 7 36 56 64 8 25 3 3.4
フィリピン 160,476 4.9 905 1,148 15 33 53 83 11 14 –6 5.1
ポーランド 430,076 4.4 1,605 2,629 5 31 64 64 16 20 –2 2.7
ポルトガル 227,676 0.7 4,642 6,135 2 24 74 67 21 22 –10 2.8
ルーマニア 161,110 5.6 2,129 6,179 7 26 67 61 15 31 –7 15.9
ロシア 1,230,726 5.9 1,917a 2,913 5 37 58 49 18 23 11 15.9
ルワンダ 5,064 6.8 193 215 39 13 48 86 10 23 –18 10.5
サウジアラビア 369,179 3.7 8,476 17,419 2 69 28 39 26 25 10 7.5
セネガル 13,059 4.2 251 223 16 21 63 81 10 29 –20 3.0
セルビア 42,594 5.0 .. .. 13 29 58 78 21 19 –16 16.4
シエラレオネ 1,942 9.5 .. .. 51 22 27 84 14 15 –13 9.5
シンガポール 182,232 6.5 22,695 50,828 0 26 74 43 10 29 18 1.2
スロバキア共和国 87,642 5.8 .. 8,149 3 35 63 47 20 38 –4 3.4
ソマリア .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
南アフリカ 285,983 4.1 2,149 3,149 3 31 66 61 21 19 –1 7.2
スペイン 1,460,250 2.8 9,583 17,939 3 29 68 57 19 30 –6 3.7
スリランカ 41,979 5.5 697 823 14 28 58 67 16 25 –8 10.7
スーダン 54,677 7.3 526 844 27 36 37 58 17 25 0 10.0
スウェーデン 406,072 2.3 22,319 41,905 2 27 71 47 26 19 7 2.0
スイス 500,260 2.0 19,369 22,884 1 27 71 59 11 22 9 1.1
シリア・アラブ共和国 52,177 4.4 2,778 4,479 21 34 45 72 14 16 –2 8.0
タジキスタン 4,978 8.2 370a 501 22 24 54 93 28 22 –43 20.9
タンザニア C 21,623 6.8 261 324 45 17 37 73 16 17 –6 9.5
タイ 263,856 4.6 480 654 12 44 44 56 12 29 3 3.2
トーゴ 2,855 2.5 345 394 .. .. .. .. 9 .. –21 1.4
チュニジア 39,561 4.9 2,975 3,424 8 30 62 63 13 27 –3 3.2
トルコ 617,099 4.9 2,198 3,223 9 28 63 72 15 15 –1 15.3
トルクメニスタン 19,947 13.9 1,272a 2,087 12 54 34 49 10 11 30 13.0
ウガンダ 15,736 7.5 175 191 38 30 32 83 12 24 –19 5.7
ウクライナ 113,545 5.6 1,232a 2,010 10 52 38 65 18 19 –1 16.4
アラブ首長国連邦 261,348 7.0 10,414 29,465 2 61 38 46 10 20 23 10.2
イギリス 2,174,530 1.9 21,236 27,450 1 24 76 64 22 17 –3 2.6
アメリカ 14,256,300 2.1 20,353 45,285 1 21 77 71 16 18 –5 2.9
ウルグアイ 36,093 4.1 6,278 9,370 10 26 64 68 9 23 0 7.7
ウズベキスタン 32,817 6.9 1,427a 2,231 21 32 47 56 16 20 7 24.7
ベネズエラ 326,498 4.9 4,584 7,386 .. .. .. 60 14 22 3 25.0
ベトナム 91,854 7.6 229 335 22 39 39 63 6 38 –7 8.2
ヨルダン川西岸・ガザ .. –0.9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.4
イエメン共和国 26,365 3.9 412 .. .. .. .. .. .. .. .. 13.0
ザンビア 12,748 5.4 189 227 21 58 21 74 8 20 –1 16.5
ジンバブエ .. –5.7 271 239 .. .. .. .. .. .. .. 232.0
世界全体 58,228,178 t 2.9 w 801w 1,035 w 3 w 28 w 69 w 61 w 17 w 22 w 0 w
低所得国 419,652 5.5 244 278 27 26 47 81 9 24 –15
中所得国 16,095,002 6.4 493 743 10 36 54 57 13 28 0

低位所得国 8,805,089 8.5 368 569 13 39 47 50 11 36 –1
高位所得国 7,280,007 4.3 2,132 3,232 6 33 61 63 16 21 1

低・中所得国 16,526,605 6.4 463 674 10 36 54 57 13 28 0
東アジア・太平洋 6,345,309 9.4 307 491 11 46 43 41 11 40 4
ヨーロッパ・中央アジア 2,585,329 5.8 2,012 2,806 7 33 59 60 16 21 3
ラテンアメリカ・カリブ 3,976,530 3.7 2,213 3,274 6 32 62 66 15 20 –1
中東・北アフリカ 1,059,429 4.7 1,846 2,824 11 43 46 55 13 28 5
南アジア 1,634,623 7.3 372 534 18 28 55 62 12 32 –6
サハラ以南アフリカ 926,544 5.1 305 322 13 30 57 66 17 21 –4

高所得国 41,718,726 2.0 13,758 23,429 2 26 73 62 18 21 0

注：データの比較可能性とカバレッジに関してはテクニカル・ノートを参照．イタリック体の数字は表示年以外のもの．
a．3 年間すべてについてデータ入手不可能．　b．タンザニア本土だけのデータ．
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商品貿易
工業輸出品

（対商品総輸
出比 %）
2009 年

ハイテク輸出
（対工業品輸

出比 %）
2008 年

経常収支
100 万ドル

2009 年

外国対内
直接投資

100 万ドル
2009 年

政府開発
援助 a

1 人当たり
ドル

2008 年

対外総債務
銀行部門国

内信用
（対 GDP 比 %）

2009 年

純移住
（1000 人）
2005-10 年 c

輸出
100 万ドル

2009 年

輸入
100 万ドル

2009 年

合計
100 万ドル

2008 年

現在価値
（対 GNIb

比 %）
2008 年

アフガニスタン 530 4,200 35 .. .. 185 168 2,200 4 3 1,000
アルバニア 1,088 4,548 70 4 –1,875 978 123 3,188 21 67 –75
アルジェリア 43,689 39,103 2 1 .. 2,847 9 5,476 3 –12 –140
アンゴラ 39,000 17,000 .. .. 6,408 2,205 20 15,130 24 32 80
アルゼンチン 55,750 38,771 33 9 8,635 4,009 3 128,285 48 27 30
アメリカ 698 3,304 33 2 –1,326 777 98 3,418 27 17 –75
オーストラリア 154,043 165,471 19 12 –47,786 47,281 .. .. .. 144 500
オーストリア 137,217 143,527 81 11 8,731 7,287 .. .. .. .. 160
アゼルバイジャン 21,570 6,469 3 1 10,178 473 27 4,309 12 17 –50
バングラデシュ 15,081 21,833 88 1 3,345 674 13 23,644 20 59 –570
ベラルーシ 21,282 28,564 48 2 –6,402 1,884 11 12,299 24 31 0
ベルギー 369,760 351,035 77d 8 1,298 34,087 .. .. .. .. 200
ベナン 1,000 1,800 .. 0 –535 93 74 986 10e 19 50
ボリビア 4,850 4,410 6 4 2,015 423 65 5,537 14e 55 –100
ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,953 8,811 61 4 –2,764 235 128 8,316 44 58 –10
ブラジル 152,995 133,609 39 12 –24,302 25,949 2 255,614 19 118 –229
ブルガリア 16,435 23,300 53 7 –4,340 4,489 .. 38,045 91 67 –50
ブルキナファソ 800 1,900 .. .. .. 171 66 1,681 14e 15 –65
ブルンジ 65 410 18 8 –212 10 63 1,445 80e 35 323
カンボジア 4,550 5,390 96 .. –1,051 530 51 4,215 42 16 –5
カメルーン 3,100 3,800 .. 3 –1,137 340 27 2,794 4e 7 –19
カナダ 315,552 330,268 50 15 –22,612 19,898 .. .. .. 178 1,050
中央アフリカ共和国 110 300 .. .. .. 42 59 949 41e 17 5
チャド 2,700 2,100 .. .. .. 462 38 1,749 19e 8 –75
チリ 53,024 42,378 12 6 4,217 12,702 4 64,277 41 116 30
中国 1,201,534 1,005,688 94 29 426,107 78,193 1 378,245 10 145 –1,731f
香港（中国） 329,739g 352,688 79g 22 18,278 48,449 .. .. .. 125 113
コロンビア 32,853 32,898 28 4 –5,146 7,260 22 46,887 23 43 –120
コンゴ民主共和国 3,200 3,300 .. .. .. 951 26 12,199 100e 9 –100
コンゴ共和国 5,700 2,700 .. .. –2,181 2,083 129 5,485 74e –18 –50
コスタリカ 8,777 11,395 47 39 –2,729 1,347 15 8,812 33 54 30
コートジボワール 9,300 6,500 12 16 1,670 381 30 12,561 76e 23 –145
クロアチア 10,474 21,203 67 9 –3,154 2,906 90 .. .. 75 10
チェコ共和国 113,319 104,982 87 14 –2,147 2,666 .. .. .. 58 226
デンマーク 93,102 82,893 67 16 12,490 7,712 .. .. .. 211 30
ドミニカ共和国 5,460 12,230 70 8 –4,437 2,067 15 10,484 24 39 –140
エクアドル 13,724 15,093 9 5 1,120 316 17 16,851 34 20 –350
エジプト・アラブ共和国 21,150 44,946 37 1 –3,349 6,712 17 32,616 20 78 –340
エルサルバドル 3,797 7,255 72 4 –1,596 431 38 10,110 47 50 –280
エリトリア 15 515 .. .. .. 0 29 962 38e 113 55
エチオピア 1,490 7,310 9 6 –1,806 94 41 2,882 8e 37 –300
フィンランド 62,586 60,037 81 21 3,444 2,570 .. .. .. .. 55
フランス 474,972 551,092 79 20 –51,857 59,989 .. .. .. .. 500
グルジア 1,135 4,378 55 3 –1,257 764 206 3,380 24 33 –250
ドイツ 1,120,927 931,434 82 14 168,019 35,841 .. .. .. .. 550
ガーナ 5,530 8,140 19 1 –1,198 1,685 55 4,970 20e .. –51
ギリシャ 19,886 59,398 54 10 –37,043 3,340 .. .. .. .. 150
グアテマラ 7,360 11,521 43 4 –217 566 39 15,889 42 40 –200
ギニア 980 1,400 32 0 –434 141 32 3,092 49e .. –300
ハイチ 549 2,140 .. .. –232 38 92 1,935 17e 26 –140
ホンジュラス 5,235 7,830 35 1 –1,977 500 77 3,430 12e 56 –100
ハンガリー 83,965 77,550 80 24 409 –5,858 .. .. .. 81 75
インド 155,249 243,636 67 6 –36,088 34,577 2 230,611 18 73 –1,000
インドネシア 119,776 91,720 41 11 10,746 4,877 5 150,851 35 37 –730
イラン・イスラム共和国 78,050 51,450 .. 6 .. 3,016 1 13,937 4 45 –500
イラク 39,500 37,000 0 0 15,519 1,070 322 .. .. –25 –577
アイルランド 114,662 61,871 86 26 –6,499 25,233 .. .. .. .. 200
イスラエル 47,670 49,150 94 16 7,189 3,894 .. .. .. 78 85
イタリア 404,653 410,385 83 7 –66,199 28,976 .. .. .. .. 1,650
日本 580,845 550,679 89 18 142,194 11,834 .. .. .. 379 150
ヨルダン 6,366 14,075 73 1 –1,265 2,382 128 6,577 32 109 250
カザフスタン 43,189 28,374 14 22 –3,405 12,601 21 107,595 106 34 –100
ケニア 4,335 9,670 37 5 –1,978 141 35 7,441 19 40 –189
大韓民国 363,534 323,085 87 33 42,668 1,506 .. .. .. 112 –30
キルギス共和国 1,439 3,037 34 2 –631 189 68 2,464 42e 14 –75
ラオス人民民主共和国 1,070 1,430 .. .. 107 190 80 4,944 83 10 –75
レバノン 4,187 16,574 71 0 –7,555 4,804 257 24,395 95 165 –13
リベリア 165 640 .. .. –1,187 378 330 3,484 340e 145 248
リビア 35,300 10,150 .. .. 35,702 2,674 10 .. .. –63 20
リトアニア 16,288 18,193 55 11 1,492 307 .. 31,719 78 64 –100
マダガスカル 1,150 2,900 57 1 .. 1,384 44 2,086 20e 11 –5
マラウイ 960 1,600 10 2 .. 60 61 963 9e 30 –20
マレーシア 157,433 123,832 70 40 38,914 1,609 6 66,182 35 116 130
マリ 2,100 2,600 22 3 –1,066 109 76 2,190 11e 11 –202
モーリタニア 1,360 1,410 0 .. .. –38 97 1,960 41e .. 10

表 5　貿易，援助，及び金融
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商品貿易
工業輸出品

（対商品総輸
出比 %）
2009 年

ハイテク輸出
（対工業品輸

出比 %）
2008 年

経常収支
100 万ドル

2009 年

外国対内
直接投資

100 万ドル
2009 年

政府開発
援助 a

1 人当たり
ドル

2008 年

対外総債務
銀行部門国

内信用
（対 GDP 比 %）

2009 年

純移住
（1000 人）
2005-10 年 c

輸出
100 万ドル

2009 年

輸入
100 万ドル

2009 年

合計
100 万ドル

2008 年

現在価値
（対 GNIb

比 %）
2008 年

メキシコ 229,707 241,515 76 19 –5,238 11,418 1 203,984 20 46 –2,430
モルドバ 1,298 3,278 23 4 –439 86 82 3,787 67 40 –172
モロッコ 13,848 32,804 65 9 –4,570 1,333 39 20,825 24 99 –425
モザンビーク 1,950 3,750 12 4 –1,171 881 89 3,432 15e 14 –20
ミャンマー 6,620 4,600 .. .. .. 323 11 7,210 35 .. –500
ネパール 680 3,550 67 .. –10 38 25 3,685 21 53 –100
オランダ 498,648 445,802 55 22 42,819 31,938 .. .. .. .. 100
ニュージーランド 24,936 25,583 22 9 –3,694 470 .. .. .. 156 50
ニカラグア 1,391 3,454 35 4 –1,513 434 131 3,558 32e 71 –200
ニジェール 900 1,550 7 8 –351 739 41 966 13e 12 –28
ナイジェリア 52,500 39,000 5 0 22,889 5,787 9 11,221 6 27 –300
ノルウェー 120,710 68,506 20 20 53,531 6,870 .. .. .. .. 135
パキスタン 17,695 31,720 76 2 –15,663 2,387 9 49,337 24 46 –1,416
パナマ 885 7,785 10 0 –4 1,773 8 10,722 54 85 11
パプアニューギニア 4,530 3,480 .. .. .. 424 46 1,418 21 26 0
パラグアイ 3,191 6,940 11 9 –196 274 21 4,163 29 21 –40
ペルー 26,885 21,706 16 2 247 4,760 16 28,555 28 19 –625
フィリピン 38,335 45,802 86 66 8,552 1,948 1 64,856 37 46 –900
ポーランド 134,452 146,626 80 5 –7,207 11,546 .. 218,022 46 60 –120
ポルトガル 43,192 69,238 72 8 –23,380 2,808 .. .. .. .. 200
ルーマニア 40,500 54,075 79 7 –7,139 6,310 .. 104,943 57 41 –200
ロシア 303,978 191,868 17 7 48,971 37,134 .. 402,453 30 26 250
ルワンダ 205 1,750 4 7 –379 119 96 679 8e .. 15
サウジアラビア 188,500 92,200 9 1 22,765 10,499 –5 .. .. 1 150
セネガル 2,180 5,210 41 5 –1,311 208 87 2,861 16e 26 –100
セルビア 8,345 15,582 66 .. –2,413 1,921 142 30,918 70 39 0
シエラレオネ 205 505 .. .. –193 74 66 389 10e 11 60
シンガポール 269,832g 245,785 70 g 51 27,181 16,809 .. .. .. 94 500
スロバキア共和国 55,933 55,186 86 5 –2,810 –31 .. .. .. 54 20
ソマリア .. .. .. .. .. 108 85 2,949 .. .. –250
南アフリカ 62,627 71,950 47h 5 –11,295 5,628 23 41,943 16 215 700
スペイン 218,027 290,240 73 5 –78,683 6,451 .. .. .. .. 1,750
スリランカ 7,360 9,883 67 2 –215 404 36 15,154 35 43 –300
スーダン 7,800 8,200 0 0 –1,314 2,923 58 19,633 78e 16 135
スウェーデン 130,742 118,758 76 16 30,232 10,708 .. .. .. 133 150
スイス 172,742 155,595 90 23 23,636 24,803 .. .. .. 181 100
シリア・アラブ共和国 10,400 16,300 35 1 66 1,434 7 .. .. 37 800
タジキスタン 1,010 2,569 .. .. –180 16 43 1,466 23 28 –200
タンザニア 2,970 6,347 25 1 –2,307 645 55 5,938 14e, i 17 –300
タイ 152,498 133,801 75 25 20,284 5,956 –9 64,798 31 146 300
トーゴ 780 1,400 62 0 –222 50 51 1,573 51e 30 –5
チュニジア 14,449 19,100 75 5 –1,711 1,595 46 20,776 58 75 –20
トルコ 102,139 140,869 80 2 –13,961 7,955 27 277,277 40 53 –44
トルクメニスタン 6,595 6,750 .. .. .. 1,355 4 638 5 .. –25
ウガンダ 3,560 4,410 27 1 –875 604 52 2,249 10e 11 –135
ウクライナ 39,782 45,487 70 3 –1,801 4,816 13 92,479 63 82 –80
アラブ首長国連邦 175,000 140,000 4 3 .. .. .. .. .. 115 343
イギリス 350,728 479,890 72 19 –28,690 24,799 .. .. .. 229 948
アメリカ 1,056,895 1,603,768 67 27 –419,870 134,710 .. .. .. 272 5,052
ウルグアイ 5,386 6,907 26 4 259 1,139 10 11,049 40 34 –50
ウズベキスタン 9,850 7,615 .. .. .. 750 7 3,995 15 .. –400
ベネズエラ 57,595 42,220 67 3 8,561 –3,105 2 50,229 21 20 40
ベトナム 56,574 68,936 55 9 –10,706 7,600 30 26,158 29 95 –200
ヨルダン川西岸・ガザ .. .. .. .. 535 52 659 .. .. .. –10
イエメン共和国 9,270 9,300 2 0 –1,251 129 13 6,258 18 19 –135
ザンビア 4,238 3,791 8 2 –1,046 699 86 2,986 6e 19 –85
ジンバブエ 1,700 2,900 34 3 .. 60 49 5,199 177 .. –700
世界全体 12,465,631t 12,553,525t 70w 17w 1,116,269s 19w ..s 185 w ..js
低所得国 76,234 124,812 50 3 12,033 45 129,218 32 –2,737
中所得国 3,708,999 3,509,321 64 17 346,573 11 3,329,192 78 13,203

低位所得国 2,090,954 2,027,292 78 22 177,941 11 1,342,220 127 –9,231
高位所得国 1,617,007 1,476,640 53 9 168,632 13 1,986,972 61 –3,972

低・中所得国 3,785,241 3,634,105 64 16 358,605 23 3,458,409 77 15,941
東アジア・太平洋 1,747,818 1,492,279 80 28 102,488 5 771,628 145 –3,781
ヨーロッパ・中央アジア 650,221 624,980 34 6 85,053 20 1,138,859 38 –1,671
ラテンアメリカ・カリブ 676,338 669,803 60 12 73,902 16 894,367 72 –5,214
中東・北アフリカ 273,042 290,458 .. 4 28,095 73 131,545 36 –1,089
南アジア 197,030 316,340 68 5 38,311 8 326,311 73 –2,376
サハラ以南アフリカ 241,607 248,900 33 3 30,756 49 195,699 78 –1,810

高所得国 8,682,510 8,926,538 72 18 757,664 0 .. 245 15,894

注：データの比較可能性とカバレッジに関してはテクニカル・ノートを参照．イタリック体の数字は表示年以外のもの．
a．OECD 開発援助委員会（DAC）のパートⅡリストに掲載されている諸国に対する政府援助と ODA の区別は 2005 年に廃止された．地域別の総括値には表中に特
記されていない国／地域も含まれている．世界および所得別グループの合計には，国別あるいは地域別に割り振られていない援助も含まれている． b．分子は 2008
年，分母は 2006-08 年の 3 年間の平均．　c．5 年間の合計．　d．ルクセンブルクも含む．　e．低所得国の債務の維持可能性にかかわる分析からのデータ． ｆ．
台湾を含む．  g．再輸出を含む．  h．輸出入全体のデータは南アフリカだけのもの．輸出品目の割合に関するデータは南アフリカ関税同盟（ボツワナ，レソト，ナ
ミビア，南アフリカ）のもの．  i．GNI はタンザニア本土だけのもの．  j．国連が算出した世界合計はゼロになっているが，本表に示した計数は世界銀行の定義に
よっているため，地域別および所得別グループの合計はゼロにならない．
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人口
人口の年齢

別構成
0-14 歳の

割合
2009 年

国民総所得（GNI）a
PPP 表示国民総所得

（GNI）b 1 人当たり
国内総生産

（GDP）
（増加率 %）

2008-09 年

出生時余命
成人識字率
（対 15 歳
以上人口比

%）
2008 年

（1000 人）
2009 年

（年平均増
加率 %）

2000-09 年

（km2 当たり
人口密度）

2008 年

（100 万ド
ル）

2009 年

（1 人当た
りドル

2009 年）

（100 万ド
ル）

2009 年

（1 人当た
りドル）
2009 年

男（年数）
2008 年

女（年数）
2008 年

米領サモア 66 1.7 331 .. .. ..d .. .. .. .. .. ..
アンドラ 84 3.7c 178 .. .. ..e .. .. .. .. .. ..
アンティグア・バーブーダ 86 1.3 194 .. 1,165 13,620 1,760f 20,570f 1.6 .. .. ..
アルバ 105 1.9 586 20 .. ..e .. .. .. 72 77 98
バハマ 335 1.3 33 26 .. ..e .. .. –0.2 71 76 ..
バーレーン 767 2.1 1,080 27 .. ..e .. .. .. 74 77 89
バルバドス 255 0.2 594 18 .. ..e .. .. .. 74 80 ..
ベリーズ 311 2.7 14 36 1,186 3,820 1,875f 6,040f 0.9 73 79 ..
バミューダ 64 0.4 1,284 .. .. ..e .. .. 4.3 76 82 ..
ブータン 687 2.5 15 31 1,302 1,900 3,349 4,880 12.0 64 68 53
ボツワナ 1,905 1.2 3 34 12,328 6,470 24,964 13,100 –2.2 50 51 83
ブルネイ 397 2.2 75 27 10,211 26,740 19,540 50,200 –1.3 75 80 95
カーボベルデ 499 1.6 124 37 1,561 3,130 1,720 3,450 4.5 68 74 84
ケイマン諸島 54 3.7 209 .. .. ..e .. .. .. .. .. 99
チャンネル諸島 149 0.2 787 16 10,241 68,640 .. .. 5.7 77 81 ..
コモロ 644 2.2 346 38g 483 750 754 1,170 –1.4 63 67 75
キューバ 11,247 0.1 102 18 .. ..d .. .. .. 76 80 100
キプロス 864 1.2 93 18 19,617h 22,950 h 20,549 24,040 3.3 77 82 98
ジブチ 848 1.9 37 37 957 1,130 1,972 2,330 2.1 54 56 ..
ドミニカ 73 0.3 98 .. 349 4,770 607f 8,300f 2.9 .. .. ..
赤道ギニア 659 2.8 24 41 9,875 14,980 14,305 21,700 8.4 49 51 ..
エストニア 1,341 –0.3 32 15 19,131 14,270 25,848 19,280 –3.6 67 79 100
フェロー諸島 49 0.7 35 .. .. ..e .. .. .. 77 81 ..
フィジー 839 0.6 46 32 3,300 3,930 3,578 4,270 –0.3 67 71 ..
仏領ポリネシア 266 1.5 73 26 .. ..e .. .. .. 72 77 ..
ガボン 1,448 2.0 6 37 10,490 7,240 17,766 12,270 0.2 59 62 86
ガンビア 1,660 3.0 166 42 653 390 2,130 1,280 3.0 54 57 ..
ジブラルタル 57 0.1 0i .. .. ..e .. .. .. .. .. ..
グリーンランド 57 0.1 0i .. .. ..e .. .. .. .. .. ..
グレナダ 106 0.6 310 28 603 5,710 850f 8,060f 2.2 67 70 ..
グアム 175 1.5 325 28 .. ..e .. .. .. 73 78 ..
ギニアビサウ 1,575 2.4 56 43 386 250 832 530 0.5 46 49 ..
ガイアナ 763 0.1 4 30 1,081 1,420 1,916f 2,510f 3.1 64 70 ..
アイスランド 317 1.5 3 21 12,702 40,070 7,993 25,220 –1.6 79 83 ..
マン島 81 0.6 141 .. 3,516 43,710 .. .. 7.3 .. .. ..
ジャマイカ 2,689 0.5 248 30 13,098 4,870 19,785f 7,360f –1.8 70 75 86
キリバス 97 1.7 119 .. 193 2,000 353f 3,660f 1.8 59 63 ..
朝鮮民主主義共和国 23,858 0.5 198 22 .. ..j .. .. .. 65 69 ..
コソボ .. .. .. .. .. ..k .. .. .. .. .. ..
クウェート 2,728 2.7 153 23 99,865 38,420 136,748 52,610 3.7 76 80 94
ラトビア 2,266 –0.6 36 14 26,883 11,860 37,943 16,740 –4.2 66 77 100
レソト 2,017 0.8 66 39 2,179 1,080 4,033 2,000 3.4 43 42 ..
リヒテンシュタイン 36 1.1 222 .. .. ..e .. .. .. .. .. ..
ルクセンブルク 488 1.4 188 18 41,406 84,890 31,372 64,320 –2.5 76 82 ..
マカオ（中国） 526 2.2 18,659 13 18,142 35,360 26,811 52,260 10.4 79 83 94
マケドニア 2,038 0.2 80 18 8,432 4,140 20,266 9,950 5.0 72 77 97
モルディブ 310 1.6 1,035 29 1,126 3,630 1,639 5,280 4.0 68 69 97
マルタ 411 0.7 1,286 16 6,825 16,680 9,192 22,460 3.1 77 82 92
マーシャル諸島 60 1.9 331 .. 195 3,270 .. .. –0.8 .. .. ..
モーリシャス 1,269 0.8 625 23 8,122 6,400 15,841 12,480 4.7 69 76 87
マヨット 191 2.9l 511 40 .. ..d .. .. .. .. .. ..
ミクロネシア連邦 111 0.5 159 37 260 2,340 334f 3,000f –1.3 68 69 ..
モナコ 33 0.3c 16,821 .. .. ..e .. .. .. .. .. ..
モンゴル 2,632 1.2 2 27 4,411 1,680 9,158 3,480 7.9 64 70 97
モンテネグロ 622 –0.7 45 20 4,008 6,440 8,661 13,920 6.9 72 76 ..
ナミビア 2,114 1.5 3 37 8,880 4,200 13,248 6,270 1.0 52 53 88
オランダ領アンティル 194 0.9 242 21 .. ..e .. .. .. 71 79 96
ニューカレドニア 246 1.8 13 26 .. ..e .. .. .. 72 80 96
北マリアナ諸島 85 2.3c 186 .. .. ..e .. .. .. .. .. ..
オマーン 2,785 1.8 9 32 32,755 12,270 55,126 20,650 5.1 74 77 84
パラオ 20 0.7 44 .. 175 8,650 .. .. –1.6 66 72 ..
プエルトリコ 3,954 0.4 446 21 .. ..e .. .. .. 74 83 ..
カタール 1,281 9.1 116 16 .. ..e .. .. .. 75 77 93
サモア 182 0.6 64 40 504 2,780 789f 4,340f –3.6 69 75 99
サンマリノ 31 1.3m 517 .. 1,430 46,770 .. .. 3.1 79 85 ..

表 6　その他諸国の主要指標
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人口
人口の年齢

別構成
0-14 歳の

割合
2009 年

国民総所得（GNI）a
PPP 表示国民総所得

（GNI）b 1 人当たり
国内総生産

（GDP）
（増加率 %）

2008-09 年

出生時余命
成人識字率
（対 15 歳
以上人口比

%）
2008 年

（1000 人）
2009 年

（年平均増
加率 %）

2000-09 年

（km2 当たり
人口密度）

2008 年

（100 万ド
ル）

2009 年

（1 人当た
りドル

2009 年）

（100 万ド
ル）

2009 年

（1 人当た
りドル）
2009 年

男（年数）
2008 年

女（年数）
2008 年

サントメプリンシペ 163 1.7 167 41 185 1,140 302 1,850 2.4 64 68 88
セーシェル 88 0.9 189 .. 746 8,480 1,480e 16,820e –8.7 68 79 92
スロベニア 2,043 0.3 100 14 48,063 23,520 53,821 26,340 –8.8 76 83 100
ソロモン諸島 523 2.6 18 39 478 910 976e 1,860e –4.5 65 67 ..
セントクリストファー・ネ
イビス

50 1.3 189 .. 501 10,100 677e 13,660e –8.8 .. .. ..

セントルシア 172 1.1 279 26 890 5,170 1,527e 8,880e –4.9 70 76 ..
セントビンセント・グレナ
ディーン諸島

109 0.1 280 27 558 5,110 965e 8,840e –2.8 70 74 ..

スリナム 520 1.2 3 29 2,454 4,760 3,447 e 6,690 e 4.2 66 73 91
スワジランド 1,185 1.0 68 39 2,787 2,350 5,428 4,580 –1.0 46 45 87
東ティモール 1,134 3.7 74 45 2,706 2,460 5,162 e 4,700 e –1.3 60 62 ..
トンガ 104 0.6 144 37 339 3,260 476e 4,580e –0.8 69 75 99
トリニダード・トバゴ 1,339 0.4 260 21 22,076 16,490 33,599e 25,100e –4.8 66 73 99
タークス・カイコス諸島 33 6.1 34 .. .. ..f .. .. .. .. .. ..
ツバル .. .. 348 .. .. ..l .. .. .. .. .. ..
バヌアツ 240 2.6 19 39 628 2,620 1,029e 4,290e 1.4 68 72 81
ヴァージン諸島 110 0.1 314 21 .. ..f .. .. .. 76 82 ..

注：データの比較可能性とカバレッジに関してはテクニカル・ノートを参照．イタリック体の数字は表示年以外のもの．
a．世界銀行アトラス方式を用いて算出．　b．ppp は購買力平価．テクニカル・ノートを参照．　c．上位中所得国（3,946-12,195 ドル）と推定される．　d．
2003-09 年のデータ．
e．回帰分析による推定値．その他の推定値は最新の国際比較プログラムに基づくベンチマーク推定値からの外挿による．　f．高所得国（12,196 ドル以上）と推
定される．　g．キプロス政府がコントロールしている地域だけのデータ．　h．0.5 未満．　i．低所得国（995 ドル以下）と推定される．　j．2002-07 年のデー
タ．　k．2004-07 年のデータ．　l．低位中所得国（996-3,945 ドル）と推定される．
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テクニカル・ノート

　このテクニカル・ノートでは，本年度版の主要世界開発指
標に盛り込まれている指標を作成するために利用した出典と
方法について説明する．ノートは各指標が表に掲載されてい
る順に従う．

出典
　 主 要 世 界 開 発 指 標 に 示 さ れ て い る デ ー タ は World 
Development Indicators 2010 に依拠している．しかし，同書
の締め切り後に発表された修正値はできる限り織り込まれて
いる．また，表 1 と表 6 には 2009 年の人口と 1 人当たり
GNI に関する最新の推定値が掲載されている．
　World Development Indicators に掲載されている統計に関し
て，世界銀行はさまざまな情報源に依拠している．ただし，
対外債務に関するデータは債務者報告制度を通じて，加盟途
上国から世界銀行に直接報告されたものである．それ以外の
データはおもに国連とその専門機関，IMF，各国から世界銀
行に提出された報告書などに基づく．データの鮮度と一貫性
を改善するために，世界銀行スタッフによる推計値を用いる
こともある．国民所得勘定に関する推計データはほとんどの
国について，世界銀行の経済使節団を介して，各国政府から
入手している．場合によっては，国際的な定義や概念との整
合性をはかるため，世界銀行スタッフが調整することもある．
各国出典の社会的データのほとんどは，通常の行政ファイル，
特別調査，あるいは定期的な国勢調査に依拠している．
　さらに詳しいデータに関する注釈については，世界銀行の
World Development Indicators 2010 を参照されたい．

データの一貫性と信頼性
　データの標準化には多大な努力を払っているが，完璧な比
較可能性は確保できていないので，指標の解釈については注
意を要する．データの入手可能性，比較可能性，および信頼
性には，多くの要因が影響を与える．途上国では統計システ
ムがまだ不備であるため，統計手法，対象範囲，慣行，およ
び定義などに大きなバラツキがある．各国間および異時点間
の比較については，確定的には解決できない複雑な技術的な
いし概念的な問題が含まれていることもある．データの対象
範囲が狭くなっていることもあるが，それは特殊事情があっ
たり，紛争などに起因する問題に直面している国の場合は，
データの収集と報告が影響を受けたりするためである．この
ような理由から，データは最も権威がある情報源に依拠して
いるとはいえ，各国間の相違を正確に数値化したというより
も，傾向を示唆し，おもな相違の特徴を示したものにすぎな
いと解釈すべきである．異なる版に掲載されているデータ間
の相違は，各国による修正や，時系列データの修正および統
計手法の変更などを反映したものである．したがって，世界
銀行の刊行物でも，異なる刊行物，あるいは同一刊行物でも
異なる版から，時系列データを取り出すことは避けていただ
きたい．一貫性のある時系列データはオープン・データのウェ
ブサイト（http://data.worldbank.org）で入手可能である．

比率と増加率
　参照の便宜をはかるため，各表には通常は単なる原数値そ
のものではなく，比率や増加率が示されている．原数値は
オープン・データのウェブサイト（http://data.worldbank.
org）で入手可能である．増加率は特記がない限り，最小二
乗法により算出されている（後述の統計手法の項を参照）．
この方法では当該期間中の入手可能な観察値すべてを考慮に
入れるため，算出された増加率は例外的な数値の影響をあま
り受けないですむ．インフレの影響を排除するため，増加率
の算出には不変価格による経済指標を用いている．イタリッ
ク体のデータは当該欄の見出しに指定されている年ないし期
間のものではないことを示す．経済指標に関して最大で前後
2 年，データ収集がそれほど定期的ではなく，さほど劇的な
変化もない社会指標に関しては最大の前後 3 年のずれがあり
得る．

不変価格シリーズ
　経済の成長は，その経済のなかで働いている個人や企業が
生み出す付加価値の増加によって測定する．つまり，実質成
長率を測定するためには，不変価格で評価した GDP とその
構成要素の推定値が必要になる．世界銀行は国内通貨建ての
不変価格による国民所得勘定系列を収集しているが，これは
各国それぞれの基準年で作成されている．これを比較可能な
不変価格データ系列にするため，世界銀行は GDP および産
業別付加価値を最新版の WDI では 2000 年という共通の基
準年に再計算している．このプロセスで，再計算した GDP
と再計算した構成要素の合計の間には誤差が発生する．誤差
を配分すると成長率に歪みが生じるので，誤差は未配分のま
まにしてある．

総括値
　ほとんどの表の末尾に示されている地域別や所得別グルー
プの総括値は，水準表示の場合は単純な加算で算出されてい
る．総括値の増加率や比率は，通常は加重平均によって算出
される．社会指標の総括値は出生数によって加重されている
幼児死亡率を除き，人口数あるいは下位分類の人口関連数に
よって加重されている．さらに詳しい情報は個別指標に関す
る注を参照されたい．
　多年度にわたる総括値は時期によって集計値の構成が変化
しないように，含まれている国が同一であると想定したグルー
プに基づいて算出されている．当該年のグループ値は，基準
年である 2000 年にグループ内の 3 分の 2 以上の諸国につい
て，データが入手可能な場合にのみ算出されている．この基
準が満たされていれば，データがない国についても，それが
ある国と同じように動くとの前提がおかれている．総括値は
テーマごとに典型的な集計値を示すものであって，グループ
値と国レベルの数値を比較しても，有意義な情報は得られな
いことに留意されたい．さらに，推定のプロセスで，下位グ
ループの合計と全体との間に誤差が発生することもある．

表 1．　主要開発指標
　人口は，事実上の定義に基づいており，法的地位や市民権
にはかかわりなく，すべての住民を含む．ただし，一般には



329主要開発指標

出身国の人口に含まれ，保護を受けている国に永住している
わけではない難民は除く．数値は年央推定値．
　人口増加率は，該当期間における指数関数的な増加率であ
る（後述の統計手法の項を参照）．
　人口密度は，年央の人口を国土面積（平方キロメートル）
で除したものである．国土面積は総面積から内陸水路と沿岸
水路を控除したものである．
　人口の年齢構成（0-14 歳）は，0-14 歳の人口が総人口に
占める割合を示す．
　国民総所得（GNI）は，国民所得に関するもっとも幅広い
測定値であり，居住者に請求権がある国内外の源泉から生み
出された付加価値を測定する．GNI は国民総生産（GDP）に
海外からの一次所得の純受け取りを加えたものとなる．デー
タは世界銀行アトラス方式を用いて，各国通貨から現行の米
ドルに換算されている．一時的な為替相場変動の影響をなら
すため，3 年間の平均為替相場を使用している（アトラス方
式の詳細については，後述の統計手法の項を参照）．
　1 人当たり GNI は，GNI を年央の人口で除したものであ
る．米ドル表示の 1 人当たり GNI は世界銀行アトラス方式
を使って換算したものである．世界銀行は米ドル表示の 1
人当たり GNI を用いて，分析上の目的で各国を分類したり，
借り入れ資格を規定したりしている．
　PPP 表示の国民総所得（GNI）は，購買力平価（PPP）を
換算係数に用いて国際的なドルに換算した GNI である．そ
れをここに掲載したのは，名目相場は相対価格の国際的な格
差を必ずしも反映しないためである．PPP 相場を使えば，国
際的な 1 ドルは自国の GNI に対して，米ドルがアメリカの
GNI に対してもつのと同等の購買力をもつことになる．PPP
相場を用いることによって，普通の物価指数について異時点
間で実質価値の比較が可能であるように，各国間でも実質物
価水準について標準的な比較が可能となる．ここで使われ
た PPP 換算係数は，国際比較プログラムが 146 カ国を対象
に 2005 年に実施した物価調査に基づく．OECD 加盟国につ
いては 2005 年に終了した最新の調査のデータに基づく．調
査対象に含まれていない国の推定値は，入手可能なデータを
使って統計モデルで求めたものである．2005 年の国際比較
プログラムに関する詳細な情報については www.org/data/
icp を参照．
　PPP 表示の 1 人当たり GNI は，PPP 表示の GNI を年央の
人口で除したものである．
　1 人当たり国内総生産（GDP）増加率は，不変価格で測定
した GDP に基づく．GDP の増加率は経済成長を幅広く測定
する尺度であると考えられている．不変価格の GDP は，一
定期間に生産された財・サービスの量を基準年価格で測定
し，やはり不変価格で評価した中間投入コストを控除するこ
とによって推定できる．最小二乗法による増加率の詳細につ
いては，後述の統計手法の項を参照．
　出生時余命は，出生時における死亡率パターンが生涯を通
じて不変であるとした場合に，新生児が何歳まで生きるかを
示す数値である．男女別にデータを示してある．
　成人識字率は，日常生活に関する短い表現を理解しなが
ら，読み書きできる 15 歳以上人口の割合である．実際には，
識字率の測定は困難である．このような定義を使って識字率

を推定するためには，国勢調査あるいは制御された状況下で
の測定値が必要となる．自己申告データで識字能力のある人
の数を推定している国が多い．学習到達度を代理変数としな
がらも，異なる就学期間や修了水準を適用している国もあ
る．データ収集の定義や手法が各国で違っているので，取り
扱いには注意が必要である．

表 2．貧困
　世界銀行は各国の担当機関，他の開発機関，貧困層の団体
を含む市民社会組織と密接に協力しながら，みずからが積極
的なプログラムを運営している諸国の貧困評価報告書を定期
的に作成している．貧困評価報告書では貧困の程度と原因が
報告されるととともに，それを削減するための戦略が提案さ
れている．1992 年以降，世界銀行は累計で約 200 本の貧困
報告書を作成しており，それが本表に掲載されている各国の
貧困線を用いた貧困推計値の主な出典となっている．各国も
自国に関する貧困削減戦略の一環として同じような評価を公
表している．
　世界銀行は貧困削減の進展をモニターするために，国
際貧困線を用いた貧困の推計値も作成している．途上国
について初めて国際的な貧困の推計値が作成されたのは
World Development Report 1990: Poverty Using Household 
Survey Data for 22 Countries 向けが初めてのことであった

（Ravallion, Datt, and van de Walle 1991）．それ以降，家計
所得・支出調査を実施する諸国の数は著しく増加している．

各国の貧困線と国際貧困線
　各国の貧困線は各国固有の経済的・社会的な状況に整合的
な貧困を推計するために設定されており、貧困率の国際比較
を目的としたものではない．各国の貧困線の設定は非貧困の
ために必要な消費ないし所得の水準にかかわる当該国の主観
を反映している．貧困と非貧困の主観的な境界は当該国の平
均所得とともに上昇するので，各国の貧困率を比較するため
の統一的な尺度にはならない．しかしながら，貧困にかかわ
る各国の推計値は貧困削減にかかわる国家政策を策定して，
その成果をモニターするのに適切な尺度であることは明らか
である．
　貧困データの国際比較には概念上と実際上の両方の問題が
伴う．国により貧困の定義が異なるので，整合性のある各国
比較は困難である．また，富裕国では貧困国よりも貧困の基
準が緩やかなため，貧困線における購買力は前者の方が後者
よりも大きくなっている傾向がみられる．国際貧困線は国の
平均所得とは無関係に，長期的な比較を行う場合と同じよう
に，貧困線の実質価値を各国間で不変に維持しようとしたも
のである．
　世界開発報告 1990（World Development Report 1990）以
降，世界銀行は世界の極貧国における貧困水準をベースとし
た極貧を推定するために共通の基準を適用している．さまざ
まな諸国で生活している人々の福祉は，各国通貨の購買力の
格差を調整することによって，共通の尺度で測定することが
できる．World Development Report 1990 用には 1 日 1 ド
ルという共通基準がされた．それが 1985 年の国際価格で測
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定され，購買力平価を用いて各国通貨に換算されたのであ
る．その当時はそれが低所得国では典型的な貧困線だったか
らである．その後，1 日 1 ドルの線は 1993 年の国際価格で
測定して 1.08 ドルに修正された．さらに最近，国際貧困線
は国際比較プログラムの 2005 年実施に基づく PPP にかか
わる新データや，拡充された家計所得・支出調査からのデー
タを使って，再度修正された．新しい極貧線は 2005 年の
PPP ベースで 1 日 1.25 ドルに設定されている．これは 1 人
当たり消費で最貧 15 カ国の貧困線の中位数に相当する．新
しい貧困線は世界の最貧国で典型的な貧困線という極貧にか
かわる同じ基準を維持しており，途上国における生計費にか
かわる最新の情報に基づいて更新したものであるといえる．

データの質と入手可能性
　貧困の推計値は家計のサンプルから特に所得 / 消費に関す
る情報を収集するために実施された調査をベースに導出され
ている．貧困の推計値が有用であるためには，調査が全国的
に代表的で，すべての家計の消費 / 所得（自家生産による消
費 / 所得を含む）の包括的な推計値を計算するのに十分な情
報を含んでいなければならない．また，人当たりの消費 / 所
得について，正しいウェイトを付けた分布を作成することが
できなければならない．過去 20 年間に調査を実施する国の
数と調査の頻度に関しては，著しい増加があった．そのデー
タの質も同じく大幅に改善している．世界銀行の貧困モニタ
リング用のデータベースには途上国 115 カ国における累計
600 件もの調査が含まれている．このような調査を通じて，
途上国の人口の 96% を代表する 120 万世帯が無作為抽出さ
れてインタビューを受けている．

調査データの使用に伴う測定問題
　世帯の生活水準を測定しようとすると，調査データについ
ては頻度と適時性という以外にもいくつかのデータ問題にぶ
つかる．その 1 つは福祉指標としては所得と消費のどちら
を選択すべきなのかという問題である．所得は総じて正確な
測定が困難であり，消費のほうが所得よりも生活水準の概念
に適している．たとえ生活水準が変化しなくても，所得は時
とともに変化し得るからである．しかし，消費データはいつ
も入手可能とは限らず，その場合には所得データを使うしか
ない（最新の消費データを用いているのは本表の約 3 分の
2 の諸国にとどまる）．もう 1 つの問題は，家計調査は同じ
ようにみえても厳密には比較不可能だということである．消
費財の数，回答者が支出を記憶しておかなければならない期
間，調査員の質や訓練などが異なるためである．一部の調査
における選別的な無回答も懸念事項である．
　開発段階が異なる各国間比較でも，非市場財の相対的重要
度が異なるため問題が生じる可能性がある．総消費支出の尺
度には，物理的に消費される財すべて（開発の遅れた農村経
済では特に重要な自家生産による消費を含む）にかかわる市
場価値を含めるべきであるが，そうなっていない可能性があ
る．同様に，非市場財の生産に伴う利益は所得に含めなけれ
ばならない．最近ではほとんどの調査データに，自家生産に
伴う消費 / 所得にかかわる帰属価値が含まれている．非市場
財の生産に伴う帰属利益は所得に含まれてしかるべきである

が，必ずしもそうなっていない（そのような遺漏は 1980 年
代以前の調査では大問題であった）．最近ではほとんどの調
査データに自家生産に伴う消費 / 所得にかかわる価値評価が
含まれているが，評価方法がまちまちである．

定義
　調査年は，基本的なデータが収集された年．
　各国の貧困線を下回る人口は，各国の貧困線を下回る生活
をしている人口の割合．国全体の推計値は家計調査に基づく
下位グループの人口加重推計値に基づく．
　1 日 1.25 ドル未満の人口と 1 日 2 ドル未満の人口は，
2005 年の国際価格で 1 日 1.25 ドル未満および同 2 ドル未
満で生活をしている人口の割合．PPP 為替相場が修正された
ため，この貧困率はこれまでの版に掲載されていた個々の国
の貧困率との比較が不可能になっている．
　貧困格差は，貧困線以下で，貧困線までの差額（非貧困は
ゼロ）にかかわる中央値の貧困線に対する比率である．この
指標は貧困の発生率とともに深刻度を示す．

表 3．ミレニアム開発目標：貧困の撲滅と生活の向上
　最貧 20％層が消費 / 所得に占める割合は，人口の最貧
20％層が消費，あるいは場合によっては所得に占めるシェ
アである．これは分配にかかわる指標である．消費（あるい
は所得）の分配が不平等な国ほど，一定の平均所得の下で貧
困率が高くなる．データは各国の代表的な家計調査に基づ
く．ベースとなる家計調査がデータ収集の手法と種類の点で
各国ごとに異なっているため，分配のデータは厳密には国別
比較が不可能である．世界銀行スタッフはできる限り比較可
能性を確保すべく努力を払っている．可能な限り，所得では
なく消費を使っている．
　脆弱な雇用は，無給の家族従業者と自営業者の合計が総雇
用に占める割合．これは雇用の地位に関する情報から導出さ
れる．地位グループごとに直面する経済リスクが異なり，無
給の家族従業者と自営業者は最も脆弱であり，貧困に陥る可
能性が最も高い．両者は正式な雇用取り決めを交わし，経済
ショックに対して防衛する社会的保護やサーフティネットを
もっている可能性が最も低く，往々にしてそのようなショッ
クを相殺するための十分な貯蓄を生み出す能力がない．
　幼児栄養失調の割合は，5 歳未満の子供で，生後 0-59 カ
月の国際的な参考母集団の年齢別体重の中央値を，標準偏
差の 2 倍以上下回っている割合である．表は世界保健機関

（WHO）が 2006 年に発表した新しい子供の成長基準にかか
わるデータを示したものである．栄養失調についての推定値
は各国の調査データに依拠している．過少体重の子供の割合
がもっとも一般的な栄養失調の指標である．たとえ軽度で
あっても，過少体重であれば，死亡のリスクが高まり，子供
の精神的発育を阻害するおそれがある．さらに，栄養失調の
女性は出生体重が少ない赤子を生む可能性が高いため，世代
を超えて問題を永続化させる懸念もある．
　初等教育修了率は，初等学校の最終学年を修了した児童の
割合．初等学校の最終学年にいる総児童数から同学年の留年
児童数を控除した人数を，人口のなかで正式な卒業年齢にあ
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る児童総数で除したものである．初等教育の年限は国際標準
教育分類（ISCED）の定義に基づくが，3-4 年（非常に少数
の国）から 5-6 年（大多数の国），あるいは 7 年（少数の国）
と国より異なる．教育課程や修了基準が国ごとに異なるた
め，初等教育修了率の高さは必ずしも児童の学習水準が高い
ことを意味するものではない．
　小中学校就学者の男女比率は，小中学校に就学（グロス
ベース）している女子生徒数の同男子生徒数に対する比率で
ある．
　教育における性差別をなくすことが，女性の地位と能力の
向上につながると考えられる．女子の相対的な学校教育アク
セス度を測定するには，この指標では不十分である．各国の
教育当局は，就学データを UNESCO 統計研究所に報告する
ことになっている．初等教育は子供たちに，歴史，地理，自
然科学，社会科学，芸術，および音楽といった科目に関する
初歩的な理解力に加えて，読み書き算数に関する基礎的スキ
ルを提供する．中等教育は初等レベルで始めた基礎教育の提
供を完成させ，より専門的な教員がもっと科目ないしスキル
指向的な授業を行うことによって，生涯にわたる学習と人間
開発の基盤を築くことを目的にするものである．
　5 歳未満児死亡率は，現在の年齢別死亡率にしたがえば，
新生児が 5 歳に到達する以前に死亡する確率である．この確
率は 1,000 人当たりで表示されている．死亡率データの主
な出典としては，出生・死亡の届け出制度や，サンプル調査
または国勢調査に基づく直接ないし間接の推定値がある．5
歳未満児死亡率を国際的にかつ時期的に比較可能にし，多種
多様な機関による推計値の間で整合性をとるため，UNICEF
と世界銀行は情報を使って相違を調整する統計手法を開発し
た．それは死亡率と死亡時期との関係に加重最小二乗法によ
る回帰線を当てはめる方法である．
　妊産婦死亡率は，妊娠している時期に妊娠に関連した原因
で死亡した女性の数で，出生 10 万人当たりで表示されてい
る．値はモデルによる推定値．これは WHO，国連児童基金

（UNESCO），国連人口基金（UNPPA），世界銀行の共同作業
による．死亡原因を明記した出生・死亡の届け出制度の完備
した諸国については，データはそのまま利用されている．国
の統計が出生・死亡の届け出制度は完備しているが，死因が
不確実ないし不備，あるいは家計調査に基づいている諸国に
ついては，妊産婦死亡率は調査漏れや誤分類の要因で調整さ
れているのが普通である．実証データがまったくない諸国
については（全体の約 35％），妊産婦死亡率は回帰モデルに
よって推計されている．これには出生率，出産介助者，GDP
など社会経済的な情報が使われている．
　HIV 感染率は，15-49 歳人口のうち HIV に感染している
人の割合である．成人の HIV 感染率は各国人口の HIV 感染
率を反映したものである．しかし，感染率が全体的に低くて
も非常にミスリーディングなことがある．最初は特定の地域
あるいは人口グループに集中しているが，もっと人口全体に
波及しようとしている重大な流行病を隠蔽していることがし
ばしばである．多くの途上国では特に女性を中心に若い成人
が新たに感染している（国連エイズ合同計画（UNAIDS）や，
監視・人口ベース調査・特別研究に基づく WHO の HIV 罹
患率の推定）．

　結核の罹患率は，新しい結核患者（肺結核，塗沫陽性，肺
外結核）にかかわる推定人数．結核は途上国の成人の間では
単一の感染病原体としては主要な死因の 1 つである．高所得
国では結核は移民の間に患者がいる結果として再び台頭して
いる．表中の結核の罹患率の推計値は次のようなアプローチ
に基づいている．すなわち，報告された患者数は WHO が招
集した 80 名から成る疫病学者のパネルが検出した患者にか
かわる推定シェアに対する患者通告の比率を使って調整され
る．
　二酸化炭素（CO2）排出量は，化石燃料の燃焼やセメント
製造から発生する排出量で，固体・液体・気体という形態で
の燃料の消費と，ガスのフレアリングの際に生み出される二
酸化炭素が含まれる．1 人当たり CO2 排出量は CO2 排出量
を年央の人口で除したものである．（二酸化炭素情報分析セ
ンター（CDIAC），世界銀行）．
　改善された衛生設備アクセスは，人間，動物，および昆虫
が排泄物に接触するのを有効に防ぐ排泄物処理設備（私設な
いし共有のものは含むが，公設のものは含まない）に対し
て，少なくとも適切な利用が可能な人口の割合をいう．設備
としては，単純な穴を保護しただけのトイレから，下水道に
つながっている水洗トイレまでさまざまなものを含む．有効
であるためには，設備は正確に建設され，適切に維持されて
いなければならない．
　インターネット利用者は，世界的なネットワークにアクセ
スできる人々のこと．

表 4．　経済活動
　国内総生産は，国内の全生産者による購入者価格での総付
加価値に，製品価格に含まれていない税金を加えて，補助金
を控除したものである．構造物の減価償却と天然資源の消耗
や劣化などは控除せずに計算されている．付加価値は産業の
総産出額を合計した上で，中間投入額を差し引いた純産出額
である．付加価値の産業分類は国際標準産業分類（ISIC）第
3 版に基づく．世界銀行では通常米ドルを使い，IMF が発表
している公定為替相場の平均値を各年に適用している．外国
為替や貿易商品の取引に実際に適用されている相場から，公
定相場があまりにも大幅に乖離していると判断される場合に
は，それに代わる換算係数を適用している．
　国内総生産の年平均増加率は，各国通貨建ての不変価格
GDP に基づいて算出している．
　農業生産性は，2000 年の不変米ドルで測定した農業付加
価値の農業労働者数に対する比率である．農業生産性は投入
1 単位当たりの付加価値で測定されている．農業付加価値に
は林業と漁業のそれも含まれている．したがって，土地の生
産性という解釈は慎重に行うべきである．
　付加価値は，ある産業の総産出額を合計した上で，中間投
入額を控除した純産出額である．付加価値の産業分類は国際
標準産業分類（ISIC）第 3 版に基づく．
　農業付加価値，は ISIC 分類 1-5 に対応し，林業と漁業を
含む．
　工業付加価値は，鉱業，製造業，建設業，電気，水道，お
よびガスで構成される（ISIC 分類 10-45）．
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　サービス業付加価値は，ISIC 分類 50-99 に対応する．
　家計最終消費支出は，家計が購入するあらゆる財・サービ
スの市場価額であり，耐久財（自動車，洗濯機，家庭用コン
ピュータなど）も含まれる．住宅の購入は含まないが，持ち
家にかかわる帰属家賃は含まれる．免許や許可を取得するた
めに政府に対して支払う手数料なども含まれる．この家計消
費支出には，たとえ当該国では家計とは区別されている場合
でも，家計にサービスを提供する非営利機関の支出も含まれ
ている．実際には，家計消費支出には資源の使用と供給との
間で生じている統計上の誤差も含まれる．
　一般政府最終支出は，財とサービスの購入（公務員給与も
含む）にかかわる政府のあらゆる経常支出が含まれる．国防
や安全保障にかかわる支出のほとんどが含まれるが，政府に
よる固定資本形成の一部をなす軍事支出は除かれる．
　総固定資本形成は，国内の固定資本の増加にかかわる支出
と在庫品や貴重品の水準にかかわる変化で構成される．固定
資産には土地の改善（柵，溝，排水路など），工場，機械，
および設備などの購入，商工業用建物，事務所，学校，病
院，および民間住宅を初めとする建物，道路，鉄道などの建
設が含まれる．在庫は生産や販売における一時的または予期
せぬ変動に備えて，また，「仕掛品」として，企業が保有し
ている財貨の蓄えである．1993 年の SNA では，貴重品の純
取得も固定資本形成に算入されることになっている．
　財・サービス対外収支は，財とサービスの輸出から同輸入
を差し引いたものである．財・サービスの貿易は一国の居住
者とそのほかの全世界との間で，所有権の移転を伴う一般商
品，加工や修理のために送られた財貨，非貨幣用金，および
サービスなどにかかわるすべての取引が含まれている．
　GDP インプリシット・デフレーターは，主たる構成要素
である民間最終消費に加えて，政府消費，資本形成，および
国際貿易など，全最終需要項目にかかわる価格の変化を示
す．これは名目価格 GDP の不変価格 GDP に対する比率とし
て算出される．GDP デフレーターは現時点の産出額をウェ
イトとするパーシェ式価格指数として，明示的に算出するこ
ともできる．（ほとんどの途上国について，国民所得勘定に
関する指標は訪問したり，駐在している世界銀行の使節団を
通じたりして，各国の統計機関や中央銀行から収集してい
る．高所得国のデータは OECD に依拠する）．

表 5．　貿易・援助・金融
　商品輸出は，海外に供給した FOB 建て財価額を米ドルで
表示したものである．
　商品輸入は，海外から購入した CIF 建て財価額（保険と運
送費を含む際価額）を米ドルで表示したものである．（商品
貿易に関するデータは WTO の年報に基づく）．
　工業品輸出は，標準国際貿易分類（SITC）の大分類 5（化
学品），6（製造業品），7（機械・輸送機器），および 8（雑
製造業品）で構成されるが，中分類 68 は除く．
　ハイテク輸出は，R&D 集約度が高い製品の輸出である．
航空機，コンピュータ，科学器具，および電気機械などが含
まれる．
　経常収支は，純財サービス収支，純所得収支，および純経

常移転収支の合計である．
　外国対内直接投資（FDI）は，投資家の所在国以外で事業
を営んでいる企業に対して，永続的な経営権（議決権株式の
10％以上）を取得するための投資にかかわる純流入である．
国際収支に示されているように，これには株式資本，収益の
再投資，そのほかの長期・短期の資本を合計したものであ
る．（FDI に関するデータは，IMF の国際収支統計に基づき，
国連貿易開発会議のデータや各国の公的情報源を使った世界
銀行スタッフの推計で補完されている）．
　政府開発援助あるいは政府援助については，OECD 加盟の
高所得国からのものが，途上国の公的対外ファイナンスの中
心となっている．ただし，OECD の開発援助委員会（DAC）
のメンバーでない諸国のなかにも，政府開発援助（ODA）を
供与している重要な援助国がある．DAC は ODA について，
公的部門が供与するものであること，主要目的が経済開発あ
るいは福祉の促進にあること，および譲許的な条件で供与
すること（グラント・エレメントが割引率 10％で計算して
25％以上であること），という 3 つを基準に定めている．
　ODA は贈与と返済額を除いた借款とで構成される．これ
は DAC が定めた ODA の定義を充足している必要があり，か
つ DAC が定めている被援助国リストに掲載されている諸国
や領域に対するものでなければならない．新しい DAC の被
援助国リストは従来よりも客観的なニーズベースの基準に基
づいて作成されており，低および中所得国のすべてが含まれ
ている．ただし，G8 や EU（加盟時期が確定している諸国を
含む）メンバーは除く．
　対外総債務は，非居住者に対する債務で，外貨，財貨，あ
るいはサービスでの返済を要するものである．これには公
的長期債務，公的保証付き長期債務，非保証民間長期債務，
IMF 信用，および短期債務の合計である．短期債務には当初
満期が 1 年以下の全債務と長期債務にかかわる延滞利息が含
まれる．
　対外債務の現在価値は，短期対外債務の合計と，公的長期
債務，公的保証付き長期債務，および非保証民間長期債務に
かかわる償還期限までの元利返済金の流れの合計を現在価値
に割り引いたものの総計である．
　対外債務に関する主要データ源は，世界銀行融資あるいは
国際開発協会（IDA）信用を享受している加盟国が債務国報
告制度を通じて提出する報告である．世界銀行，IMF，アフ
リカ開発銀行・アフリカ開発基金，アジア開発銀行・アジア
開発基金，米州開発銀行のファイルからの追加的な情報も使
用されている．途上国の対外債務に関する総括表は，世界銀
行の Global Development Finance に毎年発表されている．
　銀行部門国内信用は，各部門に対するあらゆるグロス・
ベースの信用を含んでいるが，中央政府に対する信用だけは
例外的にネット・ベースとなっている．銀行部門には通貨当
局，預金通貨銀行，およびデータが入手可能なそのほかの
銀行（当座預金の受け入れは行なっていないものの，定期
預金や普通預金といった債務は負っている金融機関を含む）
が含まれる．その他の銀行としては貯蓄住宅抵当貸付機関
や建築貸付組合などがある．データは IMF の International 
Financial Statistics に依拠している．
　純移住は，当該期における純移住者の総数，すなわち移
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入者数から移出者数を控除したもので，移入国の国籍を有
する者とそうでない者の双方が含まれる．表の数字は 5 年
間の推定値である．データは国連人口局の World Population 
Prospects: The 2008 Revision に依拠している．

表 6．　その他諸国の主要指標
　表 1 に関するテクニカル・ノートを参照．

統計手法
　この項では，最小二乗法による増加率，指数関数的な（エ
ンドポイント方式の）増加率，米ドル表示の GNI および 1
人当たり GNI の推定に使われる換算係数を算出するための，
世界銀行アトラス方式について説明する．

最小二乗法による増加率
　信頼できる計算が可能なくらい長期にわたる時系列データ
がある場合には，必ず最小二乗法による増加率を使ってい
る．期間中の観察値が半分以上欠落している場合には，この
方法による増加率は算出しない．
　最小二乗法による増加率 r は，当該期間の年次変数の対数
値に線形回帰による傾向線を当てはめて算出する．回帰方程
式は次の形となる．

ln Xt = a + bt

　この式は以下の複利による増加式の対数をとったものに等
しい．

Xt = X0 ( 1 + r )t

　ここで，X は変数，t は時間，a = log X0 と b = ln (1 + r ) は
推定すべきパラメーターである．b* を b の最小二乗法によ
る推定値とすれば，年平均増加率 r は [exp (b*)–1] で求める
ことができ，これを 100 倍すれば％表示になる．
　このようにして算出された増加率は，当該期間における入
手可能な観察値を代表する平均増加率である．しかし，それ
は同期間内のある 2 時点間の実際の増加率とは必ずしも一致
しない．

指数関数的な増加率
　特に労働力や人口など一定の人口動態にかかわるデータに
ついて，2 時点間の増加率は次の式で算出される．

r = ln (pn / p1) / n

　ここで，pn と p1 は当該期間の最後と最初の観察値，n は
同期間の年数，ln は自然対数である．この増加率は 2 時点
間における連続的な指数関数モデルに基づいている．時系列

中の個々の数値は考慮されない．また，指数関数的な増加率
は次の式で求められる毎年の変化率にも一致しない．

(pn – pn-1 )/ pn-1

世界銀行アトラス方式
　特定業務上の目的で米ドル表示の GNI および 1 人当たり
GNI を算出する際，世界銀行はアトラス換算係数を使用して
いる．アトラス換算係数の目的は，国民所得を各国比較する
際に為替相場変動の影響を減らすことにある．ある年のアト
ラス換算係数は，当該国の当該年とその前の 2 年間におけ
る平均為替相場（あるいは代替的な換算係数）について，同
国のインフレ率と日本，イギリス，アメリカ，およびユーロ
圏のインフレ率格差を調整したものである．当該国のインフ
レ率は GDP デフレーターの変化率で測定する．国際的なイ
ンフレ率を代表する日本，イギリス，アメリカ，およびユー
ロ圏のインフレ率は，SDR デフレーターの変化率で測定する

（SDR，すなわち特別引出権は IMF の計算単位）．SDR デフ
レーターはこれら諸国の SDR 表示による GDP デフレーター
を加重平均したもので，その際のウェイトは 1 単位に含まれ
ている各国通貨の量による．このウェイトは SDR の構成と
各国通貨相互間の為替相場が変化するため，時期によって異
なってくる．SDR デフレーターは最初に SDR 建てで算出し，
次にアトラスの SDR 対米ドル換算係数を使って米ドル建て
に換算される．さらに各国の GNI に対してアトラス換算係
数を適用する．その結果として得られる米ドル表示の GNI
を年央の人口で除して，1 人当たり GNI が算出される．
　公定為替相場が信頼性に欠ける，あるいは当該期間の実際
の為替相場を代表していないと思われる場合，アトラス方式
では代替的な為替相場の推定値が使用される（下式参照）．
　ある t 年のアトラス換算係数の算出は以下のように定式化
できる．

　また，その t 年の米ドル表示による 1 人当たり GNI は次の
式で算出される．

  ここで，et は t 年のアトラス換算係数（各国通貨対米ドル），
et は t 年の平均為替相場（各国通貨対米ドル），pt は t 年の
GDP デフレーター，pt    は t 年の米ドル表示の SDR デフレー
ター，Yt  は t 年のアトラス方式による米ドル表示の 1 人当
たり GNI，Yt は t 年の名目 GNI（各国通貨建て），Nt は t 年
の年央の人口である．

代替的な換算係数
　世界銀行は公定為替相場の換算係数としての妥当性を体系
的に評価している．公定為替相場が外国為替の国内取引や貿
易財に実質的に適用されている相場から大きく乖離している
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と判断される場合には，代替的な換算係数が使用される．こ
のケースに該当する国の数は，World Development Indicators 
2009 の 1 次データ出典表にみるように少ない．代替的な換
算係数はアトラス方式や主要世界開発指標では，単年度だけ
の換算係数として用いられている．
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経済統治運営委員会（EGSC）    112
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刑事司法問題に関する機関    174
経常収支    332
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ネットワークの構築・運営    139
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ケカマタン開発プログラム（KDP）    124, 

138
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指標    220

成果
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信頼醸成と制度転換    157
制度転換の支援    168
制約    21
動員    21
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ツイッター革命    95
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手続き上の順応主義    172
テロ 188

犠牲者    49
経済成長への影響    59
懸念事項    49
攻撃による死亡者    7
定義    253
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87
都市化    10, 69

進展している地域    130
都市部の不安定性    75
途上国    xvi
土地改革    144
土地に対する外国投資    196
トップ・ダウン方式による計画策定    215
ドナー・システムの硬直性    32
ドナーのリスク管理    31, 237
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終結    159, 165, 179
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20 世紀の世界システム    4
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相互に結び付いているストレス    80
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農業投資    245
農業と非公式部門の雇用    219
農業における自営    143
農業に対する支援    143
農業付加価値    331
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タリバン    73
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伐採規制    252
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8
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ティモール抵抗民族評議会    163
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暴力の再発    131
保健サービス    20
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非国家組織    114
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非司法的な措置    148
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評価プロセス    232
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現在の    53, 162
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プログラム

DESEPAZ    99
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人道主義的    26
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東ティモール    37, 198
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ヘルシンキ了解覚書    123
ペレストロイカ（改革）    89
ヘロイン    49
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効率性とのトレードオフ    215
戦略    106, 215

暴力
――なしの選挙    163
新しい形の    7
影響を受けた諸国に対する国際支援    

158
温床    240
開発阻害    6
開発への影響    53, 52, 58
回避    74
脅威の種類    211
繰り返し    10
経済的・政治的な理論    65
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再発    5
再発の防止    106
従事する人々の決定における費用便
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重大な人的結末    55
成長に及ぼす影響    58
対外的な要因    8
中央アメリカ    154
直接的な影響    8
波及効果    58
犯罪の間接的なコスト    59
反復    52
反復的な連鎖    90
反復的な連鎖の要因    11
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有望な脱却    148
リスク要因    68
リスクを悪化させる要因    63
リスクを増大させる重要な要素    17
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暴力防止    234
暴力防止と回復策からの重要な教訓    29
暴力防止における雇用の役割    218
暴力防止のための特別援助    28
暴力防止・復興のためのコミュニティ・

ベース・プログラムの基本的な
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暴力リスクの削減    246
暴力を終わらせる協定    105
暴力を回避ないし最小化することによる

国際社会にとってのコスト節約    
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「補完的な能力」を活用する    114
保健サービス    55

アフガニスタン    227
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東ティモール    20

保健部門のコミュニティ監視    138
ボスニア・ヘルツェゴビナ    45, 118, 133, 
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教育改革    150

「ギロチン」イニシアティブ    140
高等司法・検察評議会（HJPC）    136
デイトン合意    118
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